
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
十
七
号

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
、
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
五
十
九
号
）
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
二
十
三
条
及
び
附
則
第
六
項
（
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第

二
十
四
条
第
七
号
及
び
市
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
第

十
号
（
同
法
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
六
号
）
第
五
条
、
産
炭
地

域
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
条
並
び
に
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
第
二
十
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
地
方
交
付
税
法
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方

交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
六

年
自
治
省
令
第
十
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
　
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
（
第
五
条―

第
十
七
条
）

第
三
章
　
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法

第
一
節
　
都
道
府
県
分
（
第
十
八
条―

第
三
十
条
）

第
二
節
　
市
町
村
分
（
第
三
十
一
条―

第
四
十
一
条
）

第
三
節
　
低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法
等
に
よ
る
特
例
（
第
四
十
二
条―

第
四
十
四
条
）

第
四
節
　
補
則
（
第
四
十
五
条
）

第
四
章
　
錯
誤
に
か
か
る
措
置
（
第
四
十
六
条
・
第
四
十
六
条
の
二
）

第
五
章
　
合
併
市
町
村
の
特
例
（
第
四
十
七
条―

第
五
十
条
）

第
六
章
　
雑
則

第
一
節
　
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
（
第
五
十
一
条―

第
五
十
三
条
）

第
二
節
　
大
規
模
な
災
害
が
あ
つ
た
場
合
の
特
例
（
第
五
十
四
条
）

第
三
節
　
意
見
の
聴
取
（
第
五
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
（
以
下
「
普
通
交
付
税
」
と
い
う
。
）

に
関
し
て
は
、
地
方
交
付
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
特
別
区
の
存
す
る
区
域
へ
の
準
用
）

第
二
条
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
（
以
下
「
特
別
区
」
と
い
う
。
）
は
、
市
と
み
な
し
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
規
定
中
市
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
普
通
交
付
税
の
算
定
に
関
す
る
資
料
）

第
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
つ
て
、
当
該
都
道
府
県
の
基
準
財
政
需
要
額
及
び
基

準
財
政
収
入
額
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
総
務
大
臣
の
定
め
る
資
料
を
作
成
し
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
日

ま
で
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
市
町
村
長
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
つ
て
、
当
該
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
及
び
基
準
財
政
収
入

額
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
総
務
大
臣
の
定
め
る
資
料
を
作
成
し
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
地
方
団
体
の
長
は
、
当
該
地
方
団
体
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事

項
を
記
載
し
た
台
帳
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
道
路
の
面
積
及
び
道
路
の
延
長

二
　
河
川
の
延
長

三
　
港
湾
（
漁
港
を
含
む
。
）
に
お
け
る
係
留
施
設
の
延
長
及
び
外
郭
施
設
の
延
長

四
　
市
町
村
が
管
理
す
る
都
市
公
園
の
面
積

五
　
恩
給
受
給
権
者
数

六
　
災
害
復
旧
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債

の
う
ち
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意

を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
元
利
償
還
金

七
　
辺
地
対
策
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償

還
金

八
　
平
成
四
年
度
か
ら
平
成
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
事
業
費
の
財
源
に
充
て

る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
元
利
償
還
金

４
　
地
方
団
体
の
長
は
、
当
該
地
方
団
体
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
補
正
係
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事
項
を
記

載
し
た
台
帳
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
港
湾
事
業
費
（
漁
港
事
業
費
を
含
む
。
）
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

二
　
河
川
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

三
　
地
方
公
営
交
通
事
業
の
再
建
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

四
　
地
下
鉄
事
業
債
に
係
る
支
払
利
息
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に

係
る
元
利
償
還
金

五
　
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
出
資
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

六
　
地
下
高
速
鉄
道
の
緊
急
整
備
に
係
る
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

七
　
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
開
発
又
は
造
成
さ
れ
る
市
街
地
の
居
住
者
及
び

空
港
の
利
用
者
の
利
用
の
た
め
に
建
設
さ
れ
る
鉄
道
又
は
軌
道
（
以
下
「
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）

の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
出
資
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係

る
元
利
償
還
金

八
　
上
水
道
事
業
の
水
源
開
発
及
び
広
域
化
対
策
並
び
に
そ
れ
ら
に
係
る
事
業
費
の
出
資
金
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

九
　
上
水
道
高
度
浄
水
施
設
整
備
事
業
、
老
朽
管
更
新
事
業
、
上
水
道
未
普
及
地
域
解
消
事
業
及
び
上
水
道
災

害
・
安
全
対
策
事
業
の
事
業
費
の
出
資
金
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係

る
元
利
償
還
金

十
　
簡
易
水
道
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償

還
金

十
一
　
公
園
緑
地
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償

還
金

十
二
　
下
水
道
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償

還
金

十
三
　
空
港
整
備
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償

還
金

十
四
　
地
域
防
災
計
画
に
掲
上
さ
れ
て
い
る
災
害
危
険
区
域
に
お
い
て
災
害
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
災
害
の
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
に
単
独
で
実
施
す
る
事
業
に
係
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

十
五
　
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係

る
元
利
償
還
金

十
六
　
立
替
施
行
に
係
る
義
務
教
育
施
設
の
譲
受
代
金
の
年
次
支
払
額

1



十
七
　
病
院
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

十
八
　
公
立
大
学
附
属
病
院
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係

る
元
利
償
還
金

十
九
　
清
掃
施
設
整
備
事
業
費
（
用
地
取
得
費
及
び
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業
費
を
除
く
。
）
の
財
源
に
充
て

る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

二
十
　
立
替
施
行
に
係
る
清
掃
施
設
の
譲
受
代
金
の
年
次
支
払
額

二
十
一
　
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
費
、
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
対
策
事
業
費
、
特
定
地
域
開
発
就
労
事
業
費
、

旧
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
対
策
事
業
従
事
者
暫
定
就
労
事
業
費
、
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
従
事
者
自
立
促
進

事
業
費
及
び
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
従
事
者
就
労
確
保
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

二
十
二
　
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
百
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
係
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

二
十
三
　
市
町
村
が
管
理
す
る
農
道
の
延
長

（
端
数
計
算
）

第
四
条
　
基
準
財
政
需
要
額
及
び
基
準
財
政
収
入
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
別
な
定
め
が
あ
る
場
合
の

ほ
か
、
そ
の
算
定
の
過
程
及
び
算
定
し
た
額
に
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法

（
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

中
欄
に
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

測

定

単

位

の

種

類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表示単位

一

　

人
口

国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八
号
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お

け
る
人
口
。
以
下
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
同
じ
。

人

二

　

面
積

１
　
国
土
地
理
院
に
お
い
て
公
表
し
た
前
年
度
の
一
月
一
日
現
在
の
当
該
地
方
団
体
の
面
積
。
た
だ
し
、

入
会
地
、
錯
雑
地
、
共
有
地
、
組
合
地
、
国
有
林
等
で
分
割
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
面
積
の

範
囲
内
に
お
い
て
関
係
地
方
団
体
の
長
の
協
議
に
よ
つ
て
修
正
し
た
面
積
と
し
、
湖
沼
、
池
又
は
潟
（
国

土
地
理
院
に
お
い
て
前
年
度
中
に
湖
沼
と
し
て
面
積
を
公
表
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
ま
た
が
る
も
の
の
う
ち
国
土
地
理
院
に
お
い
て
公
表
し
た
関
係
都
道
府
県

の
面
積
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
面
積
を
関
係
都
道
府
県
知
事
の
協
議
に
よ
つ
て

分
割
し
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
関
係
都
道
府
県
の
面
積
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
の
「
地
方
行
政
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
個
別
算
定
経
費
以
外
の
も
の
」
に
係
る
面
積
の
う

ち
「
宅
地
の
面
積
」
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
３
に
よ
る
「
宅
地
の
面
積
」
を
合

計
し
て
得
た
数
値
と
し
、
「
耕
地
の
面
積
」
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
農
林
省
令
第

三
十
九
号
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
耕
地
の
面
積
と
し
、
「
林
野
の
面

積
」
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
民
有
林
野

（
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
殊
法
人
（
法

律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た

法
人
で
あ
つ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
管
す
る
林
野
を
除
く
。
）
の
面
積
と
し
、
「
そ
の
他
の

面
積
」
は
、
１
の
面
積
か
ら
「
宅
地
の
面
積
」
、
「
耕
地
の
面
積
」
及
び
「
林
野
の
面
積
」
を
除
い
た
も
の

と
す
る
。

平方キロメートル

３
　
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
及
び
「
地
方
行
政
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
個
別
算
定
経
費
以
外
の
も

の
」
に
係
る
面
積
の
う
ち
「
宅
地
の
面
積
」
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
（
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
十
八
条
又
は
第
四
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
概
要
調
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
面
積
と
し
、
「
田
畑
の
面
積
」
は
、
前

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
の
面
積
と
畑
の
面
積
と
の
合
計
数
と

し
、
「
森
林
の
面
積
」
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お

け
る
公
有
及
び
私
有
の
森
林
の
合
計
面
積
と
し
、
「
そ
の
他
の
面
積
」
は
、
１
の
面
積
か
ら
「
宅
地
の
面

積
」
、
「
田
畑
の
面
積
」
及
び
「
森
林
の
面
積
」
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
「
宅
地
の
面
積
」
、
「
田

畑
の
面
積
」
及
び
「
森
林
の
面
積
」
の
合
計
数
が
１
の
面
積
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
合
計
数
が
１
の
面

積
と
な
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ

あ
ん按

分
し
た
数
値
と
す
る
。

４
　
１
か
ら
３
ま
で
の
数
値
に
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。

三

　

警

察

職

員

数

当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
別
表
第

二
に
定
め
る
当
該
都
道
府
県
の
地
方
警
察
職
員
で
あ
る
警
察
官
の
定
員
の
基
準
数
（
同
令
附
則
第
二
十
五

項
の
規
定
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
も
の
は
、
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
）

人

四

　

道

路

の

面

積

前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す

る
道
路
台
帳
（
以
下
「
道
路
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
道
路
（
同
法
第
九
条
の
路
線
の
認

定
の
公
示
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
道
路
の
区
域
の
決
定
の
公
示
及
び
同
条
第
二
項
の
供
用
開
始
の
公

示
が
行
わ
れ
た
も
の
を
い
い
、
渡
船
施
設
、
路
面
幅
員
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
国
道
及
び
都
道
府
県
道

（
橋
り
よ
う
を
除
く
。
）
、
路
面
幅
員
一
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
道
（
橋
り
よ
う
を
除
く
。
）
並
び
に

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
料
金
を
徴
収
す
る

も
の
及
び
同
法
附
則
第
四
条
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
も

の
を
除
く
。
）
で
当
該
地
方
団
体
が
管
理
す
る
も
の
の
面
積
。
た
だ
し
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年

の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
、
大
規
模
な
境
界
変
更
、
指
定
都
市
（
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
指
定
若
し
く
は
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
の
閣
議
決
定
「
事
務
・
権
限
の
移
譲
等

に
関
す
る
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
国
と
当
該
地
方
団
体
と
の
個
別
協
議
に
よ
り
又
は
道
路
法

第
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
を
管
理
す
る
地
方
団
体
に
変
更
が
あ
つ
た
と

き
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
当
該
面
積
を
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
道
路

の
管
理
者
の
区
分
に
よ
り
分
別
し
た
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

千平方メートル

五

　

道

路

の

延

長

前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
道
路
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
道
路
（
道
路
法
第
九
条
の
路
線
の
認
定

の
公
示
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
道
路
の
区
域
の
決
定
の
公
示
及
び
同
条
第
二
項
の
供
用
開
始
の
公
示

が
行
わ
れ
た
も
の
を
い
い
、
渡
船
施
設
、
路
面
幅
員
一
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
道
（
橋
り
よ
う
を

除
く
。
）
並
び
に
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
料
金
を
徴
収
す
る
も
の
及
び
同
法

附
則
第
四
条
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

で
当
該
地
方
団
体
が
管
理
す
る
も
の
（
道
路
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
指
定
す
る
区
間

（
以
下
「
指
定
区
間
」
と
い
う
。
）
内
の
道
路
で
当
該
地
方
団
体
が
そ
の
経
費
の
一
部
又
は
全
部
を
負
担
す

る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
直
轄
高
速
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以
前
に
開
催
さ
れ
た
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会

議
の
議
を
経
た
整
備
計
画
に
よ
り
、
直
轄
方
式
で
整
備
す
る
こ
と
と
な
つ
た
区
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
高
速
自
動
車
国
道
法
第
七
条
第
一
項
の
区
域
の
決
定
の
公
示
及
び
同
条
第
二
項
の
供
用
開
始
の
公
示
が

行
わ
れ
た
も
の
の
延
長
。
た
だ
し
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

地
方
団
体
の
廃
置
分
合
、
大
規
模
な
境
界
変
更
若
し
く
は
指
定
都
市
の
指
定
に
よ
り
又
は
道
路
法
第
十
七

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
を
管
理
す
る
地
方
団
体
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

こ
の
表
中
四
の
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

キロメートル
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六

　

河

川

の

延

長

前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
河
川
現
況
台
帳
（
以
下
「
河
川
現
況
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
河
川
（
当
該
地

方
団
体
が
そ
の
経
費
を
負
担
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
河
岸
の
う
ち
当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
所
在

す
る
も
の
の
延
長
。
た
だ
し
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
地
方

団
体
の
廃
置
分
合
、
大
規
模
な
境
界
変
更
、
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
へ
の
管
理
権
限
の
委
譲
等
に
よ
り
河

川
を
管
理
す
る
地
方
団
体
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
当
該
河

川
の
延
長
を
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
河
川
管
理
者
の
区
分
に
よ
り
分
別
し
た
数
値
を
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。

キロメートル

七

　

港

湾

に

お

け

る

係

留

施

設

の

延

長

１
　
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
四
十
八

条
の
二
第
一
項
の
港
湾
台
帳
（
以
下
「
港
湾
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
係
留
施
設
（
係
船

浮
標
及
び
ド
ル
フ
ィ
ン
以
外
の
係
船
く
い
を
除
く
。
）
の
延
長
の
合
計
数
。
た
だ
し
、
当
該
地
方
団
体
が

経
費
を
負
担
し
な
い
施
設
（
企
業
庁
、
企
業
局
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
が
経
費
を
負
担
す
る
施
設

を
含
む
。
）
、
当
該
地
方
団
体
の
組
織
す
る
組
合
（
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
組
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
港
務
局
が
経
費
を
負
担
し
な
い
施
設
及
び
漁
港
（
港
湾
法
第
三
条
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
つ
て
同
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
漁
港
の
う
ち
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。

２
　
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
又
は
港
務
局
が
管
理
す
る
港
湾
に
お
け
る
係
留
施
設
の
延
長
は
、
こ
れ

ら
の
数
値
を
当
該
港
湾
に
お
け
る
経
費
の
負
担
割
合
を
基
礎
と
し
て
当
該
組
合
又
は
港
務
局
を
組
織
す
る

地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
る
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ

つ
て
按
分
し
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
地
方
団
体
に
属
す
る
係
留
施
設
の
延
長
と
す
る
。

３
　
前
年
の
四
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境

界
変
更
が
あ
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
港
湾
管
理
者
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
若
し
く
は
港
務
局
の
構
成

団
体
又
は
こ
れ
ら
の
管
理
す
る
港
湾
に
お
け
る
経
費
の
負
担
割
合
（
以
下
こ
の
表
中
七
に
お
い
て
「
港
湾

の
管
理
状
況
」
と
総
称
す
る
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
地
方
団
体
の
係
留
施
設
の
延
長

は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
港
湾
の
管
理
状
況

に
よ
り
２
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
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八

　

港

湾

に

お

け

る

外

郭

施

設

の

延

長

１
　
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
港
湾
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
外
郭
施
設
（
水
門
及
び
こ
う

門
を
除
き
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
う
ち
廃
棄
物
埋
立
護
岸
を
含
む
。
）
の
延
長
の
合
計
数
。
た
だ
し
、
当

該
地
方
団
体
が
経
費
を
負
担
し
な
い
施
設
（
企
業
庁
、
企
業
局
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
が
経
費
を

負
担
す
る
施
設
を
含
む
。
）
、
当
該
地
方
団
体
の
組
織
す
る
組
合
又
は
港
務
局
が
経
費
を
負
担
し
な
い
施
設

及
び
漁
港
（
港
湾
法
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
同
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
漁
港
の
う
ち
国

際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。

２
　
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
又
は
港
務
局
が
管
理
す
る
港
湾
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
に
つ
い
て

は
、
こ
の
表
中
七
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
二
以
上
の
地
方
団
体
が
経
費
を
負
担
す
る
港
湾
又
は
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
は
、
こ
れ
ら

の
数
値
を
当
該
港
湾
又
は
漁
港
に
お
け
る
経
費
の
負
担
割
合
を
基
礎
と
し
て
関
係
地
方
団
体
の
長
が
協
議

し
て
定
め
る
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の

を
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
地
方
団
体
に
属
す
る
外
郭
施
設
の
延
長
と
す
る
。

４
　
前
年
の
四
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境

界
変
更
が
あ
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
港
湾
管
理
者
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
若
し
く
は
港
務
局
の
構
成

団
体
又
は
港
湾
に
お
け
る
経
費
の
負
担
割
合
（
以
下
こ
の
表
中
八
に
お
い
て
「
港
湾
の
管
理
状
況
」
と
総

称
す
る
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
地
方
団
体
の
外
郭
施
設
の
延
長
は
、
総
務
大
臣
が
必

要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
港
湾
の
管
理
状
況
に
よ
り
２
又
は
３
の

規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

メートル

九

　

漁

港
１
　
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
三
十
六
条
の
二
の
漁
港
台
帳
（
以
下
こ
の
表
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て

メー

に

お

け

る

係

留

施

設

の

延

長

「
漁
港
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
係
留
施
設
（
係
船
浮
標
及
び
係
船
く
い
を
除
く
。
）
の
延

長
の
合
計
数
。
た
だ
し
、
当
該
地
方
団
体
が
経
費
を
負
担
し
な
い
施
設
（
企
業
庁
、
企
業
局
そ
の
他
こ
れ

に
類
似
す
る
も
の
が
経
費
を
負
担
す
る
施
設
を
含
む
。
）
及
び
港
湾
法
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
つ

て
同
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
漁
港
の
う
ち
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の

に
係
る
も
の
を
除
く
。

２
　
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
又
は
港
務
局
が
管
理
す
る
漁
港
に
お
け
る
係
留
施
設
の
延
長
は
、
こ
れ

ら
の
数
値
を
当
該
漁
港
に
お
け
る
経
費
の
負
担
割
合
を
基
礎
と
し
て
当
該
組
合
又
は
港
務
局
を
組
織
す
る

地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
る
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ

つ
て
按
分
し
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
地
方
団
体
に
属
す
る
係
留
施
設
の
延
長
と
す
る
。

３
　
前
年
の
四
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境

界
変
更
が
あ
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
漁
港
管
理
者
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
若
し
く
は
港
務
局
の
構
成

団
体
又
は
こ
れ
ら
の
管
理
す
る
漁
港
に
お
け
る
経
費
の
負
担
割
合
（
以
下
こ
の
表
中
九
及
び
十
並
び
に
附

則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
四
及
び
五
に
お
い
て
「
漁
港
の
管
理
状
況
」
と
総
称
す
る
。
）
に

変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
地
方
団
体
の
係
留
施
設
の
延
長
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場

合
に
限
り
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
漁
港
の
管
理
状
況
に
よ
り
２
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定

し
た
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

トル

十

　

漁

港

に

お

け

る

外

郭

施

設

の

延

長

１
　
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
漁
港
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
外
郭
施
設
（
水
門
及
び
こ
う

門
を
除
く
。
）
の
延
長
の
合
計
数
。
た
だ
し
、
当
該
地
方
団
体
が
経
費
を
負
担
し
な
い
施
設
（
企
業
庁
、

企
業
局
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
が
経
費
を
負
担
す
る
施
設
を
含
む
。
）
及
び
港
湾
法
第
三
条
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
同
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
漁
港
の
う
ち
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
に
指

定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。

２
　
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
又
は
港
務
局
が
管
理
す
る
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
に
つ
い
て

は
、
こ
の
表
中
七
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
二
以
上
の
地
方
団
体
が
経
費
を
負
担
す
る
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表

中
八
の
３
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
前
年
の
四
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境

界
変
更
が
あ
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
漁
港
の
管
理
状
況
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
地
方
団
体
の

外
郭
施
設
の
延
長
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る

漁
港
の
管
理
状
況
に
よ
り
２
又
は
３
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

メートル

十

一

　

都

市

計

画

区

域

に

お

け

る

人

口

前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
都
市
計
画
区
域
に
係
る
当
該
地
方
団
体
の
人
口
（
当
該
地
方
団
体
の
区
域
の
一
部
が
都
市
計
画
区

域
で
あ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
の
承
認
し
た
人
口
）

人

十

二

　

都

市

公

園

の

面
積

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
基
づ
き
市
町
村
が
設
置
す
る
都
市
公
園
（
市
町
村

の
組
織
す
る
組
合
が
設
置
す
る
都
市
公
園
は
、
当
該
都
市
公
園
が
所
在
す
る
市
町
村
の
都
市
公
園
と
み
な

す
。
）
の
う
ち
前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
台
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
面
積
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

千平方メートル

十

三

　

小
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の

設
置
す
る
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及

人

3



学

校

の

教

職

員

数

び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
、
公
立
義

務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
十
四
号
。
以
下
「
標
準
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
標
準
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
数

の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標

準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準

に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
教
職

員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

十

四

　

小

学

校

の

児

童
数

学
校
基
本
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
文
部
省
令
第
四
号
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日

現
在
に
お
け
る
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の

小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
は
、
当
該
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
所
在
す

る
市
町
村
立
の
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
と
み
な
し
、
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
分
校
と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

に
届
出
の
あ
つ
た
も
の
は
独
立
の
学
校
と
み
な
す
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
児
童
の
数
（
学
校
教
育

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
委
託
し
た
児
童
（
以
下
「
委
託
児

童
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
委
託
児
童
の
数
は
、
当
該
委
託
さ
れ
た
市
町
村
の
児
童
の
数
と

み
な
す
。
）

人

十

五

　

小

学

校

の

学

級
数

当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
義

務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に

関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
、
標
準
法
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
標
準
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
数
の
標
準
に
関
す

る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
一
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
学
級
数

学級

十

六

　

小

学

校

の

学

校
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
立
の
小
学
校
及

び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
数
。
た
だ
し
、
在
学
児
童
を
有
し
な
い
学
校
の
数
を
除
く
。

校

十

七

　

中

学

校

の

教

職

員

数

当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の

設
置
す
る
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び
に
当
該
都
道
府

県
立
の
中
学
校
（
学
校
教
育
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育

を
施
す
も
の
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
及
び
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
に
お
い
て
主
と
し

て
学
齢
を
経
過
し
た
者
に
対
し
て
指
導
を
行
う
た
め
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
も
の
（
以
下
「
夜
間
中

学
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学

級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸

学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標

準
に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
教

職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

人

十

八

　

中

学

校

の

生

徒
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
立
の
中
学
校
、

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
中
学

校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
は
、
当
該
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校

の
後
期
課
程
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
所
在
す
る
市
町
村
立
の
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後

期
課
程
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
と
み
な
し
、
学
校
教
育
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
つ

て
分
校
と
し
て
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
出
の
あ
つ
た
も
の
は
独
立
の
学
校
と
み
な
す
。
以
下

同
じ
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数
（
学
校
教
育
法
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
条
の
規

人

定
に
よ
つ
て
委
託
し
た
生
徒
（
以
下
「
委
託
生
徒
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
委
託
生
徒
の
数

は
、
当
該
委
託
さ
れ
た
市
町
村
の
生
徒
の
数
と
み
な
す
。
）

十

九

　

中

学

校

の

学

級
数

当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
設
置
す
る
中
学
校
、
義
務

教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編

制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校

の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に

よ
つ
て
算
定
し
た
学
級
数

学級

二

十

　

中

学

校

の

学

校
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
立
の
中
学
校
、

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
数
。
た
だ
し
、
在
学
生
徒
を
有
し
な
い

学
校
の
数
を
除
く
。

校

二

十

一

　

高

等

学

校

の

教

職

員

数

１
　
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
並
び
に
公
立
高

等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百

十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
日
制
、
定
時

制
及
び
通
信
制
の
課
程
に
係
る
教
職
員
の
定
数
の
標
準
と
な
る
数
（
指
定
都
市
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の

区
域
内
の
市
町
村
の
設
置
す
る
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
に
係
る
教
職
員
（
養
護
教
諭
、
養
護
助
教

諭
、
実
習
助
手
及
び
事
務
職
員
を
除
く
。
）
の
定
数
の
標
準
と
な
る
数
を
含
む
。
）
と
し
、
市
町
村
に
あ
つ

て
は
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま

で
及
び
第
二
十
二
条
並
び
に
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
高
等
学

校
（
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
高
等
学
校
は
、
当
該
高
等
学
校
の
所
在
す
る
市
町
村
立
の
高
等
学
校

と
み
な
す
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
日
制
、
定
時
制
及
び
通
信
制
の
課
程
に
係
る
教
職
員
の
定
数
の
標
準
と

な
る
数
（
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
立
の
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
に
係

る
教
職
員
（
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
実
習
助
手
及
び
事
務
職
員
を
除
く
。
）
の
定
数
の
標
準
と
な
る

数
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
１
の
全
日
制
、
定
時
制
及
び
通
信
制
の
課
程
の
区
分
は
、
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員

定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
全
日
制
、
定
時
制
及
び
通
信
制
の
課
程
の
区

分
に
よ
る
。

人

二

十

二

　

高

等

学

校

の

生

徒
数

１
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
地
方
団
体
立

の
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
全
日
制
及
び
定
時
制
（
別
科
及
び

専
攻
科
を
除
く
。
）
の
商
業
に
関
す
る
学
科
及
び
家
庭
に
関
す
る
学
科
、
厚
生
に
関
す
る
学
科
の
う
ち
衛

生
看
護
科
に
類
す
る
学
科
、
農
業
に
関
す
る
学
科
、
工
業
に
関
す
る
学
科
、
水
産
に
関
す
る
学
科
、
情
報

に
関
す
る
学
科
、
福
祉
に
関
す
る
学
科
並
び
に
普
通
科
及
び
そ
の
他
の
学
科
に
係
る
生
徒
数
並
び
に
別
科

及
び
専
攻
科
に
係
る
生
徒
数
の
合
計
数

２
　
１
の
生
徒
数
の
う
ち
全
日
制
の
課
程
に
係
る
生
徒
数
は
、
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
る
学
校
調
査
票

の
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
の
全
日
制
、
定
時
制
別
区
分
の
全
日
制
、
併
置
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
在

学
す
る
全
日
制
の
課
程
（
別
科
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
の
生
徒
数
と
し
、
定
時
制
の
課
程
に
係
る
生
徒

数
は
、
同
学
校
調
査
票
の
全
日
制
、
定
時
制
別
区
分
の
定
時
制
、
併
置
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
在
学
す
る

定
時
制
の
課
程
（
別
科
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
の
生
徒
数
と
す
る
。

３
　
１
の
商
業
に
関
す
る
学
科
の
生
徒
数
に
は
理
数
科
に
類
す
る
学
科
に
属
す
る
生
徒
数
を
含
む
も
の
と

し
、
１
の
普
通
科
及
び
そ
の
他
の
学
科
の
生
徒
数
は
、
商
業
に
関
す
る
学
科
及
び
家
庭
に
関
す
る
学
科
、

厚
生
に
関
す
る
学
科
の
う
ち
衛
生
看
護
科
に
類
す
る
学
科
、
農
業
に
関
す
る
学
科
、
工
業
に
関
す
る
学

人

4



科
、
水
産
に
関
す
る
学
科
、
情
報
に
関
す
る
学
科
並
び
に
福
祉
に
関
す
る
学
科
以
外
の
学
科
に
属
す
る
生

徒
数
と
す
る
。

二

十

三

　

特

別

支

援

学

校

の

教

職

員

数

当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市

を
除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
及
び
高
等
部
に
つ
い
て
、
公
立
義
務

教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
に
規
定
す

る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法
第
十
条
及
び
公
立
高

等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
教

職
員
定
数
の
標
準
と
な
る
数
（
市
町
村
立
の
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
実
習
助
手
の
定
数
の
標
準
と
な

る
数
を
除
く
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

人

二

十

四

　

特

別

支

援

学

校

の

学

級
数

当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ

い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及

び
第
三
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
学
級
数
並
び
に
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ

て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
在

学
す
る
生
徒
を
も
つ
て
編
制
さ
れ
た
実
学
級
（
多
学
年
学
級
は
、
一
学
級
と
み
な
す
。
）
の
数
を
合
算
し

た
数

学級

二

十

五

　

高

等

専

門

学

校

及

び

大

学

の

学

生

の

数

１
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
道
府
県
立
の

高
等
専
門
学
校
（
当
該
道
府
県
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設
立
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
同
法
第
六
十

八
条
第
一
項
の
公
立
大
学
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
の
設
置
す
る

高
等
専
門
学
校
を
含
む
。
）
及
び
短
期
大
学
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期
大
学
を
含
む
。
）
の
学
科

及
び
専
攻
科
並
び
に
大
学
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
を
含
む
。
）
の
学
部
、
専
攻
科
及
び
大
学

院
に
在
学
す
る
学
生
の
数

２
　
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学

法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
学
科
、
専
攻
科
及
び
大
学
院
に
在
学
す
る
学
生
の
数
は
、
当
該
学
生
の
数
を
当

該
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て

定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按

分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
立
の
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
及
び
大
学
院
に
在
学
す
る
学
生
の
数

と
す
る
。

人

二

十

六

　

私

立

の

学

校

の

幼
児
、

児

童

及

び

生

徒

の
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
道
府
県
の
区
域
内

の
私
立
の
幼
稚
園
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
一

項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
、
小
学
校
、
中

学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
幼
児
、
児
童
及

び
生
徒
の
数

人

二

十

七

　

幼

稚

園

及

び

幼

保

連

携

型
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
幼
稚

園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第

二
十
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
一
号
認
定
子
ど

も
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
数
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
子
ど
も
の
数
を
含
む
。
）

人

認

定

こ

ど

も

園

の

小

学

校

就

学

前

子

ど

も

の
数

二

十

八

　

町

村

部

人

口

当
該
都
道
府
県
の
人
口
の
う
ち
町
村
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る

福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に

係
る
人
口

人

二

十

九

　

市

部

人
口

当
該
市
（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
含
む
。
）
に
係
る
人
口

人

三

十

　

六

十

五

歳

以

上

人

口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
（
以
下

「
六
十
五
歳
以
上
人
口
」
と
い
う
。
）

人

三

十

一

　

七

十

五

歳

以

上

人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
七
十
五
歳
以
上
の
人
口
（
以
下

「
七
十
五
歳
以
上
人
口
」
と
い
う
。
）

人

三

十

二

　

農

家

数

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
農
家
（
農
地
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
地
所
有
適
格
法
人
を
含
む
。
）
の
数

戸

三

十

三

　

公

有

以

外

の

林

野

の

面
積

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
民
有
林
野
（
独
立
行
政

法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
特
殊
法
人
の
所
管
す
る
林
野
及
び
公
有
林
野
（
こ
の
表
中
三
十
四
に
定
め
る

公
有
林
野
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
面
積

ヘクタール

三

十

四

　

公

有

林

野
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
公
有
林
野
（
都
道
府
県

及
び
森
林
整
備
法
人
（
分
収
林
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
二
号
の
森

林
整
備
法
人
を
い
う
。
）
の
所
管
す
る
林
野
）
の
面
積

ヘクタール

5



の

面

積三

十

五

　

水

産

業

者

数

１
　
海
面
に
係
る
水
産
業
者
の
数
（
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
三
十
九
号
）
に

よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
漁
業
経
営
体
総
数
か
ら
漁
船
非
使
用
に
係
る

漁
業
経
営
体
数
を
控
除
し
た
数
）
と
内
水
面
に
係
る
水
産
業
者
の
数
（
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調

査
し
た
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
内
水
面
養
殖
経
営
体
数
と
湖
沼
漁
業
経
営
体
総
数
か
ら

漁
船
非
使
用
に
係
る
漁
業
経
営
体
数
を
控
除
し
た
数
の
合
計
数
）
の
合
計
数
と
す
る
。

２
　
１
の
場
合
に
お
い
て
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
置
か
れ
て
い
る
内
水
面
に
係
る
湖
沼
漁
業
経
営
体

は
海
面
に
係
る
漁
業
経
営
体
と
み
な
す
（
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

人

三

十

六

　

林

業

及

び

水

産

業

の

従

業

者
数

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
（
以
下

「
産
業
分
類
別
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
及
び
Ｂ
漁
業
の
数
の
合
計
数

人

三

十

七

　

戸

籍

数

前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
戸
籍
簿
に
つ
づ
ら
れ
た
戸
籍
及
び
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
戸
籍
簿
に
蓄
積

さ
れ
た
戸
籍
の
数

籍

三

十

八

　

世

帯

数

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
世
帯
数

世帯

三

十

九

　

恩

給

受

給

権

者

数

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
を
準
用
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の

後
の
支
給
期
月
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
か
ら
恩
給
を
支
給
さ
れ
た
者
及
び
当
該
都
道
府
県
の
退
職
年

金
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の

後
の
支
給
期
月
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
か
ら
年
金
を

支
給
さ
れ
た
者
（
恩
給
を
支
給
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
の
数
。
た
だ
し
、
東
京
都
に
あ
つ
て
は
退
職
前
、

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
消
防
職
員
で
あ
つ
た
者
を
除
く
。

人

四

十

　

災

害

復

旧

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を
１
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
債
（
地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第

四
十
六
条
に
定
め
る
事
業
に
係
る
地
方
債
（
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
平
成
二
年
度
か
ら
令
和

四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
、
財
源
対
策
債
（
公
共
事
業
等
、
義
務
教
育
施
設
、
廃
棄
物
処
理
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
建
設
事

業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
六
十
三
年
度
及
び
平
成
六
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
当
該
各
年
度
の
財
源
対
策
の
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

平
成
四
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
及
び
平
成
十
六
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
う
ち
公
共
事
業
等
に
係
る
も
の
、
臨
時
財
政
特
例
債
（
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
並
び
に
臨

時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、
国
の
補
助
金
等
の
臨
時
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
六
号
）
等
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
の
規
定
等
に
基
づ
く
昭

和
六
十
年
度
か
ら
平
成
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
引
下
げ
措
置
に

伴
い
、
道
路
、
河
川
、
港
湾
そ
の
他
の
土
木
施
設
等
の
公
共
施
設
又
は
公
用
施
設
の
建
設
事
業
等
に
係
る

国
の
負
担
額
又
は
補
助
額
の
減
額
に
よ
る
地
方
負
担
の
増
大
に
対
処
す
る
た
め
、
特
別
に
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
借
入
後
返
還
を
命
じ
ら
れ
た
地
方
債
及
び
当
該
年
度
の
六

千円

得

た

地

方

債

に

係

る

元

利

償

還

金

月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
以
下
「
災
害
復
旧
事
業
債
」
と
い
う
。
）
の
当
該
年
度
分

の
元
利
償
還
金
（
繰
上
償
還
に
係
る
地
方
債
（
当
該
地
方
債
の
借
換
債
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
当
該
繰

上
償
還
が
行
わ
れ
な
い
も
の
と
し
て
算
定
し
た
当
該
年
度
分
の
元
利
償
還
金
（
元
金
償
還
金
以
外
の
支
払

を
要
し
な
い
繰
上
償
還
に
係
る
地
方
債
（
当
該
地
方
債
の
借
換
債
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
繰
上

償
還
が
行
わ
れ
な
い
も
の
と
し
て
算
定
し
た
当
該
年
度
分
の
元
金
償
還
金
）
に
相
当
す
る
額
と
、
当
該
地

方
債
の
借
換
債
に
つ
い
て
は
当
該
借
換
債
に
係
る
当
該
年
度
分
の
元
利
償
還
金
に
相
当
す
る
額
と
し
、
当

該
年
度
に
お
い
て
繰
上
償
還
す
る
分
及
び
前
年
度
以
前
に
お
い
て
償
還
す
べ
き
で
あ
つ
た
分
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）

一
　
国
庫
の
負
担
金
（
国
庫
の
負
担
金
の
支
出
に
伴
つ
て
支
出
さ
れ
た
都
道
府
県
の
負
担
金
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
を
受
け
て
施
行
し
た
暴
風
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
（
以
下
「
天

然
現
象
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
火
災
に
よ
つ
て
生
じ
た
河
川
、
海
岸
、
堤
防
、
砂
防
施
設
、
道
路
、
都

市
計
画
事
業
に
よ
る
施
設
、
港
湾
施
設
、
農
地
、
農
業
用
施
設
、
林
業
用
施
設
、
漁
港
施
設
そ
の
他
の
公

共
用
施
設
及
び
公
用
施
設
（
公
営
住
宅
を
除
く
。
以
下
「
公
用
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
災
害
復
旧
事
業

に
係
る
経
費
並
び
に
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に

充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
で
昭
和
六
十
三
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
五
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う

ち
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意

を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

（
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
事
業
費
の
財
源

に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
過
年
分
に
つ
い
て
資
金
手
当
と
し
て
通
常
の
充
当
率

を
超
え
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
場
合
の
当
該
超
え
る
部
分
を
除
く
。
以
下
「
公
共
災
害
復
旧
事
業
債
」
と

い
う
。
）

二
　
国
庫
の
負
担
金
を
受
け
な
い
で
施
行
し
た
天
然
現
象
に
よ
つ
て
生
じ
た
公
用
施
設
等
の
災
害
復
旧
事

業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
（
第
八
号
に
該
当
す
る
地
方
債
を
除
く
。
以
下
「
単
独

災
害
復
旧
事
業
債
」
と
い
う
。
）

三
　
国
庫
の
負
担
金
を
受
け
て
施
行
し
た
地
盤
沈
下
、
地
盤
変
動
若
し
く
は
海
岸
侵
食
の
防
除
の
た
め
の

事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
の
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金

に
充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
（
以
下
「
地
盤
沈
下
等
対
策
事
業
債
」
と
い
う
。
）

　

四
　
国
庫
の
負
担
金
を
受
け
て
施
行
し
た
災
害
に
伴
う
緊
急
治
山
、
緊
急
砂
防
、
緊
急
地
す
べ
り
対
策
、

緊
急
河
川
若
し
く
は
荒
廃
林
地
復
旧
の
た
め
の
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
行
う
こ

れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
で
昭
和
六
十
三
年
度
以

降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
緊
急
治
山
等
事
業
債
」
と
い
う
。
）

五
　
国
庫
の
負
担
金
を
受
け
て
施
行
し
た
災
害
に
伴
う
砂
防
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
、
地
す
べ
り

激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
、
治
山
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
及
び
河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊

急
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担

金
に
充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
（
以
下
「
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
債
」
と
い
う
。
）

六
　
国
庫
の
負
担
金
を
受
け
て
施
行
し
た
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都

道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
で
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
特
殊
土
壌
対
策
事
業
債
」
と
い
う
。
）

七
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
臨
時
石
炭
鉱
害
復
旧
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
五

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
鉱
害
復
旧
事
業
に
係
る
経
費
又
は
地
方
団
体
以
外
の
者
が
施
行
す
る
鉱
害
復
旧
事

業
に
つ
き
同
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
負
担
し
、
若
し
く
は
同
法
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
支
弁
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
若
し
く
は
同
法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
を
交

付
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
（
以
下
「
鉱
害
復
旧
事
業
債
」
と
い
う
。
）
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八
　
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五

十
号
）
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
地
方
債
で
昭
和
六
十
三
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
小
災
害
債
」
と
い
う
。
）

２
　
組
合
又
は
港
務
局
が
起
こ
し
た
１
の
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該
組

合
又
は
港
務
局
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立

し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
に
係
る
元

利
償
還
金
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
又
は
港
務
局
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
う
ち

都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
地
方
団
体
に
係
る
元
利
償
還
金
）
と
み
な
す
。

３
　
１
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
債
ご
と
の
元
利
償
還
金
の
額
に
、
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す

る
。

四

十

一

　

辺

地

対

策

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を

得

た

地

方

債

に

係

る

元

利

償

還
金

１
　
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た

地
方
債
を
除
く
。
）
で
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
（
臨
時
財
政
特
例
債
を
除
く
。
以
下
「
辺
地
対
策
事

業
債
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
分
の
元
利
償
還
金
（
令
和
三
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
係
る
元
利
償
還
金
に
限

る
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
が
起
こ
し
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中

四
十
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
１
の
地
方
債
の
元
利
償
還
金
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
３
の

規
定
を
準
用
す
る
。

千円

四

十

二

　

平

成

四

年

度

か

ら

平

成

十

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て
１
　
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
平
成
四
年
度
に
お
い
て
「
平
成
四
年
度

補
正
予
算
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
（
平
成
四
年
十
月
三
十
日
付
け
各
都
道
府
県
総
務
部

長
、
各
指
定
都
市
財
政
局
長
及
び
各
一
部
事
務
組
合
管
理
者
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
内
か
ん
）
」

に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
四
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一

般
公
共
事
業
、
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整
備
事
業
及
び
一
般
廃
棄

物
処
理
事
業
に
係
る
地
方
債
並
び
に
流
域
下
水
道
事
業
、
地
下
鉄
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
一
般

会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
（
地
下
鉄
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に

係
る
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
に
お
い
て
同
市
が
経
営
し
て
い
た
地
下
鉄
事
業
等
を
承
継
す
る
た
め

同
市
の
全
額
出
資
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
大
阪
市
高
速
電
気
軌
道
株
式
会
社
へ
の
事
業
承
継
（
以
下
「
事
業

承
継
」
と
い
う
。
）
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係

る
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
、
平
成
五
年
度
に
お
い
て
「
総
合
経
済
対
策
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ

い
て
（
平
成
五
年
六
月
二
十
二
日
付
け
自
治
地
第
百
四
十
三
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
、
各
指
定
都
市
財

政
局
長
及
び
各
一
部
事
務
組
合
管
理
者
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
、
「
緊
急
経
済
対
策
に

千円

国

の

補

正

予

算

等

に

係

る

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

を

許

可

さ

れ

た

地

方

債

に

係

る

元

利

償

還

金

係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
五
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
自
治
地
第
二
百
十
九
号
各
都
道
府

県
総
務
部
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
及
び
「
総
合
経
済
対
策
に
係
る
地
方
債
の
取
扱

い
に
つ
い
て
（
平
成
六
年
三
月
十
一
日
付
け
自
治
地
第
四
十
三
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
、
各
指
定
都
市

財
政
局
長
及
び
各
一
部
事
務
組
合
管
理
者
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
に
基
づ
き
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
五
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
義

務
教
育
施
設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整
備
事
業
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係

る
地
方
債
並
び
に
流
域
下
水
道
事
業
、
地
下
鉄
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補

助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
（
地
下
鉄
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
に
つ

い
て
は
、
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
で
、
総
務
大
臣
が

指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
、
平
成
六
年
度
に
お
い
て
「
平
成
六
年
度
国
の
補
正
予

算
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
七
年
二
月
十
三
日
付
け
自
治
地
第
二
十
二
号
各
都
道
府
県

総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
及
び
「
平
成
六
年
度

国
の
第
二
次
補
正
予
算
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
七
年
三
月
七
日
付
け
自
治
地
第
三
十

四
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
に

基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
六
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般

公
共
事
業
、
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整
備
事
業
及
び
一
般
廃
棄
物

処
理
事
業
に
係
る
地
方
債
並
び
に
流
域
下
水
道
事
業
、
地
下
鉄
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
一
般
会

計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
（
地
下
鉄
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係

る
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
で
、

総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
、
平
成
七
年
度
に
お
い
て
「
平
成
七
年
度

国
の
補
正
予
算
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
七
年
五
月
三
十
日
付
け
自
治
地
第
百
四
十
六

号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
、
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
及
び
「
経

済
対
策
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
七
年
十
月
二
十
七
日
付
け
自
治
地
第
二
百
十
一
号
各

都
道
府
県
総
務
部
長
、
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
に
基
づ
き
発

行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
七
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、

義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整
備
事
業
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
に

係
る
地
方
債
並
び
に
流
域
下
水
道
事
業
、
地
下
鉄
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費

補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
（
地
下
鉄
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
に

つ
い
て
は
、
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
で
、
総
務
大
臣

が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
、
平
成
八
年
度
に
お
い
て
「
平
成
八
年
度
国
の
補
正

予
算
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
九
年
二
月
十
三
日
付
け
自
治
地
第
十
三
号
各
都
道
府
県

総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
に
基
づ
き
発
行
を
許

可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
八
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
義
務

教
育
施
設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整
備
事
業
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係
る

地
方
債
並
び
に
流
域
下
水
道
事
業
、
地
下
鉄
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助

相
当
分
に
係
る
地
方
債
（
地
下
鉄
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
に
つ
い

て
は
、
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指

定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
、
平
成
九
年
度
に
お
い
て
「
平
成
九
年
度
国
の
補
正
予
算

等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
年
二
月
二
十
日
付
け
自
治
地
第
十
六
号
各
都
道
府
県
総

務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
に
基
づ
き
発
行
を
許
可

さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
九
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
義
務
教

育
施
設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整
備
事
業
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係
る
地

方
債
並
び
に
流
域
下
水
道
事
業
、
地
下
鉄
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相

当
分
に
係
る
地
方
債
（
地
下
鉄
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
に
つ
い
て

は
、
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定

し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
並
び
に
平
成
十
年
度
に
お
い
て
「
総
合
経
済
対
策
に
係
る
地

方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
年
六
月
十
九
日
付
け
自
治
地
第
百
十
三
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
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び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
及
び
「
緊
急
経
済
対
策
に
係
る
地

方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
年
十
二
月
十
七
日
付
け
自
治
地
第
百
九
十
四
号
各
都
道
府
県
総
務
部

長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ

た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
義
務
教
育
施

設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
、
厚
生
福
祉
施
設
整
備
事
業
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係
る
地
方
債

並
び
に
流
域
下
水
道
事
業
、
地
下
鉄
事
業
及
び
簡
易
水
道
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分

に
係
る
地
方
債
（
地
下
鉄
事
業
の
う
ち
一
般
会
計
の
建
設
費
補
助
相
当
分
に
係
る
地
方
債
に
つ
い
て
は
、

大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た

も
の
に
係
る
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金

２
　
組
合
が
起
こ
し
た
１
の
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
２
の
規
定
を

準
用
す
る
。

四

十

三

　

平

成

十

六

年

度

か

ら

令

和

四

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

国

の

補

正

予

算

等

に

係

る

事

業

費

の

財

源

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を

得

た

地

方

債

の

額

１
　
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
六

年
度
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
七
年
二
月
八
日
付
け
総
財
地
第

十
九
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
総
務
省
自
治
財
政
局
地
方
債
課
長
通

知
）
に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
六
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
一
般
公
共
事
業
、
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
単
独
事
業
及
び
臨

時
高
等
学
校
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
十
七
年
度
に

お
い
て
「
平
成
十
七
年
度
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
八
年
二
月

九
日
付
け
総
財
地
第
三
十
四
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
総
務
省
自
治
財

政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
七
年
度
補
正
予
算

債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、

一
般
単
独
事
業
及
び
臨
時
高
等
学
校
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る

額
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
度
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
（
平
成
十
九
年
二
月
十
五
日
付
け
総
財
地
第
三
十
九
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財

政
局
長
あ
て
総
務
省
自
治
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
に
基
づ
き
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
八
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
学
校
教
育
施

設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
及
び
地
域
活
性
化
事
業
に
係

る
地
方
債
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
九
年
度
国

の
補
正
予
算
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
年
二
月
七
日
付
け
総
財
地
第
十
二
号

各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
総
務
省
自
治
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
に
基

づ
き
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
補
助
施
設

整
備
等
事
業
及
び
地
域
活
性
化
事
業
に
係
る
地
方
債
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成

二
十
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
度
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成

二
十
年
十
月
十
七
日
付
け
総
財
地
第
二
百
一
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て

総
務
省
自
治
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
及
び
「
平
成
二
十
年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
二
号
）
等
に
係
る

地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
三
月
五
日
付
け
総
財
地
第
五
十
九
号
各
都
道
府
県
総
務

部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
総
務
省
自
治
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
に
基
づ
き
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般

公
共
事
業
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般

補
助
施
設
整
備
等
事
業
、
一
般
事
業
及
び
地
域
活
性
化
事
業
に
係
る
地
方
債
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た

も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
一
号
）
等
に
係

る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
六
月
十
五
日
付
け
総
財
地
第
百
三
十
九
号
各
都
道
府

県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
総
務
省
自
治
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
及
び
「
平
成
二

十
一
年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
二
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
一
月

二
十
九
日
付
け
総
財
地
第
十
六
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
総
務
省
自
治

財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
に
基
づ
き
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二

千円

十
一
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
公
共
事
業
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会

福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
、
一
般
事
業
及
び
地
域
活

性
化
事
業
に
係
る
地
方
債
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て

「
平
成
二
十
二
年
度
国
の
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都

市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
、
「
平
成
二
十
二
年
度
国
の
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
の
使

用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
四
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当

課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
及
び
「
平
成
二
十
二
年
度
国
の
補

正
予
算
（
第
一
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
付
け

各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
、

一
般
公
共
事
業
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事

業
、
一
般
事
業
及
び
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
二
年
度
補
正
予
算
債
」

と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三

年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
三
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二

日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
及

び
「
平
成
二
十
三
年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
四
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二

十
四
年
二
月
八
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て

事
務
連
絡
）
の
う
ち
、
公
共
事
業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般

廃
棄
物
処
理
事
業
及
び
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
補
正
予

算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
「
平
成

二
十
四
年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
一
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
五
年
二

月
二
十
六
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務

連
絡
）
、
「
平
成
二
十
四
年
度
国
の
一
般
会
計
の
予
備
費
及
び
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
並
び

に
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四

年
十
一
月
三
十
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て

事
務
連
絡
）
及
び
「
平
成
二
十
四
年
度
国
の
一
般
会
計
の
予
備
費
及
び
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予

備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
各
都
道
府

県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
の
う
ち
、
公
共
事
業

等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助
施

設
整
備
等
事
業
及
び
一
般
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）

で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
国
の
補

正
予
算
（
第
一
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
二
月
六
日
付
け
各
都
道

府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
、
公
共
事

業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助

施
設
整
備
等
事
業
及
び
一
般
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）

で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
国
の
補

正
予
算
（
第
一
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
二
月
三
日
付
け
各
都
道

府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
、
公
共
事

業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助

施
設
整
備
等
事
業
（
消
防
防
火
施
設
整
備
費
補
助
金
を
受
け
て
活
動
火
山
対
策
避
難
施
設
を
整
備
す
る
事

業
を
除
く
。
）
及
び
一
般
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）

で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
国
の
補

正
予
算
（
第
一
号
）
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日
付
け
各
都

道
府
県
財
政
担
当
課
、
市
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
、
公
共

事
業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補

助
施
設
整
備
等
事
業
及
び
一
般
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い

う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
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補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
一
般
会
計
熊
本
地
震
復
旧
等
予
備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県

市
区
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
、
「
平
成
二
十
八
年
度
国
の
補
正
予
算

（
第
二
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政

担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
及
び
「
平
成

二
十
八
年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
九
年
一
月

三
十
一
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課

あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
、
公
共
事
業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、

一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
及
び
一
般
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二

十
八
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成
二
十
九
年
度

に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
国
の
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平

成
三
十
年
二
月
一
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
及
び
各
指
定
都
市

財
政
担
当
課
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
、
公
共
事
業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設

整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
及
び
一
般
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以

下
「
平
成
二
十
九
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
平
成

三
十
年
度
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」
（
平
成
三
十
年
八
月
三
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都

道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
、
「
平
成

三
十
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
九
月
七
日

付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定

都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
、
「
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
（
第
一

号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
十
一
月
七
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、

各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市

議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
及
び
「
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
一
年
二
月
七
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当

課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連

絡
）
の
う
ち
公
共
事
業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処

理
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
、
一
般
事
業
及
び
地
域
活
性
化
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
平

成
三
十
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
令
和
元
年
度
に

お
い
て
「
令
和
元
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
元
年

十
一
月
八
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務

局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
及
び
「
令
和
元
年
度
国
の

補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
付
け
各
都
道

府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担

当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
公
共
事
業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事

業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
、
一
般
事
業
及

び
地
域
活
性
化
事
業
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
令
和
元
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣

が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
係
る
地

方
債
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
五
月
一
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市

区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ

て
事
務
連
絡
）
、
「
令
和
二
年
度
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
令
和

二
年
六
月
二
十
四
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議

会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
、
「
令
和
二
年
度
一

般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
に
伴
う
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
付
け
各
都

道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政

担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
、
「
令
和
二
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
に
伴

う
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
九
月
十
五
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府

県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務

局
あ
て
事
務
連
絡
）
及
び
「
令
和
二
年
度
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
等
に
つ
い

て
」
（
令
和
三
年
一
月
二
十
八
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各

都
道
府
県
議
会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う

ち
公
共
事
業
等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、

一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
、
一
般
事
業
、
地
域
活
性
化
事
業
及
び
国
土
強
靱
化
施
策
に
係
る
地
方
債

（
以
下
「
令
和
二
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
、
令
和
三

年
度
に
お
い
て
「
令
和
三
年
度
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
令
和

三
年
十
二
月
二
十
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議

会
事
務
局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
公
共
事
業

等
、
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助
施

設
整
備
等
事
業
、
一
般
事
業
、
地
域
活
性
化
事
業
及
び
国
土
強
靱
化
施
策
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
令
和

三
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額
並
び
に
令
和
四
年
度
に

お
い
て
「
令
和
四
年
度
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
令
和
四
年
十

二
月
二
日
付
け
各
都
道
府
県
財
政
担
当
課
、
各
都
道
府
県
市
区
町
村
担
当
課
、
各
都
道
府
県
議
会
事
務

局
、
各
指
定
都
市
財
政
担
当
課
、
各
指
定
都
市
議
会
事
務
局
あ
て
事
務
連
絡
）
の
う
ち
公
共
事
業
等
、
学

校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
、
一
般
補
助
施
設
整
備

等
事
業
、
一
般
事
業
、
地
域
活
性
化
事
業
及
び
国
土
強
靱
化
施
策
に
係
る
地
方
債
（
以
下
「
令
和
四
年
度

補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）
で
、
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
額

２
　
組
合
が
起
こ
し
た
１
の
地
方
債
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四

十

四

　

地

方

税

の

減

収

補

塡

の

た

め

平

成

十

五

年

度

か

ら

令

和

四

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

特

別

に

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を
１
　
地
方
税
（
道
府
県
に
あ
つ
て
は
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
及
び
利
子
割
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す

る
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
並
び
に
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
市
町
村
民
税

の
法
人
税
割
、
地
方
税
法
第
七
十
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ

る
利
子
割
に
係
る
交
付
金
（
以
下
「
利
子
割
交
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
又

は
第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
の
行
う
事
業

に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
交
付
金
（
以
下
「
法
人
事
業
税
交
付
金
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
減
収
補
塡

の
た
め
、
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
五
年
度
減
収
補
て
ん
債
に
係
る
起
債
許
可
予
定
額
の
枠
配

分
に
つ
い
て
（
平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
付
け
総
財
地
第
八
十
四
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
事
務
次
官

通
知
）
」
に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
五
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、

平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
六
年
度
減
収
補
て
ん
債
に
係
る
起
債
許
可
予
定
額
の
枠
配
分
に
つ
い

て
（
平
成
十
七
年
三
月
十
八
日
付
け
総
財
地
第
八
十
二
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
事
務
次
官
通
知
）
」

に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
六
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
十
七

年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
度
減
収
補
て
ん
債
に
係
る
起
債
許
可
予
定
額
の
枠
配
分
に
つ
い
て
（
平
成

十
八
年
三
月
十
七
日
付
け
総
財
地
第
九
十
四
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
事
務
次
官
通
知
）
」
に
基
づ
き

発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
七
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
十
八
年
度
に
お

い
て
「
平
成
十
八
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
十
九
年
三
月
八
日
付
け
総
財
地
第
八
十

八
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
事
務
次
官
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
十
八
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係

る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
八
年
度
減
収

補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
九
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て

（
平
成
二
十
年
三
月
七
日
付
け
総
財
地
第
六
十
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
事
務
次
官
通
知
）
」
に
基
づ
き

平
成
十
九
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
九
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十

年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日
付
け
総
財
地
第
三
十
四
号
都
道
府

県
知
事
あ
て
総
務
事
務
次
官
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予

定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
年
度
減
収
補
塡
債
」
と

い
う
。
）
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二

十
二
年
三
月
九
日
付
け
総
財
地
第
六
十
七
号
及
び
第
六
十
八
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」

千円
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得

た

地

方

債

の

額

に
基
づ
き
平
成
二
十
一
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お

い
て
「
平
成
二
十
二
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
三
日
付
け
総
財

地
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十
七
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十
二
年
度

減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以

下
「
平
成
二
十
二
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
地

方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日
付
け
総
財
地
第
三
十
八
号
、
総
財
務
第

二
十
八
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
及
び
総
財
地
第
三
十
九
号
、
総
財
務
第
二
十
九
号
都
道
府

県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十
三
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定

額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
減
収
補
塡
債
」
と

い
う
。
）
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二

十
五
年
二
月
二
十
二
日
付
け
総
財
地
第
三
十
五
号
、
総
財
務
第
十
七
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通

知
」
）
に
基
づ
き
平
成
二
十
四
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
五
年

度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日
付
け

総
財
地
第
二
十
三
号
、
総
財
務
第
三
十
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十

五
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六

年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日
付
け
総
財
地
第
二
十
一
号
、
総
財

務
第
三
十
二
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十
六
年
度
減
収
補
塡
債
の
起

債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
六

年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定

額
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
付
け
総
財
地
第
二
十
三
号
、
総
財
務
第
二
十
二
号
都
道
府

県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十
七
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定

額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
度
減
収
補
塡
債
」
と

い
う
。
）
、
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
二

十
九
年
二
月
二
十
八
日
付
け
総
財
地
第
五
十
三
号
、
総
財
務
第
十
八
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通

知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十
八
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
九
年

度
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
三
十
年
二
月
二
十
六
日
付
け

総
財
地
第
二
十
二
号
、
総
財
務
第
十
八
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
二
十

九
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度

地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日
付
け
総
財
地
第
二
十
二
号
、
総
財
務

第
十
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に
基
づ
き
平
成
三
十
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る

同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
減
収
補

塡
債
」
と
い
う
。
）
、
令
和
元
年
度
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
地
方
債
同
意
等
予
定
額
に
つ
い
て
（
令
和
二

年
二
月
二
十
六
日
付
け
総
財
地
第
十
七
号
、
総
財
務
第
八
号
都
道
府
県
知
事
あ
て
総
務
大
臣
通
知
）
」
に

基
づ
き
令
和
元
年
度
減
収
補
塡
債
の
起
債
に
係
る
同
意
等
予
定
額
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
元
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
令
和
二
年
度

地
方
債
同
意
等
基
準
（
令
和
三
年
総
務
省
告
示
第
二
十
一
号
に
よ
る
改
正
後
の
令
和
二
年
総
務
省
告
示
第

百
二
十
七
号
）
第
二
の
二
の
１
の
（
六
）
に
規
定
さ
れ
た
減
収
補
塡
債
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
二
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
令
和
三
年
度
に
お
い
て
令
和
三

年
度
地
方
債
同
意
等
基
準
（
令
和
三
年
総
務
省
告
示
第
百
八
十
七
号
）
第
二
の
二
の
１
の
（
六
）
に
規
定

さ
れ
た
減
収
補
塡
債
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
三
年
度
減
収

補
塡
債
」
と
い
う
。
）
並
び
に
令
和
四
年
度
に
お
い
て
令
和
四
年
度
地
方
債
同
意
等
基
準
（
令
和
四
年
総

務
省
告
示
第
百
二
十
五
号
）
第
二
の
二
の
１
の
（
六
）
に
規
定
さ
れ
た
減
収
補
塡
債
と
し
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
四
年
度
減
収
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
の
額
の
う
ち
都
道

府
県
に
あ
つ
て
は
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
及
び
利
子
割
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る

額
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
並
び
に
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
百
分
の
七
十
五
に
相
当
す
る
額
、
市
町
村

に
あ
つ
て
は
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
、
利
子
割
交
付
金
及
び
法
人
事
業
税
交
付
金
に
係
る
額
の
百
分
の

七
十
五
に
相
当
す
る
額

　

２
　
地
方
税
（
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
地
方
消
費
税
、
不
動
産
取
得
税
、
道
府
県
た
ば
こ
税
、
ゴ
ル
フ
場

利
用
税
、
軽
油
引
取
税
、
地
方
税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
に
対
し

交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
交
付
金
（
以
下
「
市
町
村
た
ば
こ
税
都
道
府
県
交
付

金
」
と
い
う
。
）
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
市
町
村
た
ば
こ

税
、
同
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
地
方
消
費
税

に
係
る
交
付
金
（
以
下
「
地
方
消
費
税
交
付
金
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
ゴ
ル
フ
場

所
在
の
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
係
る
交
付
金
（
以
下
「
ゴ
ル
フ
場

利
用
税
交
付
金
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
法
第
七
条
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
市
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
交
付
金
（
以
下
「
軽
油
引

取
税
交
付
金
」
と
い
う
。
）
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
係
る
額
に
限
る
。
）
の
減

収
補
塡
の
た
め
、
令
和
二
年
度
減
収
補
塡
債
と
し
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額

３
　
１
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
３
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

四

十

五

　

平

成

十

三

年

度

か

ら

令

和

四

年

度

ま

で

の

各

年

度

の

財

源

対

策

の

た

め

当

該

各

年

度

に

お

い

て

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を

得

た

地
１
　
一
般
公
共
事
業
、
空
港
整
備
事
業
、
公
園
緑
地
整
備
事
業
、
義
務
教
育
施
設
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設

の
建
設
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十
三
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
当
該
各
年
度
の
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
の
額
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合

が
起
こ
し
た
地
方
債
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）

２
　
１
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
３
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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方

債

の
額

四

十

六

　

個

人

の

道

府

県

民

税

又

は

市

町

村

民

税

に

係

る

特

別

減

税

等

に

よ

る

平

成

六

年

度

か

ら

平

成

八

年

度

ま

で

の

各

年

度

及

び

平

成

十

五

年

度

か

ら

平

成

十

八

年

度

ま

で

の

各

年

度

の

減

収

を

補

塡

す

る

た

め

当

該

各

年

度

に

お

い

て

特
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」

と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
個
人
の
道
府

県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
減
税
に
よ
る
平
成
六
年
度
の
減
収
額
及
び
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
乗
用
自
動
車
の
譲
渡
等
に

係
る
消
費
税
の
税
率
の
特
例
の
適
用
期
間
の
終
了
に
よ
る
同
年
度
に
お
け
る
消
費
税
の
収
入
の
減
少
に
伴

う
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
譲
与
さ
れ
る
消
費
譲
与
税
の
額
の
減
少
に
よ
る
同
年
度
の
減
収
額
と
し

て
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
十
六
号
）
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
減
収
見
込
額
並
び
に
地
方
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ
る
個
人
の
道
府
県
民
税

又
は
市
町
村
民
税
の
同
年
度
の
減
収
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
の
合
算
額
（
以
下
「
平
成
六
年

度
減
税
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
個
人
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
減
税
に
よ
る
平
成
七
年
度

の
減
収
額
、
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
乗
用
自
動
車
の
譲
渡
等
に
係

る
消
費
税
の
税
率
の
特
例
の
適
用
期
間
の
終
了
に
よ
る
平
成
六
年
度
に
お
け
る
消
費
税
の
収
入
の
減
少
に

伴
う
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
譲
与
さ
れ
る
消
費
譲
与
税
の
額
の
減
少
に
よ
る
平
成
七
年
度
の
減
収

額
及
び
地
方
税
法
等
改
正
法
の
施
行
に
よ
る
個
人
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
の
同
年
度
の
減
収
額

と
し
て
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
附
則
第
三
条
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
減
収
見
込
額
（
以
下
「
平
成
七
年
度
減
税
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
改
正

法
の
施
行
に
よ
る
個
人
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
の
平
成
八
年
度
の
減
収
額
及
び
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則

第
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
個
人
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
減
税
に
よ
る
同
年
度
の

減
収
額
と
し
て
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
減
収
見
込
額
（
以
下
「
平
成
八
年
度
減
税
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
地
方
交
付
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
号
）
第
八
条
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
特
例
交
付

金
等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
七
号
。
以
下
「
改
正
前
の
特
例

交
付
金
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
十
五
年
度
減
税
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
改
正
前
の
特
例
交
付
金

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の

額
（
以
下
「
平
成
十
六
年
度
減
税
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
、
改
正
前
の
特
例
交
付
金
法
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
り
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
十
七

年
度
減
税
補
塡
債
」
と
い
う
。
）
並
び
に
改
正
前
の
特
例
交
付
金
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八

年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
十
八
年
度
減
税
補
塡

債
」
と
い
う
。
）

千円

別

に

起

こ

す

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

た

地

方

債

の
額

四

十

七

　

臨

時

財

政

対

策

の

た

め

平

成

十

五

年

度

か

ら

令

和

四

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

特

別

に

起

こ

す

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

た

地

方

債

の

額

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
十
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
地

方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
十
六
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下

「
平
成
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
起
こ

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）

、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
起
こ
す

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以

下
「
平
成
二
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て

起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と

い
う
。
）
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い

て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
二
十
二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」

と
い
う
。
）
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
五
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
度
に
お

い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
臨
時
財
政
対
策

債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
五
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
度

臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平

成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年

度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下

「
平
成
二
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
二
年
法
律
第
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下

「
平
成
二
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
起

こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い

う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
元
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額

千円
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（
以
下
「
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
令
和
二
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
令
和

二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
三
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
令
和
三
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
の

規
定
に
よ
り
令
和
四
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以
下
「
令
和

四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）

四

十

八

　

平

成

二

十

五

年

度

か

ら

令

和

四

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

東

日

本

大

震

災

全

国

緊

急

防

災

施

策

等

に

要

す

る

経

費

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を

得

た

地

方

債

の

額

１
　
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急

防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
七
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
度
東
日
本
大
震
災

全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成

二
十
九
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度
東
日

本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、

令
和
元
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
元
年
度
東
日
本
大

震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
二
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
、
令
和
三
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
三
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国

緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
及
び
令
和
四
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
（
以
下
「
令
和
四
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
」
と
い
う
。
）
で
総
務
大
臣
の

指
定
す
る
も
の
の
額

２
　
組
合
が
起
こ
し
た
１
の
地
方
債
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

千円

四

十

九

　

令

和

元

年

度

か

ら

令

和

四

年

度

ま

で

の

各

年

度

に

お

い

て

国

土

強

じ
ん靭

化

施

策

に

要

す

る

費

用

に

充

て

る

た

め

発

行

に

つ

い

て

同

意

又

は

許

可

を

得

た

地

方

債

の

額

１
　
国
土
強
靭
化
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
令
和
元
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
元
年
度
国
土
強
靭
化
施
策
債
」
と
い
う
。
）
、
令
和
二
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
二
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債
」
と
い

う
。
）
、
令
和
三
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
令
和
三
年
度
国

土
強
靱
化
施
策
債
」
と
い
う
。
）
及
び
令
和
四
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
（
以
下
「
令
和
四
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊

急
対
策
事
業
に
係
る
地
方
債
で
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
係
る
額
並
び
に
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
四

年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
に

係
る
地
方
債
の
額

２
　
組
合
が
起
こ
し
た
１
の
地
方
債
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中
四
十
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

千円

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
前
の
日
に

地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
り
、
か
つ
、
測
定
単
位
の
数
値
が
同
日
前
に
お
け
る
も
の
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
の
関
係
地
方

団
体
の
数
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。

一
　
人
口

都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
人
口
の
合
計
数
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
都
道
府
県
知
事
の

告
示
し
た
人
口

二
　
面
積

廃
置
分
合
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
又
は
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
に
係
る
区
域
の
面
積
を
関
係
地
方
団
体

の
面
積
に
加
え
、
若
し
く
は
関
係
地
方
団
体
の
面
積
か
ら
減
じ
た
面
積

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
測
定
単
位
の
数
値

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
数
値

３
　
第
一
項
の
表
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
年
度
の
四
月
二
日
以
後
五
月
一
日
ま
で
の
間
に
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
た
め
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当
該
期
間
内
に
お
い
て
通
学
す
る
学
校
又
は
そ
の
設
置
者
に
変
更
を
生
じ
た
幼
児
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
、
児

童
、
生
徒
又
は
学
生
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
幼
児
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
の
数
は
、

当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
通
学
し
て
い
た
学
校
を
設
置
す
る
若
し
く
は
当
該
学
校
の
存
す
る
地
方
団

体
の
数
値
と
し
、
当
該
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
を
有
す
る
学
級
及
び
学
校
の
数
並
び
に
当
該
学
校
の
教
職
員
数

は
、
児
童
数
、
生
徒
数
又
は
学
生
数
に
よ
つ
て
関
係
地
方
団
体
に
按
分
し
た
数
値
（
都
道
府
県
の
端
数
処
理
に
つ

い
て
は
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
市
町
村
の
端
数
処
理
に
つ
い
て
は
第
四
十

九
条
第
二
項
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
と
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
別
の
定
め
が
あ

る
場
合
の
ほ
か
、
算
定
の
過
程
及
び
算
定
し
た
数
値
に
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。

（
補
正
に
用
い
る
率
並
び
に
補
正
係
数
及
び
補
正
後
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
六
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
率
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

２
　
種
別
補
正
を
行
う
場
合
に
お
け
る
種
別
ご
と
の
測
定
単
位
の
数
値
に
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
「
道
路
橋
り
よ
う
費
」
に
係
る
橋
り
よ
う
の
面
積
に
表
示
単

位
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

３
　
種
別
補
正
を
行
う
場
合
並
び
に
段
階
補
正
及
び
都
道
府
県
に
係
る
普
通
態
容
補
正
（
法
第
十
三
条
第
四
項
第
三

号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
よ
る
態
容
補
正
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
一
に
定
め
る

率
を
乗
じ
た
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
に
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

た
だ
し
、
面
積
及
び
市
町
村
の
「
高
等
学
校
費
」
に
係
る
教
職
員
数
に
つ
い
て
種
別
補
正
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
種
別
補
正
後
の
数
値
の
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

４
　
段
階
補
正
、
密
度
補
正
、
普
通
態
容
補
正
、
経
常
態
容
補
正
（
法
第
十
三
条
第
四
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
よ
る

態
容
補
正
の
う
ち
経
常
経
費
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
投
資
態
容
補
正
（
法
第
十
三
条
第
四
項
第
三

号
ハ
の
規
定
に
よ
る
態
容
補
正
の
う
ち
投
資
的
経
費
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
寒
冷
補
正
、
第
十
五

条
の
数
値
急
増
補
正
、
第
十
六
条
の
数
値
急
減
補
正
及
び
第
十
七
条
の
「
災
害
復
旧
費
」
の
補
正
に
係
る
補
正
係

数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
補
正
係
数
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。

５
　
段
階
補
正
、
密
度
補
正
、
普
通
態
容
補
正
、
経
常
態
容
補
正
、
投
資
態
容
補
正
、
寒
冷
補
正
、
第
十
五
条
の
数

値
急
増
補
正
及
び
第
十
六
条
の
数
値
急
減
補
正
の
う
ち
二
以
上
を
あ
わ
せ
て
行
う
場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数

値
に
係
る
補
正
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
ご
と
に
算
定
し
た
補
正
係
数
を
別
表
第
一
（
３
）
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
連
乗
又
は
加
算
し
た
率
に
よ
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
ご
と
の
補
正
係
数
を
連
乗
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
連
乗
の
過
程
に

お
い
て
は
掛
け
放
し
と
し
、
連
乗
し
た
後
の
数
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。

７
　
測
定
単
位
の
数
値
を
補
正
し
た
後
の
数
値
に
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
た
だ
し
、
面
積
、
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
校
数
並
び
に
市
町
村
の
「
高
等
学
校
費
」
に
係
る
教
職
員
数

に
つ
い
て
は
、
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

（
種
別
補
正
に
用
い
る
種
別
）

第
七
条
　
種
別
補
正
に
用
い
る
種
別
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
種
別
の
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

地方団体の

経
費
の

種
類

測
定
単
位

種
別

種類都道府県

一
　
港

湾
費

港
湾
に
お
け
る
係
留
施
設
の

延
長

（
１
）
　
国
際
戦
略
港
湾

（
２
）
　
国
際
拠
点
港
湾

（
３
）
　
重
要
港
湾

（
４
）
　
地
方
港
湾

　

二
　
そ

の
他
の

教
育
費

１
　
高
等
専
門
学
校
及
び
大

学
の
学
生
の
数

（
１
）
　
高
等
専
門
学
校

（
２
）
　
短
期
大
学

ア
　
理
学
系
学
科
、
工
学
系
学
科
、
農
学
系
学
科
及
び
保
健
系
学
科

イ
　
文
科
系
学
科
（
家
政
系
学
科
及
び
芸
術
系
学
科
を
除
く
。
）

ウ
　
家
政
系
学
科
及
び
芸
術
系
学
科

（
３
）
　
大
学

ア
　
医
学
部
（
医
学
科
に
限
り
、
医
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
エ

に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
歯
学
部
（
歯
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

ウ
　
理
科
系
学
部
（
理
学
部
、
工
学
部
、
農
学
部
及
び
水
産
学
部
を
い
い
、

理
学
、
工
学
、
農
学
及
び
水
産
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

エ
　
保
健
系
学
部
（
医
学
部
及
び
歯
学
部
を
除
き
、
薬
学
及
び
看
護
学
（
衛

生
学
を
含
む
。
）
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

オ
　
社
会
科
学
系
学
部
（
社
会
科
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

カ
　
人
文
科
学
系
学
部
（
人
文
科
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

キ
　
家
政
系
学
部
及
び
芸
術
系
学
部
（
家
政
及
び
芸
術
に
関
す
る
単
科
大

学
を
含
む
。
）

（
４
）
　
専
門
職
大
学
（
理
科
系
学
部
及
び
芸
術
系
学
部
）

　

　

２
　
私
立
の
学
校
の
幼
児
、

児
童
及
び
生
徒
の
数

（
１
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
幼
稚
園
（
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
を
除

く
。
）

（
２
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程

（
３
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及

び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

（
４
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
高
等
学
校
（
通
信
制
高
等
学
校
を
除
く
。
）
、

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校

（
５
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
通
信
制
高
等
学
校

（
６
）
　
学
校
法
人
以
外
の
者
の
設
置
す
る
私
立
の
幼
稚
園
（
新
制
度
移
行

私
立
幼
稚
園
を
除
く
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校

　

三
　
災

害

復

旧
費

災
害
復
旧
事
業
費
の
財
源
に

充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
に
係
る
元
利
償
還
金

（
１
）
　
公
共
災
害
復
旧
事
業
債

（
２
）
　
単
独
災
害
復
旧
事
業
債

（
３
）
　
地
盤
沈
下
等
対
策
事
業
債

（
４
）
　
緊
急
治
山
等
事
業
債

（
５
）
　
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
債

（
６
）
　
特
殊
土
壌
対
策
事
業
債

（
７
）
　
鉱
害
復
旧
事
業
債

（
８
）
　
小
災
害
債

四
　
補

正
予
算

債

償

還
費

１
　
平
成
四
年
度
か
ら
平
成

十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
国
の
補
正
予
算
等
に
係

る
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る

（
１
）
　
平
成
四
年
度
補
正
予
算
債

（
２
）
　
平
成
五
年
度
補
正
予
算
債

（
３
）
　
平
成
六
年
度
補
正
予
算
債

（
４
）
　
平
成
七
年
度
補
正
予
算
債
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た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

（
５
）
　
平
成
八
年
度
補
正
予
算
債

（
６
）
　
平
成
九
年
度
補
正
予
算
債

（
７
）
　
平
成
十
年
度
補
正
予
算
債

２
　
平
成
十
六
年
度
か
ら
令

和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
国
の
補
正
予
算
等
に

係
る
事
業
費
の
財
源
に
充
て

る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
額

（
１
）
　
平
成
十
六
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
（
災
害
関
連
（
各
種
災
害
関
連
現
年
分
）
事
業
（
新

潟
県
中
越
地
震
に
係
る
災
害
関
連
緊
急
砂
防
等
事
業
（
災
害
関
連
緊
急
雪

崩
対
策
事
業
を
除
く
。
）
、
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
、
災

害
関
連
緊
急
地
す
べ
り
対
策
事
業
、
災
害
関
連
緊
急
治
山
等
事
業
に
限
る

。
）
、
災
害
関
連
緊
急
事
業
（
新
潟
県
中
越
地
震
に
係
る
直
轄
砂
防
災
害
関

連
緊
急
事
業
及
び
直
轄
地
す
べ
り
防
止
災
害
関
連
緊
急
事
業
に
限
る
。
）
）

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十

六
年
度
都
道
府
県
九
十
五
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を

許
可
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
六
年
度
都
道
府
県
五
十
・
〇
％
分
」

と
い
う
。
）

（
２
）
　
平
成
十
七
年
度
補
正
予
算
債

（
３
）
　
平
成
十
八
年
度
補
正
予
算
債

（
４
）
　
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
債

（
５
）
　
平
成
二
十
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
整
備
新
幹
線
整
備
事
業
分

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
年
度
都

道
府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
６
）
　
平
成
二
十
一
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
一
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
整
備
新
幹
線
整
備
事
業
分

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度

都
道
府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
７
）
　
平
成
二
十
二
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
二
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
国
の
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
の
使
用
に
係
る
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
二
年
度
都
道
府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

ウ
　
整
備
新
幹
線
整
備
事
業
分

エ
　
ア
、
イ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る

た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
二

年
度
都
道
府
県
四
十
五
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
８
）
　
平
成
二
十
三
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
（
平
成
二
十
三
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
都
道
府
県
八
十
・

〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
都
道
府

県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
９
）
　
平
成
二
十
四
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
四
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度
都
道
府

県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
０
）
　
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
五
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
度
都
道
府

県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
１
）
　
平
成
二
十
六
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
六
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
都
道
府

県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
２
）
　
平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
七
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
度
都
道
府

県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
３
）
　
平
成
二
十
八
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
及
び
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
（
平
成
二
十
八
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
一
般
会
計
熊
本
地

震
復
旧
等
予
備
費
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
熊
本
地
震
に
よ

る
災
害
の
復
興
事
業
（
再
度
の
災
害
を
防
止
す
る
事
業
）
に
係
る
経
費
に

充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成

二
十
八
年
度
都
道
府
県
八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
八
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
度

都
道
府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

14



（
１
４
）
　
平
成
二
十
九
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
の
復
興
事
業
（
再
度
の
災
害
を
防
止
す
る
事

業
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度
都
道
府
県
八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
九
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度

都
道
府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
５
）
　
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
熊
本
地
震
及
び
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
へ
の
対
応
に
伴
う
投
資
的
経

費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平

成
三
十
年
度
都
道
府
県
八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
平
成
三
十
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
都

道
府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
（
令
和
元
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
（
令
和
元

年
十
一
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
平
成
二
十
八

年
熊
本
地
震
、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
及
び
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
へ

の
対
応
に
伴
う
投
資
的
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
元
年
度
都
道
府
県
八
十
・
〇
％
分
」
と
い

う
。
）

イ
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
元
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
元
年
度
都
道

府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
７
）
　
令
和
二
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
（
令
和
二
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
（
令
和
二

年
七
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
）
及
び
令
和
二
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の

使
用
（
令
和
二
年
九
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

令
和
二
年
七
月
豪
雨
へ
の
対
応
に
伴
う
投
資
的
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
都
道
府
県

八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
二
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
都
道

府
県
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
８
）
　
令
和
三
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
三
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
三
年
度
都
道
府
県
五

十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
１
９
）
　
令
和
四
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
四
年
度
都
道
府
県
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
四
年
度
都
道
府
県
五

十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

　

五
　
地

方
税
減

収
補
塡

債

償

還
費

地
方
税
の
減
収
補
塡
の
た
め

平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四

年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
特
別
に
発
行
を
許
可
さ
れ

た
地
方
債
の
額

（
１
）
　
平
成
十
五
年
度
減
収
補
塡
債

（
２
）
　
平
成
十
六
年
度
減
収
補
塡
債

（
３
）
　
平
成
十
七
年
度
減
収
補
塡
債

（
４
）
　
平
成
十
八
年
度
減
収
補
塡
債

（
５
）
　
平
成
十
九
年
度
減
収
補
塡
債

（
６
）
　
平
成
二
十
年
度
減
収
補
塡
債

（
７
）
　
平
成
二
十
一
年
度
減
収
補
塡
債

（
８
）
　
平
成
二
十
二
年
度
減
収
補
塡
債

（
９
）
　
平
成
二
十
三
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
０
）
　
平
成
二
十
四
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
１
）
　
平
成
二
十
五
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
２
）
　
平
成
二
十
六
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
３
）
　
平
成
二
十
七
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
４
）
　
平
成
二
十
八
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
５
）
　
平
成
二
十
九
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
６
）
　
平
成
三
十
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
減
収
補
塡
債

（
１
８
）
　
令
和
二
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
表
第
四
十
四
号
（
１
）
に
規
定
す
る
減
収
補

塡
の
た
め
令
和
二
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
減
収
補
塡
債
（
従
来
分
）
」
と
い
う
。
）

イ
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
表
第
四
十
四
号
（
２
）
に
規
定
す
る
減
収
補

塡
の
た
め
令
和
二
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
減
収
補
塡
債
（
拡
大
分
）
」
と
い
う
。
）

（
１
９
）
　
令
和
三
年
度
減
収
補
塡
債

（
２
０
）
　
令
和
四
年
度
減
収
補
塡
債

　

六
　
財

源
対
策

債

償

還
費

平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四

年
度
ま
で
の
各
年
度
の
財
源

対
策
の
た
め
当
該
各
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
額

（
１
）
　
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
財
源
対
策
債
（
以

下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
十
五
年
度
財
源
対
策
債
」
と

い
う
。
）

（
２
）
　
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
財
源
対
策
債
（
以

下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
十
六
年
度
財
源
対
策
債
」
と

い
う
。
）
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（
３
）
　
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
財
源
対
策
債
（
以

下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
度
財
源
対
策
債
」
と

い
う
。
）

（
４
）
　
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
度

財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
５
）
　
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
十
九
年
度

財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
６
）
　
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
度

財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
７
）
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一

年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
８
）
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十
二

年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
９
）
　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三

年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
０
）
　
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十

四
年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
１
）
　
平
成
二
十
五
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十

五
年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
２
）
　
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十

六
年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
３
）
　
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十

七
年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
４
）
　
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十

八
年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
５
）
　
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
二
十

九
年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
６
）
　
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年

度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
財

源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
８
）
　
令
和
二
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
財

源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
１
９
）
　
令
和
三
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
令
和
三
年
度
財

源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

（
２
０
）
　
令
和
四
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

財
源
対
策
債
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
財

源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

　

七
　
減

税
補
塡

債

償

還
費

個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る

特
別
減
税
等
に
よ
る
平
成
六

年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で

の
各
年
度
及
び
平
成
十
五
年

度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で

の
各
年
度
の
減
収
を
補
塡
す

る
た
め
当
該
各
年
度
に
お
い

て
特
別
に
起
こ
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債

の
額

（
１
）
　
平
成
六
年
度
減
税
補
塡
債

（
２
）
　
平
成
七
年
度
減
税
補
塡
債

（
３
）
　
平
成
八
年
度
減
税
補
塡
債

（
４
）
　
平
成
十
五
年
度
減
税
補
塡
債

（
５
）
　
平
成
十
六
年
度
減
税
補
塡
債

（
６
）
　
平
成
十
七
年
度
減
税
補
塡
債

（
７
）
　
平
成
十
八
年
度
減
税
補
塡
債

　

八
　
臨

時
財
政

対
策
債

償
還
費

臨
時
財
政
対
策
の
た
め
平
成

十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
特

別
に
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額

（
１
）
　
平
成
十
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
２
）
　
平
成
十
六
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
３
）
　
平
成
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
４
）
　
平
成
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
５
）
　
平
成
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
６
）
　
平
成
二
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
７
）
　
平
成
二
十
一
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
８
）
　
平
成
二
十
二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
９
）
　
平
成
二
十
三
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
０
）
　
平
成
二
十
四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
１
）
　
平
成
二
十
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
２
）
　
平
成
二
十
六
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
３
）
　
平
成
二
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
４
）
　
平
成
二
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
５
）
　
平
成
二
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
６
）
　
平
成
三
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
８
）
　
令
和
二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
９
）
　
令
和
三
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
２
０
）
　
令
和
四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

九
　
東

日
本
大

震
災
全

国
緊
急

防
災
施

策
等
債

償
還
費

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
令
和

四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
東
日
本
大
震
災
全
国
緊

急
防
災
施
策
等
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
の
額

（
１
）
　
平
成
二
十
五
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
２
）
　
平
成
二
十
六
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
３
）
　
平
成
二
十
七
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
４
）
　
平
成
二
十
八
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

16



緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
５
）
　
平
成
二
十
九
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
６
）
　
平
成
三
十
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
７
）
　
令
和
元
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
８
）
　
令
和
二
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
９
）
　
令
和
三
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
１
０
）
　
令
和
四
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

十
　
国

土
強
靭

化
施
策

債

償

還
費

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
四
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

国
土
強
靭
化
施
策
に
要
す
る

費
用
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
の
額

（
１
）
　
令
和
元
年
度
国
土
強
靭
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
元
年
度
都
道
府
県
国
土
強
靭
化
施
策
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い

う
。
）

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
元
年
度
都
道
府

県
国
土
強
靭
化
施
策
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

（
２
）
　
令
和
二
年
度
国
土
強
靭
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
二
年
度
都
道
府
県
国
土
強
靭
化
施
策
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い

う
。
）

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
都
道
府

県
国
土
強
靭
化
施
策
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

（
３
）
　
令
和
三
年
度
国
土
強
靭
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
三
年
度
都
道
府
県
国
土
強
靭
化
施
策
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い

う
。
）

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
三
年
度
都
道
府

県
国
土
強
靭
化
施
策
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

（
４
）
　
令
和
四
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
四
年
度
都
道
府
県
国
土
強
靱
化
施
策
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い

う
。
）

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
四
年
度
都
道
府

県
国
土
強
靱
化
施
策
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

市町村

一
　
道

路
橋
り

よ
う
費

道
路
の
面
積

（
１
）
　
路
面
幅
員
が
六
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
道
（
橋
り
よ
う
を

除
く
。
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
２
）
　
路
面
幅
員
が
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
六
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市

町
村
道

（
３
）
　
路
面
幅
員
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
四
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市

町
村
道

（
４
）
　
路
面
幅
員
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市

町
村
道

（
５
）
　
市
町
村
道
の
橋
り
よ
う

（
６
）
　
国
道
及
び
道
府
県
道
（
橋
り
よ
う
を
含
む
。
別
表
第
一
に
お
い
て

同
じ
。
）

　

二
　
港

湾
費

港
湾
に
お
け
る
係
留
施
設
の

延
長

都
道
府
県
の
「
港
湾
費
」
に
同
じ
。

　

三
　
高

等

学

校
費

１
　
教
職
員
数

（
１
）
　
市
町
村
立
の
全
日
制

（
２
）
　
指
定
都
市
立
の
定
時
制

（
３
）
　
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
立
の
定
時
制

（
４
）
　
市
町
村
立
の
通
信
制

　

２
　
生
徒
数

（
１
）
　
市
町
村
立
の
全
日
制
（
別
科
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
以
下
こ
の
表

及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）

ア
　
厚
生
に
関
す
る
学
科
の
う
ち
衛
生
看
護
科
に
類
す
る
学
科
及
び
福
祉

に
関
す
る
学
科
（
以
下
「
衛
生
看
護
科
等
」
と
い
う
。
）

イ
　
農
業
に
関
す
る
学
科

ウ
　
工
業
に
関
す
る
学
科
及
び
情
報
に
関
す
る
学
科

エ
　
水
産
に
関
す
る
学
科

オ
　
商
業
に
関
す
る
学
科
（
理
数
科
に
類
す
る
学
科
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
及
び
家
庭
に
関
す
る
学
科
（
以
下
「
商
業
科
等
」
と
い
う
。
）

カ
　
普
通
科
及
び
そ
の
他
の
学
科
で
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
学
科
以
外

の
学
科
（
以
下
「
普
通
科
等
」
と
い
う
。
）

（
２
）
　
指
定
都
市
立
の
定
時
制

ア
　
独
立
校

（
ア
）
　
普
通
科
等

（
イ
）
　
商
業
科
等

（
ウ
）
　
衛
生
看
護
科
等

（
エ
）
　
農
業
に
関
す
る
学
科

（
オ
）
　
工
業
に
関
す
る
学
科
及
び
情
報
に
関
す
る
学
科

イ
　
併
設
校

ア
に
掲
げ
る
も
の
に
同
じ
。

（
３
）
　
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
立
の
定
時
制

（
２
）
に
同
じ
。

（
４
）
　
市
町
村
立
の
全
日
制
及
び
定
時
制
の
別
科
及
び
専
攻
科
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ア
　
職
業
科
（
衛
生
看
護
科
等
、
農
業
に
関
す
る
学
科
、
工
業
に
関
す
る

学
科
、
情
報
に
関
す
る
学
科
及
び
水
産
に
関
す
る
学
科
に
類
す
る
学
科
を

い
う
。
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
職
業
科
以
外
の
学
科

　

四
　
地

域

振

興
費

面
積

（
１
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
田
畑
の
面
積

（
２
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
宅
地
の
面
積

（
３
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
森
林
の
面
積

（
４
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
そ
の
他
の
面
積

　

五
　
災

害

復

旧
費

災
害
復
旧
事
業
費
の
財
源
に

充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
に
係
る
元
利
償
還
金

（
１
）
　
公
共
災
害
復
旧
事
業
債

（
２
）
　
単
独
災
害
復
旧
事
業
債

（
３
）
　
地
盤
沈
下
等
対
策
事
業
債

（
４
）
　
緊
急
治
山
等
事
業
債

（
５
）
　
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
債

（
６
）
　
特
殊
土
壌
対
策
事
業
債

（
７
）
　
鉱
害
復
旧
事
業
債

（
８
）
　
小
災
害
債

ア
　
公
共
土
木
施
設
等
小
災
害
債
（
公
共
土
木
施
設
及
び
公
立
学
校
施
設

に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
　
農
地
等
小
災
害
債
（
農
地
そ
の
他
の
農
林
水
産
業
施
設
に
係
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

六
　
補

正
予
算

債

償

還
費

１
　
平
成
四
年
度
か
ら
平
成

十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
国
の
補
正
予
算
等
に
係

る
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る

た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

（
１
）
　
平
成
四
年
度
補
正
予
算
債

（
２
）
　
平
成
五
年
度
補
正
予
算
債

（
３
）
　
平
成
六
年
度
補
正
予
算
債

（
４
）
　
平
成
七
年
度
補
正
予
算
債

（
５
）
　
平
成
八
年
度
補
正
予
算
債

（
６
）
　
平
成
九
年
度
補
正
予
算
債

（
７
）
　
平
成
十
年
度
補
正
予
算
債

　

　

２
　
平
成
十
六
年
度
か
ら
令

和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
国
の
補
正
予
算
等
に

係
る
事
業
費
の
財
源
に
充
て

る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
額

（
１
）
　
平
成
十
六
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
（
災
害
関
連
（
各
種
災
害
関
連
現
年
分
）
事
業
（
新

潟
県
中
越
地
震
に
係
る
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
に
限
る

。
）
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
平

成
十
六
年
度
市
町
村
九
十
五
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除

く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る

た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
六
年
度
市
町
村
六
十
・

〇
％
分
」
と
い
う
。
）

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
六
年
度
市
町
村
五
十
・
〇
％

分
」
と
い
う
。
）

（
２
）
　
平
成
十
七
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
以
下

「
平
成
十
七
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を

許
可
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
七
年
度
市
町
村
五
十
・
〇
％
分
」
と

い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
３
）
　
平
成
十
八
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
八
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
八
年
度
市
町
村
五

十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
４
）
　
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
九
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
十
九
年
度
市
町
村
五

十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
５
）
　
平
成
二
十
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
年
度
市
町
村
五

十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
６
）
　
平
成
二
十
一
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）
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（
ア
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
市
町
村

五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
７
）
　
平
成
二
十
二
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
二
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
国
の
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
の
使
用
に
係
る
も
の
（
以

下
「
平
成
二
十
二
年
度
市
町
村
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
二
年
度

市
町
村
四
十
五
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
８
）
　
平
成
二
十
三
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
（
平
成
二
十
三
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
市
町
村
八
十
・
〇
％

分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
度
市
町
村

五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
９
）
　
平
成
二
十
四
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
度
市
町
村

五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
０
）
　
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
度
市
町
村

五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
１
）
　
平
成
二
十
六
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
市
町
村

五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
２
）
　
平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
七
年
度
市
町
村

五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
３
）
　
平
成
二
十
八
年
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
及
び
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
（
平
成
二
十
八
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
一
般
会
計
熊
本
地

震
復
旧
等
予
備
費
の
使
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
熊
本
地
震
に
よ

る
災
害
の
復
興
事
業
（
再
度
の
災
害
を
防
止
す
る
事
業
）
に
係
る
経
費
に

充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成

二
十
八
年
度
市
町
村
八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に
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限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
八
年
度

市
町
村
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
４
）
　
平
成
二
十
九
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
の
復
興
事
業
（
再
度
の
災
害
を
防
止
す
る
事

業
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度
市
町
村
八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
度

市
町
村
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
５
）
　
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
熊
本
地
震
及
び
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
へ
の
対
応
に
伴
う
投
資
的
経

費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平

成
三
十
年
度
市
町
村
八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
平
成
三
十
年
度
市

町
村
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
（
令
和
元
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
（
令
和
元

年
十
一
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
平
成
二
十
八

年
熊
本
地
震
、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
及
び
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
へ

の
対
応
に
伴
う
投
資
的
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
元
年
度
市
町
村
八
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
令
和
元
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
元
年
度
市
町

村
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
７
）
　
令
和
二
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
公
共
事
業
等
（
令
和
二
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の
使
用
（
令
和
二

年
七
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
）
及
び
令
和
二
年
度
一
般
会
計
の
予
備
費
の

使
用
（
令
和
二
年
九
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

令
和
二
年
七
月
豪
雨
へ
の
対
応
に
伴
う
投
資
的
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
市
町
村
八

十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
市
町

村
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
８
）
　
令
和
三
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
令
和
三
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
三
年
度
市
町
村
五
十
・

〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
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（
イ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
９
）
　
令
和
四
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担

法
第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
（
以
下
「
令
和
四
年
度
市
町
村
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
ア
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
四
年
度
市
町
村
五
十
・

〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ア
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

　

七
　
地

方
税
減

収
補
塡

債

償

還
費

地
方
税
の
減
収
補
塡
の
た
め

平
成
十
五
年
度
か
ら
及
び
平

成
十
七
年
度
か
ら
令
和
四
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

特
別
に
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
額

（
１
）
　
平
成
十
五
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
）
　
平
成
十
七
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
３
）
　
平
成
十
八
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
４
）
　
平
成
十
九
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
５
）
　
平
成
二
十
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
６
）
　
平
成
二
十
一
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
７
）
　
平
成
二
十
二
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
８
）
　
平
成
二
十
三
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
９
）
　
平
成
二
十
四
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
０
）
　
平
成
二
十
五
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
１
）
　
平
成
二
十
六
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
２
）
　
平
成
二
十
七
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
３
）
　
平
成
二
十
八
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
４
）
　
平
成
二
十
九
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
５
）
　
平
成
三
十
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
７
）
　
令
和
二
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
従
来
分

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
拡
大
分

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
８
）
　
令
和
三
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
９
）
　
令
和
四
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

　

八
　
財

源
対
策

債

償

還
費

平
成
十
三
年
度
か
ら
令
和
四

年
度
ま
で
の
各
年
度
の
財
源

対
策
の
た
め
当
該
各
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
額

（
１
）
　
平
成
十
三
年
度
財
源
対
策
債

義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
も
の

（
２
）
　
平
成
十
四
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
財
源
対
策
債
（
別

表
第
一
に
お
い
て
「
平
成
十
四
年
度
財
源
対
策
債
」
と
い
う
。
）

義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
も
の

（
３
）
　
平
成
十
五
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た

も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許

可
さ
れ
た
も
の

（
４
）
　
平
成
十
六
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た

も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許

可
さ
れ
た
も
の

（
５
）
　
平
成
十
七
年
度
財
源
対
策
債
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ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た

も
の

（
ア
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許

可
さ
れ
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
６
）
　
平
成
十
八
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
７
）
　
平
成
十
九
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
８
）
　
平
成
二
十
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
９
）
　
平
成
二
十
一
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
０
）
　
平
成
二
十
二
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
１
）
　
平
成
二
十
三
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
２
）
　
平
成
二
十
四
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
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（
ア
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
３
）
　
平
成
二
十
五
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
４
）
　
平
成
二
十
六
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
５
）
　
平
成
二
十
七
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
６
）
　
平
成
二
十
八
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
７
）
　
平
成
二
十
九
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
８
）
　
平
成
三
十
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
９
）
　
令
和
元
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
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ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
０
）
　
令
和
二
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
１
）
　
令
和
三
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
２
）
　
令
和
四
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

　

九
　
減

税
補
塡

個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る

特
別
減
税
等
に
よ
る
平
成
六

年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で

（
１
）
　
平
成
六
年
度
減
税
補
塡
債

（
２
）
　
平
成
七
年
度
減
税
補
塡
債

（
３
）
　
平
成
八
年
度
減
税
補
塡
債

債

償

還
費

の
各
年
度
及
び
平
成
十
五
年

度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で

の
各
年
度
の
減
収
を
補
塡
す

る
た
め
当
該
各
年
度
に
お
い

て
特
別
に
起
こ
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債

の
額

（
４
）
　
平
成
十
五
年
度
減
税
補
塡
債

ア
　
平
成
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
５
）
　
平
成
十
六
年
度
減
税
補
塡
債

ア
　
平
成
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
６
）
　
平
成
十
七
年
度
減
税
補
塡
債

ア
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
７
）
　
平
成
十
八
年
度
減
税
補
塡
債

ア
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

　

十
　
臨

時
財
政

対
策
債

償
還
費

臨
時
財
政
対
策
の
た
め
平
成

十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
特

別
に
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額

（
１
）
　
平
成
十
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
）
　
平
成
十
六
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
３
）
　
平
成
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
４
）
　
平
成
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
５
）
　
平
成
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
６
）
　
平
成
二
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
７
）
　
平
成
二
十
一
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
一
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
８
）
　
平
成
二
十
二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
９
）
　
平
成
二
十
三
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
０
）
　
平
成
二
十
四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
１
）
　
平
成
二
十
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
２
）
　
平
成
二
十
六
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
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ア
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
３
）
　
平
成
二
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
４
）
　
平
成
二
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
５
）
　
平
成
二
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
６
）
　
平
成
三
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
８
）
　
令
和
二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
９
）
　
令
和
三
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
０
）
　
令
和
四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

十
一
　

東
日
本

大
震
災

全
国
緊

急
防
災

施
策
等

債

償

還
費

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
令
和

四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
東
日
本
大
震
災
全
国
緊

急
防
災
施
策
等
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
の
額

（
１
）
　
平
成
二
十
五
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
五
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
）
　
平
成
二
十
六
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
六
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
３
）
　
平
成
二
十
七
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
平
成
二
十
七
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
４
）
　
平
成
二
十
八
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
八
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
５
）
　
平
成
二
十
九
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
二
十
九
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
６
）
　
平
成
三
十
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
平
成
三
十
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
７
）
　
令
和
元
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
８
）
　
令
和
二
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
９
）
　
令
和
三
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
１
０
）
　
令
和
四
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

イ
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

十
二
　

国
土
強

靱
化
施

策
債
償

還
費

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
四
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

国
土
強
靱
化
施
策
に
要
す
る

費
用
に
充
て
る
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
の
額

（
１
）
　
令
和
元
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
元
年
度
市
町
村
国
土
強
靭
化
施
策
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
元
年
度
市
町
村

国
土
強
靭
化
施
策
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
２
）
　
令
和
二
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
分
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（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
二
年
度
市
町
村
国
土
強
靭
化
施
策
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
二
年
度
市
町
村

国
土
強
靭
化
施
策
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
二
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
３
）
　
令
和
三
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
緊
急
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
三
年
度
市
町
村
国
土
強
靭
化
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
三
年
度
市
町
村

国
土
強
靭
化
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
三
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
４
）
　
令
和
四
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
大
規
模
改
造
事
業
等
を
除
く
。
）
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以

下
「
令
和
四
年
度
市
町
村
国
土
強
靱
化
債
六
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
（
以
下
「
令
和
四
年
度
市
町
村

国
土
強
靱
化
債
五
十
・
〇
％
分
」
と
い
う
。
）

（
ｉ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
ｉ
ｉ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
分

（
ア
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

（
イ
）
　
令
和
四
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
　
「
港
湾
費
」
の
測
定
単
位
に
つ
い
て
種
別
補
正
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
は
、
港
湾
ご
と
の
当
該
年
度
の
四
月

一
日
現
在
に
お
け
る
種
別
に
よ
つ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
地
方
行
政
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
個
別
算
定
経
費
以
外
の
も
の
の
う
ち
面
積
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る

種
別
補
正
に
用
い
る
種
別
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
種

別
の
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

地
方
団
体
の
種
類

測
定
単
位

種
別

都
道
府
県

面
積

（
１
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
２
の
宅
地
の
面
積

（
２
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
２
の
耕
地
の
面
積

（
３
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
２
の
林
野
の
面
積

（
４
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
２
の
そ
の
他
の
面
積

市
町
村

面
積

（
１
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
宅
地
の
面
積

（
２
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
田
畑
の
面
積

（
３
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
森
林
の
面
積

（
４
）
　
第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
３
の
そ
の
他
の
面
積

（
段
階
補
正
係
数
の
算
定
方
法
）

第
八
条
　
次
の
表
の
都
道
府
県
の
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
に
つ
き
経
費
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
経
費
に
係
る
測
定
単

位
に
つ
い
て
段
階
補
正
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
経
費
の
種
類
ご
と
に
当
該
経
費
に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
を

同
表
の
地
域
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
に
係
る
も
の
に
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
数
値
に
別
表
第
二
（
１
）
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合

計
し
た
数
値
を
用
い
て
段
階
補
正
係
数
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県

経
費
の
種
類

地
域
区
分

指
定
都
市
及
び
中
核
市
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
包
括
す
る
都
道
府
県

そ
の
他
の
教
育

費
の
う
ち
人
口

を
測
定
単
位
と

す
る
も
の

指
定
都
市

の
区
域

中
核
市
の

区
域

そ
の
他
の

区
域

高
齢
者
保
健
福

祉
費
の
う
ち
六

十
五
歳
以
上
人

口
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の

指
定
都
市

の
区
域

中
核
市
の

区
域

そ
の
他
の

区
域

指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
中
核
市
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
五
十
九
条
の
四
の
児
童
相
談
所
設
置
市
で
中
核
市
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、
中
核
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県

社
会
福
祉
費

指
定
都
市

の
区
域

児
童
相
談

所
設
置
中

核
市
の
区

域そ
の
他
の

中
核
市
の

区
域

福
祉
事
務

所
設
置
町

村
の
区
域

そ
の
他
の

区
域
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指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
別
区
又
は
保
健
所
設
置
市
（
地
域
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
三
年
政
令
第
七
十
七
号
）
第
一
条
に
定
め
る
市
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
包
括
す
る
都
道
府
県

衛
生
費

指
定
都
市

の
区
域

中
核
市
の

区
域

特
別
区
及

び
保
健
所

設
置
市
の

区
域

そ
の
他
の

区
域

中
小
企
業
支
援
市
（
中
小
企
業
支
援
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
三
百
三
十
四

号
）
第
二
条
に
定
め
る
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
包
括
す
る
都
道
府
県

商
工
行
政
費

中
小
企
業

支
援
市
の

区
域

そ
の
他
の

区
域

２
　
市
町
村
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
段
階
補
正
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
段
階
補
正
係
数
が
別
表
第

二
（
２
）
に
定
め
る
率
を
超
え
る
と
き
は
、
同
表
に
定
め
る
率
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
経
費
に
係
る
段
階
補
正
係
数
と

す
る
。

一
　
消
防
費

二
　
そ
の
他
の
土
木
費

三
　
そ
の
他
の
教
育
費
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の

四
　
社
会
福
祉
費

五
　
保
健
衛
生
費

六
　
高
齢
者
保
健
福
祉
費
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の

七
　
農
業
行
政
費

八
　
商
工
行
政
費

九
　
徴
税
費

十
　
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費
の
う
ち
戸
籍
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の

十
一
　
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費
の
う
ち
世
帯
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の

３
　
市
町
村
の
地
方
行
政
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
個
別
算
定
経
費
以
外
の
も
の
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
段
階
補
正
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
段
階
補
正
係
数
が
十
五
・
〇
〇
〇
を
超
え
る
と
き
は
、
十
五
・

〇
〇
〇
と
す
る
。

（
密
度
及
び
密
度
補
正
係
数
の
算
定
方
法
）

第
九
条
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
密
度
の
算
定
方
法
の
欄
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
と
し
、
同
表
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
人
口
密
度
（
当
該
地
方
団
体
の
人
口
を
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

地方団体の種類
経費の種類

測定単位

密
度
の
算
定
方
法

都道府県
一　道路橋りよう費

道路の面積

密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
実
施
し
た
平
成
二
十
七
年
度
全
国
道
路
交
通
情

勢
調
査
に
よ
る
調
査
区
間
別
の
十
二
時
間
交
通
量
及
び
道
路
延
長
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
算
定
し
た

道
路
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
十
二
時
間
平
均
交
通
量
と
す
る
。

　
二　その他の土木費

人口

密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａｎ×

（
１－

（
Ｃｎ
／
Ｂｎ
）
）
及
び
Ｄｎ×

（
１－

（
Ｆｎ
／
Ｅｎ
）
）
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
建
設
に
着
手
し
た
第
１
種
公
営
住
宅
（
公
営
住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
８
年
法
律
第
５
５
号
。
以
下
「
公
営
住
宅
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
営
住

宅
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
９
３
号
。
以
下
「
旧
公
営
住
宅
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
号
に
規
定

す
る
第
一
種
公
営
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
都
道
府
県
が
管
理
す
る
も
の
（
以
下
「
平
成
ｎ

年
度
都
道
府
県
営
第
１
種
公
営
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
係
る
土
地
取
得
造
成
費
の
１
０
０
分
の
３
に
相
当

す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
額

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
都
道
府
県
営
第
１
種
公
営
住
宅
の
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
数

Ｃｎ
　
平
成
ｎ
年
度
都
道
府
県
営
第
１
種
公
営
住
宅
の
収
入
超
過
者
入
居
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知

す
る
数

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
建
設
に
着
手
し
た
第
２
種
公
営
住
宅
（
旧
公
営
住
宅
法
第
２
条
第
４
号
に
規
定
す

る
第
二
種
公
営
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
都
道
府
県
が
管
理
す
る
も
の
（
以
下
「
平
成
ｎ
年
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度
都
道
府
県
営
第
２
種
公
営
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
係
る
土
地
取
得
造
成
費
の
１
０
０
分
の
４
に
相
当
す

る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
額

Ｅｎ
　
平
成
ｎ
年
度
都
道
府
県
営
第
２
種
公
営
住
宅
の
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
数

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
都
道
府
県
営
第
２
種
公
営
住
宅
の
収
入
超
過
者
入
居
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知

す
る
数

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
、
公
営
住
宅
法
改
正
法
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
営
住
宅
法
（
以
下
「
新

公
営
住
宅
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
（
以
下
「
新
法
公
営
住
宅
」
と
い

う
。
）
、
旧
公
営
住
宅
法
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
た
公
営
住
宅
（
昭
和
５
５
年
度
以
降
管
理
開
始
さ
れ
た
も

の
に
限
り
、
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
８
４
号
）
第
２
９
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
住
宅
地
区
改
良
法
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
改
良
住
宅
、
小
集
落
地
区
等
改
良

事
業
制
度
要
綱
（
昭
和
５
７
年
４
月
５
日
付
け
建
設
省
住
整
発
第
２
６
号
）
第
２
第
７
項
に
規
定
す
る

小
集
落
改
良
住
宅
、
密
集
住
宅
市
街
地
整
備
促
進
事
業
制
度
要
綱
（
平
成
６
年
６
月
２
３
日
付
け
建
設

省
住
市
発
第
４
６
号
）
第
２
第
１
１
号
に
規
定
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
住
宅
、
「
住
宅
地
区
改
良
事
業
に
準

ず
る
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
昭
和
４
９
年
９
月
１
日
付
け
建
設
省
住
整
発
第
９
１
号
）
に
基
づ
き

建
設
ま
た
は
購
入
さ
れ
た
住
宅
及
び
改
良
住
宅
等
管
理
要
領
（
昭
和
５
４
年
５
月
１
１
日
付
け
建
設
省

住
整
発
第
２
５
号
）
第
２
第
１
６
号
に
規
定
す
る
更
新
住
宅
（
以
下
「
旧
法
公
営
住
宅
等
」
と
い
う
。
）

並
び
に
特
定
借
上
・
買
取
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
（
平
成
７
年
４
月
１
日
付
け
建
設
省
住
備
発
第
１
０
号
）

に
規
定
す
る
特
定
借
上
・
買
取
賃
貸
住
宅
（
以
下
「
特
定
住
宅
」
と
い
う
。
）
及
び
特
定
目
的
借
上
公
共

賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
（
平
成
６
年
６
月
２
３
日
付
け
建
設
省
住
建
発
第
５
０
号
。
以
下
「
特
目
要
綱
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
特
定
目
的
借
上
公
共
賃
貸
住
宅
（
以
下
「
特
目
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

算
式

（
ａ－

ｂ
）×

１
２×

１
．
０
２
２×

α

（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
の
符
号

ａ
　
新
法
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
４
０
号
）
第
３
条

の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
近
傍
同
種
の
家
賃
の
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
旧
法
公

営
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、
旧
公
営
住
宅
法
第
１
２
条
第
１
項
（
住
宅
地
区
改
良
法
第
２
９
条
第
１
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
改
良
住
宅
等
管
理
要
領
（
昭
和
５
４
年
５
月
１
１
日
付
建
設
省

住
整
発
第
６
号
）
第
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
す
る
月
割
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し

た
額
、
特
定
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
近
傍
同
種

の
家
賃
の
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
特
目
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
家
賃
（
特
目
要
綱
第

１
７
第
１
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
５
年
建
設
省
令
第
１
６
号
。
以
下
「
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２

０
条
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
（
以
下
「
限
度
額
家
賃
」
と
い
う
。
）
又
は
特
目
要
綱
第
１
７
第
１

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
法
施
行
規
則
第
２
１
条
第
１
項
の
基
準
に
該

当
す
る
場
合
に
お
い
て
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
法
施
行
規
則
第
２
１
条
第
２
項
に
準
じ
て
算
定

し
た
額
（
以
下
「
変
更
限
度
額
家
賃
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
当
該
限
度
額
家
賃
又
は
当
該
変

更
限
度
額
家
賃
）
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額

ｂ
　
新
法
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
家
賃
算
定
基

礎
額
に
、
同
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
た
額
（
当
該
額
が
近
傍
同
種

の
住
宅
の
家
賃
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
）
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
旧
法
公
営
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、
入
居
階
層
に
応
じ
て
の
負
担
能
力
を
勘
案

し
て
、
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
が
別
に
定
め
る
額
、
特
定
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
第

２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
家
賃
算
定
基
礎
額
に
、
同
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る

数
値
を
乗
じ
た
額
（
当
該
額
が
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
同

種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
）
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
特
目
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
入
居
者

負
担
基
準
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額

α

　
新
法
公
営
住
宅
の
う
ち
、
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
に
賃
貸
す

る
た
め
借
上
を
し
た
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政

援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
２
２
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
建
設
若
し
く
は
買
取
り
を
し
た
公

営
住
宅
又
は
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
つ
た
住
宅
で
あ
つ
て
激
甚
災
害
に
よ
り
滅
失

し
た
も
の
に
そ
の
災
害
の
当
時
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
に
転
貸
す
る
た
め
借
上
げ
を
し
た
新
法
公

営
住
宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
（

初
の
５
年
間
は
４
分
の
３
）
、
そ
の
他
の
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
２

分
の
１
、
旧
法
公
営
住
宅
の
う
ち
旧
第
一
種
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
２
分
の
１
、
旧
第
二
種
公
営
住
宅

に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
、
特
定
住
宅
及
び
特
目
住
宅
の
う
ち
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
災
居
住
者
等
が

入
居
す
る
管
理
人
住
宅
以
外
の
住
宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
（

初
の
５
年
間
は
４
分
の
３
）
、
管
理
人

の
居
住
す
る
住
宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
１
、
そ
の
他
の
住
宅
に
あ
つ
て
は
２
分
の
１

三　中学校費

教職員数

密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

算
式

３
６
，
９
０
０×

ｂ
１×

ｂ
２

算
式
の
符
号

ｂ
１
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府

県
立
の
併
設
型
中
学
校
、
夜
間
中
学
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
学
す
る
生
徒
の
数

ｂ
２
　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
数
に
１
６
０
．
７
６
を
乗
じ
て
得
た
数
を
、
符
号
ｂ
１
の
数
値
で
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

算
式

１
，
１
０
１
，
０
０
０×

ｃ
１×

（
ｃ
２
＋
ｃ
３
）

算
式
の
符
号

ｃ
１
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の
併
設
型
中
学
校
、
夜
間
中
学
及
び

中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標

準
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
成
及
び
教
職

員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
成
の
標
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
学

級
数

ｃ
２
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
地
域
手
当
の
地
域
区
分
が
１
０
０
分
の
２
０
地
域
の
市

町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
２
３
、
１
０
０
分
の
１
６
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
１
９
、
１
０

０
分
の
１
５
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
１
７
、
１
０
０
分
の
１
２
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て

は
１
．
０
１
４
、
１
０
０
分
の
１
０
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
１
２
、
１
０
０
分
の
６
地
域

の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
７
、
１
０
０
分
の
３
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
３
、
そ
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の
他
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０
を
当
該
区
域
内
の
地
域
手
当
の
級
地
ご
と
の
市
町
村
の

人
口
に
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計

数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
に
満
た
な
い
と
き
は
、
１
．

０
０
０
と
す
る
。

ｃ
３
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数

算
式

α

＋β
＋γ

算
式
の
符
号

α

　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
給
与
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
が
１
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ

て
は
０
．
０
０
７
、
２
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
６
、
３
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．

０
０
６
、
４
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
４
、
そ
の
他
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０

０
０
を
当
該
区
域
内
の
給
与
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
ご
と
の
市
町
村
の
人
口
に
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計

数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

β

　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
寒
冷
の
差
に
よ
る
別
表
第
４
（
１
）
の
地
域
区
分
が
１
級

地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
１
５
２
、
２
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
２
５
４
、
３
級
地
の
市

町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
３
８
０
、
４
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
５
７
５
、
そ
の
他
地
域
の
市
町

村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
０
を
当
該
区
域
内
の
寒
冷
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
ご
と
の
市
町
村
の
人
口
に

乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

γ

　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
積
雪
の
差
に
よ
る
別
表
第
４
（
３
）
の
地
域
区
分
が
１
級

地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
６
８
、
２
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
１
３
７
、
３
級
地
の
市

町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
３
４
３
、
４
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
７
５
５
、
そ
の
他
地
域
の
市
町

村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
０
を
当
該
区
域
内
の
積
雪
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
ご
と
の
市
町
村
の
人
口
に

乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

Ｄ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

算
式

１
０
，
５
３
２
，
０
０
０×

ｄ

算
式
の
符
号

ｄ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県

立
の
併
設
型
中
学
校
、
夜
間
中
学
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
数
。
た
だ
し
、
在
学
生
徒
を
有

し
な
い
学
校
の
数
を
除
く
。

　
四　特別支援学校費

学級数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
の
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
在
学
す
る
幼
児
の
数
に

〇
・
六
四
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
と
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在

に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
在
学
す
る
幼

児
の
数
に
〇
・
〇
二
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
と
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月

一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び

中
学
部
に
在
学
す
る
児
童
及
び
生
徒
の
数
に
〇
・
〇
二
六
を
乗
じ
て
得
た
数
と
学
校
基
本
調
査
規
則
に

よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市
を

除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
別
科
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
に
在
学
す
る
生

徒
の
数
に
〇
・
〇
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月

一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
別

科
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数
に
〇
・
〇
三
八
を
乗
じ
て
得
た
数
と
学
校
基
本
調
査

規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定

都
市
を
除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
別
科
及
び
専
攻
科
に
限
る
。
）
に
在
学

す
る
生
徒
の
数
に
一
・
八
三
五
を
乗
じ
て
得
た
数
と
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年

の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等

部
（
別
科
及
び
専
攻
科
に
限
る
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数
に
〇
・
〇
四
九
を
乗
じ
て
得
た
数
と
学
校
基

本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の
特
別
支
援

学
校
の
幼
稚
部
に
在
学
す
る
幼
児
の
数
に
〇
・
六
八
二
を
乗
じ
て
得
た
数
と
の
合
計
数
を
測
定
単
位
の

数
値
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
と
す
る
。

五　その他の教育費

人口

１
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
、
算
式
イ
及
び
算
式
ウ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア

算
式
ア
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど

も
園
在
籍
人
員
数
の
合
計
数
の
合
計
数

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ａ
／
ｂ×

１
２
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も

園
の
１
号
認
定
子
ど
も
に
係
る
前
年
度
費
用
額
の
合
計
額
の
合
計
額

ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
数
及
び
前
年
度

私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
の
合
計
数
の
合
計
数

算
式
イ

算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
私
立
幼
稚
園
（
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
を
除
く
。
）
の
在
籍

人
員
数
の
合
計
数

算
式
ウ

［
｛
Ｂ×

１
５
３
．
５
２
４
＋
Ｃ×

１
０
２
．
３
５
０
＋
Ｄ×

５
１
．
１
７
５
＋
Ｅ×

１
１
１
．
７
４
８

＋
Ｆ×

７
４
．
４
９
９
＋
Ｇ×

３
７
．
２
４
９
＋
Ｈ×

６
７
．
２
２
１
＋
Ｉ×

４
４
．
８
１
４
＋
Ｊ×

２
２
．
４
０
７
＋
（
Ｋ×

４
７
．
７
９
４
＋
Ｌ×

３
１
．
８
６
２
＋
Ｍ×

１
５
．
９
３
１
）×

α

＋
Ｎ

×
８
０
．
８
０
２
＋
Ｏ×

５
３
．
８
６
８
＋
Ｐ×

２
６
．
９
３
４
＋
Ｑ×

４
８
．
４
８
１
＋
Ｒ×

３
２
．

３
２
１
＋
Ｓ×

１
６
．
１
６
０
＋
Ｔ×

２
４
．
２
４
１
＋
Ｕ×

１
６
．
１
６
０
＋
Ｖ×

８
．
０
８
０
＋

（
Ｗ×

２
０
．
０
５
７
＋
Ｘ×

１
３
．
３
８
１
＋
Ｙ×

６
．
７
０
５
）×

β

｝×

１
．
３
５
８
＋
｛
（
Ｚ

×

８
４
．
５
２
７
＋
Ａ
Ａ×

５
６
．
３
６
１
＋
Ａ
Ｂ×

２
８
．
１
８
１
）×

γ

＋
（
Ａ
Ｃ×

２
２
．
９

２
３
＋
Ａ
Ｄ×

１
５
．
２
８
７
＋
Ａ
Ｅ×

７
．
６
５
０
）×

δ

｝×

１
．
９
５
４
］
／
Ａ

Ｂ×

１
５
３
．
５
２
４
、
Ｃ×

１
０
２
．
３
５
０
、
Ｄ×

５
１
．
１
７
５
、
Ｅ×

１
１
１
．
７
４
８
、

Ｆ×

７
４
．
４
９
９
、
Ｇ×
３
７
．
２
４
９
、
Ｈ×

６
７
．
２
２
１
、
Ｉ×

４
４
．
８
１
４
、
Ｊ×

２

２
．
４
０
７
、
Ｋ×

４
７
．
７
９
４
、
Ｌ×

３
１
．
８
６
２
、
Ｍ×

１
５
．
９
３
１
、
（
Ｋ×

４
７
．
７

９
４
＋
Ｌ×

３
１
．
８
６
２
＋
Ｍ×

１
５
．
９
３
１
）×

α

、
Ｎ×

８
０
．
８
０
２
、
Ｏ×

５
３
．
８

６
８
、
Ｐ×

２
６
．
９
３
４
、
Ｑ×
４
８
．
４
８
１
、
Ｒ×

３
２
．
３
２
１
、
Ｓ×

１
６
．
１
６
０
、

Ｔ×

２
４
．
２
４
１
、
Ｕ×

１
６
．
１
６
０
、
Ｖ×

８
．
０
８
０
、
Ｗ×

２
０
．
０
５
７
、
Ｘ×

１
３
．

３
８
１
、
Ｙ×

６
．
７
０
５
、
（
Ｗ×

２
０
．
０
５
７
＋
Ｘ×

１
３
．
３
８
１
＋
Ｙ×

６
．
７
０
５
）

×
β

、
｛
Ｂ×

１
５
３
．
５
２
４
＋
Ｃ×

１
０
２
．
３
５
０
＋
Ｄ×

５
１
．
１
７
５
＋
Ｅ×

１
１
１
．
７

４
８
＋
Ｆ×

７
４
．
４
９
９
＋
Ｇ×

３
７
．
２
４
９
＋
Ｈ×

６
７
．
２
２
１
＋
Ｉ×

４
４
．
８
１
４
＋

Ｊ×

２
２
．
４
０
７
＋
（
Ｋ×

４
７
．
７
９
４
＋
Ｌ×
３
１
．
８
６
２
＋
Ｍ×

１
５
．
９
３
１
）×

α

＋
Ｎ×

８
０
．
８
０
２
＋
Ｏ×

５
３
．
８
６
８
＋
Ｐ×
２
６
．
９
３
４
＋
Ｑ×

４
８
．
４
８
１
＋
Ｒ×

３
２
．
３
２
１
＋
Ｓ×

１
６
．
１
６
０
＋
Ｔ×

２
４
．
２
４
１
＋
Ｕ×

１
６
．
１
６
０
＋
Ｖ×

８
．
０

８
０
＋
（
Ｗ×

２
０
．
０
５
７
＋
Ｘ×

１
３
．
３
８
１
＋
Ｙ×
６
．
７
０
５
）×

β

｝×

１
．
３
５
８
、

Ｚ×

８
４
．
５
２
７
、
Ａ
Ａ×

５
６
．
３
６
１
、
Ａ
Ｂ×

２
８
．
１
８
１
、
（
Ｚ×

８
４
．
５
２
７
＋
Ａ

Ａ×

５
６
．
３
６
１
＋
Ａ
Ｂ×

２
８
．
１
８
１
）×

γ

、
Ａ
Ｃ×

２
２
．
９
２
３
、
Ａ
Ｄ×

１
５
．
２

８
７
、
Ａ
Ｅ×

７
．
６
５
０
、
（
Ａ
Ｃ×

２
２
．
９
２
３
＋
Ａ
Ｄ×

１
５
．
２
８
７
＋
Ａ
Ｅ×

７
．
６
５

０
）×

δ

、
｛
（
Ｚ×

８
４
．
５
２
７
＋
Ａ
Ａ×

５
６
．
３
６
１
＋
Ａ
Ｂ×

２
８
．
１
８
１
）×

γ

＋
（
Ａ

Ｃ×

２
２
．
９
２
３
＋
Ａ
Ｄ×

１
５
．
２
８
７
＋
Ａ
Ｅ×

７
．
６
５
０
）×

δ
｝×
１
．
９
５
４
及
び

［
｛
Ｂ×

１
５
３
．
５
２
４
＋
Ｃ×

１
０
２
．
３
５
０
＋
Ｄ×

５
１
．
１
７
５
＋
Ｅ×
１
１
１
．
７
４
８

＋
Ｆ×

７
４
．
４
９
９
＋
Ｇ×

３
７
．
２
４
９
＋
Ｈ×

６
７
．
２
２
１
＋
Ｉ×

４
４
．
８
１
４
＋
Ｊ×

２
２
．
４
０
７
＋
（
Ｋ×

４
７
．
７
９
４
＋
Ｌ×

３
１
．
８
６
２
＋
Ｍ×

１
５
．
９
３
１
）×

α

＋
Ｎ

×

８
０
．
８
０
２
＋
Ｏ×

５
３
．
８
６
８
＋
Ｐ×

２
６
．
９
３
４
＋
Ｑ×

４
８
．
４
８
１
＋
Ｒ×
３
２
．

３
２
１
＋
Ｓ×

１
６
．
１
６
０
＋
Ｔ×

２
４
．
２
４
１
＋
Ｕ×

１
６
．
１
６
０
＋
Ｖ×

８
．
０
８
０
＋

（
Ｗ×

２
０
．
０
５
７
＋
Ｘ×

１
３
．
３
８
１
＋
Ｙ×

６
．
７
０
５
）×

β

｝×

１
．
３
５
８
＋
｛
（
Ｚ

×

８
４
．
５
２
７
＋
Ａ
Ａ×

５
６
．
３
６
１
＋
Ａ
Ｂ×

２
８
．
１
８
１
）×

γ

＋
（
Ａ
Ｃ×

２
２
．
９

２
３
＋
Ａ
Ｄ×

１
５
．
２
８
７
＋
Ａ
Ｅ×

７
．
６
５
０
）×

δ

｝×

１
．
９
５
４
］
／
Ａ
に
小
数
点
以

下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
ウ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
「
高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
に
お
け
る
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
に
係
る
調
査
に
つ
い

て
」
（
令
和
５
年
４
月
２
０
日
付
け
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
学
生
支
援
課
高
等
教
育
修
学
支
援
室
事
務

連
絡
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
文
部

科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
大
学
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下

「
都
道
府
県
立
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の

数
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
６
８
条
第
１
項
の
公
立
大
学
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
立
大

学
法
人
」
と
い
う
。
）
の
設
置
す
る
大
学
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
同
法
第
６
条
第
３
項
に
規

定
す
る
設
立
団
体
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設
立
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置

す
る
大
学
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大

学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認

し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ

れ
の
都
道
府
県
立
大
学
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｃ
及
び
符
号
Ｄ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｃ
　
都
道
府
県
立
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｄ
　
都
道
府
県
立
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｅ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
短

期
大
学
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
都
道
府
県
立
短
期
大
学
授
業
料
減
免

対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る

短
期
大
学
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期
大

学
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
短
期
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大
学

法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し

た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

の
都
道
府
県
立
短
期
大
学
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｆ
及
び
符
号
Ｇ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｆ
　
都
道
府
県
立
短
期
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｇ
　
都
道
府
県
立
短
期
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｈ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
高

等
専
門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
授

業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の

設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設

置
す
る
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
高
等
専
門
学

校
を
設
置
し
た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定

め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按

分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号

Ｉ
及
び
符
号
Ｊ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｉ
　
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」

の
数

Ｊ
　
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」

の
数

Ｋ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
専

門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
都
道
府
県
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免

対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数

Ｌ
　
都
道
府
県
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｍ
　
都
道
府
県
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｎ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
大

学
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
都
道
府
県
立
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生

数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
う

ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
入
学
金
減
免
対

象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る

都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な

い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
立
大
学
の
入

学
金
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｏ
及
び
符
号
Ｐ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｏ
　
都
道
府
県
立
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｐ
　
都
道
府
県
立
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｑ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
短

期
大
学
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
都
道
府
県
立
短
期
大
学
入
学
金
減
免

30



対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る

短
期
大
学
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期
大

学
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
短
期
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大
学

法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し

た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

の
都
道
府
県
立
短
期
大
学
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｒ
及
び
符
号
Ｓ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｒ
　
都
道
府
県
立
短
期
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｓ
　
都
道
府
県
立
短
期
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｔ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
高

等
専
門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
入

学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の

設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設

置
す
る
高
等
専
門
学
校
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
高
等
専
門
学

校
を
設
置
し
た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定

め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按

分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号

Ｕ
及
び
符
号
Ｖ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｕ
　
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」

の
数

Ｖ
　
都
道
府
県
立
高
等
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」

の
数

Ｗ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
専

門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
都
道
府
県
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免

対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数

Ｘ
　
都
道
府
県
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｙ
　
都
道
府
県
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｚ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
私
立
専
門
学
校
」

の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
私
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数

Ａ
Ａ
　
私
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ａ
Ｂ
　
私
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ａ
Ｃ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
私
立
専
門
学

校
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
私
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生

数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数

Ａ
Ｄ
　
私
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ａ
Ｅ
　
私
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
を
超
え
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ａ×

３
）
／
（
ｂ×

３
＋
ｃ×

２
＋
ｄ
）
／
１
６
６
，
８
０
０

算
式
の
符
号

ａ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
専

門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
額
（
実
績
）
」

ｂ
　
符
号
Ｋ
に
同
じ
。

ｃ
　
符
号
Ｌ
に
同
じ
。

ｄ
　
符
号
Ｍ
に
同
じ
。

β

　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
を
超
え
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ｅ×

３
）
／
（
ｆ×

３
＋
ｇ×

２
＋
ｈ
）
／
７
０
，
０
０
０

算
式
の
符
号

ｅ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
都
道
府
県
立
専

門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
額
（
実
績
）
」

ｆ
　
符
号
Ｗ
に
同
じ
。

ｇ
　
符
号
Ｘ
に
同
じ
。

ｈ
　
符
号
Ｙ
に
同
じ
。

γ

　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
を
超
え
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ｉ×

３
）
／
（
ｊ×

３
＋
ｋ×

２
＋
ｌ
）
／
５
９
０
，
０
０
０

算
式
の
符
号

ｉ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
私
立
専
門
学
校
」

の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
額
（
実
績
）
」

ｊ
　
符
号
Ｚ
に
同
じ
。

ｋ
　
符
号
Ａ
Ａ
に
同
じ
。

ｌ
　
符
号
Ａ
Ｂ
に
同
じ
。

δ

　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
を
超
え
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ｍ×

３
）
／
（
ｎ×

３
＋
ｏ×

２
＋
ｐ
）
／
１
６
０
，
０
０
０

算
式
の
符
号

ｍ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
私
立
専
門
学
校
」

の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
額
（
実
績
）
」

ｎ
　
符
号
Ａ
Ｃ
に
同
じ
。

ｏ
　
符
号
Ａ
Ｄ
に
同
じ
。

ｐ
　
符
号
Ａ
Ｅ
に
同
じ
。

２
　
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
の
合
計
数
は
、
「
子

ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
費
支
弁
台
帳
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日
付
け
府
子

本
第
二
百
七
十
一
号
、
二
十
七
初
幼
教
第
十
九
号
、
雇
児
保
発
〇
八
二
一
第
二
号
各
都
道
府
県
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
新
制
度
担
当
部
（
局
）
長
あ
て
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参
事
官
（
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
担
当
）
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
長
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭

局
保
育
課
長
通
知
）
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
費
支
弁
台
帳
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
当
該
年
度
の
四
月
一
日

現
在
の
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
一
号
認
定
子

ど
も
の
数
の
合
計
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

３
　
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
の
一
号
認
定
子
ど
も
に
係
る
前
年

度
費
用
額
の
合
計
額
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用

保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び

特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
五
年
内
閣

府
告
示
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特

定
地
域
型
保
育
、
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
四
十
九
号
。
以
下
「
公
定
価
格
基
準
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
算
出
さ
れ
た
費
用
の
額
の
う
ち
、
令
和
四
年
十
月
の
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
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籍
人
員
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
一
号
認
定
子
ど
も
に
係
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

４
　
前
年
度
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
数
及
び
前
年
度
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
の

合
計
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
令
和
四
年
十
月
一
日
現
在
の
新
制
度
移
行
私

立
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
一
号
認
定
子
ど
も
の
数
の
合
計
数
と

す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

５
　
私
立
幼
稚
園
（
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
を
除
く
。
）
在
籍
人
員
数
は
、
「
子
育
て
の
た
め
の
施
設

等
利
用
給
付
支
弁
台
帳
に
つ
い
て
」
（
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
付
け
府
子
本
第
六
百
八
十
四
号
、
元

初
幼
教
第
十
号
、
子
小
発
一
一
二
二
第
一
号
、
子
保
発
一
一
二
二
第
一
号
、
子
子
発
一
一
二
二
第
一
号

各
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
担
当
部
（
局
）
長
あ
て
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参

事
官
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
担
当
）
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
長
、
厚
生
労
働
省

子
ど
も
家
庭
局
総
務
課
少
子
化
総
合
対
策
室
長
、
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
保
育
課
長
、
厚
生
労
働

省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課
長
通
知
）
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給

付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
の
私
立
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
と
す
る
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

　
六　生活保護費

町村部人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
及
び
算
式
イ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア

Ｄ×

０
．
９
６
４
及
び
｛
Ｃ－

（
Ｄ×

０
．
９
６
４
）
｝×

０
．
９
８
３
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
ア
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
被
生
活
保
護
者
等
の
数

Ｃ
　
被
生
活
保
護
者
等
の
実
数

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
被
生
活
保
護
者
等
の
数

算
式
イ

（
Ｂ×

１
０
０
）
／
Ａ

算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
被
生
活
保
護
者
等
の
う
ち
生
活
扶
助
等
を
受
け
た
者
の
数

２
　
被
生
活
保
護
者
等
の
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
前
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
生
活

扶
助
、
住
宅
扶
助
、
教
育
扶
助
、
医
療
扶
助
、
介
護
扶
助
、
出
産
扶
助
、
生
業
扶
助
及
び
葬
祭
扶
助
を

受
け
た
者
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
生

活
支
援
給
付
、
住
宅
支
援
給
付
、
医
療
支
援
給
付
、
介
護
支
援
給
付
、
出
産
支
援
給
付
、
生
業
支
援
給

付
及
び
葬
祭
支
援
給
付
を
受
け
た
者
の
月
ご
と
の
実
人
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
数
か
ら
こ
の
表
中
市
町

村
の
項
第
七
号
２
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
福
祉
事
務

所
設
置
町
村
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
被
生
活
保
護
者
等
の
数
の
そ
れ
ぞ
れ
の

合
計
数
を
控
除
し
た
数
に
、
別
表
第
二
の
二
に
定
め
る
当
該
扶
助
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得

た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
と
す
る
。

３
　
被
生
活
保
護
者
等
の
実
数
は
、
２
に
準
ず
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
市
町
村
の
項
第
七
号
２
」

と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
項
第
七
号
３
」
と
、
「
別
表
第
二
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
二
の
三
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
年
度
に
お
け
る
被
生
活
保
護
者
等
の
数
は
、
２
に
準
ず
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
前
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
前
々
年
度
」
と
、
「
市
町
村
の
項
第
七
号
２
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
項
第
七
号
４
」

と
、
「
別
表
第
二
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
二
の
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
被
生
活
保
護
者
等
の
う
ち
生
活
扶
助
等
を
受
け
た
者
の
数
は
、
前
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
つ
て
生
活
扶
助
を
受
け
た
者
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
生
活
支
援
給
付
を
受
け
た
者
の
月
ご
と
の
実
人
員
の
合
計
数
か
ら

こ
の
表
中
市
町
村
の
項
第
七
号
５
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の

市
に
係
る
被
生
活
保
護
者
等
の
う
ち
生
活
扶
助
等
を
受
け
た
者
の
数
を
控
除
し
た
数
に
、
別
表
第
二
の

二
に
定
め
る
当
該
扶
助
に
係
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

　
七　社会福祉費

人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
（
１
）
、
算
式
ア
（
２
）
、
算
式
イ
、
算
式
ウ
、
算
式

エ
（
１
）
、
算
式
エ
（
２
）
、
算
式
エ
（
３
）
、
算
式
オ
、
算
式
カ
及
び
算
式
キ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア
（
１
）

算
式
ア
（
１
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人

員
数
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
２
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
「
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

｛
（
ａ－

ｂ
）×

１
２×

０
．
２
５
｝
／
ｃ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
私
立
保
育
所
等
費
用
額
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子

ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額

ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
私
立
保
育
所
等
利
用
者
負
担
額
の
合
計
額

ｃ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
私
立
保
育
所
等
在
籍
人
員
数
（
満
３
歳
未
満
保
育
認

定
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
数
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算
式
ア
（
２
）

算
式
ア
（
２
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人

員
数
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

（
ａ×

１
２×

０
．
２
５
）
／
ｂ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
私
立
保
育
所
等
費
用
額
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子

ど
も
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
額

ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
私
立
保
育
所
等
在
籍
人
員
数
（
満
３
歳
未
満
保
育
認

定
子
ど
も
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
数

算
式
イ

［
｛
Ｂ×

０
．
７
８
０
＋
Ｃ×

１
．
４
６
３
＋
Ｄ×

０
．
９
７
６
＋
Ｅ×

０
．
９
７
６
＋
Ｆ×

１
．
４
６

３
＋
Ｇ×

１
．
４
６
３
＋
Ｈ×

０
．
９
７
６
＋
Ｉ×

０
．
９
７
６
＋
Ｊ×

８
．
７
８
０
＋
Ｋ×

５
．
８

５
４
＋
Ｌ×

８
．
７
８
０
＋
Ｍ×

５
．
８
５
４
＋
（
Ｎ
＋
Ｏ
＋
Ｐ
＋
Ｑ
）×

０
．
４
８
８
＋
（
Ｒ
＋
Ｓ

＋
Ｔ
＋
Ｕ
）×

０
．
４
８
８
＋
（
Ｖ
＋
Ｗ
＋
Ｘ
＋
Ｙ
）×

２
．
９
２
７
｝×

０
．
９
９
５
］
／
Ａ

Ｂ×

０
．
７
８
０
、
Ｃ×

１
．
４
６
３
、
Ｄ×

０
．
９
７
６
、
Ｅ×

０
．
９
７
６
、
Ｆ×
１
．
４
６
３
、

Ｇ×

１
．
４
６
３
、
Ｈ×

０
．
９
７
６
、
Ｉ×

０
．
９
７
６
、
Ｊ×

８
．
７
８
０
、
Ｋ×

５
．
８
５
４
、

Ｌ×

８
．
７
８
０
、
Ｍ×

５
．
８
５
４
、
（
Ｎ
＋
Ｏ
＋
Ｐ
＋
Ｑ
）×

０
．
４
８
８
、
（
Ｒ
＋
Ｓ
＋
Ｔ
＋
Ｕ
）

×

０
．
４
８
８
及
び
（
Ｖ
＋
Ｗ
＋
Ｘ
＋
Ｙ
）×

２
．
９
２
７
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）

Ｃ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）

Ｄ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
及
び
（
施

設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）

Ｅ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｆ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｇ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｈ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）

Ｉ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）

Ｊ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）

Ｋ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｌ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｍ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）

Ｎ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｏ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｐ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｑ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｒ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｓ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｔ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｕ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｖ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）

Ｗ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｘ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｙ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）

算
式
ウ

算
式
ウ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
児
童
扶
養
手
当
支
給
者
数

Ｃ
　
町
村
部
人
口

算
式
エ
（
１
）

算
式
エ
（
１
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

算
式
エ
（
２
）

算
式
エ
（
２
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
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算
式
エ
（
３
）

算
式
エ
（
３
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

算
式
オ

［
｛
Ｂ×

１
．
２
２
７
＋
Ｃ×

１
．
０
０
０
＋
（
Ｄ
＋
Ｊ
）×

０
．
７
７
８
＋
Ｅ×

１
．
０
０
４
＋
Ｆ×

１
．
９
９
４
＋
Ｇ×

０
．
９
１
７
＋
Ｈ×

０
．
５
７
２
＋
Ｉ×

０
．
５
５
７
｝×

２
７
．
４
８
１
］
／
Ａ

Ｂ×

１
．
２
２
７
、
Ｃ×
１
．
０
０
０
、
（
Ｄ
＋
Ｊ
）×

０
．
７
７
８
、
Ｅ×

１
．
０
０
４
、
Ｆ×

１
．

９
９
４
、
Ｇ×

０
．
９
１
７
、
Ｈ×

０
．
５
７
２
及
び
Ｉ×

０
．
５
５
７
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
オ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
家
庭
的
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

Ｃ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

Ｄ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

Ｅ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

Ｆ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

Ｇ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
の

合
計
数

Ｈ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
の

合
計
数

Ｉ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

Ｊ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
特
例
保
育
給
付
に
係
る
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

算
式
カ

算
式
カ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
る
。
）

算
式

｛
ａ－

（
ｂ－

ｃ
）
／
１
，
０
０
０
｝
／
４
０

｛
ａ－

（
ｂ－

ｃ
）
／
１
，
０
０
０
｝
が
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
都
道
府
県
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る
虐
待
相
談
対
応
件
数

ｂ
　
測
定
単
位
の
数
値

ｃ
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
令
和
４
年
度
に
お
け
る
指
定
都
市
及
び
児
童
相
談
所
設
置
中
核
市
の

人
口
の
合
計

Ｃ
　
符
号
Ｂ
を
６
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

算
式
キ

算
式
キ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
に
係
る
給
付
認
定
子
ど

も
数
の
合
計
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

｛
（
ａ－

ｂ
）×

０
．
２
５
｝
／
ｃ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
支
給
額
の
合
計
額

ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
支
給
額
（
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
第
７
条
第
１
０
項
第
２
号
に
掲
げ
る
幼
稚
園
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額

ｃ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
に
係
る
給
付
認

定
子
ど
も
数
の
合
計
数

２
　
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
の
合
計
数
は
、
「
子
ど
も
の
た
め

の
教
育
・
保
育
給
付
費
支
弁
台
帳
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日
付
け
府
子
本
第
二
百
七

十
一
号
、
二
十
七
初
幼
教
第
十
九
号
、
雇
児
保
発
〇
八
二
一
第
二
号
各
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
新
制
度
担
当
部
（
局
）
長
あ
て
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参
事
官
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
担

当
）
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
長
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
保
育
課

長
通
知
）
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
費
支
弁
台
帳
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
の
私

立
保
育
所
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
条
第

一
項
の
認
定
に
係
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
二
・
三
号

認
定
子
ど
も
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
こ
の
表
市
町
村
の
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

数
の
合
計
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

３
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
費
用
額
は
、
前
年
度
の
十
月
分
と
し
て
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記

載
さ
れ
た
費
用
の
額
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
十
八
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
費
用
の
額
の
合
算
額
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
及
び
私
立
認

定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
に
係
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

４
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
利
用
者
負
担
額
は
、
前
年
度
の
十
月
分
と
し
て
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台

帳
に
記
載
さ
れ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
第
四
条

か
ら
第
六
条
ま
で
に
定
め
る
利
用
者
負
担
額
の
う
ち
、
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も

園
在
籍
人
員
に
係
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
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５
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
在
籍
人
員
数
は
、
前
年
度
の
十
月
分
と
し
て
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳

に
記
載
さ
れ
た
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
の
合
計
数
と
す
る
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

６
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
は
、

「
令
和
四
年
度
児
童
手
当
・
特
例
給
付
支
給
状
況
報
告
に
つ
い
て
」
（
令
和
五
年
二
月
二
十
七
日
付
け
内

閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
児
童
手
当
管
理
室
事
務
連
絡
）
に
基
づ
い
て
内
閣
府
に
報
告
さ
れ
た
支
給

状
況
報
告
（
以
下
「
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
」
と
い
う
。
）
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様

式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３
歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現

在
全
体
」
の
数
に
同
報
告
に
お
け
る
様
式
２
第
１
表
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３

歳
未
満
」
の
「
計
」
の
数
を
加
え
て
得
た
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

７
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３
歳

未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

８
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
及
び
（
施

設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る

様
式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２

月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了

前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
に
同
報
告
に
お
け

る
様
式
２
第
１
表
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
計
」
の
数
を

加
え
て
得
た
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

９
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
は
、
児

童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給

対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
１
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

１
０
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手
当

支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児

童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の

数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

１
１
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手

当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象

児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

１
２
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
は
、

児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支

給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後
中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
に
同
報

告
書
に
お
け
る
様
式
２
第
１
表
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後
中
学
校
修
了
前
」

の
「
計
」
の
数
を
加
え
て
得
た
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

１
３
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後

中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

１
４
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方

公
務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら

３
歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

１
５
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分

「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表

（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の

「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。

１
６
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童

手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対

象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
と
す
る
。

１
７
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公

務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了

後
中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

１
８
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３
歳

未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

１
９
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
は
、
児

童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給

対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
２
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

２
０
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手
当

支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児

童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の

数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

２
１
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非

被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後
中

学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

２
２
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用

者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら

３
歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

２
３
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
は
、

児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支

給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
２
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

２
４
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手

当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象

児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

２
５
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後

中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
の
管
内
市
町
村
の
計
と
す
る
。

２
６
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方

公
務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら

３
歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

２
７
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分

「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
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（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の

「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。

２
８
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童

手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対

象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
と
す
る
。

２
９
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公

務
員
分
）
の
都
道
府
県
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了

後
中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

３
０
　
児
童
扶
養
手
当
支
給
者
数
は
、
令
和
三
年
度
実
施
事
業
と
し
て
地
方
厚
生
局
（
地
方
厚
生
支
局

を
含
む
。
以
下
こ
の
表
市
町
村
の
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
さ
れ
た
児
童
扶
養
手
当
給
付
費

国
庫
負
担
金
交
付
要
綱
様
式
第
９
号
付
表
２
中
「
支
出
済
額
（
Ａ
列
）
」
の
延
月
人
数
の
「
全
部
支
給

者
」
、
「
一
部
停
止
者
」
、
「
１
３
条
の
２
」
、
「
１
３
条
の
３
」
及
び
「
１
３
条
の
２
か
つ
１
３
条
の
３
」

の
数
の
合
計
数
と
す
る
。

３
１
　
町
村
部
人
口
は
、
当
該
都
道
府
県
の
人
口
の
う
ち
町
村
（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
除
く
。
）
に

係
る
人
口
と
す
る
。

３
２
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は
、
令
和
四
年
十
月
分
と
し
て
厚
生

労
働
省
が
通
知
し
た
「
市
町
村
単
位
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
」
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利

用
状
況
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
「
施
設
入
所
支
援
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
共
同

生
活
援
助
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
・
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
・
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
）
」
の
「
都
道

府
県
合
計
」
及
び
「
自
立
生
活
援
助
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

３
３
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用

状
況
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
「
療
養
介
護
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
生
活
介
護
」
の
「
都
道
府

県
合
計
」
、
「
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
・
生

活
訓
練
）
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
宿
泊
型
自
立
訓
練
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
就
労
移
行
支
援
」

の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
就
労
定
着
支

援
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
児
童
発
達
支
援
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
及
び
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

３
４
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況

に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
「
居
宅
介
護
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
重
度
訪
問
介
護
」
の
「
都
道
府

県
合
計
」
、
「
行
動
援
護
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
、
「
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」

及
び
「
同
行
援
護
」
の
「
都
道
府
県
合
計
」
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

３
５
　
家
庭
的
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
そ
の

年
の
四
月
一
日
現
在
の
家
庭
的
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

３
６
　
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た

そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。

３
７
　
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た

そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。

３
８
　
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た

そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。

３
９
　
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た

そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。

４
０
　
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に

記
載
さ
れ
た
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
と

す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

４
１
　
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に

記
載
さ
れ
た
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
と

す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

４
２
　
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載

さ
れ
た
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

４
３
　
特
例
保
育
給
付
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
は
、
教
育
・
保
育
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
そ

の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
特
例
保
育
給
付
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。

４
４
　
児
童
相
談
所
に
お
け
る
虐
待
相
談
対
応
件
数
は
、
前
年
度
の
四
月
分
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例

に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
四
十
九
　
児
童
相
談
所
に
お
け
る
養
護
相
談
の
理
由
別
対

応
件
数
」
の
う
ち
「
（
２
）
虐
待
相
談
の
相
談
種
別
・
経
路
」
の
「
（
３
３
）
計
」
列
の
「
（
１
０
）
計
」

行
の
数
と
す
る
。
第
十
条
第
十
八
項
に
お
い
て
同
じ
。

４
５
　
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
に
係
る
給
付
認
定
子
ど
も
数
は
、
「
子
育
て
の
た
め
の
施
設

等
利
用
給
付
支
弁
台
帳
に
つ
い
て
」
（
令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日
付
け
府
子
本
第
六
百
八
十
四
号
、
元

初
幼
教
第
十
号
、
元
少
発
一
一
二
二
第
一
号
、
元
保
発
一
一
二
二
第
一
号
、
元
子
発
一
一
二
二
第
一
号

各
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
担
当
部
（
局
）
長
あ
て
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参

事
官
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
担
当
）
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
長
、
厚
生
労
働
省

子
ど
も
家
庭
局
総
務
課
少
子
化
総
合
対
策
室
長
、
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
保
育
課
長
、
厚
生
労
働

省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課
長
通
知
）
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給

付
支
弁
台
帳
（
以
下
「
施
設
等
利
用
給
付
支
弁
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
当
該
年
度
の
四
月
分

の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
子
ど
も
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

４
６
　
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
支
給
額
は
、
前
年
度
分
と
し
て
施
設
等
利
用
給
付

支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
十
五
条
の
六
に
定
め
る
施
設
等
利
用
費

の
支
給
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

４
７
　
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
に
係
る
給
付
認
定
子
ど
も
数
は
、
前
年
度
分
と
し

て
施
設
等
利
用
給
付
支
弁
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
施
設
等
利
用
給
付
認
定
子
ど
も
数
と
す
る
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。

　
八　衛生費　

人口　

１
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
及
び
算
式
イ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下

三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア

算
式
ア
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ１
　
都
道
府
県
立
病
院
病
床
数

Ｂ２
　
都
道
府
県
立
病
院
特
例
病
床
数

Ｃ１
　
病
院
事
業
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
３
年
度
ま
で
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債

（
平
成
１
４
年
度
に
許
可
を
受
け
た
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
係
る
も
の

（
以
下
「
平
成
１
３
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
の
元
利
償
還
金
の
額
に
３
分
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の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
に
充
て
る
た
め
平
成
１
３
年
度
に
発
行
を
許

可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
を
含
む
。
）
の
元
利
償
還
金
に
３
分
の
１
を

乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ２
　
病
院
事
業
に
充
て
る
た
め
平
成
１
４
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前

か
ら
の
継
続
事
業
を
除
く
。
）
の
元
利
償
還
金
の
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院

の
施
設
整
備
に
充
て
る
た
め
平
成
１
４
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
か

ら
の
継
続
事
業
を
除
く
。
）
の
元
利
償
還
金
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
千
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄｎ
　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の

２
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成

ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着

手
し
た
事
業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｅ１５＝

０
．
０
３
２

Ｅ１６＝

０
．
０
３
３

Ｅ１７＝

０
．
０
３
３

Ｅ１８＝

０
．
０
３
２

Ｅ１９＝

０
．
０
３
２

Ｅ２０＝

０
．
０
３
１
８
５

Ｅ２１＝

０
．
０
３
０
６
６

Ｅ２２＝

０
．
０
３
０
０
８

Ｅ２３＝

０
．
０
２
９
５
８

Ｅ２４＝

０
．
０
２
９
７
３

Ｆｎ
　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
４
年
度
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の
２
を

乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年

度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
４
年
度
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事

業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｇ１５＝

０
．
０
２
４

Ｇ１６＝

０
．
０
２
４

Ｇ１７＝

０
．
０
２
５

Ｇ１８＝

０
．
０
２
４

Ｇ１９＝

０
．
０
２
４

Ｇ２０＝

０
．
０
２
３
８
９

Ｇ２１＝

０
．
０
２
３
０
０

Ｇ２２＝

０
．
０
２
２
５
６

Ｇ２３＝

０
．
０
２
２
１
９

Ｇ２４＝

０
．
０
２
２
３
０

Ｈｎ
　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
り
、
符
号
Ｈ'

ｎ

に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備

事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以

降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
り
、
符
号
Ｈ
２
ｎ

及
び
符
号
Ｈ
２'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）

Ｉ１５＝

０
．
０
２
４

Ｉ１６＝

０
．
０
２
４

Ｉ１７＝

０
．
０
２
５

Ｉ１８＝

０
．
０
２
４

Ｉ１９＝

０
．
０
２
４

Ｉ２０＝

０
．
０
２
３
８
９

Ｉ２１＝
０
．
０
２
３
０
０

Ｉ２２＝

０
．
０
２
２
５
６

Ｉ２３＝

０
．
０
２
２
１
９

37



Ｉ２４＝

０
．
０
２
２
３
０

Ｉ２５＝

０
．
０
２
２

Ｉ２６＝
０
．
０
２
２

Ｉ２７＝

０
．
０
２
３

Ｉ２８＝

０
．
０
２
３
１

Ｉ２９＝

０
．
０
２
３
３

Ｉ３０＝

０
．
０
１
１
５
０

Ｉ
令
元＝

０
．
０
１
０
８
３

Ｉ
令
２＝

０
．
０
０
１
９
１

Ｉ
令
３＝

０
．
０
０
３
０
４

Ｉ
令
４＝

０
．
０
０
５
０
３

Ｈ'

ｎ

　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
・
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｉ'

２
７＝

０
．
０
２
７

Ｉ'

２
８＝

０
．
０
２
７
７

Ｉ'

２
９＝

０
．
０
２
７
９

Ｉ'

３
０＝

０
．
０
１
３
８
０

Ｉ'

令
元＝

０
．
０
１
２
９
９

Ｉ'

令
２＝

０
．
０
０
２
２
９

Ｉ'

令
３＝

０
．
０
０
３
６
５

Ｉ'

令
４＝

０
．
０
０
６
０
３

Ｈ
２
ｎ
　
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
（
符
号
Ｈ
２'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除
く
。
た
だ
し
、
令
和
３
年
度

以
前
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て

得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
）

Ｉ
２
２
１＝

０
．
０
２
５
５
５

Ｉ
２
２
２＝

０
．
０
２
７
５
８

Ｉ
２
２
３＝

０
．
０
２
４
６
５

Ｉ
２
２
４＝

０
．
０
２
７
２
５

Ｉ
２
２
５＝

０
．
０
２
７

Ｉ
２
２
６＝

０
．
０
２
７

Ｉ
２
２
７＝

０
．
０
２
３

Ｉ
２
２
８＝

０
．
０
２
３
１

Ｉ
２
２
９＝

０
．
０
２
３
３

Ｉ
２
３
０＝

０
．
０
１
１
５
０

Ｉ
２
令
元＝

０
．
０
１
０
８
３

Ｉ
２
令
２＝

０
．
０
０
１
９
１

Ｉ
２
令
３＝

０
．
０
０
５
４
７

Ｉ
２
令
４＝

０
．
０
０
７
０
４

Ｈ
２'

ｎ

　
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
・
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｉ
２'

２
７＝

０
．
０
１
４

Ｉ
２'

２
８＝

０
．
０
１
３
８

Ｉ
２'

２
９＝

０
．
０
１
４
０

Ｉ
２'

３
０＝

０
．
０
０
６
９
０

Ｉ
２'

令
元＝

０
．
０
０
６
５
０

Ｉ
２'

令
２＝

０
．
０
０
１
１
５

Ｉ
２'

令
３＝

０
．
０
０
５
４
７

Ｊｎ
　
病
院
事
業
（
機
械
器
具
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
り
、
符
号
Ｌｎ
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
機
械
器
具
整
備
事

業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降

に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
り
、
符
号
Ｎｎ
及
び
符
号
Ｎ'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
２

分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

Ｋ２７＝

０
．
０
５
７

Ｋ２８＝

０
．
０
５
６
５

Ｋ２９＝

０
．
０
５
６
３

Ｋ３０＝

０
．
０
５
５
５
８

Ｋ
令
元＝

０
．
０
５
６
４
７

Ｋ
令
２＝

０
．
０
５
５
６
７

Ｋ
令
３＝

０
．
０
５
６
２
２

Ｋ
令
４＝

０
．
０
０
２
１
４

Ｌｎ
　
病
院
事
業
（
機
械
器
具
整
備
事
業
・
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｍ２７＝

０
．
０
６
９
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Ｍ２８＝

０
．
０
６
７
８

Ｍ２９＝

０
．
０
６
７
５

Ｍ３０＝
０
．
０
６
６
７
０

Ｍ
令
元＝
０
．
０
６
７
７
６

Ｍ
令
２＝
０
．
０
６
６
８
０

Ｍ
令
３＝

０
．
０
６
７
４
６

Ｍ
令
４＝

０
．
０
０
２
５
６

Ｎｎ
　
災
害
拠
点
病
院
の
機
械
器
具
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
の
額
（
符
号
Ｎ'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除
く
。
た
だ
し
、
令
和
３
年
度
以
前
に
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
）

Ｏ２７＝

０
．
０
５
７

Ｏ２８＝

０
．
０
５
６
５

Ｏ２９＝

０
．
０
５
６
３

Ｏ３０＝

０
．
０
５
５
５
８

Ｏ
令
元＝

０
．
０
５
６
４
７

Ｏ
令
２＝

０
．
０
５
５
６
７

Ｏ
令
３＝

０
．
１
０
１
２
０

Ｏ
令
４＝

０
．
０
０
２
９
９

Ｎ'

ｎ

　
災
害
拠
点
病
院
の
機
械
器
具
整
備
事
業
（
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｏ'

２
７＝

０
．
０
３
４

Ｏ'

２
８＝

０
．
０
３
３
９

Ｏ'

２
９＝

０
．
０
３
３
８

Ｏ'

３
０＝

０
．
０
３
３
３
５

Ｏ'

令
元＝

０
．
０
３
３
８
８

Ｏ'

令
２＝

０
．
０
３
３
４
０

Ｏ'

令
３＝

０
．
１
０
１
２
０

算
式
イ

算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
病
床
数

Ｃ
　
都
道
府
県
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
病
床
数

Ｄ
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
５
年
度
か
ら

平
成
１
４
年
度
ま
で
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の

用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
元
利
償
還
金
の
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｅｎ
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に

限
る
。
ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く

。
）
の
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｆ１５＝

０
．
０
２
２

Ｆ１６＝

０
．
０
２
２

Ｆ１７＝

０
．
０
２
２

Ｆ１８＝

０
．
０
２
１

Ｆ１９＝

０
．
０
２
１

Ｆ２０＝

０
．
０
２
１
２
４

Ｆ２１＝

０
．
０
２
０
４
４

Ｆ２２＝

０
．
０
２
０
０
６

Ｆ２３＝

０
．
０
１
９
７
２

Ｆ２４＝

０
．
０
１
９
８
２

Ｇｎ
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
４
年
度
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。

ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
額

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｈ１５＝
０
．
０
１
６

Ｈ１６＝

０
．
０
１
６

Ｈ１７＝

０
．
０
１
７
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Ｈ１８＝

０
．
０
１
６

Ｈ１９＝

０
．
０
１
６

Ｈ２０＝
０
．
０
１
５
９
３

Ｈ２１＝

０
．
０
１
５
３
３

Ｈ２２＝

０
．
０
１
５
０
４

Ｈ２３＝

０
．
０
１
４
７
９

Ｈ２４＝

０
．
０
１
４
８
７

Ｉｎ
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。

ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
額

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｊ１５＝

０
．
０
１
２

Ｊ１６＝

０
．
０
１
２

Ｊ１７＝

０
．
０
１
２

Ｊ１８＝

０
．
０
１
２

Ｊ１９＝

０
．
０
１
２

Ｊ２０＝

０
．
０
１
１
９
５

Ｊ２１＝

０
．
０
１
１
５
０

Ｊ２２＝

０
．
０
１
１
２
８

Ｊ２３＝

０
．
０
１
１
０
９

Ｊ２４＝

０
．
０
１
１
１
５

Ｊ２５＝

０
．
０
１
１

Ｊ２６＝

０
．
０
１
２

Ｊ２７＝

０
．
０
１
０

Ｊ２８＝

０
．
０
１
０
４

Ｊ２９＝

０
．
０
１
０
５

Ｊ３０＝

０
．
０
０
５
１
８

Ｊ
令
元＝

０
．
０
０
４
８
７

Ｊ
令
２＝

０
．
０
０
０
８
６

Ｊ
令
３＝

０
．
０
０
１
３
７

Ｊ
令
４＝

０
．
０
０
２
２
６

Ｋｎ
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
機
械
器
具
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。

ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
額

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｌ２７＝

０
．
０
２
６

Ｌ２８＝

０
．
０
２
５
４

Ｌ２９＝

０
．
０
２
５
３

Ｌ３０＝

０
．
０
２
５
０
１

Ｌ
令
元＝

０
．
０
２
５
４
１

Ｌ
令
２＝

０
．
０
２
５
０
５

Ｌ
令
３＝

０
．
０
２
５
３
０

Ｌ
令
４＝

０
．
０
０
０
９
６

Ｍｎ
　
病
院
事
業
一
般
会
計
出
資
債
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

Ｎ２０＝

０
．
０
２
６
５
５

Ｎ２１＝

０
．
０
２
５
５
５

Ｎ２２＝
０
．
０
２
５
０
７

Ｎ２３＝

０
．
０
２
４
６
５

Ｎ２４＝

０
．
０
２
４
７
８
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Ｎ２５＝

０
．
０
２
５

Ｎ２６＝

０
．
０
２
５

Ｎ２７＝
０
．
０
２
３

Ｎ２８＝

０
．
０
２
３
１

Ｎ２９＝

０
．
０
２
３
３

Ｎ３０＝

０
．
０
１
１
５
０

Ｎ
令
元＝

０
．
０
１
０
８
３

Ｎ
令
２＝

０
．
０
０
１
９
１

Ｎ
令
３＝

０
．
０
０
３
０
４

Ｏｎ
　
病
院
事
業
一
般
会
計
出
資
債
（
機
械
器
具
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

Ｐ２７＝

０
．
０
５
７

Ｐ２８＝

０
．
０
５
６
５

Ｐ２９＝

０
．
０
５
６
３

Ｐ３０＝

０
．
０
５
５
５
８

Ｐ
令
元＝

０
．
０
５
６
４
７

Ｐ
令
２＝

０
．
０
５
５
６
７

Ｐ
令
３＝

０
．
０
５
６
２
２

Ｑ１
　
救
急
告
示
病
院
数

Ｑ２
　
救
急
告
示
等
病
床
数

Ｒ
　
上
水
道
水
源
開
発
元
利
償
還
金

Ｓ
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
負
担
金

Ｔ
　
上
水
道
広
域
化
対
策
元
利
償
還
金

Ｕ
　
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
元
利
償
還
金
（
平
成
１
０
年
度
以
前
発
行
許
可
分
）

Ｖｎ
　
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
上
水
道
水
源
開
発
施
設
事
業
出
資
債
、
上
水
道

広
域
化
施
設
整
備
事
業
出
資
債
、
高
度
浄
水
施
設
整
備
事
業
出
資
債
、
老
朽
管
更
新
事
業
出
資
債
、
上

水
道
未
普
及
地
域
解
消
事
業
出
資
債
及
び
上
水
道
災
害
・
安
全
対
策
事
業
出
資
債
の
額
（
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｗ１１＝

０
．
０
２
７

Ｗ１２＝

０
．
０
２
６

Ｗ１３＝

０
．
０
２
７

Ｗ１４＝

０
．
０
２
２

Ｗ１５＝

０
．
０
２
４

Ｗ１６＝

０
．
０
２
４

Ｗ１７＝

０
．
０
２
５

Ｗ１８＝

０
．
０
２
４

Ｗ１９＝

０
．
０
２
４

Ｗ２０＝

０
．
０
２
３
８
９

Ｗ２１＝

０
．
０
２
３
０
０

Ｗ２２＝

０
．
０
２
２
５
６

Ｗ２３＝

０
．
０
２
２
１
９

Ｗ２４＝

０
．
０
２
２
３
０

Ｗ２５＝

０
．
０
２
２

Ｗ２６＝

０
．
０
２
２

Ｗ２７＝

０
．
０
２
０

Ｗ２８＝

０
．
０
２
０
７

Ｗ２９＝

０
．
０
２
０
９

Ｗ３０＝

０
．
０
１
０
３
５

Ｗ
令
元＝
０
．
０
０
９
７
４

Ｗ
令
２＝
０
．
０
０
１
７
２

Ｗ
令
３＝

０
．
０
０
２
７
４

Ｗ
令
４＝

０
．
０
０
５
０
３
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Ｖ'

ｎ

　
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
広
域
化
推
進
事
業
出
資
債
の
額
（
千
円
未
満

に
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｗ'

令
元＝

０
．
０
１
２
９
９

Ｗ'

令
２＝

０
．
０
０
２
２
９

Ｗ'
令
３＝

０
．
０
０
３
６
５

Ｗ'
令
４＝

０
．
０
０
６
０
３

Ｘ
　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
病
院
事
業
債
（
脱
炭
素
化
事
業
）
に
係
る

地
方
債
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｙ＝

０
．
０
０
３
０
２

Ｚ
　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
（
脱
炭
素
化
事

業
）
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

Ａ
Ａ＝

０
．
０
０
３
０
２

α

　
当
該
都
道
府
県
の
財
政
力
指
数
（
当
該
都
道
府
県
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と

し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）

で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

。
）
で
当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値

（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
に－

０
．
５
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
と
０
．
７
０
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
数
が
０
．
３
０
０
に
満
た
な
い
と

き
は
０
．
３
０
０
と
し
、
０
．
５
０
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
０
０
と
す
る
。

Ｘ
２
　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
病
院
事
業
債
（
脱
炭
素
化
事
業
・
残
余

分
）
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｙ
２＝

０
．
０
０
５
０
３

Ｘ
２'

　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
病
院
事
業
債
（
脱
炭
素
化
事
業
・
特
別

分
・
残
余
分
）
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｙ
２'＝

０
．
０
０
６
０
３

Ｚ
　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
上
水
道
及
び
簡
易
水
道
事
業
債
脱
炭
素
化

事
業
分
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

Ａ
Ａ＝

０
．
０
０
３
０
２

Ａ
Ｂ
　
精
神
病
床
数

Ａ
Ｃ
　
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
数

２
　
都
道
府
県
立
病
院
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の
医
療
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
財
務
規
定
等
の
適
用
が
あ
る
も
の
又
は
当
該
都

道
府
県
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の

公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
都
道
府
県
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政

法
人
」
と
い
う
。
）
の
経
営
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
都
道
府
県
立
病
院
」
と
い

う
。
）
の
結
核
病
床
、
精
神
病
床
及
び
感
染
症
病
床
の
許
可
病
床
数
（
「
病
院
事
業
債
に
係
る
元
利
償
還

金
等
に
つ
い
て
（
照
会
）
」
（
令
和
四
年
十
一
月
一
日
付
け
総
財
準
第
百
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
「
元
利
償
還
金
等
調
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
「
病
床
機
能
報
告
制
度
に
お
い
て
報

告
し
た
病
床
数
等
に
関
す
る
調
」
の
表
頭
「
許
可
病
床
数
」
の
「
結
核
」
、
「
精
神
」
及
び
「
感
染
症
」

の
欄
の
数
を
い
い
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
い
て
休
診
し
て
い
る
病
院
の
病
床
及
び
病
床
利
用
率

が
令
和
元
年
七
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
一
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
零
で
あ
る
病
床
の
種
別
に
属
す

る
病
床
（
感
染
症
病
床
を
除
く
。
）
の
数
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
前
年
度
に

お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
（
元
利
償
還
金
等
調
査
に
お
い
て

報
告
さ
れ
た
「
病
床
機
能
報
告
制
度
に
お
い
て
報
告
し
た
病
床
数
等
に
関
す
る
調
」
の
表
頭
「
施
設
全

体
の

大
使
用
病
床
数
」
の
「
一
般
」
及
び
「
療
養
」
の
欄
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
合
算
し
た
数
に
、
都
道
府
県
立
病
院
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
算
し
た
数
を

加
え
た
数
と
し
、
都
道
府
県
立
病
院
特
例
病
床
数
は
、
六
年
前
の
三
月
三
十
一
日
か
ら
一
年
前
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
の
病
床
数
の
減
少
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
病
院
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
地
方
独
立
行

政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立

行
政
法
人
の
経
営
す
る
病
院
を
含
む
。
）
の
病
床
数
は
、
当
該
病
床
数
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
都
道
府

県
の
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と

き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
立
及
び
市
町
村
立

の
病
院
の
病
床
数
（
都
道
府
県
知
事
の
申
告
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
指

定
し
た
都
道
府
県
立
又
は
市
町
村
立
の
病
院
の
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
病
床
数
）
と
み
な
す
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
＋
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
＋
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９

（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
又
は
（
Ｃ－

Ｄ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ｃ
が
Ａ
よ
り
も

小
さ
く
な
い
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
０
と
し
、
Ｄ
が
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
と

き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）
は
０
と
し
、
Ｃ≦

Ｄ≦

Ｂ
の
と
き
は
（
Ｂ－

Ｃ
）
は

（
Ｂ－

Ｄ
）
と
し
、
Ｂ≦

Ｃ≦

Ｄ≦

Ａ
又
は
Ｃ≦

Ｂ≦

Ｄ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｄ
）
と

し
、
Ｂ≦

Ｄ≦

Ｃ≦

Ａ
又
は
Ｄ≦

Ｂ≦

Ｃ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｃ
）
と
し
、
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
、
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
４
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数
（
元
利
償
還
金
等

調
査
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
「
病
床
機
能
報
告
制
度
に
お
い
て
報
告
し
た
病
床
数
等
に
関
す
る
調
」
の

表
頭
「
稼
働
病
床
数
」
の
「
一
般
」
及
び
「
療
養
」
の
欄
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｂ
　
３
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数
（
た
だ
し
、
当
該

都
道
府
県
立
病
院
が
医
療
法
第
１
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
診
療
所
に
転
換
し
た
場
合
は
、
当
該
診

療
所
の
病
床
数
）

Ｃ
　
前
々
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
（
た
だ
し
、
当

該
都
道
府
県
立
病
院
が
医
療
法
第
１
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
診
療
所
に
転
換
し
た
場
合
は
、
当
該

診
療
所
の
病
床
数
）

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
（
た
だ
し
、
当
該

都
道
府
県
立
病
院
が
医
療
法
第
１
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
診
療
所
に
転
換
し
た
場
合
は
、
当
該
診

療
所
の
病
床
数
）

３
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の

大
学
に
附
属
す
る
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
都
道
府

県
立
大
学
附
属
病
院
」
と
い
う
。
）
の
結
核
病
床
、
精
神
病
床
及
び
感
染
症
病
床
の
許
可
病
床
数
並
び
に

前
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
を
合
算
し
た
数
に
、
都

道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
算
し
た
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
＋
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
＋
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９

（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
又
は
（
Ｃ－

Ｄ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ｃ
が
Ａ
よ
り
も

小
さ
く
な
い
と
き
は
（
Ａ－
Ｂ
）
は
０
と
し
、
Ｄ
が
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
と
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き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）
は
０
と
し
、
Ｃ≦

Ｄ≦

Ｂ
の
と
き
は
（
Ｂ－

Ｃ
）
は

（
Ｂ－

Ｄ
）
と
し
、
Ｂ≦

Ｃ≦

Ｄ≦

Ａ
又
は
Ｃ≦

Ｂ≦

Ｄ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｄ
）
と

し
、
Ｂ≦

Ｄ≦

Ｃ≦

Ａ
又
は
Ｄ≦

Ｂ≦

Ｃ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｃ
）
と
し
、
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
、
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
４
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｂ
　
３
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｃ
　
前
々
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

４
　
都
道
府
県
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の

リ
ハ
ビ
リ
病
院
（
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
の
う
ち
そ
の
病
床
が
主
と
し
て
同
法

第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
で
あ
る
病
院
で
主
と
し
て
理
学
療
法
又
は
作
業
療
法
を

行
う
病
院
を
い
い
、
２
に
規
定
す
る
都
道
府
県
立
病
院
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
都
道
府
県

立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
」
と
い
う
。
）
の
結
核
病
床
、
精
神
病
床
及
び
感
染
症
病
床
の
許
可
病
床
数
並
び
に
前

年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
を
合
算
し
た
数
に
、
都
道

府
県
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
算
し
た
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
＋
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
＋
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９

（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
又
は
（
Ｃ－

Ｄ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ｃ
が
Ａ
よ
り
も

小
さ
く
な
い
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
０
と
し
、
Ｄ
が
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
と

き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）
は
０
と
し
、
Ｃ≦

Ｄ≦

Ｂ
の
と
き
は
（
Ｂ－

Ｃ
）
は

（
Ｂ－

Ｄ
）
と
し
、
Ｂ≦

Ｃ≦

Ｄ≦

Ａ
又
は
Ｃ≦

Ｂ≦

Ｄ≦
Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｄ
）
と

し
、
Ｂ≦

Ｄ≦

Ｃ≦

Ａ
又
は
Ｄ≦

Ｂ≦

Ｃ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－
Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｃ
）
と
し
、
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
、
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
４
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｂ
　
３
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｃ
　
前
々
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

５
　
都
道
府
県
立
病
院
事
業
債
元
利
償
還
金
は
、
「
令
和
四
年
度
の
地
方
公
営
企
業
繰
出
金
に
つ
い
て

（
通
知
）
」
（
令
和
四
年
四
月
一
日
付
け
総
財
公
第
六
十
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
繰
出

基
準
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
四
年
度
か
ら
平
成

十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借

り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
令
和
四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
災
害
拠

点
病
院
が
災
害
時
に
お
け
る
救
急
医
療
の
た
め
に
行
う
施
設
（
通
常
の
診
療
に
必
要
な
施
設
を
上
回
る

施
設
）
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度
に
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る

元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
算
額
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償

還
金
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議

が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体

の
元
利
償
還
金
と
み
な
す
。

６
　
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
道
府
県
立
病
院
事
業
債
同
意
等
額
は
、

令
和
四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十
五
年
度
か

ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
電
気
事
業

者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
以
下
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
及
び
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
定
め
る
地
域
医
療
構
想
と
の
整
合
性
に
係
る
当
該
都
道
府

県
の
意
見
に
基
づ
き
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の
二

（
平
成
十
三
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
の
継
続
事
業
及
び
特
別
分
（
「
公
立
病

院
に
係
る
財
政
措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
付
け
総
財
準
第
六
十
一
号
）
第

１
　
３
（
１
）
の
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
係
る
公
立
病
院
の
施
設
・
設
備
の
整
備
を
い
う
。
以
下

こ
の
６
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
二
分
の
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
令
和
四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す

る
も
の
の
う
ち
災
害
拠
点
病
院
が
災
害
時
に
お
け
る
救
急
医
療
の
た
め
に
行
う
施
設
（
通
常
の
診
療
に

必
要
な
施
設
を
上
回
る
施
設
）
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成

二
十
八
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
定
め
る
地
域
医
療
構
想
と
の
整
合
性
に
係
る
当
該
都
道
府
県
の
意
見
に
基

づ
き
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の
一
（
平
成
十
三
年
度

以
前
か
ら
の
継
続
事
業
及
び
平
成
十
四
年
度
か
ら
の
継
続
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
二
分
の
一
）

を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
令
和

四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
災
害
時
医
療
施
設
（
「
災
害
時
の
医
療
確
保
に
必
要
な
公
立

病
院
の
施
設
整
備
に
係
る
財
政
措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
付
け
総
財
経
第

七
十
号
）
に
お
い
て
定
め
る
対
象
医
療
施
設
で
あ
つ
て
、
通
常
の
診
療
に
必
要
な
施
設
を
上
回
る
も
の

を
い
う
。
）
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
二
十
八
年
度
か

ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
当
該

都
道
府
県
の
定
め
る
地
域
医
療
構
想
と
の
整
合
性
に
係
る
当
該
都
道
府
県
の
意
見
に
基
づ
き
適
当
と
認

め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
な
お
、
令
和
三
年
度
以
前
に
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
二
分
の
一
（
特
別
分
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は

三
分
の
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
す
る
。
）
の
合
算
額
（
医
療
施
設
整
備
事
業
分
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
三

十
万
円
を
上
回
る
額
、
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
三
十
六
万
円
を
上
回
る
額
、
令
和
三
年
度

に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
四
十
万
円
を
上

回
る
額
、
令
和
四
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル

あ
た
り
四
十
七
万
円
を
上
回
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る

組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、
当
該
同
意
等
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
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が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る

率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

　
　

　

７
　
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
事
業
債
元
利
償
還
金
は
、
「
地
方
公
営
企
業
に
対
す
る
繰
出
金
等
の
調

査
に
つ
い
て
（
照
会
）
」
（
令
和
四
年
八
月
三
日
付
け
総
財
公
第
百
六
号
、
総
財
営
第
六
十
五
号
、
総
財

準
第
九
十
一
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
繰
出
金
等
に
つ
い
て
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
報
告
の
あ
つ

た
当
該
都
道
府
県
立
の
大
学
に
附
属
す
る
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
の
建
設
又
は

改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
五
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行

を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部

門
に
係
る
も
の
並
び
に
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に

お
け
る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

８
　
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
道
府
県
立
大
学
附
属
病
院
事
業
債
同
意

等
額
は
、
「
繰
出
金
等
に
つ
い
て
」
に
よ
つ
て
報
告
の
あ
つ
た
当
該
都
道
府
県
立
の
大
学
に
附
属
す
る
医

療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十

五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
用

地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
、
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
も
の
並
び
に
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
医
療
施
設
整
備
事
業
分
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
三
十
万
円
を
上
回
る
額
、
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
三
十
六
万
円
を
上
回
る
額
、

令
和
三
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
四

十
万
円
を
上
回
る
額
、
令
和
四
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平

方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
四
十
七
万
円
を
上
回
る
額
を
除
き
、
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

９
　
都
道
府
県
病
院
事
業
一
般
会
計
出
資
債
同
意
等
額
は
、
令
和
三
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の

の
う
ち
医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
の
再
編
等
に
伴
う
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る

経
費
で
あ
つ
て
通
常
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
部
分
を
超
え
る
も
の
に
充
て
る
た
め
平
成
二
十
年
度

か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等

額
は
、
当
該
同
意
等
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承

認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ

ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

１
０
　
救
急
告
示
病
院
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
に
お
け
る
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十

九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
病
院
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

「
救
急
告
示
病
院
」
と
い
う
。
）
で
都
道
府
県
の
経
営
す
る
病
院
（
都
道
府
県
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行

政
法
人
の
経
営
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が

組
織
す
る
組
合
立
の
救
急
告
示
病
院
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三

項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る

救
急
告
示
病
院
を
含
む
。
）
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
都
道
府
県
の
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し

て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
い
ず
れ
か
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
経
営
す
る
救
急
告
示
病
院
と

み
な
す
。

１
１
　
救
急
告
示
等
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
に
お
け
る
救
急
告
示
病
院
の
救
急
病
院
等
を
定
め

る
省
令
第
一
条
第
一
項
第
四
号
の
病
床
の
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
救
急
告
示
病
院
病
床
数
」
と

い
う
。
）
又
は
「
救
急
医
療
対
策
事
業
実
施
要
綱
」
（
昭
和
五
十
二
年
七
月
六
日
付
け
医
発
第
六
百
九
十

二
号
）
「
第
３
　
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」
４
（
１
）
の
専
用
病
床
の
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
救
命

救
急
セ
ン
タ
ー
病
床
数
」
と
い
う
。
）
（
そ
の
数
が
三
十
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
）
を
合
算

し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
救
急
告
示
病

院
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る

同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る
救
急
告
示
病
院
を
含
む
。
）
の
救
急

告
示
等
病
床
数
は
、
当
該
病
床
数
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
都
道
府
県
の
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協

議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）

に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
救
急
告
示
等
病
床
数
（
都
道
府
県
知

事
の
申
告
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の

救
急
告
示
病
院
の
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
救
急
告
示
等
病
床
数
）
と
み
な
す
。

　
　

　

１
２
　
上
水
道
水
源
開
発
元
利
償
還
金
は
、
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
水
源
開
発
施

設
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
四
十
二
年
度
か
ら
平
成
元
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
許
可
額
の
う
ち
国
庫
の
補
助
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
額
の

三
十
分
の
七
（
昭
和
五
十
五
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
事
業
及

び
繰
出
基
準
に
基
づ
き
一
般
会
計
か
ら
出
資
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て

は
、
三
分
の
一
）
に
相
当
す
る
額
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
建
設
仮
勘
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該
組

合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と

き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
元
利
償
還
金
と

み
な
す
。

１
３
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
負
担
金
は
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
八
十
二
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
中
に
当
該
都
道
府
県
が
支
払
う
割
賦
負
担
金

（
建
設
仮
勘
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合

に
係
る
当
該
負
担
金
は
、
当
該
負
担
金
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総

務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た

も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
負
担
金
と
み
な
す
。

１
４
　
上
水
道
広
域
化
対
策
元
利
償
還
金
は
、
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
広
域
化
施

設
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
四
十
二
年
度
か
ら
平
成
元
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
許
可
額
の
う
ち
国
庫
の
補
助
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
額
（
超

過
率
の
適
用
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
れ
ぞ
れ
の
超
過
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）

の
三
十
分
の
七
（
昭
和
五
十
五
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
事
業

及
び
繰
出
基
準
に
基
づ
き
一
般
会
計
か
ら
出
資
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ

て
は
、
三
分
の
一
）
に
相
当
す
る
額
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
建
設
仮
勘
定
に
係
る

も
の
を
除
く
。
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該

組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い

と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
元
利
償
還
金

と
み
な
す
。

　
　

　

１
５
　
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
元
利
償
還
金
は
、
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
水
源

開
発
施
設
整
備
事
業
、
上
水
道
広
域
化
施
設
整
備
事
業
、
高
度
浄
水
施
設
整
備
事
業
、
老
朽
管
更
新
事

業
、
上
水
道
未
普
及
地
域
解
消
事
業
及
び
上
水
道
災
害
・
安
全
対
策
事
業
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
上

水
道
施
設
整
備
等
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
が
上
水
道
事
業
特
別
会
計
に

出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
十
年
度
以
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け

る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当

該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
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な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
元
利
償

還
金
と
み
な
す
。

１
６
　
平
成
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
道
府
県
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
同

意
等
額
は
、
国
庫
の
補
助
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
施
設
整
備
等
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
一

般
会
計
が
上
水
道
事
業
特
別
会
計
に
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
上
水

道
一
般
会
計
出
資
債
（
脱
炭
素
化
事
業
）
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体

が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、
当
該
同
意
等
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地

方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大

臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

１
７
　
広
域
化
推
進
事
業
（
「
「
水
道
広
域
化
推
進
プ
ラ
ン
」
の
策
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
一
年
一
月

二
十
五
日
付
け
総
財
営
第
八
十
五
号
、
生
食
発
第
〇
一
二
五
第
四
号
）
に
よ
り
策
定
し
た
「
水
道
広
域

化
推
進
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
広
域
化
の
た
め
に
実
施
す
る
地
方
単
独
事
業
及
び
国
庫
の
補
助
金
（
生
活

基
盤
施
設
耐
震
化
等
交
付
金
の
う
ち
、
広
域
化
事
業
、
運
営
基
盤
強
化
等
事
業
及
び
水
道
施
設
共
同
化

事
業
に
限
る
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
四

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
道
府
県
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
同
意
等
額
は
、
広
域
化
推
進
事
業
に
要

す
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
が
上
水
道
事
業
特
別
会
計
に
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
令
和
元
年

度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
及
び
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
（
脱
炭
素
化
事
業
）
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当

す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、
当
該
同
意
等
額
を
当
該

組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な

い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
同
意
等
額

と
み
な
す
。

１
８
　
精
神
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
都
道
府
県
立
病
院
、
都
道
府
県
立
大
学
附

属
病
院
及
び
都
道
府
県
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
の
精
神
病
床
の
許
可
病
床
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

１
９
　
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
「
救
急
医
療
対
策
事
業
実
施
要

綱
」
「
第
３
　
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」
に
該
当
す
る
都
道
府
県
立
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
数
を
合
算
し
た

数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
救
命
救
急
セ
ン
タ

ー
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る

同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）

は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
都
道
府
県
の
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承

認
し
た
い
ず
れ
か
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
経
営
す
る
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。

　
　

　

２
０
　
密
度
補
正
Ⅲ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ウ
、
算
式
エ
、
算
式
オ
及
び
算
式
カ
に
よ
り
算
定

し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ウ

［
｛
（
１
／
６
）
＋
（
５
／
６
）×

α

｝×

Ｂ×

０
．
７
７
８
＋
｛
（
１
／
６
）
＋
（
５
／
６
）×

β

｝×

Ｃ×

０
．
５
３
２
］
／
Ａ

算
式
ウ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
７
（
６
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
に
１
．

７
５
を
乗
じ
て
得
た
数
、
５
（
４
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の

数
の
合
計
数
に
１
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
数
及
び
２
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の

市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
に
０
．
５
０
を
乗
じ
て
得
た
数
を
合
算
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
７
（
６
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
に
１
．

７
５
を
乗
じ
て
得
た
数
、
５
（
４
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と

の
数
の
合
計
数
に
１
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
数
及
び
２
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
の
当
該
都
道
府
県

内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
に
０
．
５
０
を
乗
じ
て
得
た
数
を
合
算
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
減
額
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
計
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数

ｂ
　
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

β

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｃ
　
減
額
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
計
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数

ｄ
　
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

算
式
エ
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算
式
エ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
７
（
６
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
、
５
（
４
）

割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
に
０
．
９
３
を
乗
じ
て

得
た
数
及
び
２
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
に
０
．

８
７
を
乗
じ
て
得
た
数
を
合
算
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

算
式
オ

算
式
オ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
一
般
被
保
険
者
数
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数

算
式
カ

算
式
カ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
「
令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
療
養
給
付
費
等
負
担
金
等
の
事
業
実
績
報
告
に
つ
い
て
」
（
令
和
４

年
５
月
２
０
日
付
け
保
国
発
第
０
５
２
０
第
１
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
令
和
３
年
度
事
業
実
績

報
告
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
「
都
道
府
県
様
式
第
１
　
令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
療
養
給
付
費
等
負

担
金
等
実
績
額
調
書
」
中
「
２
．
療
養
給
付
費
等
負
担
金
の
額
に
関
す
る
調
」
「
新
国
庫
補
助
対
象
給
付

費
［
２
３
］
」
欄
の
数
値
か
ら
「
都
道
府
県
様
式
第
９
（
そ
の
１
）
　
令
和
３
年
度
療
養
給
付
費
負
担
金

対
象
費
用
額
算
出
表
（
都
道
府
県
（
全
体
分
）
）
」
中
「
保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
の
１
／
２
［
３
３
］
」
欄

の
数
値
及
び
「
都
道
府
県
様
式
第
６―

Ｂ
　
令
和
３
年
度
療
養
給
付
費
等
負
担
金
対
象
費
用
額
内
訳
表

（
都
道
府
県
分
）
」
中
「
６
．
本
年
度
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
」
「
調
整
対
象
基
準
額
」
「
本
年
度
退

職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
［
５
２
］
」
欄
の
数
値
の
合
算
値
を
控
除
し
「
都
道
府
県
様
式
第
６―

Ｂ
　
令

和
２
年
度
療
養
給
付
費
等
負
担
金
対
象
費
用
額
内
訳
表
（
都
道
府
県
分
）
」
中
「
７
．
前
期
高
齢
者
に
係

る
額
」
の
う
ち
、
「
②
前
期
高
齢
者
納
付
金
」
「
合
計
［
６
１
］
」
欄
の
数
値
か
ら
「
①
前
期
高
齢
者
交
付

金
」
「
合
計
［
５
８
］
」
欄
の
数
値
を
控
除
し
た
数
値
を
加
え
た
数
値
に
「
都
道
府
県
様
式
第
１
０
　
令

和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
療
養
給
付
費
等
負
担
金
算
出
表
」
中
「
２
．
負
担
金
内
訳
」
の
う
ち
、
「
（
２
）

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
に
か
か
る
分
」
「
負
担
金
の
基
礎
と
な
る
額
」
「
合
計
［
１
８
］
」
欄
の
数
値
、

「
（
３
）
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
か
か
る
分
」
「
負
担
金
の
基
礎
と
な
る
額
」
「
合
計
［
２
４
］
」
欄
の
数
値

及
び
「
（
４
）
介
護
納
付
金
に
か
か
る
分
」
「
負
担
金
の
基
礎
と
な
る
額
」
「
合
計
［
３
０
］
」
欄
の
数
値

の
合
算
値
を
加
え
た
数
値

α

　
０
．
９
９
６
４
４
１
７
９

２
１
　
七
（
六
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
は
、
前
年
度
の
市
町
村
税
課
税
状
況
等
の
調
（
国
民
健
康

保
険
税
関
係
）
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
税
課
税
状
況
調
（
国
保
関
係
）
」
と
い
う
。
）
の
「
第

２
表
　
ｎ―

２
年
度
国
民
健
康
保
険
税
（
料
）
の
実
績
等
に
関
す
る
調
」
の
「
（
そ
の
３
減
額
対
象
と
な

つ
た
世
帯
数
等
）
」
の
表
側
「
基
礎
課
税
（
賦
課
）
」
の
う
ち
、
表
頭
「
減
額
し
た
世
帯
数
等
（
世
帯
、

人
）
」
（
以
下
２
１
及
び
２
２
に
お
い
て
「
減
額
し
た
世
帯
数
等
」
と
い
う
。
）
の
「
所
得
区
分
１
」
の

「
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
と
し
、
五
（
四
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
は
、
減
額
し
た
世
帯
数
等
の

「
所
得
区
分
２
」
の
「
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
と
し
、
二
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
は
、
減
額
し
た
世

帯
数
等
の
「
所
得
区
分
３
」
の
「
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

２
２
　
七
（
六
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
は
、
減
額
し
た
世
帯
数
等
の
「
所
得
区
分
１
」
の
「
世

帯
数
」
の
欄
の
数
と
し
、
五
（
四
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
は
、
減
額
し
た
世
帯
数
等
の
「
所
得

区
分
２
」
の
「
世
帯
数
」
の
欄
の
数
と
し
、
二
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
は
、
減
額
し
た
世
帯
数
等

の
「
所
得
区
分
３
」
の
「
世
帯
数
」
の
欄
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

２
３
　
減
額
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
計
は
、
市
町
村
税
課
税
状
況
調
（
国
保
関
係
）
の
「
第
２
表
　

ｎ―

２
年
度
国
民
健
康
保
険
税
（
料
）
の
実
績
等
に
関
す
る
調
」
の
「
（
そ
の
３
減
額
対
象
と
な
つ
た
世

帯
数
等
）
」
の
表
側
「
基
礎
課
税
（
賦
課
）
」
の
う
ち
、
表
頭
「
減
額
し
た
均
等
割
額
（
千
円
）
」
の
「
計
」

の
欄
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

２
４
　
減
額
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
計
は
、
市
町
村
税
課
税
状
況
調
（
国
保
関
係
）
の
「
第
２
表
　
ｎ

―

２
年
度
国
民
健
康
保
険
税
（
料
）
の
実
績
等
に
関
す
る
調
」
の
「
（
そ
の
３
減
額
対
象
と
な
つ
た
世
帯

数
等
）
」
の
表
側
「
基
礎
課
税
（
賦
課
）
」
の
う
ち
、
表
頭
「
減
額
し
た
平
等
割
額
（
千
円
）
」
の
「
計
」

の
欄
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

２
５
　
一
般
被
保
険
者
数
は
、
市
町
村
税
課
税
状
況
調
（
国
保
関
係
）
の
「
第
１
表
　
ｎ―

２
年
度
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
状
況
に
関
す
る
調
」
の
「
（
そ
の
１
　
基
礎
課
税
（
賦
課
）
額
に
係
る
分
）
」

の
表
中
「
被
保
険
者
数
（
Ｆ
）
」
の
欄
の
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

　
九　高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
及
び
算
式
イ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア

（
Ｂ×

４
．
１
３
２
＋
Ｃ×

１
０
．
２
８
１
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
受
給
者
数

Ｃ
　
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数

算
式
イ

Ｂ×

０
．
０
６
５
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
所
得
段
階
別
第
１
号
被
保
険
者
数
に
お
け
る
、
第
１
段
階
被
保
険
者
数
に
１
．
０
０
を
乗
じ
て
得

た
数
、
第
２
段
階
被
保
険
者
数
に
１
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
数
及
び
第
３
段
階
被
保
険
者
数
に
０
．
２

５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
を
合
算
し
た
数

２
　
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
受
給
者
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
い
て
、
「
介
護
保

険
事
業
状
況
報
告
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
五
月
十
七
日
付
け
老
発
第
四
百
八
十
七
号
厚
生
省
老
人
保

健
福
祉
局
長
通
知
。
以
下
「
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
（
月
報
）
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
令
和
五
年
二

月
分
と
し
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
一
般
状
況
（
１
１
）
居
宅
介
護
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

受
給
者
数
」
の
表
側
「
総
数
」
、
表
頭
「
合
計
」
の
欄
の
数
値
及
び
「
一
般
状
況
（
１
２
）
地
域
密
着
型
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（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
」
の
表
側
「
総
数
」
、
表
頭
「
合
計
」
の
欄
の
数
値
の
合
計
数
を
合

算
し
た
数
と
す
る
。

３
　
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
い
て
、
介
護
保
険

事
業
状
況
報
告
（
月
報
）
に
よ
つ
て
令
和
五
年
二
月
分
と
し
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
一
般
状

況
（
１
３
）
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
」
の
表
側
「
総
数
」
、
表
頭
「
合
計
」
の
欄
の
数
値
の
合
計

数
と
す
る
。

４
　
第
一
段
階
被
保
険
者
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
い
て
、
「
介
護
保
険
事
業
状

況
報
告
に
つ
い
て
（
年
報
）
」
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
三
日
付
け
老
発
第
〇
一
二
三
〇
〇
二
号
厚
生
労

働
省
老
健
局
長
通
知
。
以
下
「
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
（
年
報
）
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
令
和
二
年

度
分
と
し
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
一
般
状
況
（
４
）
所
得
段
階
別
第
１
号
被
保
険
者
数
（
当

年
度
末
現
在
）
」
の
「
ア
　
第
１
段
階
」
の
表
側
「
第
１
段
階
」
、
表
頭
「
年
度
末
現
在
被
保
険
者
数
」

の
欄
の
数
値
の
合
計
数
、
第
二
段
階
被
保
険
者
数
は
、
「
イ
　
第
２
段
階
」
の
表
側
「
第
２
段
階
」
、
表

頭
「
年
度
末
現
在
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
値
の
合
計
数
、
第
三
段
階
被
保
険
者
数
は
、
「
ウ
　
第
３
段

階
」
の
表
側
「
第
３
段
階
」
、
表
頭
「
年
度
末
現
在
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
値
の
合
計
数
と
す
る
。

七十五歳以上人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

０
．
１
９
９
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
２
割
軽
減
被
保
険
者
数
に
０
．
４
を
乗
じ
て
得
た
数
、
５
割
軽
減
被
保
険
者
数
に
１
．
０
を
乗
じ

て
得
た
数
及
び
７
割
軽
減
被
保
険
者
数
に
１
．
４
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
整
数
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
た
数

２
　
二
割
軽
減
被
保
険
者
数
は
、
厚
生
労
働
省
「
令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者
実
態

調
査
」
（
以
下
「
高
齢
者
医
療
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
「
第
５
表
　
都
道
府
県
別
、

保
険
料
賦
課
状
況
」
に
お
け
る
副
題
「
均
等
割
２
割
軽
減
被
保
険
者
数
」
の
表
頭
「
被
保
険
者
数
」
の

各
都
道
府
県
に
お
け
る
数
値
、
五
割
軽
減
被
保
険
者
数
は
、
副
題
「
均
等
割
５
割
軽
減
被
保
険
者
数
」

の
表
頭
「
被
保
険
者
数
」
の
各
都
道
府
県
に
お
け
る
数
値
及
び
七
割
軽
減
被
保
険
者
数
は
、
副
題
「
均

等
割
７
割
軽
減
被
保
険
者
数
」
の
表
頭
「
被
保
険
者
数
」
の
各
都
道
府
県
に
お
け
る
数
値
と
す
る
。

　
十　農業行政費

農家数

１
　
密
度
補
正
Ⅰ
に
用
い
る
密
度
は
、
作
付
延
べ
面
積
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
を
測
定
単
位
の
数

値
で
除
し
て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す

る
。

２
　
作
付
延
べ
面
積
は
、
作
物
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
四
十
号
）
に
よ
つ
て
調

査
し
た
前
々
年
産
農
作
物
の
作
付
延
べ
面
積
と
し
、
表
示
単
位
は
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
。

３
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
０
．
０
３
８
８×

Ｂ
＋
０
．
０
１
１
２×

Ｃ
＋
１
０
．
１
０
６
０×

Ｄ
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
基
幹
的
農
業
従
事
者
数

Ｃ
　
耕
地
面
積

Ｄ
　
市
町
村
数

４
　
基
幹
的
農
業
従
事
者
数
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現

在
に
お
け
る
基
幹
的
農
業
従
事
者
数
の
数
と
す
る
。

５
　
耕
地
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る

耕
地
面
積
と
す
る
。

６
　
市
町
村
数
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
数
と
す
る
。

７
　
密
度
補
正
Ⅲ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
四
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
０
．
０
５
２
７×

α

＋
０
．
０
３
３
６×

β

＋
０
．
０
０
４
７×

γ

）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

α

　
田
の
面
積

β

　
畑
の
面
積

γ

　
牧
草
専
用
地
の
面
積

８
　
田
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一

日
現
在
に
お
け
る
田
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
と
す
る
。

９
　
畑
の
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る

畑
の
面
積
か
ら
、
牧
草
専
用
地
の
面
積
を
除
い
た
面
積
に
、
樹
園
地
の
面
積
を
加
え
た
面
積
と
す
る
。

１
０
　
密
度
補
正
Ⅳ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
四
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
０
．
０
７
７
０×

Ｂ
＋
０
．
０
４
２
２×

Ｃ
＋
０
．
０
３
８
４×

Ｄ
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
中
山
間
地
域
に
お
け
る
田
の
面
積

Ｃ
　
中
山
間
地
域
に
お
け
る
畑
の
面
積

Ｄ
　
中
山
間
地
域
に
お
け
る
牧
草
専
用
地
の
面
積

１
１
　
中
山
間
地
域
に
お
け
る
田
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
っ
て
調

査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
中
間
農
業
地
域
及
び
山
間
農
業
地
域
の
田
及
び
牧
草
専
用

地
の
面
積
と
す
る
。

１
２
　
中
山
間
地
域
に
お
け
る
畑
の
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年

二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
中
間
農
業
地
域
及
び
山
間
農
業
地
域
の
畑
の
面
積
か
ら
、
中
山
間
地
域
に
お

け
る
牧
草
専
用
地
の
面
積
を
除
い
た
面
積
に
、
中
間
農
業
地
域
及
び
山
間
農
業
地
域
の
樹
園
地
の
面
積

を
加
え
た
面
積
と
す
る
。

１
３
　
田
、
畑
及
び
牧
草
専
用
地
に
係
る
表
示
単
位
は
、
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
。

十一　林野行政費

公有以外の林野の面積

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

４
２
７
＋
Ｃ×

１
９
，
７
１
９
＋
Ｄ×

１
４
）
／
（
５
，
２
３
０×

Ａ
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
都
道
府
県
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
私
有
林
人
工
林
面
積

Ｃ
　
都
道
府
県
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
林
業
従
業
者
数

Ｄ
　
都
道
府
県
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
人
口

２
　
都
道
府
県
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
私
有
林
人
工
林
面
積
（
第
二
十
九
条
の
四

に
お
い
て
「
都
道
府
県
譲
与
基
準
面
積
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
市
町
村
に
係

る
施
行
後
の
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
。
以

下
「
森
林
環
境
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
私
有
林
人
工
林
面
積
」
と
い
う
。
）
を
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
」
と
い
う
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。
）
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
補
正
し
た
数
を
合
算
し
た
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
と
す

る
。

３
　
都
道
府
県
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
林
業
従
業
者
数
（
第
二
十
九
条
の
四
に
お

い
て
「
都
道
府
県
譲
与
基
準
従
業
者
数
」
と
い
う
。
）
は
、
森
林
環
境
税
法
第
二
十
九
条
及
び
森
林
環
境

税
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
都
道
府
県
に
お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
と
す
る
。

た
だ
し
、
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
都
道
府
県
に
つ
い

て
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
数
と
す
る
。

４
　
都
道
府
県
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
人
口
（
第
二
十
九
条
の
四
に
お
い
て
「
都

道
府
県
譲
与
基
準
人
口
」
と
い
う
。
）
は
、
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
各
都
道
府
県

の
人
口
と
す
る
。
た
だ
し
、
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
人
口
と
す
る
。

　
十二　地域振興費

人口

密
度
補
正
Ⅰ
に
用
い
る
密
度
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条

約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
「
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
及

び
家
族
で
当
該
都
道
府
県
に
居
住
す
る
者
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数
に
五
五
・
二
四
九
を

乗
じ
て
得
た
数
と
地
位
協
定
第
二
条
第
一
項
の
施
設
及
び
区
域
に
係
る
土
地
の
面
積
と
し
て
総
務
大
臣

が
通
知
し
た
数
に
三
、
一
三
〇
・
八
を
乗
じ
て
得
た
数
と
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛
隊
の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し

た
数
に
三
六
八
・
三
を
乗
じ
て
得
た
数
と
の
合
計
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

市町村
一　消防費

人口

１
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

６
６
８
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
５
０
年
法
律
第
８
４
号
）
第

２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
別
防

災
区
域
」
と
い
う
。
）
の
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
を
１
０
０
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
当
該
特
別
防
災
区
域
の
高
圧
ガ
ス
の
処
理

量
を
２
０
０
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
と
の
合
計
数
（
以
下
「
区
域
指
定
指
数
」
と
い
う
。
）
に
別
表
第
一
の
Ａ
に
定
め
る
当
該

区
域
指
定
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
当
該
区
域
指
定
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
数

値
と
の
合
計
数

２
　
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
及
び
高
圧
ガ
ス
の
処
理
量
は
、
そ
の
年
の
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
消
防

庁
長
官
が
調
査
し
た
数
値
と
し
、
表
示
単
位
は
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
に
あ
つ
て
は
千
キ
ロ
リ
ツ
ト
ル
、

高
圧
ガ
ス
の
処
理
量
に
あ
つ
て
は
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

３
　
密
度
補
正
Ⅲ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

５
８
．
８
８
６×

Ｂ
が
２
８
，
１
４
８×

Ａ×

Ｃ×

Ｄ
／
１
０
０
，
０
０
０
に
２
を
乗
じ
て
得
た
数
を

超
え
る
場
合
は
５
８
．
８
８
６×

Ｂ
を
２
８
，
１
４
８×

Ａ×

Ｃ×

Ｄ
／
１
０
０
，
０
０
０×

２
と
し
、

５
８
．
８
８
６×

Ｂ
が
２
８
，
１
４
８×

Ａ×

Ｃ×

Ｄ
／
１
０
０
，
０
０
０
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た

数
を
下
回
る
場
合
は
５
８
．
８
８
６×

Ｂ
を
２
８
，
１
４
８×

Ａ×

Ｃ×

Ｄ
／
１
０
０
，
０
０
０×

０
．

５
と
し
、
Ｃ×

Ｄ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
５
８
．

８
８
６×

Ｂ
、
２
８
，
１
４
８×

Ａ×

Ｃ×

Ｄ
／
１
０
０
，
０
０
０
、
１
１
．
６×

Ａ
及
び
２
８
，
１

４
８×

Ａ×

Ｃ×

Ｄ
／
１
０
０
，
０
０
０×

０
．
５
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
標
準
額
支
払
団
員
数

Ｃ
　
段
階
補
正
係
数

Ｄ
　
密
度
補
正
Ⅰ
係
数

４
　
標
準
額
支
払
団
員
数
は
、
「
令
和
五
年
度
標
準
額
支
払
団
員
数
の
調
査
に
つ
い
て
（
照
会
）
」
（
令
和

五
年
三
月
十
日
付
け
消
防
地
第
百
八
十
四
号
消
防
庁
地
域
防
災
室
通
知
）
に
基
づ
い
て
消
防
庁
に
報
告

さ
れ
た
「
標
準
額
支
払
団
員
数
（
人
）
」
の
数
と
す
る
。
第
四
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。

　
二　下水道費

人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

５
．
４
６
＋
Ｃ×

１
０
．
９
７
＋
Ｄ×

１
５
．
６
１
＋
Ｅ×

２
２
．
４
８
＋
Ｆ×

２
３
．
７
３
＋

Ｇ×

２
０
．
１
９
＋
Ｈ×

２
２
．
０
４
＋
Ｉ×

２
４
．
０
１
＋
Ｊ×

３
１
．
３
８
＋
Ｋ×

１
５
．
０
６

＋
Ｌ×

２
８
．
８
７
＋
Ｍ×

２
３
．
５
３
＋
Ｎ×

１
８
．
２
０
＋
Ｏ×

２
６
．
０
４
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
公
共
下
水
道
に
係
る
排
水
人
口

Ｃ
　
農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｄ
　
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｅ
　
林
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｆ
　
簡
易
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｇ
　
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｈ
　
合
併
処
理
浄
化
槽
に
係
る
処
理
人
口
（
う
ち
特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
施
設
に
係
る
も
の
）

Ｉ
　
合
併
処
理
浄
化
槽
に
係
る
処
理
人
口
（
う
ち
個
別
排
水
処
理
施
設
に
係
る
も
の
）

Ｊ
　
公
共
下
水
道
に
係
る
排
水
面
積

Ｋ
　
農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｌ
　
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｍ
　
林
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｎ
　
簡
易
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

Ｏ
　
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）

　
　

　

２
　
公
共
下
水
道
に
係
る
排
水
人
口
、
農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も

の
）
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
林
業
集
落
排
水
施
設
に
係

る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
簡
易
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る

も
の
）
、
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
合
併
処
理
浄
化

槽
に
係
る
処
理
人
口
（
う
ち
特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
施
設
に
係
る
も
の
）
、
合
併
処
理
浄
化
槽
に
係
る

処
理
人
口
（
う
ち
個
別
排
水
処
理
施
設
に
係
る
も
の
）
、
公
共
下
水
道
に
係
る
排
水
面
積
、
農
業
集
落
排

水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち

汚
水
に
係
る
も
の
）
、
林
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
簡
易
排
水

処
理
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
及
び
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
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水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
公

共
施
設
状
況
調
に
よ
る
公
共
下
水
道
に
係
る
現
在
排
水
人
口
、
農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
現
在
排
水

人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
現
在
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も

の
）
、
林
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
現
在
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
簡
易
排
水
処
理
施
設

に
係
る
現
在
排
水
人
口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
現
在
排
水
人

口
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
合
併
処
理
浄
化
槽
処
理
人
口
（
う
ち
特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
施
設
に

係
る
も
の
）
、
合
併
処
理
浄
化
槽
処
理
人
口
（
う
ち
個
別
排
水
処
理
施
設
に
係
る
も
の
）
、
公
共
下
水
道

に
係
る
現
在
排
水
区
域
面
積
、
農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
現
在
排
水
区
域
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る

も
の
）
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
現
在
排
水
区
域
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
林
業
集
落
排

水
施
設
に
係
る
現
在
排
水
区
域
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
簡
易
排
水
処
理
施
設
に
係
る
現
在
排

水
区
域
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
及
び
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
現
在
排
水
区
域
面

積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
（
公
共
下
水
道
に
係
る
排
水
面
積
、
農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面

積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、

林
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
、
簡
易
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水

面
積
（
う
ち
汚
水
に
係
る
も
の
）
及
び
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
面
積
（
う
ち
汚
水
に

係
る
も
の
）
の
表
示
単
位
は
そ
れ
ぞ
れ
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

　
三　その他の土木費

人口

密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａｎ×

（
１－

（
Ｃｎ
／
Ｂｎ
）
）
及
び
Ｄｎ×

（
１－

（
Ｆｎ
／
Ｅｎ
）
）
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
建
設
に
着
手
し
た
第
１
種
公
営
住
宅
の
う
ち
市
町
村
が
管
理
す
る
も
の
（
以
下
「
平

成
ｎ
年
度
市
町
村
営
第
１
種
公
営
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
係
る
土
地
取
得
造
成
費
の
１
０
０
分
の
３
に
相

当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
額

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
市
町
村
営
第
１
種
公
営
住
宅
の
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
数

Ｃｎ
　
平
成
ｎ
年
度
市
町
村
営
第
１
種
公
営
住
宅
の
収
入
超
過
者
入
居
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す

る
数

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
建
設
に
着
手
し
た
第
２
種
公
営
住
宅
の
う
ち
市
町
村
が
管
理
す
る
も
の
（
以
下
「
平

成
ｎ
年
度
市
町
村
営
第
２
種
公
営
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
係
る
土
地
取
得
造
成
費
の
１
０
０
分
の
４
に
相

当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
額

Ｅｎ
　
平
成
ｎ
年
度
市
町
村
営
第
２
種
公
営
住
宅
の
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
数

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
市
町
村
営
第
２
種
公
営
住
宅
の
収
入
超
過
者
入
居
戸
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
す

る
数

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
新
法
公
営
住
宅
、
旧
法
公
営
住
宅
等
、
特
定
住
宅
、
特
目
住
宅
の
そ
れ
ぞ
れ

に
算
定
し
た
額
の
合
算
額

算
式

（
ａ－

ｂ
）×

１
２×

１
．
０
２
２×

α

（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
の
符
号

ａ
　
新
法
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
近
傍
同

種
の
家
賃
の
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
旧
法
公
営
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、
旧
公
営
住

宅
法
第
１
２
条
第
１
項
（
住
宅
地
区
改
良
法
第
２
９
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
改
良
住
宅
等
管
理
要
領
（
昭
和
５
４
年
５
月
１
１
日
付
建
設
省
住
整
発
第
６
号
）
第
４
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
算
出
す
る
月
割
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
特
定
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公

営
住
宅
法
施
行
令
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
近
傍
同
種
の
家
賃
の
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣

が
調
査
し
た
額
、
特
目
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
家
賃
（
限
度
額
家
賃
又
は
変
更
限
度
額
家
賃
を
超
え
る
場

合
に
は
当
該
限
度
額
家
賃
又
は
当
該
変
更
限
度
額
家
賃
）
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額

ｂ
　
新
法
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
家
賃
算
定
基

礎
額
に
、
同
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
た
額
（
当
該
額
が
近
傍
同
種

の
住
宅
の
家
賃
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
）
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
旧
法
公
営
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、
入
居
階
層
に
応
じ
て
の
負
担
能
力
を
勘
案

し
て
、
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
が
別
に
定
め
る
額
、
特
定
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
第

２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
家
賃
算
定
基
礎
額
に
、
同
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る

数
値
を
乗
じ
た
額
（
当
該
額
が
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
近
傍
同

種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
）
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
、
特
目
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
入
居
者

負
担
基
準
額
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額

α

　
新
法
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
に
賃

貸
す
る
た
め
借
上
を
し
た
公
営
住
宅
は
３
分
の
２
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助

等
に
関
す
る
法
律
第
２
２
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
建
設
若
し
く
は
買
取
り
を
し
た
公
営
住

宅
又
は
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
つ
た
住
宅
で
あ
つ
て
激
甚
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た

も
の
に
そ
の
災
害
の
当
時
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
に
転
貸
す
る
た
め
借
上
げ
を
し
た
新
法
公
営
住

宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
（

初
の
５
年
間
は
４
分
の
３
）
、
そ
の
他
の
新
法
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
２

分
の
１
、
旧
法
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
旧
第
一
種
公
営
住
宅
に
あ
つ
て
は
２
分
の
１
、
旧
第
二
種
公

営
住
宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
、
特
定
住
宅
及
び
特
目
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被

災
居
住
者
等
が
入
居
す
る
管
理
人
住
宅
以
外
の
住
宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
（

初
の
５
年
間
は
４
分

の
３
）
、
管
理
人
の
居
住
す
る
住
宅
に
あ
つ
て
は
３
分
の
１
、
そ
の
他
の
住
宅
に
あ
つ
て
は
２
分
の
１

　
四　小学

児童数

１
　
密
度
補
正
Ⅰ
に
用
い
る
密
度
は
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
数
に
一
二
九
・
五
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を

当
該
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

２
　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
数
は
、
都
道
府
県
知
事
が
調
査
し
た
児
童
の
通
学
の
用
に
供
す
る
た
め
当
該

年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
運
行
し
て
い
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
及
び
ス
ク
ー
ル
ボ
ー
ト
（
当
該
市
町
村

が
児
童
の
通
学
の
用
に
供
す
る
た
め
他
の
者
に
運
行
を
委
託
し
た
も
の
を
含
み
、
特
別
支
援
学
校
の
児
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校費

童
の
通
学
の
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上

の
市
町
村
が
共
同
で
所
有
し
、
又
は
設
置
し
た
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
（
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
小

学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
定
置
場

所
在
地
の
市
町
村
が
所
有
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

学
校
に
係
る
児
童
の
数
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
数
は
、
当
該
学
校
の
所
在
す
る
市
町
村
の
数
値
と
み
な

し
て
、
１
及
び
２
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
「
被
保
護
者
調
査
」
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
令
和
４
年
７

月
３
１
日
現
在
の
「
第
５
表
教
育
扶
助
受
給
人
員
」
の
う
ち
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程

に
係
る
数

Ｃ
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
「
令
和
３
年
度
学
校
給
食
実
施
状
況
等
調
査
」
に
よ
つ
て
文
部
科
学
省
に

報
告
さ
れ
た
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
完
全
給
食
実
施
校
に
在
籍
す
る
児
童
数
、
補

食
給
食
実
施
校
に
在
籍
す
る
児
童
数
及
び
ミ
ル
ク
給
食
実
施
校
に
在
籍
す
る
児
童
数
を
合
算
し
た
数

　
五　中学校費

生徒数

前
号
に
準
ず
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
一
二
九
・
五
二
」
と
あ
る
の
は
「
一
四
〇
・
二
四
」
と
、
「
児

童
」
と
あ
る
の
は
「
生
徒
」
と
、
「
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
と
あ
る
の
は
「
中
学

校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
と
、
「
４
５
，
８
０
０
」
と
あ
る

の
は
「
４
２
，
３
０
０
」
と
、
「
４
５
３
」
と
あ
る
の
は
「
１
，
２
２
６
」
と
、
「
１
３
５
，
８
１
１
」

と
あ
る
の
は
「
１
８
２
，
９
１
４
」
と
、
「
６
７
０
」
と
あ
る
の
は
「
７
２
２
」
と
、
「
小
学
校
及
び
義

務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
と
あ
る
の
は
「
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学

校
の
前
期
課
程
」
と
、
「
児
童
数
」
と
あ
る
の
は
「
生
徒
数
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六　その他の教育費

人口

１
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
、
算
式
イ
、
算
式
ウ
及
び
算
式
エ
に
よ
り
算
定
し

た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア

（
Ｂ×

６
５
８
＋
Ｃ×

２
５
６
＋
Ｄ×

２
９
２
＋
Ｅ×

３
７
＋
Ｆ×

７
６
＋
Ｇ×

１
３
９
＋
Ｈ×

１
５
５

＋
Ｉ×

６
３
＋
Ｊ×

１
０
５
＋
Ｋ×

１
１
９
＋
Ｌ×

８
＋
Ｍ×

８
１
＋
Ｎ×

９
５
＋
Ｏ×

１
２
２
）
／
Ａ

算
式
ア
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
大

学
（
当
該
市
町
村
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
６
条
第
３
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
設
立
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
同
法
第
６
８
条
第
１
項
の
公
立
大
学
法
人
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
の
設
置
す
る
大
学
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
医
学
部
（
医
学
科
に
限
り
、
医
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

在
学
す
る
学
生
（
大
学
院
に
在
学
す
る
学
生
を
含
む
。
）
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
う

ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
学
科
、
専
攻
科

及
び
大
学
院
に
在
学
す
る
学
生
の
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
の
数
を
当
該
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大

学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認

し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ

れ
の
市
町
村
立
の
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
及
び
大
学
院
に
在
学
す
る
学
生
の
数
と
し
、
大
学
の
開
設
（
学

部
及
び
学
科
の
開
設
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
開
設
初
年
度
目
に
あ
つ
て
は
当
該
開
設
し

た
大
学
の
学
生
数
に
２
．
０
を
、
開
設
２
年
度
目
に
あ
つ
て
は
１
．
５
を
、
開
設
３
年
度
目
に
あ
つ
て

は
１
．
２
５
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
と
す
る
。
符
号
Ｃ
か
ら
符
号
Ｇ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｃ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
大

学
の
理
科
系
学
部
（
理
学
部
、
工
学
部
、
農
学
部
及
び
水
産
学
部
を
い
い
、
理
学
、
工
学
、
農
学
及
び

水
産
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
学
生
数

Ｄ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
大

学
の
保
健
系
学
部
（
医
学
部
を
除
き
、
薬
学
及
び
看
護
学
（
衛
生
学
を
含
む
。
）
に
関
す
る
単
科
大
学
を

含
む
。
）
に
在
学
す
る
学
生
数

Ｅ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
大

学
の
社
会
科
学
系
学
部
（
社
会
科
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
学
生
数

Ｆ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
大

学
の
人
文
科
学
系
学
部
（
人
文
科
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
学
生
数

Ｇ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
大

学
の
家
政
系
学
部
及
び
芸
術
系
学
部
（
家
政
及
び
芸
術
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
学

生
数

Ｈ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
短

期
大
学
（
当
該
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期
大
学
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
理
学
系
学
科
、
工
学
系
学
科
、
農
学
系
学
科
及
び
保
健
系
学
科
に
在
学
す
る

学
生
数
（
３
年
制
短
期
大
学
の
開
設
（
学
科
の
開
設
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
開
設
初
年

度
目
に
あ
つ
て
は
当
該
学
生
数
に
３
．
０
を
、
開
設
２
年
度
目
に
あ
つ
て
は
当
該
学
生
数
に
１
．
５
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
と
し
、
２
年
制
短
期
大
学
の
開
設
（
学
科
の
開
設
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
開
設
初
年
度
目
に
あ
つ
て
は
当
該
学
生
数
に
２
．
０
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。
符
号
Ｉ

及
び
符
号
Ｊ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｉ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
短

期
大
学
の
文
科
系
学
科
（
家
政
系
学
科
及
び
芸
術
系
学
科
を
除
く
。
）
に
在
学
す
る
学
生
数

Ｊ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
短

期
大
学
の
家
政
系
学
科
及
び
芸
術
系
学
科
に
在
学
す
る
学
生
数

Ｋ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
高

等
専
門
学
校
（
当
該
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
を
含
む

。
）
に
在
学
す
る
学
生
数

Ｌ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の

特
別
支
援
学
校
（
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
特
別
支
援
学
校
は
、
当
該
特
別
支
援
学
校
の
所
在
す

る
市
町
村
立
の
特
別
支
援
学
校
と
み
な
す
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
幼
稚
部
に
在
学
す
る
幼

児
の
数

Ｍ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
在
学
す
る
児
童
及
び
生
徒
の
数

Ｎ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
別
科
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数

Ｏ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
別
科
及
び
専
攻
科
に
限
る
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数

算
式
イ
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算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
市
町
村
立
の
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
１
号
認
定
子
ど
も
の
数
（
追
加
分
）

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

α
×

β
×

γ

＋δ

た
だ
し
、
第
１
１
条
の
２
第
４
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
が
０
の
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

α

　
第
１
１
条
の
２
第
４
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
の
率
と
同
じ
率

β

　
第
１
１
条
の
２
第
４
項
の
算
式
の
符
号
Ｂ
の
率
と
同
じ
率

γ

　
第
１
１
条
の
２
第
４
項
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
率
と
同
じ
率

δ

　
第
１
１
条
の
２
第
４
項
の
算
式
の
符
号
Ｄ
の
率
と
同
じ
率

算
式
ウ

算
式
ウ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
私
立
幼
稚
園
（
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
を
除
く
。
）
在
籍
人
員
数

算
式
エ

｛
Ｂ×

９
３
．
８
３
５
＋
Ｃ×

６
２
．
５
５
７
＋
Ｄ×

３
１
．
２
７
８
＋
Ｅ×

６
８
．
３
０
１
＋
Ｆ×

４

５
．
５
３
４
＋
Ｇ×

２
２
．
７
６
７
＋
Ｈ×

４
１
．
０
８
６
＋
Ｉ×

２
７
．
３
９
１
＋
Ｊ×

１
３
．
６

９
５
＋
（
Ｋ×

２
９
．
２
１
２
＋
Ｌ×

１
９
．
４
７
５
＋
Ｍ×

９
．
７
３
７
）×

α

＋
Ｎ×
４
９
．
３

８
７
＋
Ｏ×

３
２
．
９
２
５
＋
Ｐ×

１
６
．
４
６
２
＋
Ｑ×

２
９
．
６
３
２
＋
Ｒ×

１
９
．
７
５
５
＋

Ｓ×

９
．
８
７
７
＋
Ｔ×

１
４
．
８
１
６
＋
Ｕ×

９
．
８
７
７
＋
Ｖ×

４
．
９
３
９
＋
（
Ｗ×

１
２
．

２
５
９
＋
Ｘ×

８
．
１
７
９
＋
Ｙ×

４
．
０
９
８
）×

β

｝×

１
．
１
９
５
／
Ａ

Ｂ×

９
３
．
８
３
５
、
Ｃ×

６
２
．
５
５
７
、
Ｄ×

３
１
．
２
７
８
、
Ｅ×

６
８
．
３
０
１
、
Ｆ×

４

５
．
５
３
４
、
Ｇ×

２
２
．
７
６
７
、
Ｈ×

４
１
．
０
８
６
、
Ｉ×

２
７
．
３
９
１
、
Ｊ×

１
３
．
６

９
５
、
Ｋ×

２
９
．
２
１
２
、
Ｌ×

１
９
．
４
７
５
、
Ｍ×

９
．
７
３
７
、
（
Ｋ×

２
９
．
２
１
２
＋
Ｌ

×

１
９
．
４
７
５
＋
Ｍ×

９
．
７
３
７
）×

α

、
Ｎ×

４
９
．
３
８
７
、
Ｏ×

３
２
．
９
２
５
、
Ｐ×

１
６
．
４
６
２
、
Ｑ×

２
９
．
６
３
２
、
Ｒ×

１
９
．
７
５
５
、
Ｓ×

９
．
８
７
７
、
Ｔ×

１
４
．
８

１
６
、
Ｕ×

９
．
８
７
７
、
Ｖ×

４
．
９
３
９
、
Ｗ×

１
２
．
２
５
９
、
Ｘ×

８
．
１
７
９
、
Ｙ×

４
．

０
９
８
、
（
Ｗ×

１
２
．
２
５
９
＋
Ｘ×

８
．
１
７
９
＋
Ｙ×

４
．
０
９
８
）×

β

、
｛
Ｂ×

９
３
．
８

３
５
＋
Ｃ×

６
２
．
５
５
７
＋
Ｄ×

３
１
．
２
７
８
＋
Ｅ×

６
８
．
３
０
１
＋
Ｆ×

４
５
．
５
３
４
＋

Ｇ×

２
２
．
７
６
７
＋
Ｈ×

４
１
．
０
８
６
＋
Ｉ×

２
７
．
３
９
１
＋
Ｊ×

１
３
．
６
９
５
＋
（
Ｋ×

２
９
．
２
１
２
＋
Ｌ×

１
９
．
４
７
５
＋
Ｍ×

９
．
７
３
７
）×

α

＋
Ｎ×

４
９
．
３
８
７
＋
Ｏ×

３

２
．
９
２
５
＋
Ｐ×

１
６
．
４
６
２
＋
Ｑ×

２
９
．
６
３
２
＋
Ｒ×

１
９
．
７
５
５
＋
Ｓ×

９
．
８
７

７
＋
Ｔ×

１
４
．
８
１
６
＋
Ｕ×

９
．
８
７
７
＋
Ｖ×

４
．
９
３
９
＋
（
Ｗ×

１
２
．
２
５
９
＋
Ｘ×

８
．
１
７
９
＋
Ｙ×

４
．
０
９
８
）×

β

｝×

１
．
１
９
５
及
び
｛
Ｂ×

９
３
．
８
３
５
＋
Ｃ×

６
２
．

５
５
７
＋
Ｄ×

３
１
．
２
７
８
＋
Ｅ×

６
８
．
３
０
１
＋
Ｆ×

４
５
．
５
３
４
＋
Ｇ×

２
２
．
７
６
７

＋
Ｈ×

４
１
．
０
８
６
＋
Ｉ×

２
７
．
３
９
１
＋
Ｊ×

１
３
．
６
９
５
＋
（
Ｋ×

２
９
．
２
１
２
＋
Ｌ

×

１
９
．
４
７
５
＋
Ｍ×

９
．
７
３
７
）×

α

＋
Ｎ×

４
９
．
３
８
７
＋
Ｏ×

３
２
．
９
２
５
＋
Ｐ×

１
６
．
４
６
２
＋
Ｑ×

２
９
．
６
３
２
＋
Ｒ×

１
９
．
７
５
５
＋
Ｓ×

９
．
８
７
７
＋
Ｔ×

１
４
．
８

１
６
＋
Ｕ×

９
．
８
７
７
＋
Ｖ×

４
．
９
３
９
＋
（
Ｗ×

１
２
．
２
５
９
＋
Ｘ×

８
．
１
７
９
＋
Ｙ×

４
．
０
９
８
）×

β

｝×

１
．
１
９
５
／
Ａ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
エ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
「
高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
に
お
け
る
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
に
係
る
調
査
に
つ
い

て
」
（
令
和
４
年
４
月
１
５
日
付
け
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
学
生
・
留
学
生
高
等
教
育
修
学
支
援
室
事

務
連
絡
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
文

部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
大
学
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下

「
市
町
村
立
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数

（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法

人
の
設
置
す
る
大
学
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
大
学
を
設
置
し

た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大

臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の

を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
立
大
学
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｃ
及
び
符
号
Ｄ
に
お
い
て

同
じ
。
）

Ｃ
　
市
町
村
立
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｄ
　
市
町
村
立
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｅ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
短
期

大
学
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
市
町
村
立
短
期
大
学
授
業
料
減
免
対
象

学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期

大
学
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期
大
学
の

授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
短
期
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大
学
法
人

の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率

（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町

村
立
短
期
大
学
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｆ
及
び
符
号
Ｇ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｆ
　
市
町
村
立
短
期
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｇ
　
市
町
村
立
短
期
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｈ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
高
等

専
門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
授
業
料

減
免
対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置

す
る
高
等
専
門
学
校
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す

る
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
高
等
専
門
学
校
を

設
置
し
た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、

総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し

た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
の
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｉ
及
び

符
号
Ｊ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｉ
　
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」

の
数

Ｊ
　
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」

の
数
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Ｋ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
専
門

学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
市
町
村
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象

学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数

Ｌ
　
市
町
村
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｍ
　
市
町
村
立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｎ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
大
学
」

の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
市
町
村
立
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
う
ち
、
都

道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
大
学
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生

数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府

県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き

は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
立
大
学
の
入
学
金
減
免

対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｏ
及
び
符
号
Ｐ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｏ
　
市
町
村
立
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｐ
　
市
町
村
立
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｑ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
短
期

大
学
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
市
町
村
立
短
期
大
学
入
学
金
減
免
対
象

学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期

大
学
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
短
期
大
学
の

入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
短
期
大
学
を
設
置
し
た
公
立
大
学
法
人

の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率

（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町

村
立
短
期
大
学
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｒ
及
び
符
号
Ｓ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｒ
　
市
町
村
立
短
期
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｓ
　
市
町
村
立
短
期
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

Ｔ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
高
等

専
門
学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
入
学
金

減
免
対
象
学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置

す
る
高
等
専
門
学
校
の
う
ち
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す

る
高
等
専
門
学
校
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
生
数
を
当
該
高
等
専
門
学
校
を

設
置
し
た
公
立
大
学
法
人
の
設
立
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、

総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し

た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
の
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
と
す
る
。
符
号
Ｕ
及
び

符
号
Ｖ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｕ
　
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」

の
数

Ｖ
　
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」

の
数

Ｗ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
専
門

学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
」
（
以
下
「
市
町
村
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象

学
生
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
「
非
課
税
世
帯
：
満
額
区
分
」
の
数

Ｘ
　
市
町
村
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
２
／
３
区
分
」
の
数

Ｙ
　
市
町
村
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
の
う
ち
「
準
非
課
税
世
帯
：
１
／
３
区
分
」
の
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
を
超
え
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ａ×

３
）
／
（
ｂ×

３
＋
ｃ×

２
＋
ｄ
）
／
１
６
６
，
８
０
０

算
式
の
符
号

ａ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
専
門

学
校
」
の
「
令
和
３
年
度
授
業
料
減
免
額
（
実
績
）
」

ｂ
　
符
号
Ｋ
に
同
じ
。

ｃ
　
符
号
Ｌ
に
同
じ
。

ｄ
　
符
号
Ｍ
に
同
じ
。

β

　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
を
超
え
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ｅ×

３
）
／
（
ｆ×

３
＋
ｇ×

２
＋
ｈ
）
／
７
０
，
０
０
０

算
式
の
符
号

ｅ
　
授
業
料
等
減
免
対
象
学
生
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
文
部
科
学
省
に
報
告
さ
れ
た
「
市
町
村
立
専
門

学
校
」
の
「
令
和
４
年
度
入
学
金
減
免
額
（
実
績
）
」

ｆ
　
符
号
Ｗ
に
同
じ
。

ｇ
　
符
号
Ｘ
に
同
じ
。

ｈ
　
符
号
Ｙ
に
同
じ
。

２
　
密
度
補
正
Ⅲ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
の
合
計
数

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
し
、
ｂ＝

０
の
と
き
は
、
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

ａ
／
ｂ×

１
２
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
市
町
村
ご
と
の
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
の
１
号
認
定
子
ど

も
に
係
る
前
年
度
費
用
額
の
合
計
額

ｂ
　
市
町
村
ご
と
の
前
年
度
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
数
及
び
前
年
度
私
立
認
定
こ
ど
も
園

在
籍
人
員
数
の
合
計
数

３
　
市
町
村
立
の
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
一
号
認
定
子
ど
も
の
数
（
追
加
分
）
は
、
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度
に
お
け
る
園
児
数
等
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
」
（
令
和
五
年
四
月
十
七
日
付
け
こ
ど
も

家
庭
庁
成
育
局
保
育
政
策
課
事
務
連
絡
。
以
下
「
園
児
数
等
調
査
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
こ
ど
も
家

庭
庁
に
報
告
さ
れ
た
「
調
査
票
一
　
認
定
こ
ど
も
園
の
機
能
部
分
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
」
の
「
保
育
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所
型
認
定
こ
ど
も
園
（
令
和
五
年
四
月
一
日
現
在
）
」
及
び
「
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
（
令
和
五
年

四
月
一
日
現
在
）
」
の
「
認
定
区
分
　
一
号
」
の
「
利
用
児
童
数
　
合
計
」
の
数
の
合
計
と
す
る
。

　
七　生活保護費

市部人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
及
び
算
式
イ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア

Ｄ×

０
．
９
６
４
及
び
｛
Ｃ－

（
Ｄ×

０
．
９
６
４
）
｝×

０
．
９
８
３
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
ア
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
被
生
活
保
護
者
等
の
数

Ｃ
　
被
生
活
保
護
者
等
の
実
数

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
被
生
活
保
護
者
等
の
数

算
式
イ

（
Ｂ×

１
０
０
）
／
Ａ

算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
被
生
活
保
護
者
等
の
う
ち
生
活
扶
助
等
を
受
け
た
者
の
数

２
　
被
生
活
保
護
者
等
の
数
は
、
前
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
活

保
護
法
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
市
（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
生
活
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
教
育
扶
助
、
医
療
扶
助
、
介
護
扶
助
、
出
産
扶
助
、
生
業
扶
助
及
び
葬

祭
扶
助
を
受
け
た
者
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
市
か
ら
生
活
支
援

給
付
、
住
宅
支
援
給
付
、
医
療
支
援
給
付
、
介
護
支
援
給
付
、
出
産
支
援
給
付
、
生
業
支
援
給
付
及
び

葬
祭
支
援
給
付
を
受
け
た
者
で
、
当
該
市
が
そ
の
経
費
を
負
担
し
た
も
の
の
月
ご
と
の
実
人
員
の
そ
れ

ぞ
れ
の
合
計
数
（
生
活
扶
助
に
係
る
実
人
員
の
合
計
数
に
あ
つ
て
は
、
当
該
実
人
員
の
合
計
数
が
、
前

々
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
か

ら
生
活
扶
助
を
受
け
た
者
で
当
該
市
が
そ
の
経
費
を
負
担
し
た
も
の
の
月
ご
と
の
実
人
員
の
合
計
数
に

〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
、
別
表
第
二

の
二
に
定
め
る
当
該
扶
助
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
年
度
の
四
月

二
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
町
村
（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
市
と
な
り
、
又
は
市
の
区
域
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
市
の

数
値
は
、
当
該
市
が
前
年
度
中
に
お
い
て
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て

い
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
数
値
と
し
、
前
年
度
の
四
月
二
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外
の
市
が
指
定
都
市
又
は
中
核
市
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
市
の
数
値
は
、
当
該
市
が
前
年
度
中
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
で
あ
つ
た
と
仮
定
し
て
算

定
し
た
数
値
と
す
る
。

３
　
被
生
活
保
護
者
等
の
実
数
は
、
２
に
準
ず
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
別
表
第
二
の
二
」
と
あ
る

の
は
「
別
表
第
二
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
年
度
に
お
け
る
被
生
活
保
護
者
等
の
数
は
、
２
に
準
ず
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
前
年
度
の

四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
前
々
年
度
の
四
月
一
日
」
と
、
「
当
該
実
人
員
の
合
計
数
が
、
前
々
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
前
年
度
の
密
度
の
算
定
に
お
い
て
前
々
々
年
度
」
と
、
「
得
た
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、

当
該
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
得
た
数
を
前
々
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
生
活
扶
助
者
数
と
し
て
用
い
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
い
た
数
と
す
る
。
」

と
、
「
別
表
第
二
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
二
の
四
」
と
、
「
前
年
度
中
」
と
あ
る
の
は
「
前
々
年

度
中
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
被
生
活
保
護
者
等
の
う
ち
生
活
扶
助
等
を
受
け
た
者
の
数
は
、
前
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
つ
て
生
活
扶
助
を
受
け
た
者
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
生
活
支
援
給
付
を
受
け
た
者
の
月
ご
と
の
実
人
員
の
合
計
数
に
、

別
表
第
二
の
二
に
定
め
る
当
該
扶
助
に
係
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
年
度
の
四
月
二
日
か
ら
当
該
年
度
の
四

月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
町
村
が
市
と
な
り
、
又
は
市
の
区
域
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当

該
市
の
数
値
は
、
当
該
市
が
前
年
度
中
に
お
い
て
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
区
域
を
も
つ
て
存

在
し
て
い
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
出
し
た
数
値
と
し
、
前
年
度
の
四
月
二
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外
の
市
が
指
定
都
市
又
は
中
核
市
と
な
つ
た
場
合
に

お
け
る
当
該
市
の
数
値
は
、
当
該
市
が
前
年
度
中
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
で
あ
つ
た
と
仮
定

し
て
算
定
し
た
数
値
と
す
る
。

　
八　社会福祉費

人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
（
１
）
、
算
式
ア
（
２
）
、
算
式
イ
（
１
）
、
算
式
イ

（
２
）
、
算
式
ウ
、
算
式
エ
、
算
式
オ
、
算
式
カ
（
１
）
、
算
式
カ
（
２
）
、
算
式
カ
（
３
）
、
算
式
キ
及
び

算
式
ク
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア
（
１
）

算
式
ア
（
１
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
０
歳
児
数
及
び
１
・
２
歳
児
数
の
合
計
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
し
、
公
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
、
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
及
び
公

立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
（
追
加
分
）
の
う
ち
０
歳
児
数
及
び
１
・
２
歳
児
数
の
合
計
数
が
０
の

場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

算
式
の
符
号

ａ
　
地
域
区
分
が
１
０
０
分
の
２
０
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
１
０
３
、
１
０
０
分
の
１
６
地

域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
７
４
、
１
０
０
分
の
１
５
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
６
６
、

１
０
０
分
の
１
２
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
４
４
、
１
０
０
分
の
１
０
地
域
の
市
町
村
に
あ
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つ
て
は
１
．
０
２
９
、
１
０
０
分
の
６
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０
、
１
０
０
分
の
３
地

域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
９
７
８
、
そ
の
他
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
９
５
６
と
す
る
。

ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ｗ
／
ｖ×

１
．
６
９
７
＋
ｘ
／
ｖ×

１
．
０
０
０

ｗ
／
ｖ
、
ｘ
／
ｖ
及
び
ｗ
／
ｖ×

１
．
６
９
７
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｖ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
０
歳
児
数
及
び
１
・
２
歳
児
数
の
合
計
数

ｗ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
０
歳
児
数

ｘ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
１
・
２
歳
児
数

ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ｙｉ×

ｚｉ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｘ
　
公
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
、
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
及
び
公
立
認
定
こ
ど

も
園
在
籍
人
員
数
（
追
加
分
）
の
合
計
数
（
以
下
「
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
」
と
い

う
。
）

ｙｉ
　
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
２
・
３
号
認
定
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
が
ｉ

人
（
ｉ
は
１
以
上
ｎ
以
下
の
整
数
）
の
施
設
に
在
籍
す
る
人
員
数

ｚｉ１≦

ｉ≦

１
０
の
と
き
　
３
．
７
７
４

１
１≦

ｉ≦

２
０
の
と
き
　
２
．
２
５
８

２
１≦

ｉ≦

３
０
の
と
き
　
１
．
６
８
２

３
１≦

ｉ≦

４
０
の
と
き
　
１
．
４
４
８

４
１≦

ｉ≦

５
０
の
と
き
　
１
．
３
８
５

５
１≦

ｉ≦

６
０
の
と
き
　
１
．
２
７
０

６
１≦

ｉ≦

７
０
の
と
き
　
１
．
１
９
０

７
１≦

ｉ≦

８
０
の
と
き
　
１
．
１
３
０

８
１≦

ｉ≦

９
０
の
と
き
　
１
．
０
８
３

９
１≦

ｉ≦

１
０
０
の
と
き
　
１
．
０
０
０

１
０
１≦

ｉ≦

１
１
０
の
と
き
　
０
．
９
７
４

１
１
１≦

ｉ≦

１
２
０
の
と
き
　
０
．
９
５
１

１
２
１≦

ｉ≦

１
３
０
の
と
き
　
０
．
９
３
３

１
３
１≦

ｉ≦

１
４
０
の
と
き
　
０
．
９
１
７

１
４
１≦

ｉ≦

１
６
０
の
と
き
　
０
．
９
０
４

１
６
１≦

ｉ≦

１
７
０
の
と
き
　
０
．
８
９
２

１
７
１≦

ｉ
の
と
き
　
０
．
８
８
２

ｎ
　
利
用
定
員
の

大
値

ｄ
　
冷
暖
房
費
加
算
区
分
が
１
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
１
０
、
２
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ

て
は
０
．
０
０
８
、
３
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
８
、
４
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．

０
０
６
、
そ
の
他
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は－

０
．
０
０
１
と
す
る
。

ｅ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ｙｉ×

ｚｉ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
た
だ
し
、
ｘ＝

０
か
つ

符
号
Ｂ＞

０
の
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

ｘ
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
２
０
条

第
４
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２

項
第
１
号
に
規
定
す
る
短
時
間
認
定
保
護
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付
認

定
保
護
者
（
標
準
時
間
）
」
と
い
う
。
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
７
号
の

区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
７
号
た
だ
し
書
の
区
分
に
該
当
す
る

特
定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同
令
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
３
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
７
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
４
条
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
４
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
５
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
各
号
及
び
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
５
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
６
号
の
区
分
に
該
当
す
る
特
定
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
同
令
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
６
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
５
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
１
４
条
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
７
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
４
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
８
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
４
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数
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ｙ
９
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
０
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
１
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
２
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
３
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
１
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
４
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
標

準
時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
１
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同

令
第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
５
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
２
０

条
第
４
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第

２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
短
時
間
認
定
保
護
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者
（
短
時
間
）
」
と
い
う
。
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
７
号
の

区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
６
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
７
号
た
だ
し
書
の
区
分
に
該
当
す
る
特

定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同
令
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
７
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
７
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
４
条
各
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
８
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
５
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
各
号
及
び
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
１
９
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
６
号
の
区
分
に
該
当
す
る
特
定
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
同
令
第
１
４
条
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
０
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
５
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
１
４
条
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
１
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
４
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
２
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
４
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
３
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
４
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
３
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
５
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
６
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
２
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
７
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
１
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
各
号
に
該
当
し
な
い
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｙ
２
８
　
前
年
度
公
立
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
基
礎
分
）
の
う
ち
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
短

時
間
）
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
４
条
第
２
項
第
１
号
の
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
令

第
１
３
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
３
号
認
定
子
ど
も
数

ｚ
１
　
１
９
．
５

ｚ
２
　
９

ｚ
３
　
９
．
７
５

ｚ
４
　
３
０

ｚ
５
　
９

ｚ
６
　
１
５

ｚ
７
　
４
４
．
５

ｚ
８
　
２
２
．
２
５

ｚ
９
　
６
１

ｚ
１
０
　
３
０
．
５

ｚ
１
１
　
８
０

ｚ
１
２
　
４
０

ｚ
１
３
　
１
０
４

ｚ
１
４
　
５
２

ｚ
１
５
　
１
９
．
３

ｚ
１
６
　
９

ｚ
１
７
　
９
．
６
５

ｚ
１
８
　
２
９
．
６

ｚ
１
９
　
９

ｚ
２
０
　
１
４
．
８

ｚ
２
１
　
４
３
．
９

ｚ
２
２
　
２
１
．
９
５

ｚ
２
３
　
６
０
．
１

ｚ
２
４
　
３
０
．
０
５

ｚ
２
５
　
７
８
．
８

ｚ
２
６
　
３
９
．
４

ｚ
２
７
　
１
０
２
．
４

ｚ
２
８
　
５
１
．
２

算
式
ア
（
２
）
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算
式
ア
（
２
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
３
歳
児
数
及
び
４
歳
以
上
児
数
の
合
計
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
し
、
公
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
、
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
及
び
公

立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
（
追
加
分
）
の
う
ち
３
歳
児
数
及
び
４
歳
以
上
児
数
の
合
計
数
が
０
の

場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

算
式
の
符
号

ａ
　
算
式
ア
（
１
）
の
符
号α

の
算
式
の
符
号
ａ
に
同
じ
。

ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ｗ
／
ｖ×

１
．
１
９
３
＋
ｘ
／
ｖ×

１
．
０
０
０

ｗ
／
ｖ
、
ｘ
／
ｖ
及
び
ｗ
／
ｖ×

１
．
１
９
３
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｖ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
３
歳
児
数
及
び
４
歳
以
上
児
数
の
合
計
数

ｗ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
３
歳
児
数

ｘ
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
の
う
ち
４
歳
以
上
児
数

ｃ
　
算
式
ア
（
１
）
の
符
号α

の
算
式
の
符
号
ｃ
に
同
じ
。

ｄ
　
冷
暖
房
費
加
算
区
分
が
１
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
２
６
、
２
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ

て
は
０
．
０
２
３
、
３
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
２
３
、
４
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．

０
１
７
、
そ
の
他
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は－

０
．
０
０
３
と
す
る
。

算
式
イ
（
１
）

算
式
イ
（
１
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど

も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
し
、
ｃ＝

０
の
と
き
は
、
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

｛
（
ａ－

ｂ
）×

１
２×

０
．
２
５
｝
／
ｃ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
費
用
額
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ｂ
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
利
用
者
負
担
額

ｃ
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
在
籍
人
員
数
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

算
式
イ
（
２
）

算
式
イ
（
２
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど

も
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
し
、
ｂ＝

０
の
と
き
は
、
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ａ×

１
２×

０
．
２
５
）
／
ｂ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
費
用
額
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

ｂ
　
前
年
度
私
立
保
育
所
等
在
籍
人
員
数
（
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

算
式
ウ

算
式
ウ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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Ｂ
　
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
障
害
児
受
入
人
員
数
（
た
だ
し
、
障
害
児
保

育
の
た
め
の
加
配
職
員
数
に
２
を
乗
じ
た
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
加
配
対
象
受
入
障
害
児
数
」

と
い
う
。
）
を
上
回
る
場
合
は
、
加
配
対
象
受
入
障
害
児
数
）

Ｃ
　
公
立
の
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
公
立
の
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
並
び
に
特
別
利
用
保

育
等
に
係
る
障
害
児
受
入
人
員
数

算
式
エ

［
｛
Ｂ×
０
．
５
６
５
＋
Ｃ×

１
．
０
６
０
＋
Ｄ×

０
．
７
０
７
＋
Ｅ×

０
．
７
０
７
＋
Ｆ×

１
．
０
６

０
＋
Ｇ×
１
．
０
６
０
＋
Ｈ×

０
．
７
０
７
＋
Ｉ×

０
．
７
０
７
＋
Ｊ×

６
．
３
６
０
＋
Ｋ×

４
．
２

４
０
＋
Ｌ×
６
．
３
６
０
＋
Ｍ×

４
．
２
４
０
＋
（
Ｎ
＋
Ｏ
＋
Ｐ
＋
Ｑ
）×

０
．
３
５
３
＋
（
Ｒ
＋
Ｓ

＋
Ｔ
＋
Ｕ
）×
０
．
３
５
３
＋
（
Ｖ
＋
Ｗ
＋
Ｘ
＋
Ｙ
）×

２
．
１
２
０
｝×

０
．
９
９
５
］
／
Ａ

Ｂ×

０
．
５
６
５
、
Ｃ×

１
．
０
６
０
、
Ｄ×

０
．
７
０
７
、
Ｅ×

０
．
７
０
７
、
Ｆ×

１
．
０
６
０
、

Ｇ×

１
．
０
６
０
、
Ｈ×

０
．
７
０
７
、
Ｉ×

０
．
７
０
７
、
Ｊ×

６
．
３
６
０
、
Ｋ×

４
．
２
４
０
、

Ｌ×

６
．
３
６
０
、
Ｍ×
４
．
２
４
０
、
（
Ｎ
＋
Ｏ
＋
Ｐ
＋
Ｑ
）×

０
．
３
５
３
、
（
Ｒ
＋
Ｓ
＋
Ｔ
＋
Ｕ
）

×

０
．
３
５
３
及
び
（
Ｖ
＋
Ｗ
＋
Ｘ
＋
Ｙ
）×

２
．
１
２
０
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
エ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）

Ｃ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）

Ｄ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
及
び
（
施

設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）

Ｅ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｆ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｇ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｈ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）

Ｉ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）

Ｊ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）
（
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
児
童

数
は
、
当
該
児
童
数
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し

た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

の
市
町
村
の
児
童
数
と
す
る
。
符
号
Ｋ
か
ら
符
号
Ｍ
及
び
符
号
Ｖ
か
ら
符
号
Ｙ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｋ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｌ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｍ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）

Ｎ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｏ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｐ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｑ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｒ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｓ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｔ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｕ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）

Ｖ
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）

Ｗ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

Ｘ
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）

Ｙ
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分

算
式
オ

算
式
オ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
児
童
扶
養
手
当
支
給
者
数

算
式
カ
（
１
）

算
式
カ
（
１
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

算
式
カ
（
２
）

算
式
カ
（
２
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

算
式
カ
（
３
）

算
式
カ
（
３
）
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

算
式
キ

［
｛
Ｂ×

１
．
２
２
７
＋
Ｃ×

１
．
０
０
０
＋
（
Ｄ
＋
Ｊ
）×

０
．
７
７
８
＋
Ｅ×

１
．
０
０
４
＋
Ｆ×

１
．
９
９
４
＋
Ｇ×

０
．
９
１
７
＋
Ｈ×

０
．
５
７
２
＋
Ｉ×

０
．
５
５
７
｝×

１
９
．
９
０
７
］
／
Ａ

Ｂ×

１
．
２
２
７
、
Ｃ×

１
．
０
０
０
、
（
Ｄ
＋
Ｊ
）×

０
．
７
７
８
、
Ｅ×

１
．
０
０
４
、
Ｆ×

１
．

９
９
４
、
Ｇ×

０
．
９
１
７
、
Ｈ×

０
．
５
７
２
及
び
Ｉ×

０
．
５
５
７
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
キ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
家
庭
的
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数

Ｃ
　
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数

Ｄ
　
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数

Ｅ
　
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数

Ｆ
　
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数

Ｇ
　
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ａ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数
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Ｈ
　
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
Ｂ
型
に
係
る
子
ど
も
の
数

Ｉ
　
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
子
ど
も
の
数

Ｊ
　
特
例
保
育
給
付
に
係
る
子
ど
も
の
数

算
式
ク

算
式
ク
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
に
係
る
給
付
認
定
子
ど
も
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

｛
（
ａ－

ｂ
）×

０
．
２
５
｝
／
ｃ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
支
給
額

ｂ
　
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
支
給
額
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
７
条
第
１
０

項
第
２
号
に
掲
げ
る
幼
稚
園
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ｃ
　
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
に
係
る
給
付
認
定
子
ど
も
数

２
　
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
は
、
条
例
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
公
立
の
保
育
施
設
の
う
ち
、
年
間

を
通
し
て
開
設
さ
れ
て
い
る
も
の
（
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
職
員
の
乳
幼
児
を
保
育
す
る
た
め
に
自

ら
設
置
す
る
施
設
を
除
く
。
）
に
係
る
入
所
人
員
数
と
し
て
次
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

（
１
）
　
公
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
　
そ
の
年
の
四
月
分
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働

省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
五
十
四
　
保
育
所
・
在
所
者
」
の
「
初
日
入
所
人
員
年
齢
階
層
」
の
「
０
歳
」
、

「
１
・
２
歳
」
、
「
３
歳
」
及
び
「
４
歳
以
上
」
の
基
礎
と
な
つ
た
児
童
数
の
う
ち
市
町
村
長
が
都
道
府
県

立
の
保
育
所
以
外
の
公
立
保
育
所
（
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
幼
稚
園
で
あ
る
も
の
を
除
く

。
）
へ
入
所
さ
せ
た
児
童
数
を
合
算
し
た
数

（
２
）
　
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
　
そ
の
年
の
四
月
分
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例

に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
五
十
四
の
二
　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
・
在
所
者
」

の
「
初
日
入
所
人
員
年
齢
階
層
」
の
「
０
歳
」
、
「
１
・
２
歳
」
、
「
３
歳
」
及
び
「
４
歳
以
上
」
の
基
礎

と
な
つ
た
児
童
数
の
う
ち
市
町
村
長
が
都
道
府
県
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
（
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
幼
稚
園
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
入
所
さ
せ

た
児
童
数
を
合
算
し
た
数

（
３
）
　
公
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
（
追
加
分
）
　
園
児
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
こ
ど
も
家
庭
庁
に

報
告
さ
れ
た
「
調
査
票
１
　
認
定
こ
ど
も
園
の
機
能
部
分
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
」
の
「
幼
稚
園
型
認

定
こ
ど
も
園
（
令
和
五
年
四
月
一
日
現
在
）
」
及
び
「
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
（
令
和
五
年
四
月
一

日
現
在
）
」
の
「
認
定
区
分
　
２
・
３
号
」
の
「
利
用
児
童
数
　
合
計
」
の
数

（
４
）
　
特
別
利
用
保
育
等
に
係
る
子
ど
も
の
数
　
園
児
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
こ
ど
も
家
庭
庁
に
報
告

さ
れ
た
「
調
査
票
２
　
保
育
所
の
状
況
（
１
号
認
定
）
に
つ
い
て
」
の
「
保
育
所
（
令
和
五
年
四
月
一

日
現
在
）
」
の
「
設
置
主
体
　
公
立
」
の
「
利
用
児
童
数
　
合
計
」
の
数

（
５
）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
数
及
び
都
道
府
県
の
項
第
七
号
３
５
か
ら
４
３
ま
で
に
規
定

す
る
子
ど
も
の
数
以
外
の
公
立
保
育
施
設
に
係
る
令
和
五
年
四
月
一
日
時
点
の
「
０
歳
」
、
「
１
・
２

歳
」
、
「
３
歳
」
及
び
「
４
歳
以
上
」
の
入
所
人
員
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
を
合
算
し
た
数

３
　
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
障
害
児
受
入
人
員
数
は
、
そ
の
年
の
四
月
分

と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
五
十
四
　
保
育
所
・
在
所
者
」

の
「
初
日
在
籍
」
の
「
障
害
児
受
入
人
員
」
の
「
公
立
」
及
び
「
私
立
」
の
合
計
数
の
基
礎
と
な
つ
た

児
童
数
の
う
ち
市
町
村
長
が
都
道
府
県
立
の
保
育
所
以
外
の
保
育
所
（
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お

い
て
幼
稚
園
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
入
所
さ
せ
た
児
童
数
並
び
に
「
第
五
十
四
の
二
　
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
・
在
所
者
」
の
「
初
日
在
籍
」
の
「
障
害
児
受
入
人
員
」
の
「
公
立
」
及
び
「
私
立
」

の
合
計
数
の
基
礎
と
な
つ
た
児
童
数
の
う
ち
市
町
村
長
が
都
道
府
県
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

以
外
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
幼
稚
園
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
へ
入
所
さ
せ
た
児
童
数
の
合
計
数
と
す
る
。

４
　
障
害
児
保
育
の
た
め
の
加
配
職
員
数
は
、
そ
の
年
の
四
月
分
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て

厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
五
十
四
　
保
育
所
・
在
所
者
」
の
「
障
害
児
保
育
の
た
め
の
加
配
職

員
数
」
の
「
公
立
」
及
び
「
私
立
」
の
合
計
数
並
び
に
「
第
五
十
四
の
二
　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
・
在
所
者
」
の
「
障
害
児
保
育
の
た
め
の
加
配
職
員
数
」
の
「
公
立
」
及
び
「
私
立
」
の
合
計
数
の

合
算
し
た
数
と
す
る
。

５
　
公
立
の
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
公
立
の
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
並
び
に
特
別
利
用
保

育
等
に
係
る
障
害
児
受
入
人
員
数
は
、
園
児
数
等
調
査
に
基
づ
い
て
こ
ど
も
家
庭
庁
に
報
告
さ
れ
た
「
調

査
票
１
　
認
定
こ
ど
も
園
の
機
能
部
分
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
」
の
「
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
（
令

和
五
年
四
月
一
日
現
在
）
」
及
び
「
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
（
令
和
五
年
四
月
一
日
現
在
）
」
の
「
認

定
区
分
　
２
・
３
号
」
の
「
利
用
児
童
数
　
合
計
の
う
ち
障
害
児
数
」
の
数
並
び
に
「
調
査
票
２
　
保

育
所
の
状
況
（
１
号
認
定
）
に
つ
い
て
」
の
「
保
育
所
（
令
和
五
年
四
月
一
日
現
在
）
」
の
「
設
置
主

体
　
公
立
」
及
び
「
設
置
主
体
　
私
立
」
の
「
利
用
児
童
数
　
合
計
の
う
ち
障
害
児
数
」
の
数
の
合
計

数
と
す
る
。

６
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
は
、

児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支

給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３
歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
に
同
報
告
に
お
け

る
様
式
２
第
１
表
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３
歳
未
満
」
の
「
計
」
の
数
を
加
え

て
得
た
数
と
す
る
。

７
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３
歳

未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

８
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
及
び
（
施

設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る

様
式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２

月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了

前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
に
同
報
告
に
お
け

る
様
式
２
第
１
表
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
計
」
の
数
を

加
え
て
得
た
数
と
す
る
。

９
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
は
、
児

童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給

対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
１
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。

１
０
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手
当

支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
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童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の

数
と
す
る
。

１
１
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手

当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象

児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
と
す
る
。

１
２
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
は
、

児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支

給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後
中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
に
同
報

告
書
に
お
け
る
様
式
２
第
１
表
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後
中
学
校
修
了
前
」

の
「
計
」
の
数
を
加
え
て
得
た
数
と
す
る
。

１
３
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後

中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

１
４
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方

公
務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３

歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

１
５
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支

給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
１
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。

１
６
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童

手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象

児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
と
す
る
。

１
７
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公

務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
１
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後

中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

１
８
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３
歳

未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

１
９
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
は
、
児

童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給

対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
２
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。

２
０
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手
当

支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児

童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の

数
と
す
る
。

２
１
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非

被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後
中

学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

２
２
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用

者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら

３
歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

２
３
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
は
、

児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支

給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
２
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。

２
４
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童
手

当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・
非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象

児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
と
す
る
。

２
５
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
被
用
者
・

非
被
用
者
分
）
に
お
け
る
様
式
１
第
２
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後

中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

２
６
　
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方

公
務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
０
歳
か
ら
３

歳
未
満
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

２
７
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）

は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支

給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
か
ら
同
表
（
２
）

中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年

２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。

２
８
　
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
は
、
児
童

手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公
務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象

児
童
数
」
の
「
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
」
の
「
う
ち
第
３
子
以
降
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」

の
数
と
す
る
。

２
９
　
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）
は
、
児
童
手
当
支
給
状
況
報
告
（
地
方
公

務
員
分
）
の
市
町
村
分
に
お
け
る
第
１
表
（
２
）
中
区
分
「
支
給
対
象
児
童
数
」
の
「
小
学
校
修
了
後

中
学
校
修
了
前
」
の
「
本
年
２
月
末
現
在
全
体
」
の
数
と
す
る
。

３
０
　
児
童
扶
養
手
当
支
給
者
数
は
、
令
和
三
年
度
実
施
事
業
と
し
て
地
方
厚
生
局
に
報
告
さ
れ
た
児

童
扶
養
手
当
給
付
費
国
庫
負
担
金
交
付
要
綱
様
式
第
８
号
付
表
２
中
「
支
出
済
額
（
Ａ
列
）
」
の
延
月
人

数
の
「
全
部
支
給
者
」
、
「
一
部
停
止
者
」
、
「
１
３
条
の
２
」
、
「
１
３
条
の
３
」
及
び
「
１
３
条
の
２
か

つ
１
３
条
の
３
」
の
数
の
合
計
数
と
す
る
。

３
１
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況

に
お
け
る
「
施
設
入
所
支
援
」
、
「
共
同
生
活
援
助
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
・
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
・

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
）
」
及
び
「
自
立
生
活
援
助
」
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

３
２
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用

状
況
に
お
け
る
「
療
養
介
護
」
、
「
生
活
介
護
」
、
「
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
」
、
「
自
立
訓
練
（
機

能
訓
練
・
生
活
訓
練
）
」
、
「
宿
泊
型
自
立
訓
練
」
、
「
就
労
移
行
支
援
」
、
「
就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
・
Ｂ

型
）
」
、
「
就
労
定
着
支
援
」
、
「
児
童
発
達
支
援
」
及
び
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
を
合
算
し
た
数
と

す
る
。

３
３
　
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況

に
お
け
る
「
居
宅
介
護
」
、
「
重
度
訪
問
介
護
」
、
「
行
動
援
護
」
、
「
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
」
及
び
「
同

行
援
護
」
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

九　保健

人口

１
　
密
度
補
正
Ⅰ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
四
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア
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衛生費

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ１
　
診
療
所
の
数

Ｂ２
　
診
療
所
病
床
数

Ｃ
　
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
資
本
費

Ｄ
　
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
有
収
水
量

Ｅ
　
簡
易
水
道
等
給
水
人
口

Ｆ
　
簡
易
水
道
事
業
債
元
利
償
還
金

Ｇｎ
　
簡
易
水
道
事
業
債
同
意
等
額

Ｈ１２＝

０
．
０
４
９

Ｈ１３＝

０
．
０
５
２

Ｈ１４＝

０
．
０
４
５

Ｈ１５＝

０
．
０
５
３

Ｈ１６＝

０
．
０
４
３

Ｈ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０

Ｈ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８

Ｈ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６

Ｈ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
７
７

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
７

Ｈ２１

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
３
４

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５

Ｈ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
０
１

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
４

Ｈ２３＝

０
．
０
０
０

Ｈ２４＝

０
．
０
０
０

Ｈ２５＝

０
．
０
０
０

Ｈ２６＝

０
．
０
０
０

Ｈ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
３

Ｈ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
０

Ｈ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
１

Ｈ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
３
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
２
１

Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
０
０

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
２
０
４

Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
５

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
１

Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
３

Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

Ｉ１
　
市
町
村
立
等
病
院
病
床
数
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Ｉ２
　
市
町
村
立
等
病
院
特
例
病
床
数

Ｊ１
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
病
床
数

Ｊ２
　
市
町
村
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
病
床
数

Ｋ１
　
病
院
事
業
債
に
係
る
元
利
償
還
金
（
令
和
４
年
度
繰
出
基
準
第
５
、
１
、
（
２
）
に
該
当
す
る
事
業

の
う
ち
、
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
３
年
度
ま
で
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
病
院
事
業
債
（
平
成
１
４
年

度
に
許
可
を
受
け
た
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
係
る
も
の
（
以
下
「
平

成
１
３
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
」
と
い
う
。
）
を
含
み
、
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
元
利
償
還
金
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
に
充
て
る
た
め

平
成
１
３
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
を
含
む
。
）
の

元
利
償
還
金
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
）

Ｋ２
　
病
院
事
業
債
に
係
る
元
利
償
還
金
（
令
和
４
年
度
繰
出
基
準
第
５
、
１
、
（
２
）
に
該
当
す
る
事
業

の
う
ち
、
平
成
１
４
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
病
院
事
業
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事

業
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
元
利
償
還
金
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
及

び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
に
充
て
る
た
め
平
成
１
４
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成

１
３
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
を
含
む
。
）
の
元
利
償
還
金
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
）

Ｌｎ
　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の

２
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成

ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着

手
し
た
事
業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

Ｍ１５＝

０
．
０
３
２

Ｍ１６＝

０
．
０
２
６

Ｍ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｍ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

Ｍ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

Ｍ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
８
６

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４

Ｍ２１

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３

Ｍ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
２
１

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３

Ｍ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
１
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｍ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
１
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｎｎ
　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
４
年
度
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の
２
を

乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年

度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
４
年
度
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事

業
に
限
る
。
）
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

Ｏ１５＝

０
．
０
２
４

Ｏ１６＝

０
．
０
１
９

Ｏ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８

Ｏ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７

Ｏ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

Ｏ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

Ｏ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
７
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
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Ｏ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｏ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｏ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｐｎ
　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
り
、
符
号
Ｐ'

ｎ

に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備

事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以

降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事

業
に
限
り
、
符
号
Ｐ
２
ｎ

及
び
符
号
Ｐ
２'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た

額
の
合
算
額

Ｑ１５＝

０
．
０
２
４

Ｑ１６＝

０
．
０
１
９

Ｑ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８

Ｑ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７

Ｑ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

Ｑ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

Ｑ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
７
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

Ｑ２２

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｑ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｑ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｑ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｑ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

Ｑ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｑ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５

Ｑ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８

Ｑ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
７
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
９
８

Ｑ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
２
５

Ｑ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
２

Ｑ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
８

Ｑ
令
４
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ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
９
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
１
１

Ｐ'

ｎ

　
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
・
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｑ'

２
７

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

Ｑ'

２
８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
６

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
３

Ｑ'

２
９

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
６

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７

Ｑ'

３
０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
５
８

Ｑ'

令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７
５

イ
　
令
和
元
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
０

Ｑ'

令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
０

Ｑ'

令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
９

Ｑ'

令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
９
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
１
３

Ｐ
２
ｎ
　
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
（
符
号
Ｐ
２'

ｎ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て

得
た
額

Ｑ
２
２
１

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
７

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

Ｑ
２
２
２

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
８
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

Ｑ
２
２
３

ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

Ｑ
２
２
４

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
８
０

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

Ｑ
２
２
５

ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

Ｑ
２
２
６

ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８

Ｑ
２
２
７

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

Ｑ
２
２
８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５

Ｑ
２
２
９

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８

Ｑ
２
３
０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
７
０

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
９
８

Ｑ
２
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
２
５

Ｑ
２
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
２

Ｑ
２
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
４
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
５
４

Ｑ
２
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
９
３

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
１
５

Ｐ
２'

ｎ

　
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
医
療
施
設
整
備
事
業
・
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｑ
２'

２
７

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｑ
２'

２
８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７

Ｑ
２'

２
９

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

Ｑ
２'
３
０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
７
９

Ｑ
２'

令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
３
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
３
５

Ｑ
２'

令
２
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ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
５

Ｑ
２'

令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
４
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
５
４

Ｒ
　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
よ
り
行
わ
れ
る
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
１
８
年

度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額

Ｓア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８

Ｔｎ
　
病
院
事
業
（
機
械
器
具
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
り
、
符
号
Ｔ'

ｎ
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
災
害
拠
点
病
院
の
施
設
整
備
（
機
械
器
具
整
備

事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以

降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
り
、
符
号
Ｔ
２
ｎ

及
び
符
号
Ｔ
２'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

Ｕ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
６

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８

Ｕ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８
６

Ｕ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８
３

Ｕ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
８

Ｕ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
７

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
１
９

Ｕ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
０
３

Ｕ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
６
０
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
９
６

Ｕ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
０

Ｔ'

ｎ

　
病
院
事
業
（
機
械
器
具
整
備
事
業
・
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｕ'

２
７

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
７

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
０

Ｕ'

２
８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
６
７

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
０
３

Ｕ'

２
９

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
６
７

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
９
９

Ｕ'

３
０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
６
７
０

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
６
７
０

Ｕ'

令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
６
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
１
０
２

Ｕ'

令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
６
７
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
０
８
４

Ｕ'

令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
７
３
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
３
５

Ｕ'

令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
８

Ｔ
２
ｎ
　
災
害
拠
点
病
院
の
機
械
器
具
整
備
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
の
額
（
符
号
Ｔ
２'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｕ
２
２
７

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
６

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８

Ｕ
２
２
８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８
６

Ｕ
２
２
９

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８
３

Ｕ
２
３
０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
８

Ｕ
２
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
７

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
１
９

Ｕ
２
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
０
３

Ｕ
２
令
３
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ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
０
０
９
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
５
５
３

Ｕ
２
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
６
６

Ｔ
２'

ｎ

　
災
害
拠
点
病
院
の
機
械
器
具
整
備
（
特
別
分
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｕ
２'

２
７

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５

Ｕ
２'

２
８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
２

Ｕ
２'

２
９

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
０

Ｕ
２'

３
０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３
５

Ｕ
２'

令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５
１

Ｕ
２'

令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
４
２

Ｕ
２'

令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
０
０
９
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
５
５
３

Ｖ
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
５
年
度
か
ら
平

成
１
４
年
度
ま
で
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
用
地
、
職
員
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・

研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
元
利
償
還
金
（
「
繰
出
金
等
に
つ
い
て
」
に
よ
つ
て
報
告
さ
れ
た
も
の
）

Ｗｎ
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
３
年
度
以
前
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限

る
。
ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）

の
額

Ｘ１５＝

０
．
０
２
１

Ｘ１６＝

０
．
０
１
７

Ｘ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

Ｘ１８

ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

Ｘ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

Ｘ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
９
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

Ｘ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
４

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

Ｘ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
０

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

Ｘ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

Ｘ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

Ｙｎ
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
４
年
度
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。

ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
額

Ｚ１５＝

０
．
０
１
６

Ｚ１６＝

０
．
０
１
３

Ｚ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

Ｚ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

Ｚ１９
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ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

Ｚ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７

Ｚ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７

Ｚ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
１
０

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

Ｚ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

Ｚ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
７

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

ＡＡｎ
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。

ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
額

ＡＢ１５＝

０
．
０
１
２

ＡＢ１６＝

０
．
０
１
０

ＡＢ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９

ＡＢ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９

ＡＢ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８

ＡＢ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
２
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３

ＡＢ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
８
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

ＡＢ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
５
８

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

ＡＢ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
３
９

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

ＡＢ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
５
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

ＡＢ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

ＡＢ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

ＡＢ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

ＡＢ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０

66



ＡＢ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
１

ＡＢ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
３
７

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
８
４

Ａ
Ｂ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
０
３

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
５
１

Ａ
Ｂ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
５

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
６

Ａ
Ｂ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
８

Ａ
Ｂ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
３

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
０

ＡＣｎ
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
（
機
械
器
具
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
以
降
に
基
本
設
計
等
に
着
手
し
た
事
業
に
限
る
。

ま
た
、
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
を
除
く
。
）
の
額

ＡＤ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

ＡＤ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４

ＡＤ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
２

ＡＤ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
１

Ａ
Ｄ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
０

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
６
３

Ａ
Ｄ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
５
６

Ａ
Ｄ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
８

Ａ
Ｄ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
７
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
６

ＡＥｎ
　
病
院
事
業
一
般
会
計
出
資
債
（
医
療
施
設
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額

ＡＦ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

ＡＦ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
７

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８

ＡＦ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
５
１

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

ＡＦ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

ＡＦ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

ＡＦ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
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ＡＦ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

ＡＦ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

ＡＦ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５

ＡＦ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８

ＡＦ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
７
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
９
８

Ａ
Ｆ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
２
５

Ａ
Ｆ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
２

Ａ
Ｆ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
８

ＡＧｎ
　
病
院
事
業
一
般
会
計
出
資
債
（
機
械
器
具
整
備
事
業
）
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額

ＡＨ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
６

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８

ＡＨ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８
６

ＡＨ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
８
３

ＡＨ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
８

Ａ
Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
５
７

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
１
９

Ａ
Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
６
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
０
３

Ａ
Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
６
０
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
９
６

ＡＩ１
　
救
急
告
示
病
院
数

ＡＩ２
　
救
急
告
示
等
病
床
数

Ａ
Ｊ
　
上
水
道
の
高
料
金
対
策
に
係
る
繰
出
基
準
額

Ａ
Ｋ
　
上
水
道
水
源
開
発
元
利
償
還
金

Ａ
Ｌ
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
負
担
金

Ａ
Ｍ
　
上
水
道
広
域
化
対
策
元
利
償
還
金

Ａ
Ｎ
　
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
元
利
償
還
金
（
平
成
１
１
年
度
以
前
）

ＡＯｎ
　
ｎ
年
度
に
お
け
る
市
町
村
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
同
意
等
額
（
符
号
Ａ
Ｏ'

ｎ

に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

ＡＰ１２＝

０
．
０
２
６

ＡＰ１３＝

０
．
０
２
７

ＡＰ１４＝
０
．
０
２
２

ＡＰ１５＝

０
．
０
２
４
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ＡＰ１６＝

０
．
０
１
９

ＡＰ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８

ＡＰ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７

ＡＰ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

ＡＰ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

ＡＰ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
７
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

ＡＰ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

ＡＰ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

ＡＰ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

ＡＰ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

ＡＰ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

ＡＰ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

ＡＰ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
２

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
０

ＡＰ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
２

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
３

ＡＰ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
７
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
８

Ａ
Ｐ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
０
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
３

Ａ
Ｐ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
１

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
３

Ａ
Ｐ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
７

Ａ
Ｐ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
９
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
１
１

Ａ
Ｏ'

ｎ

　
ｎ
年
度
に
お
け
る
広
域
化
推
進
事
業
に
係
る
市
町
村
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
同
意
等
額

Ａ
Ｐ'
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７
５

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
０

Ａ
Ｐ'

令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
０
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Ａ
Ｐ'

令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
９

Ａ
Ｐ'

令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
９
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
１
３

Ａ
Ｑ
　
市
町
村
立
看
護
師
等
養
成
所
生
徒
数

Ａ
Ｒ
　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
病
院
事
業
債
（
脱
炭
素
化
事
業
）
に
係

る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ａ
Ｓ

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
７

Ａ
Ｔ
　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
上
水
道
及
び
簡
易
水
道
一
般
会
計
出
資

債
（
脱
炭
素
化
事
業
）
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ａ
Ｕ

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
７

α

　
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
（
当
該
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て

加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除

し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で

当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小

数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
年
度
の

４
月
１
日
以
前
３
年
の
間
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
つ
て
そ
の
区
域
に
異
動
の
あ
つ

た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い

た
も
の
と
み
な
し
て
算
定
し
、
こ
れ
ら
の
額
の
分
別
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
４
９
条
及
び
第
５
０
条

の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
に－

０
．
５
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
０
．
７
０
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
当
該
合
計
数
が
、

０
．
３
０
０
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
３
０
０
と
し
、
０
．
５
０
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
０
０
と

す
る
。

Ａ
Ｒ
２
　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
病
院
事
業
債
（
脱
炭
素
化
事
業
・
残

余
分
）
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ａ
Ｓ
２

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
９
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
１
１

Ａ
Ｒ
２'

　
令
和
４
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
病
院
事
業
債
（
脱
炭
素
化
事
業
・
特

別
分
・
残
余
分
）
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ａ
Ｓ
２'

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
９
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
１
３

　
　

　

２
　
診
療
所
の
数
は
、
前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
医
療
法
第
一
条
の
五
第
二

項
に
規
定
す
る
診
療
所
（
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
診
療
所
は
、
当
該
診
療
所
の
所
在
す
る
市
町

村
立
の
診
療
所
（
当
該
市
町
村
が
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
で
あ
る
場
合
で
総
務

大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市

町
村
立
の
診
療
所
）
と
み
な
す
。
）
の
う
ち
同
日
現
在
に
お
い
て
休
診
し
て
い
る
も
の
を
除
い
た
も
の

（
以
下
「
市
町
村
立
診
療
所
」
と
い
う
。
）
の
数
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
数
と
す
る
。

３
　
診
療
所
病
床
数
は
、
前
年
度
に
お
け
る
医
療
法
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
知
事
に
報
告
し
た
市
町
村
立
診
療
所
の
病
床
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
診
療
所

大
使
用
病
床

数
」
と
い
う
。
）
に
、
市
町
村
立
診
療
所
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
算
し
た
数
を
加
え

た
数
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
＋
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
＋
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９

（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
又
は
（
Ｃ－

Ｄ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ｃ
が
Ａ
よ
り
も

小
さ
く
な
い
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
０
と
し
、
Ｄ
が
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
と

き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）
は
０
と
し
、
Ｃ≦

Ｄ≦

Ｂ
の
と
き
は
（
Ｂ－

Ｃ
）
は

（
Ｂ－

Ｄ
）
と
し
、
Ｂ≦

Ｃ≦

Ｄ≦

Ａ
又
は
Ｃ≦

Ｂ≦

Ｄ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｄ
）
と

し
、
Ｂ≦

Ｄ≦

Ｃ≦

Ａ
又
は
Ｄ≦

Ｂ≦

Ｃ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｃ
）
と
し
、
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
、
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
４
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
診
療
所
稼
働
病
床
数
（
診
療
所
病
床
数
は
、
医
療
法
第
三
十

条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
た
市
町
村
立
診
療
所
の
病
床
数
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
診
療
所
稼
働
病
床
数
」
と
い
う
。
）

Ｂ
　
３
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
診
療
所
稼
働
病
床
数

Ｃ
　
前
々
年
度
に
お
け
る
診
療
所

大
使
用
病
床
数

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
診
療
所

大
使
用
病
床
数

４
　
簡
易
水
道
等
給
水
人
口
は
、
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
公
共
施
設
状
況
調
に

よ
る
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る
簡
易
水
道
事
業
の
施
設
及
び
飲
料

水
供
給
施
設
に
係
る
給
水
人
口
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

算
式

Ａ
＋
Ｂ×

０
．
９
＋
Ｃ×

０
．
７
＋
Ｄ×

０
．
５
＋
Ｅ×

０
．
３
＋
Ｆ×

０
．
１

算
式
の
符
号

Ａ
　
「
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
の
給
水
人
口
に
つ
い
て
」
（
令
和
４
年
１
０
月
２
５
日
付
け

総
財
営
第
６
９
号
）
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
５
年
前
の
４
月
１
日
か
ら
１
年
前
の
３
月
３
１
日
ま
で
の

間
に
簡
易
水
道
事
業
を
統
合
し
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
に
お
け
る

給
水
人
口

Ｂ
　
「
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
の
給
水
人
口
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
６
年
前
の

４
月
１
日
か
ら
５
年
前
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
簡
易
水
道
事
業
を
統
合
し
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
に
お
け
る
給
水
人
口

Ｃ
　
「
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
の
給
水
人
口
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
７
年
前
の

４
月
１
日
か
ら
６
年
前
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
簡
易
水
道
事
業
を
統
合
し
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
に
お
け
る
給
水
人
口

Ｄ
　
「
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
の
給
水
人
口
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
８
年
前
の

４
月
１
日
か
ら
７
年
前
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
簡
易
水
道
事
業
を
統
合
し
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
に
お
け
る
給
水
人
口

Ｅ
　
「
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
の
給
水
人
口
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
９
年
前
の

４
月
１
日
か
ら
８
年
前
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
簡
易
水
道
事
業
を
統
合
し
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
に
お
け
る
給
水
人
口
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Ｆ
　
「
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
の
給
水
人
口
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
１
０
年
前

の
４
月
１
日
か
ら
９
年
前
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
簡
易
水
道
事
業
を
統
合
し
有
す
る
こ
と
と
な
つ

た
統
合
水
道
に
係
る
旧
簡
易
水
道
区
域
に
お
け
る
給
水
人
口

　
　

　

５
　
簡
易
水
道
事
業
債
元
利
償
還
金
は
、
簡
易
水
道
整
備
事
業
費
（
簡
易
水
道
未
普
及
解
消
緊
急
対
策

事
業
費
を
含
む
。
）
の
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該

年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に

四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に

簡
易
水
道
未
普
及
解
消
緊
急
対
策
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
十
一
年
度
以
前
に
発
行
を
許
可

さ
れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け

る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
加
え
た
額
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償

還
金
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成

立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
元
利

償
還
金
と
み
な
す
。

６
　
平
成
十
二
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
簡
易
水
道
事
業
債
同
意
等
額
は
、
簡
易
水

道
整
備
事
業
費
（
簡
易
水
道
未
普
及
解
消
緊
急
対
策
事
業
費
を
含
む
。
）
の
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
十

二
年
度
及
び
平
成
十
三
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
額
並
び
に
平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
に
四
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
簡
易
水
道
未
普
及
解
消
緊
急
対
策
事
業
費
の
財
源
に
充

て
る
た
め
平
成
十
二
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
簡
易
水
道
事
業

に
係
る
地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
等
の
適
用
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
二
十
七
年
度
か

ら
令
和
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当

す
る
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
に
二
十
分
の
十
一
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た

額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、

当
該
同
意
等
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た

率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の

地
方
団
体
の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

７
　
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
資
本
費
は
、
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
の
規
定
の
全
て
に
該
当
す
る
簡
易

水
道
事
業
（
「
公
営
企
業
の
経
営
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九

日
付
け
総
財
公
第
百
七
号
、
総
財
営
第
七
十
三
号
、
総
財
準
第
八
十
三
号
）
に
基
づ
く
「
「
経
営
戦
略
」

策
定
の
定
義
」
を
満
た
す
経
営
戦
略
（
以
下
「
経
営
戦
略
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
た
事
業
で
あ
り
、
か

つ
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
が
三
万
人
以
上

の
市
町
村
（
構
成
市
町
村
の
人
口
合
計
が
三
万
人
以
上
の
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
を
含
む
。
）
が
行
う
事
業
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
し
て
い
る
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
以
下
「
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
調

査
し
た
前
々
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
の
当
該
簡
易
水
道
事
業
の
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た

り
の
資
本
費
の
額
と
す
る
。

（
１
）
　
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
簡
易
水
道
事
業
の
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
資
本
費

の
額
が
一
五
三
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
　
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
簡
易
水
道
事
業
の
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
供
給
単

価
が
一
八
一
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

８
　
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
有
収
水
量
は
、
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
事
業
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
前
々
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
の
当
該
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
事
業
の
有
収
水
量
と
す
る
。

　
　

　

９
　
市
町
村
立
等
病
院
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
医
療
法
第
一

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
（
地
方
公
営
企
業
法
第
二
条
第
二
項
の
財
務
規
定
等
の
適
用
が
あ
る

も
の
又
は
当
該
市
町
村
若
し
く
は
当
該
市
町
村
が
構
成
団
体
で
あ
る
一
部
事
務
組
合
が
地
方
独
立
行
政

法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行

政
法
人
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
経
営
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
立
病
院
」
と
い
う
。
）
の
結
核
病
床
、
精
神
病
床
及

び
感
染
症
病
床
の
許
可
病
床
数
並
び
に
前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の

施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
を
合
算
し
た
数
に
、
市
町
村
立
病
院
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し

た
数
を
合
算
し
た
数
を
加
え
た
数
と
し
、
市
町
村
立
等
病
院
特
例
病
床
数
は
、
六
年
前
の
三
月
三
十
一

日
か
ら
一
年
前
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
病
床
数
の
減
少
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
病
院
（
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
一
部

事
務
組
合
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条

の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る
病
院
を
含
む
。
）
の
病
床
数
は
、
当
該
病
床
数
を
当
該

組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い

と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
立
の
病
院
の
病
床

数
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指

定
す
る
市
町
村
立
の
病
院
の
病
床
数
）
と
み
な
し
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
病

院
（
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る

設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る
病
院
を
含
む
。
）

の
病
床
数
は
、
当
該
病
床
数
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
都
道
府
県
の
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し

て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ

り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
立
及
び
市
町
村
立
の
病
院
の
病
床
数
（
都
道
府
県
知
事
の

申
告
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
都
道
府
県
立
又
は
市
町
村
立
の

病
院
の
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
病
床
数
）
と
み
な
す
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
＋
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
＋
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９

（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
又
は
（
Ｃ－

Ｄ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ｃ
が
Ａ
よ
り
も

小
さ
く
な
い
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
０
と
し
、
Ｄ
が
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
と

き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）
は
０
と
し
、
Ｃ≦

Ｄ≦

Ｂ
の
と
き
は
（
Ｂ－

Ｃ
）
は

（
Ｂ－

Ｄ
）
と
し
、
Ｂ≦

Ｃ≦

Ｄ≦

Ａ
又
は
Ｃ≦

Ｂ≦

Ｄ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｄ
）
と

し
、
Ｂ≦

Ｄ≦

Ｃ≦

Ａ
又
は
Ｄ≦

Ｂ≦

Ｃ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｃ
）
と
し
、
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
、
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
４
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｂ
　
３
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数
（
た
だ
し
、
当
該

市
町
村
立
病
院
が
医
療
法
第
１
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
診
療
所
に
転
換
し
た
場
合
は
、
当
該
診
療

所
の
病
床
数
）

Ｃ
　
前
々
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
（
た
だ
し
、
当

該
市
町
村
立
病
院
が
医
療
法
第
１
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
診
療
所
に
転
換
し
た
場
合
は
、
当
該
診

療
所
の
病
床
数
）

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
（
た
だ
し
、
当
該

市
町
村
立
病
院
が
医
療
法
第
１
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
診
療
所
に
転
換
し
た
場
合
は
、
当
該
診
療

所
の
病
床
数
）

１
０
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
大

学
に
附
属
す
る
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
立
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大
学
附
属
病
院
」
と
い
う
。
）
の
結
核
病
床
、
精
神
病
床
及
び
感
染
症
病
床
の
許
可
病
床
数
並
び
に
前
年

度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
を
合
算
し
た
数
に
、
市
町
村

立
大
学
附
属
病
院
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
算
し
た
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
＋
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
＋
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９

（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
又
は
（
Ｃ－

Ｄ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ｃ
が
Ａ
よ
り
も

小
さ
く
な
い
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
０
と
し
、
Ｄ
が
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
と

き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）
は
０
と
し
、
Ｃ≦

Ｄ≦

Ｂ
の
と
き
は
（
Ｂ－

Ｃ
）
は

（
Ｂ－

Ｄ
）
と
し
、
Ｂ≦

Ｃ≦

Ｄ≦

Ａ
又
は
Ｃ≦

Ｂ≦

Ｄ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｄ
）
と

し
、
Ｂ≦

Ｄ≦
Ｃ≦

Ａ
又
は
Ｄ≦

Ｂ≦

Ｃ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｃ
）
と
し
、
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
、
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
４
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｂ
　
３
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｃ
　
前
々
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

１
１
　
市
町
村
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
リ

ハ
ビ
リ
病
院
（
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
の
う
ち
そ
の
病
床
が
主
と
し
て
同
法
第

七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
で
あ
る
病
院
で
主
と
し
て
理
学
療
法
又
は
作
業
療
法
を
行

う
病
院
を
い
い
、
市
町
村
立
病
院
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
」
と

い
う
。
）
の
結
核
病
床
、
精
神
病
床
及
び
感
染
症
病
床
の
許
可
病
床
数
並
び
に
前
年
度
に
お
け
る
一
般
病

床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数
を
合
算
し
た
数
に
、
市
町
村
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
ご

と
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
算
し
た
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
＋
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
＋
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９

（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
又
は
（
Ｃ－

Ｄ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ｃ
が
Ａ
よ
り
も

小
さ
く
な
い
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
０
と
し
、
Ｄ
が
Ａ
、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
と

き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
、
（
Ｂ－

Ｃ
）
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）
は
０
と
し
、
Ｃ≦

Ｄ≦

Ｂ
の
と
き
は
（
Ｂ－

Ｃ
）
は

（
Ｂ－

Ｄ
）
と
し
、
Ｂ≦

Ｃ≦

Ｄ≦

Ａ
又
は
Ｃ≦

Ｂ≦

Ｄ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｄ
）
と

し
、
Ｂ≦

Ｄ≦

Ｃ≦

Ａ
又
は
Ｄ≦

Ｂ≦

Ｃ≦

Ａ
の
と
き
は
（
Ａ－

Ｂ
）
は
（
Ａ－

Ｃ
）
と
し
、
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
３
、
（
Ｂ－

Ｃ
）×

０
．
６
及
び
（
Ｃ－

Ｄ
）×

０
．
９
に
小
数
点
以
下
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
４
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｂ
　
３
年
前
の
７
月
１
日
現
在
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
稼
働
病
床
数

Ｃ
　
前
々
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

Ｄ
　
前
年
度
に
お
け
る
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床
の
施
設
全
体
の

大
使
用
病
床
数

１
２
　
市
町
村
立
等
病
院
事
業
債
元
利
償
還
金
は
、
令
和
三
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち

医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
建
設
又
は
改

良
に
要
す
る
経
費
（
当
該
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
事
業
の
経
営
に
伴
う
収
入
の
額
を
超
え

る
部
分
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に

お
け
る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の

二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
令

和
四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
災
害
拠
点
病
院
が
災
害
時
に
お
け
る
救
急
医
療
の
た
め

に
行
う
施
設
（
通
常
の
診
療
に
必
要
な
施
設
を
上
回
る
施
設
）
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に

借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
算
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す

る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が

協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）

に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
元
利
償
還
金
と
み
な
す
。

１
３
　
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
市
町
村
立
等
病
院
事
業
債
同
意
等
額
は
、

令
和
四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十
五
年
度
か

ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
及
び
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
定
め
る
地
域
医
療
構
想
と
の
整
合
性
に
係
る
当
該
都
道
府

県
の
意
見
に
基
づ
き
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の
二

（
平
成
十
三
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
の
継
続
事
業
及
び
特
別
分
（
「
公
立
病

院
に
係
る
財
政
措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
付
け
総
財
準
第
六
十
一
号
）
第

１
　
３
（
１
）
の
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
係
る
公
立
病
院
の
施
設
・
設
備
の
整
備
を
い
う
。
以
下

こ
の
１
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
二
分
の
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
令
和
四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当

す
る
も
の
の
う
ち
災
害
拠
点
病
院
が
災
害
時
に
お
け
る
救
急
医
療
の
た
め
に
行
う
施
設
（
通
常
の
診
療

に
必
要
な
施
設
を
上
回
る
施
設
）
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平

成
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
の
定
め
る
地
域
医
療
構
想
と
の
整
合
性
に
係
る
当
該
都
道
府
県
の
意
見
に

基
づ
き
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る

額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
三
分
の
一
（
平
成
十
三
年

度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
及
び
平
成
十
四
年
度
か
ら
の
継
続
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
二
分
の
一
）

を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
若
し
く
は
令

和
四
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
災
害
時
医
療
施
設
（
「
災
害
時
の
医
療
確
保
に
必
要
な
公

立
病
院
の
施
設
整
備
に
係
る
財
政
措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
付
け
総
財
経

第
七
十
号
）
に
お
い
て
定
め
る
対
象
医
療
施
設
で
あ
つ
て
、
通
常
の
診
療
に
必
要
な
施
設
を
上
回
る
も

の
を
い
う
。
）
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設

置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
二
十
八
年
度

か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
当

該
都
道
府
県
の
定
め
る
地
域
医
療
構
想
と
の
整
合
性
に
係
る
当
該
都
道
府
県
の
意
見
に
基
づ
き
適
当
と

認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
な
お
、
令
和
三
年
度
以
前
に
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
二
分
の
一
（
特
別
分
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て

は
三
分
の
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

。
）
と
す
る
。
）
の
合
算
額
（
医
療
施
設
整
備
事
業
分
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年

度
ま
で
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
三
十
万

円
を
上
回
る
額
を
、
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
三
十
六
万
円
を
上
回
る
額
、
令
和
三
年
度
に

72



同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
四
十
万
円
を
上
回

る
額
、
令
和
四
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ

た
り
四
十
七
万
円
を
上
回
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組

合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、
当
該
同
意
等
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が

協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）

に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

１
４
　
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
債
元
利
償
還
金
は
、
「
繰
出
金
等
に
つ
い
て
」
に
よ
つ
て
報
告
の

あ
つ
た
当
該
市
町
村
立
の
大
学
に
附
属
す
る
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
の
建
設
又

は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
五
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発

行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
用
地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
及
び
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修

部
門
に
係
る
も
の
並
び
に
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度

に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す

る
。

　
　

　

１
５
　
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
債
同
意

等
額
は
、
「
繰
出
金
等
に
つ
い
て
」
に
よ
つ
て
報
告
の
あ
つ
た
当
該
市
町
村
立
の
大
学
に
附
属
す
る
医
療

法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
十
五

年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
用

地
、
職
員
宿
舎
、
看
護
師
宿
舎
、
大
学
の
用
に
供
す
る
研
究
・
研
修
部
門
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
も
の
並
び
に
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
医
療
施
設
整
備
事
業
分
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま

で
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
三
十
万
円
を

上
回
る
額
、
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に

つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
三
十
六
万
円
を
上
回
る
額
、
令
和
三
年
度
に
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
四
十
万
円
を
上
回
る
額
、

令
和
四
年
度
に
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
建
築
単
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
四

十
七
万
円
を
上
回
る
額
を
除
き
、
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
す
る
。

１
６
　
病
院
事
業
一
般
会
計
出
資
債
同
意
等
額
は
、
令
和
三
年
度
繰
出
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち

医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
の
再
編
等
に
伴
う
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
経
費
で

あ
つ
て
通
常
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
部
分
を
超
え
る
も
の
に
充
て
る
た
め
平
成
二
十
年
度
か
ら
令

和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、

当
該
同
意
等
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た

率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の

地
方
団
体
の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

１
７
　
救
急
告
示
病
院
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
に
お
け
る
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
市
町
村
の
経
営
す
る
病
院
（
市
町
村
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人

の
経
営
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
救

急
告
示
病
院
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団

体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る
病
院
を
含
む
。
）
は
、
当

該
組
合
を
構
成
す
る
い
ず
れ
か
の
市
町
村
の
経
営
す
る
救
急
告
示
病
院
と
み
な
し
、
都
道
府
県
及
び
市

町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
救
急
告
示
病
院
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
同
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定

す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る
救
急
告
示

病
院
を
含
む
。
）
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
都
道
府
県
の
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、

総
務
大
臣
が
承
認
し
た
い
ず
れ
か
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
経
営
す
る
救
急
告
示
病
院
と
み
な
す
。

１
８
　
救
急
告
示
等
病
床
数
は
、
前
年
の
七
月
一
日
に
お
け
る
１
７
に
規
定
す
る
病
院
の
救
急
告
示
病

院
病
床
数
又
は
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
病
床
数
（
そ
の
数
が
三
十
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
）

を
合
算
し
た
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
救
急
告
示
病
院
（
都

道
府
県
及
び
市
町
村
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第

八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す
る
救
急
告
示
病
院
を
含
む
。
）
の
救
急
告
示
等

病
床
数
は
、
当
該
病
床
数
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承

認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ

ぞ
れ
の
市
町
村
立
の
救
急
告
示
等
病
床
数
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す

る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
立
の
救
急
告
示
等
病
床
数
）
と
み
な
し
、
都
道

府
県
及
び
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
救
急
告
示
病
院
（
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
同
法
第
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
で
あ
る
同
法
第
八
十
一
条
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
経
営
す

る
救
急
告
示
病
院
を
含
む
。
）
の
救
急
告
示
等
病
床
数
は
、
当
該
病
床
数
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
都
道

府
県
の
知
事
及
び
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い

と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の

救
急
告
示
等
病
床
数
（
都
道
府
県
知
事
の
申
告
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が

指
定
し
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
救
急
告
示
病
院
の
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
救
急
告
示
等
病
床
数
）

と
み
な
す
。

１
９
　
上
水
道
の
高
料
金
対
策
に
係
る
繰
出
基
準
額
は
、
「
令
和
五
年
度
の
地
方
公
営
企
業
繰
出
金
に
つ

い
て
（
通
知
）
」
（
令
和
五
年
四
月
三
日
付
け
総
財
公
第
二
十
八
号
）
第
１
、
６
（
２
）
イ
（
ア
）
に
該

当
す
る
繰
出
基
準
額
と
し
て
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
千
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

１
４
８
）×

Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
規
定
の
全
て
に
該
当
す
る
高
料
金
対
策
上
水
道
事
業
（
経
営
戦

略
を
策
定
し
た
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
以
下
「
高
料
金
対
策
上
水
道
事
業
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
前
々
年
度
の
３
月
３
１
日
現
在
の
当
該
高
料
金
対
策
上
水

道
事
業
の
有
収
水
量
１
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
資
本
費

（
１
）
　
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
上
水
道
事
業
の
有
収
水
量
１
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
資
本
費
の

額
が
１
４
８
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
　
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
上
水
道
事
業
の
有
収
水
量
１
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
給
水
原
価

が
２
４
４
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
　
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
上
水
道
事
業
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政

援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
３
年
法
律
第
４
０
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
被

災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
浪
江
町
及
び
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
加
入
す
る
地
方
自
治
法
第
２
８
４

条
第
１
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
の
う
ち
双
葉
地
方
水
道
企
業
団
が
実
施
す
る
上

水
道
事
業
を
除
く
。
）
の
有
収
水
量
１
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
供
給
単
価
が
１
８
１
円
以
上
で
あ
る
こ

と
。

Ｂ
　
高
料
金
対
策
上
水
道
事
業
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
前
々
年
度
の
３
月
３
１
日
現
在
の
当

該
高
料
金
対
策
上
水
道
事
業
の
有
収
水
量

２
０
　
上
水
道
水
源
開
発
元
利
償
還
金
は
、
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
水
源
開
発
施

設
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
四
十
二
年
度
か
ら
平
成
元
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
許
可
額
の
う
ち
国
庫
の
補
助
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
額
の

三
十
分
の
七
（
昭
和
五
十
五
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
事
業
及

び
繰
出
基
準
に
基
づ
き
一
般
会
計
か
ら
出
資
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て

は
、
三
分
の
一
）
に
相
当
す
る
額
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
建
設
仮
勘
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
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に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該
組

合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い

と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
元
利
償
還
金

と
み
な
す
。

　
　

　

２
１
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
負
担
金
は
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
第
二
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
当
該
年
度
中
に
当
該
市
町
村
が
支
払
う
割
賦
負
担
金
の
額
（
建
設
仮
勘
定
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
負
担
金
は
、
当
該
負

担
金
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議

が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体

の
負
担
金
と
み
な
す
。

２
２
　
上
水
道
広
域
化
対
策
元
利
償
還
金
は
、
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
広
域
化
施

設
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
四
十
二
年
度
か
ら
平
成
元
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
許
可
額
の
う
ち
国
庫
の
補
助
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
額
（
超

過
率
の
適
用
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
れ
ぞ
れ
の
超
過
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）

の
三
十
分
の
七
（
昭
和
五
十
五
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
事
業

及
び
繰
出
基
準
に
基
づ
き
一
般
会
計
か
ら
出
資
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ

て
は
、
三
分
の
一
）
に
相
当
す
る
額
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
建
設
仮
勘
定
に
係
る

も
の
を
除
く
。
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該

組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な

い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
元
利
償
還

金
と
み
な
す
。

２
３
　
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
元
利
償
還
金
は
、
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
施
設

整
備
等
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
が
上
水
道
事
業
特
別
会
計
に
出
資
す
る
財
源
に
充
て

る
た
め
平
成
十
一
年
度
以
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入

れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当

該
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、

総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し

た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
元
利
償
還
金
と
み
な
す
。

２
４
　
平
成
十
二
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
市
町
村
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
同
意

等
額
は
、
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る
上
水
道
施
設
整
備
等
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
一

般
会
計
が
上
水
道
事
業
特
別
会
計
に
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
十
二
年
度
か
ら
令
和
四
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、
当
該
同
意

等
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議

が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体

の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

２
５
　
広
域
化
推
進
事
業
に
係
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
市
町
村
上
水
道

一
般
会
計
出
資
債
同
意
等
額
は
、
広
域
化
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
が
上
水
道
事

業
特
別
会
計
に
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る

経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
当
該
地
方
債
の
同
意
等
額
は
、
当
該
同
意
等
額
を
当
該
組
合
を
構

成
す
る
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、

総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
団
体
の
同
意
等
額
と
み
な
す
。

２
６
　
市
町
村
立
看
護
師
等
養
成
所
生
徒
数
は
、
「
繰
出
金
等
に
つ
い
て
」
に
よ
つ
て
報
告
さ
れ
た
当
該

市
町
村
立
看
護
師
養
成
所
及
び
准
看
護
師
養
成
所
の
前
年
の
四
月
一
日
現
在
の
生
徒
数
と
保
健
師
助
産

師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
が
指
定
し
た
当
該
市
町
村
立
保
健
師
養
成
所
及
び
助
産
師
養
成
所
の
前
年
の
四
月
一
日
現
在
の
生

徒
数
の
合
計
数
と
す
る
。

　
　

　

２
７
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
イ
、
算
式
ウ
、
算
式
エ
及
び
算
式
オ
に
よ
り
算
定

し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
イ

１
／
Ａ×

｛
（
０
．
５
＋
０
．
５×

α

）×

Ｂ×

０
．
４
６
７
＋
（
０
．
５
＋
０
．
５×

β

）×

Ｃ×

０
．
３
１
９
｝

算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
７
（
６
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
に
１
．
７
５
を
乗
じ
て
得
た
数
、
５
（
４
）
割
軽
減
保
険
料

軽
減
者
数
に
１
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
数
及
び
２
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た

数
を
合
算
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
７
（
６
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
に
１
．
７
５
を
乗
じ
て
得
た
数
、
５
（
４
）
割
軽
減
保
険

料
軽
減
世
帯
数
に
１
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
数
及
び
２
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
に
０
．
５
を
乗
じ

て
得
た
数
を
合
算
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
減
額
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
計

ｂ
　
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

β
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

74



に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｃ
　
減
額
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
計

ｄ
　
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

算
式
ウ

算
式
ウ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
７
（
６
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
、
５
（
４
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
に
０
．
９
３
を
乗
じ

て
得
た
数
及
び
２
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
に
０
．
８
７
を
乗
じ
て
得
た
数
を
合
算
し
た
数
（
整
数
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
エ

算
式
エ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
一
般
被
保
険
者
数

算
式
オ

算
式
オ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

算
式
の
符
号

α

　
算
式
イ
の
符
号α

に
同
じ
。

Ｂ'

　
算
式
イ
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

β

　
算
式
イ
の
符
号β

に
同
じ
。

Ｃ'

　
算
式
イ
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数

算
式

γ

が
０
．
６
１
以
上
の
と
き
　γ

／
０
．
６
１

γ

が
０
．
５
６
以
上
０
．
６
１
未
満
の
と
き
　

γ

が
０
．
５
６
未
満
の
と
き
　
０

算
式
の
符
号

γ
＝

保
険
料
軽
減
世
帯
数
計
／
一
般
被
保
険
者
世
帯
等
数

Ｄ
　
国
民
健
康
保
険
実
態
調
査
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
た
前
年
度
の
９
月
３
０
日
現
在
の
当

該
団
体
の
国
民
健
康
保
険
一
般
被
保
険
者
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
前
年
度
９
月
３
０
日
現
在
一

般
被
保
険
者
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
６
０
歳
以
上
７
５
歳
未
満
の
者
の
数

Ｅ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

０
．
５
４≦

（
ａ
／
ｂ
）
の
と
き
　

（
ａ
／
ｂ
）＜

０
．
４
３
の
と
き
　
０

算
式
の
符
号

ａ
　
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

ｂ
　
前
年
度
９
月
３
０
日
現
在
一
般
被
保
険
者
数

２
８
　
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
が
国
民
健
康
保
険
を
行
う
と
き
は
、
当
該
組
合
に
係
る
七
（
六
）
割

軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
、
五
（
四
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
、
二
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
、
七
（
六
）

割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
、
五
（
四
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
、
二
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
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数
、
減
額
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
計
及
び
減
額
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
計
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る

市
町
村
ご
と
に
分
別
し
て
２
６
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　

　

２
９
　
一
般
被
保
険
者
世
帯
等
数
は
、
市
町
村
税
課
税
状
況
調
（
国
保
関
係
）
の
「
第
１
表
　
ｎ―

２

年
度
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
状
況
に
関
す
る
調
」
の
「
（
そ
の
１
基
礎
課
税
（
賦
課
）
額
に
係
る

分
」
の
「
被
保
険
者
世
帯
等
数
」
の
「
計
（
Ｃ
）
」
の
欄
の
数
と
す
る
。

　
十　高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
ア
、
算
式
イ
、
算
式
ウ
及
び
算
式
エ
に
よ
り
算
定
し
た

数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式
ア

（
Ｂ×

１
０
）
／
Ａ

算
式
ア
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
被
措
置
者
数

算
式
イ

算
式
イ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
受
給
者
数

Ｃ
　
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数

算
式
ウ

（
Ｂ×

６
３
．
５
５
６
＋
Ｃ×

８
０
．
４
６
０
＋
Ｄ×

１
２
６
．
７
２
２
）
／
Ａ

算
式
ウ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
年
間
平
均
利
用
者
数
が
５
人
以
下
で
あ
る
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
施
設
数

Ｃ
　
年
間
平
均
利
用
者
数
が
６
人
以
上
１
０
人
以
下
で
あ
る
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
施
設
数

Ｄ
　
年
間
平
均
利
用
者
数
が
１
１
人
以
上
で
あ
る
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
施
設
数

算
式
エ

Ｂ×

０
．
０
５
２
／
Ａ

算
式
エ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
所
得
段
階
別
第
１
号
被
保
険
者
数
に
お
け
る
、
第
１
段
階
被
保
険
者
数
に
１
．
０
０
を
乗
じ
て
得

た
数
、
第
２
段
階
被
保
険
者
数
に
１
．
２
５
を
乗
じ
て
得
た
数
及
び
第
３
段
階
被
保
険
者
数
に
０
．
２

５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
を
合
算
し
た
数

　
　

　

２
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
被
措
置
者
数
は
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
老
人
福
祉
法
（
昭
和

三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
措
置
さ
れ
て
い
る
者
と

し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
三
十
三
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
措

置
人
数
」
の
う
ち
当
該
市
町
村
が
そ
の
経
費
を
負
担
し
た
も
の
の
実
人
員
数
に
〇
・
八
四
〇
〇
を
乗
じ

て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
と
す
る
。

３
　
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
受
給
者
数
は
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
、
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
に
よ

つ
て
令
和
五
年
二
月
分
と
し
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
一
般
状
況
（
１
１
）
居
宅
介
護
（
介
護

予
防
）
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
」
の
表
側
「
総
数
」
、
表
頭
「
合
計
」
の
欄
の
数
値
（
以
下
「
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
受
給
者
数
」
と
い
う
。
）
及
び
「
一
般
状
況
（
１
２
）
地
域
密
着
型
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
受

給
者
数
」
の
表
側
「
総
数
」
、
表
頭
「
合
計
」
の
欄
の
数
値
（
以
下
「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
受
給
者

数
」
と
い
う
。
）
の
合
計
数
と
す
る
。

４
　
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
は
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
、
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
に
よ
つ

て
令
和
五
年
二
月
分
と
し
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
一
般
状
況
（
１
３
）
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

受
給
者
数
」
の
表
側
「
総
数
」
、
表
頭
「
合
計
」
の
欄
の
数
値
と
す
る
。

５
　
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
施
設
数
は
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通
所
介
護
を
行
う
こ
と
又
は
同
条
第
八
項
に
規

定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
施
設
に
併
設
又
は
隣
接
さ
れ
る
居
住
施
設

の
う
ち
、
原
則
と
し
て
、
六
十
歳
以
上
の
者
の
う
ち
、
一
人
暮
ら
し
の
者
、
夫
婦
の
み
の
世
帯
に
属
す

る
者
又
は
家
族
に
よ
る
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
高
齢
等
の
た
め
独
立
し
て
生
活

す
る
こ
と
に
つ
い
て
困
難
で
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
者
」

と
い
う
。
）
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
施
設
（
た
だ
し
、
地
方
団
体

が
組
織
す
る
組
合
が
利
用
者
を
決
定
す
る
施
設
は
当
該
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
が
運
営
す
る
施
設
と

み
な
す
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数
と
す
る
。

一
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
一
）
　
利
用
者
に
対
す
る
各
種
相
談
、
助
言
及
び
緊
急
時
の
対
応

（
二
）
　
利
用
者
の
虚
弱
化
等
に
伴
い
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
場
合

に
お
け
る
利
用
手
続
き
の
援
助

（
三
）
　
利
用
者
と
地
域
住
民
と
の
交
流
を
図
る
た
め
の
各
種
事
業
の
実
施
及
び
交
流
の
た
め
の
場
の
提
供

二
　
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
市
町
村
（
地
方
団
体
が
組
織
す
る
組
合
を
含
む
。
）
が
決
定
す

る
こ
と
。

三
　
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
施
設
の
運
営
に
係
る
条
例
、
規
則
又
は
要
綱
が
施

行
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

６
　
年
間
平
均
利
用
者
数
は
、
前
年
度
に
お
け
る
施
設
の
延
べ
利
用
者
数
を
施
設
の
運
営
日
数
で
除
し

て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

７
　
第
一
段
階
被
保
険
者
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
い
て
介
護
保
険
事
業
状
況

報
告
（
年
報
）
に
よ
つ
て
令
和
二
年
度
分
と
し
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
一
般
状
況
（
４
）
所

得
段
階
別
第
１
号
被
保
険
者
数
（
当
年
度
末
現
在
）
」
の
「
ア
　
第
１
段
階
」
の
表
側
「
第
１
段
階
」
、

表
頭
「
年
度
末
現
在
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
値
、
第
二
段
階
被
保
険
者
数
は
、
「
イ
　
第
２
段
階
」
の

表
側
「
第
２
段
階
」
、
表
頭
「
年
度
末
現
在
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
値
、
第
三
段
階
被
保
険
者
数
は
、

「
ウ
　
第
３
段
階
」
の
表
側
「
第
３
段
階
」
、
表
頭
「
年
度
末
現
在
被
保
険
者
数
」
の
欄
の
数
値
と
す
る
。

８
　
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
が
介
護
保
険
を
行
う
と
き
は
、
当
該
組
合
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

受
給
者
数
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
、
第
一
段
階
被
保
険

者
数
、
第
二
段
階
被
保
険
者
数
及
び
第
三
段
階
被
保
険
者
数
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
ご
と
に

分
別
し
て
３
、
４
及
び
７
の
規
定
を
準
用
す
る
。

七十五歳以上人口

１
　
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

０
．
０
７
６
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
２
割
軽
減
被
保
険
者
数
に
０
．
４
を
乗
じ
て
得
た
数
、
５
割
軽
減
被
保
険
者
数
に
１
．
０
を
乗
じ

て
得
た
数
及
び
７
割
軽
減
被
保
険
者
数
に
１
．
４
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
整
数
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
た
数

２
　
二
割
軽
減
被
保
険
者
数
は
、
高
齢
者
医
療
実
態
調
査
に
よ
つ
て
調
査
し
た
表
「
令
和
４
年
度
市
区

町
村
別
デ
ー
タ
」
に
お
け
る
表
頭
「
２
割
軽
減
」
、
各
市
町
村
に
該
当
す
る
表
側
部
分
の
数
値
、
五
割
軽
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減
被
保
険
者
数
は
、
表
頭
「
５
割
軽
減
」
、
各
市
町
村
に
該
当
す
る
表
側
部
分
の
数
値
及
び
七
割
軽
減
被

保
険
者
数
は
、
表
頭
「
７
割
軽
減
」
、
各
市
町
村
に
該
当
す
る
表
側
部
分
の
数
値
と
す
る
。

　
十一　清掃費

人口

１
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
入
湯
税
納
税
義
務
者
数
に
〇
・
〇
〇
三
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整

数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
当
該
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
す
る
。

２
　
入
湯
税
納
税
義
務
者
数
は
、
令
和
二
年
度
の
市
町
村
税
課
税
状
況
等
の
調
（
以
下
「
市
町
村
税
課

税
状
況
調
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
令
和
元
年
度
の
入
湯
客
数
と
す
る
。

　
十二　農業行政費

農家数

１
　
密
度
補
正
Ⅰ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
四
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
０
．
０
６
７
５×

α
＋
０
．
０
４
３
１×

β

＋
０
．
０
０
６
１×

γ

）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

α

　
田
の
面
積

β

　
畑
の
面
積

γ

　
牧
草
専
用
地
の
面
積

２
　
田
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一

日
現
在
に
お
け
る
田
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
と
す
る
。

３
　
畑
の
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る

畑
の
面
積
か
ら
、
牧
草
専
用
地
の
面
積
を
除
い
た
面
積
に
、
樹
園
地
の
面
積
を
加
え
た
面
積
と
す
る
。

４
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

α

　
農
道
延
長

５
　
農
道
延
長
は
、
前
年
度
の
八
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
「
農
道
台
帳
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
年
三
月

二
十
二
日
付
け
２
構
改
Ｄ
第
四
十
六
号
）
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
土
地
改
良
法
に
基
づ
く
土
地
改
良
事

業
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
基
づ
く
森
林
総
合

研
究
所
事
業
（
同
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法

を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
、
同
法
附
則
第
十
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
緑
資
源
公
団
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
五
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
事
業
、
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第

十
九
条
第
一
項
及
び
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
並
び
に
農
用
地
開
発
公
団
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第

十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
を
含
む
。
）
又
は
ふ
る
さ
と
農
道
緊
急
整
備
事
業
（
「
ふ
る
さ
と
農
道
緊

急
整
備
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
五
年
一
月
二
十
日
付
け
５
構
改
Ｄ
第
三
十
二
号
、
自
治
調
第
一
号
）
に

よ
つ
て
採
択
さ
れ
た
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
道
路
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

農
道
と
い
う
。
）
に
係
る
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
農
道
の
う
ち
、
幅
員
が
全
区
間
に
お
い
て
四
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
農
道
の
起
点
及
び
終
点
が
道
路
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
又

は
農
道
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
農
道
で
幅
員
が
全
区
間
に
お
い
て
四
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
と

接
続
し
て
い
る
も
の
で
市
町
村
が
管
理
し
て
い
る
も
の
（
市
町
村
有
で
市
町
村
が
農
道
と
し
て
管
理
し

て
い
る
農
道
、
国
有
で
土
地
改
良
法
第
九
十
四
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
管
理
し
て
い
る
農

道
、
都
道
府
県
有
で
同
法
第
九
十
四
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
管
理
し
て
い
る
農
道
及
び
土

地
改
良
区
有
で
同
法
第
九
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
土
地
改
良
区
か
ら
申
し
出
の
あ
つ
た
農
道
で

農
道
管
理
委
託
協
定
書
が
締
結
さ
れ
て
い
る
等
委
託
関
係
が
明
ら
か
な
も
の
を
い
う
。
）
の
延
長
と
す

る
。

　
十三　林野水産行政費

林業及び水産業の従業者数

１
　
密
度
補
正
Ⅰ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

０
．
０
４
８
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積

２
　
市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た

令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
と
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の

面
積
と
の
合
計
数
と
す
る
。

３
　
密
度
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
公
有
及
び
私
有
の
林
野
面
積

４
　
公
有
及
び
私
有
の
林
野
面
積
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一

日
現
在
に
お
け
る
民
有
林
野
の
面
積
と
す
る
。

５
　
密
度
補
正
Ⅲ
に
用
い
る
密
度
は
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

３
，
１
３
２
＋
Ｃ×

１
４
４
，
６
０
６
＋
Ｄ×

１
０
５
）
／
（
４
７
１
，
０
０
０×

Ａ
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
以
下
「
市
町
村
譲
与
基
準
面
積
」
と
い
う
。
）

算
式

ａ×

ｂ

算
式
の
符
号

ａ
　
私
有
林
人
工
林
面
積
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ｂ
　
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
第
１
条
の
２
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
下
欄
に
掲
げ
る
率

Ｃ
　
市
町
村
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
林
業
従
業
者
数

Ｄ
　
市
町
村
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
人
口

６
　
市
町
村
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
林
業
従
業
者
数
（
以
下
「
市
町
村
譲
与
基
準

従
業
者
数
」
と
い
う
。
）
は
、
森
林
環
境
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
市
町
村
に
お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
森
林
環
境

税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
よ

る
数
と
す
る
。

７
　
市
町
村
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
基
準
と
な
る
人
口
（
以
下
「
市
町
村
譲
与
基
準
人
口
」
と

い
う
。
）
は
、
森
林
環
境
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る

各
市
町
村
の
人
口
と
す
る
。
た
だ
し
、
森
林
環
境
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
人
口
と
す
る
。

　
十四　地域振興費

人口

１
　
密
度
補
正
Ⅰ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
を
当
該
市
町
村
の
人
口
で
除

し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す

る
。

算
式

Ａ×

３
８
．
５
０
６
＋
（
Ｂ×

３
，
５
６
３
．
２
＋
Ｃ×

４
５
９
．
８
）×

α

算
式
の
符
号

Ａ
　
地
位
協
定
第
１
条
に
規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
及
び
家
族
で
当
該
市
町
村
に
居
住

す
る
も
の
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

Ｂ
　
地
位
協
定
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
及
び
区
域
に
係
る
土
地
の
面
積
と
し
て
総
務
大
臣
が

通
知
し
た
数

Ｃ
　
自
衛
隊
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
衛
隊
の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積
と
し
て
総
務
大
臣
が

通
知
し
た
数

α

　
Ｂ
と
Ｃ
と
の
合
計
数
を
第
５
条
第
１
項
の
表
第
２
号
１
の
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
０
．
３
０
０
未
満
の
場
合
は

１
．
０
、
０
．
３
０
０
以
上
０
．
４
０
０
未
満
の
場
合
は
１
．
１
、
０
．
４
０
０
以
上
０
．
５
０
０
未

満
の
場
合
は
１
．
２
、
０
．
５
０
０
以
上
０
．
６
０
０
未
満
の
場
合
は
１
．
３
、
０
．
６
０
０
以
上
０
．

７
０
０
未
満
の
場
合
は
１
．
５
、
０
．
７
０
０
以
上
０
．
８
０
０
未
満
の
場
合
は
２
．
０
、
０
．
８
０

０
以
上
の
場
合
は
３
．
０

２
　
密
度
補
正
Ⅲ
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
市
町
村
が
語
学
指
導
等
を
行
う
外
国
青
年
招
致
事
業
の
実
施
の
た
め
採
用
し
た
外
国
青
年
の

数
並
び
に
外
国
自
治
体
と
の
自
治
体
間
交
流
及
び
外
国
自
治
体
等
と
の
各
種
分
野
に
お
け
る
交
流
に
基

づ
い
て
招
致
し
た
外
国
籍
職
員
の
数
の
合
計
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は

境
界
変
更
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
密
度
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
数
値
（
測
定
単
位
の
数
値
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

が
、
当
該
地
方
団
体
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
算
定
期
日
に
お

け
る
区
域
」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
区
域
を
も
つ
て
存
在
す
る
日
若
し
く
は
当
該
地
方
団
体
が
存
在
し
な
い
日
又

は
こ
れ
ら
の
日
を
含
む
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
査
日
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
お
け
る
数
値
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
地
方
団
体
の
当
該
数
値
は
、
当
該
地
方

団
体
が
調
査
日
等
に
お
い
て
算
定
期
日
に
お
け
る
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
仮
定
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
当
該
境
界
変
更
に
係
る
区
域
の
面
積
及
び
人
口
が

著
し
く
少
な
い
こ
と
等
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
文
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
「
下
水
道
費
」
及
び
「
特
別
支
援
学
校
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密

度
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

４
　
「
消
防
費
」
の
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の

合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に

係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅲ

の
密
度
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

５
　
都
道
府
県
の
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ

れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
じ
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ

係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
か
ら
〇
・
〇
八
〇
を
控
除
し
た
数
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

６
　
市
町
村
の
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
か
ら
〇
・
〇
七
七

を
控
除
し
た
数
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

７
　
市
町
村
の
「
小
学
校
費
」
の
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
の
密
度
及
び
当
該
測
定

単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
五
〇
を
控
除
し
て
得
た
率
と
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と

す
る
。

８
　
市
町
村
の
「
中
学
校
費
」
の
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
の
密
度
及
び
当
該
測
定

単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
九
八
を
控
除
し
て
得
た
率
と
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と

す
る
。

９
　
都
道
府
県
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ

れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ

係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
三
〇
七
を
控
除
し
た
数
、
当
該

測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
八
四
を
控
除
し
た
数
及
び
当
該
測
定
単
位
に

係
る
算
式
ウ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
九
一
を
控
除
し
た
数
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と

す
る
。

10
　
市
町
村
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ

の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係

数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
に
係
る
密

度
補
正
Ⅱ
の
密
度
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ウ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
五
一
を
控
除
し
た

数
及
び
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
エ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
〇
八
を
控
除
し
た
数
を
合
算
し

た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
に
係
る
密
度
補
正
Ⅲ
の
密
度

か
ら
〇
・
一
八
八
を
控
除
し
た
数
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅳ
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定

め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
す

る
。

11
　
都
道
府
県
の
「
生
活
保
護
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正

の
密
度
に
別
表
第
二
の
五
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
か
ら
四
・
九
六
七
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
一
五
五
を
乗
じ
て
得
た
率

（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正

の
密
度
か
ら
一
・
四
六
一
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
〇
六
九
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
加
え
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

12
　
市
町
村
の
「
生
活
保
護
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正
の

密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
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は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
か
ら
四
・
九
六
六
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
一
五
五
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正
の

密
度
か
ら
一
・
四
六
一
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
〇
八
四
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
加
え
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

13
　
都
道
府
県
の
「
社
会
福
祉
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
（
１
）
に
係
る
密

度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
一
一
九
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
（
２
）
に
係
る
密
度
補
正
の

密
度
か
ら
〇
・
〇
八
二
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
一

三
三
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ウ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
一
五
を
控
除
し
た

数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
エ
（
１
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
五
八
を
控
除
し
た
数
、
算
式

エ
（
２
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
二
五
三
を
控
除
し
た
数
、
算
式
エ
（
３
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密

度
か
ら
〇
・
〇
四
一
を
控
除
し
た
数
、
算
式
オ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
二
〇
を
控
除
し
た
数
、
算

式
カ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
〇
五
を
控
除
し
た
数
及
び
算
式
キ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら

〇
・
〇
〇
六
を
控
除
し
た
数
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

14
　
市
町
村
の
「
社
会
福
祉
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
（
１
）
に
係
る
密
度

補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
一
七
八
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
五
五
四
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
（
２
）
に
係
る
密
度
補
正

の
密
度
か
ら
〇
・
三
五
三
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
二
五
四
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
（
１
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密

度
か
ら
〇
・
六
二
二
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
一
三
九
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
（
２
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か

ら
〇
・
九
四
二
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
〇
六
三
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ウ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
四

七
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
五
五
三
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
エ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
九
六
を
控
除
し

た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
オ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
市
（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
含
む
。
）

に
あ
つ
て
は
〇
・
〇
四
五
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
カ
（
１
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か

ら
〇
・
〇
四
二
を
控
除
し
た
数
、
算
式
カ
（
２
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
一
八
三
を
控
除
し
た
数
、

算
式
カ
（
３
）
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
三
〇
を
控
除
し
た
数
、
算
式
キ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度

か
ら
〇
・
〇
一
五
を
控
除
し
た
数
及
び
算
式
ク
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
三
九
五
を
控
除
し
た
数
に

〇
・
〇
一
一
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

15
　
「
衛
生
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
人
口
（
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
別
区
及
び
保

健
所
設
置
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
健
所
設
置
市
等
」
と
い
う
。
）
を
包
括
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、

当
該
都
道
府
県
の
人
口
か
ら
保
健
所
設
置
市
等
の
区
域
に
係
る
人
口
を
控
除
し
た
数
）
を
当
該
都
道
府
県
の
面
積

（
保
健
所
設
置
市
等
を
包
括
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
面
積
か
ら
保
健
所
設
置
市
等
の
区

域
に
係
る
面
積
を
控
除
し
た
数
）
で
除
し
て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
保
健
所
設
置
市
等
以
外
の
区
域
に
係
る
人
口
密
度
」
と

い
う
。
）
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
保
健
所

設
置
市
等
以
外
の
区
域
に
係
る
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係

る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
四
六
を
控
除
し
た
数
に
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
を
合

計
し
た
数
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ウ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅲ

の
密
度
か
ら
〇
・
一
六
九
を
控
除
し
て
得
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
エ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅲ
の
密
度
か

ら
〇
・
〇
三
五
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
オ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅲ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
五
三

を
控
除
し
た
数
及
び
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
カ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅲ
の
密
度
か
ら
〇
・
三
一
一
を
控
除
し
た

数
と
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

16
　
「
保
健
衛
生
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か

ら
〇
・
〇
〇
四
九
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正

Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
一
〇
一
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ウ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら

〇
・
〇
六
四
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
エ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
九
四
を

控
除
し
た
数
及
び
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
オ
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
と
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た

率
と
す
る
。

17
　
都
道
府
県
の
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
、
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
密
度

補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
八
七
〇
を
控
除
し
た
数
及
び

当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
一
九
を
控
除
し
た
数
と
を
合
算
し
た
率
に

一
を
加
え
た
率
と
し
、
七
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単

位
に
係
る
算
式
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
一
五
三
を
控
除
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

18
　
市
町
村
の
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
、
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
密
度
補

正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
ア
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
一
二
を
控
除
し
た
数
に
、

四
・
〇
四
二
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
イ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
六
六
〇
を
控
除
し
た
数
、
当
該
測
定

単
位
に
係
る
算
式
ウ
に
係
る
密
度
補
正
の
数
及
び
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
エ
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら

〇
・
〇
一
六
を
控
除
し
た
数
と
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
七
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す

る
も
の
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
算
式
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら
〇
・
〇
五
八
を

控
除
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

19
　
「
清
掃
費
」
の
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の

合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に

係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

20
　
都
道
府
県
の
「
農
業
行
政
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
か

ら
〇
・
〇
五
七
五
を
控
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅲ
の
密
度
か
ら

〇
・
〇
七
二
六
を
控
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅳ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅳ
の
密
度
か
ら
〇
・

〇
四
〇
〇
を
控
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

21
　
市
町
村
の
「
農
業
行
政
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
の
密
度
か
ら

〇
・
〇
九
三
三
を
控
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ
の
密
度
に
一
を

加
え
た
率
と
す
る
。

22
　
都
道
府
県
の
「
林
野
行
政
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
の
密
度
か
ら

〇
・
七
四
九
を
控
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

23
　
市
町
村
の
「
林
野
水
産
行
政
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
の
密
度

か
ら
〇
・
一
〇
一
に
当
該
年
度
の
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
、
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
、
経
常
態
容
補
正
係
数
及
び

寒
冷
補
正
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
を
控
除
し
た
数
に
〇
・
四
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅱ

の
密
度
か
ら
〇
・
〇
五
一
に
当
該
年
度
の
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
、
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
、
経
常
態
容
補
正
係

数
及
び
寒
冷
補
正
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
を
控
除
し
た
数
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補

正
Ⅲ
の
密
度
か
ら
〇
・
三
六
一
に
当
該
年
度
の
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
、
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
、
経
常
態
容
補

正
係
数
及
び
寒
冷
補
正
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
を
控
除
し
た
数
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。
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24
　
市
町
村
の
「
徴
税
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ

て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

25
　
「
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費
」
に
係
る
密
度
補
正
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を

乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

26
　
都
道
府
県
の
「
地
域
振
興
費
」
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
の
密
度
に

一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

27
　
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
及
び
密
度
補
正

Ⅲ
係
数
は
、
当
該
測
定
単
位
に
係
る
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
の
密
度
及
び
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
の
密
度
に
一
を
加
え
た
率

と
し
、
密
度
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
人
口
密
度
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を

当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
人
口
密
度
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

（
普
通
態
容
補
正
係
数
の
算
定
方
法
）

第
十
条
　
都
道
府
県
の
「
道
路
橋
り
よ
う
費
」
の
う
ち
道
路
の
面
積
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補

正
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
庁
の
所
在
す
る
市
の
地
域
手
当
の
級
地
に
係
る
別
表
第
一
に
定
め
る
率
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
の
「
小
学
校
費
」
、
「
中
学
校
費
」
及
び
「
高
等
学
校
費
」
の
う
ち
教
職
員
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も

の
の
普
通
態
容
補
正
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
「
小
学
校
費
」
及
び
「
中
学
校
費
」
に
あ
つ
て

は
、
指
定
都
市
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
の
地
域
手
当
の
級
地
に
つ
き
別
表
第
一
に
定
め

る
率
を
当
該
区
域
内
の
当
該
地
域
手
当
の
級
地
ご
と
の
市
町
村
の
人
口
に
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
（
「
小
学
校
費
」
及
び
「
中

学
校
費
」
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
の
人
口
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数

点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
（
「
中
学
校
費
」
に
あ
つ
て
は
当
該

率
に
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
し
、
「
高
等
学
校
費
」
の
う
ち
教
職
員
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
当
該
率
に
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
一
・
〇
〇
〇
に
満
た
な
い
と

き
は
、
一
・
〇
〇
〇
と
す
る
。

一
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

算
式

Ｂ
／
Ａ
＋
１

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る
中
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育
学

校
等
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
２
５
年
法
律
第
１
０
７
号
）
第
１
２
条
の
３
第
３
項
第
３
号
に
規

定
す
る
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
中
等
教

育
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
期
課

程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
６
条
の

２
及
び
第
８
条
の
２
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
同
法
第
３
条
第

１
項
及
び
第
４
条
第
２
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎

と
し
て
同
法
第
７
条
第
１
項
、
第
８
条
及
び
第
９
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標

準
と
な
る
数
と
を
合
算
し
た
数
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
調
査
し
た
数

二
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

算
式

Ｂ
／
Ａ
＋
１

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る
高
等
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育

学
校
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
高
等
学
校
の

適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
第
８
条
、
第
９
条
第
１
項
、
第
１
０
条
か
ら
第
１

２
条
ま
で
並
び
に
第
２
２
条
第
１
号
及
び
第
２
号
（
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標

準
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
２
条
第
２
項
の
表
の
一
の
項
（
普
通
教
育
に
関
す
る
科
目
及
び
専
門
教
育

に
関
す
る
科
目
を
生
徒
の
選
択
に
よ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
総
合
的
に
履
修
さ
せ
る
学
科
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
調
査

し
た
数

３
　
都
道
府
県
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
は
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
の
区
域
に
係
る
人
口
に
別
表
第
一
に
定

め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

を
合
算
し
て
得
た
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

４
　
都
道
府
県
の
「
社
会
福
祉
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
、
児

童
相
談
所
設
置
中
核
市
、
そ
の
他
の
中
核
市
、
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
並
び
に
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
中

核
市
、
そ
の
他
の
中
核
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
に
係
る
人
口
に
別
表
第
一
に
定
め

る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を

合
算
し
て
得
た
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

５
　
都
道
府
県
の
「
衛
生
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
、
中
核

市
、
特
別
区
及
び
保
健
所
設
置
市
並
び
に
そ
の
他
の
市
町
村
の
区
域
に
係
る
人
口
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ

れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
て

得
た
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

６
　
都
道
府
県
の
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態

容
補
正
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
の
区
域
に
係
る
人
口

に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
て
得
た
数
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

７
　
都
道
府
県
の
「
商
工
行
政
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
中
小
企
業
支
援

市
及
び
中
小
企
業
支
援
市
の
区
域
以
外
の
区
域
に
係
る
人
口
に
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
率
を
乗
じ
て
得

た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
て
得
た
数
を
当
該
都
道

府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
と
す
る
。

８
　
都
道
府
県
の
「
地
域
振
興
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
地

域
手
当
の
級
地
に
つ
き
別
表
第
一
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
当
該
区
域
内
の
当
該
地
域
手
当
の
級
地
ご
と
の
市
町
村
の

人
口
に
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
当

該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
並
び
に
当
該
都
道
府
県
庁
の
所
在
す
る
市
の
地
域
手
当
の
級
地
に
係
る
別
表
第
一
の
Ｂ
に
定
め
る
率

に
一
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
及
び
当
該
都
道
府
県
の
面
積
を
六
、
五
〇
〇
で
除
し
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
（
四
・
〇
〇
〇
を
超
え
る
と
き

は
、
四
・
〇
〇
〇
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
た
率
に
、
当
該
都
道
府
県
の
人
口
密
度
が
五
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ

て
は
当
該
人
口
密
度
を
一
、
〇
〇
〇
で
除
し
て
得
た
数
に
一
・
二
〇
九
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
五
位
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
か
ら
六
・
三
二
一
九
八
を
控
除
し
て
得
た
率
を
、
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そ
の
他
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
一
・
〇
〇
〇
に
満

た
な
い
と
き
は
、
一
・
〇
〇
〇
と
す
る
。

９
　
都
道
府
県
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
次

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
率
を
合
算
し
て
得
た
率
と
す
る
。

一
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
市
町
村
に
つ
い
て
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
指
数
（
小
数
点
以
下
二

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
つ
き
別
表
第
一
に
定
め
る
乗
率
Ａ
を
当

該
区
域
内
の
指
数
ご
と
の
市
町
村
の
人
口
に
乗
じ
て
得
た
数
値
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
た
数
値
を
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
人
口
を
合
計
し
た
数
で

除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
次
の

算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

（
Ａ×

４
＋
Ｂ×

８
＋
Ｃ×
１
２
＋
Ｄ×

１
６
＋
Ｅ×

２
０
＋
Ｆ×

２
５
＋
Ｇ
）
／
Ｈ

算
式
Ⅰ
の
符
号

Ａ
　
へ
き
地
教
育
振
興
法
施
行
規
則
（
昭
和
３
４
年
文
部
省
令
第
２
１
号
）
第
３
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期

課
程
に
在
勤
す
る
教
職
員
の
数

Ｂ
　
当
該
市
町
村
立
の
１
級
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
勤
す
る
教

職
員
の
数

Ｃ
　
当
該
市
町
村
立
の
２
級
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
勤
す
る
教

職
員
の
数

Ｄ
　
当
該
市
町
村
立
の
３
級
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
勤
す
る
教

職
員
の
数

Ｅ
　
当
該
市
町
村
立
の
４
級
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
勤
す
る
教

職
員
の
数

Ｆ
　
当
該
市
町
村
立
の
５
級
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
勤
す
る
教

職
員
の
数

Ｇ
　
当
該
市
町
村
立
の
無
級
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
勤
す
る
教

職
員
の
数

Ｈ
　
当
該
市
町
村
立
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
在
勤
す
る
教
職
員
の

合
計
数

算
式
Ⅱ

｛
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
５
｝
／
Ｂ
＋
１

｛
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
５
｝
／
Ｂ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。

算
式
Ⅱ
の
符
号

Ａ
　
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
指
数
が
４
以
上
の
市
町
村
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
７

年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
合
算
し
た
数

Ｂ
　
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
指
数
が
４
以
上
の
市
町
村
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年

１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
合
算
し
た
数

二
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
市
町
村
に
つ
い
て
前
号
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
指
数
（
小
数
点
以
下

二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
つ
き
別
表
第
一
に
定
め
る
乗
数
Ｂ
を

当
該
区
域
内
の
指
数
ご
と
の
市
町
村
の
人
口
（
五
〇
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
〇
、
〇
〇

〇
人
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗
じ
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
数
値
を
当
該
都
道
府
県
の

人
口
に
〇
・
五
四
三
を
乗
じ
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

｛
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
５
｝
／
Ｂ
＋
１

｛
（
Ａ－

Ｂ
）×

０
．
５
｝
／
Ｂ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
区
域
内
の
各
市
町
村
（
離
島
振
興
法
（
昭
和
２
８
年
法
律
第
７
２
号
）
、
奄
美
群

島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
２
９
年
法
律
第
１
８
９
号
。
以
下
「
奄
美
振
興
法
」
と
い
う
。
）
若
し

く
は
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
７
９
号
）
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村
又

は
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
４
号
）
第
３
条
第
３
号
に
規
定
す
る
離
島
に
係
る
市

町
村
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
７
年
１
０

月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
合
算
し
た
数

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
内
の
区
域
内
の
各
市
町
村
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日

現
在
に
お
け
る
人
口
を
合
算
し
た
数

10
　
前
項
第
一
号
の
算
式
Ⅰ
の
符
号
に
お
い
て
、
級
別
は
、
へ
き
地
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十

三
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
条
例
で
指
定
さ
れ
た
令
和
四
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
級
別
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
へ
き
地
教
育
振
興
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。

11
　
第
九
項
第
一
号
の
算
式
Ⅰ
の
符
号
に
お
い
て
、
教
職
員
数
は
、
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和

四
年
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
教
職
員
数
で
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
都
道
府
県
が
給
与
を
負
担
す
る
者
に
係
る
数
と
す
る
。

12
　
第
九
項
第
一
号
の
算
式
Ⅰ
の
符
号
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
立
の
学
校
に
在
勤
す
る
教
職
員
の
数

は
、
当
該
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
に
居
住
す
る
児
童
数
又
は
生
徒
数
で
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
数
（
整
数
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
関
係
市
町
村
の
教
職
員
数
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
級
別
は
、
当
該
学
校
の
級
別
に
よ
る
。

13
　
市
町
村
の
経
費
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
（
「
そ
の
他
教
育
費
」
及
び
「
社
会
福
祉
費
」
に
あ
つ
て
は
、
普

通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
）
は
、
次
項
か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
率
を
合
算
し
た
率
（
「
地
域
振
興
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
に
あ
つ
て
は
当
該
合
算
し

た
率
に
一
を
加
え
た
率
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
率
又
は
当
該
合
算
し

た
率
が
一
・
〇
〇
〇
に
満
た
な
い
と
き
は
、
一
・
〇
〇
〇
（
「
社
会
福
祉
費
」
に
係
る
町
村
の
普
通
態
容
補
正
Ⅰ

係
数
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
一
六
に
満
た
な
い
と
き
は
、
〇
・
九
一
六
）
と
す
る
。

一
　
当
該
市
町
村
の
評
点
（
次
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
市
町
村
の
種
地
に
係
る
点
数
の
合
計

数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
別
表
第
一
（
種
地
）
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
と
同
表
第
一
（
種
地
）

の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
（
同
表
の
注
に
お
い
て
別
に
定
め
ら
れ
た
率
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
定
め
ら
れ
た
率
と
す
る
。
）

二
　
当
該
市
町
村
の
地
域
手
当
の
級
地
に
つ
き
別
表
第
一
（
給
与
差
等
）
に
定
め
る
率

14
　
「
下
水
道
費
」
に
係
る
人
口
集
中
地
区
人
口
を
有
し
な
い
市
町
村
の
普
通
態
容
補
正
係
数
に
つ
い
て
は
、
前
項

た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

15
　
市
町
村
の
「
港
湾
費
」
、
「
小
学
校
費
」
及
び
「
中
学
校
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
並
び
に
「
高
等
学
校

費
」
の
う
ち
教
職
員
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
、
「
農
業
行
政
費
」
及
び
「
林
野
水
産
行
政
費
」
に
係
る
普
通

態
容
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
市
町
村
の
地
域
手
当
の
級
地
に
つ
き
、
別
表
第
一
（
給
与
差
等
）
に
定
め
る
率
と
す

る
。

16
　
市
町
村
の
「
高
等
学
校
費
」
の
う
ち
教
職
員
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
は
、

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
と
す
る
。

算
式

Ｂ
／
Ａ
＋
１

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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Ｂ
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
高
等
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育
学

校
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
中
等
教
育
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
後
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律

第
８
条
、
第
９
条
第
１
項
、
第
１
０
条
か
ら
第
１
２
条
ま
で
並
び
に
第
２
２
条
第
１
号
及
び
第
２
号
（
公
立
高

等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
２
条
第
２
項
の
表
の
一
の
項
（
普

通
教
育
に
関
す
る
科
目
及
び
専
門
教
育
に
関
す
る
科
目
を
生
徒
の
選
択
に
よ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
総
合
的
に
履

修
さ
せ
る
学
科
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し

て
文
部
科
学
大
臣
が
調
査
し
た
数

17
　
市
町
村
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
は
、

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
と
す
る
。

算
式

５
，
７
１
０
円×

Ａ
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

６
，
３
２
５
千
円×

ｂ１×

｛
（
ｂ２×

ｂ３
）
＋
ｂ４
｝

（
ｂ２×

ｂ３
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
ｂ１×

｛
（
ｂ２×

ｂ３
）
＋
ｂ４
｝
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｂ１
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期

課
程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１

項
及
び
第
４
条
第
２
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律

施
行
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法

第
６
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

ｂ２
　
当
該
指
定
都
市
の
地
域
手
当
の
級
地
に
つ
き
別
表
第
一
（
給
与
差
等
）
に
定
め
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
の
率

ｂ３
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

算
式

（α
－

１
）×

０
．
８
９
５
＋
１

算
式
の
符
号

α

　
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校

又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
指
定
都
市
立
の
小
中
学
校
等
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
２
条
た
だ
し
書
及
び
第
３
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給

与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の

高
限
度
を
定
め
る
政
令
（
平
成
１
６
年
政
令
第
１
５
７

号
。
以
下
「
限
度
政
令
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
２
項
第

５
号
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
等
の
う
ち
地
域
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い

て
得
た
額
を
当
該
指
定
都
市
立
の
小
中
学
校
等
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条
第
１
３
号
、
第
１
５
号
及
び
第
１

７
号
に
掲
げ
る
数
の
合
算
数
で
除
し
て
得
た
額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
全
国
の
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中

学
校
、
義
務
教
育
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
都
道
府
県
立
の
併
設
型
中
学
校
若
し
く
は

中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
国
の
小
中
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
限
度

政
令
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
地
域
手
当
及
び

寒
冷
地
手
当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
限
度
政
令
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
都

市
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
等
の
う
ち
地
域
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と

し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
の
合
算
額
を
全
国
の
小
中
学
校
等
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条

第
５
号
、
第
７
号
、
第
９
号
、
第
１
３
号
、
第
１
５
号
及
び
第
１
７
号
に
掲
げ
る
数
の
合
算
数
で
除
し
て
得
た

額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｂ４
　
札
幌
市
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
９
、
そ
の
他
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
０

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

６
，
２
１
０
千
円×

ｃ１×

｛
（
ｃ２×

ｃ３
）
＋
ｃ４
｝

（
ｃ２×

ｃ３
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
ｃ１×

｛
（
ｃ２×

ｃ３
）
＋
ｃ４
｝
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｃ
１
　

当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期

課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の

標
準
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
及
び
第
４
条
第
２
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教

職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お

け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法
第
６
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
並
び
に
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
中
学

校
（
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
中
等
教
育
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育

学
校
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
同
法
第
６
条
の
２
及
び
第
８
条
の
２
の
規
定

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
同
法
第
３
条
第
１
項
及
び
第
４
条
第
２
項
並
び
に

同
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法
第

７
条
第
１
項
、
第
８
条
及
び
第
９
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
を
合

算
し
た
数
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
調
査
し
た
数
の
合
計
数

ｃ２
　
当
該
指
定
都
市
の
地
域
手
当
の
級
地
に
つ
き
別
表
第
一
（
給
与
差
等
）
に
定
め
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
の
率

ｃ３
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

算
式

（β
－

１
）×

０
．
８
９
５
＋
１

算
式
の
符
号

β

　
符
号
ｂ３
の
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

ｃ４
　
札
幌
市
に
あ
つ
て
は
０
．
０
１
０
、
そ
の
他
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
０

Ｄ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

82



５
，
８
８
０
千
円×

（
ｄ１
＋
ｄ２
）×

［
｛
ｄ１×

（
ｄ３×

ｄ４
）
＋
（
ｄ２×

１
．
２
３
）×

ｄ３
｝
／
（
ｄ１
＋
ｄ２
）
＋

ｄ５
］

ｄ１×
（
ｄ３×

ｄ４
）
、
（
ｄ２×

１
．
２
３
）
、
（
ｄ２×

１
．
２
３
）×

ｄ３
又
は
（
ｄ１
＋
ｄ２
）×

［
｛
ｄ１×

（
ｄ３×

ｄ４
）

＋
（
ｄ２×
１
．
２
３
）×

ｄ３
｝
／
（
ｄ１
＋
ｄ２
）
＋
ｄ５
］
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
（
ｄ３×

ｄ４
）
又
は
｛
ｄ１×

（
ｄ３×

ｄ４
）
＋
（
ｄ２×

１
．
２
３
）×

ｄ３
｝
／
（
ｄ１
＋
ｄ２
）
に
小
数
点

以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｄ１
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学

部
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項

及
び
第
４
条
第
２
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法
第

１
０
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

ｄ２
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
つ
い

て
、
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
第
１
５
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算

定
し
た
教
職
員
の
総
数
の
標
準
と
な
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

ｄ３
　
当
該
指
定
都
市
の
地
域
手
当
の
級
地
に
つ
き
別
表
第
一
（
給
与
差
等
）
に
定
め
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
の
率

ｄ４
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

算
式

（γ
－

１
）×

０
．
４
３
０
＋
１

算
式
の
符
号

γ

　
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学

部
に
つ
い
て
限
度
政
令
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す

る
給
料
の
調
整
額
等
の
う
ち
地
域
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
を
当

該
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条
第
１
９
号
に
掲

げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
を
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
全
国
の
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部

に
つ
い
て
限
度
政
令
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る

地
域
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
限
度
政
令
第
２
条
第
２
項
に
規

定
す
る
指
定
都
市
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
等
の
う
ち
地
域
手
当
及
び

寒
冷
地
手
当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
の
合
算
額
を
全
国
の
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の

小
学
部
及
び
中
学
部
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条
第
１
１
号
及
び
第
１
９
号
に
掲
げ
る
数
の
合
算
数
で
除
し
て

得
た
額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
除

し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｄ５
　
札
幌
市
に
あ
つ
て
は
０
．
０
１
０
、
そ
の
他
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
０

Ｅ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

１
，
３
８
４
千
円×

ｅ１
＋
４
，
０
０
６
千
円×

ｅ２

算
式
の
符
号

ｅ１
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す

る
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
在
学
す
る
幼
児
の
数

ｅ２
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
指
定
都
市
の
設
置
す

る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
別
科
及
び
専
攻
科
に
限
る
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数

18
　
市
町
村
の
「
社
会
福
祉
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以

下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ｂ×

１
８
８
．
６
９
３
＋
Ｃ×

１
０
３
．
５
３
４
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
る
。
）

算
式

（
ａ－

ｂ
／
１
，
０
０
０
）
／
４
０

（
ａ－

ｂ
／
１
，
０
０
０
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
市
町
村
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る
虐
待
相
談
対
応
件
数

ｂ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｃ
　
前
記
Ｂ
を
６
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

19
　
市
町
村
の
「
農
業
行
政
費
」
及
び
「
林
野
水
産
行
政
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該
市
町
村
に

つ
い
て
次
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
る
級
地
に
係
る
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ

ぞ
れ
の
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
の
率
と
す
る
。

20
　
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該

市
町
村
の
評
点
に
別
表
第
一
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
を
合
算
し
た
率
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た

率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
加
え
た
率
と
す
る
。

算
式

（α

／
１
．
７
４
）×

（
１
／
Ａ
）×

（
１
／
０
．
７
９
５
３
）×

（
１
／
Ｂ
）

α

／
１
．
７
４
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（α

／
１
．
７
４
）×

（
１

／
Ａ
）
、
（α

／
１
．
７
４
）×

（
１
／
Ａ
）×

（
１
／
０
．
７
９
５
３
）
又
は
（α

／
１
．
７
４
）×

（
１
／

Ａ
）×

（
１
／
０
．
７
９
５
３
）×

（
１
／
Ｂ
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
推
進
要
綱
（
平
成
２
８
年
４
月
１
日
付
け
総

行
市
第
３
１
号
）
第
９
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
携
中
枢
拠
点
都
市
と
み
な
さ
れ
る
二
つ
の
市
に
あ
つ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
市
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
と
す
る
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
。
）

算
式

ａ×
０
．
１
３
１
＋
１
０
０
，
０
０
０

ａ×
０
．
１
３
１
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
ａ
が
０
の
と
き
は
０
と

す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
団
体
に
お
け
る
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
推
進
要
綱
第
６
（
１
）
の
連
携
中
枢
都
市
圏
の
圏
域
人
口

（
第
４
９
条
に
お
い
て
「
連
携
中
枢
都
市
圏
人
口
」
と
い
う
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

21
　
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
当
該

市
町
村
の
評
点
に
別
表
第
一
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
を
合
算
し
た
率
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
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22
　
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅲ
係
数
は
、
次
条

第
一
項
第
四
号
（
一
）
に
掲
げ
る
市
町
村
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
隔
遠
地
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

算
式

Ａ×
（
Ｂ
／
Ｃ
）×

［
｛
（
Ｄ－

Ｃ
）
／
Ｃ
｝×

０
．
５
＋
１
］
＋
Ｅ
＋
｛
（
Ｆ×

７
０
＋
Ｇ×

６
５
０
）
／
（
Ｃ

×

１
．
７
４
）
｝

Ｂ
／
Ｃ
が
７
．
５
０
を
超
え
る
と
き
は
７
．
５
０
と
し
、
Ｄ－

Ｃ
が
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
し
、
（
Ｄ－

Ｃ
）

／
Ｃ
、
｛
（
Ｄ－
Ｃ
）
／
Ｃ
｝×

０
．
５
又
は
（
Ｆ×

７
０
＋
Ｇ×

６
５
０
）
／
（
Ｃ×

１
．
７
４
）
に
小
数
点

以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
隔
遠
地
市
町
村
に
つ
い
て
、
本
土
及
び
離
島
の
区
分
ご
と
に
次
条
第
１
項
第
４
号
（
二
）
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
級
地
に
係
る
別
表
第
１
に
定
め
る
級
地
に
よ
る
補
正
率

Ｂ
　
当
該
隔
遠
地
市
町
村
の
人
口
に
、
別
表
第
１
に
定
め
る
普
通
態
容
補
正
Ⅲ
の
人
口
段
階
ご
と
の
そ
れ
ぞ
れ

の
級
地
に
よ
る
補
正
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数

Ｃ
　
当
該
隔
遠
地
市
町
村
の
人
口

Ｄ
　
当
該
隔
遠
地
市
町
村
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
７
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口

（
以
下
「
平
成
２
７
年
人
口
」
と
い
う
。
）

Ｅ
　
当
該
隔
遠
地
市
町
村
に
つ
い
て
、
本
土
及
び
離
島
の
区
分
ご
と
に
次
条
第
１
項
第
４
号
（
二
）
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
級
地
に
係
る
別
表
第
１
に
定
め
る
級
地
に
よ
る
補
正
率
イ

Ｆ
　
当
該
市
町
村
の
区
域
に
属
す
る
島
し
よ
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
事
務
所
（
支
所
及
び
出
張
所
を
除
く
。
）

が
所
在
し
な
い
島
し
よ
（
当
該
事
務
所
と
陸
路
続
き
の
も
の
を
除
く
。
）
の
人
口
（
以
下
「
島
し
よ
人
口
」
と

い
う
。
）

Ｇ
　
当
該
市
町
村
の
区
域
に
属
す
る
島
し
よ
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

（
普
通
態
容
補
正
に
用
い
る
地
域
区
分
）

第
十
一
条
　
法
第
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
種
類
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
　
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
種
地
に
係
る
地
域
区
分

（
一
）
、
（
二
）
及
び
（
三
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
を
Ⅰ
の
地
域
（
一
種
地
か
ら
十
種
地
ま
で
）

及
び
Ⅱ
の
地
域
（
一
種
地
か
ら
十
種
地
ま
で
）
に
区
分
す
る
。

（一）
　
次
の
（
１
）
、
（
２
）
、
（
３
）
及
び
（
４
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
点
数
の
合
計
数
が
九
五

〇
点
以
上
と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
十
種
地
、
九
〇
〇
点
以
上
九
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
九

種
地
、
八
五
〇
点
以
上
九
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
八
種
地
、
七
五
〇
点
以
上
八
五
〇
点
未
満

と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
七
種
地
、
六
五
〇
点
以
上
七
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
六
種
地
、
五

五
〇
点
以
上
六
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
五
種
地
、
四
五
〇
点
以
上
五
五
〇
点
未
満
と
な
る
も

の
を
Ⅰ
の
地
域
四
種
地
、
三
五
〇
点
以
上
四
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
三
種
地
、
二
〇
〇
点
以

上
三
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅰ
の
地
域
二
種
地
、
二
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
の
う
ち
市
及
び
国
勢
調

査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
集
中
地
区
人
口
（
以
下
「
令
和
二
年
人

口
集
中
地
区
人
口
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
町
村
を
Ⅰ
の
地
域
一
種
地
と
す
る
。

（１）
　
令
和
二
年
人
口
集
中
地
区
人
口
に
係
る
点
数

次
の
表
の
Ａ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
七
五
に
満
た
な
い
と
き
は
当
該
数
を
七
五
と

し
、
当
該
数
が
六
〇
〇
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
を
六
〇
〇
と
す
る
。
）

Ａ
の
区
分

算
式

３
，
０
０
０
以
上
２
５
，
０
０
０
未
満

（
Ａ
／
１
，
０
０
０
）×

６
．
９
３
３
３
＋
４
．
６
７

２
５
，
０
０
０
以
上
５
０
，
０
０
０
未
満

（
Ａ
／
１
，
０
０
０
）×

２
．
４
０
＋
１
１
８

５
０
，
０
０
０
以
上
１
０
０
，
０
０
０
未
満

（
Ａ
／
１
，
０
０
０
）×

１
．
３
８
＋
１
６
９

１
０
０
，
０
０
０
以
上
４
０
０
，
０
０
０
未
満

（
Ａ
／
１
，
０
０
０
）×

０
．
４
３
＋
２
６
４

４
０
０
，
０
０
０
以
上
９
０
０
，
０
０
０
未
満

（
Ａ
／
１
，
０
０
０
）×

０
．
２
０
８
＋
３
５
２
．
８

９
０
０
，
０
０
０
以
上

（
Ａ
／
１
，
０
０
０
）×

０
．
０
２
８
６
＋
５
１
４
．

２
６

Ａ
／
１
，
０
０
０
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
各
市
町
村
の
令
和
２
年
人
口
集
中
地
区
人
口
に
、
当
該
令
和
２
年
人
口
集
中
地
区
人
口
を
各
市
町
村
の

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口
（
以
下
「
令
和
２
年
人

口
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
が
０
．
８
０
未
満
と
な
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
を
、
当
該
率
が
０
．
８
０
以

上
１
．
０
０
未
満
と
な
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
５
を
、
当
該
率
が
１
．
０
０
と
な
る
市
町
村
に
あ

つ
て
は
１
．
１
０
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

（２）
　
経
済
構
造
に
係
る
点
数

次
の
表
の
Ｂ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
負
数
と
な
る
と
き
は
当
該
数
を
零
と
す
る
。
）

Ｂ
の
区
分

算
式

９
６
未
満

Ｂ×

０
．
９
８－

４
９
．
０
０

９
６
以
上

Ｂ×

１
．
２
５－

７
５
．
０
０

算
式
の
符
号

Ｂ
　
経
済
構
造
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
第
二
次
産
業
就

業
者
数
（
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｃ
鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業
、
Ｄ
建
設
業
及
び
Ｅ
製
造
業

の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
）
及
び
第
三
次
産
業
就
業
者
数
（
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｆ
電
気
・
ガ

ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
、
Ｇ
情
報
通
信
業
、
Ｈ
運
輸
業
、
郵
便
業
、
Ｉ
卸
売
業
、
小
売
業
、
Ｊ
金
融
業
、

保
険
業
、
Ｋ
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
、
Ｌ
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
、
Ｍ
宿
泊
業
、
飲
食

サ
ー
ビ
ス
業
、
Ｎ
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
、
Ｏ
教
育
、
学
習
支
援
業
、
Ｐ
医
療
、
福
祉
、
Ｑ
複

合
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
Ｒ
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
、
Ｓ
公
務
（
他
に
分
類
さ
れ
る
も
の

を
除
く
）
及
び
Ｔ
分
類
不
能
の
産
業
の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調

査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
（
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち

Ａ
農
業
、
林
業
及
び
Ｂ
漁
業
の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
）
、
第
二
次
産
業
就
業
者
数
及
び
第
三
次
産
業
就
業

者
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

（３）
　
宅
地
平
均
価
格
指
数
に
係
る
点
数

次
の
表
の
Ｃ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
五
〇

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
数
を
五
〇
と
す
る
。
）

Ｃ
の
区
分

算
式

１
０
０
未
満

Ｃ×

０
．
２
８
０

１
０
０
以
上
２
０
０
未
満

Ｃ×

０
．
０
７
０
＋
２
１

２
０
０
以
上
３
０
０
未
満

Ｃ×

０
．
０
９
０
＋
１
７

３
０
０
以
上

Ｃ×

０
．
０
４
０
＋
３
２

算
定
の
過
程
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号
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Ｃ
　
宅
地
平
均
価
格
指
数
（
全
宅
地
の
平
均
価
格
（
令
和
４
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
を
宅
地
の
総
地
積
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
３
８
，
５
１
３
円
で
除
し
て
得

た
率
に
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

に
、
同
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
評
価
総
地
積
が
１
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
で
、

商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格
（
同
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地
区
及
び
住
宅
地

区
の
宅
地
の
決
定
価
格
の
合
計
数
を
こ
れ
ら
の
地
区
の
地
積
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
全
宅
地
の
平
均
価
格

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

が
１
．
５
以
上
２
．
０
未
満
と
な
る
も
の
に
あ
つ
て
は
１
．
２
５
を
、
当
該
除
し
て
得
た
数
が
２
．
０
０

以
上
と
な
る
も
の
に
あ
つ
て
は
１
．
５
０
を
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
を
そ
れ
ぞ
れ
乗

じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

（４）
　
昼
間
流
入
人
口
に
係
る
点
数

次
の
表
の
Ｄ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
負
数
と
な
る
と
き
は
当
該
数
を
零
と
し
、
当
該

数
が
三
〇
〇
を
超
え
る
と
き
は
当
該
数
を
三
〇
〇
と
す
る
。
）

Ｄ
の
区
分

算
式

１
，
０
０
０
人
以
上
６
，
０
０
０
人
未
満

（
Ｄ
／
１
，
０
０
０
）×

１
７
．
０
０
＋
４
８
．
０
０

－
Ｅ

６
，
０
０
０
人
以
上
１
１
，
０
０
０
人
未
満

（
Ｄ
／
１
，
０
０
０
）×

８
．
０
０
＋
１
０
２
．
０
０

－

Ｅ

１
１
，
０
０
０
人
以
上
５
５
，
０
０
０
人
未
満

（
Ｄ
／
１
，
０
０
０
）×

０
．
９
１
＋
１
７
９
．
９
９

－

Ｅ

５
５
，
０
０
０
人
以
上
１
１
０
，
０
０
０
人
未
満

（
Ｄ
／
１
，
０
０
０
）×

０
．
２
７
＋
２
１
５
．
１
５

－

Ｅ

１
１
０
，
０
０
０
人
以
上
２
２
０
，
０
０
０
人

未
満

（
Ｄ
／
１
，
０
０
０
）×

０
．
２
３
＋
２
１
９
．
７
０

－

Ｅ

２
２
０
，
０
０
０
人
以
上

（
Ｄ
／
１
，
０
０
０
）×

０
．
０
６
＋
２
５
６
．
８
０

－

Ｅ

Ｄ
／
１
，
０
０
０
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｄ
　
昼
間
流
入
人
口
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
さ
れ
、
令
和
２
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
「
男

女
、
年
齢
（
５
歳
階
級
）
、
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
別
人
口
及
び
昼
夜
間
人
口
比
率
」
中
「
常
住

地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
」
の
う
ち
「
県
内
他
市
町
村
に
常
住
」
の
「
総
数
」
と
「
他
県
に
常
住
」
の

「
総
数
」
と
の
合
計
数
を
い
う
。
）
の
数

Ｅ
　
令
和
２
年
人
口
か
ら
昼
間
流
出
人
口
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
さ
れ
、
令
和
２
年
国
勢
調
査
報
告

に
掲
げ
ら
れ
た
「
男
女
、
年
齢
（
５
歳
階
級
）
、
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
別
人
口
及
び
昼
夜
間
人

口
比
率
」
中
「
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
」
の
う
ち
「
県
内
他
市
町
村
で
従
業
・
通
学
」
の
「
総

数
」
と
「
他
県
で
従
業
・
通
学
」
の
「
総
数
」
と
の
合
計
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
控
除
し
昼
間
流

入
人
口
を
加
え
た
数
を
令
和
２
年
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
１
．
０
０
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
１
．
０
０
か
ら
当
該

率
を
控
除
し
た
率
に
１
６
７
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
と
し
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
と
す
る
。

（二）
　
次
の
（
１
）
、
（
２
）
、
（
３
）
及
び
（
４
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
点
数
の
合
計
数
が
九
五

〇
点
以
上
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
十
種
地
、
九
〇
〇
点
以
上
九
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
九

種
地
、
八
五
〇
点
以
上
九
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
八
種
地
、
八
〇
〇
点
以
上
八
五
〇
点
未
満

と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
七
種
地
、
七
五
〇
点
以
上
八
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
六
種
地
、
七

〇
〇
点
以
上
七
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
五
種
地
、
六
〇
〇
点
以
上
七
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も

の
を
Ⅱ
の
地
域
四
種
地
、
五
〇
〇
点
以
上
六
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
三
種
地
、
三
五
〇
点
以

上
五
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
二
種
地
、
三
五
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
Ⅱ
の
地
域
一
種
地
と

す
る
。

（１）
　
Ⅰ
の
地
域
か
ら
の
距
離
に
係
る
点
数

次
の
表
の
Ａ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
負
数

と
な
る
と
き
は
、
当
該
数
を
零
と
す
る
。
）

Ａ
の
区
分

算
式

２
０
０
点
以
上
３
５
０
点
未
満

３
０－

（
Ｂ×

１
０－

２
０
０
）×

０
．
３
５

３
５
０
点
以
上
６
５
０
点
未
満

Ａ×

０
．
０
６
６
７
＋
７－

（
Ｂ×

１
０－

２
０
０
）×

０
．

３
５－

（
Ｂ×

１
０－

４
０
０
）×

０
．
７
０

６
５
０
点
以
上
９
５
０
点
未
満

Ａ×

０
．
６－

３
４
０－

（
Ｂ×

１
０－

２
０
０
）×

０
．
３

５－

（
Ｂ×

１
０－

４
０
０
）×

０
．
７
０

９
５
０
点
以
上
９
９
０
点
未
満

Ａ×

１
．
４－

１
，
１
０
０－

（
Ｂ×

１
０－

２
０
０
）×

０
．

３
５－

（
Ｂ×

１
０－

４
０
０
）×

０
．
７
０

９
９
０
点
以
上

Ａ×

１
．
４－

１
，
１
０
０－

（
Ｂ×

１
０－

２
５
０
）×

０
．

４
２－

（
Ｂ×

１
０－

５
０
０
）×

０
．
７
９

算
定
の
過
程
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
Ｂ×

１
０－

２
０
０
）
、
（
Ｂ

×

１
０－

４
０
０
）
、
（
Ｂ×

１
０－

２
５
０
）
又
は
（
Ｂ×

１
０－

５
０
０
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
そ

れ
ぞ
れ
０
と
し
、
（
Ｂ×

１
０－

２
０
０
）
が
２
０
０
を
超
え
る
と
き
は
（
Ｂ×

１
０－

２
０
０
）
を
２

０
０
と
し
、
（
Ｂ×

１
０－

２
５
０
）
が
２
５
０
を
超
え
る
と
き
は
（
Ｂ×

１
０－

２
５
０
）
を
２
５
０

と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
Ⅰ
の
地
域
の
点
数

Ｂ
　
市
町
村
役
場
の
所
在
地
（
町
村
役
場
が
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
町
村
役

場
は
当
該
町
村
の
区
域
の
う
ち
地
方
税
法
第
４
１
１
条
の
規
定
に
よ
り
令
和
４
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

係
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
宅
地
の
３
．
３
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
が

高
で
あ
る

地
点
に
所
在
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
Ⅰ
の
地
域
の
市
町
村
の
役
場
（
特

別
区
に
あ
つ
て
は
山
手
線
の
駅
と
し
、
大
阪
市
に
あ
つ
て
は
大
阪
環
状
線
の
駅
と
す
る
。
）
の
所
在
地
と

の

短
距
離
（

も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
に
お
け
る
鉄
道
（
定
期
バ

ス
を
含
む
。
）
、
水
路
及
び
陸
路
に
よ
る
実
距
離
と
す
る
。
た
だ
し
、
陸
路
の
み
に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
実
距
離
か
ら
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
当
該
実
距
離
が
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
実
距
離
）
を
控
除
し
た
距
離
を
実
距
離
と
み
な
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
市
町
村
役
場
の
所
在

地
及
び
Ⅰ
の
地
域
の
市
町
村
役
場
の
所
在
地
を
起
点
と
す
る
陸
路
区
間
の
実
距
離
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
０
．
５

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
当
該
実
距
離
が
０
．
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
実
距
離
）
を
控
除

し
た
距
離
を
当
該
陸
路
区
間
の
実
距
離
と
み
な
す
。
区
間
ご
と
の
実
距
離
に
０
．
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）

（２）
　
昼
間
流
出
人
口
比
率
に
係
る
点
数

次
の
表
の
昼
間
流
出
人
口
区
分
欄
ご
と
の
Ｃ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て

算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
負
数
と
な
る
と
き
は
当
該
数
を
零
と
し
、
当
該
数
は
、
昼
間
流
出
人
口
が
一
、

一
〇
〇
人
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
二
〇
〇
点
、
昼
間
流
出
人
口
が
一
、
一
〇
〇
人
以
上
四
一
、
〇
〇

85



〇
人
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
二
五
〇
点
、
昼
間
流
出
人
口
が
四
一
、
〇
〇
〇
人
以
上
の
市
町
村
に
あ

つ
て
は
三
〇
〇
点
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
上
限
と
す
る
。
）

昼
間
流
出
人
口
区
分

Ｃ
の
区
分

算
式

４
１
，
０
０
０
人
未
満

１
２
未
満

Ｃ×

１
８
．
２－

１
１
８

１
２
以
上
２
３
未
満

Ｃ×

６
．
４
＋
２
３

２
３
以
上
３
４
未
満

Ｃ×

４
．
５
＋
６
７

３
４
以
上

Ｃ×

１
．
４
＋
１
７
２

４
１
，
０
０
０
人
以
上
８
３
，
０
０
０

人
未
満

１
２
未
満

Ｃ×

２
１
．
８－

１
４
２

１
２
以
上
２
３
未
満

Ｃ×

１
０
．
０

２
３
以
上
３
４
未
満

Ｃ×

２
．
７
＋
１
６
８

３
４
以
上

Ｃ×

１
．
８
＋
１
９
９

８
３
，
０
０
０
人
以
上

１
２
未
満

Ｃ×

２
１
．
８－

１
４
２

１
２
以
上
２
３
未
満

Ｃ×

１
４
．
５－

５
４

２
３
以
上
３
４
未
満

Ｃ×

１
．
８
＋
２
３
９

３
４
以
上

３
０
０

算
定
の
過
程
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｃ
　
昼
間
流
出
人
口
比
率
（
昼
間
流
出
人
口
を
令
和
２
年
人
口
で
除
し
て
得
た
率
に
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た

数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
）

（３）
　
経
済
構
造
に
係
る
点
数

次
の
表
の
Ｄ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
負
数
と
な
る
と
き
は
当
該
数
を
零
と
す
る
。
）

Ｄ
の
区
分

算
式

７
０
未
満

Ｄ×

５
．
２
５－

２
６
２
．
５
０

７
０
以
上
９
６
未
満

Ｄ×

３
．
１
９－

１
１
８
．
３
０

９
６
以
上

Ｄ×

３
．
０
０－

１
０
０
．
０
０

算
式
の
符
号

Ｄ
　
経
済
構
造
に
１
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

（４）
　
宅
地
平
均
価
格
指
数
に
係
る
点
数

次
の
表
の
Ｅ
の
区
分
欄
の
各
区
分
に
対
応
す
る
算
式
欄
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
二
〇

〇
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
数
を
二
〇
〇
と
す
る
。
）

Ｅ
の
区
分

算
式

１
０
未
満

Ｅ×

５
．
５
０

１
０
以
上
１
１
０
未
満

Ｅ×

０
．
８
５
＋
４
６

１
１
０
以
上
２
２
０
未
満

Ｅ×

０
．
２
７
＋
１
１
０

２
２
０
以
上
３
３
０
未
満

Ｅ×

０
．
２
３
＋
１
１
９

３
３
０
以
上

Ｅ×

０
．
０
７
＋
１
７
２

算
定
の
過
程
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｅ
　
宅
地
平
均
価
格
指
数

（三）
　
（
一
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
Ⅰ
の
地
域
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
の

普
通
態
容
補
正
係
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
市
町
村
の
種
類
の
区
分
は
、
該
当
す
る
Ⅰ
の
地
域
又
は
Ⅱ

の
地
域
の
種
地
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
長
が
選
択
す
る
種
地
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
市
町
村
以
外
の
市
町

村
に
つ
い
て
（
二
）
の
（
１
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
点
数
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
長

が
Ⅱ
の
地
域
の
種
地
を
選
択
し
た
と
き
も
当
該
市
町
村
を
Ⅰ
の
地
域
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
農
業
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
級
地
に
係
る
地
域
区
分

次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
点
数
の
合
計
数
が
五
〇
〇
点
以
上
と
な
る
市

町
村
に
つ
い
て
一
級
地
か
ら
五
級
地
ま
で
に
区
分
し
、
当
該
市
町
村
に
つ
き
、
当
該
合
計
数
が
九
〇
〇
点
以
上

と
な
る
も
の
を
五
級
地
、
八
〇
〇
点
以
上
九
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
四
級
地
、
七
〇
〇
点
以
上
八
〇
〇
点

未
満
と
な
る
も
の
を
三
級
地
、
六
〇
〇
点
以
上
七
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
二
級
地
、
五
〇
〇
点
以
上
六
〇

〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
一
級
地
と
す
る
。

（一）
　
農
業
就
業
者
数
比
率
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
産
業
分
類

別
就
業
者
数
（
以
下
「
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
農

業
に
係
る
就
業
者
数
を
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
率
（
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

五
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
市
町
村
　
七
〇
〇
点

三
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

三
五
パ
ー
セ
ン
ト
　
五
〇
〇
点

三
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
一
〇
点

三
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

〇
パ
ー
セ
ン
ト
　
三
二
五
点

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
五
点

（二）
　
耕
地
比
率
（
令
和
二
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
に
牧
場

の
面
積
に
〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
加
え
た
面
積
を
田
畑
の
面
積
に
牧
場
の
面
積
に
〇
・
一
を
乗
じ
て

得
た
面
積
を
加
え
た
面
積
と
宅
地
の
面
積
と
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
率
（
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
市
町
村
　
三
〇
〇
点

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
　
一
五
〇
点

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
一
〇
点

四
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

四
五
パ
ー
セ
ン
ト
　
二
五
点

四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
五
点

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
　
〇
点

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
一
点

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村
　
〇
点

三
　
林
野
行
政
等
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
級
地
に
係
る
地
域
区
分

次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
点
数
の
合
計
数
が
五
〇
〇
点
以
上
と
な
る
市

町
村
に
つ
い
て
一
級
地
か
ら
五
級
地
ま
で
に
区
分
し
、
当
該
市
町
村
に
つ
き
、
当
該
合
計
数
が
、
九
〇
〇
点
以

上
と
な
る
も
の
を
五
級
地
、
八
〇
〇
点
以
上
九
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
四
級
地
、
七
〇
〇
点
以
上
八
〇
〇

点
未
満
と
な
る
も
の
を
三
級
地
、
六
〇
〇
点
以
上
七
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
二
級
地
、
五
〇
〇
点
以
上
六

〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
一
級
地
と
す
る
。
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（一）
　
林
業
等
就
業
者
数
比
率
（
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
及
び
Ｂ

漁
業
の
就
業
者
数
の
合
計
数
を
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
率
（
一
パ
ー
セ
ン

ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
市
町
村
　
七
〇
〇
点

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

〇
パ
ー
セ
ン
ト
　
四
〇
〇
点

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
一
五
点

（二）
　
林
野
面
積
比
率
（
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
「
林

野
面
積
」
の
「
合
計
」
の
面
積
（
以
下
「
林
野
面
積
の
総
数
」
と
い
う
。
）
を
面
積
（
第
五
条
第
一
項
の
表

中
二
１
の
面
積
を
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
率
（
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
市
町
村
　
三
〇
〇
点

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
　
二
〇
〇
点

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
五
点

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
　
一
四
〇
点

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
三
点

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
市
町
村

〇
パ
ー
セ
ン
ト
　
六
〇
点

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
き
　
二
点

四
　
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
隔
遠
地
の
級
地
に
係
る
地
域
区
分

次
の
（
一
）
に
掲
げ
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
次
の
（
二
）
に
よ
る
級
地
に
よ
り
区
分
す
る
。

（一）
　
級
地
区
分
を
行
う
市
町
村

（１）
　
当
該
市
町
村
役
場
の
所
在
地
（
町
村
役
場
が
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
町

村
役
場
は
当
該
町
村
の
区
域
の
う
ち
地
方
税
法
第
四
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
九
年
度
分
の
固
定

資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
宅
地
の
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
が

高
で
あ
る
地
点
に
あ

る
も
の
と
み
な
す
。
）
か
ら
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
都
道
府
県
庁
の
所
在
地
（
以
下
「
県

庁
所
在
地
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
距
離
（

も
経
済
的
な
経
路
又
は
方
法
に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
の
距
離

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
距
離
は
、
鉄
道
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
区
間
に
あ
つ
て
は
鉄
道
事
業
法

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
鉄
道
運
送
事
業
者
の
調
に
係
る
鉄
道
旅
客

貨
物
運
賃
算
出
表
に
掲
げ
る
路
程
と
し
、
鉄
道
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
区
間
に
あ
つ
て
は
水
路
に
つ
い

て
は
海
上
保
安
庁
の
調
に
係
る
距
離
表
に
よ
る
路
程
の
、
陸
路
に
つ
い
て
は
実
距
離
の
そ
れ
ぞ
れ
二
倍
と

し
て
計
算
し
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
で
当
該
市
町
村
の
職
員
が
県
庁
所
在
地
に
お
い
て
開
か
れ
る

一
日
の
会
議
に
出
席
す
る
た
め
に
通
常
二
泊
三
日
の
旅
行
を
要
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
し
た

市
町
村

（二）
　
級
地
区
分
の
方
法

（
一
）
に
掲
げ
る
市
町
村
は
、
一
級
地
か
ら
六
級
地
ま
で
に
区
分
し
、
当
該
各
市
町
村
に
つ
き
、
次
に
掲
げ

る
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
県
庁
所
在
地
と
の
距
離
、
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
支
庁
所
在
地
と
の
距
離
及

び
離
島
事
情
ご
と
に
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
点
数
（
一
点
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
が
、
八
〇
〇
点
以
上
と
な
る
も
の
を
六
級
地
、
六
〇
〇
点
以
上

八
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
五
級
地
、
四
〇
〇
点
以
上
六
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
四
級
地
、
二
〇
〇

点
以
上
四
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
三
級
地
、
一
〇
〇
点
以
上
二
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
二
級
地
、

一
〇
〇
点
未
満
と
な
る
も
の
を
一
級
地
と
す
る
。

（１）
　
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
県
庁
所
在
地
と
の
距
離

（
一
）
の
（
１
）
に
掲
げ
る
市
町
村

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
　
六
八
〇
点

一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
　
四
点

八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村

八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
　
五
三
〇
点

八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
九
九
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
　
四
点

六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村

六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
　
四
〇
〇
点

六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
九
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
　
四
点

四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村

四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
　
二
二
〇
点

四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
九
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
　
四
点

二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村

二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
　
一
〇
〇
点

二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
九
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
　
四
点

（
一
）
の
（
２
）
に
掲
げ
る
市
町
村
　
八
〇
点

（２）
　
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
支
庁
所
在
地
と
の
距
離
（
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
当
該
市
町
村
を
包
括
す

る
都
道
府
県
の
直
近
の
支
庁
若
し
く
は
地
方
事
務
所
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
事
務
所
が

な
い
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
県
庁
所
在
地
と
す
る
。
）
と
の
距
離
を
い
う
。
）

四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
　
二
一
〇
点

二
七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
　
一
八
〇
点

二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
　
一
二
〇
点

一
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
　
九
〇
点

七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
　
三
〇
点

（３）
　
離
島
事
情
（
離
島
に
係
る
市
町
村
（
（
一
）
に
掲
げ
る
市
町
村
の
う
ち
そ
の
区
域
の
一
部
又
は
全
部
に

つ
き
離
島
振
興
法
、
奄
美
振
興
法
又
は
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村

（
当
該
市
町
村
役
場
が
当
該
市
町
村
の
区
域
内
で
こ
れ
ら
の
法
律
の
適
用
を
受
け
な
い
地
域
に
あ
る
市
町

村
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に

所
在
す
る
辺
地
（
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
一
項
の
辺
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
同

日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
基
礎
と
し
て
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
点
数
を
い
う
。
）

算
式
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（
Ａ×

８
０
＋
Ｂ×

１
２
０
＋
Ｃ×

１
８
０
＋
Ｄ×

２
８
０
＋
Ｅ×

３
４
０
＋
Ｆ×

４
０
０
＋
Ｇ×

４
０
）

／
Ｈ

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
役
場
の
所
在
地
か
ら
当
該
辺
地
ま
で
の
距
離
等
に
つ
い
て
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の

総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
３
７
年
自
治
省
令
第
１
４

号
）
別
表
第
１
の
要
素
７
及
び
別
表
第
２
の
要
素
３
の
例
に
よ
つ
て
算
定
し
た
点
数
の
合
計
点
数
（
以
下

「
交
通
要
素
点
数
」
と
い
う
。
）
が
２
５
点
以
上
５
０
点
未
満
の
辺
地
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｂ
　
交
通
要
素
点
数
が
５
０
点
以
上
７
５
点
未
満
の
辺
地
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｃ
　
交
通
要
素
点
数
が
７
５
点
以
上
１
０
０
点
未
満
の
辺
地
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｄ
　
交
通
要
素
点
数
が
１
０
０
点
以
上
１
２
５
点
未
満
の
辺
地
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｅ
　
交
通
要
素
点
数
が
１
２
５
点
以
上
１
５
０
点
未
満
の
辺
地
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｆ
　
交
通
要
素
点
数
が
１
５
０
点
以
上
の
辺
地
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｇ
　
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
か
ら
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
及
び
Ｆ
の
数
を
控
除
し
た
数

Ｈ
　
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

五
　
法
令
に
基
づ
く
行
政
権
能
等
の
差
に
よ
る
地
域
区
分

「
都
市
計
画
費
」
に
あ
つ
て
は
指
定
都
市
、
中
核
市
、
施
行
時
特
例
市
（
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
施
行
時
特
例
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の

他
の
市
町
村
、
市
町
村
の
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
に
あ
つ
て
は
特
別
区
、
宅
地
造
成
等
規
制
指
定
都
市
（
宅
地

造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ

た
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包
括
す
る
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
そ
の
他
の
指
定
都
市
、
宅
地

造
成
等
規
制
中
核
市
（
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
宅
地
造
成

等
工
事
規
制
区
域
を
包
括
す
る
中
核
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
そ
の
他
の
中
核
市
、
施
行
時
特
例
市
、
別
表

第
三
の
三
に
掲
げ
る
建
築
主
事
設
置
市
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
建
築
主
事
を
置
く
市
（
特
別
区
、
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
同
表
に
掲
げ
る
建
築
基
準
法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事

を
置
く
市
町
村
（
以
下
「
限
定
特
定
行
政
庁
設
置
市
町
村
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
、
都
道
府
県

の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
そ
の

他
の
市
町
村
、
市
町
村
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
指
定
都

市
、
中
核
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
、
市
町
村
の
「
生
活
保
護
費
」
に
あ
つ
て
は
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
そ

の
他
の
市
（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
含
む
。
）
、
都
道
府
県
の
「
社
会
福
祉
費
」
に
あ
つ
て
は
指
定
都
市
、
児

童
相
談
所
設
置
中
核
市
、
そ
の
他
の
中
核
市
、
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
並
び
に
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置

中
核
市
、
そ
の
他
の
中
核
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
以
外
の
市
町
村
、
市
町
村
の
「
社
会
福
祉
費
」
に
あ

つ
て
は
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
中
核
市
、
そ
の
他
の
中
核
市
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
中
核
市

及
び
そ
の
他
の
中
核
市
以
外
の
市
（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
含
む
。
）
並
び
に
そ
の
他
の
町
村
、
「
衛
生
費
」

及
び
「
保
健
衛
生
費
」
に
あ
つ
て
は
特
別
区
及
び
保
健
所
設
置
市
、
指
定
都
市
、
中
核
市
並
び
に
そ
の
他
の
市

町
村
、
都
道
府
県
の
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
、
市
町
村
の
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
六
十
五
歳
以

上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
、
市
町
村
の
「
商

工
行
政
費
」
に
あ
つ
て
は
中
小
企
業
支
援
市
、
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
四
条

に
規
定
す
る
市
の
う
ち
中
小
企
業
支
援
市
以
外
の
も
の
（
以
下
「
計
量
市
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
他
の
市
町

村
と
す
る
。

六
　
地
域
手
当
の
級
地
に
よ
る
地
域
区
分

別
表
第
三
の
四
の
級
地
欄
に
掲
げ
る
級
地
に
応
じ
た
市
町
村
と
す
る
。

２
　
前
項
第
一
号
（
一
）
の
（
２
）
若
し
く
は
（
４
）
又
は
（
二
）
の
（
２
）
若
し
く
は
（
３
）
の
場
合
に
お
い

て
、
令
和
二
年
十
月
二
日
以
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
廃

置
分
合
に
よ
り
一
の
市
町
村
の
区
域
が
そ
の
ま
ま
他
の
市
町
村
の
区
域
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
廃
置
分
合
後
の

市
町
村
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
、
昼
間
流
入
人
口
又
は
昼
間
流
出
人
口
は
、
関
係
市
町
村
の
産
業
分
類
別
就
業

者
数
、
昼
間
流
入
人
口
又
は
昼
間
流
出
人
口
を
合
計
し
た
数
（
た
だ
し
、
昼
間
流
入
人
口
又
は
昼
間
流
出
人
口

は
、
関
係
市
町
村
間
の
昼
間
流
入
人
口
又
は
昼
間
流
出
人
口
を
除
く
。
）
と
し
、
廃
置
分
合
に
よ
り
一
の
市
町
村

の
区
域
が
分
割
さ
れ
た
と
き
、
又
は
境
界
変
更
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
の
関
係

市
町
村
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
、
昼
間
流
入
人
口
又
は
昼
間
流
出
人
口
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
市
町
村
若
し

く
は
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
区
域
を
減
ず
る
前
の
市
町
村
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
、
昼
間
流
入
人
口
又
は
昼
間

流
出
人
口
を
当
該
廃
置
分
合
に
係
る
区
域
若
し
く
は
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
及
び
そ
の
区
域
を
除
い
た
区

域
の
別
に
そ
の
居
住
地
に
よ
つ
て
分
別
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
区
域
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
産
業
分
類
別

就
業
者
数
、
昼
間
流
入
人
口
又
は
昼
間
流
出
人
口
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
と
し
、
又
は
当
該
分
別
し
、
若
し
く
は
按
分
し
た
産
業
分
類
別
就
業
者
数
、
昼
間
流
入
人
口
又
は

昼
間
流
出
人
口
を
境
界
変
更
に
係
る
区
域
が
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
市
町
村
の
産
業
分
類
別
就
業
者
数
、
昼
間
流

入
人
口
又
は
昼
間
流
出
人
口
に
加
え
た
数
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
一
号
（
一
）
の
（
３
）
又
は
（
二
）
の
（
４
）
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
四
年
一
月
二
日
以
後
に
お

い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
の
市

町
村
の
宅
地
平
均
価
格
指
数
は
、
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
の
市
町
村
が
同
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て

廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
仮
定
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
指
数
と
す

る
。

４
　
第
一
項
第
二
号
（
一
）
及
び
第
三
号
（
一
）
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
二
年
十
月
二
日
以
後
に
お
い
て
市
町
村

の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
市
町
村
の
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
に
つ
い

て
は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
二
号
（
二
）
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
二
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
を
作
成
し
た
後

に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
市
町
村
の
田
畑
、
牧
場
及
び
宅
地

の
面
積
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
　
第
一
項
第
三
号
（
二
）
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
二
年
二
月
一
日
以
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境

界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
市
町
村
の
林
野
面
積
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規

定
を
準
用
す
る
。

（
経
常
態
容
補
正
係
数
の
算
定
方
法
）

第
十
一
条
の
二
　
都
道
府
県
の
「
小
学
校
費
」
及
び
「
中
学
校
費
」
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

１
）×

α

＋
１

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の

設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
当
該
都
道
府
県
立

の
併
設
型
中
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
の
小
中
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
限
度
政
令
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
算
定
総
額
を
当

該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
小
中
学
校
等
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条
第
５
号
、
第
７
号
及
び
第
９
号
に
掲
げ
る

数
の
合
算
数
で
除
し
て
得
た
額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
全
国
の
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義

務
教
育
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
都
道
府
県
立
の
併
設
型
中
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
国
の
小
中
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
限
度
政
令
第
２

条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
地
域
手
当
及
び
寒
冷
地
手

当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
限
度
政
令
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
算
定
総

額
か
ら
同
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
等
の
う
ち
地
域
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と
し
て
算
定

し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
の
合
算
額
を
全
国
の
小
中
学
校
等
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条
第
５
号
、

第
７
号
、
第
９
号
、
第
１
３
号
、
第
１
５
号
及
び
第
１
７
号
に
掲
げ
る
数
の
合
算
数
で
除
し
て
得
た
額
を
１
２

で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
除
し
て
得
た

数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。
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α

　
「
小
学
校
費
」
に
あ
つ
て
は
０
．
１
６
８
、
「
中
学
校
費
」
に
あ
つ
て
は
０
．
１
６
８

２
　
「
特
別
支
援
学
校
費
」
の
う
ち
教
職
員
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
は
、
次
の
算

式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
す
る
。

算
式

［
Ａ×
｛
（
Ｃ－

１
）×

０
．
１
０
７
＋
Ｄ
｝
＋
｛
（
Ｂ×

１
．
２
４
）×

Ｄ
｝
］
／
（
Ａ
＋
Ｂ
）

（
Ｃ－

１
）×

０
．
１
０
７
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、

Ａ×

｛
（
Ｃ－
１
）×

０
．
１
０
７
＋
Ｄ
｝
、
（
Ｂ×

１
．
２
４
）
又
は
｛
（
Ｂ×

１
．
２
４
）×

Ｄ
｝
に
整
数
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市

を
除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の

学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学

校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ

り
編
制
し
た
場
合
に
お
け
る
学
級
数
を
基
礎
と
し
て
同
法
第
１
０
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
定
数
の

標
準
と
な
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

Ｂ
　
測
定
単
位
の
数
値
か
ら
Ａ
に
掲
げ
る
数
を
控
除
し
た
数

Ｃ
　
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市

を
除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
限
度
政
令
第
２
条
第
１
項
に

規
定
す
る
都
道
府
県
算
定
総
額
を
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）

町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条
第
１
１
号
に
掲
げ
る
数

で
除
し
て
得
た
額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
を
前
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
全
国
の
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に

つ
い
て
限
度
政
令
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
地

域
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
限
度
政
令
第
２
条
第
２
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
算
定
総
額
か
ら
同
条
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
等
の
う
ち
地
域
手
当
及
び
寒

冷
地
手
当
と
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
を
除
い
て
得
た
額
と
の
合
算
額
を
全
国
の
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小

学
部
及
び
中
学
部
に
お
け
る
限
度
政
令
第
１
条
第
１
１
号
及
び
第
１
９
号
に
掲
げ
る
数
の
合
算
数
で
除
し
て
得

た
額
を
１
２
で
除
し
て
得
た
額
（
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で

除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄ
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の
地
域
手
当
の
級
地
（
当
該
級
地
に
係
る

地
域
区
分
は
、
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
並
び
に
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
）
に
つ
き
別
表

第
一
に
定
め
る
率
を
当
該
区
域
内
の
当
該
地
域
手
当
の
級
地
ご
と
の
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の
人
口

に
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
当
該

都
道
府
県
の
人
口
（
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
の
人
口
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点

以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
率
が
１
．
０
０
０
に
満
た
な
い
と

き
は
、
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

３
　
市
町
村
の
「
消
防
費
」
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

Ｂ
／
（
Ａ×

１
１
．
６
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
合
併
関
係
市
町
村
（
旧
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
６
号
。
以
下
「
合

併
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
又
は
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
６
年
法
律
第

５
９
号
。
以
下
「
合
併
新
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
の
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
新
市
町
村
の

市
町
村
役
場
が
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
を
除
く
。
）
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

１
５
．
７×

ａ×

ｂ－

８
．
２
６×

ａ×

ｃ

ｂ
が
１
．
２
７
０
を
超
え
る
と
き
は
１
．
２
７
０
と
す
る
。

ｃ
が
２
．
８
０
５
を
超
え
る
と
き
は
２
．
８
０
５
と
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口

ｂ
　
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
経
常
態
容
補
正
の
合
併
関
係
市
町
村
の
人

口
段
階
に
よ
る
補
正
率
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
で
除
し
て
得

た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｃ
　
当
該
新
市
町
村
の
人
口
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
経
常
態
容
補
正
の
新
市
町
村
の
人
口
段
階
に
よ
る

補
正
率
の
Ｃ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
と
同
表
の
Ｄ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
新
市
町
村
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

４
　
市
町
村
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

の
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以

下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

Ａ×

Ｂ×

Ｃ
＋
Ｄ

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

算
式

｛
（
ｂ
／
ａ
）×

１
．
２
１
８
＋
（
ｃ
／
ａ
）×

１
．
０
０
０
｝×

（
１
／
１
．
０
５
０
）

ｂ
／
ａ
、
（
ｂ
／
ａ
）×

１
．
２
１
８
又
は
ｃ
／
ａ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
立
の
幼
稚
園
の

在
籍
人
員
数
（
市
町
村
立
の
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
２
・
３
号
認
定
子
ど
も
を
除
く
。
以
下

「
市
町
村
立
の
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
」
と
い
う
。
）
及
び
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
年
度

の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
１
号
認
定
子
ど
も
の
数

（
以
下
「
市
町
村
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
１
号
認
定
子
ど
も
の
数
」
と
い
う
。
）
の
合

計
数

ｂ
　
市
町
村
立
の
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
及
び
市
町
村
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
１
号
認

定
子
ど
も
の
数
の
合
計
数
の
う
ち
３
歳
児
数

ｃ
　
市
町
村
立
の
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
及
び
市
町
村
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
１
号
認

定
子
ど
も
の
数
の
合
計
数
の
う
ち
４
歳
以
上
児
数

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

算
式

ｂｉ×

ｃｉ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
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算
式
の
符
号

ａ
　
市
町
村
立
の
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
及
び
市
町
村
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
１
号
認

定
子
ど
も
の
数
の
合
計
数

ｂｉ
　
市
町
村
立
の
幼
稚
園
の
在
籍
人
員
数
及
び
市
町
村
立
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
１
号
認

定
子
ど
も
の
数
の
合
計
数
の
う
ち
、
１
号
認
定
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
が
ｉ
人
の
施
設
に
在
籍
す
る
人
員
数

ｃｉ１≦

ｉ≦

１
５
の
と
き
　
３
．
２
０
１

１
６≦

ｉ≦

２
５
の
と
き
　
１
．
９
９
１

２
６≦

ｉ≦

３
５
の
と
き
　
１
．
４
７
２

３
６≦

ｉ≦

４
５
の
と
き
　
１
．
４
０
８

４
６≦

ｉ≦

６
０
の
と
き
　
１
．
３
０
７

６
１≦

ｉ≦

７
５
の
と
き
　
１
．
１
６
４

７
６≦

ｉ≦

９
０
の
と
き
　
１
．
０
６
８

９
１≦

ｉ≦

１
０
５
の
と
き
　
１
．
０
０
０

１
０
６≦

ｉ≦

１
２
０
の
と
き
　
０
．
９
５
０

１
２
１≦

ｉ≦

１
３
５
の
と
き
　
０
．
９
２
８

１
３
６≦

ｉ≦

１
５
０
の
と
き
　
０
．
８
９
４

１
５
１≦

ｉ≦

１
８
０
の
と
き
　
０
．
８
４
４

１
８
１≦

ｉ≦

２
１
０
の
と
き
　
０
．
８
０
８

２
１
１≦

ｉ≦

２
４
０
の
と
き
　
０
．
７
８
１

２
４
１≦

ｉ≦

２
７
０
の
と
き
　
０
．
７
６
０

２
７
１≦

ｉ≦

３
０
０
の
と
き
　
０
．
７
４
３

３
０
１≦

ｉ
の
と
き
　
０
．
６
９
２

ｎ
　
利
用
定
員
の

大
値

Ｃ
　
地
域
区
分
が
１
０
０
分
の
２
０
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
１
０
４
、
１
０
０
分
の
１
６
地
域
の
市

町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
７
４
、
１
０
０
分
の
１
５
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
６
７
、
１
０
０
分
の

１
２
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
４
４
、
１
０
０
分
の
１
０
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
３

０
、
１
０
０
分
の
６
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０
、
１
０
０
分
の
３
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は

０
．
９
７
８
、
そ
の
他
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
９
５
５
と
す
る
。

Ｄ
　
冷
暖
房
費
加
算
区
分
が
１
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
２
８
、
２
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は

０
．
０
２
４
、
３
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
２
４
、
４
級
地
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
１
８
、

そ
の
他
地
域
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
０
と
す
る
。

５
　
市
町
村
の
「
保
健
衛
生
費
」
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
Ⅰ
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点

以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ
／
０
．
２
８
０
）×

０
．
０
８
４
＋
０
．
９
１
６－

１
．
０
０
０
｝×

Ｂ×

Ｃ

Ａ
／
０
．
２
８
０
が
１
．
０
０
０
を
下
回
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｂ
　
段
階
補
正
係
数

Ｃ
　
普
通
態
容
補
正
係
数

６
　
市
町
村
の
「
保
健
衛
生
費
」
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
Ⅱ
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点

以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

Ｂ
／
（
Ａ×

８
．
３
３
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
合
併
関
係
市
町
村
（
新
市
町
村
の
市
町
村
役
場
及
び
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
２
０
に
規
定
す
る
区
の

事
務
所
（
以
下
「
区
役
所
」
と
い
う
。
）
が
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

６
．
１×

ａ×

ｂ×

ｃ

ｂ
が
３
．
３
４
０
を
超
え
る
と
き
は
３
．
３
４
０
と
す
る
。

ｃ
が
１
．
８
３
７
を
超
え
る
と
き
は
１
．
８
３
７
と
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口

ｂ
　
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
経
常
態
容
補
正
Ⅱ
の
合
併
関
係
市
町
村
の

人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
で
除
し
て

得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｃ
　
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
役
場
（
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
役
所
と
す
る
。
）
の
所

在
地
（
町
村
役
場
が
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
町
村
役
場
は
当
該
町
村
の
区
域
の

う
ち
地
方
税
法
第
４
１
１
条
の
規
定
に
よ
り
令
和
４
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登

録
さ
れ
た
宅
地
の
３
．
３
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
が

高
で
あ
る
地
点
に
町
村
役
場
が
所
在
す
る
も
の

と
み
な
す
。
）
と
合
併
の
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
市
町
村
役
場
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
旧
市
町
村
役
場
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
（
新
市
町
村
に
編
入
さ
れ
た
区
域
に
旧
市
町
村
役
場
が
所
在
し

て
い
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
区
域
の
う
ち
地
方
税
法
第
４
１
１
条
の
規
定
に
よ
り
令
和
４
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
宅
地
の
３
．
３
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
が

高
で

あ
る
地
点
に
旧
市
町
村
役
場
が
所
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。
）
と
の

短
距
離
（

も
経
済
的
な
通
常
の

経
路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
に
お
け
る
鉄
道
（
定
期
バ
ス
を
含
む
。
）
、
水
路
及
び
陸
路
に
よ
る
実
距

離
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
路
を
含
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
距
離
を
２
倍
と
し
て
計
算
し
た
距
離
と
す
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
本
庁
か
ら
の
距
離
」
と
い
う
。
）
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
経
常
態
容
補
正
Ⅱ

の
本
庁
か
ら
の
距
離
段
階
に
よ
る
補
正
率
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を

合
算
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

７
　
市
町
村
の
「
林
野
水
産
行
政
費
」
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
と
す

る
。算

式

（
Ｂ
／
Ａ
）×

２
．
７
５
＋
（
Ｃ
／
Ａ
）×

０
．
１
７

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
就
業
者
数

Ｃ
　
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｂ
漁
業
の
就
業
者
数

８
　
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
は
、
次
の
算

式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
す
る
。

算
式

Ｂ
／
（
Ａ×

１
．
７
４
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
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算
式

３
１
．
４×

ａ×

ｂ×

ｃ

ｂ
が
３
．
９
８
０
を
超
え
る
と
き
は
３
．
９
８
０
と
す
る
。

ｃ
が
１
．
７
９
７
を
超
え
る
と
き
は
１
．
７
９
７
と
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口

ｂ
　
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
経
常
態
容
補
正
の
合
併
関
係
市
町
村
の
人

口
段
階
に
よ
る
補
正
率
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
で
除
し
て
得

た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｃ
　
本
庁
か
ら
の
距
離
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
経
常
態
容
補
正
の
本
庁
か
ら
の
距
離
段
階
に
よ
る
補
正

率
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

（
投
資
態
容
補
正
係
数
の
算
定
方
法
等
）

第
十
二
条
　
投
資
態
容
補
正
は
、
次
項
で
定
め
る
指
標
に
よ
る
補
正
（
以
下
「
投
資
補
正
」
及
び
「
投
資
補
正
Ⅱ
」

と
い
う
。
）
又
は
公
共
事
業
費
の
地
方
負
担
額
等
を
指
標
と
す
る
補
正
（
以
下
「
事
業
費
補
正
」
と
い
う
。
）
に
分

別
し
、
次
の
表
の
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
投
資
態
容
補
正
の

種
類
の
欄
に
掲
げ
る
補
正
を
行
う
も
の
と
す
る
。

地
方
団
体
の
種
類

経
費
の
種
類

測
定
単
位

投
資
態
容
補
正
の
種
類

都
道
府
県

一
　
道
路
橋
り
よ
う
費

道
路
の
延
長

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

　

二
　
河
川
費

河
川
の
延
長

事
業
費
補
正

　

三
　
港
湾
費

港
湾
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長

事
業
費
補
正

　

漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

　

四
　
高
等
学
校
費

生
徒
数

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

五
　
社
会
福
祉
費

人
口

事
業
費
補
正

　

六
　
高
齢
者
保
健
福
祉
費

六
十
五
歳
以
上
人
口

事
業
費
補
正

　

七
　
農
業
行
政
費

農
家
数

事
業
費
補
正

　

八
　
林
野
行
政
費

公
有
以
外
の
林
野
の
面
積

事
業
費
補
正

　

九
　
地
域
振
興
費

人
口

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

市
町
村

一
　
道
路
橋
り
よ
う
費

道
路
の
延
長

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

　

二
　
港
湾
費

港
湾
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長

事
業
費
補
正

　

漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長

事
業
費
補
正

　

三
　
都
市
計
画
費

都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口

事
業
費
補
正

　

四
　
公
園
費

人
口

事
業
費
補
正

　

五
　
下
水
道
費

人
口

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

　

六
　
そ
の
他
の
土
木
費

人
口

事
業
費
補
正

　

七
　
小
学
校
費

学
級
数

事
業
費
補
正

　

八
　
中
学
校
費

学
級
数

事
業
費
補
正

　

九
　
高
等
学
校
費

生
徒
数

事
業
費
補
正

　

十
　
そ
の
他
の
教
育
費

人
口

投
資
補
正
Ⅱ

　

十
一
　
社
会
福
祉
費

人
口

事
業
費
補
正

　

十
二
　
高
齢
者
保
健
福
祉
費

六
十
五
歳
以
上
人
口

事
業
費
補
正

　

十
三
　
清
掃
費

人
口

事
業
費
補
正

　

十
四
　
農
業
行
政
費

農
家
数

事
業
費
補
正

　

十
五
　
林
野
水
産
行
政
費

林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数

事
業
費
補
正

　

十
六
　
地
域
振
興
費

人
口

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

　

面
積

投
資
補
正
及
び
事
業
費
補
正

２
　
投
資
補
正
及
び
投
資
補
正
Ⅱ
に
用
い
る
指
標
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測

定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
算
定
方
法
等
の
欄
に
定
め
る
数
値
又
は
同
欄
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し

た
数
値
（
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

指
標

算
定
方
法
等

都道府県

一　道路橋りよう費

道路の延長

国
府
県

道
未
整

備
延
長

比
率

１
　
平
成
二
十
九
年
及
び
平
成
三
十
年
の
各
年
に
お
け
る
四
月
一
日
現
在
並
び
に
平
成
三
十
一

年
か
ら
令
和
三
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
国
土
交
通
省
が
作
成

し
た
道
路
統
計
年
報
（
以
下
「
道
路
年
報
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
般
国
道
及
び
都

道
府
県
道
（
指
定
都
市
の
区
域
内
に
存
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
国
府
県

道
」
と
い
う
。
）
の
実
延
長
の
合
計
数
を
五
で
除
し
て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
国
府
県
道
の
実
延
長
」
と

い
う
。
）
か
ら
道
路
年
報
に
記
載
さ
れ
て
い
る
国
府
県
道
の
整
備
済
延
長
の
合
計
数
を
五
で
除
し

て
得
た
数
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
控
除

し
て
得
た
数
に
直
轄
高
速
道
路
の
未
供
用
延
長
を
加
え
て
得
た
数
を
直
轄
高
速
道
路
及
び
国
府

県
道
の
実
延
長
に
直
轄
高
速
道
路
の
未
供
用
延
長
を
加
え
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
数

２
　
国
府
県
道
に
係
る
延
長
の
表
示
単
位
は
、
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

　

　

　

道
路
延

長
当
た

り
人
口

１
　
人
口
（
当
該
人
口
（
指
定
都
市
を
包
括
す
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
指
定
都
市
に
係
る
人
口

を
控
除
し
た
人
口
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
人
未
満

の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
人
口
に
一
・
〇
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
、
二
、
二
〇
〇
、
〇
〇

〇
人
以
上
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
人
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
人
口
に
〇
・
五
三
四

を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
、
〇
二
五
、
〇
〇
〇
を
加
え
た
数
、
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
人
以
上
の

都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
当
該
人
口
に
〇
・
〇
九
一
を
乗
じ
て
得
た
数
に
三
、
二
四
〇
、
〇
〇
〇

を
加
え
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
都
道
府
県
の
人
口
と
す
る
。
）
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得

た
数

２
　
人
口
に
係
る
表
示
単
位
は
、
千
人
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

　

　

　

道
路
延

長
当
た

り
面
積

１
　
面
積
（
指
定
都
市
を
包
括
す
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
指
定
都
市
に
係
る
面
積
を
控
除
し

た
面
積
）
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

２
　
面
積
に
係
る
表
示
単
位
は
、
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

　

　

　

標
準
道

路
延
長

比
率

三
、
九
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

　

二　港湾費

漁港におけ

漁
港
に

お
け
る

外
郭
施

設
の
延

長
当
た

海
面
に
係
る
水
産
業
者
の
数
（
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
三
十
年
十
一
月

一
日
現
在
に
お
け
る
漁
業
経
営
体
総
数
か
ら
漁
船
非
使
用
に
係
る
漁
業
経
営
体
数
を
控
除
し
た

数
）
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

91



る外郭施設の延長

り
海
面

に
係
る

水
産
業

者
数

　

　

　

漁
業
就

業

者

比
率

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数

の
う
ち
Ｂ
漁
業
の
就
業
者
数
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
を
人
口
で
除
し
て
得
た
数

　

三　高等学校費

生徒数

生
徒
一

人
当
た

り
一
般

校
舎
及

び
屋
内

運
動
場

不

足

面
積

１
　
前
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
文
部
科
学
大
臣
が
調
査
し
た
公
立
学
校
施
設
の
実
態
調

査
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
公
立
学
校
施
設
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が

定
め
る
公
立
高
等
学
校
に
係
る
一
般
校
舎
及
び
屋
内
運
動
場
の
不
足
面
積
を
測
定
単
位
の
数
値

で
除
し
て
得
た
数

２
　
一
般
校
舎
及
び
屋
内
運
動
場
の
不
足
面
積
に
係
る
表
示
単
位
は
、
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　

　

　

生
徒
一

人
当
た

り
産
振

校
舎
不

足
面
積

１
　
公
立
学
校
施
設
実
態
調
査
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
定
め
る
公
立
高
等
学
校
に
係
る
産
振
校

舎
の
不
足
面
積
を
測
定
単
位
の
数
値
の
う
ち
普
通
科
等
以
外
の
学
科
の
生
徒
数
（
別
科
又
は
専

攻
科
に
係
る
生
徒
数
の
う
ち
こ
れ
ら
の
学
科
に
類
す
る
学
科
に
属
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
除
し

て
得
た
数

２
　
産
振
校
舎
の
不
足
面
積
の
表
示
単
位
は
、
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　

四　地域振興費

人口

過
疎
地

域
等
人

口
比
率

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
。
以
下

「
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
及
び
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措

置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
、
豪
雪
地
帯
対

策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
豪
雪

地
帯
又
は
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
興

山
村
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
疎
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に

係
る
人
口
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
を
人
口
で
除
し
て
得
た
数

　

　

　

半
島
地

域
人
口

比
率

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策

実
施
地
域
の
う
ち
過
疎
地
域
等
以
外
の
地
域
に
係
る
人
口
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
を

人
口
で
除
し
て
得
た
数

市町村

一　道路橋りよう費

道路の延長

国
道
延

長
比
率

測
定
単
位
の
数
値
の
う
ち
国
道
の
実
延
長
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

　

　

　

道
府
県

道
延
長

比
率

測
定
単
位
の
数
値
の
う
ち
道
府
県
道
の
実
延
長
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

　

　

　

道
路
整

備

比

率
Ⅰ

測
定
単
位
の
数
値
の
う
ち
路
面
幅
員
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
道
（
橋
り
よ
う
を
除
く
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
延
長
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

　

　

　

道
路
整

備

比

率
Ⅱ

測
定
単
位
の
数
値
の
う
ち
路
面
幅
員
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
四
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村

道
の
延
長
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

　

　

　

道
路
整

備

比

率
Ⅲ

測
定
単
位
の
数
値
の
う
ち
路
面
幅
員
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村

道
の
延
長
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数

　

　

　

交
通
事

故
件
数

比
率

警
察
庁
に
お
い
て
調
査
し
た
交
通
事
故
の
発
生
件
数
（
以
下
「
交
通
事
故
件
数
」
と
い
う
。
）
の

当
該
年
の
前
二
年
及
び
前
三
年
の
合
計
数
の
二
分
の
一
の
数
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得

た
数

　

二　下水道費

人口

有

収

水
量

当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る
公
共
下
水
道
事
業
、
特
定
環
境

保
全
公
共
下
水
道
事
業
、
農
業
集
落
排
水
事
業
、
漁
業
集
落
排
水
事
業
、
林
業
集
落
排
水
事
業
、

簡
易
排
水
事
業
、
小
規
模
集
合
排
水
処
理
事
業
、
特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
事
業
及
び
個
別
排

水
処
理
事
業
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
共
下
水
道
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
年
の
三

月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
基
づ
く
有
収
水
量
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る
公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
有
収
水
量
は
、

当
該
有
収
水
量
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し

た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ

れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
経
営
す
る
公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
有
収
水
量
（
総
務
大
臣
が
承
認
す

る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
の

経
営
す
る
公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
有
収
水
量
）
と
す
る
。

　

　

　

超
過
算

定
対
象

資
本
費

単
価

平
成
六
年
度
以
降
に
供
用
を
開
始
し
た
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経

営
す
る
公
共
下
水
道
事
業
等
の
う
ち
、
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る

公
共
下
水
道
事
業
等
（
経
営
戦
略
を
策
定
し
た
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限

る
。
以
下
「
対
象
下
水
道
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
地

方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
基
づ
く
算
定
対
象
資
本
費
（
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営

す
る
対
象
下
水
道
事
業
に
係
る
算
定
対
象
資
本
費
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町

村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務

大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
経
営
す
る
対
象
下
水
道

事
業
に
係
る
算
定
対
象
資
本
費
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る

市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
の
経
営
す
る
対
象
下
水
道
事
業
に
係
る
算

定
対
象
資
本
費
）
と
み
な
す
。
）
の
額
を
当
該
事
業
に
係
る
有
収
水
量
で
除
し
て
得
た
有
収
水
量

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
（
表
示
単
位
は
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
か
ら
四
十
七
を
控
除
し
た
数
に
、
対

象
下
水
道
事
業
の
う
ち
地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
三

の
五
（
１
）
に
お
い
て
「
法
適
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
別
表
第
三
の
五
（
１
）
に
定

め
る
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗

じ
て
得
た
数
の
合
計
数
と
し
、
同
法
の
適
用
が
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
三
の
五

（
２
）
に
お
い
て
「
法
非
適
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
別
表
第
三
の
五
（
２
）
に
定
め

る
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ

て
得
た
数
の
合
計
数
と
す
る
。

　

　

　

　

（
１
）
　
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
基
づ
く
当
該

公
共
下
水
道
事
業
等
の
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
が
四
十

八
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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（
２
）
　
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
基
づ
く
当
該

公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
（
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る

公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
は
、
当
該
使
用
料
又
は
料
金
収
入
を
当
該

組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し

な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
経

営
す
る
公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に

は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
の
経
営
す
る

公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
）
と
み
な
す
。
）
の
額
を
当
該
公
共
下
水
道

事
業
等
に
係
る
有
収
水
量
で
除
し
て
得
た
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
使
用
料
又
は

料
金
収
入
の
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
使
用
料
単
価
」
と
い
う
。
）
が
一
五
〇
円
以
上
で
あ

る
こ
と
。

使
用
料

単

価

比
率

対
象
下
水
道
事
業
に
係
る
使
用
料
単
価
を
二
〇
三
・
〇
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
一
・
〇
〇
〇
を
超
え
る
と
き
は
一
・

〇
〇
〇
と
す
る
。
）

統
合
前

の
有
収

水
量

複
数
の
公
共
下
水
道
事
業
等
が
統
合
し
た
公
共
下
水
道
事
業
等
で
あ
っ
て
、
統
合
後
の
公
共
下

水
道
事
業
等
と
し
て
平
成
三
十
年
四
月
二
日
以
降
に
併
用
を
開
始
し
た
も
の
（
以
下
「
統
合
下

水
道
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
統
合
前
の
公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る
統
合
下
水
道
の
供
用
開

始
前
年
度
（
以
下
「
統
合
前
年
度
」
と
い
う
。
）
の
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
基
づ
く
有

収
水
量
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る
統
合
前
の
公
共
下
水

道
事
業
等
に
係
る
有
収
水
量
は
、
当
該
有
収
水
量
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協

議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る

率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
経
営
す
る
統
合
前
の
公
共
下
水
道
事
業

等
に
係
る
有
収
水
量
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の

う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
の
経
営
す
る
統
合
前
の
公
共
下
水
道
事
業
等
に
係
る

有
収
水
量
）
と
す
る
。

統
合
前

の
超
過

算
定
対

象
資
本

費
単
価

統
合
下
水
道
で
あ
つ
て
平
成
六
年
度
以
降
に
供
用
を
開
始
し
た
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村

の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る
統
合
前
の
公
共
下
水
道
事
業
等
の
う
ち
、
次
の
（
１
）
及
び

（
２
）
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
公
共
下
水
道
事
業
等
（
経
営
戦
略
を
策
定
し
た
事
業
で
あ

り
、
か
つ
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

が
三
万
人
以
上
の
市
町
村
（
構
成
市
町
村
の
人
口
合
計
が
三
万
人
以
上
の
地
方
自
治
法
第
二
百

八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
を
含
む
。
）
が
行
う
事
業
に
あ
つ

て
は
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
適

用
し
て
い
る
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
以
下
「
統
合
前
対
象
下
水
道

事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調

査
に
基
づ
く
算
定
対
象
資
本
費
（
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る
統
合
前
対
象
下
水
道

事
業
に
係
る
算
定
対
象
資
本
費
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し

て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）

に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
経
営
す
る
統
合
前
対
象
下
水
道
事
業
に
係
る

算
定
対
象
資
本
費
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う

ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
の
経
営
す
る
統
合
前
対
象
下
水
道
事
業
に
係
る
算
定
対

象
資
本
費
）
と
み
な
す
。
）
の
額
を
当
該
事
業
に
係
る
有
収
水
量
で
除
し
て
得
た
有
収
水
量
一
立

方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
（
表
示
単
位
は
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
か
ら
四
十
七
を
控
除
し
た
数
に
、
統
合
前

対
象
下
水
道
事
業
の
う
ち
地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第

三
の
五
（
１
）
に
お
い
て
「
統
合
前
法
適
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
同
表
（
１
）
に
定

め
る
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗

じ
て
得
た
数
の
合
計
数
と
し
、
同
法
の
適
用
が
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
表
（
２
）
に

お
い
て
「
統
合
前
法
非
適
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
同
表
（
２
）
に
定
め
る
有
収
水
量

一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の

合
計
数
と
す
る
。

（
１
）
　
統
合
前
年
度
の
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
基
づ
く
当
該
公
共
下
水
道
事
業
等
の

有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
額
が
四
十
八
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
　
統
合
前
年
度
の
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
基
づ
く
当
該
公
共
下
水
道
事
業
等
に

係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
（
市
町
村
の
組
織
す
る
組
合
が
経
営
す
る
統
合
前
の
公
共
下
水
道

事
業
等
に
係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
は
、
当
該
使
用
料
又
は
料
金
収
入
を
当
該
組
合
を
構
成

す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、

総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
経
営
す
る
公
共
下

水
道
事
業
等
に
係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合

を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
の
経
営
す
る
統
合
前
の
公
共

下
水
道
事
業
等
に
係
る
使
用
料
又
は
料
金
収
入
）
と
み
な
す
。
）
の
額
を
当
該
公
共
下
水
道
事
業

等
に
係
る
有
収
水
量
で
除
し
て
得
た
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
使
用
料
又
は
料
金

収
入
の
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
統
合
前
使
用
料
単
価
」
と
い
う
。
）
が
一
五
〇
円
以
上
で

あ
る
こ
と
。

統
合
前

の
使
用

料
単
価

比
率

統
合
前
対
象
下
水
道
事
業
に
係
る
統
合
前
使
用
料
単
価
を
二
〇
三
・
〇
で
除
し
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
一
・
〇
〇
〇
を
超

え
る
と
き
は
一
・
〇
〇
〇
と
す
る
。
）

　

三　その他の教育費

人口

特
別
支

援
学
校

の
幼
稚

部
の
学

級
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立

の
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
在
学
す
る
幼
児
を
も
つ
て
編
制
さ
れ
た
実
学
級
（
多
学
年
学
級

は
、
一
学
級
と
み
な
す
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数

　

　

　

特
別
支

援
学
校

の
小
学

部
及
び

中
学
部

の

学

級
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立

の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
在
学
す
る
児
童
又
は
生
徒
を
も
つ
て
編
制
さ
れ
た

実
学
級
の
数

　

　

　

特
別
支

援
学
校

の
高
等

部
の
学

級
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立

の
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
在
学
す
る
生
徒
を
も
つ
て
編
制
さ
れ
た
実
学
級
の
数

　

四　地域振

面積

人
口
集

中
地
区

面
積

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
集
中
地
区
面
積
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興費

　

　

　

可
住
地

面
積

第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
号
３
の
「
宅
地
の
面
積
」
及
び
「
田
畑
の
面
積
」
を
合
算
し
た
数

３
　
投
資
補
正
係
数
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
算
式
及
び
算
式
の
符
号
の
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
算
定
の
過
程
に
小
数
点
以
下
三
位
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

地方団体の種類

経

費

の

種

類

測

定

単
位

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都道府県

一

　

道

路

橋

り

よ

う

費

道

路

の

延

長

算
式

｛
（
Ａ
／
０
．
３
６
９
）×

０
．
３
０×

α

＋
（
Ｂ
／
０
．
４
４
９
）×

０
．
０
５×
β

＋
（
Ｃ

／
２
．
０
６
１
）×

０
．
１
０
＋
Ｄ×

０
．
３
０
＋
０
．
２
５
｝×

Ｅ

算
式
の
符
号

Ａ
　
国
府
県
道
未
整
備
延
長
比
率

Ｂ
　
道
路
延
長
当
た
り
人
口

Ｃ
　
道
路
延
長
当
た
り
面
積

Ｄ
　
標
準
道
路
延
長
比
率

Ｅ
　
北
海
道
に
あ
つ
て
は
０
．
９
５
０
、
沖
縄
県
に
あ
つ
て
は
０
．
８
７
０
、
そ
の
他
の
都
府
県

に
あ
つ
て
は
１

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数

算
式

［
１
＋
｛
（
０
．
７γ

＋
０
．
３
）－

１
｝×

０
．
８
］×

｛
１
＋
（δ

１－

１
）×

０
．
８
｝

×

｛
１
＋
（δ

２－

１
）×

０
．
８
｝

（
０
．
７γ

＋
０
．
３
）
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

γ

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
１
．
０
０
０
以
下
の
場
合
に
は
１
．
０
０
０
と
し
、

２
．
０
０
０
以
上
の
場
合
に
は
２
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式

ａ
／
ｂ×

１
／
０
．
０
０
８

ａ
／
ｂ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
直
轄
高
速
道
路
未
供
用
延
長
及
び
実
延
長
の
合
計
数

ｂ
　
測
定
単
位
の
数
値

δ

１
　
直
轄
高
速
道
路
未
供
用
延
長
及
び
実
延
長
の
合
計
数
の
う
ち
の
ト
ン
ネ
ル
延
長
と
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
数
を
直
轄
高
速
道
路
未
供
用
延
長
及
び
実
延
長
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
「
ト
ン
ネ
ル
延
長
比
率
」
と
い
う
。
）
を
０
．
２
５
７
（
ト
ン
ネ
ル
延
長
比
率
の
全
国

平
均
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
が
２
．
０
０
０
を
超
え
る
道
県
に
あ
つ
て
は
１
．
６
、
そ
の
他
の
道
県
に
あ
つ
て

は
１
．
０

δ

２
　
直
轄
高
速
道
路
未
供
用
延
長
及
び
実
延
長
の
合
計
数
の
う
ち
の
橋
り
ょ
う
延
長
と
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
数
を
直
轄
高
速
道
路
未
供
用
延
長
及
び
実
延
長
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
「
橋
り
ょ
う
延
長
比
率
」
と
い
う
。
）
を
０
．
１
０
５
（
橋
り
ょ
う
延
長
比
率
の
全
国

平
均
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
が
２
．
０
０
０
を
超
え
る
道
県
に
あ
つ
て
は
１
．
６
、
そ
の
他
の
道
県
に
あ
つ
て

は
１
．
０

β

　
指
定
都
市
を
包
括
す
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
別
表
第
３
の
６
に
定
め
る
率
、
そ
の
他
の
道
府

県
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０

　

二

　

港

湾

費

漁

港

に

お

け

る

外

郭

施

設

の

延

長

算
式

０
．
７
０
４
＋
０
．
２
９
６×

Ａ×

｛
（
Ｂ
／
０
．
１
０
５
）×

０
．
９
＋
０
．
１
｝×

１
３
．

１
６
８

算
式
の
符
号

Ａ
　
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
当
た
り
海
面
に
係
る
水
産
業
者
数

Ｂ
　
漁
業
就
業
者
比
率

　

三

　

高

等

学

校

費

生

徒

数

算
式

｛
（
Ａ
／
１
．
７
９
８
）×

０
．
８
＋
（
Ｂ
／
１
６
．
９
９
４
）×

０
．
２
｝×

０
．
４
５
６
５
２

算
式
の
符
号

Ａ
　
生
徒
１
人
当
た
り
一
般
校
舎
及
び
屋
内
運
動
場
不
足
面
積

Ｂ
　
生
徒
１
人
当
た
り
産
振
校
舎
不
足
面
積

　

四

　

地

域

振

興

費

人
口

算
式

Ａ×

０
．
２
４
６
＋
Ｂ×

０
．
０
９
９
＋
Ｃ

算
式
の
符
号

Ａ
　
過
疎
地
域
等
人
口
比
率
を
単
位
費
用
で
除
し
て
得
た
数

Ｂ
　
半
島
地
域
人
口
比
率
を
単
位
費
用
で
除
し
て
得
た
数

Ｃ
　
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
３
号
）
に
よ
る
空
港
関
係
都
道
府
県
に
あ

つ
て
は
、
世
帯
数
に
別
表
第
三
の
八
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

市町村

一

　

道

路

橋

り

よ

う

費

道

路

の

延

長

算
式

Ａ×
α

×

１
２
．
８
＋
Ｂ×

８
．
０
＋
Ｃ×

０
．
４
３
＋
Ｄ×

１
．
４
３
＋
Ｅ×

１
．
８
１
＋
Ｆ

×
β算

式
の
符
号

Ａ
　
国
道
延
長
比
率

Ｂ
　
道
府
県
道
延
長
比
率

Ｃ
　
道
路
整
備
比
率
Ⅰ

Ｄ
　
道
路
整
備
比
率
Ⅱ

Ｅ
　
道
路
整
備
比
率
Ⅲ

Ｆ
　
交
通
事
故
件
数
比
率

α
　
北
海
道
内
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
０
．
５
、
府
県
内
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０

β
　
大
都
市
（
特
別
区
及
び
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
０
．
１
６
、
そ
の

他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
３
３

　

二

　

下

水

道
費

人
口

算
式

１
／
（
Ａ×
１
０
３
円
）×

［
（
Ｂ×

Ｃ×

Ｄ×

Ｅ
）
＋
｛
Ｆ－

（
Ｂ×

Ｃ×

Ｄ×

Ｅ
）
｝×

Ｇ
］

Ｆ－

（
Ｂ×

Ｃ×
Ｄ×

Ｅ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
０
と
す
る
。
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算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
超
過
算
定
対
象
資
本
費
単
価

Ｃ
　
使
用
料
単
価
比
率

Ｄ
　
有
収
水
量

Ｅ
　
平
成
１
１
年
度
以
降
に
供
用
を
開
始
し
た
事
業
　
０
．
４
５

平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
に
供
用
を
開
始
し
た
事
業
　
０
．
０
９

Ｆ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
の
合
計
数

算
式

ａ×

ｂ×
ｃ×

ｄ

算
式
の
符
号

ａ
　
統
合
前
の
超
過
算
定
対
象
資
本
費
単
価

ｂ
　
統
合
前
の
使
用
料
単
価
比
率

ｃ
　
統
合
前
の
有
収
水
量

ｄ
　
符
号
Ｅ
に
同
じ

Ｇ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
が
１
以
上
５
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
１
．
０
、
６
の
も

の
に
あ
つ
て
は
０
．
９
、
７
の
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
７
、
８
の
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
５
、
９

の
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
３
、
１
０
の
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
１
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て

は
０

算
式

ｅ－

２
，
０
１
７

算
式
の
符
号

ｅ
　
統
合
下
水
道
の
供
用
開
始
年
度
（
西
暦
）

　

三

　

地

域

振

興

費

人
口

算
式

Ａ
＋
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
　
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
に
よ
る
空
港
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
世
帯
数
に
別
表
第
三
の
八

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
を
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
を
当
該
市
町
村
の
人
口
に
１
．
７
４
０
を
乗
じ
て
得
た
数

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

算
式

ａ×

ｂ

算
式
の
符
号

ａ
　
人
口

ｂ
　
人
口
５
，
０
０
０
，
０
０
０
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
５
．
８
６
２
、
人
口
２
，
０
０

０
，
０
０
０
以
上
５
，
０
０
０
，
０
０
０
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
３
．
６
２
４
、
人
口
１
，

０
０
０
，
０
０
０
以
上
２
，
０
０
０
，
０
０
０
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
２
．
６
６
２
、
人
口

３
０
０
，
０
０
０
以
上
１
，
０
０
０
，
０
０
０
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
２
．
７
３
０
、
人
口

３
０
０
，
０
０
０
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
０

４
　
投
資
補
正
Ⅱ
係
数
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
算
式
及
び
算
式
の
符
号
の
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
算
定
の
過
程
及
び
算
定
し
た
率
に

小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
し
、
当
該
率
が
負
数
と
な
る

と
き
は
零
と
す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

地方団体の種類

経

費

の

種

類

測定単位

算
式
及
び
算
式
の
符
号

市町村

一

　

そ

の

他

の

教

育

費

人口

算
式

（
Ｂ×

１
６
１
＋
Ｃ×

１
６
７
＋
Ｄ×

２
３
８
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
の
学
級
数

Ｃ
　
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
学
級
数

Ｄ
　
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
学
級
数

　

二

　

地

域

振

興

費

面積

算
式

（
Ｂ
／
Ａ×

α

＋
Ｃ
／
Ａ×

β

）

算
式
の
符
号

Ａ
　
種
別
補
正
後
の
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
可
住
地
面
積

Ｃ
　
人
口
集
中
地
区
面
積

α

　
面
積
が
１
，
０
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
の
う
ち
人
口
密
度
が
２
７
０
人
以

上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
３
．
２
、
面
積
が
４
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
，
０
０
０
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
の
う
ち
人
口
密
度
が
２
７
０
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
１
．
５
、

面
積
が
２
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
の
う
ち
人

口
密
度
が
２
７
０
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
５
、
面
積
が
１
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
２
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
の
う
ち
人
口
密
度
が
２
７
０
人
以
上
の
も
の
に
あ

つ
て
は
０
．
３
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
（
た
だ
し
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
３
．

２
）

β

　
面
積
が
１
，
０
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
の
う
ち
人
口
密
度
が
２
７
０
人
以

上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
１
．
５
、
面
積
が
４
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
，
０
０
０
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
の
う
ち
人
口
密
度
が
２
７
０
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
１
．
２
、

面
積
が
２
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
４
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
の
う
ち
人

口
密
度
が
２
７
０
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
７
、
面
積
が
１
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
２
０
０
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
の
う
ち
人
口
密
度
が
２
７
０
人
以
上
の
も
の
に
あ

つ
て
は
０
．
３
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
０
．
０
（
た
だ
し
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
１
．

５
）

５
　
事
業
費
補
正
係
数
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
経
費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
算
式
及
び
算
式
の
符
号
の
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
し
、
「
河
川
費
」
及
び
「
下
水
道
費
」
に
あ
つ
て
は
、
当
該
率

が
負
数
と
な
る
と
き
は
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
率
を
合
算
し
た
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

地方団体の
経費の種類

測定単位

算
式
及
び
算
式
の
符
号
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種類都道府県
一　道路橋りよう費

道路の延長

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
の
同
意
等
額
（
地
方
特
定
道
路
整
備
事
業
（
「
地
方
特
定
道
路
整
備
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
４
年
１
月

２
０
日
付
け
建
設
省
都
街
発
第
２
号
、
建
設
省
道
企
発
第
５
号
、
自
治
調
第
５
号
）
に
よ
つ
て
採
択
さ
れ

た
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
、
ふ
る
さ
と
農
道
・
林
道
緊
急
整
備
事

業
に
係
る
も
の
、
被
災
市
街
地
復
興
特
例
事
業
に
係
る
も
の
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超

え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
１
８

Ｃ１６＝

０
．
０
１
８

Ｃ１７＝

０
．
０
１
７

Ｃ１８＝

０
．
０
１
６

Ｃ１９＝

０
．
０
１
６

Ｃ２０＝

０
．
０
１
５
８
４

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
道
路

整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た

め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額

Ｅ１５＝

０
．
０
１
８

Ｅ１６＝

０
．
０
１
８

Ｅ１７＝

０
．
０
１
７

Ｅ１８＝

０
．
０
１
６

Ｅ１９＝

０
．
０
１
６

Ｅ２０＝

０
．
０
１
５
８
４

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
道
路

整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）

Ｇ１５＝

０
．
０
３
３

Ｇ１６＝

０
．
０
３
０

Ｇ１７＝

０
．
０
３
１

Ｇ１８＝

０
．
０
２
７

Ｇ１９＝

０
．
０
２
６

Ｇ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

Ｈｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
被
災
市
街
地
復

興
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
１
４
号
）
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
被
災
市
街
地
復
興

推
進
地
域
に
お
い
て
地
方
団
体
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
及
び
市
街
地
再
開
発
事
業
（
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｉ１５＝

０
．
０
４
９

Ｉ１６＝

０
．
０
４
８

Ｉ１７＝

０
．
０
４
６

Ｉ１８＝

０
．
０
４
２

Ｉ１９＝

０
．
０
４
２

Ｉ２０＝
０
．
０
４
２
２
３

Ｊｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を

す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
通
常
事
業
（
平
成
２
２

年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
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し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
農
道
及
び
林
道
の
整
備

事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｋ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｋ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｌｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
臨
時
事
業
（
平

成
２
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前

に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
地
方
特
定
道
路

整
備
事
業
に
係
る
も
の
、
ふ
る
さ
と
農
道
・
林
道
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
及
び
被
災
市
街
地
復
興
特

別
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｍ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｍ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｎｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
臨
時
事
業
の
地

方
特
定
道
路
整
備
事
業
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

行
わ
れ
る
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
平
成
２
１
年
度
か

ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｏ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｏ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｏ２３＝

０
．
０
１
６
９
２

Ｏ２４＝

０
．
０
１
７
２
７

Ｐｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
臨
時
事
業
の
地

方
特
定
道
路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
に
限
る
。
）

Ｑ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

Ｑ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

Ｑ２３＝

０
．
０
２
８
２
１

Ｑ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

Ｒ２１
　
平
成
２
１
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地

方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
被
災
市
街
地

復
興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｓ２１＝

０
．
０
４
４
８
２

Ｔ２２
　
平
成
２
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
単
独
事
業
に
係
る
地
方
債

（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
般
事
業
に
お
け
る
一

般
分
の
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｕ２２＝

０
．
０
４
４
９
０

Ｖｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
公
共
事
業
に
係
る
地
方
債
（
平

成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正

予
算
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う

ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同

意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
除
く
。
）
の
う
ち
高
速
自
動
車
国
道
建
設
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｗ１５＝

０
．
０
３
３

Ｗ１６＝

０
．
０
３
３

Ｗ１７＝

０
．
０
３
１

Ｗ１８＝

０
．
０
２
７

Ｗ１９＝

０
．
０
２
７

Ｗ２０＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｗ２１＝

０
．
０
２
９
６
２

Ｗ２２＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｘｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
公
共
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
平
成
２
１
年
度
及
び
平
成
２
２
年
度
に
お

い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
並
び
に
平
成
２
１
年
度
及
び
平
成
２
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予

算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
高
規
格
幹
線
道
路
建
設
事
業
に
係
る
も
の
（
高
速
自
動
車
国
道
建
設
事
業
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｙ２１＝

０
．
０
２
９
６
２
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Ｙ２２＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｚｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
（
旧
地
方
道
路
等
整
備

事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定

す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
う
ち
平
成
２
１
年
度
ま
で
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
も
の

で
、
旧
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
の
通
常
事
業
の
充
当
率
を
用
い
る
も
の
（
農
道
及
び
林
道

の
整
備
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＡ２３＝

０
．
０
１
６
４
８

ＡＡ２４＝

０
．
０
１
６
７
５

ＡＡ２５＝

０
．
０
１
７

ＡＡ２６＝

０
．
０
１
７

ＡＢｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
（
旧
地
方
道
路
等
整
備

事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
平
成
２
１
年
度
ま
で
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る

も
の
で
、
旧
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
の
臨
時
事
業
の
充
当
率
を
用
い
る
も
の
（
地
方
特
定

道
路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
、
ふ
る
さ
と
農
道
・
林
道
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
及
び
被
災
市
街
地
復

興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＣ２３＝

０
．
０
１
６
４
８

ＡＣ２４＝

０
．
０
１
６
７
５

ＡＣ２５＝

０
．
０
１
７

ＡＣ２６＝

０
．
０
１
７

ＡＤｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ

い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
総
務
大
臣
の
指
定

す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
に
係
る
も

の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＥ２３＝

０
．
０
４
３
９
５

ＡＥ２４＝

０
．
０
４
４
６
６

ＡＥ２５＝

０
．
０
４
５

ＡＥ２６＝

０
．
０
４
４

ＡＥ２７＝

０
．
０
４
２

ＡＥ２８＝

０
．
０
４
１
１

ＡＥ２９＝

０
．
０
４
１
４

ＡＥ３０＝

０
．
０
４
１
５
４

Ａ
Ｅ
令
元＝

０
．
０
４
０
９
８

Ａ
Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
８
２

Ａ
Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
２
５
１

Ａ
Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
５
６
５

ＡＦｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
及
び
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
高
速
自
動
車
国
道

建
設
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＧ２３＝

０
．
０
２
７
４
７

ＡＧ２４＝
０
．
０
２
７
９
２

ＡＧ２５＝

０
．
０
２
８
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ＡＧ２６＝

０
．
０
２
８

ＡＧ２７＝

０
．
０
２
７

ＡＧ２８＝

０
．
０
２
５
７

ＡＧ２９＝

０
．
０
２
５
９

ＡＧ３０＝

０
．
０
２
５
９
６

Ａ
Ｇ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ａ
Ｇ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ａ
Ｇ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
７

Ａ
Ｇ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

ＡＨｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す

る
も
の
及
び
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
高
規
格
幹
線
道
路
建
設
事
業
に
係
る
も
の
（
高
速
自
動
車
国
道

建
設
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＩ２３＝

０
．
０
２
７
４
７

ＡＩ２４＝

０
．
０
２
７
９
２

ＡＩ２５＝

０
．
０
２
８

ＡＩ２６＝

０
．
０
２
８

ＡＩ２７＝

０
．
０
２
７

ＡＩ２８＝

０
．
０
２
５
７

ＡＩ２９＝

０
．
０
２
５
９

ＡＩ３０＝

０
．
０
２
５
９
６

Ａ
Ｉ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ａ
Ｉ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ａ
Ｉ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
７

Ａ
Ｉ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

ＡＪｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
平
成
２
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す

る
も
の
及
び
平
成
２
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
離
島
振
興
法
第
２
条
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実

施
地
域
に
お
い
て
、
平
成
２
６
年
度
以
降
に
地
震
津
波
対
策
と
し
て
行
わ
れ
る
道
路
の
整
備
に
係
る
公
共

事
業
の
の
う
ち
、
特
に
離
島
の
防
災
機
能
強
化
に
資
す
る
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＫ２６＝

０
．
０
２
８

ＡＫ２７＝

０
．
０
２
７

ＡＫ２８＝

０
．
０
２
５
７

ＡＫ２９＝

０
．
０
２
５
９

ＡＫ３０＝

０
．
０
２
５
９
６

Ａ
Ｋ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ａ
Ｋ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ａ
Ｋ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
７

Ａ
Ｋ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

　
二　河川費

河川の延長

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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Ｂ１５
　
平
成
１
５
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
河
川
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
地
方
特
定

河
川
等
環
境
整
備
事
業
に
係
る
も
の
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
１
８

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
河
川
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の

指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
河
川
等
環
境
整
備
事
業

に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ１５＝

０
．
０
１
８

Ｅ１６＝

０
．
０
１
８

Ｅ１７＝

０
．
０
１
６

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
河
川
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の

指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
河
川
等
環
境
整
備
事
業

に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発

行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｇ１５＝

０
．
０
３
０

Ｇ１６＝

０
．
０
３
０

Ｇ１７＝

０
．
０
２
７

Ｈ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
河
川
事
業
及
び
砂
防
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
が
行
う
当
該
事

業
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
１
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度

ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い

発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
昭
和
５
９
年
度
及

び
平
成
１
０
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５

０
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
３
年
度
補

正
予
算
債
、
昭
和
６
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
２
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、

平
成
５
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正

予
算
債
、
平
成
９
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時

財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
（
平
成
５
年
度
に
お
い
て
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
５
年
法
律
第
８
号
）
に
よ
る
投
資
的
経
費
に
係
る
国
庫
補
助
負
担
率
の
恒
久
化

措
置
の
対
象
と
な
る
事
業
を
行
う
地
方
団
体
に
対
し
、
昭
和
５
９
年
度
国
庫
補
助
負
担
率
と
比
較
し
た
場

合
の
国
庫
補
助
金
等
の
減
少
相
当
額
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
昭
和
４
４

年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
地
方
債
計
画
上
の
新
産
業

都
市
等
建
設
事
業
債
（
通
常
の
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
昭
和
５
０
年
度

以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ

な
い
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
１
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う

ち
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元

利
償
還
金

Ｉｎ
　
ｎ
年
度
に
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
河
川
事
業
及
び
砂
防
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
が
行

う
当
該
事
業
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財

政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策

債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
及
び
総
務

大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
た
だ
し
、

平
成
１
５
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
つ
て
は
、
ダ
ム
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度

以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）
、
災
害

関
連
及
び
砂
防
（
国
が
行
う
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｊ１５＝

０
．
０
３
３

Ｊ１６＝

０
．
０
３
３

Ｊ１７＝

０
．
０
３
０

Ｊ１８＝

０
．
０
２
７

Ｊ１９＝

０
．
０
２
９

Ｊ２０＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｊ２１＝

０
．
０
２
９
６
２

Ｊ２２＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｊ２３＝

０
．
０
２
７
４
７

Ｊ２４＝

０
．
０
２
７
９
２

Ｊ２５＝

０
．
０
２
８

Ｊ２６＝

０
．
０
２
８

Ｊ２７＝
０
．
０
２
７

Ｊ２８＝

０
．
０
２
５
７

Ｊ２９＝

０
．
０
２
５
９
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Ｊ３０＝

０
．
０
２
５
９
６

Ｊ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ｊ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ｊ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
７

Ｊ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

Ｋｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
緊
急
浚
渫
推
進
事
業
（
地
方
財
政
法
第
３

３
条
の
５
の
１
１
に
規
定
す
る
河
川
等
に
お
け
る
し
ゆ
ん
せ
つ
等
に
係
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｌ
令
２＝

０
．
０
７
１
１
３

Ｌ
令
３＝

０
．
０
７
１
６
２

Ｌ
令
４＝

０
．
０
７
４
３
７

　
三　港湾費

港湾における外郭施設の延長

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
港
湾
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る

法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
１
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
た
地
方

債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま

で
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可

さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
昭
和
５
９
年
度
及
び
平
成
１
０

年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正

予
算
債
、
昭
和
５
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、

昭
和
６
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
２
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
５
年
度

補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債
、
平

成
９
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例

債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
昭
和
４
４
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資

金
に
係
る
も
の
、
地
方
債
計
画
上
の
新
産
業
都
市
等
建
設
事
業
債
（
通
常
の
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
昭
和
５
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
縁
故
資

金
に
係
る
も
の
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
１
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に

つ
い
て
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｃｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
港
湾
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る

法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
補
正

予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上

さ
れ
な
い
地
方
債
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
災
害
関
連
及
び
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
事
業
等
の
地

方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｄ１５＝

０
．
０
３
３

Ｄ１６＝

０
．
０
３
３

Ｄ１７＝

０
．
０
３
０

Ｄ１８＝

０
．
０
２
７

Ｄ１９＝

０
．
０
２
７

Ｄ２０＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｄ２１＝

０
．
０
２
９
６
２

Ｄ２２＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｄ２３＝

０
．
０
２
７
４
７

Ｄ２４＝

０
．
０
２
７
９
２

Ｄ２５＝

０
．
０
２
８

Ｄ２６＝

０
．
０
２
８

Ｄ２７＝

０
．
０
２
７

Ｄ２８＝

０
．
０
２
５
７

Ｄ２９＝

０
．
０
２
５
９

Ｄ３０＝

０
．
０
２
５
９
６

Ｄ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ｄ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ｄ
令
３＝
０
．
０
０
１
５
７

Ｄ
令
４＝
０
．
０
０
３
５
３

　
　

漁港におけ

算
式
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る外郭施設の延長

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
漁
港
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る

法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
１
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
た
地
方

債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま

で
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可

さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
昭
和
５
９
年
度
及
び
平
成
１
０

年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正

予
算
債
、
昭
和
５
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、

昭
和
６
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
２
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
５
年
度

補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債
、
平

成
９
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例

債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
昭
和
４
４
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資

金
に
係
る
も
の
、
地
方
債
計
画
上
の
新
産
業
都
市
等
建
設
事
業
債
（
通
常
の
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
昭
和
５
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
縁
故
資

金
に
係
る
も
の
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
１
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に

つ
い
て
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｃｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
漁
港
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る

法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
補
正

予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計

上
さ
れ
な
い
地
方
債
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
災
害
関
連
及
び
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
事
業
等
の

地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｄ１５＝

０
．
０
３
３

Ｄ１６＝

０
．
０
３
３

Ｄ１７＝

０
．
０
３
０

Ｄ１８＝

０
．
０
２
７

Ｄ１９＝

０
．
０
２
７

Ｄ２０＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｄ２１＝

０
．
０
２
９
６
２

Ｄ２２＝

０
．
０
２
８
７
２

Ｄ２３＝

０
．
０
２
７
４
７

Ｄ２４＝

０
．
０
２
７
９
２

Ｄ２５＝

０
．
０
２
８

Ｄ２６＝

０
．
０
２
８

Ｄ２７＝

０
．
０
２
７

Ｄ２８＝

０
．
０
２
５
７

Ｄ２９＝

０
．
０
２
５
９

Ｄ３０＝

０
．
０
２
５
９
６

Ｄ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ｄ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ｄ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
７

Ｄ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

　
四　高等学校費

生徒数

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
高
等
学
校
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
の
許
可
額
の

う
ち
、
大
規
模
改
造
事
業
に
係
る
単
独
分
の
許
可
額
（
特
殊
教
育
諸
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
相

当
す
る
額

Ｃ１５＝
０
．
０
２
４
３

Ｃ１６＝

０
．
０
２
４
２
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Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
高
等
学
校
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
の
許
可
額
の

う
ち
、
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
特
別
老
朽
施
設
改
築
事
業
に
係
る
許
可
額
及
び
平
成
１
１
年
度
以
降
の
老

朽
施
設
改
築
事
業
に
係
る
許
可
額
（
特
殊
教
育
諸
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
額

Ｅ９＝

０
．
０
０
４
６

Ｅ１０＝
０
．
０
１
０
２

Ｅ１１＝

０
．
０
０
８
８

Ｅ１２＝

０
．
０
０
９
２

Ｅ１３＝

０
．
０
１
０
４

Ｅ１４＝

０
．
０
０
９
３

Ｅ１５＝

０
．
０
２
４
３

Ｅ１６＝

０
．
０
２
４
２

Ｆ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事
業

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施

設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
高
等
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ
令
２＝

０
．
０
０
１
４
９

五　社会福祉費

人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
（
児
童
相
談
所
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ３０＝

０
．
０
３
０
３
０

Ｃ
令
元＝

０
．
０
２
９
９
４

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
４
９

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
２
０
２

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
４
８
３

Ｄｎ
　
児
童
相
談
所
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
一
般
単
独
（
一
般
）
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

Ｆｎ
　
児
童
相
談
所
一
時
保
護
施
設
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
（
一
般
分
）
に
係
る
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｇ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｇ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

　
六　高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
施
設
整
備
交
付
金
に
係
る
施
設
整
備
事
業
等
に

充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１８＝

０
．
０
５
３
０

Ｃ１９＝

０
．
０
５
２
０

Ｃ２０＝

０
．
０
５
２
７
９

Ｃ２１＝

０
．
０
５
６
０
３

Ｃ２２＝

０
．
０
５
６
１
３

Ｃ２３＝

０
．
０
５
６
４
１

Ｃ２４＝

０
．
０
４
０
２
９

Ｃ２５＝
０
．
０
４
１
０

Ｃ２６＝

０
．
０
４
０
０

Ｃ２７＝

０
．
０
３
８
０
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Ｃ２８＝

０
．
０
３
７
９

Ｃ２９＝

０
．
０
３
８
０

Ｃ３０＝
０
．
０
３
０
３
０

Ｃ
令
元＝
０
．
０
２
９
９
４

Ｃ
令
２＝
０
．
０
０
１
４
９

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
２
０
２

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
４
８
３

　
七　農業行政費

農家数

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
３
年
度
以
前
の
も

の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
ダ
ム
、
干
拓
堤
防
、
頭
首
工
、
排
水
機
場
、
排
水
樋
門
、
排
水
路
、
用
水
施
設
、

道
路
、
区
画
整
理
及
び
鳥
獣
害
防
止
施
設
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９

０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
（
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
２
４
年
政
令
第
２
９
５
号
）
第
５

２
条
の
２
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
事
業
が
施
行
さ
れ
る
各
年
度
に
支
払
う
方
法
に
よ
り

支
払
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
符
号
Ｅ
及
び
符
号
Ｈ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定

し
て
通
知
し
た
額

Ｃ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
３
年
度
以
前
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
２
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
１
９
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
６
３
年
法
律
第
４
４
号
。
以
下
「
農
用
地
開
発
公
団
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改

正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
２
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
（
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行

令
（
昭
和
４
９
年
政
令
第
２
０
５
号
）
第
１
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
を

除
く
。
符
号
Ｆ
及
び
符
号
Ｉ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｄ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
３
年

度
以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
に
係
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第
７
条
の

規
定
に
よ
り
同
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
た
旧
水
資
源
開
発

公
団
法
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｅ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
以
降
の
も

の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
ダ
ム
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎

と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｆ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
以
降
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
、
ダ
ム
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
２
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
１
９
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
農
用
地
開
発
公
団
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
前

の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
２
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し

て
通
知
し
た
額

Ｇ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年

度
以
降
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
ダ
ム
に
係
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第
７
条
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
た
旧
水
資
源
開
発
公
団

法
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｈ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
か
ら
平
成

２
２
年
度
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９
０

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｉ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
か
ら
平
成
２

２
年
度
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法

第
２
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る

農
用
地
開
発
公
団
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
２
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く

負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｊ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年

度
か
ら
平
成
２
２
年
度
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
独
立
行

政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と

み
な
す
こ
と
と
さ
れ
た
旧
水
資
源
開
発
公
団
法
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し

て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｋ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
２
３
年
度
以
降
の
も

の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｌ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
２
３
年
度
以
降
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
２
７
条
第
１
項
及

び
附
則
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
農
用
地
開
発
公
団
法

改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
２
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し

て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｍ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
２
３
年

度
以
降
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ

た
旧
水
資
源
開
発
公
団
法
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定

し
て
通
知
し
た
額

Ｎｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
生
産

基
盤
整
備
系
統
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
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に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０

項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指

定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令

和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
平
成
２
２
年

度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
財
源
対
策
の
た
め
当
該
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令

和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２

１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
地
方
債
に
限
る
。
）
の

同
意
等
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
つ
て
は
、
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て

総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｏ２２＝

０
．
０
４
５

Ｏ２３＝

０
．
０
４
４

Ｏ２４＝

０
．
０
４
４

Ｏ２５＝

０
．
０
４
４

Ｏ２６＝

０
．
０
４
３

Ｏ２７＝

０
．
０
４
２

Ｏ２８＝

０
．
０
４
２
２

Ｏ２９＝

０
．
０
４
２
２

Ｏ３０＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｏ
令
元＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｏ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
０

Ｏ
令
３＝

０
．
０
０
１
７
５

Ｏ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
０

Ｐｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
地
等
保

全
管
理
事
業
及
び
農
業
施
設
災
害
関
連
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法

第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を

受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業

債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等

臨
時
特
例
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
財
源
対
策
の
た
め
当
該
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除

く
。
）
（
ダ
ム
に
係
る
も
の
で
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
地
方
債
に
限
る
。
）
の
同
意
等
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
０
年
度
か
ら
令

和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
つ
て
は
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
し
、
令
和

３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
あ
つ
て
は
ダ
ム
に
係
る
も
の
又
は
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｑ２０＝

０
．
０
４
６

Ｑ２１＝

０
．
０
４
５

Ｑ２２＝

０
．
０
４
５

Ｑ２３＝

０
．
０
２
７

Ｑ２４＝

０
．
０
２
６

Ｑ２５＝

０
．
０
２
６

Ｑ２６＝

０
．
０
２
５

Ｑ２７＝

０
．
０
２
４

Ｑ２８＝

０
．
０
２
４
１

Ｑ２９＝

０
．
０
２
４
１

Ｑ３０＝

０
．
０
２
３
６
４

Ｑ
令
元＝

０
．
０
２
３
３
７

Ｑ
令
２＝

０
．
０
０
２
０
０

Ｑ
令
３＝

０
．
０
０
３
２
５

Ｑ
令
４＝

０
．
０
０
５
５
０

Ｒｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
国
営
か
ん
が
い
排

水
事
業
、
国
営
農
用
地
再
編
開
発
事
業
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
土
地
改
良
法
施

行
令
第
５
２
条
の
２
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
事
業
が
施
行
さ
れ
る
各
年
度
に
支
払
う
方

法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第

６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば

同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
平
成
２
２

年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
臨
時
公
共
事
業
債
分
）
及
び
地
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方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
あ
つ
て
は
、
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｓ２２＝

０
．
０
４
５

Ｓ２３＝

０
．
０
４
４

Ｓ２４＝

０
．
０
４
４

Ｓ２５＝

０
．
０
４
４

Ｓ２６＝

０
．
０
４
３

Ｓ２７＝

０
．
０
４
２

Ｓ２８＝

０
．
０
４
２
２

Ｓ２９＝

０
．
０
４
２
２

Ｓ３０＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｓ
令
元＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｓ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
０

Ｓ
令
３＝

０
．
０
０
１
７
５

Ｓ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
０

Ｔｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
国
営
総
合
農
地
防

災
事
業
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
土
地
改
良
法
施
行
令
第
５
２
条
の
２
第
１
項
第

３
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
事
業
が
施
行
さ
れ
る
各
年
度
に
支
払
う
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ

れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基

準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
平
成
２
０
年

度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨

時
財
政
特
例
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
臨
時
公
共
事
業
債
分
）
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地

方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ

つ
て
は
、
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｕ２０＝

０
．
０
４
６

Ｕ２１＝

０
．
０
４
５

Ｕ２２＝

０
．
０
４
５

Ｕ２３＝

０
．
０
２
７

Ｕ２４＝

０
．
０
２
６

Ｕ２５＝

０
．
０
２
６

Ｕ２６＝

０
．
０
２
５

Ｕ２７＝

０
．
０
２
４

Ｕ２８＝

０
．
０
２
４
１

Ｕ２９＝

０
．
０
２
４
１

Ｕ３０＝

０
．
０
２
３
６
４

Ｕ
令
元＝

０
．
０
２
３
３
７

Ｕ
令
２＝

０
．
０
０
２
０
０

Ｕ
令
３＝

０
．
０
０
３
２
５

Ｕ
令
４＝

０
．
０
０
５
５
０

Ｖｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
団
体
営
土
地
改
良
事
業
（
防
災
重
点
農
業

用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
に
限
る
。
）
に
お
け
る
都
道
府
県
の
負
担
金
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て

地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公

害
防
止
事
業
債
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
補
正
予
算
債
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
に
相
当

す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ｗ
令
３＝

０
．
０
０
３
２
５

Ｗ
令
４＝

０
．
０
０
５
５
０

Ｘｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機

構
、
旧
緑
資
源
機
構
、
旧
緑
資
源
公
団
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
の
業
務
に
お
け
る
都
道
府
県
の
負
担
金

（
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
第
１
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
に
お
け
る
都
道
府
県
の
負
担
金
（
平
成
２
２
年
度
以
降
に

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第

６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば

同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
平
成
２
２

年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
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い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
臨
時
公
共
事
業
債
分
）
及
び
地

方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
あ
つ
て
は
、
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｙ２２＝

０
．
０
４
５

Ｙ２３＝
０
．
０
４
４

Ｙ２４＝

０
．
０
４
４

Ｙ２５＝

０
．
０
４
４

Ｙ２６＝

０
．
０
４
３

Ｙ２７＝

０
．
０
４
２

Ｙ２８＝

０
．
０
４
２
２

Ｙ２９＝

０
．
０
４
２
２

Ｙ３０＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｙ
令
元＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｙ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
０

Ｙ
令
３＝

０
．
０
０
１
７
５

Ｙ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
０

Ｚｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＡ１５＝

０
．
０
１
８

ＡＡ１６＝

０
．
０
１
８

ＡＡ１７＝

０
．
０
１
６

ＡＡ１８＝

０
．
０
１
６

ＡＡ１９＝

０
．
０
１
６

ＡＡ２０＝

０
．
０
１
５
８
４

ＡＢｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

ＡＣ１５＝

０
．
０
３
０

ＡＣ１６＝

０
．
０
３
０

ＡＣ１７＝

０
．
０
２
７

ＡＣ１８＝

０
．
０
２
７

ＡＣ１９＝

０
．
０
２
６

ＡＣ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

ＡＤｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＥ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

ＡＥ２２＝
０
．
０
１
６
８
４

ＡＥ２３＝

０
．
０
１
６
９
２

107



ＡＥ２４＝

０
．
０
１
７
２
７

ＡＦｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

ＡＧ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

ＡＧ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

ＡＧ２３＝

０
．
０
２
８
２
１

ＡＧ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

　
八　林野行政費

公有以外の林野の面積

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
１
８

Ｃ１６＝

０
．
０
１
８

Ｃ１７＝

０
．
０
１
６

Ｃ１８＝

０
．
０
１
６

Ｃ１９＝

０
．
０
１
６

Ｃ２０＝

０
．
０
１
５
８
４

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

Ｅ１５＝

０
．
０
３
０

Ｅ１６＝

０
．
０
３
０

Ｅ１７＝

０
．
０
２
７

Ｅ１８＝

０
．
０
２
７

Ｅ１９＝

０
．
０
２
６

Ｅ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
（
一
般

分
）
に
係
る
地
方
債
の
う
ち
特
定
間
伐
等
促
進
対
策
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ２０＝

０
．
０
１
５
８
４

Ｇ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｇ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｈｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
の
地
方
債
の
額
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｉ２１＝
０
．
０
１
６
８
１

Ｉ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｉ２３＝

０
．
０
１
６
９
２
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Ｉ２４＝

０
．
０
１
７
２
７

Ｊｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

Ｋ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

Ｋ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

Ｋ２３＝

０
．
０
２
８
２
１

Ｋ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

　
九　地域振興費

人口

算
式
Ⅰ

算
式
Ⅰ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
防
災
基
盤
整
備
事
業
分
（
特
に
推
進
す
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
）
に
係
る
経
費
に
充

て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充

当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
１
８

Ｃ１６＝

０
．
０
１
８

Ｃ１７＝

０
．
０
１
６

Ｃ１８＝

０
．
０
１
６

Ｃ１９＝

０
．
０
１
６

Ｃ２０＝

０
．
０
１
５
８
４

Ｃ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｃ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｃ２３＝

０
．
０
１
６
９
２

Ｃ２４＝

０
．
０
１
７
２
７

Ｃ２５＝

０
．
０
１
８

Ｃ２６＝

０
．
０
１
７

Ｃ２７＝

０
．
０
１
７

Ｃ２８＝

０
．
０
１
６
３

Ｃ２９＝

０
．
０
１
６
３

Ｃ３０＝

０
．
０
１
２
９
９

Ｃ
令
元＝

０
．
０
１
２
８
３

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
０
６
４

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
０
８
６

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

Ｄｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
防
災
基
盤
整
備
事
業
分
（
特
に
推
進
す
べ
き
も
の
）
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た

め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率

を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ１７＝

０
．
０
２
７

Ｅ１８＝

０
．
０
２
７

Ｅ１９＝

０
．
０
２
６

Ｅ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

Ｅ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

Ｅ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

Ｅ２３＝
０
．
０
２
８
２
１

Ｅ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

Ｅ２５＝

０
．
０
２
９
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Ｅ２６＝

０
．
０
２
９

Ｅ２７＝

０
．
０
２
８

Ｅ２８＝
０
．
０
２
７
１

Ｅ２９＝

０
．
０
２
７
２

Ｅ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｅ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

Ｆｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
公
共
施
設
等
耐
震
化
事
業
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
２
１
年
度
に
お
け
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震

改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
平
成
１
８
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１
８
４
号
）
に
規
定
す

る
構
造
耐
震
指
標
（
以
下
「
Ｉ
ｓ
値
」
と
い
う
。
）
が
０
．
３
未
満
の
施
設
を
対
象
と
し
た
事
業
分
及
び

総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ１５＝

０
．
０
３
０

Ｇ１６＝

０
．
０
３
０

Ｇ１７＝

０
．
０
２
７

Ｇ１８＝

０
．
０
２
７

Ｇ１９＝

０
．
０
２
６

Ｇ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

Ｇ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

Ｇ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

Ｇ２３＝

０
．
０
２
８
２
１

Ｇ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

Ｇ２５＝

０
．
０
２
９

Ｇ２６＝

０
．
０
２
９

Ｇ２７＝

０
．
０
２
８

Ｇ２８＝

０
．
０
２
７
１

Ｇ２９＝

０
．
０
２
７
２

Ｇ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｇ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ｇ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｇ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｇ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

Ｈｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
公
共
施
設
等
耐
震
化
事
業
の
う
ち
Ｉ
ｓ
値
が
０
．
３
未
満
の
施
設
を
対
象
と
し
た

事
業
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｉ２１＝

０
．
０
３
７
５
４

Ｉ２２＝

０
．
０
３
７
６
１

Ｉ２３＝

０
．
０
３
７
７
９

Ｉ２４＝

０
．
０
３
８
５
６

Ｉ２５＝

０
．
０
３
９

Ｉ２６＝

０
．
０
３
８

Ｉ２７＝

０
．
０
３
７

Ｉ２８＝

０
．
０
３
６
３

Ｉ２９＝

０
．
０
３
６
４

Ｉ３０＝

０
．
０
２
９
０
０

Ｉ
令
元＝

０
．
０
２
８
６
６

Ｉ
令
２＝
０
．
０
０
１
４
３

Ｉ
令
３＝
０
．
０
０
１
９
３

Ｉ
令
４＝

０
．
０
０
４
６
２
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Ｊｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
旧
緊
急
防
災
基
盤
整
備
事
業
（
継
続
事
業
分
）
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平

成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｋ１５＝

０
．
０
３
０

Ｋ１６＝
０
．
０
３
０

Ｋ１７＝

０
．
０
２
７

Ｌ
　
国
の
施
策
に
基
づ
い
て
要
請
さ
れ
た
金
融
支
援
と
し
て
水
俣
病
発
生
地
域
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因

と
な
る
物
質
を
排
水
し
た
法
人
へ
の
無
利
子
の
貸
付
け
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
平
成
１
２
年
度
以

降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還

金
（
た
だ
し
、
当
該
年
度
に
お
い
て
水
俣
病
の
原
因
と
な
る
物
質
を
排
出
し
た
法
人
か
ら
償
還
さ
れ
る
額

を
除
く
。
）
及
び
水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
２
１

年
法
律
第
８
１
号
）
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
一
時
金
の
支
給
に
伴
い
、
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融

支
援
を
行
う
法
人
へ
の
出
資
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
た
だ
し
、
当
該

年
度
に
お
い
て
一
時
金
支
給
資
金
に
係
る
金
融
支
援
を
行
う
法
人
か
ら
償
還
さ
れ
る
額
を
除
く
。
）

Ｍｎ
　
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
９
８

号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｎ１５＝

０
．
０
３
０

Ｎ１６＝

０
．
０
３
０

Ｎ１７＝

０
．
０
２
７

Ｎ１８＝

０
．
０
２
７

Ｎ１９＝

０
．
０
２
６

Ｎ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

Ｎ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

Ｎ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

Ｏｎ
　
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
１
年
法
律
第

１
１
７
号
。
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
Ｐ
Ｆ

Ｉ
法
第
５
条
第
１
項
の
実
施
方
針
を
定
め
て
実
施
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業

を
実
施
す
る
も
の
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
整
備
し
、
ｎ
年

度
に
お
い
て
供
用
を
開
始
し
た
公
共
施
設
等
の
施
設
整
備
費
相
当
額
（
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
施
設

を
建
設
し
た
と
み
な
し
た
場
合
に
一
般
財
源
所
要
額
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
額
の

年
次
毎
の
合
計
額
）
と
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ｐ１５＝

０
．
０
１
２

Ｐ１６ア
　
高
知
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

イ
　
ア
以
外
の
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

Ｐ１７＝

０
．
０
１
０

Ｐ１８ア
　
北
海
道
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
Ａ
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
北
海
道
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
Ｂ
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

ウ
　
山
梨
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

エ
　
兵
庫
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

Ｐ１９＝

０
．
０
１
０

Ｐ２０＝

０
．
０
１
０
２
０

Ｐ２１＝

０
．
０
１
０
１
３

Ｐ２２＝

０
．
０
１
０
７
６

Ｐ２３＝

０
．
０
１
０
６
４

Ｐ２４ア
　
新
潟
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７
２

イ
　
徳
島
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
Ａ
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
８

ウ
　
徳
島
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
Ｂ
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
８
０

Ｐ２５ア
　
宮
城
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
Ａ
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
宮
城
県
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
Ｂ
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

Ｐ２６＝

０
．
０
１
２

Ｐ２７＝

０
．
０
０
０

Ｐ２８＝

０
．
０
３
３
９

Ｐ２９＝

０
．
０
０
０
０
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Ｐ３０＝

０
．
０
０
０
０
０

Ｐ
令
元＝

０
．
０
２
５
３
３

Ｐ
令
２＝

０
．
０
０
０
０
０

Ｐ
令
３＝

０
．
０
０
０
０
０

Ｐ
令
４＝

０
．
０
１
０
７
０

Ｑｎ
　
石
綿
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相

当
す
る
額

Ｒ１７＝

０
．
０
２
２

Ｒ１８＝

０
．
０
２
１

Ｒ１９＝

０
．
０
２
１

Ｒ２０＝

０
．
０
２
１
１
２

Ｒ２１＝

０
．
０
２
２
４
１

Ｒ２２＝

０
．
０
２
２
４
５

Ｓｎ
　
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
移
行
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
単
独
（
一
般
）
事
業
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第

５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受

け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超

え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｔ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｔ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｔ２３＝

０
．
０
１
６
９
２

Ｕｎ
　
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
移
行
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法

第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を

受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
小
中
学
校
分
及
び
総
務
大
臣
の
指
定

す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｖ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｖ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｖ２３＝

０
．
０
１
６
９
２

Ｗｎ
　
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額

Ｘ２６＝

０
．
０
２
８

Ｘ２７＝

０
．
０
２
７

Ｘ２８＝

０
．
０
２
５
７

Ｘ２９＝

０
．
０
２
５
９

Ｘ３０＝

０
．
０
２
５
９
６

Ｘ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ｘ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ｘ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
７

Ｘ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

Ｙｎ
　
公
共
施
設

適
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
に
相
当
す
る
額

Ｚ２７＝

０
．
０
２
８

Ｚ２８＝

０
．
０
２
７
１

ＡＡ２８
　
地
方
創
生
推
進
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
８
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＢ２８＝

０
．
０
１
６
３

Ａ
Ｃ
　
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
３
６
年
法
律
第
２
２
３
号
）
第
１
０
２
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
場

合
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
２
８
年
熊
本
地

震
、
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
、
令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
、
令
和
元
年
台
風
第
１
９
号
及
び
令
和
２
年
７

月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
係
る
災
害
廃
棄
物
処
理
対
策
、
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
及
び
平
成
３
０
年
７
月
豪

雨
に
よ
る
災
害
に
係
る
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
対
策
並
び
に
令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
よ

る
災
害
に
係
る
な
り
わ
い
再
建
支
援
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
係
る
災
害
廃
棄
物
処
理
対
策
に
係
る
経
費
に
充
て

る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、
「
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
（
第
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二
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

ＡＤｎ
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
集
約
化
・
複
合
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ

年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超

え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＥ２９＝

０
．
０
２
７
２

ＡＥ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ａ
Ｅ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ａ
Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ａ
Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ａ
Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

ＡＦ２９
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
長
寿
命
化
事
業
、
転
用
事
業
及
び
立
地
適
正
化
事
業
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＧ２９＝

０
．
０
１
６
３

ＡＨｎ
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
長
寿
命
化
事
業
、
転
用
事
業
、
立
地
適
正
化
事
業
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
事
業
及
び
脱
炭
素
化
事
業
（
義
務
教
育
施
設
の
大
規
模
改
造
事
業
分
を
除
く
。
）

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大

臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＩ３０＝

０
．
０
１
２
９
９

Ａ
Ｉ
令
元＝

０
．
０
１
２
８
３

Ａ
Ｉ
令
２＝

０
．
０
０
０
６
４

Ａ
Ｉ
令
３＝

０
．
０
０
０
８
６

Ａ
Ｉ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

α

　
当
該
都
道
府
県
の
財
政
力
指
数
（
当
該
都
道
府
県
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し

て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除

し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で

当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数

点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
に－

０
．
５
０

を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
０
．
７
０
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
数
が
、
０
．
３
０
０
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．

３
０
０
と
し
、
０
．
５
０
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
０
０
と
す
る
。

ＡＪｎ
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
長
寿
命
化
事
業
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
事
業
及

び
脱
炭
素
化
事
業
（
義
務
教
育
施
設
の
大
規
模
改
造
事
業
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＫ３０＝

０
．
０
１
２
９
９

Ａ
Ｋ
令
元＝

０
．
０
１
２
８
３

Ａ
Ｋ
令
２＝

０
．
０
０
０
６
４

Ａ
Ｋ
令
３＝

０
．
０
０
０
８
６

Ａ
Ｋ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

β

　
当
該
都
道
府
県
の
財
政
力
指
数
（
当
該
都
道
府
県
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し

て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除

し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で

当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数

点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
に－

０
．
２
０

を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
０
．
５
８
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
数
が
、
０
．
４
２
０
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．

４
２
０
と
し
、
０
．
５
０
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
０
０
と
す
る
。

ＡＬｎ
　
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＭ２９＝

０
．
０
１
６
３

ＡＭ３０＝

０
．
０
１
２
９
９

Ａ
Ｍ
令
元＝

０
．
０
１
２
８
３

Ａ
Ｍ
令
２＝

０
．
０
０
０
６
４

Ａ
Ｍ
令
３＝

０
．
０
０
０
８
６

Ａ
Ｍ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

ＡＮｎ
　
地
方
大
学
・
地
域
産
業
創
生
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＯ３０＝

０
．
０
１
２
９
９

Ａ
Ｏ
令
元＝

０
．
０
１
２
８
３

Ａ
Ｏ
令
２＝
０
．
０
０
０
６
４

Ａ
Ｏ
令
３＝
０
．
０
０
０
８
６

Ａ
Ｏ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

113



ＡＰｎ
　
文
化
財
保
存
・
活
用
事
業
（
国
宝
重
要
文
化
財
等
保
存
・
活
用
事
業
及
び
史
跡
等
購
入
事
業
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＱ３０＝
０
．
０
１
２
９
９

Ａ
Ｑ
令
元＝
０
．
０
１
２
８
３

Ａ
Ｑ
令
２＝
０
．
０
０
０
６
４

Ａ
Ｑ
令
３＝

０
．
０
０
０
８
６

Ａ
Ｑ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

ＡＲｎ
　
有
明
海
・
八
代
海
等
再
生
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｓ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ａ
Ｓ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

ＡＴｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
（
宅
地
耐
震
化
推
進
事
業

（
特
別
分
）
及
び
盛
土
緊
急
対
策
事
業
（
特
別
分
）
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る

充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｕ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

ＡＶｎ
　
脱
炭
素
化
事
業
（
病
院
事
業
並
び
に
上
水
道
及
び
簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指

定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
公
営
企
業
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｗ
令
４＝

０
．
０
０
３
０
２

算
式
Ⅱ

算
式
Ⅱ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
、
公
共
下
水
道
幹
線
管
渠
等
整
備
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
施
設
の
整
備

事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
３
４
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭

和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま

で
の
各
年
度
及
び
昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対

策
債
、
昭
和
５
０
年
度
、
昭
和
５
２
年
度
、
昭
和
５
３
年
度
、
昭
和
６
１
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平

成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨

時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
平
成
６
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
国
の
補
助
金
等
の

整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
投
資
的
経
費
に
係
る
国
庫
補
助
負
担
率
の
恒
久
化
措
置
に
伴
う

昭
和
５
９
年
度
国
庫
補
助
負
担
率
と
比
較
し
た
場
合
の
国
庫
補
助
金
等
の
減
少
相
当
額
の
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
下
水
道
事
業
債
特
例
措
置
分
」
と
い
う
。
）
、
昭
和
４
６
年
度
以

前
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
市
場
公
募
資
金
に
係
る
も
の
及
び
そ
の
借
換
債
、

昭
和
５
０
年
度
以
前
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
供
用

開
始
前
の
施
設
又
は
供
用
開
始
後
の
施
設
の
う
ち
未
利
用
部
分
に
係
る
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
充
て
る

た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
終
末
処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
、
下
水
道
庁
舎
及
び
取
付
道
路
の
施
設
を

当
該
年
度
に
設
置
す
る
た
め
必
要
と
な
る
単
独
用
地
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
並
び
に
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
こ

の
表
市
町
村
の
項
第
６
号
算
式
の
符
号
Ａ
Ｎ
の
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
の
基
礎
と
な
つ
た
元

利
償
還
金
を
除
く
。
）

Ｃｎ
　
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
、
公
共
下
水
道
幹
線
管
渠
等
整
備
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
施
設
の
整
備

事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
「
平

成
１
６
年
度
の
下
水
道
事
業
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
６
年
４
月
２
０
日
付
け
総
財
経
第
９
２

号
）
に
よ
り
更
新
事
業
に
区
分
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
更
新
事
業
」
と
い
う
。
）
、
災

害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
下
水
道
資
本
費
平
準

化
債
、
下
水
道
事
業
債
特
例
措
置
分
、
下
水
道
事
業
債
臨
時
措
置
分
、
供
用
開
始
前
の
施
設
又
は
供
用
開

始
後
の
施
設
の
う
ち
未
利
用
分
に
係
る
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
終
末
処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
、
下
水
道
庁
舎
及
び
取
付
道
路
の
施
設
を
当
該
年
度
に
設
置
す
る
た
め
必

要
と
な
る
単
独
用
地
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ

れ
な
い
地
方
債
、
復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
４
６
号
）
第
２
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
２
３
年
法
律
第
１
２
２
号
）
第
７
８
条

第
２
項
に
規
定
す
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
復
興
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す

る
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
全
国
的
に
緊
急
に
実
施
す
る
公
営
企
業
緊
急
防
災
・
減

災
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
公
営
企
業
会
計
適
用
債
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当

す
る
額
（
こ
の
表
市
町
村
の
項
第
６
号
算
式
の
符
号
Ａ
Ｎ
の
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
の
基
礎

と
な
つ
た
地
方
債
の
額
を
除
く
。
符
号
Ｅｎ
、
符
号
Ｇｎ
、
符
号
Ｋｎ
及
び
符
号
Ｏｎ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｄ１１＝

０
．
０
２
６

Ｄ１２＝

０
．
０
２
５

Ｄ１３＝
０
．
０
２
７

Ｄ１４＝

０
．
０
２
４

Ｄ１５＝

０
．
０
２
４
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Ｄ１６＝

０
．
０
２
４

Ｄ１７＝

０
．
０
２
５

Ｄ１８＝
０
．
０
２
３

Ｄ１９＝

０
．
０
２
３

Ｄ２０＝

０
．
０
２
３
３
６

Ｄ２１＝

０
．
０
２
２
４
８

Ｄ２２＝

０
．
０
２
２
０
６

Ｄ２３＝

０
．
０
２
１
６
９

Ｄ２４＝

０
．
０
２
１
８
０

Ｄ２５＝

０
．
０
２
２

Ｄ２６＝

０
．
０
２
２

Ｄ２７＝

０
．
０
２
０

Ｄ２８＝

０
．
０
２
０
３

Ｄ２９＝

０
．
０
２
０
５

Ｄ３０＝

０
．
０
１
０
１
２

Ｄ
令
元＝

０
．
０
０
９
５
３

Ｄ
令
２＝

０
．
０
０
１
６
８

Ｄ
令
３＝

０
．
０
０
２
６
８

Ｄ
令
４＝

０
．
０
０
４
４
２

Ｅｎ
　
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
、
公
共
下
水
道
幹
線
管
渠
等
整
備
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
施
設
の
整
備

事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
う
ち
更
新
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｆ１６＝

０
．
０
１
１

Ｆ１７＝

０
．
０
１
１

Ｇｎ
　
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
下
水
道
事
業
債
臨
時
措
置
分
（
復
興
交
付
金
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業

復
興
事
業
に
係
る
経
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｈ１２＝

０
．
０
５
０

Ｈ１３＝

０
．
０
４
４

Ｈ１４＝

０
．
０
３
９

Ｈ１５＝

０
．
０
５
４

Ｈ１６＝

０
．
０
５
４

Ｈ１７＝

０
．
０
５
５

Ｈ１８＝

０
．
０
５
３

Ｈ１９＝

０
．
０
５
３

Ｈ２０＝

０
．
０
５
３
０
９

Ｈ２１＝

０
．
０
５
１
１
０

Ｈ２２＝

０
．
０
５
０
１
４

Ｈ２３＝

０
．
０
４
９
３
０

Ｈ２４＝

０
．
０
４
９
５
５

Ｈ２５＝

０
．
０
５
０

Ｈ２６＝

０
．
０
４
９

Ｈ２７＝

０
．
０
４
５

Ｈ２８＝

０
．
０
４
６
１

Ｈ２９＝

０
．
０
４
６
５

Ｈ３０＝

０
．
０
２
３
０
０

Ｈ
令
元＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｈ
令
２＝

０
．
０
０
３
８
２

Ｈ
令
３＝

０
．
０
０
６
０
８
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Ｈ
令
４＝

０
．
０
１
０
０
５

Ｉｎ
　
旧
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
６
年
法

律
第
７
０
号
）
第
２
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
公
害
防
止
対
策
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
「
公
害
防
止
対

策
事
業
計
画
の
同
意
基
準
」
（
平
成
２
３
年
１
２
月
決
定
）
を
満
た
す
地
方
公
共
団
体
が
別
に
定
め
る
事

業
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
事
業
（
公
共
下
水
道
（
下
水
道
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
７
９
号
）
第
２

条
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
流
域
下
水
道
（
同
条
第
４
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
共
下
水
道
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
設
置
及
び
改
築
の
事
業
（
下

水
道
法
施
行
令
（
昭
和
３
４
年
政
令
第
１
４
７
号
）
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
特
定

公
共
下
水
道
の
設
置
及
び
改
築
の
事
業
並
び
に
公
共
下
水
道
等
に
お
け
る
処
理
場
、
ポ
ン
プ
施
設
及
び
管

路
施
設
の
供
用
開
始
後
２
５
年
を
経
過
し
た
も
の
に
係
る
事
業
で
、
下
水
の
処
理
量
の
増
大
又
は
放
流
水

の
水
質
の
改
善
に
資
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｊ
令
３＝

０
．
０
０
２
０
０

Ｊ
令
４＝

０
．
０
０
４
０
６

Ｋｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
資
本
費
平
準
化
債
（
発
行
に
つ
い

て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｌ１６＝

０
．
０
３
１

Ｌ１７＝

０
．
０
３
０

Ｌ１８＝

０
．
０
３
０

Ｌ１９＝

０
．
０
３
０

Ｌ２０＝

０
．
０
２
９
７
７

Ｌ２１＝

０
．
０
２
９
６
７

Ｌ２２＝

０
．
０
２
９
８
２

Ｌ２３＝

０
．
０
３
０
０
５

Ｌ２４＝

０
．
０
３
１
３
１

Ｌ２５＝

０
．
０
３
２

Ｌ２６＝

０
．
０
３
１

Ｌ２７＝

０
．
０
３
１

Ｌ２８＝

０
．
０
３
０
２

Ｌ２９＝

０
．
０
３
０
３

Ｌ３０＝

０
．
０
３
０
３
６

Ｌ
令
元＝

０
．
０
３
０
０
３

Ｌ
令
２＝

０
．
０
０
０
９
９

Ｌ
令
３＝

０
．
０
０
１
２
２

Ｌ
令
４＝

０
．
０
０
３
２
１

Ｍ
　
都
道
府
県
知
事
の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
下
水
道
資
本
費
平
準

化
債
同
意
等
見
込
額
（
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
発
行
す
る
見
込
み

で
あ
る
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る

基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
と
見
込

ま
れ
る
も
の
の
額
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
公
害
防
止
事
業
分
を
除
く
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し

た
額

Ｎ
　
日
本
下
水
道
事
業
団
か
ら
の
下
水
汚
泥
広
域
処
理
事
業
の
施
設
の
地
方
団
体
へ
の
移
管
に
係
る
地
方

債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｏｎ
　
流
域
下
水
道
、
公
共
下
水
道
幹
線
管
渠
等
及
び
農
業
集
落
排
水
施
設
の
準
建
設
改
良
費
の
う
ち
地
方

公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
等
の
適
用
に
要
す
る
経
費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法

令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の

額
に
相
当
す
る
額

Ｐ２７＝

０
．
０
６
４

Ｐ２８＝

０
．
０
６
３
３

Ｐ２９＝

０
．
０
６
３
４

Ｐ３０＝

０
．
０
６
３
６
６

Ｐ
令
元＝

０
．
０
６
３
３
６

Ｐ
令
２＝

０
．
０
０
０
８
４

Ｐ
令
３＝

０
．
０
０
０
９
２

Ｐ
令
４＝

０
．
０
０
２
６
１

算
式
Ⅲ

算
式
Ⅲ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
昭
和
４
４
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
過
年
度
分
の
事
業
費
（
た
だ

し
、
符
号
Ｆ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
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Ｃ
　
昭
和
４
４
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
当
該
年
度
分
の
事
業
費
（
た
だ

し
、
符
号
Ｆ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｄｎ
　
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
（
た
だ
し
、
符
号
Ｆ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
一
部
を
補

助
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事

業
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち

同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意

を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｅ１３＝

０
．
０
３
１
８

Ｅ１４＝

０
．
０
２
１
２

Ｅ１５＝

０
．
０
２
４
３

Ｅ１６＝

０
．
０
２
４
３

Ｅ１７＝

０
．
０
２
４
９

Ｅ１８＝

０
．
０
２
３
７

Ｅ１９＝

０
．
０
２
３
７

Ｅ２０＝

０
．
０
２
３
８
９

Ｅ２１＝

０
．
０
２
３
０
０

Ｅ２２＝

０
．
０
２
２
５
６

Ｅ２３＝

０
．
０
２
２
１
９

Ｅ２４＝

０
．
０
２
２
３
０

Ｅ２５＝

０
．
０
２
２
４

Ｅ２６＝

０
．
０
２
２
０

Ｅ２７＝

０
．
０
２
０
３

Ｅ２８＝

０
．
０
２
０
７

Ｅ２９＝

０
．
０
２
０
９

Ｅ３０＝

０
．
０
１
０
３
５

Ｅ
令
元＝

０
．
０
０
９
７
４

Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
７
２

Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
２
７
４

Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
４
５
２

Ｆ
　
地
方
団
体
が
そ
の
資
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
資
本
金
等
」
と

い
う
。
）
の
２
分
の
１
以
上
を
出
資
す
る
株
式
会
社
（
以
下
「
第
三
セ
ク
タ
ー
」
と
い
う
。
）
が
行
う
地
下

高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｇ
　
昭
和
４
７
年
度
か
ら
昭
和
５
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
下
鉄
事
業
債

の
支
払
利
息
相
当
額
を
対
象
と
し
て
昭
和
５
８
年
度
か
ら
平
成
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
地
下
鉄
事
業
新
特
例
債
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
金

償
還
金

Ｈ
　
昭
和
５
８
年
度
か
ら
平
成
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
下
鉄
建
設
事
業

債
の
支
払
利
息
相
当
額
を
対
象
と
し
て
平
成
１
５
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
（
以
下
「
地
下
鉄
事
業
続
特
例
債
」
と
い
う
。
）
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
２
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
下
鉄
事
業
債
の
支
払
利
息
相
当
額
を
対
象
と
し
て
平
成
２
５
年
度

及
び
平
成
２
６
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
以
下
「
地
下
鉄
事
業
再
特
例

債
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
金
償
還
金
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し

た
額

Ｉｎ
　
ｎ
年
度
（
平
成
２
７
年
度
以
降
に
限
る
。
）
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
下

鉄
事
業
再
特
例
債
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｊ２７＝

０
．
０
４
５

Ｊ２８＝

０
．
０
４
５
０

Ｊ２９＝

０
．
０
４
５
０

Ｊ３０＝

０
．
０
４
５
０
０

Ｊ
令
元＝

０
．
０
４
５
０
０

Ｊ
令
２＝

０
．
０
４
５
０
０

Ｊ
令
３＝

０
．
０
４
５
０
０

Ｊ
令
４＝

０
．
０
４
５
０
０

Ｋ
　
昭
和
４
６
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
都
道
府
県
営
の
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
一
部

を
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１
１
年
度
以
前
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債

（
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３

年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
昭
和
５
９
年
度
、
平
成
１
０
年
度
及
び
平
成

１
１
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
並
び
に

当
該
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償

還
金

Ｌｎ
　
昭
和
４
６
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
都
道
府
県
営
の
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
一
部

を
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平

成
１
２
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
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又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
１
２
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全

化
の
た
め
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｍ１２＝

０
．
０
３
０
０

Ｍ１３＝

０
．
０
３
１
８

Ｍ１４＝

０
．
０
２
１
２

Ｍ１５＝

０
．
０
２
４
３

Ｍ１６＝

０
．
０
２
４
３

Ｍ１７＝

０
．
０
２
４
９

Ｍ１８＝

０
．
０
２
３
７

Ｍ１９＝

０
．
０
２
３
７

Ｍ２０＝

０
．
０
２
３
８
９

Ｍ２１＝

０
．
０
２
３
０
０

Ｍ２２＝

０
．
０
２
２
５
６

Ｍ２３＝

０
．
０
２
２
１
９

Ｍ２４＝

０
．
０
２
２
３
０

Ｍ２５＝

０
．
０
２
２
４

Ｍ２６＝

０
．
０
２
２
０

Ｍ２７＝

０
．
０
２
０
３

Ｍ２８＝

０
．
０
２
０
７

Ｍ２９＝

０
．
０
２
０
９

Ｍ３０＝

０
．
０
１
０
３
５

Ｍ
令
元＝

０
．
０
０
９
７
４

Ｍ
令
２＝

０
．
０
０
１
７
２

Ｍ
令
３＝

０
．
０
０
２
７
４

Ｍ
令
４＝

０
．
０
０
４
５
２

Ｎ
　
地
下
鉄
緊
急
整
備
事
業
（
「
地
下
鉄
緊
急
整
備
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
６
年
３
月
３
１
日
付
け
鉄
財

第
９
８
号
、
自
治
企
一
第
３
７
号
）
に
基
づ
き
施
行
す
る
事
業
（
第
三
セ
ク
タ
ー
が
実
施
す
る
事
業
を
含

む
。
）
を
い
う
。
）
の
地
方
単
独
整
備
区
間
に
係
る
事
業
費
に
充
て
る
た
め
平
成
６
年
度
以
降
の
各
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
地

方
債
を
除
く
。
以
下
「
地
下
鉄
緊
急
整
備
事
業
債
」
と
い
う
。
）
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
含
む
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
を
基
礎
と
し

て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｏ
　
地
下
鉄
事
業
続
特
例
債
及
び
昭
和
５
８
年
度
か
ら
平
成
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許

可
さ
れ
た
地
下
鉄
事
業
の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
利
息
相
当
額
を
対
象
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
利
息
の
う
ち
、
当
該
地
方
債
の
年
利
率
の
１
．
２
パ
ー
セ
ン
ト
の
範
囲

内
で
発
行
利
率
に
相
当
す
る
利
率
と
し
て
計
算
し
た
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ｐ
　
地
下
高
速
鉄
道
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
６
年
度
以

降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
の
額
の
う
ち
総
務

大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｑ
　
地
下
高
速
鉄
道
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
補
助
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１
３
年
度

以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
の
額
の
う
ち
総

務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｒ
　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
等
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１

０
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
の
額
の

う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｓ
　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
等
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
補
助
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１

４
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
の
額
の

う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｔ
　
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
事
業
及
び
案
内
軌
条
式
鉄
道
事
業
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
モ
ノ
レ
ー
ル
事
業

等
」
と
い
う
。
）
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
２
年
度
以

降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
（
平
成
元
年
度
ま
で
に
償
還
を
終
了

し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額

算
式
Ⅳ

算
式
Ⅳ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
国
が
行
う
第
二
種
（
Ａ
）
空
港
（
空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
０

年
法
律
第
７
５
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
空
港
整
備
法
（
昭
和
３
１
年
法
律
第
８
０
号
）
第

２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
第
二
種
空
港
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
第
二
種
空
港
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
事
業
に
係

る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
又
は
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
第
三
種
空
港
（
空
港
整
備
法
及
び
航

空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
空
港
整
備
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に

規
定
す
る
第
三
種
空
港
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
事
業
の
う
ち
奄
美
群
島
振
興

開
発
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
７
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
５
７
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年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税

の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年
度
及
び
昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全

化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
及
び
平
成
４

年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例

対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び

に
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元

利
償
還
金

Ｃ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
第
二
種
（
Ｂ
）
空
港
（
第
二
種
空
港
の
う
ち
地
方
団
体
が
管
理

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
５

７
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業

債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
５
７
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年
度
及
び

昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
６
１

年
度
、
昭
和
６
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ

れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債

計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｄ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
第
三
種
空
港
の
整
備
事
業
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
事
業
と
し
て

行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
７
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
５
７
年
度

か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減

収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年
度
及
び
昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の

た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度

か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策

債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償

還
金

算
式
Ⅴ

算
式
Ⅴ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
都
市
公
園
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
又
は
都
市

公
園
等
整
備
緊
急
措
置
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
す
る
公
園
の

整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
６
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発

行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収

に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、

地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率

を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償

還
金

Ｃ１５
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
都
市
公
園
法
第
２
条
第
１
項
に
指
定
す
る
都
市
公
園
又
は
都
市

公
園
等
整
備
緊
急
措
置
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
す
る
公
園
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る

た
め
平
成
１
５
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収

に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
及
び
総
務

大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

Ｄ１５＝

０
．
０
１
２

算
式
Ⅵ

算
式
Ⅵ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
災
害
対
策
基
本
法
第
４
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
に
掲
上
さ
れ
て
い

る
災
害
危
険
区
域
に
お
い
て
災
害
の
発
生
を
防
止
し
、
又
は
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
単
独
で
実

施
す
る
治
山
、
小
規
模
山
地
崩
壊
等
の
事
業
の
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
昭
和
５
３
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３
年
度

か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭

和
５
３
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発

行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等

臨
時
特
例
債
、
当
該
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
並
び
に
地
方
債
計
画
に
計
上

さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

α

　
符
号
Ｂ
の
額
を
第
１
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
地
方
団
体
の
標
準
財
政
収
入
額

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

に
１
０
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
財
政
力
係
数
」
と
い
う
。
）
に
別
表
第

３
の
１
１
（
１
）
の
Ａ
に
定
め
る
当
該
財
政
力
係
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
と
同
表
の
Ｂ

に
定
め
る
当
該
財
政
力
係
数
の
段
階
に
応
ず
る
数
値
と
の
合
計
数
を
当
該
財
政
力
係
数
で
除
し
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
財
政
力
係
数
が
１

０
０
以
下
の
と
き
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅶ

算
式
Ⅶ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
、
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
対
策
事
業
、
旧
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
対
策
事

業
従
事
者
暫
定
就
労
事
業
、
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
従
事
者
自
立
促
進
事
業
及
び
産
炭
地
域
開
発
就
労

事
業
従
事
者
就
労
確
保
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭

和
６
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
６
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の

減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
昭

和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
域
財
政
特
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例
対
策
債
並
び
に
当
該
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度

に
お
け
る
元
利
償
還
金

算
式
Ⅷ

算
式
Ⅷ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
等
（
住
宅
建
設
事
業
及
び
宅
地
開
発
事
業
に
関
連
す
る
公

共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
一
般
単
独
（
一
般
）
事
業
債
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
１
２

Ｃ１６＝

０
．
０
１
２

Ｃ１７＝

０
．
０
１
１

算
式
Ⅸ

算
式
Ⅸ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
一
般
公
共
事
業
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
５
３

Ｃ１６＝

０
．
０
５
２

Ｃ１７＝

０
．
０
４
９

Ｃ１８＝

０
．
０
４
３

Ｃ１９＝

０
．
０
４
３

Ｃ２０＝

０
．
０
４
５
９
５

Ｃ２１＝

０
．
０
４
７
３
９

Ｃ２２＝

０
．
０
４
５
９
４

Ｄｎ
　
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
（
街
路
事
業
分
を
除
く
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
公
共
事
業
等
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ２３＝

０
．
０
４
３
９
５

Ｅ２４＝

０
．
０
４
４
６
６

Ｅ２５＝

０
．
０
４
５

Ｅ２６＝

０
．
０
４
４

Ｅ２７＝

０
．
０
４
２

Ｅ２８＝

０
．
０
４
１
１

Ｅ２９＝

０
．
０
４
１
４

Ｅ３０＝

０
．
０
４
１
５
４

Ｅ
令
元＝

０
．
０
４
０
９
８

Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
８
２

Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
２
５
１

Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
５
６
５

Ｆｎ
　
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
（
街
路
事
業
分
に
限
る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
公
共
事
業
等
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ
令
元＝

０
．
０
２
５
６
１

Ｇ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
４

Ｇ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
７

Ｇ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
３

算
式
Ⅹ

算
式
Ⅹ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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Ｂ
　

Ｃｎ
　
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
７
１
号
）
第
７
条
の
整
備
計
画
に
基
づ
き
施
行
さ

れ
る
新
幹
線
整
備
の
建
設
事
業
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
新
幹
線
鉄
道
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係

る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す

る
額

Ｄ８＝

０
．
０
１
２

Ｄ９＝

０
．
０
２
３

Ｄ１０＝

０
．
０
２
５

Ｄ１１＝

０
．
０
２
４

Ｄ１２＝

０
．
０
２
５

Ｄ１３＝

０
．
０
１
５

Ｄ１４＝

０
．
０
０
９

Ｄ１５＝

０
．
０
３
０

Ｄ１６＝

０
．
０
３
０

Ｄ１７＝

０
．
０
２
７

Ｄ１８＝

０
．
０
２
７

Ｄ１９＝

０
．
０
２
６

Ｄ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

Ｄ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

Ｄ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

Ｄ２３＝

０
．
０
２
８
２
１

Ｄ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

Ｄ２５＝

０
．
０
２
９

Ｄ２６＝

０
．
０
２
９

Ｄ２７＝

０
．
０
２
８

Ｄ２８＝

０
．
０
２
７
１

Ｄ２９＝

０
．
０
２
７
２

Ｄ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｄ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ｄ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｄ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｄ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
（
当
該
率
が
１
．
０
０
０
に
満
た
な
い
と
き
は
１
．
０
０
０
と
し
、
１
．
４
０
０
を
超

え
る
と
き
は
１
．
４
０
０
と
す
る
。
）

算
式

（
ａ
／
ｂ×

１
０
０
）×

０
．
１
２
５
＋
０
．
８
７
５

ａ
／
ｂ
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
符
号
Ｂ
の
額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
数

ｂ
　
地
方
財
政
法
施
行
令
第
１
３
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
地
方
団
体
の
前
年
度
に
お
け
る
標

準
財
政
規
模

算
式
Ⅹ
Ⅰ

算
式
Ⅹ
Ⅰ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
地
域
住
宅
交
付
金
交
付
要
綱
（
平
成
１
７
年
国
住
備
第
９
９
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
経

費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
公
営
住
宅
建

設
事
業
及
び
下
水
道
事
業
に
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１７＝

０
．
０
０
６

Ｃ１８＝

０
．
０
０
５
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Ｃ１９＝

０
．
０
０
５

Ｃ２０＝

０
．
０
０
５
２
８

Ｃ２１＝
０
．
０
０
５
６
０

Ｃ２２＝

０
．
０
０
５
６
１

算
式
Ⅹ
Ⅱ

算
式
Ⅹ
Ⅱ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
１
１
１
号
。
以
下
「
地
防
法
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
符
号
Ｄｎ
以
外
の
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１８＝

０
．
０
２
７

Ｃ１９＝

０
．
０
２
６

Ｃ２０＝

０
．
０
２
６
４
０

Ｃ２１＝

０
．
０
２
８
０
２

Ｃ２２＝

０
．
０
２
８
０
７

Ｃ２３＝

０
．
０
２
８
２
１

Ｃ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

Ｃ２５＝

０
．
０
２
９

Ｃ２６＝

０
．
０
２
９

Ｃ２７＝

０
．
０
２
８

Ｃ２８＝

０
．
０
２
７
１

Ｃ２９＝

０
．
０
２
７
２

Ｃ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｃ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

Ｄｎ
　
地
防
法
第
４
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
の
校
舎
、
屋
内
運
動
場

又
は
寄
宿
舎
で
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
補
強
が
困
難
な
も
の
の
改
築
事
業
又
は
地
震
に
よ
る
倒
壊

の
危
険
性
が
高
い
も
の
の
補
強
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
振
興
特
別
事
業
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ２０＝

０
．
０
３
６
９
５

Ｅ２１＝

０
．
０
３
９
２
２

Ｅ２２＝

０
．
０
３
９
２
９

Ｅ２３＝

０
．
０
３
９
４
９

Ｅ２４＝

０
．
０
４
０
２
９

Ｅ２５＝

０
．
０
４
１

Ｅ２６＝

０
．
０
４
０

Ｅ２７＝

０
．
０
３
８

Ｅ２８＝

０
．
０
３
７
９

Ｅ２９＝

０
．
０
３
８
０

Ｅ３０＝

０
．
０
３
０
３
０

Ｅ
令
元＝

０
．
０
２
９
９
４

Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
４
９

Ｅ
令
３＝
０
．
０
０
２
０
２

Ｅ
令
４＝
０
．
０
０
４
８
３

算
式
Ⅹ
Ⅲ
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当
該
率
が
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅹ
Ⅲ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
地
域
活
性
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
平
成
１
５
年
度
か
ら
令

和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と

し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
及
び
平
成
１
６
年
度
補
正
予
算
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相

当
す
る
額

Ｃ１５＝

１
．
０
０
０

Ｃ１６＝

１
．
０
０
０

Ｃ１７＝

０
．
９
０
２

Ｃ１８＝

０
．
８
６
９

Ｃ１９＝

０
．
８
５
２

Ｃ２０＝

０
．
８
６
５
４
１

Ｃ２１＝

０
．
９
１
８
５
２

Ｃ２２＝

０
．
９
２
０
１
６

Ｃ２３＝

０
．
９
２
４
７
５

Ｃ２４＝

０
．
９
４
３
４
４

Ｃ２５＝

０
．
９
５
１

Ｃ２６＝

０
．
９
３
４

Ｃ２７＝

０
．
９
０
２

Ｃ２８＝

０
．
８
８
８
５

Ｃ２９＝

０
．
８
９
０
２

Ｃ３０＝

０
．
７
０
９
６
７

Ｃ
令
元＝

０
．
７
０
１
１
５

Ｃ
令
２＝

０
．
０
３
４
９
２

Ｃ
令
３＝

０
．
０
４
７
２
１

Ｃ
令
４＝

０
．
１
１
３
１
１

Ｄｎ
　
地
域
活
性
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
の
額
（
平
成
２
１
年
度
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
地
域
活
性
化
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
継

続
の
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｅ２２＝

０
．
９
２
０
１
６

Ｅ２３＝

０
．
９
２
４
７
５

Ｅ２４＝

０
．
９
４
３
４
４

Ｅ２５＝

０
．
９
５
１

Ｅ２６＝

０
．
９
３
４

Ｅ２７＝

０
．
９
０
２

Ｅ２８＝

０
．
８
８
８
５

Ｅ２９＝

０
．
８
９
０
２

Ｅ３０＝

０
．
７
０
９
６
７

Ｅ
令
元＝

０
．
７
０
１
１
５

Ｅ
令
２＝

０
．
０
３
４
９
２

Ｅ
令
３＝

０
．
０
４
７
２
１

Ｅ
令
４＝

０
．
１
１
３
１
１

Ｆ２１
　
平
成
２
１
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
活
性
化
事
業
債
（
発
行
に
つ

い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
総
務
大
臣
の
指
定

す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
定
住
自
立
圏
推
進
事
業
に
係
る
も
の

（
平
成
２
１
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総

務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ２１＝

１
．
０
０
０

Ｈｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
活
性
化
事
業
債
の
額
（
平
成
１
５
年

度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
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地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着

手
し
た
継
続
の
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｉ１５＝

１
．
０
０
０

Ｉ１６＝
０
．
９
１
０

Ｉ１７＝

０
．
８
２
１

Ｉ１８＝

０
．
７
９
１

Ｉ１９＝

０
．
７
７
６

Ｉ２０＝

０
．
７
８
７
９
１

Ｉ２１＝

０
．
８
３
６
２
７

Ｉ２２＝

０
．
８
３
７
７
６

Ｉ２３＝

０
．
８
４
１
９
４

Ｉ２４＝

０
．
８
５
８
９
６

Ｉ２５＝

０
．
８
６
６

Ｉ２６＝

０
．
８
５
１

Ｉ２７＝

０
．
８
２
１

Ｉ２８＝

０
．
８
０
９
０

Ｉ２９＝

０
．
８
１
０
４

Ｉ３０＝

０
．
６
４
６
１
２

Ｉ
令
元＝

０
．
６
３
８
３
６

Ｉ
令
２＝

０
．
０
３
１
７
９

Ｉ
令
３＝

０
．
０
４
２
９
９

Ｉ
令
４＝

０
．
１
０
２
９
９

Ｊｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
総
合
整
備
事
業
債
特
別
分
及
び

旧
地
域
総
合
整
備
事
業
債
特
別
分
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｋ１５＝

１
．
０
０
０

Ｋ１６＝

１
．
０
０
０

Ｋ１７＝

０
．
９
０
２

Ｋ１８＝

０
．
８
６
９

Ｋ１９＝

０
．
８
５
２

α

　
当
該
都
道
府
県
の
財
政
力
指
数
（
当
該
都
道
府
県
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し

て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除

し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で

当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数

点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
年
度
の
４

月
１
日
以
前
３
年
の
間
に
都
道
府
県
の
境
界
変
更
に
よ
つ
て
そ
の
区
域
に
異
動
の
あ
つ
た
都
道
府
県
に
つ

い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
が
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な

し
て
算
定
し
、
当
該
境
界
変
更
に
係
る
区
域
の
額
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
が
協
議
し
て
分
別
し
た
額
に

よ
る
。
）
に
別
表
第
３
の
９
Ａ
に
定
め
る
当
該
財
政
力
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
Ｂ
に
定
め
る
当

該
財
政
力
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
数
値
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
数
が
、
０
．
３
０
０

に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
３
０
０
と
し
、
０
．
５
５
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
５
０
と
す
る
。

Ｌｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
総
合
整
備
事
業
債
特
別
分
及
び

旧
地
域
総
合
整
備
事
業
債
特
別
分
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
に
限
る
。
）

Ｍ１５＝

１
．
０
０
０

Ｍ１６＝

０
．
９
１
０

Ｍ１７＝

０
．
８
２
１

Ｍ１８＝

０
．
７
９
１

Ｍ１９＝

０
．
７
７
６

Ｎｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
事
業
債

（
用
地
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｏ２０＝

１
．
０
０
０
０
０

Ｏ２１＝

１
．
４
６
６
６
７
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Ｏ２２＝

３
．
６
６
６
６
７

Ｐｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
事
業
債
の

う
ち
用
地
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｑ２０＝
１
．
０
０
０
０
０

Ｑ２１＝

１
．
４
６
６
６
７

Ｑ２２＝

３
．
６
６
６
６
７

Ｒｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
半
島
振
興
道
路
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債

（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す

る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
総
務

大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｓ１５＝

１
．
０
０
０

Ｓ１６＝

１
．
０
０
０

Ｓ１７＝

０
．
９
０
２

Ｓ１８＝

０
．
８
６
９

Ｓ１９＝

０
．
８
５
２

Ｓ２０＝

０
．
８
６
５
４
１

Ｓ２１＝

０
．
９
１
８
５
２

Ｓ２２＝

０
．
９
２
０
１
６

Ｓ２３＝

０
．
９
２
４
７
５

Ｓ２４＝

０
．
９
４
３
４
４

Ｓ２５＝

０
．
９
５
１

Ｓ２６＝

０
．
９
３
４

Ｓ２７＝

０
．
９
０
２

Ｓ２８＝

０
．
８
８
８
５

Ｓ２９＝

０
．
８
９
０
２

Ｓ３０＝

０
．
７
０
９
６
７

Ｓ
令
元＝

０
．
７
０
１
１
５

Ｓ
令
２＝

０
．
０
３
４
９
２

Ｓ
令
３＝

０
．
０
４
７
２
１

Ｓ
令
４＝

０
．
１
１
３
１
１

Ｔｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
拠
点
都
市
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｕ１５＝

１
．
０
０
０

Ｕ１６＝

１
．
０
０
０

Ｖｎ
　
合
併
特
例
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
市
町
村
合
併
推
進
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｗ１５＝

１
．
０
０
０

Ｗ１６＝

１
．
０
０
０

Ｗ１７＝

０
．
９
０
２

Ｗ１８＝

０
．
８
６
９

Ｗ１９＝

０
．
８
５
２

Ｗ２０＝

０
．
８
６
５
４
１

Ｗ２１＝

０
．
９
１
８
５
２

Ｗ２２＝

０
．
９
２
０
１
６

Ｗ２３＝

０
．
９
２
４
７
５

Ｗ２４＝
０
．
９
４
３
４
４

Ｗ２５＝

０
．
９
５
１

Ｗ２６＝

０
．
９
３
４

125



Ｗ２７＝

０
．
９
０
２

Ｗ２８＝

０
．
８
８
８
５

Ｗ２９＝
０
．
８
９
０
２

Ｗ３０＝

０
．
７
０
９
６
７

Ｗ
令
元＝

０
．
７
０
１
１
５

Ｗ
令
２＝

０
．
０
３
４
９
２

Ｗ
令
３＝

０
．
０
４
７
２
１

Ｗ
令
４＝

０
．
１
１
３
１
１

Ｘｎ
　
合
併
新
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
市
町
村
合
併
推
進
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｙ１８＝

１
．
０
０
０

Ｙ１９＝

０
．
９
８
１

Ｙ２０＝

０
．
９
９
６
０
４

Ｙ２１＝

１
．
０
５
７
１
７

Ｙ２２＝

１
．
０
５
９
０
６

Ｙ２３＝

１
．
０
６
４
３
４

Ｙ２４＝

１
．
０
８
５
８
５

Ｙ２５＝

１
．
０
９
４

Ｙ２６＝

１
．
０
７
５

Ｙ２７＝

１
．
０
３
８

Ｙ２８＝

１
．
０
２
２
６

Ｙ２９＝

１
．
０
２
４
５

Ｙ３０＝

０
．
８
１
６
７
９

Ｙ
令
元＝

０
．
８
０
６
９
８

Ｙ
令
２＝

０
．
０
４
０
１
９

Ｙ
令
３＝

０
．
０
５
４
３
４

Ｙ
令
４＝

０
．
１
３
０
１
９

β

　
段
階
補
正
Ⅰ
係
数

算
式
Ⅹ
Ⅳ

算
式
Ⅹ
Ⅳ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
地
方
税
法
附
則
第
１
５
条
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
等
か
ら
鉄
道
施
設
の
譲
渡
を
受
け
る
た
め
に
同
条

に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
者
に
対
し
補
助
す
る
財
源
又
は
同
条
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
の
用
に
供

す
る
た
め
に
同
条
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
等
か
ら
鉄
道
施
設
の
譲
渡
を
受
け
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え

る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
（
旅
客
分
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
２
７

Ｃ１６＝

０
．
０
２
７

Ｃ１７＝

０
．
０
２
５

Ｃ１８＝

０
．
０
２
４

Ｃ１９＝

０
．
０
２
４

Ｃ２０＝

０
．
０
２
３
７
６

Ｃ２１＝

０
．
０
２
５
２
１

Ｃ２２＝

０
．
０
２
５
２
６

Ｃ２３＝

０
．
０
２
５
３
８

Ｃ２４＝
０
．
０
２
５
９
０

Ｃ２５＝

０
．
０
２
６

Ｃ２６＝

０
．
０
２
６
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Ｃ２７＝

０
．
０
２
５

Ｃ２８＝

０
．
０
２
４
４

Ｃ２９＝
０
．
０
２
４
４

Ｃ３０＝

０
．
０
１
９
４
８

Ｃ
令
元＝

０
．
０
１
９
２
５

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
０
９
６

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
１
３
０

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
３
１
１

Ｄｎ
　
鉄
道
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
地
方
税
法
附
則
第
１
５
条
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業

者
に
対
し
補
助
す
る
財
源
又
は
同
条
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
施
設
の
整
備
に
要

す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
（
旅
客
分
に
限
る
。
）
に
相
当
す

る
額

Ｅ１５＝

０
．
０
１
８

Ｅ１６＝

０
．
０
１
８

Ｅ１７＝

０
．
０
１
６

Ｅ１８＝

０
．
０
１
６

Ｅ１９＝

０
．
０
１
６

Ｅ２０＝

０
．
０
１
５
８
４

Ｅ２１＝

０
．
０
１
６
８
１

Ｅ２２＝

０
．
０
１
６
８
４

Ｅ２３＝

０
．
０
１
６
９
２

Ｅ２４＝

０
．
０
１
７
２
７

Ｅ２５＝

０
．
０
１
８

Ｅ２６＝

０
．
０
１
７

Ｅ２７＝

０
．
０
１
７

Ｅ２８＝

０
．
０
１
６
３

Ｅ２９＝

０
．
０
１
６
３

Ｅ３０＝

０
．
０
１
２
９
９

Ｅ
令
元＝

０
．
０
１
２
８
３

Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
０
６
４

Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
０
８
６

Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

Ｆｎ
　
鉄
道
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
１
２
条
第
１
項

第
６
号
に
規
定
す
る
事
業
者
に
対
し
補
助
す
る
財
源
又
は
同
号
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
施

設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ２５＝

０
．
０
１
８

Ｇ２６＝

０
．
０
１
７

Ｇ２７＝

０
．
０
１
７

Ｇ２８＝

０
．
０
１
６
３

Ｇ２９＝

０
．
０
１
６
３

Ｇ３０＝

０
．
０
１
２
９
９

Ｇ
令
元＝

０
．
０
１
２
８
３

Ｇ
令
２＝

０
．
０
０
０
６
４

Ｇ
令
３＝

０
．
０
０
０
８
６

Ｇ
令
４＝

０
．
０
０
２
０
７

算
式
Ⅹ
Ⅴ

算
式
Ⅹ
Ⅴ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
被
災
施
設
復
旧
関
連
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
一
般
単
独
（
一
般
）
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
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Ｃ２４＝

０
．
０
４
０
２
９

Ｃ２５＝

０
．
０
４
１

Ｃ２６＝
０
．
０
４
０

Ｃ２７＝

０
．
０
３
８

Ｃ２８＝

０
．
０
３
７
９

Ｃ２９＝

０
．
０
３
８
０

Ｃ３０＝

０
．
０
３
０
３
０

Ｃ
令
元＝

０
．
０
２
９
９
４

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
４
９

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
２
０
２

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
４
８
３

算
式
Ⅹ
Ⅵ

算
式
Ⅹ
Ⅵ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ２４＝

０
．
０
２
８
７
８

Ｃ２５＝

０
．
０
２
９

Ｃ２６＝

０
．
０
２
９

Ｃ２７＝

０
．
０
２
８

Ｃ２８＝

０
．
０
２
７
１

Ｃ２９＝

０
．
０
２
７
２

Ｃ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｃ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

算
式
Ⅹ
Ⅶ

算
式
Ⅹ
Ⅶ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
奄
美
群
島
振
興
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
に
相
当
す
る
額

Ｃ２６＝

０
．
０
２
９

Ｃ２７＝

０
．
０
２
８

Ｃ２８＝

０
．
０
２
７
１

Ｃ２９＝

０
．
０
２
７
２

Ｃ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｃ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

算
式
Ⅹ
Ⅷ

平
成
２
８
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
歳
入
欠
か
ん
債
に
つ
い
て
は
、α

×

０
．
４
７
５
が
０
．
７

５
０
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
７
５
０
と
す
る
。

ま
た
、
平
成
２
８
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
歳
入
欠
か
ん
債
（
平
成
２
８
年

熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、α

×

０
．
４
７
５
が
０
．
５
７
０
に
満

た
な
い
と
き
は
０
．
５
７
０
と
す
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
災
害
に
つ
い
て
、
同
意
等
年
度
ご
と
に
算
出
し
、
合
算
す
る
こ
と
と
す
る
。

算
式
Ⅹ
Ⅷ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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Ｂ
　
災
害
対
策
基
本
法
第
１
０
２
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２

８
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る

元
利
償
還
金

α

　
符
号
Ｂ
の
地
方
債
に
係
る
同
意
等
額
を
当
該
地
方
債
の
同
意
等
年
度
に
お
け
る
災
害
対
策
基
本
法
施

行
令
（
昭
和
３
７
年
政
令
第
２
８
８
号
）
第
４
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
額
で
除
し
て
得
た

数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
１
０
０
，
０

０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
発
行
割
合
」
と
い
う
。
）
に
別
表
第
３
の
１
４
の
Ａ

に
定
め
る
当
該
発
行
割
合
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
当
該
発
行
割
合

の
段
階
に
応
ず
る
数
値
と
の
合
計
数
を
当
該
発
行
割
合
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
発
行
割
合
が
２
０
０
以
下
の
と
き
は
１
．
０
０
０

と
す
る
。
）

算
式
Ⅹ
Ⅸ

算
式
Ⅹ
Ⅸ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ２９
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
９
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充

当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校
に
係
る
も
の
の
額

に
相
当
す
る
額

Ｃ２９＝

０
．
０
３
８
０

Ｄ２９
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
以
外
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
９
年
度

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す

る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校
に
係
る
も
の

の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ２９＝

０
．
０
２
７
２

算
式
Ⅹ
Ⅹ

算
式
Ⅹ
Ⅹ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
総
務
大

臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及

び
中
学
部
に
限
る
。
）
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方
単
独
分
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ２９＝

０
．
０
２
７
２

Ｃ３０＝

０
．
０
２
１
６
５

Ｃ
令
元＝

０
．
０
２
１
３
９

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
７

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
１
４
４

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

算
式
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ

算
式
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
補
強
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ３０＝

０
．
０
３
０
３
０

Ｃ
令
元＝

０
．
０
２
９
９
４

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
４
９

Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
２
０
２

Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
４
８
３

Ｄｎ
　
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
防
災
機
能
強
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超

え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ３０＝

０
．
０
３
０
３
０

Ｅ
令
元＝

０
．
０
２
９
９
４

Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
４
９

Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
２
０
２

Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
４
８
３

算
式
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ

算
式
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事
業

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
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設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
、
中
学
部
及
び
高
等
部
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
４
９

市町村
一　消防費

人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
消
防
防
災
設
備
整
備
費
補
助
金
に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定

め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分

し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
と
み
な
す
。

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
５
１

Ｃ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

Ｃ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

Ｃ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
９
８

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
８
８

Ｃ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
０
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
３

Ｃ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
４

Ｃ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４
７

Ｃ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
２

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
６

Ｃ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
３

Ｃ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
４

Ｃ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
３
９

Ｃ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８
８

Ｃ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
２

Ｃ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
７

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
６

Ｃ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
０
９

　
二　道路橋りよ

道路の延長

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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う費

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
地
方
特
定
道
路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
、
ふ
る
さ
と
農
道
・
林
道
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
、
被

災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当

該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成

立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額

と
み
な
す
。

　
　

　

Ｃ１５＝

０
．
０
０
６

Ｃ１６＝

０
．
０
０
３

Ｃ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

　
　

　

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
道
路

整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た

め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額

Ｅ１５＝

０
．
０
０
６

Ｅ１６＝

０
．
０
０
３

Ｅ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
道
路

整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）

　
　

　

Ｇ１５＝

０
．
０
３
３

Ｇ１６＝

０
．
０
０
５

Ｇ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｇ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｇ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｇ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

Ｈｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
被
災
市
街
地
復

興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
の
同
意
等
額
に
相
当
す
る
額

Ｉ１５＝

０
．
０
１
５

Ｉ１６＝

０
．
０
０
８
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Ｉ１７＝

０
．
０
０
０

Ｉ１８＝

０
．
０
０
０

Ｉ１９＝
０
．
０
０
０

Ｉ２０＝

０
．
０
４
７
６
１

Ｊｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
通
常
事
業
（
平

成
２
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前

に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
農
道
及
び
林
道

の
整
備
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｋ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

Ｋ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

Ｌｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
臨
時
事
業
（
平

成
２
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前

に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
地
方
特
定
道
路

整
備
事
業
に
係
る
も
の
、
ふ
る
さ
と
農
道
・
林
道
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
及
び
被
災
市
街
地
復
興
特

別
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｍ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

Ｍ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

Ｎｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
臨
時
事
業
の
地

方
特
定
道
路
整
備
事
業
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

行
わ
れ
る
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
平
成
２
１
年
度
か

ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｏ２１

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

Ｏ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

Ｏ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

Ｏ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
０

Ｐｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
臨
時
事
業
の
地

方
特
定
道
路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
に
限
る
。
）

Ｑ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

Ｑ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

Ｑ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

Ｑ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

Ｒ２１
　
平
成
２
１
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地

方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
被
災
市
街
地

復
興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｓ２１＝

０
．
０
４
９
７
８
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Ｔ２２
　
平
成
２
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
単
独
事
業
に
係
る
地
方
債

（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
般
事
業
に
お
け
る
一

般
分
の
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｕ２２＝

０
．
０
５
０
０
６

Ｖｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
公
共
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
平
成
２
１
年
度
及
び
平
成
２
２
年
度
に
お

い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
並
び
に
平
成
２
１
年
度
及
び
平
成
２
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予

算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
高
規
格
幹
線
道
路
建
設
事
業
に
係
る
も
の
（
高
速
自
動
車
国
道
建
設
事
業
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｗ２１＝

０
．
０
２
６
９
３

Ｗ２２＝

０
．
０
２
６
４
４

Ｘｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
（
旧
地
方
道
路
等
整
備

事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
平
成
２
１
年
度
ま
で
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る

も
の
で
、
旧
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
の
通
常
事
業
の
充
当
率
を
用
い
る
も
の
（
農
道
及
び

林
道
の
整
備
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｙ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
３
３

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
１

Ｙ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
５
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
９
６

Ｙ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｙ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｚｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
（
旧
地
方
道
路
等
整
備

事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
平
成
２
１
年
度
ま
で
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る

も
の
で
、
旧
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
の
臨
時
事
業
の
充
当
率
を
用
い
る
も
の
（
地
方
特
定

道
路
整
備
事
業
に
係
る
も
の
、
ふ
る
さ
と
農
道
・
林
道
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
及
び
被
災
市
街
地
復

興
特
別
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＡ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
３
３

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
１

ＡＡ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
５
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
９
６

ＡＡ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

ＡＡ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

ＡＢｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
被
災
市
街
地
復
興
特
別
事
業
に

係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＣ２３＝

０
．
０
４
９
６
３

ＡＣ２４＝

０
．
０
５
０
５
７

ＡＣ２５＝

０
．
０
５
１

ＡＣ２６＝

０
．
０
５
０

ＡＣ２７＝

０
．
０
４
９

ＡＣ２８＝
０
．
０
４
８
４

ＡＣ２９＝

０
．
０
４
８
５
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ＡＣ３０＝

０
．
０
４
８
４
１

Ａ
Ｃ
令
元＝

０
．
０
４
８
０
１

Ａ
Ｃ
令
２＝

０
．
０
０
１
８
６

Ａ
Ｃ
令
３＝

０
．
０
０
２
７
１

Ａ
Ｃ
令
４＝

０
．
０
０
６
０
０

ＡＤｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す

る
も
の
及
び
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
高
規
格
幹
線
道
路
建
設
事
業
に
係
る
も
の
（
高
速
自
動
車
国
道

建
設
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＥ２３＝

０
．
０
２
５
５
５

ＡＥ２４＝

０
．
０
２
５
９
１

ＡＥ２５＝

０
．
０
２
７

ＡＥ２６＝

０
．
０
２
６

ＡＥ２７＝

０
．
０
２
５

ＡＥ２８＝

０
．
０
２
４
３

ＡＥ２９＝

０
．
０
２
４
１

ＡＥ３０＝

０
．
０
２
４
１
１

Ａ
Ｅ
令
元＝

０
．
０
２
３
６
８

Ａ
Ｅ
令
２＝

０
．
０
０
１
１
３

Ａ
Ｅ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
３

Ａ
Ｅ
令
４＝

０
．
０
０
３
４
５

ＡＦｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
平
成
２
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す

る
も
の
及
び
平
成
２
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
離
島
振
興
法
第
２
条
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実

施
地
域
に
お
い
て
、
平
成
２
６
年
度
以
降
に
地
震
津
波
対
策
と
し
て
行
わ
れ
る
道
路
の
整
備
に
係
る
公
共

事
業
の
う
ち
、
特
に
離
島
の
防
災
機
能
強
化
に
資
す
る
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＧ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

ＡＧ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

ＡＧ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

ＡＧ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

ＡＧ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２
６

Ａ
Ｇ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０
１

Ａ
Ｇ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
７

Ａ
Ｇ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
０

Ａ
Ｇ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

　
三　港湾費

港湾におけ

算
式
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る外郭施設の延長

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
港
湾
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
行
う
当

該
事
業
（
単
独
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
１
１
年
度
以
前
に

お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和

４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
及
び
平
成
２
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
５
年

度
ま
で
の
各
年
度
、
平
成
１
０
年
度
及
び
平
成
１
１
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２

年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
２
年
度
補
正

予
算
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
７

年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
９
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算

債
及
び
平
成
１
１
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時

特
例
債
、
昭
和
４
４
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
地
方

債
計
画
上
の
新
産
業
都
市
等
建
設
事
業
債
（
通
常
の
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と

し
て
昭
和
５
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
地
方

債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
１
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当

該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｃｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
港
湾
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
行
う
当

該
事
業
（
単
独
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に

伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共

事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を

超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
災
害
関
連
及
び
平
成
２
１

年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｄ１５＝

０
．
０
３
３

Ｄ１６＝

０
．
０
３
３

Ｄ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

Ｄ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｄ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｄ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
５
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
７

Ｄ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
３

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
４

Ｄ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
６

Ｄ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
５
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０
２

Ｄ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
１

Ｄ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｄ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｄ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

Ｄ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｄ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
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イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｄ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２
６

Ｄ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０
１

Ｄ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
７

Ｄ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
０

Ｄ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

　
　

漁港における外郭施設の延長

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
漁
港
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
行
う
当

該
事
業
（
単
独
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
１
１
年
度
以
前
に

お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和

４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
及
び
平
成
２
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
５
年

度
ま
で
の
各
年
度
、
平
成
１
０
年
度
及
び
平
成
１
１
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２

年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
２
年
度
補
正

予
算
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
７

年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
９
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算

債
及
び
平
成
１
１
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時

特
例
債
、
昭
和
４
４
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
地
方

債
計
画
上
の
新
産
業
都
市
等
建
設
事
業
債
（
通
常
の
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と

し
て
昭
和
５
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
地
方

債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
１
年
度
以
降
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当

該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｃｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
漁
港
事
業
に
係
る
経
費
又
は
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
行
う
当

該
事
業
（
単
独
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に

伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共

事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を

超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
災
害
関
連
及
び
平
成
２
１

年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｄ１５＝

０
．
０
３
３

Ｄ１６＝

０
．
０
３
３

Ｄ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

Ｄ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｄ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｄ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
５
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
７

Ｄ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
３

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
４

Ｄ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
６

Ｄ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
５
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０
２

Ｄ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
１
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Ｄ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｄ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｄ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

Ｄ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｄ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｄ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２
６

Ｄ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０
１

Ｄ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
７

Ｄ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
０

Ｄ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

　
四　都市計画費

都市計画区域におけ

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

る人口

Ｂｎ
　
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
（
符
号
Ｅ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
一
部
を
補
助
す
る
財

源
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
（
大

阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成

２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
平
成
２
２
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｃ１３＝

０
．
０
３
１
８

Ｃ１４＝

０
．
０
２
１
２

Ｃ１５＝

０
．
０
２
３
９

Ｃ１６＝

０
．
０
２
４
３

Ｃ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
０

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
５

Ｃ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
６
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３
０

Ｃ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８
５

Ｃ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
０
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Ｃ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
３

Ｃ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

Ｃ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
７

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４

Ｃ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
６

Ｃ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

Ｃ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５

Ｃ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
７
３

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
８

Ｃ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
０
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
３

Ｃ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
１

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
３

Ｃ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
７

Ｃ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
４
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
０

Ｄ
　
地
下
鉄
事
業
続
特
例
債
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
金
償
還
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定

し
て
通
知
し
た
額

Ｅ
　
昭
和
４
６
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
市
町
村
営
の
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
一
部
を

出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
４
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許

可
さ
れ
た
地
方
債
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
の
当
該

年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
大
阪
市
に
お
い
て
は
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
相
当
額
を
基
礎
と

し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
）

α

　
一
路
線
に
つ
い
て
第
一
種
鉄
道
事
業
及
び
第
二
種
鉄
道
事
業
（
鉄
道
事
業
法
第
２
条
第
２
項
及
び
第

３
項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
路
線
の
旅
客
運
送
を
行
う
場
合
の
第
二
種
鉄
道
事
業
区

間
の
建
設
に
係
る
事
業
費
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
３
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
６

Ｆ
　
平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
下
鉄
緊
急
整
備

事
業
債
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
含
む
。
）
の
当
該
年
度
に
お

け
る
元
利
償
還
金
（
大
阪
市
に
お
い
て
は
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
相
当
額
）
を
基
礎
と
し
て
総

務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｇ
　
平
成
２
６
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
下
鉄
事
業
再
特
例
債
に
係

る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
金
償
還
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｈｎ
　
ｎ
年
度
（
平
成
２
７
年
度
以
降
に
限
る
。
）
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
下
鉄
事
業

再
特
例
債
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｉ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５

Ｉ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｉ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｉ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

Ｉ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

Ｉ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

Ｉ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

Ｉ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
０

Ｊ
　
地
下
鉄
事
業
続
特
例
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
利
息
の
う
ち
、
当
該
地
方
債
の
年
利
率
の
１
．

２
パ
ー
セ
ン
ト
の
範
囲
内
で
発
行
利
率
に
相
当
す
る
利
率
と
し
て
計
算
し
た
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知

し
た
額

Ｋ
　
地
下
高
速
鉄
道
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
元
年
度
以

降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
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発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し

た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｌ
　
地
下
高
速
鉄
道
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
補
助
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１
３
年
度

以
降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前

に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知

し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｍ
　
地
下
高
速
鉄
道
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１
１
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
下
鉄
緊
急
整
備
事
業
債
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継

前
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｎ
　
昭
和
５
６
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
市
町
村
営
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
１

０
パ
ー
セ
ン
ト
を
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
８
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｏｎ
　
昭
和
５
６
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
市
町
村
営
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
一

部
を
補
助
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市

高
速
鉄
道
事
業
債
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｐ１４＝

０
．
０
２
１
２

Ｐ１５＝

０
．
０
２
３
９

Ｐ１６＝

０
．
０
２
４
３

Ｐ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
０

Ｐ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１

Ｐ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

Ｐ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
５

Ｐ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
６
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３
０

Ｐ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８
５

Ｑ
　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
等
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１

０
年
度
以
降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が

算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｒ
　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
等
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
補
助
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
１

４
年
度
以
降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
の
額
の
う
ち
総
務
大
臣
が

算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｓ
　
モ
ノ
レ
ー
ル
事
業
等
を
経
営
す
る
市
町
村
が
当
該
モ
ノ
レ
ー
ル
事
業
等
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充

て
る
た
め
昭
和
５
１
年
度
以
降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
（
大
阪

市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
含
む
。
）
の
額
の
う
ち
総

務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に

発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
公
営
分
と
し
て
定
め
る
率
）
を
乗
じ
て
得

た
額

Ｔ
　
モ
ノ
レ
ー
ル
事
業
等
を
経
営
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
し
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
１

年
度
以
降
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
（
大
阪
市
に
お
い
て
事
業
承

継
前
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
除
く
も
の
と
し
、
平
成
元
年
度
ま
で
に
償
還
を

終
了
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
う
ち
、
当
該
高
速
鉄
道
事
業
債
の
起
債
対
象
事
業
費
の
２
０
パ
ー
セ

ン
ト
相
当
額
を
基
礎
と
し
て
、
当
該
市
町
村
の
当
該
第
三
セ
ク
タ
ー
の
資
本
金
等
に
対
す
る
出
資
割
合
に

応
じ
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
に
別
表
第
３
の
１
０
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

Ｕｎ
　
都
道
府
県
の
項
第
９
号
算
式
Ⅸ
の
符
号
Ｂｎ
に
同
じ
。

Ｖ１５＝

０
．
０
５
３

Ｖ１６＝

０
．
０
５
３

Ｖ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３

Ｖ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

Ｖ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

Ｖ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
４
５

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
５
１

Ｖ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
０
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
６
２
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Ｖ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
３
０

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
５
０

Ｗｎ
　
都
道
府
県
の
項
第
９
号
算
式
Ⅸ
の
符
号
Ｄｎ
に
同
じ
。

Ｘ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
８
８

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
６
３

Ｘ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
４
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
５
７

Ｘ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
１

Ｘ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０

Ｘ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９

Ｘ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
０

Ｘ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
０

Ｘ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
５
７

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
４
１

Ｘ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
８
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
０
１

Ｘ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
１

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
６

Ｘ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
４
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
１

Ｘ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
５
２

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０
０

Ｙｎ
　
都
道
府
県
の
項
第
９
号
算
式
Ⅸ
の
符
号
Ｆｎ
に
同
じ
。

Ｚ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０
１

Ｚ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
７

Ｚ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
０

Ｚ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

ＡＡｎ
　
昭
和
４
６
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
市
町
村
営
の
地
下
高
速
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
一
部
を

出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
大
阪

市
に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
２

３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
平
成
２
２
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＢ１２＝

０
．
０
３
０
０

ＡＢ１３＝

０
．
０
３
１
８

ＡＢ１４＝

０
．
０
２
１
２

ＡＢ１５＝

０
．
０
２
３
９

ＡＢ１６＝
０
．
０
２
４
３

ＡＢ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
０
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ＡＢ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１

ＡＢ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

ＡＢ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
５

ＡＢ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
６
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３
０

ＡＢ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８
５

ＡＢ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
０

ＡＢ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
３

ＡＢ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

ＡＢ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
７

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４

ＡＢ２７

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
６

ＡＢ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

ＡＢ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５

ＡＢ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
７
３

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
８

Ａ
Ｂ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
０
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
３

Ａ
Ｂ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
１

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
３

Ａ
Ｂ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
７

Ａ
Ｂ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
４
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
０

ＡＣｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
下
鉄
緊
急
整
備
事
業
債
（
大
阪
市

に
お
い
て
事
業
承
継
前
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
含
む
。
）
の
額
の
３
分
の
２

に
相
当
す
る
額

ＡＤ１２＝

０
．
０
３
７
５

ＡＤ１３＝

０
．
０
３
９
８

ＡＤ１４＝

０
．
０
３
６
０

ＡＤ１５＝

０
．
０
３
９
９
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ＡＤ１６＝

０
．
０
４
０
５

ＡＤ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０

ＡＤ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
８

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
５

ＡＤ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
８

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
０

ＡＤ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
５
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
２
５

ＡＤ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
５
０

ＡＤ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
２
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
７
５

ＡＥｎ
　
昭
和
５
６
年
度
以
降
に
建
設
さ
れ
た
市
町
村
営
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
鉄
道
の
建
設
に
係
る
事
業
費
の
１

０
パ
ー
セ
ン
ト
を
出
資
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＦ１２＝

０
．
０
３
０
０

ＡＦ１３＝

０
．
０
３
１
８

ＡＦ１４＝

０
．
０
２
１
２

ＡＦ１５＝

０
．
０
２
３
９

ＡＦ１６＝

０
．
０
２
４
３

ＡＦ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
０

ＡＦ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１

ＡＦ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

ＡＦ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
５

ＡＦ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
６
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３
０

ＡＦ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８
５

　
五　公園費

人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
都
市
公
園
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
又
は
都
市

公
園
等
整
備
緊
急
措
置
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
す
る
公
園
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る

た
め
昭
和
６
３
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成

３
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
財
源
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
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５
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正
予
算

債
、
平
成
９
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
１
１
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域

財
政
特
例
対
策
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を

超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還

金
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当

該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い

と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
元
利
償
還
金

（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す

る
市
町
村
に
係
る
元
利
償
還
金
）
と
み
な
す
。

Ｃ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
都
市
公
園
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
又
は
都
市

公
園
等
整
備
緊
急
措
置
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
該
当
す
る
公
園
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る

た
め
平
成
１
５
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
１
５
年
度
に
お
い

て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い

地
方
債
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を

構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、

総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
（
総
務
大
臣
が
承
認

す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
に
係
る

額
）
と
み
な
す
。

　
六　下水道費

人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

　
　

　

Ｂ
　
公
共
下
水
道
（
下
水
道
処
理
水
循
環
利
用
モ
デ
ル
事
業
、
再
生
水
利
用
下
水
道
事
業
及
び
熱
利
用
下

水
道
モ
デ
ル
事
業
、
水
循
環
・
再
生
下
水
道
モ
デ
ル
事
業
（
下
水
処
理
水
又
は
雨
水
を
再
利
用
す
る
た
め

の
貯
留
施
設
、
ポ
ン
プ
施
設
、
処
理
施
設
及
び
送
水
施
設
以
外
の
も
の
の
整
備
に
係
る
事
業
に
限
る
。
）

並
び
に
新
世
代
下
水
道
支
援
事
業
制
度
の
う
ち
水
循
環
再
生
型
（
下
水
処
理
水
又
は
雨
水
を
再
利
用
す
る

た
め
の
貯
留
施
設
、
ポ
ン
プ
施
設
、
処
理
施
設
及
び
送
水
施
設
以
外
の
も
の
の
整
備
に
係
る
事
業
、
河
川

事
業
等
と
の
適
切
な
連
携
・
共
同
事
業
並
び
に
雨
水
の
貯
留
浸
透
機
能
を
有
す
る
管
渠
等
の
設
置
・
改
造

に
係
る
事
業
に
限
る
。
）
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
及
び
高
度
情
報
化
型
（
下
水
処
理
水
の
再
生
利
用
に
係

る
使
用
量
を
把
握
す
る
た
め
の
自
動
検
針
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
事
業
及
び
降
雨
及
び
雨
水
排
除
に
関
す

る
情
報
を
提
供
す
る
事
業
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
経

費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
昭
和
３
４
年

度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公

害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
及
び
平

成
２
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
平
成
１
０
年
度
及
び
平
成
１
１
年
度
に
お

い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正
予
算
債
、

昭
和
５
１
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
１

年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
補
正
予
算

債
、
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
９
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
１
０
年

度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
１
１
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共

事
業
等
臨
時
特
例
債
、
資
本
費
平
準
化
債
、
下
水
道
事
業
債
特
例
措
置
分
、
下
水
道
事
業
債
臨
時
措
置

分
、
昭
和
４
６
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
市
場
公
募
資
金
に
係
る
も
の
及
び
そ

の
借
換
債
、
昭
和
５
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、
公

共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
の
供
用
開
始
前
の
施
設
又
は
供
用
開
始
後
の
施
設
の
う
ち
未
利
用
部
分
に
係

る
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年

度
以
降
に
お
い
て
施
行
し
た
公
共
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
終
末

処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
、
管
渠
、
下
水
道
庁
舎
及
び
取
付
道
路
の
施
設
を
当
該
年
度
に
設
置
す
る
た
め
必
要

と
な
る
単
独
用
地
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
下
水
道

展
示
施
設
の
設
置
費
に
係
る
地
方
債
、
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
に
係
る
一
般
単
独
事
業

債
、
下
水
道
普
及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付

け
自
治
準
企
第
９
３
号
）
に
基
づ
き
施
行
さ
れ
た
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
の
実
施
要
領
に
つ
い

て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）
に
よ
り
通
常
の
下
水
道
事
業
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
並
び
に
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
平

成
３
年
度
か
ら
平
成
７
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
下
水
道
普
及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対

策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
３
年
４
月
３
０
日
付
け
自
治
準
企
第
９
０
号
）
に
基
づ
き
施
行
さ
れ
た
事
業

（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）

に
よ
り
通
常
の
下
水
道
事
業
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る

た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
１
７
分
の
１
に
相
当
す
る
額
及

び
符
号
Ａ
Ｎ
の
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
の
基
礎
と
な
つ
た
元
利
償
還
金
を
除
く
。
）
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
元
利
償
還
金
は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該
組
合
を
構

成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総

務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
元
利
償
還
金
（
総
務
大
臣

が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
に

係
る
元
利
償
還
金
）
と
み
な
す
。
符
号
Ｃｎ
、
符
号
Ｆ
、
符
号
Ｇ
、
符
号
Ｈ
、
符
号
Ｉ
、
符
号
Ｊｎ
、
符
号

Ｌｎ
、
符
号
Ｎｎ
、
符
号
Ｐｎ
、
符
号
Ｒｎ
、
符
号
Ｓｎ
、
符
号
Ｔｎ
、
符
号
Ｕｎ
、
符
号
Ｖｎ
、
符
号
Ｗｎ
、
符
号
Ｘｎ
、
符
号

Ｚｎ
、
符
号

ＡＡｎ
、
符
号

ＡＥｎ
、
符
号

ＡＧｎ
、
符
号

ＡＩｎ
、
符
号

ＡＬｎ
、
符
号
Ａ
Ｎ
及
び
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
同
じ
。

Ｃｎ
　
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に

対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
（
「
平
成
１
７
年
度
の
下
水
道
事
業
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
又
は
「
平
成
１
６
年
度
の
下
水
道

事
業
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
り
更
新
事
業
に
区
分
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
更

新
事
業
に
区
分
さ
れ
た
地
方
債
」
と
い
う
。
）
、
都
道
府
県
が
行
う
流
域
下
水
道
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く

負
担
金
に
充
て
る
た
め
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
か
ら
支
出
す
る
負
担
金
に
係

る
も
の
、
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
臨
時
特
例
債
、
資
本
費
平
準
化
債
、
下
水
道

事
業
債
特
例
措
置
分
、
下
水
道
事
業
債
臨
時
措
置
分
、
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
分
（
「
下
水
道

事
業
広
域
化
・
共
同
化
推
進
要
領
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
２
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
７
２

号
）
に
よ
り
策
定
し
た
広
域
化
・
共
同
化
計
画
に
基
づ
く
施
設
の
整
備
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
地

方
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
下
水
道
事
業
債
特
別
措
置
分
（
「
下
水
道
事
業
債
（
特
別
措
置
分
）
の
取

扱
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
付
け
総
財
経
第
６
８
号
）
に
よ
り
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
事
業
の
供
用
開
始
前
の
施

設
又
は
供
用
開
始
後
の
施
設
の
う
ち
未
利
用
部
分
に
係
る
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
充
て
る
た
め
発
行
に
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つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年
度
以
降
に
お
い
て
施
行
し
た
公
共
下
水
道
の
整
備

事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
が
指

定
す
る
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
終
末
処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
、
管
渠
、
下
水
道
庁
舎
及
び
取
付
道

路
の
施
設
を
当
該
年
度
に
設
置
す
る
た
め
必
要
と
な
る
単
独
用
地
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
下
水
道
展
示
施
設
の
設
置
費
に
係
る
地
方
債
、
住
宅
宅
地
関
連
公

共
施
設
整
備
促
進
事
業
に
係
る
一
般
単
独
事
業
債
、
下
水
道
普
及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別

対
策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
３
号
）
に
基
づ
き
施
行
さ
れ
た
事
業

（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）

に
よ
り
通
常
の
下
水
道
事
業
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る

た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
、
復
興
交

付
金
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
経
費
及
び
都
道
府
県
が
行
う
当
該
事
業
に
対
す
る

法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
全
国
的
に
緊
急
に
実
施
す
る
公
営
企
業
緊
急
防
災
・
減
災
事

業
に
係
る
経
費
及
び
都
道
府
県
が
行
う
当
該
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成

２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
地
方
債
、
公
営
企
業
会
計
適
用
債
並
び
に
下
水
道
事
業
債
旧
公
害
防
止
対
策
事
業
分
（
旧
公
害
の
防

止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
２
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
公

害
防
止
対
策
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
「
公
害
防
止
対
策
事
業
計
画
の
同
意
基
準
」
（
平
成
２
３
年
１
２
月

決
定
）
を
満
た
す
地
方
公
共
団
体
が
別
に
定
め
る
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
事
業
（
公
共
下
水
道

（
下
水
道
法
第
２
条
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
流
域
下
水
道
（
同
条
第
４
号
イ
に
規
定

す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
共
下
水
道
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
設
置
及
び
改

築
の
事
業
（
下
水
道
法
施
行
令
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
特
定
公
共
下
水
道
の
設
置

及
び
改
築
の
事
業
並
び
に
公
共
下
水
道
等
に
お
け
る
処
理
場
、
ポ
ン
プ
施
設
及
び
管
路
施
設
の
供
用
開
始

後
２
５
年
を
経
過
し
た
も
の
に
係
る
事
業
で
、
下
水
の
処
理
量
の
増
大
又
は
放
流
水
の
水
質
の
改
善
に
資

さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
地
方
債
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
符
号
Ａ
Ｎ
の
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額
の
基
礎
と
な

つ
た
地
方
債
の
額
を
除
く
。
以
下
符
号
Ｊｎ
、
符
号
Ｌｎ
、
符
号
Ｐｎ
、
符
号
Ｚｎ
、
符
号

ＡＡｎ
、
符
号

ＡＩｎ
及
び
符
号

ＡＬｎ
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｄ１２＝

０
．
０
５
０
０

Ｄ１３＝

０
．
０
５
３
０

Ｄ１４＝

０
．
０
４
７
０

Ｄ１５＝

０
．
０
５
３
２

Ｄ１６＝

０
．
０
４
３
２

Ｄ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
０

Ｄ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
７

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

Ｄ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
８

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
４

Ｄ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
７
７

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
３
３

Ｄ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
３
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
３
５
０

Ｄ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
０
１

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
７
７

Ｄ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
９
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
１
９

Ｄ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
４
６

Ｄ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
４

Ｄ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
３

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
１
７

Ｄ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９

Ｄ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
７
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イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
９

Ｄ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
７

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
５

Ｄ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
６

Ｄ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
９
２

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
０

Ｄ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
８
４

Ｄ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
１
５

Ｄ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
２
２

Ｅ１２＝

０
．
０
５
０
０

Ｅ１３＝

０
．
０
５
３
０

Ｅ１４＝

０
．
０
４
７
０

Ｅ１５＝

０
．
０
５
３
２

Ｅ１６＝

０
．
０
４
３
２

Ｅ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
０

Ｅ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
７

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

Ｅ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
８

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
４

Ｅ２０

ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
７
７

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
３
３

Ｅ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
３
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
３
５
０

Ｅ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
０
１

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
７
７

Ｅ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
９
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
１
９

Ｅ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
４
６

Ｅ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
４

Ｅ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
３

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
１
７

Ｅ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９

Ｅ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
７

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
９

Ｅ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
７

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
５

Ｅ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
６

Ｅ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
９
２
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イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
０

Ｅ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
８
４

Ｅ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
１
５

Ｅ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
２
２

Ｆ
　
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
、
林
業
集
落
排
水
施

設
、
簡
易
排
水
施
設
、
小
規
模
集
落
排
水
処
理
施
設
、
特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
施
設
若
し
く
は
個
別
排

水
処
理
施
設
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く

負
担
金
に
充
て
る
た
め
昭
和
３
４
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
及

び
平
成
２
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ

た
地
方
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
、

平
成
１
０
年
度
及
び
平
成
１
１
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財

源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
昭
和
６
１
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か

ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、

公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
資
本
費
平
準
化
債
、
下
水
道
事
業
債
特
例
措
置
分
、
下
水
道
事
業
債
臨
時
措

置
分
、
昭
和
４
６
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
市
場
公
募
資
金
に
係
る
も
の
及
び

そ
の
借
換
債
、
昭
和
５
０
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
で
縁
故
資
金
に
係
る
も
の
、

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
の
供
用
開
始
前
の
施
設
又
は
供
用
開
始
後
の
施
設
の
う
ち
未
利
用
部
分
に
係

る
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年

度
以
降
に
お
い
て
施
行
し
た
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も

の
、
終
末
処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
、
管
渠
、
下
水
道
庁
舎
及
び
取
付
道
路
の
施
設
を
当
該
年
度
に
設
置
す
る

た
め
必
要
と
な
る
単
独
用
地
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
、
下
水
道
展
示
施
設
の
設
置
費
に
係
る
地
方
債
、
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
に
係
る
一

般
単
独
事
業
債
、
下
水
道
普
及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年

４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
３
号
）
に
基
づ
き
施
行
さ
れ
た
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
の
実
施

要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）
に
よ
り
通
常
の
下
水
道
事
業
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元

利
償
還
金
（
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
７
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
下
水
道
普
及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水

道
普
及
特
別
対
策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
３
年
４
月
３
０
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）
に
基
づ
き
施

行
さ
れ
た
事
業
（
「
下
水
道
事
業
普
及
特
別
対
策
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
に
よ
り
通
常
の
下
水
道
事
業

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地

方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
の
１
７
分
の
１
に
相
当
す
る
額
及
び
符
号
Ａ
Ｎ
の
総
務
大
臣
が

算
定
し
て
通
知
し
た
額
の
基
礎
と
な
つ
た
元
利
償
還
金
を
除
く
。
）
の
額

　
　

　

Ｇ
　
下
水
道
普
及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付

け
自
治
準
企
第
９
３
号
）
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」

（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）
に
よ
り
通
常
の
下
水
道
事
業
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る

も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｈ
　
下
水
道
事
業
債
特
例
措
置
分
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｉ
　
下
水
道
事
業
債
臨
時
措
置
分
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
符
号
Ａ
Ｎ
の
総
務
大
臣
が
算
定

し
て
通
知
し
た
額
の
基
礎
と
な
つ
た
元
利
償
還
金
を
除
く
。
）

Ｊｎ
　
流
域
下
水
道
、
特
定
公
共
下
水
道
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
漁
業
集

落
排
水
施
設
、
林
業
集
落
排
水
施
設
、
簡
易
排
水
施
設
、
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
、
特
定
地
域
生
活

排
水
処
理
施
設
若
し
く
は
個
別
排
水
処
理
施
設
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら

の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
（
更
新
事
業
に
区
分
さ
れ
た
地
方
債
、
都
道
府
県
が
行
う
流
域
下
水
道
に
対
す
る
法
令

に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
１
７
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
並
び
に
平

成
１
８
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

の
う
ち
公
共
下
水
道
事
業
か
ら
支
出
す
る
負
担
金
に
係
る
も
の
、
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業

債
、
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た

地
方
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
資
本
費
平
準
化
債
、
下
水
道
事
業
債
特
例
措
置
分
、
下
水
道
事
業
債
臨
時

措
置
分
、
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
分
、
下
水
道
事
業
債
特
別
措
置
分
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下

水
道
の
供
用
開
始
前
の
施
設
又
は
供
用
開
始
後
の
施
設
の
う
ち
未
利
用
部
分
に
係
る
地
方
債
の
元
利
償
還

金
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年
度
以
降
に
お
い
て
施
行

し
た
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
、
終
末
処
理
場
、
ポ
ン

プ
場
、
管
渠
、
下
水
道
庁
舎
及
び
取
付
道
路
の
施
設
を
当
該
年
度
に
設
置
す
る
た
め
必
要
と
な
る
単
独
用

地
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
下
水
道
展
示
施
設
の
設

置
費
に
係
る
地
方
債
、
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
に
係
る
一
般
単
独
事
業
債
、
下
水
道
普

及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第

９
３
号
）
に
基
づ
き
施
行
さ
れ
た
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対
策
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年

４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）
に
よ
り
通
常
の
下
水
道
事
業
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
地
方
債

計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
、
復
興
交
付
金
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
経
費
及

び
都
道
府
県
が
行
う
当
該
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
２
３
年
度
か
ら
令

和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
全
国
的
に
緊
急
に

実
施
す
る
公
営
企
業
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
に
係
る
経
費
及
び
都
道
府
県
が
行
う
当
該
事
業
に
対
す
る
法

令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
経
費
に
充
て

る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
公
営
企
業
会
計
適
用
債
並
び
に
下
水
道
事
業
債

旧
公
害
防
止
対
策
事
業
分
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｋ１２＝

０
．
０
２
５
０

Ｋ１３＝

０
．
０
２
６
５

Ｋ１４＝

０
．
０
２
１
２

Ｋ１５＝
０
．
０
２
３
９

Ｋ１６＝

０
．
０
１
９
４

Ｋ１７
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ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
６

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
０

Ｋ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５

Ｋ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
５

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

Ｋ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
９
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３
５

Ｋ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
２
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
５
４

Ｋ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
６
８

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
２
２

Ｋ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
６
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
９
６

Ｋ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
６
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０
８

Ｋ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

Ｋ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
４

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
７

Ｋ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１

Ｋ２８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
５

Ｋ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
８

Ｋ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
５
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
４
２

Ｋ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
８
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７
８

Ｋ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
６
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
６
９

Ｋ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
６
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
１

Ｋ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
３
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
０

Ｌｎ
　
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
、
特
定
公
共
下
水
道
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水

施
設
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
、
林
業
集
落
排
水
施
設
、
簡
易
排
水
施
設
、
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
、

特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
施
設
若
し
く
は
個
別
排
水
処
理
施
設
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
又
は
都
道
府
県

が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
に
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
更
新
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｍ１６＝

０
．
０
０
８
６

Ｍ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
１

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
０

Ｎｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
下
水
道
普
及
特
別
対
策
事
業
（
「
下
水
道
普
及
特
別
対

策
要
綱
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
３
号
）
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
（
「
下

水
道
普
及
特
別
対
策
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
８
年
４
月
１
日
付
け
自
治
準
企
第
９
４
号
）
に
よ

り
通
常
の
下
水
道
事
業
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
係
る
地
方
債
の
額
に
相
当

す
る
額

Ｏ１２＝

０
．
０
２
７
６

Ｏ１３＝

０
．
０
２
９
２
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Ｏ１４＝

０
．
０
２
５
９

Ｐｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
臨
時
措
置
分
（
発
行
に
つ

い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
復
興
交
付
金
を
受

け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
経
費
及
び
都
道
府
県
が
行
う
当
該
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基

づ
く
負
担
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額

Ｑ１２＝

０
．
０
５
０
０

Ｑ１３＝

０
．
０
５
３
０

Ｑ１４＝

０
．
０
４
７
０

Ｑ１５＝

０
．
０
５
３
２

Ｑ１６＝

０
．
０
４
３
２

Ｑ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
０
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
０

Ｑ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
７

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

Ｑ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
８

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
４

Ｑ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
７
７

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５
３
３

Ｑ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
３
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
３
５
０

Ｑ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
０
１

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
７
７

Ｑ２３

ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
９
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
１
９

Ｑ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
４
６

Ｑ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
２
４

Ｑ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
３

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
１
７

Ｑ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９

Ｑ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
７

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
９

Ｑ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
７

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
５

Ｑ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
６

Ｑ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
９
２

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
０

Ｑ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
８
４

Ｑ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
１
５

Ｑ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
２
２

Ｒｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
分
（
発

行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
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項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ

と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
額

に
相
当
す
る
額

Ｓｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
に
係
る

額
の
う
ち
、
公
共
下
水
道
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ｔｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
（
流
域

下
水
道
へ
の
接
続
分
以
外
）
に
係
る
額
の
う
ち
、
公
共
下
水
道
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ｕｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
（
流
域

下
水
道
へ
の
接
続
分
）
に
係
る
額
の
う
ち
、
公
共
下
水
道
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ｖｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
に
係
る

額
の
う
ち
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
漁
業
集
落
排
水
施

設
、
林
業
集
落
排
水
施
設
、
簡
易
排
水
施
設
及
び
小
規
模
集
合
排
水
施
設
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ｗｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
（
流
域

下
水
道
へ
の
接
続
分
以
外
）
に
係
る
額
の
う
ち
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
、
農
業
集

落
排
水
施
設
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
、
林
業
集
落
排
水
施
設
、
簡
易
排
水
施
設
及
び
小
規
模
集
合
排
水
施

設
に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ｘｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
広
域
化
・
共
同
化
（
流
域

下
水
道
へ
の
接
続
分
）
に
係
る
額
の
う
ち
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
、
農
業
集
落
排

水
施
設
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
、
林
業
集
落
排
水
施
設
、
簡
易
排
水
施
設
及
び
小
規
模
集
合
排
水
施
設
に

係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ｙ１２＝

０
．
０
２
７
３

Ｙ１３＝

０
．
０
２
９
２

Ｙ１４＝

０
．
０
２
３
５

Ｙ１５＝

０
．
０
２
６
６

Ｙ１６＝

０
．
０
２
１
６

Ｙ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
０

Ｙ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８

Ｙ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
２

Ｙ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
６
７

Ｙ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
５

Ｙ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
５
１

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
３
９

Ｙ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
１
０

Ｙ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
２
３

Ｙ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
２

Ｙ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
２

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９

Ｙ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０

Ｙ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５

Ｙ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８

Ｙ３０
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ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
７
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
９
８

Ｙ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
９
２

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
０

Ｙ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
８
４

Ｙ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
１
５

Ｙ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
２
２

Ｚｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
資
本
費
平
準
化
債
の
う
ち
下
水
道

事
業
（
旧
公
害
防
止
対
策
事
業
分
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＡｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
資
本
費
平
準
化
債
の
う
ち
公
害
防

止
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＢ１６＝

０
．
０
３
１
２

ＡＢ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１

ＡＢ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
６

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
６

ＡＢ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７

ＡＢ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
８
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

ＡＢ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
６
６

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
６
８

ＡＢ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
８
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
８
８

ＡＢ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３
１

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
４
２

ＡＢ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
３
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
１
０

ＡＢ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
０

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
８

ＡＢ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２

ＡＢ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
９

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
４

ＡＢ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２

ＡＢ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

ＡＢ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３
７

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２
５
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Ａ
Ｂ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
９
７

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
９
８

Ａ
Ｂ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
２
３

Ａ
Ｂ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
５

Ａ
Ｂ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
９
９

ＡＣｎ
　
ｎ
年
度
に
お
け
る
下
水
道
事
業
債
特
別
措
置
分
の
発
行
可
能
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

ＡＤ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
４

ＡＤ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
６

ＡＤ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
７
２

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
６
６

ＡＤ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
５
２

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
５
５

ＡＤ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
８
０

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
８
３

ＡＤ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
９
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
１
３

ＡＤ２４

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
５
７

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
９
３

ＡＤ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４
２

ＡＤ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
６

ＡＤ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
８

ＡＤ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
３

ＡＤ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
４

ＡＤ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
６
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
４
６

Ａ
Ｄ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
９
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
０
６

Ａ
Ｄ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
１

Ａ
Ｄ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
２

Ａ
Ｄ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
１
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
７
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ＡＥｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
旧
公
害
防
止
対
策
事
業
分

に
係
る
地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｆ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
５
６

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
８

Ａ
Ｆ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
４
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０
７

ＡＧｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
下
水
道
事
業
債
脱
炭
素
化
事
業
分
に
係
る

地
方
債
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
０

ＡＩｎ
　
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
準
建
設
改
良
費
の
う
ち
地
方
公
営
企
業
法
の
財

務
規
定
等
の
適
用
に
要
す
る
経
費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担

金
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＪ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
０

ＡＪ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
３
９

ＡＪ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
２

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
２

ＡＪ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
４
８

Ａ
Ｊ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
３
９
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
０
７

Ａ
Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
１

Ａ
Ｊ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
６
０

Ａ
Ｊ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
９
３

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
８
１

ＡＫ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
０

ＡＫ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
３
９

ＡＫ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
２

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
２

ＡＫ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
４
８

Ａ
Ｋ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
３
９
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
４
０
７

Ａ
Ｋ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
１

Ａ
Ｋ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
６
０

Ａ
Ｋ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
９
３

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
８
１

ＡＬｎ
　
流
域
下
水
道
、
特
定
公
共
下
水
道
、
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
漁
業
集

落
排
水
施
設
、
林
業
集
落
排
水
施
設
、
簡
易
排
水
施
設
、
小
規
模
集
落
排
水
処
理
施
設
、
特
定
地
域
生
活

排
水
処
理
施
設
又
は
個
別
排
水
処
理
施
設
の
準
建
設
改
良
費
の
う
ち
地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
等
の

適
用
に
要
す
る
経
費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る

た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

152



ＡＭ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
４

ＡＭ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
３

ＡＭ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
４

ＡＭ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
６
６

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
５
７

Ａ
Ｍ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
３
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
３
３
９

Ａ
Ｍ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
８

Ａ
Ｍ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
２

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
４

Ａ
Ｍ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
６
１

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
０

Ａ
Ｎ
　
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
都
道
府
県
が
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
の
う
ち
、
当
該
同
意
又
は
許
可
の
後
に
市
町
村
合
併
に
伴
い
当
該
都
道
府
県
か
ら
市
町

村
へ
移
行
さ
れ
た
も
の
に
係
る
地
方
債
の
額
又
は
元
利
償
還
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通

知
し
た
額

Ａ
Ｏ
　
市
町
村
長
の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
下
水
道
資
本
費
平
準
化

債
同
意
等
見
込
額
の
う
ち
下
水
道
事
業
（
旧
公
害
防
止
対
策
事
業
分
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
と
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
額

α

　
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
前
年
の
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
よ

る
合
流
管
布
設
延
長
を
下
水
道
管
布
設
延
長
で
除
し
て
得
た
数
と
し
、
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

β

　
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
前
年
の
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
よ

る
処
理
区
域
内
人
口
を
処
理
区
域
内
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
２
５
未
満
の
場
合
は
０
．
５
、
２
５
以
上
５
０
未
満
の
場
合

は
０
．
４
２
、
５
０
以
上
７
５
未
満
の
場
合
は
０
．
３
５
、
７
５
以
上
１
０
０
未
満
の
場
合
は
０
．
２

８
、
１
０
０
以
上
の
場
合
は
０
．
２
１

γ

　
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
前
年
の
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
よ

る
処
理
区
域
内
人
口
を
処
理
区
域
内
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
２
５
未
満
の
場
合
は
０
．
４
５
、
２
５
以
上
５
０
未
満
の
場

合
は
０
．
３
７
、
５
０
以
上
７
５
未
満
の
場
合
は
０
．
３
０
、
７
５
以
上
１
０
０
未
満
の
場
合
は
０
．
２

３
、
１
０
０
以
上
の
場
合
は
０
．
１
６

δ

　
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
前
年
の
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
よ

る
処
理
区
域
内
人
口
を
処
理
区
域
内
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
２
５
未
満
の
場
合
は
０
．
４
４
、
２
５
以
上
５
０
未
満
の
場

合
は
０
．
３
７
、
５
０
以
上
７
５
未
満
の
場
合
は
０
．
３
０
、
７
５
以
上
１
０
０
未
満
の
場
合
は
０
．
２

３
、
１
０
０
以
上
の
場
合
は
０
．
１
６

ε

ｎ
　
符
号

ＡＤｎ
に
乗
ず
る
数
と
し
て
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ε

ｎ＝
ζ

ｎ×

１
．
１
４
３
＋
（
１－

ζ

ｎ

）×
η

ｎ

ζ

ｎ
　
ｎ
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
流
管
布
設
延
長
を
下
水
道
管
布
設
延
長
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点

以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

η

ｎ
　
ｎ
年
度
の
算
定
に
用
い
た
処
理
区
域
内
人
口
を
処
理
区
域
内
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以

下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
２
５
未
満
の
場
合
は
０
、
２

５
以
上
５
０
未
満
の
場
合
は
１
．
１
４
３
、
５
０
以
上
７
５
未
満
の
場
合
は
１
．
０
７
１
、
７
５
以
上
１

０
０
未
満
の
場
合
は
１
．
０
４
８
、
１
０
０
以
上
の
場
合
は
１
．
０
３
６

θ

　
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
前
年
の
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
よ

る
処
理
区
域
内
人
口
を
処
理
区
域
内
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
２
５
未
満
の
場
合
は
０
．
５
６
、
２
５
以
上
５
０
未
満
の
場

合
は
０
．
４
９
、
５
０
以
上
７
５
未
満
の
場
合
は
０
．
４
２
、
７
５
以
上
１
０
０
未
満
の
場
合
は
０
．
３

５
、
１
０
０
以
上
の
場
合
は
０
．
２
８

ι

　
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
前
年
の
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
営
企
業
決
算
状
況
調
査
に
よ

る
処
理
区
域
内
人
口
を
処
理
区
域
内
面
積
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
２
５
未
満
の
場
合
は
０
．
６
３
、
２
５
以
上
５
０
未
満
の
場

合
は
０
．
５
６
、
５
０
以
上
７
５
未
満
の
場
合
は
０
．
４
９
、
７
５
以
上
１
０
０
未
満
の
場
合
は
０
．
４

２
、
１
０
０
以
上
の
場
合
は
０
．
３
５

κ

　
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
（
当
該
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加

減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除
し
て

得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
当
該

年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以

下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
年
度
の
４
月
１

日
以
前
３
年
の
間
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
つ
て
そ
の
区
域
に
異
動
の
あ
つ
た
市
町
村

に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み

な
し
て
算
定
し
、
こ
れ
ら
の
額
の
分
別
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
４
９
条
及
び
第
５
０
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。
）
に－

０
．
５
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
０
．
７
０
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
当
該
合
計
数
が
、
０
．
３
０
０
に

満
た
な
い
と
き
は
０
．
３
０
０
と
し
、
０
．
５
０
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
０
０
と
す
る
。

　
七　その他

人口

算
式
Ⅰ
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の土木費

算
式
Ⅰ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
第
３
号
の
港
湾
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同

じ
（
港
湾
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
。

Ｃｎ
　
第
３
号
の
港
湾
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
算
式
の
符
号
Ｃｎ
に
同

じ
（
港
湾
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
。

Ｄ１５＝

０
．
０
３
３

Ｄ１６＝

０
．
０
３
３

Ｄ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

Ｄ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｄ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｄ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
５
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
７

Ｄ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
３

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
４

Ｄ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
６

Ｄ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
５
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０
２

Ｄ２４

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
１

Ｄ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｄ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｄ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

Ｄ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｄ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｄ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２
６

Ｄ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０
１

Ｄ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
７

Ｄ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
０

Ｄ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

Ｅ
　
第
３
号
の
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同

じ
（
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
。

Ｆｎ
　
第
３
号
の
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
算
式
の
符
号
Ｃｎ
に
同

じ
（
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
。
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Ｇ１５＝

０
．
０
３
３

Ｇ１６＝

０
．
０
３
３

Ｇ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

Ｇ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｇ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

Ｇ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
５
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
７

Ｇ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
３

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
４

Ｇ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
５
６

Ｇ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
５
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０
２

Ｇ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
６
１

Ｇ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｇ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｇ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

Ｇ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｇ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

Ｇ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２
６

Ｇ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０
１

Ｇ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
７

Ｇ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
０

Ｇ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

　
　

　

Ｈｎ
　
住
宅
宅
地
関
連
公
共
施
設
整
備
促
進
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｉ１５＝

０
．
０
０
４

Ｉ１６＝

０
．
０
０
２

Ｉ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｉ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
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Ｊｎ
　
新
幹
線
鉄
道
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

　
　

　

Ｋ６＝

０
．
０
１
７

Ｋ７＝

０
．
０
２
２

Ｋ８＝
０
．
０
０
６

Ｋ９＝

０
．
０
１
０

Ｋ１０＝

０
．
０
１
７

Ｋ１１＝

０
．
０
１
５

Ｋ１２＝

０
．
０
１
８

Ｋ１３＝

０
．
０
０
７

Ｋ１４＝

０
．
０
０
０

Ｋ１５＝

０
．
０
１
０

Ｋ１６＝

０
．
０
０
５

Ｋ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｋ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｋ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｋ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

Ｋ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
０

Ｋ２２

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

Ｋ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

Ｋ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

Ｋ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｋ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｋ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｋ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
９

Ｋ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０

Ｋ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
１
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ｋ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｋ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｋ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｋ
令
４
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ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

Ｌｎ
　
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
交
付
要
綱
（
平
成
１
６
年
度
国
都
事
第
２
７
号
、
国
道
企
第
１
２
１
号
、
国
住

市
第
４
９
２
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
下
水
道
整
備
事
業
、
公
営
住
宅
整
備
事
業
及
び
都
市
再
生
整
備
計

画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｍ１６＝

０
．
０
０
１

Ｍ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｍ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｍ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｍ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
２
６

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
９
５

Ｍ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
８
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
２
２

Ｍ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
９

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
２
６

Ｎｎ
　
地
域
住
宅
交
付
金
交
付
要
綱
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
公
営
住
宅
建
設
事
業
及
び
下
水
道
事
業
に
係
る
地

方
債
並
び
に
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す

る
額

Ｏ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｏ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｏ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８

Ｏ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
２
６

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
９
５

Ｏ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
８
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
２
２

Ｏ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
９

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
２
６

Ｐｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
Ｉ
ｓ
値
０
．
３
以
上
）
に
係
る
経

費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る

額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る

市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
と
み
な
す
。

Ｑ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｑ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｑ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

Ｑ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
０

Ｑ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９
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Ｑ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

Ｑ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

Ｑ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｑ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｑ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｑ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
９

Ｑ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０

Ｑ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
１
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ｑ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｑ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｑ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｑ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

Ｒｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
Ｉ
ｓ
値
０
．
３
未
満
）
に
係
る
経

費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る

額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る

市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
と
み
な
す
。

Ｓ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

Ｓ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

Ｓ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

Ｓ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

Ｓ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８

Ｓ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７

Ｓ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７

Ｓ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

Ｓ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

Ｓ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｓ
令
元
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ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｓ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｓ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｓ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ｔｎ
　
地
方
税
法
附
則
第
１
５
条
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
等
か
ら
鉄
道
施
設
の
譲
渡
を
受
け
る
た
め
に
同
条

に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
者
に
対
し
補
助
す
る
財
源
又
は
同
条
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
の
用
に
供

す
る
た
め
に
同
条
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
等
か
ら
鉄
道
施
設
の
譲
渡
を
受
け
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え

る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
（
旅
客
分
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
額

Ｕ１５＝

０
．
０
０
９

Ｕ１６＝

０
．
０
０
５

Ｕ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｕ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｕ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｕ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
１
７

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ｕ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
６
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
０
０

Ｕ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
０
９

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
１
６

Ｕ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
８
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
２
１

Ｕ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
５
３

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
９
５

Ｕ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

Ｕ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

Ｕ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８

Ｕ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
８

Ｕ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
５

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
９

Ｕ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
３
６

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
７
５

Ｕ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
９
２

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
２

Ｕ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
８

Ｕ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
２
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
９

Ｕ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
９
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
７
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Ｖｎ
　
鉄
道
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
地
方
税
法
附
則
第
１
５
条
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業

者
に
対
し
補
助
す
る
財
源
又
は
同
条
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
施
設
の
整
備
に
要

す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
（
旅
客
分
に
限
る
。
）
に
相
当
す

る
額

Ｗ１５＝
０
．
０
０
６

Ｗ１６＝

０
．
０
０
３

Ｗ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

Ｗ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
０

Ｗ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

Ｗ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

Ｗ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
０

Ｗ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｗ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｗ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｗ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
５

Ｗ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６

Ｗ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ｗ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ｗ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ｗ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ｗ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

Ｘｎ
　
鉄
道
施
設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
１
２
条
第
１
項

第
６
号
に
規
定
す
る
事
業
者
に
対
し
補
助
す
る
財
源
又
は
同
号
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
施

設
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｙ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｙ２６
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ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｙ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｙ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
５

Ｙ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６

Ｙ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ｙ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ｙ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ｙ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ｙ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

Ｚ
　
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
、
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
対
策
事
業
、
旧
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
対
策
事

業
従
事
者
暫
定
就
労
事
業
、
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
従
事
者
自
立
促
進
事
業
、
産
炭
地
域
開
発
就
労
事

業
従
事
者
就
労
確
保
事
業
及
び
特
定
地
域
開
発
就
労
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度

か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
２
年
度
か
ら
平
成
１
６
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地

方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
１
年
度
か
ら
昭
和

５
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
昭
和
６
１
年
度
、
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平

成
１
６
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例

債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
並
び
に
当
該
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
を
除

く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

ＡＡｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
の
う
ち
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援

学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＢ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＡＢ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＡＣ２９
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
以
外
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
９
年
度

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
の
う
ち
幼
稚
園
又
は
特

別
支
援
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＤ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＡＥｎ
　
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及
び
中
学
部
に
限
る
。
）
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方
単
独
分
に
係
る
経

費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業

債
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＦ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＡＦ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ａ
Ｆ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ａ
Ｆ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ａ
Ｆ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ａ
Ｆ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７
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イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

ＡＧｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及
び
中
学
部
に
限
る
。
）
の
大
規
模

改
造
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教

育
施
設
等
整
備
事
業
債
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＨ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

ＡＨ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１
８

Ａ
Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
７

Ａ
Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
０

Ａ
Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
１

Ａ
Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
８
３

ＡＩｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及
び
中
学
部
に
限
る
。
）
の
長
寿
命

化
改
良
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校

教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＪ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

ＡＪ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１
８

Ａ
Ｊ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
７

Ａ
Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
０

Ａ
Ｊ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
１

Ａ
Ｊ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
８
３

ＡＫｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校
の
補
強
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て

る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
の
額
に

相
当
す
る
額

ＡＬ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｌ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｌ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｌ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｌ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＭｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校
の
防
災
機
能
強
化
事
業
に
係
る
経

費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業

債
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＮ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｎ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｎ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｎ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３
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イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｎ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ａ
Ｏ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事

業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
、
中
学
部
及
び
高
等
部
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｐ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

ＡＱｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
高
等
学
校
整
備
事
業
に
係
る
地

方
債
の
同
意
等
額
の
う
ち
、
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
特
別
老
朽
施
設
改
築
事
業
に
係
る
許
可
額
に
相
当
す

る
額
及
び
平
成
１
１
年
度
以
降
の
老
朽
施
設
改
築
事
業
に
係
る
同
意
等
額
に
相
当
す
る
額
（
特
殊
教
育
諸

学
校
に
係
る
も
の
を
除
き
、
高
等
学
校
費
に
お
け
る
生
徒
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
）
。

ＡＲ９＝

０
．
０
０
９
６

ＡＲ１０＝

０
．
０
１
０
２

ＡＲ１１＝

０
．
０
０
８
４

ＡＲ１２＝

０
．
０
１
６
０

ＡＲ１３＝

０
．
０
１
０
８

ＡＲ１４＝

０
．
０
０
９
３

ＡＲ１５＝

０
．
０
０
７
６

ＡＲ１６＝

０
．
０
０
４
０

ＡＲ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

ＡＲ１８

ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

ＡＲ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

算
式
Ⅱ

算
式
Ⅱ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
災
害
対
策
基
本
法
第
４
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
掲
上
さ
れ
て
い
る

災
害
危
険
区
域
に
お
い
て
災
害
の
発
生
を
防
止
し
、
又
は
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
単
独
で
実
施

す
る
治
山
、
小
規
模
山
地
崩
壊
等
の
事
業
の
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
昭
和
５
３
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減

収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
３
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
及
び
昭
和
５
９
年
度

の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
域
財
政
特
例

対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
当
該
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
お
い
て
借
り
入
れ
た
地
方
債
並
び
に
地
方

債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し

て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り

按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
と
み
な
す
。

α

　
符
号
Ｂ
の
額
を
第
１
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
地
方
団
体
の
標
準
財
政
収
入
額

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

に
１
０
０
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
財
政
力
係
数
」
と
い
う
。
）
に
別
表

第
３
の
１
１
（
２
）
の
Ａ
に
定
め
る
当
該
財
政
力
係
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
と
同
表
の

Ｂ
に
定
め
る
当
該
財
政
力
係
数
の
段
階
に
応
ず
る
数
値
と
の
合
計
数
を
当
該
財
政
力
係
数
で
除
し
て
得
た

数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
財
政
力
係
数
が
１

０
０
以
下
の
と
き
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

　
八　小学校費

学級数

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
大
規
模
な
宅
地
開
発
又
は
住
宅
建
設
に
関
連
し
て
地
方
公
共
団
体
に
代
わ
つ
て
独
立
行
政
法
人
都
市

再
生
機
構
（
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
及
び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
１
６
年
法
律
第
３
５
号
）
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
地
域
振
興
整

備
公
団
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
１
０
０
号
）
附
則
第
４
条
第
１
項
の
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規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
都
市
基
盤
整
備
公
団
、
同
法
附
則
第
１
８
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
都
市
基

盤
整
備
公
団
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
７
６
号
）
附
則
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
住

宅
・
都
市
整
備
公
団
並
び
に
同
法
附
則
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
法

（
昭
和
５
６
年
法
律
第
４
８
号
）
附
則
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
住
宅
公
団
及
び

同
法
附
則
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宅
地
開
発
公
団
を
含
む
。
）
又
は
住
宅
金
融
公
庫

の
宅
造
融
資
を
う
け
た
者
（
以
下
「
立
替
施
行
者
」
と
い
う
。
）
が
立
替
施
行
を
し
た
小
学
校
（
義
務
教

育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
設
（
用
地
を
含
む
。
）
の

譲
受
代
金
（
当
該
市
町
村
が
当
該
小
学
校
を
建
設
し
た
と
み
な
し
た
場
合
に
一
般
財
源
所
要
額
と
し
て
基

準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
地
方
負
担
額
又
は
当
該
地
方
負
担
額
に
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
年
次
支
払
額
（
当
該
小
学
校
の
建
設
に
係
る
当
該
市
町
村

と
立
替
施
行
者
と
の
譲
受
代
金
の
支
払
契
約
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
支
払
額
）
と
し
て
都
道

府
県
知
事
の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

　
　

　

Ｃ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
３
年
度
以
前
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て

発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
昭
和
４
６

年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
、
平
成
２
年
度
、
平
成
３
年
度
及
び

平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た

地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許

可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和

５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ

た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１

３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府

資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
で
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｄ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害

復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
地
方

税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
５
年
度
補
正
予
算

債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め

る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小

学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｅ
　
市
町
村
立
の
小
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方
単
独
分
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年
度

か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
の

当
該
年
度
の
元
利
償
還
金

Ｆ
　
昭
和
６
３
年
度
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
間

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
許
可
さ
れ
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等

（
公
害
防
止
事
業
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗

じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平

成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
市

町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｇｎ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧

事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１

２
年
度
か
ら
平
成
１
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て

別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
１
２
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特

例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
府
資
金
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｈ１２＝

０
．
０
３
７
９

Ｈ１３＝

０
．
０
３
８
３

Ｈ１４＝

０
．
０
３
５
１

Ｈ１５＝

０
．
０
２
７
７

Ｈ１６＝

０
．
０
１
８
３

Ｈ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
７

Ｈ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

Ｈ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

Ｈ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

Ｈ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

Ｈ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

Ｈ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９
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Ｈ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

Ｈ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４

Ｈ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

Ｈ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

Ｈ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

Ｈ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

Ｈ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ｉｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
平
成

１
５
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方

単
独
分
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｊ１５＝

０
．
０
１
１
９

Ｊ１６＝

０
．
０
０
７
８

Ｊ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

Ｊ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

Ｊ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

Ｊ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

Ｊ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

Ｊ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

Ｊ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

Ｊ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

Ｊ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

Ｊ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
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イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

Ｊ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

Ｊ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

Ｊ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

Ｊ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ｊ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ｊ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ｊ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

Ｋｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
（
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
を
除
く
。
）

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等

整
備
事
業
債
等
（
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係

る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｌ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

Ｌ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１
８

Ｌ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
７

Ｌ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
０

Ｌ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
１

Ｌ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
８
３

Ｍｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
の
う
ち
、
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整

備
事
業
債
（
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｎ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｎ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ｏｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校

教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ

れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基

準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
等
（
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び
符
号

Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地

方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら

平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平

成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
整
備
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の

に
限
る
。
）

Ｐ１５＝

０
．
０
１
１
９

Ｐ１６＝

０
．
０
０
７
８

Ｐ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

Ｐ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
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イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

Ｐ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

Ｐ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

Ｐ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

Ｐ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

Ｐ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

Ｐ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

Ｐ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

Ｐ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

Ｐ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

Ｐ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

Ｑｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
給
食
施
設
に
係
る
学
校
教
育
施

設
等
整
備
事
業
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地

方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照

ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
等
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
５
年
度
か
ら
平

成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
及
び
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め

る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の

小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の

整
備
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｒ１５＝

０
．
０
０
７
９

Ｒ１６＝

０
．
０
０
５
２

Ｒ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
１

Ｒ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０

Ｒ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０

Ｒ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
１

Ｒ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
５
０

Ｒ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５
８

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
４
２

Ｒ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６
３

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
２
８

Ｒ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
９
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イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
４

Ｒ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０

Ｒ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

Ｒ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６

Ｒ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

Ｓｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
公
立
学
校
施
設
整
備
補
助
金
（
不
適
格
建
物
改
築
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｔ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｔ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｔ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
５
１

Ｔ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

Ｔ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

Ｕｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
過

疎
対
策
事
業
債
及
び
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
の
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
移
行
対
策
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｖ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

Ｖ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

Ｖ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

Ｗｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
平
成
３
０
年
度
以
前
は
Ｉ
ｓ
値

０
．
３
以
上
の
も
の
に
限
り
、
令
和
元
年
度
以
降
は
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
の
新
改
築
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
１
８
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｘ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

Ｘ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０

Ｘ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
２

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
０
３

Ｘ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
６
４

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
７
５

Ｘ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
５
６

Ｘ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
２
１

Ｘ２４
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ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
６
０

Ｘ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
４

Ｘ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７

Ｘ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４

Ｘ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

Ｘ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

Ｘ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ｘ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ｘ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ｘ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ｘ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

Ｙｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
Ｉ
ｓ
値
０
．
３
未
満
の
も
の
（
令

和
元
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
、
校
舎
、
屋
内
運
動
場
又
は
寄
宿
舎
の
改
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｚ２０

ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

Ｚ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

Ｚ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

Ｚ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

Ｚ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

Ｚ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４

Ｚ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

Ｚ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

Ｚ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

Ｚ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

Ｚ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｚ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１
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イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｚ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｚ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｚ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＡｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平
成
２

９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の

小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＢ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＡＢ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＡＣｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
以
外
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平

成
２
９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村

立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＤ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

ＡＤ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＡＥｎ
　
補
強
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学

校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相

当
す
る
額

ＡＦ３０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｆ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｆ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｆ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｆ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＧｎ
　
防
災
機
能
強
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の

の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＨ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ａ
Ｉ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事

業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

　
　

　

Ａ
Ｋ
　
昭
和
４
６
年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
旧
児
童
急
増
区
域

を
包
括
す
る
市
町
村
が
当
該
旧
児
童
急
増
区
域
内
に
お
け
る
学
校
用
地
取
得
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ
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た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
及
び
昭
和
５
０

年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定

め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
９
年
度
及
び
昭

和
６
０
年
度
に
取
得
し
た
学
校
用
地
面
積
が
２
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
学
校
用
地
に
係
る

地
方
債
を
除
く
。
）
及
び
昭
和
６
１
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
過
去
児
童
急

増
市
町
村
（
昭
和
４
８
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
児
童
急
増
市
町
村
（
児
童
急
増
区

域
（
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
の
児
童
数
が
３
年
前
の
５
月
１

日
現
在
の
児
童
数
に
比
し
、
１
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
３
０
０
人
以
上
、
１
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ

５
０
０
人
以
上
又
は
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
１
，
０
０
０
人
以
上
増
加
し
て
い
る
市
町
村
（
指
定
都
市

の
区
（
総
合
区
を
含
む
。
）
の
う
ち
当
該
区
を
市
町
村
と
み
な
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
当
該
区
を
含
む
。
）
の
区
域
を
い
う
。
）
を
包
括
す
る
市
町
村
を
い
う
。
）
に
該
当
し
た
こ
と
が
あ

る
市
町
村
を
い
う
。
）
又
は
過
去
児
童
急
増
市
町
村
以
外
で
財
政
力
指
数
（
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財

政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
で
当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の

を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
を
い
う
。
）
が
１
．
０
０
以
下
の
市
町
村
が
過
大
規
模
校
（
市
町
村
立
の
小
学

校
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
そ
の
学
級
（
特
殊
学
級
を
含
む
。
）
の
数
が
３
１
以

上
（
児
童
急
増
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
に
あ
つ
て
は
２
５
以
上
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
も
の
又
は
当
該
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
日
（
当
該
日
の
翌
日
以
降
住
宅
の
建
設
等
に
伴
い
新
た
に
学

級
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を

経
過
し
た
日
）
ま
で
に
そ
の
学
級
の
数
が
３
１
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
分

離
等
に
必
要
な
学
校
用
地
取
得
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防
止
事

業
債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
、
平
成
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
域
財
政
特
例

対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た

額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ａ
Ｌ
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
符
号
Ｂ
に
規
定
す
る
年
次
支
払
額
で
過
大
又
は
過
少
に
係
る
も
の

と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ａ
Ｍ
　
立
替
施
行
者
が
立
替
施
行
を
し
た
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
設
（
用
地
を
含
む
。
）
の
譲
受
代
金

（
当
該
市
町
村
が
当
該
中
学
校
を
建
設
し
た
と
み
な
し
た
場
合
に
一
般
財
源
所
要
額
と
し
て
基
準
財
政
需

要
額
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
地
方
負
担
額
又
は
当
該
地
方
負
担
額
に
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
年
次
支
払
額
（
当
該
中
学
校
の
建
設
に
係
る
当
該
市
町
村
と
立
替
施

行
者
と
の
譲
受
代
金
の
支
払
契
約
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
支
払
額
）
と
し
て
都
道
府
県
知
事

の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す

る
。
）

Ａ
Ｎ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
３
年
度
以
前
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
間
に
お
い

て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
昭
和
４

６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
、
平
成
２
年
度
、
平
成
３
年
度
及

び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ

た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭

和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ

れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
別
表
第
３

の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
中
学

校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

Ａ
Ｏ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災

害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
地

方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
５
年
度
補
正
予
算

債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定

め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の

中
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の

み
適
用
す
る
。
）

Ａ
Ｐ
　
市
町
村
立
の
中
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方
単
独
分
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年

度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等

の
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

Ａ
Ｑ
　
昭
和
６
３
年
度
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の

間
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
公

害
防
止
事
業
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び
符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平

成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
市

町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な

い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＲｎ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧

事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１

２
年
度
か
ら
平
成
１
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い

て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
１
２
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の

臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
府

資
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＳ１２＝

０
．
０
３
７
９

ＡＳ１３＝

０
．
０
３
８
３

ＡＳ１４＝
０
．
０
３
５
１

ＡＳ１５＝

０
．
０
２
７
７

ＡＳ１６＝

０
．
０
１
８
３
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ＡＳ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
７

ＡＳ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

ＡＳ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

ＡＳ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

ＡＳ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

ＡＳ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

ＡＳ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

ＡＳ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

ＡＳ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４

ＡＳ２６

ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

ＡＳ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

ＡＳ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＡＳ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＡＳ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｓ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｓ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｓ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｓ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＴｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
平
成

１
５
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方

単
独
分
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＵ１５＝

０
．
０
１
１
９
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ＡＵ１６＝

０
．
０
０
７
８

ＡＵ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

ＡＵ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

ＡＵ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

ＡＵ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

ＡＵ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＡＵ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＡＵ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＡＵ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

ＡＵ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

ＡＵ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

ＡＵ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

ＡＵ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

ＡＵ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＡＵ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ａ
Ｕ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ａ
Ｕ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ａ
Ｕ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ａ
Ｕ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

ＡＶｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
（
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
を
除
く
。
）

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等

整
備
事
業
債
等
（
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係

る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

173



ＡＷ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

ＡＷ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１
８

Ａ
Ｗ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
７

Ａ
Ｗ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
０

Ａ
Ｗ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
１

Ａ
Ｗ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
８
３

ＡＸｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
の
う
ち
、
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整

備
事
業
債
（
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校

費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

Ａ
Ｙ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｙ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＺｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校

教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び

符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に

係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年

度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＡ１５＝

０
．
０
１
１
９

ＢＡ１６＝

０
．
０
０
７
８

ＢＡ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

ＢＡ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

ＢＡ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

ＢＡ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

ＢＡ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＢＡ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＢＡ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＢＡ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

ＢＡ２５
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ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

ＢＡ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

ＢＡ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

ＢＡ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

ＢＢｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
給
食
施
設
に
係
る
学
校
教
育
施

設
等
整
備
事
業
債
等
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
５
年
度
か

ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
及
び
符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３

に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町

村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た

継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が

な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＣ１５＝

０
．
０
０
７
９

ＢＣ１６＝

０
．
０
０
５
２

ＢＣ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
１

ＢＣ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０

ＢＣ１９

ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０

ＢＣ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
１

ＢＣ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
５
０

ＢＣ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５
８

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
４
２

ＢＣ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６
３

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
２
８

ＢＣ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
４

ＢＣ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０

ＢＣ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

ＢＣ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６

ＢＣ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２
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イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

ＢＤｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
公
立
学
校
施
設
整
備
補
助
金
（
不
適
格
建
物
改
築
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＥ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

ＢＥ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

ＢＥ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
６
１

ＢＥ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

ＢＥ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

ＢＦｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
武
道
場
に
係
る
学
校
教
育
施
設
等
整

備
事
業
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の

う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て

同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
（
過
疎
対
策
事
業
債
及
び
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に

相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＧ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＢＧ２２

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＢＧ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＢＧ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

ＢＧ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

ＢＧ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

ＢＧ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

ＢＧ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

ＢＨｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
過

疎
対
策
事
業
債
及
び
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
の
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
移
行
対
策
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み

適
用
す
る
。
）

ＢＩ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＢＩ２２
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ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＢＩ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＢＪｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
平
成
３
０
年
度
以
前
は
Ｉ
ｓ
値

０
．
３
以
上
の
も
の
に
限
り
、
令
和
元
年
度
以
降
は
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
の
新
改
築
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
１
８
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る

額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＫ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

ＢＫ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０

ＢＫ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
２

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
０
３

ＢＫ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
６
４

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
７
５

ＢＫ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
５
６

ＢＫ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
２
１

ＢＫ２４

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
６
０

ＢＫ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
４

ＢＫ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７

ＢＫ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４

ＢＫ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

ＢＫ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＢＫ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ｂ
Ｋ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ｂ
Ｋ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ｂ
Ｋ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ｂ
Ｋ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

ＢＬｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
Ｉ
ｓ
値
０
．
３
未
満
の
も
の
（
令

和
元
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
、
校
舎
、
屋
内
運
動
場
又
は
寄
宿
舎
の
改
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
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る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る

額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＭ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

ＢＭ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

ＢＭ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

ＢＭ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

ＢＭ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

ＢＭ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４

ＢＭ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

ＢＭ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

ＢＭ２８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＢＭ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＢＭ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｂ
Ｍ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｂ
Ｍ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｍ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｂ
Ｍ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＢＮｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平
成
２

９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の

中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＯ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＢＯ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＢＰｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
以
外
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平

成
２
９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村

立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す

る
。
）
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ＢＱ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

ＢＱ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＢＲｎ
　
補
強
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学

校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相

当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＳ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｂ
Ｓ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｂ
Ｓ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｓ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｂ
Ｓ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＢＴｎ
　
防
災
機
能
強
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の

の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＵ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｂ
Ｕ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｂ
Ｕ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｕ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｂ
Ｕ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ｂ
Ｖ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事

業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用

す
る
。
）

Ｂ
Ｗ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｘ
　
昭
和
４
６
年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
旧
生
徒
急
増
区
域

を
包
括
す
る
市
町
村
が
当
該
旧
生
徒
急
増
区
域
内
に
お
け
る
学
校
用
地
取
得
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ

た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
及
び
昭
和
５
０

年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に

定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
９
年
度
及
び

昭
和
６
０
年
度
に
取
得
し
た
学
校
用
地
面
積
が
２
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
学
校
用
地
に
係

る
地
方
債
を
除
く
。
）
及
び
昭
和
６
１
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
過
去
生
徒

急
増
市
町
村
（
昭
和
４
８
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
徒
急
増
市
町
村
（
生
徒
急
増

区
域
（
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
の
生
徒
数
が
３
年
前
の
５
月

１
日
現
在
の
生
徒
数
に
比
し
、
１
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
１
５
０
人
以
上
、
１
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か

つ
２
５
０
人
以
上
又
は
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
５
０
０
人
以
上
増
加
し
て
い
る
市
町
村
（
指
定
都
市
の

区
（
総
合
区
を
含
む
。
）
の
う
ち
当
該
区
を
市
町
村
と
み
な
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
る
も
の
を
含
む
。
）
の
区
域
を
い
う
。
）
を
包
括
す
る
市
町
村
を
い
う
。
）
に
該
当
し
た
こ
と
が
あ
る
市

町
村
を
い
う
。
）
又
は
過
去
生
徒
急
増
市
町
村
以
外
で
財
政
力
指
数
（
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需

要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
で
当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３

で
除
し
て
得
た
数
値
を
い
う
。
）
が
１
．
０
０
以
下
の
市
町
村
が
過
大
規
模
校
（
市
町
村
立
の
中
学
校
の

う
ち
、
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
そ
の
学
級
（
特
殊
学
級
を
含
む
。
）
の
数
が
３
１
以
上
（
生

徒
急
増
市
町
村
の
設
置
す
る
中
学
校
に
あ
つ
て
は
２
５
以
上
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
も
の

又
は
同
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
日
（
当
該
年
度
の
５
月
２
日
以
降
住
宅
の
建
設
等
に
伴
い
新
た
に
学
級

数
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経

過
し
た
日
）
ま
で
に
そ
の
学
級
の
数
が
３
１
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
分
離

等
に
必
要
な
学
校
用
地
取
得
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防
止
事
業

債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
、
平
成
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
域
財
政
特
例
対

策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｍ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た

額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
中
学

校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
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Ｂ
Ｙ
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
符
号
Ａ
Ｍ
に
規
定
す
る
年
次
支
払
額
で
過
大
又
は
過
少
に
係
る
も

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
（
中
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

　
九　中学校費

学級数

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
立
替
施
行
者
が
立
替
施
行
を
し
た
中
学
校
の
施
設
（
用
地
を
含
む
。
）
の
譲
受
代
金
（
当
該
市
町
村

が
当
該
中
学
校
を
建
設
し
た
と
み
な
し
た
場
合
に
一
般
財
源
所
要
額
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ

れ
る
べ
き
地
方
負
担
額
又
は
当
該
地
方
負
担
額
に
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の

当
該
年
度
に
お
け
る
年
次
支
払
額
（
当
該
中
学
校
の
建
設
に
係
る
当
該
市
町
村
と
立
替
施
行
者
と
の
譲
受

代
金
の
支
払
契
約
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
支
払
額
）
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
申
告
に
基
づ

き
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ｃ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
３
年
度
以
前
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て

発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
昭
和
４
６

年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
、
平
成
２
年
度
、
平
成
３
年
度
及
び

平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た

地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許

可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和

５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ

た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１

３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府

資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
で
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｄ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事

業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減

収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債
、
臨

時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率

を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に

係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｅ
　
市
町
村
立
の
中
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方
単
独
分
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年
度

か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
の

当
該
年
度
の
元
利
償
還
金

Ｆ
　
昭
和
６
３
年
度
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
許
可
を
得
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業

債
等
（
公
害
防
止
事
業
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率

を
乗
じ
て
得
た
額
を
讓
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も

の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

で
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｇｎ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧

事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１

２
年
度
か
ら
平
成
１
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て

別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
１
２
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特

例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
府
資
金
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｈ１２＝

０
．
０
３
７
９

Ｈ１３＝

０
．
０
３
８
３

Ｈ１４＝

０
．
０
３
５
１

Ｈ１５＝

０
．
０
２
７
７

Ｈ１６＝

０
．
０
１
８
３

Ｈ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
７

Ｈ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

Ｈ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

Ｈ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

Ｈ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

Ｈ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８
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Ｈ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

Ｈ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

Ｈ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４

Ｈ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

Ｈ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

Ｈ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

Ｈ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

Ｈ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ｉｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
平
成

１
５
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方

単
独
分
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｊ１５＝

０
．
０
１
１
９

Ｊ１６＝

０
．
０
０
７
８

Ｊ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

Ｊ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

Ｊ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

Ｊ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

Ｊ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

Ｊ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

Ｊ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

Ｊ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

Ｊ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４
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Ｊ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

Ｊ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

Ｊ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

Ｊ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

Ｊ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ｊ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ｊ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ｊ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

Ｋｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
（
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
を
除
く
。
）

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等

整
備
事
業
債
等
（
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係

る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｌ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

Ｌ３０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１
８

Ｌ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
７

Ｌ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
０

Ｌ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
１

Ｌ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
８
３

Ｍｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
の
う
ち
、
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整

備
事
業
債
（
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｎ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｎ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ｏｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校

教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び

符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係

る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度

か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
整
備
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
も
の
に
限
る
。
）

Ｐ１５＝

０
．
０
１
１
９

Ｐ１６＝

０
．
０
０
７
８

Ｐ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

Ｐ１８
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ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

Ｐ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

Ｐ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

Ｐ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

Ｐ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

Ｐ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

Ｐ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

Ｐ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

Ｐ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

Ｐ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

Ｐ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

Ｑｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
給
食
施
設
に
係
る
学
校
教
育
施

設
等
整
備
事
業
債
等
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
５
年
度
か

ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
及
び
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に

定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村

立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継

続
の
整
備
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｒ１５＝

０
．
０
０
７
９

Ｒ１６＝

０
．
０
０
５
２

Ｒ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
１

Ｒ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０

Ｒ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０

Ｒ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
１

Ｒ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
５
０

Ｒ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５
８

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
４
２

Ｒ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６
３

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
２
８

Ｒ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
４
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Ｒ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０

Ｒ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

Ｒ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６

Ｒ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

Ｓｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
公
立
学
校
施
設
整
備
補
助
金
（
不
適
格
建
物
改
築
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｔ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｔ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｔ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
５
１

Ｔ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

Ｔ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

Ｕｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
武
道
場
に
係
る
学
校
教
育
施
設
等
整

備
事
業
債
（
過
疎
対
策
事
業
債
及
び
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の

額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
の
整
備
事
業
等
の
地
方
債

の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｖ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

Ｖ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

Ｖ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

Ｖ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

Ｖ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

Ｖ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

Ｖ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

Ｖ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

Ｗｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等

（
過
疎
対
策
事
業
債
及
び
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
の
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
移
行
対
策
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｘ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

Ｘ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７
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イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

Ｘ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

Ｙｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
平
成
３
０
年
度
以
前
は
Ｉ
ｓ
値

０
．
３
以
上
の
も
の
に
限
り
、
令
和
元
年
度
以
降
は
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
の
新
改
築
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
１
８
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｚ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

Ｚ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０

Ｚ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
２

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
０
３

Ｚ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
６
４

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
７
５

Ｚ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
５
６

Ｚ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
２
１

Ｚ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
６
０

Ｚ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
４

Ｚ２６

ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７

Ｚ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４

Ｚ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

Ｚ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

Ｚ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ｚ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ｚ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ｚ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ｚ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

ＡＡｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
Ｉ
ｓ
値
０
．
３
未
満
の
も
の
（
令

和
元
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
、
校
舎
、
屋
内
運
動
場
又
は
寄
宿
舎
の
改
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＢ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

ＡＢ２１
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ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

ＡＢ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

ＡＢ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

ＡＢ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

ＡＢ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４

ＡＢ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

ＡＢ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

ＡＢ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＡＢ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＡＢ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｂ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｂ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｂ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｂ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＣｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平
成
２

９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の

中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＤ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＡＤ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＡＥｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
以
外
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平

成
２
９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村

立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＦ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

ＡＦ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＡＧｎ
　
補
強
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学

校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
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て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相

当
す
る
額

ＡＨ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＩｎ
　
防
災
機
能
強
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
中
学
校
に
係
る
も
の

の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＪ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｊ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｊ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｊ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ａ
Ｋ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事

業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
中
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ａ
Ｌ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｍ
　
昭
和
４
６
年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
旧
生
徒
急
増
区
域

を
包
括
す
る
市
町
村
が
当
該
旧
生
徒
急
増
区
域
内
に
お
け
る
学
校
用
地
取
得
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ

た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
及
び
昭
和
５
０

年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定

め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
９
年
度
及
び
昭

和
６
０
年
度
に
取
得
し
た
学
校
用
地
面
積
が
２
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
学
校
用
地
に
係
る

地
方
債
を
除
く
。
）
及
び
昭
和
６
１
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
過
去
生
徒
急

増
市
町
村
（
昭
和
４
８
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
生
徒
急
増
市
町
村
（
生
徒
急
増
区

域
（
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
の
生
徒
数
が
３
年
前
の
５
月
１

日
現
在
の
生
徒
数
に
比
し
、
１
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
１
５
０
人
以
上
、
１
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ

２
５
０
人
以
上
又
は
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
５
０
０
人
以
上
増
加
し
て
い
る
市
町
村
（
指
定
都
市
の
区

（
総
合
区
を
含
む
。
）
の
う
ち
当
該
区
を
市
町
村
と
み
な
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

当
該
区
を
含
む
。
）
の
区
域
を
い
う
。
）
を
包
括
す
る
市
町
村
を
い
う
。
）
に
該
当
し
た
こ
と
が
あ
る
市
町

村
を
い
う
。
）
又
は
過
去
生
徒
急
増
市
町
村
以
外
で
財
政
力
指
数
（
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要

額
で
除
し
て
得
た
数
値
で
当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で

除
し
て
得
た
数
値
を
い
う
。
）
が
１
．
０
０
以
下
の
市
町
村
が
過
大
規
模
校
（
市
町
村
立
の
中
学
校
の
う

ち
、
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
そ
の
学
級
（
特
殊
学
級
を
含
む
。
）
の
数
が
３
１
以
上
（
生

徒
急
増
市
町
村
の
設
置
す
る
中
学
校
に
あ
つ
て
は
２
５
以
上
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
も
の

又
は
当
該
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
日
（
当
該
日
の
翌
日
以
降
住
宅
の
建
設
等
に
伴
い
新
た
に
学
級
数
が

増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し

た
日
）
ま
で
に
そ
の
学
級
の
数
が
３
１
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
分
離
等
に

必
要
な
学
校
用
地
取
得
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防
止
事
業
債
、

昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
、
平
成
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策

債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を

譲
受
代
金
と
し
た
中
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ａ
Ｎ
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
符
号
Ｂ
に
規
定
す
る
年
次
支
払
額
で
過
大
又
は
過
少
に
係
る
も
の

と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ａ
Ｏ
　
立
替
施
行
者
が
立
替
施
行
を
し
た
小
学
校
の
施
設
（
用
地
を
含
む
。
）
の
譲
受
代
金
（
当
該
市
町

村
が
当
該
小
学
校
を
建
設
し
た
と
み
な
し
た
場
合
に
一
般
財
源
所
要
額
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入

さ
れ
る
べ
き
地
方
負
担
額
又
は
当
該
地
方
負
担
額
に
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）

の
当
該
年
度
に
お
け
る
年
次
支
払
額
（
当
該
小
学
校
の
建
設
に
係
る
当
該
市
町
村
と
立
替
施
行
者
と
の
譲

受
代
金
の
支
払
契
約
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
支
払
額
）
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
申
告
に
基

づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

Ａ
Ｐ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
３
年
度
以
前
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
間
に
お
い

て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
昭
和
４

６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
、
平
成
２
年
度
、
平
成
３
年
度
及

び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ

た
地
方
債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
０
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭

和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ

れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
別
表
第
３
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の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
小
学

校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

Ａ
Ｑ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧

事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の

減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債
、
臨

時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗

率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校

に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用

す
る
。
）

Ａ
Ｒ
　
市
町
村
立
の
小
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方
単
独
分
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
４
年

度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等

の
当
該
年
度
の
元
利
償
還
金
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

Ａ
Ｓ
　
昭
和
６
３
年
度
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の

間
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
公

害
防
止
事
業
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平

成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
市

町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な

い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＴｎ
　
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
３
条
第
１
項
（
第
３
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
施
設
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧

事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１

２
年
度
か
ら
平
成
１
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い

て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
１
２
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の

臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
府

資
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＵ１２＝

０
．
０
３
７
９

ＡＵ１３＝

０
．
０
３
８
３

ＡＵ１４＝

０
．
０
３
５
１

ＡＵ１５＝

０
．
０
２
７
７

ＡＵ１６＝

０
．
０
１
８
３

ＡＵ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
７

ＡＵ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

ＡＵ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
９

ＡＵ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

ＡＵ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

ＡＵ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

ＡＵ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

ＡＵ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

ＡＵ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４
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ＡＵ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

ＡＵ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

ＡＵ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＡＵ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＡＵ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ａ
Ｕ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ａ
Ｕ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ａ
Ｕ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ａ
Ｕ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＡＶｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
平
成

１
５
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
１
６
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
の
大
規
模
改
造
事
業
の
地
方

単
独
分
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＷ１５＝

０
．
０
１
１
９

ＡＷ１６＝

０
．
０
０
７
８

ＡＷ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

ＡＷ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

ＡＷ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

ＡＷ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

ＡＷ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＡＷ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＡＷ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＡＷ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

ＡＷ２５
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ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

ＡＷ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

ＡＷ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

ＡＷ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

ＡＷ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＡＷ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ａ
Ｗ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ａ
Ｗ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ａ
Ｗ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ａ
Ｗ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

ＡＸｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
（
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
を
除
く
。
）

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等

整
備
事
業
債
等
（
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係

る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＹ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
２

ＡＹ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１
８

Ａ
Ｙ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
７

Ａ
Ｙ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
０

Ａ
Ｙ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
１

Ａ
Ｙ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
７
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
８
３

ＡＺｎ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
大
規
模
改
造
事
業
の
う
ち
、
障
害
児
等
対
策
施
設
整
備
工
事
に

係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整

備
事
業
債
（
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を

得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校

費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

Ｂ
Ａ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｂ
Ａ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＢＢｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
に
係
る
学
校

教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
等
（
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
及
び

符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に

係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年

度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
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ＢＣ１５＝

０
．
０
１
１
９

ＢＣ１６＝

０
．
０
０
７
８

ＢＣ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
６

ＢＣ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
８
９

ＢＣ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
０

ＢＣ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
４
２

ＢＣ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＢＣ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＢＣ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＢＣ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
６

ＢＣ２５

ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
４

ＢＣ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０

ＢＣ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
８

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
８

ＢＣ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
９

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
１

ＢＤｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
給
食
施
設
に
係
る
学
校
教
育
施

設
等
整
備
事
業
債
等
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
辺
地
対
策
事
業
債
、
過
疎
対
策
事
業
債
、
平
成
１
５
年
度
か

ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
財
源
対
策
債
、
平
成
１
６
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
及
び
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３

に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町

村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
８
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た

継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が

な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＥ１５＝

０
．
０
０
７
９

ＢＥ１６＝

０
．
０
０
５
２

ＢＥ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
１

ＢＥ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０
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ＢＥ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
０

ＢＥ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
１

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
６
１

ＢＥ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
８
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
５
０

ＢＥ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
５
８

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
４
２

ＢＥ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
６
３

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
２
８

ＢＥ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
４

ＢＥ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０

ＢＥ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

ＢＥ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６

ＢＥ２８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
９
２

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
７

ＢＦｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
公
立
学
校
施
設
整
備
補
助
金
（
不
適
格
建
物
改
築
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地

方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＧ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

ＢＧ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

ＢＧ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
６
１

ＢＧ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

ＢＧ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

ＢＨｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
過

疎
対
策
事
業
債
及
び
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
の
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
移
行
対
策
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み

適
用
す
る
。
）

ＢＩ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＢＩ２２
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ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＢＩ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＢＪｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
平
成
３
０
年
度
以
前
は
Ｉ
ｓ
値

０
．
３
以
上
の
も
の
に
限
り
、
令
和
元
年
度
以
降
は
水
泳
プ
ー
ル
（
屋
外
）
の
新
改
築
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
１
８
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る

額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＫ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９

ＢＫ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０

ＢＫ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
２

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
０
３

ＢＫ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
６
４

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
７
５

ＢＫ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
５
６

ＢＫ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
８
２
１

ＢＫ２４

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
６
０

ＢＫ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
４

ＢＫ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７

ＢＫ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４

ＢＫ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

ＢＫ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＢＫ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
８
２

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
７

Ｂ
Ｋ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
４
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
７
８

Ｂ
Ｋ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
８

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
１

Ｂ
Ｋ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
３
５

Ｂ
Ｋ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
５
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
７
２

ＢＬｎ
　
地
防
法
に
基
づ
く
国
庫
補
助
率
の
か
さ
上
げ
が
行
わ
れ
る
事
業
（
Ｉ
ｓ
値
０
．
３
未
満
の
も
の
（
令

和
元
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
、
校
舎
、
屋
内
運
動
場
又
は
寄
宿
舎
の
改
築
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
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る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る

額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＭ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
３
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６
４

ＢＭ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
４
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
４

ＢＭ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
９
８

ＢＭ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
７
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４
９

ＢＭ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
９
８

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
６
４

ＢＭ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
４

ＢＭ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４

ＢＭ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
０

ＢＭ２８

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＢＭ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＢＭ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｂ
Ｍ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｂ
Ｍ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｍ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｂ
Ｍ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＢＮｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い

て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平
成
２

９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の

小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＯ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
６

ＢＯ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

ＢＰｎ
　
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
事
業
（
特
定
天
井
以
外
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
２
８
年
度
及
び
平

成
２
９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村

立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す

る
。
）
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ＢＱ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
１

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９

ＢＱ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
１

ＢＲｎ
　
補
強
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学

校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相

当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＳ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｂ
Ｓ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｂ
Ｓ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｓ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｂ
Ｓ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

ＢＴｎ
　
防
災
機
能
強
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）
の
う
ち
市
町
村
立
の
小
学
校
に
係
る
も
の

の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＢＵ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
９
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
７
６

Ｂ
Ｕ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
４
９

Ｂ
Ｕ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｕ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
１
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

Ｂ
Ｕ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
３
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
６
６
１

Ｂ
Ｖ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事

業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
小
学
校
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用

す
る
。
）

Ｂ
Ｗ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

Ｂ
Ｘ
　
昭
和
４
６
年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
旧
児
童
急
増
区
域

を
包
括
す
る
市
町
村
が
当
該
旧
児
童
急
増
区
域
内
に
お
け
る
学
校
用
地
取
得
の
た
め
に
発
行
を
許
可
さ
れ

た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
及
び
昭
和
５
０

年
度
か
ら
昭
和
６
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
地
方
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に

定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
並
び
に
昭
和
５
９
年
度
及
び

昭
和
６
０
年
度
に
取
得
し
た
学
校
用
地
面
積
が
２
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
学
校
用
地
に
係

る
地
方
債
を
除
く
。
）
及
び
昭
和
６
１
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
過
去
児
童

急
増
市
町
村
（
昭
和
４
８
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
児
童
急
増
市
町
村
（
児
童
急
増

区
域
（
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
の
児
童
数
が
３
年
前
の
５
月

１
日
現
在
の
児
童
数
に
比
し
、
１
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
３
０
０
人
以
上
、
１
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か

つ
５
０
０
人
以
上
又
は
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
か
つ
１
，
０
０
０
人
以
上
増
加
し
て
い
る
市
町
村
（
指
定
都

市
の
区
（
総
合
区
を
含
む
。
）
の
う
ち
当
該
区
を
市
町
村
と
み
な
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
る
当
該
区
を
含
む
。
）
の
区
域
を
い
う
。
）
を
包
括
す
る
市
町
村
を
い
う
。
）
に
該
当
し
た
こ
と
が

あ
る
市
町
村
を
い
う
。
）
又
は
過
去
児
童
急
増
市
町
村
以
外
で
財
政
力
指
数
（
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準

財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
で
当
該
年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も

の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
を
い
う
。
）
が
１
．
０
０
以
下
の
市
町
村
が
過
大
規
模
校
（
市
町
村
立
の
小

学
校
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
そ
の
学
級
（
特
殊
学
級
を
含
む
。
）
の
数
が
３
１

以
上
（
児
童
急
増
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
に
あ
つ
て
は
２
５
以
上
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
も
の
又
は
同
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
日
（
当
該
年
度
の
５
月
２
日
以
降
住
宅
の
建
設
等
に
伴
い
新
た

に
学
級
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
５

年
を
経
過
し
た
日
）
ま
で
に
そ
の
学
級
の
数
が
３
１
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

の
分
離
等
に
必
要
な
学
校
用
地
取
得
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
義
務
教
育
施
設
整
備
事
業
債
（
公
害
防

止
事
業
債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
、
平
成
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
地
域
財
政

特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
並
び
に
符
号
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
小
学
校
に
係
る
地
方
債
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
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Ｂ
Ｙ
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
符
号
Ａ
Ｏ
に
規
定
す
る
年
次
支
払
額
で
過
大
又
は
過
少
に
係
る
も

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
（
小
学
校
費
に
お
け
る
学
級
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

　
十　高等学校費

生徒数

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
高
等
学
校
整
備
事
業
に
係
る
地

方
債
の
同
意
等
額
の
う
ち
、
大
規
模
改
造
事
業
に
係
る
単
独
分
の
同
意
等
額
に
相
当
す
る
額
（
特
殊
教
育

諸
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ１５＝

０
．
０
０
７
６

Ｃ１６＝

０
．
０
０
４
０

Ｃ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
高
等
学
校
整
備
事
業
に
係
る
地

方
債
の
同
意
等
額
の
う
ち
、
平
成
９
年
度
及
び
平
成
１
０
年
度
の
特
別
老
朽
施
設
改
築
事
業
に
係
る
許
可

額
に
相
当
す
る
額
並
び
に
平
成
１
１
年
度
以
降
の
老
朽
施
設
改
築
事
業
に
係
る
同
意
等
額
に
相
当
す
る
額

（
特
殊
教
育
諸
学
校
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　

　

Ｅ９＝

０
．
０
０
４
６

Ｅ１０＝

０
．
０
１
０
２

Ｅ１１＝

０
．
０
０
８
４

Ｅ１２＝

０
．
０
１
６
０

Ｅ１３＝

０
．
０
１
０
８

Ｅ１４＝

０
．
０
０
９
３

Ｅ１５＝

０
．
０
０
７
６

Ｅ１６＝

０
．
０
０
４
０

Ｅ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｅ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｅ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
２

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｆ
令
２

　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
公
立
学
校
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
施
設
整
備
事
業

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
令
和
２
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施

設
等
整
備
事
業
債
（
同
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
を
除
く
。
）

の
う
ち
高
等
学
校
に
係
る
も
の
の
額

Ｇ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
１

　
十一　社会福祉費

人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
社
会
福
祉
施
設
整
備
補
助
金
・
負
担
金
（
市
町
村
立
の
障
害
者
施
設
及
び
保
護

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合

に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し

た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の

市
町
村
に
係
る
額
と
み
な
す
。

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０
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Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
５
１

Ｃ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

Ｃ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

Ｃ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
９
８

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
８
８

Ｃ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
０
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
３

Ｃ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
０

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｃ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｃ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４
０

Ｃ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
３

Ｃ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
４

Ｃ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
３
９

Ｃ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８
８

Ｃ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
２

Ｃ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
７

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
６

Ｃ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
０
９

Ｄｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
（
公
立
保
育
所
及
び
児
童
相
談
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
２
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
立
保
育
所
の
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
に
限
る
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村

の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め

る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
と
み
な
す
。

Ｅ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｅ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｅ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
５
１

Ｅ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

Ｅ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

197



Ｅ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
９
８

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
８
８

Ｅ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
０
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
３

Ｅ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
０

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｅ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｅ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４
０

Ｅ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
３

Ｅ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
４

Ｅ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
３
９

Ｅ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８
８

Ｅ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
２

Ｅ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
７

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
６

Ｅ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
０
９

Ｆｎ
　
児
童
相
談
所
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許

可
を
得
た
一
般
単
独
（
一
般
）
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｇ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｇ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

Ｈｎ
　
児
童
相
談
所
一
時
保
護
施
設
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
（
一
般
分
）
に
係
る
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｉ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｉ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｉ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

　
十二　高齢者保健福祉費

人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
一
般
財
源
化
さ
れ
た
地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
施
設
整
備
交
付
金
に
係
る
施
設
整
備
事
業
等
に

充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
５
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
９
５
１
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Ｃ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
９
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
２
３

Ｃ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
８
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
５
７

Ｃ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８
５
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
６
２
６
９

Ｃ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
０
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
３

Ｃ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
０

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｃ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０

Ｃ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４
０

Ｃ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
３

Ｃ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
４

Ｃ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
３
９

Ｃ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８
８

Ｃ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
２

Ｃ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
７

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
６

Ｃ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
０
９

　
十三　清掃費

人口

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
立
替
施
行
者
が
立
替
施
行
を
し
た
清
掃
施
設
の
譲
受
代
金
（
当
該
市
町
村
が
当
該
清
掃
施
設
を
建
設

し
た
と
み
な
し
た
場
合
に
一
般
財
源
所
要
額
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
地
方
負
担
額

又
は
当
該
地
方
負
担
額
に
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る

年
次
支
払
額
（
当
該
清
掃
施
設
の
建
設
に
係
る
当
該
市
町
村
と
立
替
施
行
者
と
の
譲
受
代
金
の
支
払
契
約

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
の
支
払
額
）
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通

知
し
た
額

Ｃ
　
清
掃
施
設
の
整
備
事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業
を
除
く
。
）

の
う
ち
平
成
３
年
度
以
前
に
お
い
て
事
業
に
着
手
し
た
も
の
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
１
１
年
度

以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
及
び
平
成
５
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
に
お
い
て
事
業

（
符
号
Ｈ
に
お
け
る
清
掃
施
設
の
整
備
事
業
を
除
く
。
）
に
着
手
し
た
も
の
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平

成
６
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業

債
、
同
和
対
策
事
業
債
、
地
域
改
善
対
策
事
業
債
及
び
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業

債
、
昭
和
４
６
年
度
、
昭
和
４
７
年
度
、
昭
和
５
０
年
度
か
ら
昭
和
６
２
年
度
ま
で
及
び
平
成
２
年
度
か

ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和

５
０
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方

債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
５
２
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
５
３
年
度
補
正
予
算
債
、
昭
和
６
１
年
度
補
正

予
算
債
、
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平

成
１
１
年
度
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
費
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、

平
成
１
１
年
度
臨
時
経
済
対
策
事
業
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗

じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平

成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当

該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
元
利
償
還
金

は
、
当
該
元
利
償
還
金
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し

た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
て
得
た
も
の
を
そ
れ
ぞ

れ
の
市
町
村
に
係
る
額
（
総
務
大
臣
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
う
ち
都

道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
市
町
村
に
係
る
額
）
と
み
な
す
。

Ｄ
　
国
庫
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
清
掃
施
設
の
整
備
事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運

搬
施
設
等
整
備
事
業
を
除
く
。
）
の
う
ち
平
成
４
年
度
に
お
い
て
事
業
に
着
手
し
た
も
の
に
係
る
経
費
に

充
て
る
た
め
平
成
１
１
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
事

業
に
着
手
し
た
も
の
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
同
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事

業
債
、
同
和
対
策
事
業
債
、
地
域
改
善
対
策
事
業
債
及
び
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
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債
、
平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
平

成
４
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債

並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃

施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し

て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の

と
す
る
。

Ｅ
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
１
３
７
号
）
に
基
づ
き
市
町
村
が

単
独
で
施
行
し
た
清
掃
施
設
の
整
備
事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業

を
除
く
。
）
の
う
ち
平
成
４
年
度
に
お
い
て
事
業
に
着
手
し
た
も
の
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
１

１
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度

に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
及
び
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３

に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府

資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組

合
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｆ
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
が
単
独
で
施
行
し
た
清
掃
施
設
の
整
備

事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業
を
除
く
。
）
の
う
ち
平
成
５
年
度
に

お
い
て
事
業
に
着
手
し
た
も
の
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
同
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
地

方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
及
び
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗

率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る

も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る

元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｇ
　
清
掃
施
設
の
整
備
事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業
を
除
く
。
）

の
う
ち
地
域
し
尿
処
理
施
設
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
８
年
度
補
正

予
算
債
、
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
１
１
年
度
補
正
予
算
債
並
び
に
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表

第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上

償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が

組
織
す
る
組
合
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｈ
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
が
単
独
で
施
行
し
た
清
掃
施
設
の
整
備

事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
１
０
年

度
及
び
平
成
１
１
年
度
に
お
い
て
ご
み
焼
却
施
設
の
整
備
事
業
（
ご
み
処
理
広
域
化
計
画
に
基
づ
き
実
施

さ
れ
る
事
業
で
、
一
日
の
処
理
能
力
が
１
０
０
ト
ン
に
満
た
な
い
施
設
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

並
び
に
ご
み
焼
却
施
設
、
粗
大
ご
み
処
理
施
設
、
し
尿
処
理
施
設
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
に
お

け
る
改
良
事
業
の
う
ち
総
事
業
費
が
１
億
５
千
万
円
以
上
の
事
業
に
着
手
し
た
も
の
に
係
る
経
費
に
充
て

る
た
め
同
年
度
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
及

び
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
府
資
金
に
係
る
も
の
（
平
成
１
１
年
度
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
行

わ
れ
た
政
府
資
金
の
繰
上
償
還
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。

Ｉｎ
　
次
の
ａ
及
び
ｂ
の
合
算
額

ａ
　
国
庫
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
清
掃
施
設
の
整
備
事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運

搬
施
設
等
整
備
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方

税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
補
正
予
算
債
、
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別

表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設
に
係
る
も
の
及
び
総
務

大
臣
の
指
定
す
る
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
、
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

ｂ
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
が
単
独
で
施
行
し
た
清
掃
施
設
の
整
備

事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
及
び
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業
を
除
く
。
）
の
う
ち
平
成
１
０
年
度

の
国
庫
補
助
制
度
の
見
直
し
に
伴
い
重
点
化
単
独
分
と
さ
れ
た
事
業
、
公
害
防
止
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ

れ
る
事
業
（
平
成
１
４
年
度
か
ら
平
成
２
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
実
施
し
た
事
業
に
限
る
。
）
、

ご
み
焼
却
施
設
の
整
備
事
業
（
ご
み
処
理
広
域
化
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
業
で
一
日
の
処
理
能
力

が
１
０
０
ト
ン
に
満
た
な
い
施
設
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
ご
み
焼
却
施
設
、
粗
大
ご
み

処
理
施
設
、
し
尿
処
理
施
設
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
に
お
け
る
改
良
事
業
の
う
ち
総
事
業
費
が

１
億
５
千
万
円
以
上
の
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
（
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
符
号
Ｂ
に
お
い
て

別
表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設
に
係
る
も
の
及
び
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
、
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｊ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｊ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｊ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
８
２

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
１
７

Ｊ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
３
２

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
６
９

Ｊ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
９
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
４
７

Ｊ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
４
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
０
１

Ｊ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
２
１
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イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
５
７

Ｊ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
４

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
６

Ｊ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
９

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
１

Ｊ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
４

Ｊ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
６

Ｊ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
８
３

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
０
０

Ｊ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
７
２
７

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
２
２

Ｊ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７
５
５

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
９
６

Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
５

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
７

Ｊ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
２
１

Ｊ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
２
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
３
２

Ｋｎ
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
が
単
独
で
施
行
し
た
清
掃
施
設
の
整
備

事
業
（
清
掃
施
設
用
地
取
得
事
業
、
清
掃
運
搬
施
設
等
整
備
事
業
及
び
符
号
Ｉｎ
の
ｂ
に
お
け
る
清
掃
施
設

の
整
備
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
（
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
符
号
Ｂ
に
お
い
て
別

表
第
３
の
１
３
に
定
め
る
乗
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
譲
受
代
金
と
し
た
清
掃
施
設
に
係
る
も
の
及
び
総
務

大
臣
の
指
定
す
る
充
当
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
、
符
号
Ｃ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｌ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
０

Ｌ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
９

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
０

Ｌ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
６
１

Ｌ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
５
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４
８

Ｌ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
８

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
１

Ｌ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
３

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
４

Ｌ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０

Ｌ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
７

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

Ｌ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８

Ｌ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
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イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
４

Ｌ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０

Ｌ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
２
３
６

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
５
３

Ｌ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
５
３

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
９
８

Ｌ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
１

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
２

Ｌ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
２
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
３

Ｌ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
５
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
５
９

　
十四　農業行政費

農家数

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
３
年
度
以
前
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
、
土

地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
５
８
号
。
以
下
「
土
地
改
良
法
等
改
正
法
」

と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金

及
び
同
法
第
９
１
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
（
当
該
国
営
土
地
改
良
事
業
が
市
町
村
特
別
申
請

事
業
で
あ
つ
て
、
そ
の
関
連
土
地
改
良
事
業
が
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を

基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

　
　

　

Ｃ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
３
年
度
以
前
の
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
２
７
条
第
７
項
及
び
附
則
第
１
９
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
農
用
地
開
発
公
団
法
改
正
法
に
よ
る
改
正

前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
２
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
（
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令

第
１
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
符
号
Ｆ
及
び
符
号
Ｉ
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｄ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
３
年
度

以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
に
係
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第
７
条
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
２
６
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
た
旧
水
資
源
開
発
公

団
法
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｅ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
以
降
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
、
ダ
ム
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
、
土
地
改

良
法
等
改
正
法
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担

金
及
び
同
法
第
９
１
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
（
当
該
国
営
土
地
改
良
事
業
が
市
町
村
特
別
申

請
事
業
で
あ
つ
て
、
そ
の
関
連
土
地
改
良
事
業
が
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｆ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
以
降
の
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
、
ダ
ム
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
２
７
条
第
７
項
及
び
附
則
第
１
９
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
農
用
地
開
発
公
団
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の

農
用
地
開
発
公
団
法
第
２
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て

通
知
し
た
額

Ｇ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度

以
降
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
ダ
ム
に
係
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
２
６
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
た
旧
水
資
源
開
発
公
団
法

第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｈ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
以
降
で
あ
り
、

か
つ
、
事
業
実
施
年
度
が
平
成
２
２
年
度
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く

。
）
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
、
土
地
改
良
法
等
改
正
法
第
１
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
及
び
同
法
第
９
１
条

第
６
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
（
当
該
国
営
土
地
改
良
事
業
が
市
町
村
特
別
申
請
事
業
で
あ
つ
て
、
そ

の
関
連
土
地
改
良
事
業
が
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大

臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｉ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度
以
降
で
あ
り
、

か
つ
、
事
業
実
施
年
度
が
平
成
２
２
年
度
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く

。
）
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
２
７
条
第
７
項
及
び
附
則
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
農
用
地
開
発
公
団
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法

第
２
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｊ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
そ
の
支
払
期
間
の
始
期
が
平
成
１
４
年
度

以
降
で
あ
り
、
か
つ
、
事
業
実
施
年
度
が
平
成
２
２
年
度
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設

（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
２
６
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
た
旧
水
資
源
開
発
公
団
法
第
３
０
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｋ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
昭
和
６
３
年
４
月
１
日
以
降
に
事
業
が
完
了
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
事
業
実
施
年
度
が
平
成
２
３
年
度
以
降
の
も
の
に
限
る
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。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
く
負

担
金
、
土
地
改
良
法
等
改
正
法
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
第
９
０
条
第
５
項
の
規
定

に
基
づ
く
負
担
金
及
び
同
法
第
９
１
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
（
当
該
国
営
土
地
改
良
事
業
が

市
町
村
特
別
申
請
事
業
で
あ
つ
て
、
そ
の
関
連
土
地
改
良
事
業
が
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｌ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
の
業
務
の
う
ち
旧
緑
資
源

機
構
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
か
ら
継
承
さ
れ
た
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業
務
が
完
了
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
事
業
実
施
年
度
が
平
成
２
３
年
度
以
降
の
も
の
に
限
る
。
）

の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
２
７
条
第
７
項
及
び
附
則
第

１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
農
用
地
開
発
公
団
法
改
正
法
に

よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
２
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大

臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
額

Ｍ
　
農
林
水
産
大
臣
が
調
査
し
た
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
（
平
成
元
年
４
月
１
日
以
降
に
業

務
が
完
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
の
負
担
金
（
事
業
実
施
年
度
が
平
成
２
３
年
度
以
降
の

も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
対
象
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
係
る
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第

７
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
２
６
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
た
旧
水
資

源
開
発
公
団
法
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知

し
た
額

Ｎｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
生
産

基
盤
整
備
系
統
に
限
る
。
）
に
お
け
る
市
町
村
の
負
担
金
に
係
る
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防

止
事
業
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に

つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共

事
業
等
臨
時
特
例
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
財
源
対
策
の
た
め
当
該
各
年

度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債

を
除
く
。
）
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

事
業
に
係
る
地
方
債
に
限
る
。
）
の
同
意
等
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ

つ
て
は
、
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｏ２２＝

０
．
０
４
５

Ｏ２３＝

０
．
０
４
４

Ｏ２４＝

０
．
０
４
４

Ｏ２５＝

０
．
０
４
４

Ｏ２６＝

０
．
０
４
３

Ｏ２７＝

０
．
０
４
２

Ｏ２８＝

０
．
０
４
２
２

Ｏ２９＝

０
．
０
４
２
２

Ｏ３０＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｏ
令
元＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｏ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
０

Ｏ
令
３＝

０
．
０
０
１
７
５

Ｏ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
０

　
　

　

Ｐｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
地
等
保

全
管
理
事
業
及
び
農
業
施
設
災
害
関
連
事
業
に
限
る
。
）
に
お
け
る
市
町
村
の
負
担
金
に
係
る
地
方
債
（
災

害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方

税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、

臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
財

源
対
策
の
た
め
当
該
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
地
方
債
計
画

に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
（
ダ
ム
に
係
る
も
の
で
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手

し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
係
る
地
方
債
に
限
る
。
）
の
同
意
等
額
に
相
当
す

る
額
（
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
あ
つ
て
は
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大

臣
が
通
知
し
た
額
と
し
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
あ
つ
て
は
ダ
ム
に
係
る
も
の
又
は
防
災
重
点

農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

　
　

　

Ｑ２０＝

０
．
０
４
６

Ｑ２１＝

０
．
０
４
５

Ｑ２２＝

０
．
０
４
５

Ｑ２３＝

０
．
０
２
７

Ｑ２４＝

０
．
０
２
６

Ｑ２５＝

０
．
０
２
６

Ｑ２６＝

０
．
０
２
５

Ｑ２７＝

０
．
０
２
４

Ｑ２８＝
０
．
０
２
４
１

Ｑ２９＝

０
．
０
２
４
１

Ｑ３０＝

０
．
０
２
３
６
４

Ｑ
令
元＝

０
．
０
２
３
３
７
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Ｑ
令
２＝

０
．
０
０
２
０
０

Ｑ
令
３＝

０
．
０
０
３
２
５

Ｑ
令
４＝

０
．
０
０
５
５
０

Ｒｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
国
営
か
ん
が
い
排

水
事
業
及
び
国
営
農
用
地
再
編
開
発
事
業
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
市
町
村
の
負
担
金
（
土
地
改
良
法
施

行
令
第
５
２
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
事
業
完
了
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
一
括
し

て
支
払
う
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第

５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受

け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業

債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予
算
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地

方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
の
う
ち
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ｓ２２＝

０
．
０
４
５

Ｓ２３＝

０
．
０
４
４

Ｓ２４＝

０
．
０
４
４

Ｓ２５＝

０
．
０
４
４

Ｓ２６＝

０
．
０
４
３

Ｓ２７＝

０
．
０
４
２

Ｓ２８＝

０
．
０
４
２
２

Ｓ２９＝

０
．
０
４
２
２

Ｓ３０＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｓ
令
元＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｓ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
０

Ｓ
令
３＝

０
．
０
０
１
７
５

Ｓ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
０

Ｔｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
国
営
土
地
改
良
事
業
（
国
営
総
合
農
地
防

災
事
業
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
市
町
村
の
負
担
金
（
土
地
改
良
法
施
行
令
第
５
２
条
の
２
第
１
項
第
１

号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
事
業
完
了
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
一
括
し
て
支
払
う
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規

定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
平

成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
補
正
予

算
債
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
の
う

ち
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ｕ２０＝

０
．
０
４
６

Ｕ２１＝

０
．
０
４
５

Ｕ２２＝

０
．
０
４
５

Ｕ２３＝

０
．
０
２
７

Ｕ２４＝

０
．
０
２
６

Ｕ２５＝

０
．
０
２
６

Ｕ２６＝

０
．
０
２
５

Ｕ２７＝

０
．
０
２
４

Ｕ２８＝

０
．
０
２
４
１

Ｕ２９＝

０
．
０
２
４
１

Ｕ３０＝

０
．
０
２
３
６
４

Ｕ
令
元＝

０
．
０
２
３
３
７

Ｕ
令
２＝

０
．
０
０
２
０
０

Ｕ
令
３＝

０
．
０
０
３
２
５

Ｕ
令
４＝

０
．
０
０
５
５
０

Ｖｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
団
体
営
土
地
改
良
事
業
（
防
災
重
点
農
業

用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
に
限
る
。
）
に
お
け
る
市
町
村
の
負
担
金
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地

方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害

防
止
事
業
債
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
補
正
予
算
債
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
並
び
に
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
に
相
当
す

る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ｗ
令
３＝

０
．
０
０
３
２
５
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Ｗ
令
４＝

０
．
０
０
５
５
０

Ｘｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機

構
、
旧
緑
資
源
機
構
、
旧
緑
資
源
公
団
及
び
旧
農
用
地
整
備
公
団
の
業
務
に
お
け
る
市
町
村
の
負
担
金

（
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
第
１
６
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
に
お
け
る
市
町
村
の
負
担
金
（
平
成
２
２
年
度
以
降
に
同
意
又
は
許

可
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
発
行
に
つ
い
て
地
方
財
政
法
第
５
条
の
３
第
６
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
地
方
債
の
う
ち
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
条
第
１
０

項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指

定
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令

和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

補
正
予
算
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対

策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
臨
時
公
共
事
業
債
分
）
及
び
地
方
債
計
画
に

計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
）
の
同
意
等
額
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に

あ
つ
て
は
、
ダ
ム
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。
）

Ｙ２２＝

０
．
０
４
５

Ｙ２３＝

０
．
０
４
４

Ｙ２４＝

０
．
０
４
４

Ｙ２５＝

０
．
０
４
４

Ｙ２６＝

０
．
０
４
３

Ｙ２７＝

０
．
０
４
２

Ｙ２８＝

０
．
０
４
２
２

Ｙ２９＝

０
．
０
４
２
２

Ｙ３０＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｙ
令
元＝

０
．
０
４
１
８
０

Ｙ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
０

Ｙ
令
３＝

０
．
０
０
１
７
５

Ｙ
令
４＝

０
．
０
０
３
５
０

　
　

　

Ｚｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＡ１５＝

０
．
０
０
６

ＡＡ１６＝

０
．
０
０
３

ＡＡ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＡ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＡ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＡ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

ＡＢｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

ＡＣ１５＝

０
．
０
１
０

ＡＣ１６＝

０
．
０
０
５

ＡＣ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＣ１８
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ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＣ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＣ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

ＡＤｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
林
野
水
産
行
政
費
に
お
け
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
が
な
い
団
体
の
み
適

用
す
る
。
）

ＡＥ１５＝

０
．
０
０
６

ＡＥ１６＝

０
．
０
０
３

ＡＥ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＥ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＥ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＥ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

ＡＦｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
（
林
野
水
産
行
政
費
に
お
け
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＧ１５＝

０
．
０
１
０

ＡＧ１６＝

０
．
０
０
５

ＡＧ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＧ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＧ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＧ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

ＡＨｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
（
一
般

分
）
に
係
る
地
方
債
の
う
ち
特
定
間
伐
等
促
進
対
策
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
（
林
野
水
産
行
政

費
に
お
け
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
事
者
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）

ＡＩ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

ＡＩ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

ＡＩ２２
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ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

ＡＪｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＫ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

ＡＫ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

ＡＫ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

ＡＫ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
０

ＡＬｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

ＡＭ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

ＡＭ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

ＡＭ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

ＡＭ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

ＡＮｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
林
野
水
産
行
政
費
に
お
け
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
が
な
い
団
体
の
み
適

用
す
る
。
）

ＡＯ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

ＡＯ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

ＡＯ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

ＡＯ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
０

ＡＰｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
（
林
野
水
産
行
政
費
に
お
け
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
が
な
い
団
体
の
み
適
用
す
る
。
）
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ＡＱ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

ＡＱ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

ＡＱ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

ＡＱ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

ＡＲｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
農
地
耕
作
条
件

改
善
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ａ
Ｓ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
８
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
７

Ａ
Ｓ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
４
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
４
８

Ａ
Ｓ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
５
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
９

Ａ
Ｓ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
６
２

ＡＴｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
農
業
水
路
等
長

寿
命
化
・
防
災
減
災
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

Ａ
Ｕ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
７
８
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１
０
７

Ａ
Ｕ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
４
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
４
８

Ａ
Ｕ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
５
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
９

Ａ
Ｕ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
６
２

　
十五　林野水産行政費

林業及び水産業の従業者数

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策

の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
０
６

Ｃ１６＝

０
．
０
０
３

Ｃ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

　
　

　

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
臨
時
地
方
道
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
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対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

Ｅ１５＝

０
．
０
１
０

Ｅ１６＝

０
．
０
０
５

Ｅ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
補
助
施
設
整
備
等
事
業
（
一
般

分
）
に
係
る
地
方
債
の
う
ち
特
定
間
伐
等
促
進
対
策
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｇ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

Ｇ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

Ｇ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

Ｈｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着
手
し
た
継
続
事
業
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

査
し
た
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｉ２１

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

Ｉ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

Ｉ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

Ｉ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
０

Ｊｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
道
路
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源

対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）

Ｋ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

Ｋ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

Ｋ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

Ｋ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

　
十六　地域振興費

人口

算
式
Ⅰ

算
式
Ⅰ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値
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Ｂｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
活
性
化
事
業
債
（
平
成
１
５
年
度
か

ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
、
平
成
１
９
年
度
補
正
予
算
債
及
び
平
成
２
２
年
度
補
正
予
算

債
、
平
成
２
１
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
活
性
化
事
業
債
の
う
ち
定
住

自
立
圏
推
進
事
業
に
係
る
も
の
並
び
に
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該

額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総
務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立

し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
と

み
な
す
。

Ｃ１５＝

１
．
０
０
０

Ｃ１６＝

０
．
５
２
６

Ｃ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
５
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
２
４
１
５
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
１
３
２
１
１

Ｃ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
２
５
７
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
７
５
２
６

Ｃ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
４
６
６
８
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
３
１
６

Ｃ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
５
４
７
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
９
４
７

Ｃ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
３
５
２
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
８
５
７
９

Ｃ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
７
３
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
４
２
１

Ｃ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
８
４

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
６
８

Ｃ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
７
９

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３

Ｃ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
０
０
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
５
２
６

Ｃ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
１
０
５

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３
２

Ｃ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
９
１
３
６
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
６
１
０
５

Ｃ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
８
６
１
５
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
２
２
６
３

Ｃ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
０
９
４
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
１
４
２
１

Ｃ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
０
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
６
２
６
３

Ｃ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
３
４
５
７
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
３
８
２
６
３

Ｄｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
活
性
化
事
業
債
の
額
（
平
成
２
１
年

度
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
地
域
活
性
化
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
継
続
の
事
業
等
の
地
方
債
の
額
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｅ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
４
６
６
８
４
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イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
３
１
６

Ｅ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
５
４
７
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
９
４
７

Ｅ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
３
５
２
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
８
５
７
９

Ｅ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
７
３
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
４
２
１

Ｅ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
８
４

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
６
８

Ｅ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
７
９

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３

Ｅ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
０
０
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
５
２
６

Ｅ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
１
０
５

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３
２

Ｅ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
９
１
３
６
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
６
１
０
５

Ｅ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
８
６
１
５
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
２
２
６
３

Ｅ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
０
９
４
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
１
４
２
１

Ｅ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
０
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
６
２
６
３

Ｅ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
３
４
５
７
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
３
８
２
６
３

Ｆ２１
　
平
成
２
１
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
活
性
化
事
業
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
及
び
平
成
２
１
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

定
住
自
立
圏
推
進
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る

組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
こ
と
と
す
る
。

Ｇ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
８
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
７
８

Ｈｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
活
性
化
事
業
債
の
額
（
平
成
１
５
年

度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
平
成
２
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
以
前
に
着

手
し
た
継
続
の
事
業
等
の
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
に
限
る
。
）

Ｉ１５＝

１
．
０
０
０

Ｉ１６＝

０
．
１
４
９

Ｉ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
８
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｉ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
６
７

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｉ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
６
７

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｉ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
６
３
５
６
７

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
８
８
８
２
１

Ｉ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
１
６
２
７

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
２
８
８
１

Ｉ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
６
９
９
５
５
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イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
３
３
８
８

Ｉ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
２
４
４
８

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
３
５
６
７

Ｉ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
４
７
３
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
６
０
１
５

Ｉ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
７
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
７
０

Ｉ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
６
１

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
５
５

Ｉ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
３
１

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
２
５

Ｉ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
０
９
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
２
２
４

Ｉ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
７
１
１
９

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
９
２
５
４

Ｉ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
４
２
６
９

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
７
５
４
６
３

Ｉ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
２
７
９
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
７
４
３
７
３

Ｉ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
３
９

Ｉ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
９
８
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
６
１
２

Ｉ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
９
８
０
６

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
０
８
５
１

Ｊｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
旧
地
域
総
合
整
備
事
業
債
特
別
分

（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｋ１５＝

１
．
０
０
０

Ｋ１６＝

０
．
５
２
６

Ｋ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
５
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｋ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｋ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

α

　
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
（
当
該
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加

減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除
し
て

得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
当
該

年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以

下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
年
度
の
４
月
１

日
以
前
３
年
の
間
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
つ
て
そ
の
区
域
に
異
動
の
あ
つ
た
市
町
村

に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み

な
し
て
算
定
し
、
こ
れ
ら
の
額
の
分
別
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
４
９
条
及
び
第
５
０
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。
）
に
別
表
第
３
の
９
Ａ
に
定
め
る
当
該
財
政
力
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
Ｂ
に
定
め
る
当

該
財
政
力
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
数
値
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
数
が
０
．
３
０
０
に

満
た
な
い
と
き
は
０
．
３
０
０
と
し
、
０
．
５
５
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
５
０
と
す
る
。

Ｌｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
旧
地
域
総
合
整
備
事
業
債
特
別
分
の

額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｍ１５＝
１
．
０
０
０

Ｍ１６＝

０
．
１
４
９

Ｍ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
８
２
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イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｍ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
６
７

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｍ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
５
６
７

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｎｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
事
業
債

（
用
地
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｏ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
０
０
０
０
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
１
．
０
０
０
０
０

Ｏ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
０
５
０
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
１
．
１
０
０
０
０

Ｏ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
０
０
０
０

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
７
５
０
０
０

Ｐｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
事
業
債

（
用
地
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
平
成
ｎ
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る

も
の

Ｑ２０＝

１
．
０
０
０
０
０

Ｑ２１＝

１
．
０
５
０
０
０

Ｑ２２＝

２
．
６
０
０
０
０

Ｐ'

ｎ

　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
事
業

債
（
用
地
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
平
成
ｎ
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外

の
市
町
村
に
係
る
も
の

Ｑ'

２
０＝

１
．
０
０
０
０
０

Ｑ'

２
１＝

１
．
１
０
０
０
０

Ｑ'

２
２＝

２
．
７
５
０
０
０

Ｒｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
半
島
振
興
道
路
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債

（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｓ１５＝

１
．
０
０
０

Ｓ１６＝

０
．
５
２
６

Ｓ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
５
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｓ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｓ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｓ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
２
４
１
５
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
１
３
２
１
１

Ｓ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
２
５
７
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
７
５
２
６

Ｓ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
４
６
６
８
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
３
１
６

Ｓ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
５
４
７
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
９
４
７

Ｓ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
３
５
２
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
８
５
７
９

Ｓ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
７
３
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
４
２
１

Ｓ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
８
４

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
６
８
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Ｓ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
７
９

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３

Ｓ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
０
０
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
５
２
６

Ｓ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
１
０
５

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３
２

Ｓ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
９
１
３
６
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
６
１
０
５

Ｓ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
８
６
１
５
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
２
２
６
３

Ｓ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
０
９
４
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
１
４
２
１

Ｓ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
０
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
６
２
６
３

Ｓ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
３
４
５
７
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
３
８
２
６
３

Ｔｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
拠
点
都
市
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣

の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｕ１５＝

１
．
０
０
０

Ｕ１６＝

０
．
５
２
６

Ｖｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
中
心
市
街
地
再
活
性
化
等
特
別
対
策

事
業
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準

ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｗ１５＝

１
．
０
０
０

Ｗ１６＝

０
．
５
２
６

Ｗ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
５
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
２
４
１
５
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
１
３
２
１
１

Ｗ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
２
５
７
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
７
５
２
６

Ｗ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
４
６
６
８
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
３
１
６

Ｘｎ
　
合
併
特
例
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
市
町
村
合
併
推
進
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係

る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｙ１５＝

１
．
０
０
０

Ｙ１６＝

０
．
５
２
６

Ｙ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
５
３

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｙ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｙ１９
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ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｙ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
２
４
１
５
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
１
３
２
１
１

Ｙ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
２
５
７
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
７
５
２
６

Ｙ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
４
６
６
８
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
３
１
６

Ｙ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
５
４
７
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
９
９
４
７

Ｙ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
３
５
２
６

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
８
５
７
９

Ｙ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
７
３
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
４
２
１

Ｙ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
６
８
４

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
３
６
８

Ｙ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
７
９

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３

Ｙ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
０
０
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
５
２
６

Ｙ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
２
．
５
１
０
５

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
３
．
２
６
３
２

Ｙ３０

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
９
１
３
６
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
６
１
０
５

Ｙ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
１
．
８
６
１
５
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
２
．
６
２
２
６
３

Ｙ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
０
９
４
７

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
１
４
２
１

Ｙ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
１
４
０
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
１
６
２
６
３

Ｙ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
３
４
５
７
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
３
８
２
６
３

Ｚｎ
　
合
併
新
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
市
町
村
合
併
推
進
事
業
（
既
存
の
公
共
施
設
等
を
廃
止
し
て
行
う
統

合
施
設
の
整
備
等
で
あ
つ
て
市
町
村
合
併
に
よ
る
行
政
コ
ス
ト
の
合
理
化
効
果
の
発
現
に
繋
が
る
事
業
を

除
く
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債

（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

ＡＡ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＡ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＡ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
０
４

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８
０

ＡＡ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
２
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８
９

ＡＡ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
３
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ＡＡ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
４
２

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
８

ＡＡ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
０
３

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
７
３

ＡＡ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

ＡＡ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

ＡＡ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

ＡＡ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７

ＡＡ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８

ＡＡ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
４

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
２
２

Ａ
Ａ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
１
５

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
９
３

Ａ
Ａ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
７

Ａ
Ａ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
７

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
２
４

Ａ
Ａ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
６
３

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
９
１

ＡＢｎ
　
合
併
新
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
市
町
村
合
併
推
進
事
業
（
既
存
の
公
共
施
設
等
を
廃
止
し
て
行
う
統

合
施
設
の
整
備
等
で
あ
つ
て
市
町
村
合
併
に
よ
る
行
政
コ
ス
ト
の
合
理
化
効
果
の
発
現
に
繋
が
る
事
業

分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

ＡＣ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＣ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＣ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

ＡＣ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

ＡＣ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

ＡＣ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

ＡＣ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４
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イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

ＡＣ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

ＡＣ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

ＡＣ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

ＡＣ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
９

ＡＣ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０

ＡＣ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
１
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ａ
Ｃ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ａ
Ｃ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ａ
Ｃ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ａ
Ｃ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

Ａ
Ｄ
　
段
階
補
正
Ⅰ
係
数

算
式
Ⅱ

算
式
Ⅱ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
防
災
基
盤
整
備
事
業
分
（
特
に
推
進
す
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
）
に
係
る
経
費
に
充

て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充

当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村

が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
は
、
当
該
額
を
当
該
組
合
を
構
成
す
る
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
、
総

務
大
臣
が
承
認
し
た
率
（
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
よ
り
按
分
し
た
も

の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
係
る
額
と
み
な
す
。

Ｃ１５＝

０
．
０
０
６

Ｃ
１
６＝

０
．
０
０
３

Ｃ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｃ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

Ｃ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

Ｃ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

Ｃ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６
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イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

Ｃ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
０

Ｃ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｃ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｃ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

Ｃ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
５

Ｃ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６

Ｃ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ｃ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ｃ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ｃ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ｃ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

Ｄｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
防
災
基
盤
整
備
事
業
分
（
特
に
推
進
す
べ
き
も
の
）
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た

め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率

を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織

す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｅ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｅ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

Ｅ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

Ｅ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

Ｅ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

Ｅ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

Ｅ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｅ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｅ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
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イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｅ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
９

Ｅ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０

Ｅ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
１
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ｅ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｅ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｅ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｅ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

Ｆｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
公
共
施
設
等
耐
震
化
事
業
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
２
１
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い

て
Ｉ
ｓ
値
が
０
．
３
未
満
の
施
設
を
対
象
と
し
た
事
業
分
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え

る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組

合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｇ１５＝

０
．
０
０
９

Ｇ１６＝

０
．
０
０
５

Ｇ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｇ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｇ１９

ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｇ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

Ｇ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

Ｇ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

Ｇ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
２
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
３
５

Ｇ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
４

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
７

Ｇ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｇ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２

Ｇ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

Ｇ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
９

Ｇ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０
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Ｇ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
１
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ｇ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｇ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｇ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｇ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

Ｈｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
公
共
施
設
等
耐
震
化
事
業
の
う
ち
、
Ｉｓ
値
が
０
．
３
未
満
の
施
設
を
対
象
と
し
た

事
業
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す

る
。

Ｉ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
１
５

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
６
９

Ｉ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
４
０

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
９
２

Ｉ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
５
２

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２
０
０

Ｉ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
５
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
１
０

Ｉ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３

Ｉ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３

Ｉ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
２

Ｉ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
４

Ｉ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
２
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
１
５

Ｉ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３
６

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
８
８

Ｉ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
７
０

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３
９

Ｉ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
５

Ｉ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
９

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
０
７

Ｉ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
４
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
８
７

Ｊｎ
　
防
災
対
策
事
業
（
旧
緊
急
防
災
基
盤
整
備
事
業
（
継
続
事
業
分
）
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平

成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る

額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｋ１５＝

０
．
０
０
９

Ｋ１６＝

０
．
０
０
５

Ｋ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
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Ｌｎ
　
沖
縄
米
軍
基
地
所
在
市
町
村
活
性
化
特
別
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｍ１５＝

０
．
０
１
７

Ｍ１６＝
０
．
０
０
９

Ｍ１７＝

０
．
０
０
０

Ｍ１８＝

０
．
０
０
０

Ｍ１９＝

０
．
０
０
０

Ｍ２０＝

０
．
０
５
３
５
６

Ｍ２１＝

０
．
０
５
６
０
１

Ｍ２２＝

０
．
０
５
６
３
１

Ｍ２３＝

０
．
０
５
６
４
２

Ｍ２４＝

０
．
０
５
７
９
０

Ｍ２５＝

０
．
０
５
８

Ｍ２６＝

０
．
０
５
８

Ｍ２７＝

０
．
０
５
６

Ｍ２８＝

０
．
０
５
５
６

Ｍ２９＝

０
．
０
５
５
８

Ｍ３０＝

０
．
０
４
５
５
０

Ｍ
令
元＝

０
．
０
４
４
８
５

Ｍ
令
２＝

０
．
０
０
１
９
５

Ｍ
令
３＝

０
．
０
０
２
７
８

Ｎｎ
　
沖
縄
北
部
特
別
振
興
対
策
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ

に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

Ｏ１５＝

０
．
０
１
７

Ｏ１６＝

０
．
０
０
９

Ｏ１７＝

０
．
０
０
０

Ｏ１８＝

０
．
０
０
０

Ｏ１９＝

０
．
０
０
０

Ｏ２０＝

０
．
０
５
３
５
６

Ｏ２１＝

０
．
０
５
６
０
１

Ｐ
　
国
が
行
う
第
二
種
（
Ａ
）
空
港
の
整
備
事
業
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
市
町
村
負
担
金
に
充
て
る
た
め

昭
和
５
７
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧

事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
５
７
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３
年
度
か

ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和

５
７
年
度
及
び
昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策

債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て

発
行
を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特

例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｑ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
道
府
県
が
施
行
す
る
第
二
種
（
Ｂ
）
空
港
（
第
二
種
空
港
の
う
ち
道
府
県

が
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
整
備
事
業
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
市
町
村
負
担
金
に
充
て
る
た
め
昭
和

５
７
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業

債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
５
７
年
度
及
び
昭
和
６
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平

成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
７

年
度
及
び
昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、

昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行

を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例

債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｒ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
道
府
県
が
施
行
し
た
第
三
種
空
港
の
整
備
事
業
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
市

町
村
負
担
金
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
７
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可

さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
昭
和
５
７
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
の

各
年
度
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を

許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年
度
及
び
昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可

さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６
２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
１
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算
債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特

例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
の
指
定
す

る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｓ
　
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
市
町
村
が
施
行
す
る
第
二
種
（
Ｂ
）
空
港
（
第
二
種
空
港
の
う
ち
市
町
村

が
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
昭
和
５
７
年
度
か
ら
平
成
１
１

年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
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昭
和
５
７
年
度
か
ら
昭
和
６
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
３
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
昭
和
５
７
年
度
か
ら
昭
和
５
９
年
度

に
お
い
て
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
昭
和
６
１
年
度
、
昭
和
６

２
年
度
及
び
平
成
４
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
補
正
予
算

債
、
地
域
財
政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ

れ
な
い
地
方
債
並
び
に
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当

該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

Ｔｎ
　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
が
整
備
し
て
ｎ
年
度
に
供
用
を
開
始
し
た
公
共
施
設
等
の
施
設
整
備
費
相
当
額
（
当

該
地
方
団
体
が
当
該
施
設
を
建
設
し
た
と
み
な
し
た
場
合
に
一
般
財
源
所
要
額
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額

に
算
入
さ
れ
る
べ
き
額
の
年
次
ご
と
の
合
計
額
）
と
し
て
当
該
地
方
団
体
の
長
の
申
告
に
基
づ
き
総
務
大

臣
が
通
知
し
た
額

Ｕ２０＝

０
．
０
１
３
５
４

Ｕ２１ア
　
愛
知
県
名
古
屋
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
、
補
助
事
業
分
に
係
る
も
の
　
０
．

０
３
３
６
７

イ
　
ア
以
外
の
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
７

Ｕ２２ア
　
北
海
道
札
幌
市
及
び
愛
知
県
豊
田
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
並
び
に
愛
知

県
豊
橋
市
及
び
静
岡
県
静
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
①
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１

４
２
８

イ
　
東
京
都
稲
城
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
及
び
愛
知
県
豊
橋
市
に
対
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
０
７

ウ
　
三
重
県
鈴
鹿
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
並
び
に
愛
知
県
豊
橋
市
及
び
静
岡

県
静
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
③
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
７
１

エ
　
京
都
府
京
都
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
１
４
２

Ｕ２３ア
　
山
形
県
東
根
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
１
０

イ
　
岡
山
県
笠
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
１
５

ウ
　
三
重
県
鈴
鹿
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
２
５

エ
　
富
山
県
黒
部
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
６
１

Ｕ２４ア
　
大
阪
府
泉
佐
野
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
大
阪
府
門
真
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
０
９

ウ
　
大
阪
府
吹
田
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
１
５

エ
　
静
岡
県
静
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
２
１

Ｕ２５ア
　
香
川
県
ま
ん
の
う
町
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４

イ
　
愛
知
県
豊
橋
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５

Ｕ２６

ア
　
大
阪
府
大
阪
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９

イ
　
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５

ウ
　
愛
知
県
田
原
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
及
び
兵
庫
県
川
西
市
に
対
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
①
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９

エ
　
兵
庫
県
川
西
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５

Ｕ２７ア
　
兵
庫
県
川
西
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
①
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
８

イ
　
兵
庫
県
川
西
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
５
５

Ｕ２８ア
　
兵
庫
県
川
西
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
及
び
愛
知
県
岡
崎
市
に
対
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
５

イ
　
神
奈
川
県
横
浜
市
及
び
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０

３
３
９

Ｕ２９ア
　
愛
知
県
岡
崎
市
、
西
尾
市
及
び
幸
田
町
並
び
に
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
５

イ
　
神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
、
愛
知
県
豊
橋
市
及
び
福
岡
県
粕
屋
町
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に

係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
９

Ｕ３０ア
　
静
岡
県
静
岡
市
、
愛
知
県
西
尾
市
及
び
滋
賀
県
大
津
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る

も
の
並
び
に
愛
知
県
岡
崎
市
及
び
幸
田
町
並
び
に
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の

う
ち
①
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
５
４

イ
　
兵
庫
県
川
西
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
及
び
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
８
５

Ｕ
令
元

ア
　
北
海
道
帯
広
市
、
神
奈
川
県
小
田
原
市
、
南
足
柄
市
、
大
井
町
、
松
田
町
及
び
箱
根
町
並
び
に
岐
阜

県
美
濃
加
茂
市
、
可
児
市
、
坂
祝
町
、
富
加
町
、
川
辺
町
、
七
宗
町
、
八
百
津
町
及
び
御
嵩
町
に
対
し
て

総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
並
び
に
静
岡
県
浜
松
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う

ち
①
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
４
７

イ
　
茨
城
県
神
栖
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
６
７

Ｕ
令
２

ア
　
埼
玉
県
所
沢
市
並
び
に
愛
知
県
岡
崎
市
及
び
西
尾
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も

の
　
０
．
０
１
３
５
４

イ
　
愛
知
県
名
古
屋
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
①
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０
３
１

ウ
　
静
岡
県
浜
松
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
１

エ
　
静
岡
県
沼
津
市
及
び
山
口
県
周
南
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
、
愛
知
県
名

古
屋
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
並
び
に
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
①
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
８
６

オ
　
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
４
０

Ｕ
令
３
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ア
　
埼
玉
県
所
沢
市
、
神
奈
川
県
藤
沢
市
、
富
山
県
富
山
市
並
び
に
愛
知
県
豊
橋
市
及
び
西
尾
市
に
対
し

て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
３
６
０

イ
　
福
岡
県
福
岡
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
０
１

ウ
　
高
知
県
中
土
佐
町
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
７
６
１

Ｕ
令
４

ア
　
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
、
千
葉
県
木
更
津
市
、
愛
知
県
名
古
屋
市
及
び
岡
山
県
倉
敷
市
に
対
し
て
総
務

大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
５

イ
　
山
形
県
山
形
市
及
び
千
葉
県
鴨
川
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
並
び
に
秋
田

県
大
館
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
②
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
０
７

ウ
　
静
岡
県
浜
松
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
９

エ
　
神
奈
川
県
横
浜
市
、
静
岡
県
沼
津
市
、
大
阪
府
貝
塚
市
及
び
長
崎
県
佐
世
保
市
に
対
し
て
総
務
大
臣

が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
並
び
に
秋
田
県
大
館
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
の
う
ち
①
に
係

る
も
の
　
０
．
０
３
５
１
２

オ
　
愛
媛
県
大
洲
市
及
び
西
予
市
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
９
１
７

Ｖｎ
　
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
指
定
都
市
及
び
保

健
所
設
置
市
が
実
施
す
る
産
業
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に

お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部

分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｗ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｗ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
１
３
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
９
７
６

Ｗ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
０
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
１
２

Ｗ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
２
９

Ｘｎ
　
石
綿
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相

当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る

も
の
と
す
る
。

Ｙ１７

ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｙ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｙ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｙ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
０
４

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８
０

Ｙ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
２
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
８
９

Ｙ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
５

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
０
３

Ｚｎ
　
広
域
化
対
象
市
町
村
等
（
地
方
自
治
法
第
２
８
４
条
第
１
項
の
地
方
公
共
団
体
の
組
合
で
広
域
化
を

行
つ
た
広
域
化
対
象
市
町
村
（
消
防
組
織
法
第
３
３
条
第
２
項
第
３
号
の
広
域
化
対
象
市
町
村
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
加
入
す
る
も
の
若
し
く
は
広
域
化
を
行
つ
た
広
域
化
対
象
市
町
村
又
は
地
方
自
治
法
第

２
８
４
条
第
１
項
の
地
方
公
共
団
体
の
組
合
で
広
域
化
を
行
う
広
域
化
対
象
市
町
村
の
加
入
す
る
も
の
若

し
く
は
広
域
化
を
行
う
広
域
化
対
象
市
町
村
を
い
う
。
）
が
広
域
消
防
運
営
計
画
（
消
防
組
織
法
第
３
４

条
第
１
項
の
広
域
消
防
運
営
計
画
を
い
う
。
）
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た

め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当

の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が

組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

ＡＡ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
１

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

ＡＡ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２
７
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
８
５

ＡＡ２１
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ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

ＡＡ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

ＡＡ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

ＡＡ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
０
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
９
３
０

ＡＢｎ
　
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
移
行
事
業
に
充
て
る
た
め
、
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
一
般
単
独
（
一
般
）
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部

分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に

係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

ＡＣ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
７

ＡＣ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
０
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
７
７

ＡＣ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
５
６

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
８
１

ＡＤｎ
　
公
共
施
設
等
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
移
行
事
業
に
充
て
る
た
め
、
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
債
（
小
中
学
校
分
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充

当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村

が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
符
号
Ｂｎ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

ＡＥ２１

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
７
８

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
２
５

ＡＥ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３
７

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
１
３

ＡＥ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
４
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
６
９
３

ＡＦｎ
　
被
災
施
設
復
旧
関
連
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
一
般
単
独
（
一
般
）
事
業
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＧ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
０
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５
０
３

ＡＧ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５

ＡＧ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
５

ＡＧ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
４

ＡＧ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
３

ＡＧ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
３
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
４
３
４
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ＡＧ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
４
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
５
３
９

Ａ
Ｇ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
７
６

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
４
８
８

Ａ
Ｇ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
４
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
２

Ａ
Ｇ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
８
７

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
６

Ａ
Ｇ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
４
６
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
５
０
９

ＡＨｎ
　
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＩ２４＝

０
．
０
３
２
１
７

ＡＩ２５＝

０
．
０
３
２

ＡＩ２６＝

０
．
０
３
２

ＡＩ２７＝

０
．
０
３
１

ＡＩ２８＝

０
．
０
３
０
９

ＡＩ２９＝

０
．
０
３
１
０

ＡＩ３０＝

０
．
０
２
５
２
８

Ａ
Ｉ
令
元＝

０
．
０
２
４
９
２

Ａ
Ｉ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
９

Ａ
Ｉ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
５

Ａ
Ｉ
令
４＝

０
．
０
０
３
６
４

ＡＪｎ
　
奄
美
群
島
振
興
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
に
相
当
す
る
額

ＡＫ２６＝

０
．
０
３
２

ＡＫ２７＝

０
．
０
３
１

ＡＫ２８＝

０
．
０
３
０
９

ＡＫ２９＝

０
．
０
３
１
０

ＡＫ３０＝

０
．
０
２
５
２
８

Ａ
Ｋ
令
元＝

０
．
０
２
４
９
２

Ａ
Ｋ
令
２＝

０
．
０
０
１
０
９

Ａ
Ｋ
令
３＝

０
．
０
０
１
５
５

Ａ
Ｋ
令
４＝

０
．
０
０
３
６
４

ＡＬｎ
　
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

に
相
当
す
る
額

ＡＭ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

ＡＭ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０

ＡＭ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

ＡＭ２９
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ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
３

ＡＭ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
２
６

Ａ
Ｍ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
０
１

Ａ
Ｍ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
７

Ａ
Ｍ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
７
０

Ａ
Ｍ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

ＡＮｎ
　
公
共
施
設

適
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
に
相
当
す
る
額

ＡＯ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１

ＡＯ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
０
９

ＡＰ２８
　
地
方
創
生
推
進
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
８
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＱ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
５

Ａ
Ｒ
　
災
害
対
策
基
本
法
第
１
０
２
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
、
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
、
令
和
元

年
台
風
第
１
５
号
、
令
和
元
年
台
風
第
１
９
号
及
び
令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
係
る
災
害
廃
棄

物
処
理
対
策
、
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
及
び
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
係
る
中
小
企
業
等
グ

ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
対
策
並
び
に
令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
係
る
な
り
わ
い
再
建
支
援
事

業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨

に
よ
る
災
害
に
係
る
災
害
廃
棄
物
処
理
対
策
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
に
あ
つ
て
は
、
「
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」
に
基
づ
き
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
当
該
年
度
に

お
け
る
元
利
償
還
金

ＡＳｎ
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
集
約
化
・
複
合
化
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ

年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超

え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＴ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
９

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０

ＡＴ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
１
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ａ
Ｔ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ａ
Ｔ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ａ
Ｔ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ａ
Ｔ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

ＡＵ２９
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
長
寿
命
化
事
業
、
転
用
事
業
、
立
地
適
正
化
事
業
及
び

市
町
村
役
場
緊
急
保
全
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２
９
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額
（
市
町
村
役
場
緊
急
保
全
事
業
に
つ
い
て
は
、
起
債
対
象
経
費
の
７
５
％
を
上
限
と

し
た
額
。
）

ＡＶ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６
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ＡＷｎ
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
長
寿
命
化
事
業
、
転
用
事
業
、
立
地
適
正
化
事
業
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
事
業
及
び
脱
炭
素
化
事
業
（
義
務
教
育
施
設
の
大
規
模
改
造
事
業
分
を
除
く
。
）

に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大

臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＸ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ａ
Ｘ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ａ
Ｘ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ａ
Ｘ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ａ
Ｘ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

α

　
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
（
当
該
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加

減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除
し
て

得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
当
該

年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以

下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
年
度
の
４
月
１

日
以
前
３
年
の
間
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
つ
て
そ
の
区
域
に
異
動
の
あ
つ
た
市
町
村

に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み

な
し
て
算
定
し
、
こ
れ
ら
の
額
の
分
別
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
４
９
条
及
び
第
５
０
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。
）
に－

０
．
５
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
０
．
７
０
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
数
が
、
０
．
３
０
０

に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
３
０
０
と
し
、
０
．
５
０
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
０
０
と
す
る
。

ＡＹｎ
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
長
寿
命
化
事
業
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
事
業
及

び
脱
炭
素
化
事
業
（
義
務
教
育
施
設
の
大
規
模
改
造
事
業
分
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お

い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＡＺ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ａ
Ｚ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ａ
Ｚ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ａ
Ｚ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ａ
Ｚ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

β

　
当
該
市
町
村
の
財
政
力
指
数
（
当
該
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加

減
し
た
額
を
除
く
。
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
で
除
し
て

得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
当
該

年
度
前
３
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
て
得
た
も
の
を
３
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以

下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
年
度
の
４
月
１

日
以
前
３
年
の
間
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
つ
て
そ
の
区
域
に
異
動
の
あ
つ
た
市
町
村

に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
み

な
し
て
算
定
し
、
こ
れ
ら
の
額
の
分
別
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
４
９
条
及
び
第
５
０
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。
）
に－

０
．
２
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
０
．
５
８
と
の
合
計
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
数
が
、
０
．
４
２
０

に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
４
２
０
と
し
、
０
．
５
０
０
を
超
え
る
と
き
は
０
．
５
０
０
と
す
る
。

ＢＡｎ
　
公
共
施
設
等
適
正
管
理
推
進
事
業
の
う
ち
、
市
町
村
役
場
緊
急
保
全
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た

め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率

を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
起
債
対
象
経
費
の
７
５
％
を
上
限
と
し

た
額
）

ＢＢ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ｂ
Ｂ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ｂ
Ｂ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ｂ
Ｂ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ｂ
Ｂ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

227



ＢＣｎ
　
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ

い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＢＤ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
３

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
６

ＢＤ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ｂ
Ｄ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ｂ
Ｄ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ｂ
Ｄ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ｂ
Ｄ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

ＢＥｎ
　
沖
縄
離
島
活
性
化
推
進
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又

は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

額
に
相
当
す
る
額

ＢＦ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
３
１
０

ＢＦ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ｂ
Ｆ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｂ
Ｆ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｂ
Ｆ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｂ
Ｆ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

ＢＧｎ
　
沖
縄
製
糖
業
体
制
強
化
対
策
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

ＢＨ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
８
１
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
２
８

Ｂ
Ｈ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｂ
Ｈ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｂ
Ｈ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｂ
Ｈ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

ＢＩｎ
　
地
方
大
学
・
地
方
産
業
創
生
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

ＢＪ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ｂ
Ｊ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ｂ
Ｊ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ｂ
Ｊ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３
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Ｂ
Ｊ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

ＢＫｎ
　
文
化
財
保
存
・
活
用
事
業
（
国
宝
重
要
文
化
財
等
保
存
・
活
用
事
業
及
び
史
跡
等
購
入
事
業
に
限

る
。
）
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

ＢＬ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
９
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
５
１
７

Ｂ
Ｌ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
０
６
１

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
４
９
５

Ｂ
Ｌ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
６
５

Ｂ
Ｌ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０
９
３

Ｂ
Ｌ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
１
８

ＢＭｎ
　
甘
味
資
源
作
物
・
砂
糖
製
造
業
緊
急
支
援
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｂ
Ｎ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｂ
Ｎ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｂ
Ｎ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｂ
Ｎ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

ＢＯｎ
　
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

Ｂ
Ｐ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｂ
Ｐ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｂ
Ｐ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｂ
Ｐ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

ＢＱｎ
　
沖
縄
北
部
連
携
促
進
特
別
振
興
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｂ
Ｒ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｂ
Ｒ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｂ
Ｒ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｂ
Ｒ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

ＢＳｎ
　
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
交
付
金
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
に
相
当
す
る
額

Ｂ
Ｔ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
７
６
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
９
２

Ｂ
Ｔ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
４

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
０
９

Ｂ
Ｔ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｂ
Ｔ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４
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Ｂ
Ｕ
ｎ
　
有
明
海
・
八
代
海
等
再
生
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｂ
Ｖ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
３
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
５

Ｂ
Ｖ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
６
４

ＢＷｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
公
共
事
業
等
（
宅
地
耐
震
化
推
進
事
業

（
特
別
分
）
及
び
盛
土
緊
急
対
策
事
業
（
特
別
分
）
に
限
る
。
）
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指
定
す
る

充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
及
び
令
和
４
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
に
つ
い
て
同

意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｂ
Ｘ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
７
５

ＢＹｎ
　
脱
炭
素
化
事
業
（
病
院
事
業
並
び
に
上
水
道
及
び
簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

経
費
に
充
て
る
た
め
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
総
務
大
臣
の
指

定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
公
営
企
業
債
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｂ
Ｚ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
２
９
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
０
７

算
式
Ⅲ

平
成
２
８
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
歳
入
欠
か
ん
債
に
つ
い
て
は
、α

×

０
．
４
７
５
が
０
．
７

５
０
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
７
５
０
と
す
る
。
ま
た
、
平
成
２
８
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
歳
入
欠
か
ん
債
（
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
は
、α

×

０
．
４
７
５
が
０
．
５
７
０
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
５
７
０
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
災
害
に
つ
い
て
、
同
意
等
年
度
ご
と
に
算
出
し
、
合
算
す
る
こ
と
と
す
る
。

算
式
Ⅲ
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
災
害
対
策
基
本
法
第
１
０
２
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
平
成
２

８
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
当
該
年
度
に
お
け
る

元
利
償
還
金

α

　
符
号
Ｂ
の
地
方
債
に
係
る
同
意
等
額
を
当
該
地
方
債
の
同
意
等
年
度
に
お
け
る
災
害
対
策
基
本
法
施

行
令
第
４
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
額
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
１
０
０
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
発
行
割
合
」
と
い
う
。
）
に
別
表
第
３
の
１
４
の
Ａ
に
定
め
る
当
該
発
行
割
合
の
段
階
に

応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
当
該
発
行
割
合
の
段
階
に
応
ず
る
数
値
と
の
合
計
数

を
当
該
発
行
割
合
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
当
該
発
行
割
合
が
２
０
０
以
下
の
と
き
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

　
　

面積

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ１５
　
平
成
１
５
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
河
川
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
地
方
特
定

河
川
等
環
境
整
備
事
業
に
係
る
も
の
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｃ１５＝

０
．
０
０
６

Ｄｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
河
川
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の

指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
及
び
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
７
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
河
川
等
環
境
整
備
事
業
に
係
る
も
の
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｅ１５＝

０
．
０
０
６

Ｅ１６＝

０
．
０
０
３

Ｅ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｆｎ
　
平
成
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
臨
時
河
川
等
整
備
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総
務
大
臣
の

指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
方
特
定
河
川
等
環
境
整
備
事
業

に
係
る
も
の
の
額
（
平
成
１
５
年
度
か
ら
平
成
１
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
財
源
対
策
の
た
め
発

行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｇ１５＝

０
．
０
０
９

Ｇ１６＝

０
．
０
０
５

Ｇ１７ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
０

Ｈｎ
　
ｎ
年
度
に
国
庫
の
補
助
金
を
受
け
て
施
行
し
た
河
川
事
業
及
び
砂
防
事
業
（
管
理
権
限
が
指
定
都
市

の
長
に
移
譲
さ
れ
た
指
定
区
間
内
の
１
級
河
川
及
び
２
級
河
川
に
係
る
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
経
費
又

は
国
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
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可
を
得
た
地
方
債
（
災
害
復
旧
事
業
債
、
公
害
防
止
事
業
債
、
地
方
税
の
減
収
に
伴
い
発
行
を
許
可
さ
れ

た
地
方
債
、
財
政
健
全
化
の
た
め
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
、
財
源
対
策
債
、
補
正
予
算
債
、
地
域
財

政
特
例
対
策
債
、
臨
時
財
政
特
例
債
、
公
共
事
業
等
臨
時
特
例
債
、
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方

債
及
び
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
（
た
だ
し
、
ダ

ム
、
災
害
関
連
及
び
砂
防
（
国
が
行
う
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

と
す
る
。
）

Ｉ１８ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

Ｉ１９ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

Ｉ２０ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
５
３

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
５
３

Ｉ２１ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
３

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
９
３

Ｉ２２ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４
４

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６
４
４

Ｉ２３ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
５
５

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
５
５

Ｉ２４ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５
９
１

Ｉ２５ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
７

Ｉ２６ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
６

Ｉ２７ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
５

Ｉ２８ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
３

Ｉ２９ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１

Ｉ３０ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
４
１
１

Ｉ
令
元

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
２
３
６
８

Ｉ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
１
３

Ｉ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
１
５
３

Ｉ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
０
３
４
５

Ｊｎ
　
ｎ
年
度
に
お
い
て
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
緊
急
浚
渫
推
進
事
業
に
係
る
地
方
債
（
総

務
大
臣
の
指
定
す
る
充
当
の
率
を
超
え
る
部
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額

Ｋ
令
２

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
１
１
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
１
１
６

Ｋ
令
３

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
１
３
５

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
１
６
９

Ｋ
令
４

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
４
１
５

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
　
０
．
０
７
４
７
７

６
　
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
投
資
補
正
、
投
資
補
正
Ⅱ
及
び
事
業
費
補
正
に
用
い
る
指
標
を
算
定

す
る
場
合
に
お
い
て
、
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
指
標
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
数
値
（
測
定
単
位
の
数
値
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
当
該
地
方
団
体
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お

け
る
区
域
と
異
な
る
区
域
を
も
つ
て
存
在
す
る
日
若
し
く
は
当
該
地
方
団
体
が
存
在
し
な
い
日
又
は
こ
れ
ら
の
日

を
含
む
期
間
に
お
け
る
数
値
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
寒
冷
補
正
係
数
の
算
定
方
法
）

第
十
三
条
　
寒
冷
補
正
係
数
は
、
当
該
経
費
に
係
る
別
表
第
一
に
掲
げ
る
寒
冷
の
理
由
（
給
与
の
差
、
寒
冷
の
差
又

は
積
雪
の
差
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
以
下
「
寒

冷
補
正
率
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
合
算
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。
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２
　
寒
冷
補
正
を
行
う
場
合
に
お
け
る
種
別
ご
と
の
測
定
単
位
の
数
値
に
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
「
道
路
橋
り
よ
う
費
」
に
係
る
橋
り
よ
う
の
面
積
に
表
示
単

位
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

３
　
都
道
府
県
の
経
費
に
係
る
寒
冷
補
正
率
は
、
「
特
別
支
援
学
校
費
」
の
う
ち
教
職
員
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
庁
所
在
地
の
属
す
る
地
域
の
次
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
区
分
に
応
ず
る
別
表
第
一

に
定
め
る
率
と
し
、
次
の
表
の
経
費
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
次
条
の
規
定
に

よ
る
地
域
区
分
に
応
ず
る
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
道

路
橋
り
よ
う
費
に
係
る
積
雪
の
差
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
当
該
率
を
乗
ず
る
前
の
数
値
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

経
費
の
種
類

寒
冷
補
正
率
の
算
定
に
用
い
る
数
値

道
路
橋
り
よ
う
費
、
小
学
校
費
、
中
学
校
費
、
高

等
学
校
費
の
う
ち
教
職
員
数
を
測
定
単
位
と
す
る

も
の
及
び
地
域
振
興
費
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の

人
口
（
道
路
橋
り
よ
う
費
に
係
る
積
雪
の
差
に
よ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
測
定
単
位
の
数
値
と
し
、
小
学
校
費
及
び
中
学
校
費
に
あ

つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
の
人
口
を
除

く
。
）

４
　
市
町
村
の
経
費
に
係
る
寒
冷
補
正
率
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
区
分
に
応
ず
る
別
表
第
一
に
定
め
る
率
と

す
る
。
た
だ
し
、
「
道
路
橋
り
よ
う
費
」
の
う
ち
道
路
の
面
積
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
積
雪
の
差
に
よ

る
寒
冷
補
正
率
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
区
分
及
び
別
表
第
一
に
定
め
る
道
路
幅
員
区
分
等
に
係
る
測
定
単

位
の
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
種
別
補
正
後
の
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
し
、
道
路
の
延
長
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の

に
係
る
積
雪
の
差
に
よ
る
寒
冷
補
正
率
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
区
分
及
び
別
表
第
一
に
定
め
る
道
路
区
分

に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
三

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

５
　
生
活
保
護
費
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
の
経
費
に
係
る
寒
冷
補
正
率
は
、
当

該
地
方
団
体
の
別
表
第
四
（
２
）
の
地
域
区
分
に
応
ず
る
別
表
第
一
に
定
め
る
率
に
一
を
加
え
た
率
と
し
、
市

（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
含
む
。
別
表
第
四
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
費
に
係
る
寒
冷
補
正
率
は
、
寒
冷

補
正
Ⅰ
係
数
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
寒
冷
の
理
由
に
つ
い
て
次
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
区
分
（
別
表
第
四
（
２
）

の
生
活
保
護
費
に
係
る
寒
冷
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
を
除
く
。
）
に
応
ず
る
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
い
う
。
）
と

寒
冷
補
正
Ⅱ
係
数
（
当
該
地
方
団
体
の
別
表
第
四
（
２
）
の
地
域
区
分
に
応
ず
る
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
い

う
。
）
と
の
合
算
率
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

（
寒
冷
補
正
に
用
い
る
地
域
区
分
）

第
十
四
条
　
法
第
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
区
分
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
給
与
の
差
に
よ
る
地
域
区
分

当
該
市
町
村
役
場
の
所
在
地
の
属
す
る
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
別
表
に
定
め
る
支
給
地
域

で
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
も
の

二
　
寒
冷
の
差
又
は
積
雪
の
差
に
よ
る
地
域
区
分

別
表
第
四
に
掲
げ
る
地
域

（
数
値
急
増
補
正
）

第
十
五
条
　
法
第
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
単
位
の
数
値
が
急
激
に
増
加
し
た
地
方
団
体
に
係
る
補
正

（
以
下
「
数
値
急
増
補
正
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
数
値
急
増
補
正
の
種
類
、
経

費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
算
式
及
び
算
式
の
符
号
の
欄
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定

し
た
率
（
当
該
率
又
は
当
該
率
の
算
定
の
過
程
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
が
正
数
と
な
る
地
方
団
体
に
つ
い
て
、
当
該
率
に
一
を
加
え
た
数
値
（
以
下
「
数
値
急
増
補

正
係
数
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地
方

団
体

の
種

類

数
値
急
増
補

正
の
種
類

経
費
の

種
類

測

定

単
位

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都
道

府
県

七
十
五
歳
以

上
人
口
急
増

補
正
Ⅰ

高
齢
者

保
健
福

祉
費

七
十
五

歳
以
上

人
口

算
式

（
Ａ
／
Ｂ－

１
．
０
４
６
）×

０
．
８
４
７

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
都
道
府
県
の
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

の
う
ち
７
５
歳
以
上
の
者
の
数
（
以
下
「
７
５
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登
載
人

口
」
と
い
う
。
）

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
の
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
の
７
５
歳
以
上
住
民
基
本
台

帳
登
載
人
口

市
町

村

一
　
人
口
急

増
補
正

地
域
振

興
費

人
口

算
式

（
Ａ
／
Ｂ－

１
．
０
０
８
）×

３
１
．
７

（
Ａ
／
Ｂ－

１
．
０
０
８
）
が
負
数
の
と
き
は
、
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
の
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
令
和
２
年
９
月
３
０
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

　

二
　
六
十
五

歳
以
上
人
口

急
増
補
正
Ｉ

高
齢
者

保
健
福

祉
費

六
十
五

歳
以
上

人
口

算
式

（
Ａ
／
Ｂ－

１
．
０
０
７
）×

０
．
２
７
４

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
の
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
の

う
ち
６
５
歳
以
上
の
者
の
数
（
以
下
「
６
５
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
」

と
い
う
。
）

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
の
６
５
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳

登
載
人
口

　

三
　
七
十
五

歳
以
上
人
口

急
増
補
正
Ｉ

高
齢
者

保
健
福

祉
費

七
十
五

歳
以
上

人
口

算
式

（
Ａ
／
Ｂ－

１
．
０
４
４
）×

０
．
９
４
２

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
の
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
の
７
５
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳

登
載
人
口

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
の
７
５
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳

登
載
人
口

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
期
日
現
在
に
お
け
る
地
方
団
体
の
区
域
が
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該

地
方
団
体
の
区
域
と
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
地
方
団
体
が
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て

存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
数
値
急
減
補
正
）

第
十
六
条
　
法
第
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
測
定
単
位
の
数
値
が
急
激
に
減
少
し
た
地
方
団
体
に
係
る
補
正

（
以
下
「
数
値
急
減
補
正
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
、
数
値
急
減
補
正
の
種
類
、
経

費
の
種
類
及
び
測
定
単
位
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
算
式
及
び
算
式
の
符
号
の
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
つ
て
算
定

し
た
率
（
当
該
率
又
は
当
該
率
の
算
定
の
過
程
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
が
正
数
と
な
る
地
方
団
体
に
つ
い
て
、
当
該
率
に
一
を
加
え
た
数
値
（
以
下
「
数
値
急
減
補

正
係
数
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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地方団体の種類

数

値

急

減

補

正

の

種

類

経
費

の
種

類

測定単位

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都道府県

一

　

農

家

数

急

減

補

正

農
業

行
政

費

農家数

算
式

（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ×

０
．
３

Ｂ－
Ａ
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
７
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
農

家
数

二

　

水

産

業

者

数

急

減

補

正

水
産

行
政

費

水産業者数

算
式

｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ
｝×

０
．
３

Ｂ－

Ａ
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
５
年
１
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
水
産

業
者
数

三

　

人

口

急

減

補
正

地
域

振
興

費

人口

算
式

｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
０
１
６
｝×

０
．
５×
５
８
．
３

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
の
平
成
２
７
年
人
口

市町村

一

　

人

口

急

減

補
正

地
域

振
興

費

人口

算
式
Ⅰ

｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
０
１
８
｝×

０
．
５×

３
７
．
６×

β
－

（α
－

β

）×

０
．
５×

３
７
．
６

算
式
Ⅱ

｛
（
Ｃ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
１
３
０
｝×

９
．
３
＋
［
Ｄ×

１
．
７
２
／
１
．
７
４
＋
｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
０
１
８
｝×

３
７
．
６×

β
－

（α
－

β

）×

３
７
．
６－

｛
（
Ｃ－

Ａ
）

／
Ａ－

０
．
１
３
０
｝×

９
．
３
］×

［
０
．
４
＋
０
．
３×

｛
（
Ｃ－

Ａ
）
／
Ｃ－
０
．
３
｝

／
０
．
１
］

算
式
Ⅱ
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
が
算
式
Ⅰ
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
を
上
回
る
市
町
村
（
過
疎
地

域
持
続
的
発
展
法
第
２
条
第
１
項
及
び
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
２
条
第
１
項
に

基
づ
く
過
疎
地
域
の
市
町
村
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
４
２
条
及
び
旧
過
疎
地
域
自
立
促

進
特
別
措
置
法
第
３
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
た
市
町
村
、
離
島

振
興
法
第
２
条
第
２
項
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
離
島
を
そ
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
す

る
市
町
村
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
３
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
島
を
そ
の
区
域
の
全

部
若
し
く
は
一
部
と
す
る
市
町
村
、
奄
美
振
興
法
第
１
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
そ
の
区
域

の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
す
る
市
町
村
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
４
条
に
規
定

す
る
小
笠
原
諸
島
を
そ
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
す
る
市
町
村
、
山
村
振
興
法
第
７
条

に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
振
興
山
村
を
そ
の
区
域
の
全
部
と
す
る
市
町
村
又
は
半
島
振
興
法
第
２

条
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
半
島
地
域
を
そ
の
区
域
の
全
部
と
す
る
市
町
村
）
に
あ
つ
て
は
算
式

Ⅱ
を
用
い
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
算
式
Ⅰ
を
用
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
（
Ｂ

－

Ａ
）
、
（
Ｃ－

Ａ
）
、
（α

－
β

）
、
｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
０
１
８
｝
、
｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ

－

０
．
０
１
８
｝×

０
．
５×

３
７
．
６×

β
－

（α
－

β

）×

０
．
５×

３
７
．
６
、
｛
（
Ｃ

－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
１
３
０
｝
、
｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
０
１
８
｝×

３
７
．
６×

β
－

（α

－
β

）×

３
７
．
６
又
は
Ｄ×

１
．
７
２
／
１
．
７
４
＋
｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
０
１
８
｝

×

３
７
．
６×

β
－

（α
－

β

）×

３
７
．
６－

｛
（
Ｃ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
１
３
０
｝×

９
．

３
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
０
と
す
る
。

α

が
３
．
３
３
５
を
超
え
る
と
き
は
３
．
３
３
５
と
す
る
。

β

が
３
．
３
３
５
を
超
え
る
と
き
は
３
．
３
３
５
と
す
る
。

［
０
．
４
＋
０
．
３×

｛
（
Ｃ－

Ａ
）
／
Ｃ－

０
．
３
｝
／
０
．
１
］
が
０
．
７
を
超
え
る
と
き

は
０
．
７
と
し
、
０
．
４
を
下
回
る
と
き
は
０
．
４
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
平
成
２
７
年
人
口

Ｃ
　
当
該
市
町
村
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
１
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け

る
人
口

Ｄ
　
令
和
４
年
度
に
お
け
る
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
４

年
総
務
省
令
第
５
０
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
令
和
４
年

改
正
前
の
省
令
」
と
い
う
。
）
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
人
口
急
減
補
正
算
式
Ⅱ
を

用
い
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
当
該
人
口
急
減
補
正
係
数

α

　
測
定
単
位
の
数
値
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
数
値
急
減
補
正
の
人
口
段
階
に
よ
る
補

正
率
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て

得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

β

　
当
該
市
町
村
の
平
成
２
７
年
人
口
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
数
値
急
減
補
正
の
人
口

段
階
に
よ
る
補
正
率
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
平
成
２
７
年

人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

二

　

学

級

数

急

減

補

正

小
学

校
費

中
学

校
費

学級数学級数

算
式

（
Ｂ－

Ａ
）
、
（
Ｃ－

Ｂ
）
又
は
（
Ｄ－

Ｃ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ａ

が
Ｂ
、
Ｃ
又
は
Ｄ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
Ｂ－

Ａ
）
、
（
Ｃ－

Ｂ
）

及
び
（
Ｄ－

Ｃ
）
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
の
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
小
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
の

前
期
課
程
の
学
級
数
又
は
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
の
学
級
数
（
当
該
年
度
の
５
月
１
日
現
在
に
お
い
て
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級

編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
及
び
第
２
項
（
小
学
校
費
に
あ

つ
て
は
、
標
準
法
改
正
法
附
則
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
標
準
法

改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
数
の
標
準
に
関
す

る
法
律
第
３
条
第
２
項
）
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標

準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
１
条
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
つ
て
算
定
し
た
学
級

数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
学
級
数
」
と
い
う
。
）
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Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
前
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
級
数

Ｃ
　
当
該
市
町
村
の
２
年
前
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
級
数

Ｄ
　
当
該
市
町
村
の
３
年
前
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
級
数

　

三

　

学

校

数

急

減

補

正

小
学

校
費

学校数

算
式

（
（
Ｂ－

Ａ
）×

１
．
０
＋
（
Ｃ－

Ｂ
）×

１
．
０
＋
（
Ｄ－

Ｃ
）×

０
．
９
＋
（
Ｅ－

Ｄ
）×

０
．
６
＋
（
Ｆ－

Ｅ
）×

０
．
３
）
／
Ａ

（
Ｂ－

Ａ
）
、
（
Ｃ－

Ｂ
）
、
（
Ｄ－

Ｃ
）
、
（
Ｅ－

Ｄ
）
又
は
（
Ｆ－

Ｅ
）
が
負
数
と
な
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
０
と
し
、
Ａ
が
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
の
い
ず
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
（
Ｂ－

Ａ
）
、
（
Ｃ－

Ｂ
）
、
（
Ｄ－

Ｃ
）
、
（
Ｅ－

Ｄ
）
及
び
（
Ｆ－

Ｅ
）
は
０
と
す

る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
の
そ
の
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
小
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
の

前
期
課
程
の
学
校
数
又
は
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
の
学
校
数
（
た
だ
し
、
在
学
児
童
又
は
在
学
生
徒
を
有
し
な
い
学
校
の
数
を
除
く
こ

と
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
学
校
数
」
と
い
う
。
）

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
前
年
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
校
数

Ｃ
　
当
該
市
町
村
の
２
年
前
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
校
数

Ｄ
　
当
該
市
町
村
の
３
年
前
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
校
数

Ｅ
　
当
該
市
町
村
の
４
年
前
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
校
数

Ｆ
　
当
該
市
町
村
の
５
年
前
の
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
学
校
数

　

中
学

校
費

学校数

四

　

農

家

数

急

減

補

正

農
業

行
政

費

農家数

算
式

｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ
｝×

０
．
５

Ｂ－

Ａ
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
７
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
農

家
数

　

五

　

従

業

者

数

急

減

補
正

林
野

水
産

行
政

費

林業及び水産業の従業者数

算
式

（α
×

０
．
７
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数

算
式

（
Ｄ
／
Ｂ－

１
．
２
０
５
）×

Ｂ×

２
．
７
５
＋
（
Ｅ
／
Ｃ－

１
．
２
１
６
）×

Ｃ×

０
．
１
７

（
Ｄ
／
Ｂ－

１
．
２
０
５
）
又
は
（
Ｅ
／
Ｃ－

１
．
２
１
６
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
そ
れ

ぞ
れ
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｂ
　
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
就
業
者
数

Ｃ
　
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｂ
漁
業
の
就
業
者
数

Ｄ
　
平
成
２
７
年
度
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
就
業
者
数

Ｅ
　
平
成
２
７
年
度
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｂ
漁
業
の
就
業
者
数

２
　
前
項
の
規
定
に
お
け
る
調
査
期
日
現
在
の
地
方
団
体
の
区
域
が
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
当
該
地
方
団
体
の

区
域
と
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
地
方
団
体
が
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て
い

た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
口
、
学
級
数
、
学
校
数
、
農
家
数
並

び
に
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
四
十
九
条
第
二

項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
八
号
若
し
く
は
第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
「
災
害
復
旧
費
」
に
係
る
補
正
の
方
法
）

第
十
七
条
　
法
第
十
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、
「
災
害
復
旧
費
」
の
う
ち
単
独
災
害
復
旧
事
業
債
償

還
費
（
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
激

じ
ん甚

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の

激
甚
財
政
援
助
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
小
災
害
債
償
還
費
（
農
地
等
小
災
害
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
方
法
は
、
単
独
災
害
復
旧
事
業
債
償
還
費
に
あ
つ
て
は
次
項
及
び
第
三

項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
地
方
団
体
に
係
る
指
数
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
に
定
め
る
そ
れ
ぞ

れ
の
率
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
地
方
団
体
の
指
数
で
除
し
て
得
た
率
、
小
災
害
債
償
還
費
に
あ
つ
て

は
当
該
率
に
〇
・
四
〇
を
加
え
た
率
（
当
該
加
え
た
率
が
二
・
〇
〇
を
超
え
る
と
き
は
、
二
・
〇
〇
と
す
る
。
）

を
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
測
定
単
位
の
数
値
に
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
指
数
は
、
当
該
地
方
団
体
の
当
該
年
度
の
単
独
災
害
復
旧
事
業
債
の
元
利
償
還
金
（
改
正
前
の
激
甚
財

政
援
助
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
小
災
害
債
の
元
利
償
還
金
（
農

地
等
小
災
害
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
次
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
地
方
団
体
の
標
準
財
政
収
入

額
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
〇
・

〇
〇
一
で
除
し
て
得
た
数
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

３
　
当
該
地
方
団
体
の
標
準
財
政
収
入
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
下

欄
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
も
の
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
と
す
る
。

区分

算
定
方
法

都道府県

１
　
当
該
都
道
府
県
に
係
る
当
該
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額

と
し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
に
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
の
交
付
見
込
額
を
加
算
し
た
額
か
ら
地
方
揮
発
油

譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
交
通
安

全
対
策
特
別
交
付
金
の
収
入
見
込
額
、
道
府
県
民
税
所
得
割
に
係
る
税
源
移
譲
相
当
額
（
地
方
交
付
税
法
附
則

第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
〇
・
二
五
を
乗

じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
か
ら
道
府
県
民
税
所
得
割
に
係
る
税
源
移
譲
相
当
額

（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
〇
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額

（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
額
並
び
に
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
二
項
に
規

定
す
る
合
計
額
の
見
込
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
道
府
県
内
の
市
町
村
に
交
付
す
る
額
の
見
込
額
を
除

い
た
額
に
〇
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、

五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
に

一
・
三
三
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百

円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
と
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ

ス
譲
与
税
及
び
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
と
の
合
算
額
か
ら
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
の
交
付
見
込

額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額
を
三
で
除
し
て
算
定
す
る
。

２
　
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
前
三
年
の
間
に
都
道
府
県
の
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
境
界
変

更
に
係
る
区
域
の
額
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
が
協
議
し
て
分
別
し
た
額
に
よ
る
。

市町村

１
　
当
該
市
町
村
に
係
る
当
該
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
（
錯
誤
に
係
る
額
と

し
て
加
減
し
た
額
を
除
く
。
）
か
ら
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重

量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
収
入
見
込
額
、
市

町
村
民
税
所
得
割
に
係
る
税
源
移
譲
相
当
額
（
地
方
交
付
税
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

か
ら
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
〇
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
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る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千

円
と
す
る
。
）
、
市
町
村
民
税
所
得
割
に
係
る
税
源
移
譲
相
当
額
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
〇
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
、
地

方
税
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
か
ら
交
付
を
受
け
る
額
の
見
込
額
に
〇
・
二
五

を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
並
び
に
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額

を
控
除
し
た
額
に
一
・
三
三
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
と
地
方
揮
発
油

譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
及
び
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
並
び
に
分
離
課
税

所
得
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
の
合
算
額
の
合
計
額
を
三
で
除
し
て
算
定
す
る
。

２
　
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
前
三
年
の
間
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
つ
て
そ
の
区
域
に
異

動
の
あ
つ
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
の
区
域
を
も
つ
て
存
在
し
て

い
た
も
の
と
み
な
し
て
１
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
額
の
分
別
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
第
五
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
「
災
害
復
旧
費
」
に
係
る
種
別
補
正
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
補
正
し
た
後
の
数
値
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
災
害
復
旧
費
」
に
係
る
種
別
ご
と
の
種
別
補
正
後
の
数
値
に
五
百
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金

額
を
千
円
と
す
る
。

第
三
章
　
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法

第
一
節
　
都
道
府
県
分

（
道
府
県
民
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
十
八
条
　
道
府
県
民
税
の
基
準
税
額
（
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
収
入
見
込
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

均
等
割
に
係
る
基
準
税
額
、
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
、
法
人
税
割
に
係
る
基
準
税
額
、
利
子
割
に
係
る
基
準
税

額
、
配
当
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
の
合
算
額
と
す
る
。

２
　
均
等
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
地
方
税
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
も
の

一
、
一
〇
九
円
に
令
和
四
年
度
の
市
町
村
税
課
税
状
況
調
の
第
一
表
の
「
個
人
均
等
割
」
の
う
ち
「
納
税
義
務

者
数
」
の
「
計
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
地
方
税
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
も
の

前
年
度
の
道
府
県
税
の
課
税
状
況
等
に
関
す
る
調
（
以
下
「
道
府
県
税
課
税
状
況
調
」
と
い
う
。
）
第
一
表
（
法

人
の
道
府
県
民
税
に
関
す
る
調
）
の
表
側
「
合
計
」
、
表
頭
「
均
等
割
」
の
「
納
税
義
務
者
数
」
の
う
ち
「
５

０
億
円
超
」
欄
の
数
に
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
「
１
０
億
円
超
５
０
億
円
以
下
」
欄
の
数
に

四
〇
五
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
「
１
億
円
超
１
０
億
円
以
下
」
欄
の
数
に
九
七
、
五
〇
〇
円
を
乗
じ

て
得
た
額
と
「
１
，
０
０
０
万
円
超
１
億
円
以
下
」
欄
の
数
に
三
七
、
五
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
「
左
記

以
外
」
欄
の
数
に
一
五
、
〇
〇
〇
円
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額

３
　
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

［
｛
（
７
９
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
＋
Ｂ－

Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×

０
．
９
８
６－

Ｆ
＋
Ｇ
］×

０
．
７
５

７
９
，
４
０
０
円×

α

に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
７
９
，
４
０
０

円×
α

）×

Ａ
及
び
｛
（
７
９
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
＋
Ｂ－

Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×

０
．
９
８
６
に
千
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
「
合
計
」
の
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」

の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数
の
合
計
数
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た

率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た

数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ａ
／
ｂ

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
都
道
府
県
の
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
の
う
ち
２
０
歳
以
上
の
者
の

数
（
以
下
「
２
０
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
」
と
い
う
。
）

ｂ
　
当
該
都
道
府
県
の
前
年
の
１
月
１
日
現
在
の
２
０
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｂ
　
分
離
長
期
譲
渡
所
得
、
分
離
短
期
譲
渡
所
得
、
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
及
び
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
当
該
年
度
の
当

初
調
定
に
係
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
算
額

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

算
式

（
ｃ
＋
ｄ
＋
ｅ
＋
ｆ
）×

１
．
０
２
０

算
式
の
符
号

ｃ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
配
当
控
除
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
計
額

ｄ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
外
国
税
額
控
除
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
計
額

ｅ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
配
当
割
額
の

控
除
額
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
計
額

ｆ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
株
式
等
譲
渡

所
得
割
額
の
控
除
額
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
計
額

Ｄ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
寄
附
金
税
額
控
除
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
計
額
か
ら
市
町
村
税
課

税
状
況
調
第
４
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
、
表
頭
「
条
例
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
寄
附
金
」
の
う

ち
「
控
除
額
（
千
円
）
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
１
．

０
０
０
（
た
だ
し
、
東
京
都
に
あ
つ
て
は
１
．
０
４
７
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｅ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
調
整
控
除
額
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
計
額
に
１
．
０
０
１
を
乗
じ

て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｆ
　
地
方
税
法
附
則
第
５
条
の
４
及
び
第
５
条
の
４
の
２
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
年
度
の
５
月
末
現
在
に
お

け
る
道
府
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
都
道
府
県

の
額

Ｇ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
２
０
表
の
表
側
「
令
和
３
年
度
」
の
う
ち
「
７
月
」
か
ら
「
３
月
」
ま
で
及

び
「
令
和
４
年
度
」
の
う
ち
「
計
」
、
表
頭
「
税
額
（
千
円
）
」
欄
に
係
る
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご

と
の
額
の
合
計
額
に
１
．
０
３
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
に
０
．
６
６
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

α

　
別
表
第
６
の
Ａ
欄
に
定
め
る
単
位
額
補
正
率

二
　
前
年
度
に
お
け
る
分
離
短
期
譲
渡
所
得
、
分
離
長
期
譲
渡
所
得
、
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
、
上
場

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
及
び
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
過
大
算
定

額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

235



Ｈ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５－

Ｉ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５

Ｈ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
及
び
Ｉ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｈ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
算
出
税
額
」

の
う
ち
、
「
分
離
長
期
譲
渡
所
得
分
」
の
う
ち
「
小
計
」
欄
、
「
分
離
短
期
譲
渡
所
得
分
」
の
う
ち
「
小

計
」
欄
、
「
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
分
」
欄
、
「
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
分
」
欄
、
「
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
分
」
欄
及
び
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
分
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内

の
市
町
村
ご
と
の
額
の
合
算
額

Ｉ
　
前
年
度
に
お
け
る
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
５
年
総
務
省
令
第
６

１
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
令
和
５
年
改
正
前
の
省
令
」
と
い
う
。
）

第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
算
式
の
符
号
Ｂ
の
額

４
　
法
人
税
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ａ×

α

＋
Ｂ
）×

０
．
７
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
当
該

事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
（
二
以
上
の
都
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を

有
す
る
法
人
の
当
該
都
道
府
県
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
５
７
条
及
び
第

５
８
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
課
税
標
準
額
」
と
い
う
。
）
に
同
法
第
５
１
条

第
１
項
に
規
定
す
る
標
準
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
標
準
税
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
納
付
す
べ
き
も
の
と
し
て
確
定
し

た
税
額
（
同
法
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
を
し
な
か
つ
た
場
合
又
は
不
均
一
の
課
税
を
し
た
場
合
に
お

け
る
減
収
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
定

額
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
に
係
る
還
付
す
べ
き
こ
と
が

確
定
し
た
額
で
前
年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
の
歳
出
と
し
て
還
付
す
べ
き
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額

Ｂ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の

３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
に
係
る
当
該

年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

α

　
１
．
０
１

二
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ｃ
＋
Ｄ
）×

０
．
７
５－

Ｅ

算
式
の
符
号

Ｃ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
当
該

事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か

ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割

に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｄ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の

３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
に
係
る
前
年

度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｅ
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額

三
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額

５
　
利
子
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

｛
（
Ａ×

０
．
０
５－

Ｂ
）×

１
．
４
７
１
｝×

０
．
７
５－

（
Ｃ×

１
．
５
９
２
）×

０
．
７
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
利
子
割
の
課
税
標
準
額

Ｂ
　
前
年
度
の
歳
出
予
算
か
ら
支
出
し
た
過
誤
納
に
係
る
利
子
割
の
還
付
金
の
額

Ｃ
　
前
年
度
に
お
い
て
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
２
５
年
政
令
第
２
４
５
号
）
第
９
条
の
１
５
の
規
定
に
よ

り
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
対
し
交
付
し
た
利
子
割
交
付
金
の
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

｛
（
Ｄ×

０
．
０
５－

Ｅ
）×

０
．
７
５－

Ｆ×

０
．
７
５
｝－

Ｇ

算
式
の
符
号

Ｄ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｅ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｆ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｇ
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額

三
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額

６
　
配
当
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ×

０
．
０
５－

Ｂ
）×

α

｝×

０
．
７
５－

（
Ｃ×

β

）×

０
．
７
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
配
当
割
の
課
税
標
準
額

Ｂ
　
前
年
度
の
歳
出
予
算
か
ら
支
出
し
た
過
誤
納
に
係
る
配
当
割
の
還
付
金
の
額

Ｃ
　
前
年
度
に
お
い
て
地
方
税
法
施
行
令
第
９
条
の
１
９
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村

に
対
し
交
付
し
た
配
当
割
交
付
金
の
額

α

　
１
．
２
５
７

β

　
１
．
２
４
９

７
　
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ×

０
．
０
５－

Ｂ
）×

α

｝×

０
．
７
５－

（
Ｃ×

β

）×

０
．
７
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
株
式
等
譲
渡
所
得
割
の
課
税
標
準
額

Ｂ
　
前
年
度
の
歳
出
予
算
か
ら
支
出
し
た
過
誤
納
に
係
る
株
式
等
譲
渡
所
得
割
の
還
付
金
の
額

Ｃ
　
前
年
度
に
お
い
て
地
方
税
法
施
行
令
第
９
条
の
２
３
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村

に
対
し
交
付
し
た
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
の
額

α

　
１
．
１
０
３

β

　
１
．
０
９
８

（
事
業
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
十
九
条
　
事
業
税
の
基
準
税
額
は
、
個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
（
以
下
「
個
人
事
業
税
」
と
い
う
。
）

に
係
る
基
準
税
額
及
び
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
（
以
下
「
法
人
事
業
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
基
準

税
額
の
合
算
額
と
す
る
。
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２
　
個
人
事
業
税
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
４
，
０
６
９
千
円×

（
Ａ×

Ｂ
）
＋
１
，
２
６
３
千
円×

（
Ｃ×

Ｄ
）
｝×

０
．
０
３
７
０
５

（
Ａ×

Ｂ
）
又
は
（
Ｃ×

Ｄ
）
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
に
お
い
て
同
年
度
分
の
個
人
事
業
税
の
課
税
の
基
礎
と
な
つ
た
納
税
義
務
者
数
（
地
方
税
法
第
６

条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
が
課
税
を
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
者
の
数
を
含
む
。
）
の
う
ち
所
得
税

を
課
税
さ
れ
た
も
の
の
数

Ｂ
　
別
表
第
七
の
Ａ
欄
に
定
め
る
率

Ｃ
　
Ａ
に
０
．
０
２
２
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

Ｄ
　
別
表
第
七
の
Ｂ
欄
に
定
め
る
率

３
　
法
人
事
業
税
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

｛
（
Ａ
＋
Ｂ
）×

α

＋
Ｃ×

β
－

（
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
）×

γ

＋
Ｄ
＋
Ｅ
＋
Ｆ
｝×

０
．
７
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
所
得
を
課

税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
（
二
以
上
の

都
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
の
当
該
都
道
府
県
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
に
つ
い

て
は
、
地
方
税
法
第
７
２
条
の
４
８
及
び
第
７
２
条
の
４
８
の
２
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
課
税
標
準
額
」
と
い
う
。
）
に
同
法
第
７
２
条
の
２
４
の
７
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
各
項

に
規
定
す
る
標
準
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
標
準
税
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、

前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
納
付
す
べ
き
も
の
と
し
て
確
定
し
た
税
額

（
同
法
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
を
し
な
か
つ
た
場
合
又
は
不
均
一
の
課
税
を
し
た
場
合
に
お
け
る
減

収
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
７
２
条
の
２
６
の
規
定
に
よ
り
納
付

す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
税
額
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
調
定
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
還
付

す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
額
で
前
年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
の
歳
出
と
し
て
還
付
す
べ
き
額
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額

Ｂ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
収
入
金
額

を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ

て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間

に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｃ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
付
加
価
値

額
及
び
資
本
等
の
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準

額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の

調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額

を
控
除
し
た
額

Ｄ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
所
得
を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
同

日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う

ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該

事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｅ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
収
入
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係

る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の

う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当

該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｆ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
付
加
価
値
額
及
び
資
本
等
の
金
額
を
課
税

標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税

率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら

当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し

た
額

α

　
０
．
９
０

β

　
０
．
９
４

γ

　
０
．
０
７

二
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ｇ
＋
Ｈ
＋
Ｉ
＋
Ｊ
＋
Ｋ
＋
Ｌ－

Ｍ
）×

０
．
７
５－

Ｎ

算
式
の
符
号

Ｇ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
所
得
を
課

税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得

た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お

け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｈ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
収
入
金
額

を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ

て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間

に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｉ
　
付
加
価
値
額
及
び
資
本
等
の
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
法

人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３

月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
法
人
事
業
税
額
に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額

を
控
除
し
た
額

Ｊ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
所
得
を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
同

日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う

ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該

事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｋ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
収
入
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
に
係

る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の

う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当

該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｌ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
で
付
加
価
値
額
及
び
資
本
等
の
金
額
を
課
税

標
準
と
す
る
も
の
に
係
る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税

率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら

当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
事
業
税
額
に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｍ
　
前
年
度
に
お
け
る
法
人
事
業
税
交
付
金
の
額

Ｎ
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額

三
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額

（
地
方
消
費
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
十
九
条
の
二
　
地
方
消
費
税
の
基
準
税
額
は
、
譲
渡
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び
貨
物
割
に
係
る
基
準
税
額
の
合
算

額
と
す
る
。

２
　
譲
渡
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ×

０
．
０
０
６
１
１
４
７
７
）×

０
．
７
５－

（
Ａ×

０
．
０
０
３
０
３
３
４
２
）×

０
．
７
５
＋
（
Ａ

×

０
．
０
０
７
３
３
７
７
２
）×
０
．
７
５－

（
Ａ×

０
．
０
０
３
６
６
０
１
１
）×

０
．
７
５
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算
式
の
符
号

Ａ
　
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
４
第
４
項
に
規
定
す
る
各
都
道
府
県
ご
と
の
消
費
に
相
当
す
る
額

３
　
貨
物
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ×
０
．
０
０
３
５
７
０
０
８
）×

０
．
７
５－

（
Ａ×

０
．
０
０
１
７
３
１
０
２
）×

０
．
７
５
＋
（
Ａ

×

０
．
０
０
４
２
８
４
０
９
）×

０
．
７
５－

（
Ａ×

０
．
０
０
２
０
９
０
２
６
）×

０
．
７
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
４
第
４
項
に
規
定
す
る
各
都
道
府
県
ご
と
の
消
費
に
相
当
す
る
額

（
不
動
産
取
得
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
条
　
不
動
産
取
得
税
の
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ
＋
Ｂ
）
／
２
｝×

０
．
０
２
０
９
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
々
年
度
の
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
２
６
表
（
家
屋
に
関
す
る
調
）
の
表
側
「
合
計
」
、
表
頭
「
課
税

標
準
」
の
う
ち
「
価
格
」
欄
の
額
と
第
２
８
表
（
土
地
に
関
す
る
調
）
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
課
税
標
準
額
」

欄
の
額
と
の
合
算
額
に
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
３
３
表
（
課
税
標
準
の
特
例
の
適
用
状
況
に
関
す
る
調
（
附

則
・
合
計
）
）
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
附
則
第
１
１
条
第
７
項
（
認
定
都
市
再
生
計
画
）
（
実
績
）
」
の
う
ち

「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
３
２
表
（
課
税
標
準
の
特
例
の
適
用
状
況
に
関
す
る
調
（
本

法
）
）
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
１
項
に
該
当
す
る
も
の
（
家
庭
的
保
育
事
業
）
（
実

績
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
、
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
２
項
に
該
当
す

る
も
の
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）
（
実
績
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭

「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
３
項
に
該
当
す
る
も
の
（
事
業
所
内
保
育
事
業
）
（
実
績
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」

欄
の
額
の
合
算
額
を
加
算
し
、
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
３
３
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
附
則
第
１
１
条

第
７
項
（
認
定
都
市
再
生
計
画
）
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
道
府
県
税

課
税
状
況
調
第
３
２
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
１
項
に
該
当
す
る
も
の
（
家
庭
的

保
育
事
業
）
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
、
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法

第
７
３
条
の
１
４
第
１
２
項
に
該
当
す
る
も
の
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の

う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
３
項
に
該
当
す
る
も

の
（
事
業
所
内
保
育
事
業
）
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し

た
額

Ｂ
　
前
年
度
の
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
２
６
表
（
家
屋
に
関
す
る
調
）
の
表
側
「
合
計
」
、
表
頭
「
課
税
標

準
」
の
う
ち
「
価
格
」
欄
の
額
と
第
２
８
表
（
土
地
に
関
す
る
調
）
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
課
税
標
準
額
」

欄
の
額
と
の
合
算
額
に
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
３
３
表
（
課
税
標
準
の
特
例
の
適
用
状
況
に
関
す
る
調
（
附

則
・
合
計
）
）
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
附
則
第
１
１
条
第
７
項
（
認
定
都
市
再
生
計
画
）
（
実
績
）
」
の
う
ち

「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
３
２
表
（
課
税
標
準
の
特
例
の
適
用
状
況
に
関
す
る
調
（
本

法
）
）
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
２
項
に
該
当
す
る
も
の
（
家
庭
的
保
育
事
業
）
（
実

績
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
、
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
３
項
に
該
当
す

る
も
の
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）
（
実
績
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭

「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
４
項
に
該
当
す
る
も
の
（
事
業
所
内
保
育
事
業
）
（
実
績
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」

欄
の
額
の
合
算
額
を
加
算
し
、
「
道
府
県
税
課
税
状
況
調
第
３
３
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
附
則
第
１
１
条

第
７
項
（
認
定
都
市
再
生
計
画
）
（
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
道
府
県

税
課
税
状
況
調
第
３
２
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
２
項
に
該
当
す
る
も
の
（
家
庭

的
保
育
事
業
）
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
、
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法

第
７
３
条
の
１
４
第
１
３
項
に
該
当
す
る
も
の
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の

う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
法
第
７
３
条
の
１
４
第
１
４
項
に
該
当
す
る
も

の
（
事
業
所
内
保
育
事
業
）
（
参
酌
基
準
に
よ
っ
た
場
合
）
」
の
う
ち
「
控
除
額
」
欄
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し

た
額

（
道
府
県
た
ば
こ
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
一
条
　
道
府
県
た
ば
こ
税
の
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ×

α

）×

０
．
８
０
２
５

（
Ａ×

α

）
が
５
０
０
未
満
で
あ
る
と
き
は
０
と
し
、
（
Ａ×

α

）
に
５
０
０
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
、
５
０
０
以
上
１
，
０
０
０
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
１
，
０
０
０
と
す

る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
々
年
度
の
３
月
１
日
か
ら
前
年
度
の
２
月
末
日
ま
で
の
間
の
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
地
方

税
法
第
７
４
条
の
２
第
１
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
２
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
（
喫
煙
用
の
紙
巻
た
ば
こ
以
外
の
製
造
た
ば
こ
の

本
数
に
つ
い
て
は
地
方
税
法
第
７
４
条
の
４
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
つ
て
換
算
し
た
本
数
と
し
、
当

該
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
が
５
０
０
未
満
で
あ
る
と
き
は
０
と
し
、
当
該
売
渡
し
等
に
係
る
製

造
た
ば
こ
の
本
数
に
５
０
０
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
５
０
０
以
上
１
，
０
０
０

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
１
，
０
０
０
と
す
る
。
）

α

　
別
表
第
八
に
定
め
る
率

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
二
条
　
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ×

α

）×

５
２
，
６
０
０
円

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
の
３
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
２
月
末
日
ま
で
の
施
設
ご
と
の
延
利
用
者
の
１
日
当
た
り
の
数
（
１
人

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
（
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
に

廃
止
さ
れ
た
施
設
に
係
る
延
利
用
者
の
１
日
当
た
り
の
数
を
除
く
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数

α

　
別
表
第
九
に
定
め
る
率

第
二
十
三
条
　
削
除

（
軽
油
引
取
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
三
条
の
二
　
軽
油
引
取
税
の
基
準
税
額
は
、
一
一
、
二
五
〇
円
に
、
前
年
度
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税

標
準
と
な
つ
た
数
量
（
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
別

表
第
十
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
量
（
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
都
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
基
準
税
額
は
、
当

該
額
か
ら
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
指
定
都
市
ご
と
に
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し

た
額
と
す
る
。

（
自
動
車
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
四
条
　
自
動
車
税
の
基
準
税
額
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び
種
別
割
に
係
る
基
準
税
額
の
合
算

額
と
す
る
。

２
　
環
境
性
能
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
四
四
三
六
二
五
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
都
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
基
準
税
額
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
の
指
定
都
市
ご
と
に
第
三
十
八
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の

六
第
二
項
に
係
る
額
に
限
る
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
６
１
，
３
０
０
円×

α

）×

（
Ａ×

０
．
９
８
１
）

（
６
１
，
３
０
０
円×

α

）
に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
Ａ×

０
．
９
８

１
）
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
に
お
い
て
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
課
税
の
対
象
と
な
つ
た
自
動
車
（
地
方
税
法
第
１
４
６
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
つ
て
そ
の
取
得
が
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
自
動
車
、
同
法
第
１
４
８
条
、
第
１
４
９
条
、
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第
１
５
０
条
、
第
１
５
８
条
若
し
く
は
附
則
第
１
２
条
の
２
の
１
０
の
規
定
に
よ
つ
て
そ
の
取
得
に
対
し
て
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
動
車
又
は
同
法
第
１
６
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第
１
６

５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
そ
の
取
得
に
対
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
た
自

動
車
を
除
く
。
）
の
台
数

α
　
別
表
第
１
２
（
１
）
に
定
め
る
率

３
　
種
別
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
２
６
，
１
０
０
円×

α

）×

（
Ａ×

０
．
９
１
３
）
＋
（
２
９
，
９
０
０
円×

β

）×

（
Ｂ×

０
．
９
１
３
）

＋
（
６
，
１
０
０
円×

γ

）×

（
Ｃ×

０
．
９
１
３
）
＋
（
９
，
９
０
０
円×

δ

）×

Ｄ

（
２
６
，
１
０
０
円×

α

）
、
（
２
９
，
９
０
０
円×

β

）
、
（
６
，
１
０
０
円×

γ

）
及
び
（
９
，
９
０
０
円

×
δ

）
に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
Ａ×

０
．
９
１
３
）
、
（
Ｂ×

０
．

９
１
３
）
及
び
（
Ｃ×

０
．
９
１
３
）
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
６
条
に

規
定
す
る
自
動
車
登
録
フ
ア
イ
ル
に
登
録
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
台
数
（
大
型
特
殊
自
動
車
の
台
数
、
地
方
税

法
第
１
４
８
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
又
は
自
動
車
税
の
納
税
義
務
が
免
除
さ

れ
た
自
動
車
の
台
数
、
同
フ
ア
イ
ル
に
登
録
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
台
数
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失

し
た
自
動
車
の
台
数
並
び
に
同
フ
ア
イ
ル
に
登
録
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
台
数
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法
第
１

５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
永
久
抹
消
登
録
を
す
る
場
合
、
同
法
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
移
転
登
録

及
び
同
法
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
抹
消
登
録
を
同
時
に
す
る
場
合
並
び
に
同
法
第
１
３
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
移
転
登
録
及
び
同
法
第
１
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
抹
消
仮
登
録
を
同
時
に
す

る
場
合
の
手
続
に
伴
う
地
方
税
法
第
１
７
７
条
の
１
３
の
規
定
に
よ
る
申
告
が
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
つ
て
、
そ

の
年
の
３
月
末
日
ま
で
に
申
告
の
事
由
が
生
じ
、
か
つ
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
当
該
申

告
が
さ
れ
た
自
動
車
の
台
数
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
課
税
台
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
地
方
税
法

附
則
第
１
２
条
の
３
及
び
第
１
２
条
の
４
第
３
項
に
お
け
る
税
率
の
特
例
の
対
象
と
な
る
台
数
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
グ
リ
ー
ン
化
に
係
る
台
数
」
と
い
う
。
）
並
び
に
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
第
１
３
条
第
３
項
及
び
第
１
４
条
第
６
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
所
有
す
る
も
の
の
台
数

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
所
有
台
数
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
台
数

Ｂ
　
課
税
台
数
の
う
ち
グ
リ
ー
ン
化
に
係
る
台
数
（
地
方
税
法
附
則
第
１
２
条
の
３
第
１
項
及
び
第
１
２
条
の

４
第
３
項
の
対
象
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｃ
　
課
税
台
数
の
う
ち
グ
リ
ー
ン
化
に
係
る
台
数
（
地
方
税
法
附
則
第
１
２
条
の
３
第
２
項
及
び
第
３
項
の
対

象
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｄ
　
課
税
台
数
の
う
ち
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
所
有
台
数

α

　
別
表
第
１
２
（
２
）
の
Ａ
欄
に
定
め
る
基
準
税
率
補
正
率

β

　
別
表
第
１
２
（
２
）
の
Ｂ
欄
に
定
め
る
基
準
税
率
補
正
率

γ

　
別
表
第
１
２
（
２
）
の
Ｃ
欄
に
定
め
る
基
準
税
率
補
正
率

δ

　
別
表
第
１
２
（
２
）
の
Ｄ
欄
に
定
め
る
基
準
税
率
補
正
率

（
鉱
区
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
五
条
　
鉱
区
税
の
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
に

規
定
す
る
鉱
業
原
簿
の
う
ち
試
掘
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
試
掘
権
の
鉱
区
（
地
方
税
法
第
百
七
十
九
条
の
規

定
に
よ
つ
て
鉱
区
税
を
課
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
試
掘
鉱
区
」
と
い
う
。
）
及
び
当

該
鉱
業
原
簿
の
う
ち
採
掘
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
採
掘
権
の
鉱
区
（
地
方
税
法
第
百
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

つ
て
鉱
区
税
を
課
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
採
掘
鉱
区
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次

の
表
の
鉱
区
の
種
類
ご
と
の
額
欄
に
掲
げ
る
額
に
、
同
表
の
表
示
単
位
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
よ
る
鉱
区
の

種
類
ご
と
の
数
値
（
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
る
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
乗

じ
て
得
た
額

鉱
区
の
種
類

表
示
単
位

額

砂
鉱
を
目
的
と
し
な
い
鉱

業
権
の
鉱
区

石
油
又
は
可
燃
性
天
然
ガ

ス
を
目
的
と
す
る
鉱
業

権
の
鉱
区

試
掘
鉱
区

面
積
（
百
ア
ー

ル
）

一

〇

〇

円

採
掘
鉱
区

面
積
（
百
ア
ー

ル
）

二
〇
〇

石
油
又
は
可
燃
性
天
然
ガ

ス
を
目
的
と
し
な
い
鉱

業
権
の
鉱
区

試
掘
鉱
区

面
積
（
百
ア
ー

ル
）

一
五
〇

採
掘
鉱
区

面
積
（
百
ア
ー

ル
）

三
〇
〇

砂
鉱
を
目
的
と
す
る
鉱
業

権
の
鉱
区

河
床
で
な
い
も
の

面
積
（
百
ア
ー

ル
）

一
五
〇

河
床

面
積
を
課
税
標

準

と

す

る

も
の

面
積
（
百
ア
ー

ル
）

一
五
〇

延
長
を
課
税
標

準

と

す

る

も
の

延
長
（
千
メ
ー

ト
ル
）

四
五
〇

二
　
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸

だ
な棚

の
南
部
の

共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
特
定
鉱
業
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
探
査
権

の
共
同
開
発
鉱
区
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
探
査
鉱
区
」
と
い
う
。
）
及
び
採
掘
権
の
共
同
開
発
鉱
区
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
採
掘
鉱
区
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
一
七
円
に
当
該
都
道
府
県
に
係
る
探
査
鉱
区
の

面
積
（
表
示
単
位
は
百
ア
ー
ル
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
る
。
）

を
乗
じ
て
得
た
額
と
一
〇
〇
円
に
当
該
都
道
府
県
に
係
る
採
掘
鉱
区
の
面
積
（
表
示
単
位
は
百
ア
ー
ル
と
し
、

表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

第
二
十
六
条
　
削
除

（
固
定
資
産
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
七
条
　
固
定
資
産
税
の
基
準
税
額
は
、
大
規
模
の
償
却
資
産
（
地
方
税
法
第
七
百
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
、

都
道
府
県
が
固
定
資
産
税
を
課
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
償
却
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
合
算
額
は
零
と
す
る
。

一
　
大
規
模
の
償
却
資
産
に
係
る
都
道
府
県
分
の
課
税
標
準
額
（
地
方
税
法
第
七
百
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
都
道
府
県
が
課
す
も
の
と
さ
れ
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
を
い
う
。
た
だ

し
、
当
該
償
却
資
産
の
う
ち
同
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
七
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
若
し
く
は
附
則

第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
十
四
項
、
第
二
十
一
項
、
第
二
十
三
項
、
第
二
十
五
項
、
第

二
十
八
項
、
第
三
十
二
項
若
し
く
は
第
四
十
二
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法

律
第
三
号
。
以
下
「
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第

五
項
若
し
く
は
第
六
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
令
和
二

年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条
第
八
項
、
第
十
四
項
若
し
く
は
第
十
七
項
、
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一

号
。
以
下
「
令
和
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
当
該
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
四

十
二
項
及
び
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
（
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
平
成
三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十

五
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
分
の
一
、
地
方
税
法
第
三
百
四
十
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九
条
の
三
第
二
十
七
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
十
四
項
た
だ
し

書
、
第
二
十
一
項
、
第
二
十
三
項
第
二
号
、
第
二
十
五
項
第
三
号
及
び
第
三
十
二
項
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法

等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
（
平
成
三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
並
び
に
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
八
項
（
令

和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
令
和
二
年
改
正
前
地
方
税

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
二
分
の
一
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二

十
条
第
二
項
（
平
成
三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
和

三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
令
和
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項

（
令
和
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
四
分
の
三
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
第
一

号
、
第
二
十
五
項
第
一
号
及
び
第
二
十
八
項
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
三
項
及
び

第
六
項
（
平
成
三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び

に
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
十
四
項
（
令
和
二
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第

三
十
三
項
第
一
号
ハ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
分
の
二
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五

条
第
十
四
項
本
文
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
分
の
三
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号
及
び
令
和

二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
十
七
項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
分
の
四
、
令
和
三
年
地
方
税

法
等
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
各
市
町
村
が
条
例
で

定
め
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
当
該
償
却
資
産
の
う
ち
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則

第
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
令
和
三
年
改
正
前
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
十
四

条
及
び
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
令
和
五
年
改
正

前
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
償
却
資
産
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
う
ち
地
方
税
法
第
三
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
評
価
し
、

価
格
等
を
決
定
す
る
も
の
に
係
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
大
規
模
の
償
却
資
産
に
係
る
都
道
府
県
分
の
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
第
四
百
十
条
の
規
定
に
よ
り
、

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
す
る
も
の
に
係
る
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
　
大
規
模
の
償
却
資
産
に
係
る
都
道
府
県
分
の
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
第
七
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
が
評
価
し
、
価
格
等
を
決
定
す
る
も
の
に
係
る
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

四
　
前
年
度
以
前
の
各
年
度
に
お
け
る
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
課
税
標
準
額
に
つ

い
て
総
務
大
臣
が
過
大
又
は
過
少
と
認
め
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

第
二
十
八
条
　
削
除

（
市
町
村
た
ば
こ
税
都
道
府
県
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
八
条
の
二
　
市
町
村
た
ば
こ
税
都
道
府
県
交
付
金
の
基
準
額
は
、
当
該
都
道
府
県
が
包
括
す
る
市
町
村
に
係

る
第
三
十
四
条
算
式
の
符
号
Ｃ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
八
条
の
三
　
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
四
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て
前
年
度
の

五
月
、
八
月
、
十
一
月
及
び
二
月
に
譲
与
さ
れ
た
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
〇
・
九
〇
〇
を
乗
じ

て
得
た
額
に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
九
条
　
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の
六

月
、
十
一
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
額
の
う
ち
同
法
第
二
条
に
係
る
額
（
地
方
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
道
路
譲
与
税

法
（
以
下
「
改
正
前
の
地
方
道
路
譲
与
税
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月

及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
地
方
道
路
譲
与
税
の
額
の
う
ち
改
正
前
の
地
方
道
路
譲
与
税
法
第
二
条
に
係
る
額
を
含

む
。
）
の
合
算
額
に
〇
・
九
八
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
石
油
ガ
ス
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
九
条
の
二
　
石
油
ガ
ス
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
七

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
石

油
ガ
ス
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
一
・
〇
六
四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
九
条
の
二
の
二
　
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

九
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
自
動
車
重
量
譲
与
税
を
譲
与
さ
れ
る
べ
き
都
道
府
県
に
つ
い
て
、
同
法
第
三

条
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に

〇
・
九
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
九
条
の
三
　
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て

航
空
機
燃
料
譲
与
税
を
譲
与
さ
れ
る
べ
き
空
港
関
係
都
道
府
県
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
前
年
度

の
九
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
一
・
一
一
四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

（
森
林
環
境
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
九
条
の
四
　
森
林
環
境
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
森
林
環
境
税
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
森
林
環
境

譲
与
税
を
譲
与
さ
れ
る
べ
き
都
道
府
県
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
の
九
月
及
び
三
月
に

譲
与
さ
れ
た
森
林
環
境
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
一
・
〇
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
都
道
府
県
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
条
　
都
道
府
県
交
付
金
の
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す

る
。

一
　
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
交
付
金
法
」
と
い
う
。
）

第
五
条
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
大
規
模
の
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長

が
交
付
金
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
交
付
金
法
第
七
条
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
つ
て
通
知
（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
通
知
を
除
く
。
）
し
た
価
格
を
基
礎
と
し
て
、
交
付
金
法
の

規
定
（
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
除
く
も
の
と
し
、
交
付
金
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
は
指
定
都
市
と
み
な
す
。
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
年
度
の
当
該
都
道
府
県
の

交
付
金
算
定
標
準
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
前
号
に
規
定
す
る
交
付
金
算
定
標
準
額
に
つ
い
て
、
同
号

に
規
定
す
る
日
以
後
に
お
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
る
価
格
の
通
知
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

総
務
大
臣
が
過
大
又
は
過
少
と
認
め
た
額
に
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

第
二
節
　
市
町
村
分

（
市
町
村
民
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
一
条
　
市
町
村
民
税
の
基
準
税
額
は
、
均
等
割
に
係
る
基
準
税
額
、
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び
法
人
税

割
に
係
る
基
準
税
額
の
合
算
額
と
す
る
。

２
　
均
等
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
地
方
税
法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
も
の

市
町
村
の
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
一
表
の
「
個
人
均
等
割
」
の
う
ち
「
納
税
義
務
者
数
」
の
「
計
」
欄
の
数

に
二
、
五
八
八
円
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
地
方
税
法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
も
の

市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
一
表
の
「
法
人
均
等
割
納
税
義
務
者
数
」
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区

分
に
応
じ
た
各
欄
の
数
を
下
欄
に
掲
げ
る
単
位
額
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

法
人
等
の
区
分

単
位
額
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資
本
金
等
の
金
額
が
五
十
億
円
を
超
え
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
十
人

を
超
え
る
も
の

二
、
二
五
〇
、
〇

〇
〇
円

資
本
金
等
の
金
額
が
十
億
円
を
超
え
五
十
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の

合
計
数
が
五
十
人
を
超
え
る
も
の

一
、
三
一
二
、
五

〇
〇

資
本
金
等
の
金
額
が
十
億
円
を
超
え
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
十
人
以

下
で
あ
る
も
の

三
〇
七
、
五
〇
〇

資
本
金
等
の
金
額
が
一
億
円
を
超
え
十
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の
合

計
数
が
五
十
人
を
超
え
る
も
の

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

資
本
金
等
の
金
額
が
一
億
円
を
超
え
十
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の
合

計
数
が
五
十
人
以
下
で
あ
る
も
の

一
二
〇
、
〇
〇
〇

資
本
金
等
の
金
額
が
一
千
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の

合
計
数
が
五
十
人
を
超
え
る
も
の

一
一
二
、
五
〇
〇

資
本
金
等
の
金
額
が
一
千
万
円
を
超
え
一
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の

合
計
数
が
五
十
人
以
下
で
あ
る
も
の

九
七
、
五
〇
〇

資
本
金
等
の
金
額
が
一
千
万
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
、
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
十

人
を
超
え
る
も
の

九
〇
、
〇
〇
〇

（
Ａ
）
か
ら
（
Ｈ
）
ま
で
の
法
人
等
以
外
の
法
人
等
を
い
う
も
の
及
び
法
人
で
な
い
社

団
等

三
七
、
五
〇
〇

３
　
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
市
町
村
の
当
該
年
度
に
係
る
基
準
税
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

［
｛
（
（
１
４
５
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
）
＋
Ｂ－

Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×
０
．
９
８
６－

Ｆ
＋
Ｇ
］×

０
．
７
５

１
４
５
，
４
０
０
円×

α

に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
１
４
５
，
４

０
０
円×

α

）×

Ａ
及
び
｛
（
（
１
４
５
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
）
＋
Ｂ－
Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×

０
．
９
８

６
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
「
合
計
」
の
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」

の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
数
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ａ
／
ｂ

算
式
の
符
号

ａ
　
当
該
市
町
村
の
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
の
２
０
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

ｂ
　
当
該
市
町
村
の
前
年
の
１
月
１
日
現
在
の
２
０
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

Ｂ
　
分
離
長
期
譲
渡
所
得
、
分
離
短
期
譲
渡
所
得
、
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
及
び
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
当
該
年
度
の
当

初
調
定
に
係
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
市
町
村
の
額

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

算
式

（
ｃ
＋
ｄ
＋
ｅ
＋
ｆ
）×

１
．
０
２
１

算
式
の
符
号

ｃ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
配
当
控
除
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｄ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
外
国
税
額
控
除
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｅ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
配
当
割
額
の

控
除
額
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｆ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
株
式
等
譲
渡

所
得
割
額
の
控
除
額
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

Ｄ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
寄
附
金
税
額
控
除
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額
か
ら
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
４
２
表
の
表
側

「
市
町
村
民
税
」
、
表
頭
「
条
例
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
寄
附
金
」
の
う
ち
「
控
除
額
（
千
円
）
」
欄
の

当
該
市
町
村
の
額
を
控
除
し
た
額
に
１
．
０
０
０
（
た
だ
し
、
特
別
区
に
あ
つ
て
は
１
．
０
４
３
）
を
乗

じ
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｅ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
調
整
控
除
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額
に
１
．
０
０
３
を
乗
じ
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｆ
　
地
方
税
法
附
則
第
５
条
の
４
及
び
第
５
条
の
４
の
２
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
年
度
の
５
月
末
現
在
に
お

け
る
市
町
村
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
市
町
村
の
額

Ｇ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
２
０
表
の
表
側
「
令
和
３
年
度
」
の
う
ち
「
７
月
」
か
ら
「
３
月
」
ま
で
及

び
「
令
和
４
年
度
」
の
う
ち
「
計
」
、
表
頭
「
税
額
（
千
円
）
」
欄
に
係
る
当
該
市
町
村
の
額
に
１
．
０
３

７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）

算
式

（
ｇ
／
ｈ
）
／
１
４
４
，
０
８
０

算
式
の
符
号

ｇ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
「
合
計
」
の
表
頭
「
総
所
得
金
額
、
山

林
所
得
金
額
及
び
退
職
所
得
金
額
分
（
超
過
税
率
課
税
分
を
含
む
）
」
欄
の
う
ち
、
「
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
標

準
税
率
で
算
出
し
た
も
の
（
超
過
税
率
課
税
分
等
を
除
い
た
額
）
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｈ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
「
合
計
」
の
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」

の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
数

二
　
前
年
度
に
お
け
る
分
離
長
期
譲
渡
所
得
、
分
離
短
期
譲
渡
所
得
、
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
、
上
場

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
及
び
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
過

大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ｈ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５－

Ｉ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
）
＋
Ｊ

Ｈ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
、
Ｉ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
及
び
Ｊ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｈ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
算
出
税
額
」

の
う
ち
、
「
分
離
長
期
譲
渡
所
得
分
」
の
う
ち
「
小
計
」
欄
、
「
分
離
短
期
譲
渡
所
得
分
」
の
う
ち
「
小

計
」
欄
、
「
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
分
」
欄
、
「
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
分
」
欄
、
「
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
分
」
欄
及
び
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
分
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

Ｉ
　
令
和
５
年
改
正
前
の
省
令
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
算
式
の
符
号
Ｂ
の
額

Ｊ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
。
た
だ
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
零
と
す
る
。

算
式

（
ｉ×

０
．
９
８
６×
０
．
７
５－

ｊ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
）×

２
／
８×

２
５
／
７
５

ｉ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
、
ｊ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
、
（
ｉ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５－

ｊ

×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５
）×

２
／
８
及
び
（
ｉ×

０
．
９
８
６×

０
．
７
５－

ｊ×

０
．
９
８
６×
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０
．
７
５
）×

２
／
８×

２
５
／
７
５
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。

算
式
の
符
号

ｉ
　
符
号
Ｈ
に
同
じ
。

ｊ
　
符
号
Ｉ
に
同
じ
。

三
　
前
年
度
に
お
け
る
前
二
号
の
合
算
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額

４
　
法
人
税
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ａ×

α

＋
Ｂ
）×

０
．
７
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
当
該

事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
（
二
以
上
の
市
町
村
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有

す
る
法
人
の
当
該
市
町
村
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
３
２
１
条
の
１
３
及

び
第
３
２
１
条
の
１
４
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
課
税
標
準
額
」
と
い
う
。
）
に

同
法
第
３
１
４
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
標
準
税
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
標
準
税
率
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
の
間
の
納
付
す
べ
き

も
の
と
し
て
確
定
し
た
税
額
（
同
法
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
を
し
な
か
つ
た
場
合
又
は
不
均
一
の
課

税
を
し
た
場
合
に
お
け
る
減
収
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
調
定
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
に
係
る
還

付
す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
額
で
そ
の
年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
の
歳
出
と
し
て
還
付
す
べ
き
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
年
度
の
歳
出
還
付
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額

Ｂ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の

３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
に
係
る
当
該

年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

α

　
０
．
９
７

二
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ｃ
＋
Ｄ
）×

０
．
７
５－

Ｅ

算
式
の
符
号

Ｃ
　
前
年
の
２
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の
１
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
当
該

事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か

ら
そ
の
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割

に
係
る
前
年
度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｄ
　
前
年
の
１
月
３
１
日
以
前
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
法
人
に
係
る
同
日
以
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
額
に
標
準
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
う
ち
、
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
そ
の
年
の

３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
調
定
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
当
該
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
に
係
る
前
年

度
の
歳
出
還
付
額
を
控
除
し
た
額

Ｅ
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額

三
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額

（
固
定
資
産
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
二
条
　
固
定
資
産
税
の
基
準
税
額
は
、
土
地
に
係
る
基
準
税
額
、
家
屋
に
係
る
基
準
税
額
及
び
償
却
資
産
に

係
る
基
準
税
額
の
合
算
額
と
す
る
。

２
　
土
地
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

［
｛
（
Ａ１×

Ｂ１
）
＋
（
Ａ２×

Ｂ２
）
＋
（
Ａ３×

Ｂ３
）
＋
（
Ａ４×

Ｂ４
）
＋
（
Ａ５×

Ｂ５
）－

Ｃ
｝×

０
．
０
１
４－

Ｄ－

（
Ｅ－

Ｆ
＋
Ｇ
＋
Ｈ
）
］×

０
．
７
３
９
５

算
式
の
符
号

Ａ１
　
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
（
前
年
度
の
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
土
地
課
税
台
帳
及
び
土

地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
土
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
一

般
田
（
地
方
税
法
第
３
８
８
条
第
１
項
に
基
づ
く
固
定
資
産
評
価
基
準
（
以
下
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
と
い

う
。
）
第
１
章
第
２
節
一
た
だ
し
書
又
は
同
章
第
２
節
の
２
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
田
以
外
の
田
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
地
積
（
地
方
税
法
第
３
４
８
条
又
は
附
則
第
５
５
条
第
２
項
の
規
定
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

Ａ２
　
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
の
う
ち
一
般
畑
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
２
節
一
た
だ

し
書
又
は
同
章
第
２
節
の
２
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
畑
以
外
の
畑
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
総
地
積
（
地
方
税
法
第
３
４
８
条
又
は
附
則
第
５
５
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

Ａ３
　
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
の
う
ち
宅
地
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
３
節
四
及
び
五

の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
宅
地
を
除
く
（
た
だ
し
、
同
規
定
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
宅
地
に
つ
い

て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。
）
の
総
地
積
（
地
方
税
法
第
３
４
８
条
又
は
附
則
第
５
５
条
第
２
項
の
規
定
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

Ａ４
　
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
の
う
ち
一
般
山
林
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
７
節
一
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
山
林
以
外
の
山
林
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
地
積
（
地

方
税
法
第
３
４
８
条
又
は
附
則
第
５
５
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

Ａ５
　
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地
の
う
ち
そ
の
他
の
土
地
（
一
般
田
、
一
般
畑
、
宅
地
及
び
一
般

山
林
以
外
の
土
地
を
い
う
。
）
の
総
地
積
（
地
方
税
法
第
３
４
８
条
又
は
附
則
第
５
５
条
第
２
項
の
規
定
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

Ｂ１
　
地
方
税
法
第
４
２
２
条
の
概
要
調
書
に
よ
る
市
町
村
ご
と
の
一
般
田
の
当
該
年
度
の
単
位
当
た
り
平
均

価
格

Ｂ２
　
地
方
税
法
第
４
２
２
条
の
概
要
調
書
に
よ
る
市
町
村
ご
と
の
一
般
畑
の
当
該
年
度
の
単
位
当
た
り
平
均

価
格

Ｂ３
　
地
方
税
法
第
４
２
２
条
の
概
要
調
書
に
よ
る
市
町
村
ご
と
の
宅
地
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
３
節

四
及
び
五
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
宅
地
を
除
く
（
た
だ
し
、
同
規
定
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
宅

地
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。
）
の
当
該
年
度
の
単
位
当
た
り
平
均
価
格

Ｂ４
　
地
方
税
法
第
４
２
２
条
の
概
要
調
書
に
よ
る
市
町
村
ご
と
の
一
般
山
林
の
当
該
年
度
の
単
位
当
た
り
平
均

価
格

Ｂ５
　
地
方
税
法
第
４
２
２
条
の
概
要
調
書
に
よ
る
市
町
村
ご
と
の
そ
の
他
の
土
地
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１

章
第
３
節
四
及
び
五
の
規
定
に
よ
り
評
価
し
た
宅
地
を
含
む
（
た
だ
し
、
同
規
定
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
評

価
し
た
宅
地
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。
）
の
当
該
年
度
の
単
位
当
た
り
平
均
価
格

Ｃ
　
地
方
税
法
第
３
５
１
条
の
規
定
に
該
当
す
る
法
定
免
税
点
未
満
の
も
の
の
額
、
同
法
第
３
４
９
条
の
３
第

９
項
、
第
１
１
項
、
第
１
８
項
、
第
２
１
項
、
第
２
２
項
、
第
２
５
項
、
第
３
０
項
及
び
第
３
３
項
、
第
３
４

９
条
の
３
の
２
、
第
３
４
９
条
の
３
の
３
、
附
則
第
１
５
条
第
９
項
、
第
１
６
項
、
第
１
９
項
、
第
３
１
項
か

ら
第
３
５
項
ま
で
、
第
３
８
項
、
第
３
９
項
及
び
第
４
３
項
、
第
１
５
条
の
２
第
２
項
、
第
１
５
条
の
３
第
１
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項
、
第
１
６
条
の
２
第
１
項
、
第
２
項
、
第
６
項
及
び
第
７
項
、
第
１
６
条
の
３
第
１
項
、
第
２
項
、
第
６
項

及
び
第
７
項
、
第
１
６
条
の
４
第
１
項
、
第
２
項
、
第
６
項
及
び
第
７
項
、
第
２
９
条
の
７
第
２
項
並
び
に
第

５
６
条
第
１
項
、
第
１
０
項
及
び
第
１
３
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１
０
年
法
律
第

２
７
号
）
附
則
第
６
条
第
９
項
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１
１
年
法
律
第
１
５
号
）
附
則

第
８
条
第
８
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１
８
年
法
律
第
７
号
）
附
則
第
１
３
条
第
９

項
並
び
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
６
年
法
律
第
４
号
。
以
下
「
平
成
２
６
年
地
方
税

法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
１
２
条
第
８
項
の
規
定
に
該
当
す
る
課
税
標
準
の
特
例
に
よ
る
減
少
額
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
並
び
に
地
方
税
法
附
則
第
１
８
条
、
第
１
９
条
、
第
１
９
条
の
３
及
び
第
１
９

条
の
４
の
規
定
に
基
づ
く
特
例
に
よ
る
課
税
標
準
の
減
少
額
（
た
だ
し
、
同
法
附
則
第
１
５
条
第
３
２
項
、
第

３
３
項
、
第
３
８
項
及
び
第
４
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
課
税
標
準
の
特
例
に
よ
る
減
少
額
に
あ
つ
て
は
、
当

該
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
乗
じ
る
割
合
を
、
同
条
第
３
２
項
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
２
分
の
１
、
同
条
第
３
３
項
及
び
第
３
８
項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
３
分
の
２
、
同
条
第
４
３

項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
４
分
の
３
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

Ｄ
　
地
方
税
法
附
則
第
２
９
条
の
５
第
１
項
、
第
３
項
、
第
７
項
及
び
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
お
い

て
徴
収
を
免
除
、
又
は
猶
予
し
た
額

Ｅ
　
地
方
税
法
附
則
第
２
９
条
の
５
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
中
に
徴
収
猶
予
を
取
り
消
し
た
税
額

Ｆ
　
地
方
税
法
附
則
第
２
９
条
の
５
第
１
１
項
及
び
第
１
２
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
中
に
還
付
す
べ
き
こ
が

確
定
し
た
税
額

Ｇ
　
地
方
税
法
附
則
第
２
９
条
の
５
第
１
６
項
及
び
第
１
７
項
並
び
に
第
５
５
条
第
４
項
、
第
６
項
及
び
第
８

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
に
お
い
て
減
額
し
た
税
額

３
　
家
屋
に
係
る
基
準
税
額
は
、
地
方
税
法
第
四
百
二
十
二
条
の
概
要
調
書
に
よ
る
市
町
村
ご
と
の
木
造
、
非
木
造

別
の
家
屋
の
当
該
年
度
の
単
位
当
た
り
平
均
価
格
に
、
前
年
度
の
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
家
屋
課
税
台
帳
及
び

家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
家
屋
の
床
面
積
の
木
造
、
非
木
造
別
の
合
計
面
積
（
同
法
第

三
百
四
十
八
条
及
び
附
則
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た

額
か
ら
当
該
年
度
分
の
同
法
第
三
百
五
十
一
条
の
規
定
に
該
当
す
る
法
定
免
税
点
未
満
の
も
の
（
令
和
三
年
改
正

前
地
方
税
法
附
則
第
六
十
四
条
及
び
令
和
五
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
法
定

免
税
点
未
満
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
並
び
に
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま

で
、
第
十
五
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
、
第
二
十
項
、
第
二
十
二
項
、
第
二
十
三
項
、
第
二
十
五
項
、
第
二
十
七
項

か
ら
第
三
十
項
ま
で
、
第
三
十
二
項
及
び
第
三
十
三
項
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
一
項
、
第
九
項
、
第
十
三
項
か

ら
第
十
七
項
ま
で
、
第
十
九
項
、
第
二
十
項
、
第
二
十
二
項
、
第
二
十
四
項
、
第
二
十
七
項
、
第
三
十
二
項
及
び

第
三
十
九
項
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
の
三
第
一
項
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
附
則
第
八
条
第
三
項
、
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及

び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
十

項
、
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
号
）

附
則
第
八
条
第
三
項
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項

及
び
第
五
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
五
項
及

び
第
九
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
八
条
第
八
項
、
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
号
）
附
則
第
十
一
条
第
九
項
及
び
第
十
一
項
、
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
七
条
第
九
項
及
び
第
十
項
、
地
方
税
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
十
条
第
四
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
二
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
十
一
条
第
十
九
項
及
び
第
二
十
項
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情

勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八

十
三
号
）
附
則
第
七
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
二
十
五
項
、
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則

第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
十
七
項
、
平
成
三
十
年

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
四
項
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

二
号
）
附
則
第
十
六
条
第
二
項
、
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
七
項
、
第
十
一
項
、
第
十
三

項
及
び
第
十
七
項
、
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
五
項
並
び
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
。
以
下
「
令
和
五
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
第

四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
課
税
標
準
等
の
特
例
に
よ
る
減
少
額
（
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
七
項

か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
、
第
二
十
二
項
及
び
第
三
十
二
項
、
平
成
三
十
年
地
方

税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
四
項
並
び
に
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
十
七
項
の
規
定

に
該
当
す
る
課
税
標
準
の
特
例
に
よ
る
減
少
額
に
あ
つ
て
は
、
当
該
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
に
乗
じ
る
割
合
を
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
本
文
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
分
の

三
、
同
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
七
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
た
だ
し

書
、
第
二
十
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
三
十
二
項
並
び
に
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二

十
条
第
四
項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
分
の
一
、
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
十
七
項
に

係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
分
の
四
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三

分
の
二
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
控
除
し
た
額
に
〇
・
〇
一
四
を
乗

じ
て
得
た
額
か
ら
、
地
方
税
法
第
三
百
五
十
二
条
の
三
第
一
項
並
び
に
附
則
第
十
五
条
の
六
、
第
十
五
条
の
七
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
の
八
、
第
十
五
条
の
九
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第

十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
の
九
の
三
第
一
項
、
第
十
五
条
の
十
第
一
項
、
第

十
五
条
の
十
一
第
一
項
、
第
十
六
条
の
二
第
十
項
、
第
十
六
条
の
三
第
十
項
、
第
五
十
五
条
第
四
項
、
第
六
項
及

び
第
八
項
並
び
に
第
五
十
六
条
第
十
一
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十

条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
減
額
さ
れ
た
額
（
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
の
八
第

二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
か
ら
減
額
さ
れ
た
額
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
条

例
で
定
め
る
割
合
を
三
分
の
二
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
）
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
控
除
し
た

額
に
〇
・
七
三
八
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４
　
償
却
資
産
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
地
方
税
法
第
三
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
評
価
し
、
価
格
等
を
決
定

す
る
償
却
資
産
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
市
町
村
分
の
課
税
標
準
額
（
当
該
償
却
資
産
の
う
ち
同

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
七
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
若
し
く
は
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
若
し

く
は
第
五
号
、
第
十
四
項
、
第
二
十
一
項
、
第
二
十
三
項
、
第
二
十
五
項
、
第
二
十
八
項
、
第
三
十
二
項
若
し

く
は
第
四
十
二
項
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
、

令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
八
項
、
第
十
四
項
若
し
く
は
第
十
七
項
、
令
和
三
年
地
方
税

法
等
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
令
和
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第

四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
、

地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
及
び
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
（
平
成

三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

三
分
の
一
、
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
七
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第

二
項
第
一
号
、
第
十
四
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
一
項
、
第
二
十
三
項
第
二
号
、
第
二
十
五
項
第
三
号
及
び
第
三

十
二
項
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
（
平
成
三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第

十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
項
及
び
第
六
項
（
平
成
三
十
年
改
正
前
地

方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法

附
則
第
十
四
条
第
八
項
（
令
和
二
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
分
の
一
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
、
平
成

三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
（
平
成
三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項

第
七
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
令
和
四
年
地
方

税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
（
令
和
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
四
分
の
三
、
地
方

税
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
第
一
号
、
第
二
十
五
項
第
一
号
及
び
第
二
十
八
項
、
平
成
三
十
年
地
方
税
法

等
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
六
項
（
平
成
三
十
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項

第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
十
四
項
（
令
和
二

年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
第
一
号
ハ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
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は
三
分
の
二
、
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
本
文
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
五
分
の
三
、
地
方
税
法
附

則
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号
及
び
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
十
七
項
に
係
る
も
の
に
あ

つ
て
は
五
分
の
四
、
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
法
律
の

範
囲
内
に
お
い
て
各
市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
当
該
償
却
資
産
の
う

ち
令
和
三
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
六
十
四
条
及
び
令
和
五
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
六
十
四
条
に
規
定

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
償
却
資
産
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地
方
税
法
第
三
百
五
十
一
条
本
文
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
（
令
和
三
年
改
正
前

地
方
税
法
附
則
第
六
十
四
条
及
び
令
和
五
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
地
方

税
法
第
三
百
五
十
一
条
本
文
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

償
却
資
産
に
係
る
額
及
び
大
規
模
の
償
却
資
産
に
係
る
都
道
府
県
分
の
課
税
標
準
額
の
う
ち
当
該
償
却
資
産
に

係
る
額
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ

て
得
た
額

二
　
地
方
税
法
第
七
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
評
価
し
、
価
格
等
を
決
定
す
る
償
却
資
産

に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
市
町
村
分
の
課
税
標
準
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

三
　
地
方
税
法
第
四
百
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
す
る
償
却
資
産
に
係
る
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
市
町
村
分
の
課
税
標
準
額
に
〇
・
〇
一
〇
三
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額

四
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
各
号
に
掲
げ
る
市
町
村
分
の
課
税
標
準
額
に
つ
い

て
総
務
大
臣
が
過
大
又
は
過
少
と
認
め
た
額
に
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
〇
一
〇

五
を
、
前
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
・
〇
一
〇
三
九
五
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

（
軽
自
動
車
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
三
条
　
軽
自
動
車
税
の
基
準
税
額
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び
種
別
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び

種
別
割
に
係
る
基
準
税
額
の
合
算
額
と
す
る
。

２
　
環
境
性
能
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

Ａ×

｛
（
Ｂ
／
Ａ
）
／α

｝×
β

×

０
．
７
５

Ｂ
／
Ａ
に
円
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
Ｂ
／
Ａ
）
／α

に
小
数
点
以

下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
｛
（
Ｂ
／
Ａ
）
／α

｝×
β

に
円
単
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
Ａ×

｛
（
Ｂ
／
Ａ
）
／α

｝×
β

に
千
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
中
に
地
方
税
法
附
則
第
２
９
条
の
１
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
払
い
込
ま
れ
た
軽
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
額
に
係
る
台
数

Ｂ
　
前
年
度
中
に
地
方
税
法
附
則
第
２
９
条
の
１
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
払
い
込
ま
れ
た
軽
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

α

　
２
０
，
９
２
２

β

　
１
９
，
７
４
１

３
　
種
別
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
下
欄
の
額
に
、
軽
自
動
車
等
（
地
方
税
法
第
四
百
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る

も
の
を
い
い
、
同
法
第
四
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
当
該
年
度
の
四
月
一
日

現
在
の
台
数
（
次
の
各
号
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
等
の
台
数
を
除
く
。
）
を
同
表
の
上
欄
の
区
分
に
従
い
区
分

し
、
当
該
区
分
し
た
台
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
に
〇
・
九
七
二
を
乗
じ
て
得
た
額

区
分

額

原

動機付

イ
　
総
排
気
量
が
〇
・
〇
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
定
格
出
力
が
〇
・
六
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
下
の
も
の
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
、
五

〇

〇

円

自転車

ロ
　
二
輪
の
も
の
で
、
総
排
気
量
が
〇
・
〇
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
〇
・
〇
九
リ
ッ
ト
ル

以
下
の
も
の
又
は
定
格
出
力
が
〇
・
六
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
〇
・
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
の
も
の

一
、
五

〇
〇

ハ
　
二
輪
の
も
の
で
、
総
排
気
量
が
〇
・
〇
九
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
定
格
出

力
が
〇
・
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

一
、
八

〇
〇

ニ
　
三
輪
以
上
の
も
の
（
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三

号
）
第
十
五
条
の
十
五
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
総
排
気
量
が
〇
・
〇
二
リ

ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
定
格
出
力
が
〇
・
二
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

二
、
七

七
五

軽

自動車

二
輪
の
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
。
）

二
、
七

〇
〇

三
輪
の
も
の

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に

初
め
て
車
両
番
号
の
指

定
を
受
け
た
も
の

二
、
三

二
五

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

以
後
に
初
め
て
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
も

の

二
、
九

二
五

四
輪
以
上
の
も

の

乗
用

営
業
用

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に

初
め
て
車
両
番
号
の
指

定
を
受
け
た
も
の

四
、
一

二
五

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

以
後
に
初
め
て
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
も

の

五
、
一

七
五

自
家
用

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に

初
め
て
車
両
番
号
の
指

定
を
受
け
た
も
の

五
、
四

〇
〇

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

以
後
に
初
め
て
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
も

の

八
、
一

〇
〇

貨
物
用

営
業
用

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に

初
め
て
車
両
番
号
の
指

定
を
受
け
た
も
の

二
、
二

五
〇

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

以
後
に
初
め
て
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
も

の

二
、
八

五
〇

自
家
用

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に

初
め
て
車
両
番
号
の
指

定
を
受
け
た
も
の

三
、
〇

〇
〇
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平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

以
後
に
初
め
て
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
も

の

三
、
七

五
〇

専
ら
雪
上
を
走
行
す
る
も
の

二
、
六

二
五

小
型
特
殊
自
動
車

農
耕
作
業
用
自
動
車

一
、
七

二
五

そ
の
他
の
も
の

四
、
四

二
五

二
輪
の
小
型
自
動
車

四
、
五

〇
〇

二
　
地
方
税
法
附
則
第
三
十
条
に
お
け
る
税
率
の
特
例
の
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ

つ
て
算
定
し
た
額

算
式

［
｛
（
７
，
８
０
０
円×

α

）×

Ａ
｝
＋
｛
（
２
，
０
０
０
円×

β

）×

Ｂ
｝
］×

０
．
９
７
２

た
だ
し
、
（
７
，
８
０
０
円×

α

）
及
び
（
２
，
０
０
０
円×

β

）
に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
７
，
８
０
０
円×

α

）×

Ａ
及
び
（
２
，
０
０
０
円×

β

）×

Ｂ
に
千
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
軽
自
動
車
等
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
の
当
該
年
度
の
４

月
１
日
現
在
の
台
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
重
課
に
係
る
台
数
」
と
い
う
。
）

Ｂ
　
軽
自
動
車
等
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の

の
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
の
台
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
軽
課
に
係
る
台
数
」
と
い
う
。
）

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
市
町
村
ご
と
の
基
準
税
率
補
正
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

（
ｂ
／
ａ
）×

（
１
／
７
，
８
０
０
）

た
だ
し
、
ｂ
／
ａ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
重
課
に
係
る
台
数

ｂ
　
地
方
税
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
４
６
３
条
の
１
５
第
１
項

第
２
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
標
準
税
率
に
０
．
７
５
を
乗
じ
た
額
に
、
税
率
区
分
ご
と
の
重
課
に
係
る

台
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

の
合
算
額

β

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
市
町
村
ご
と
の
基
準
税
率
補
正
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

（
ｄ
／
ｃ
）×

（
１
／
１
，
９
７
１
）

た
だ
し
、
ｄ
／
ｃ
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｃ
　
軽
課
に
係
る
台
数

ｄ
　
地
方
税
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
４
６
３

条
の
１
５
第
１
項
第
２
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
標
準
税
率
に
０
．
７
５
を
乗
じ
た
額
に
、
税
率
区
分
ご

と
の
軽
課
に
係
る
台
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
算
額

三
　
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
下
欄
の
額
に
、
地
位
協
定
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
の
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
の
台
数
を
同
表
の
上
欄
の
区
分

に
従
い
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
台
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

区
分

額

原
動
機
付
自
転
車

三
七
五
円

軽
自
動
車

二
輪
の
も
の
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
。
）
及
び
三
輪
の
も
の

七
五
〇

四
輪
以
上
の
も
の

二
、
二
五
〇

二
輪
の
小
型
自
動
車

七
五
〇

（
市
町
村
た
ば
こ
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
四
条
　
市
町
村
た
ば
こ
税
の
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額

が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
額
は
零
と
す
る
。

算
式

（
Ａ×

Ｂ
）×

４
．
９
１
４
０－

Ｃ

（
Ａ×

Ｂ
）
が
５
０
０
未
満
で
あ
る
と
き
は
０
と
し
、
（
Ａ×

Ｂ
）
に
５
０
０
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
、
５
０
０
以
上
１
，
０
０
０
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
１
，
０
０
０
と
す

る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
々
年
度
の
３
月
１
日
か
ら
前
年
度
の
２
月
末
日
ま
で
の
間
の
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
地
方
税

法
第
４
６
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
売
渡
し
又
は
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数
（
喫
煙
用
の
紙
巻
た
ば
こ
以

外
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
４
６
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
つ
て
換
算
し
た

本
数
と
し
、
当
該
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
が
５
０
０
未
満
で
あ
る
と
き
は
０
と
し
、
当
該
売
渡

し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
５
０
０
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
、
５
０
０
以

上
１
，
０
０
０
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
１
，
０
０
０
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
市
町
村
ご
と
の
乗
率
（
算
定
の
過
程
及
び
当
該
乗
率
に
小
数
点
以
下
４
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

算
式

は
ｂ
が
０
で
あ
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
符
号
Ａ
に
同
じ
。

ｂ
　
当
該
年
度
の
前
４
年
度
の
３
月
１
日
か
ら
前
３
年
度
の
２
月
末
日
ま
で
の
間
の
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に

お
い
て
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
ｃ×

ｄ－

ｅ
）×
０
．
７
５

（
ｃ×

ｄ－

ｅ
）×

０
．
７
５
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
、
ｃ×

ｄ－

ｅ
が

負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号
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ｃ
　
前
々
年
度
の
３
月
１
日
か
ら
前
年
度
の
２
月
末
日
ま
で
の
間
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
売
渡
し

等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数

ｄ
　
地
方
税
法
第
４
６
８
条
に
定
め
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
税
率

ｅ
　
前
３
年
度
の
全
国
の
た
ば
こ
税
の
額
の
合
計
額
に
当
該
市
町
村
の
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
（
地
方
税
法
第

４
８
５
条
の
１
３
に
規
定
す
る
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
２
．
０
０
を
乗
じ
て
得
た

数
を
全
国
の
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
る
。
）

（
鉱
産
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
五
条
　
鉱
産
税
の
基
準
税
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

Ａ×

０
．
０
０
７
５
＋
Ｂ×

０
．
０
０
５
２
５

Ａ×

０
．
０
０
７
５
及
び
Ｂ×

０
．
０
０
５
２
５
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
に
お
い
て
鉱
産
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
額
（
同
年
度
中
に
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
若
し
く
は

決
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
告
書
の
提
出
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る

終
の
申
告
書

の
提
出
等
に
係
る
課
税
標
準
額
（
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
閉
鎖
し
て
い
る
作
業
場
に
係
る
も
の

と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
前
々
年
度
以
前

の
年
度
に
お
い
て
申
告
書
の
提
出
等
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
前
年
度
中
に
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当

該
前
々
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
鉱
産
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
地
方
税
法
第
５

２
０
条
第
１
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
額

Ｂ
　
前
年
度
に
お
い
て
鉱
産
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
額
か
ら
前
々
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
申
告
書
の
提

出
等
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
前
年
度
中
に
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
前
々
年
度
以
前
の
年
度
に
お

い
て
鉱
産
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
額
を
控
除
し
た
額
の
う
ち
地
方
税
法
第
５
２
０
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
額

（
特
別
土
地
保
有
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
六
条
　
特
別
土
地
保
有
税
の
基
準
税
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算
額
は
零
と
す
る
。

一
　
土
地
に
対
し
て
課
す
る
分

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
。

算
式

〔
｛
（
Ａ－

Ｃ
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）－

（
Ｂ－

Ｄ
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）
｝－
Ｅ－

（
Ｆ－

Ｇ
＋

Ｈ
）
〕×

０
．
７
３
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
に
課
税
の
対
象
と
な
つ
た
土
地
（
地
方
税
法
第
５
８
６
条
、
第
５
８
７
条
第
１
項
、
第
５
８
７

条
の
２
、
同
法
附
則
第
３
１
条
の
２
、
第
３
９
条
第
６
項
又
は
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
非
課
税
と
な

る
も
の
又
は
同
法
第
５
９
５
条
の
規
定
に
よ
る
免
税
点
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
の
取
得
価
額
（
前
年
度

中
に
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
、
更
正
又
は
決
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
告
書
の
提

出
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る

終
の
申
告
書
の
提
出
等
に
よ
る
額
（
地
方
税
法
第
６
条

の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
が
課
税
を
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
土
地
に
係
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
取

得
価
額
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｂ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額

Ｃ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
う
ち
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額
が
取
得
価
額
を
超
え
る
も
の
の
取

得
価
額

Ｄ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
う
ち
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額
が
取
得
価
額
を
超
え
る
も
の
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額

Ｅ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
う
ち
、
前
々
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
申
告
書
の
提
出
等
が
あ
つ
た
も
の
に
つ
い

て
、
前
年
度
中
に
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
又

は
更
正
に
係
る
前
々
年
度
ま
で
に
す
で
に
納
付
の
確
定
し
た
税
額

Ｆ
　
地
方
税
法
第
６
０
１
条
第
３
項
（
同
法
第
６
０
２
条
第
２
項
、
第
６
０
３
条
の
２
の
２
第
３
項
、
同
法

附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
３
１
条
の
３
の
３
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
第
４
項
（
同
法
第
６
０
２
条
第
２
項
、
第
６
０
３
条
の
２
の
２
第
３
項
、
同
法
附
則
第
３
１
条

の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
３
１
条
の
３
の
３
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
６
０
３
条

第
３
項
、
第
６
０
３
条
の
２
第
６
項
、
同
法
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
３
項
又
は
第
３
１
条
の
３
の
３

第
２
項
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
中
に
徴
収
猶
予
し
た
税
額

Ｇ
　
地
方
税
法
第
６
０
１
条
第
５
項
（
同
法
第
６
０
２
条
第
２
項
、
第
６
０
３
条
第
４
項
、
第
６
０
３
条
の

２
の
２
第
３
項
、
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
３
１
条
の
３
の
３
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
３
項
又
は
第
３
１
条
の
３
の
３
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
前
年
度
中
に
徴
収
猶
予
を
取
り
消
し
た
税
額
（
同
法
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
１
項
の
認
定
を
受

け
な
い
決
定
を
し
た
額
を
除
く
。
）
並
び
に
同
法
第
６
０
３
条
の
２
第
６
項
、
同
法
附
則
第
３
１
条
の
３

の
２
第
３
項
又
は
第
３
１
条
の
３
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
つ
て
徴
収
猶
予
さ
れ
て
い
た
者
が
、
前
年
度

中
に
同
法
第
６
０
３
条
の
２
第
１
項
、
同
法
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
１
項
又
は
第
３
１
条
の
３
の
３

第
１
項
の
認
定
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
税
額

Ｈ
　
地
方
税
法
第
６
０
１
条
第
７
項
（
同
法
第
６
０
２
条
第
２
項
、
第
６
０
３
条
第
４
項
、
第
６
０
３
条
の

２
第
７
項
、
第
６
０
３
条
の
２
の
２
第
３
項
、
同
法
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
３
１
条
の

３
の
３
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
中
に
還
付
す
べ
き
こ
と

が
確
定
し
た
税
額
（
同
法
第
６
０
３
条
の
２
第
６
項
た
だ
し
書
、
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
３
項
た
だ

し
書
又
は
第
３
１
条
の
３
の
３
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
が
、
同
法
第
６
０
３

条
の
２
第
１
項
、
附
則
第
３
１
条
の
３
の
２
第
１
項
又
は
第
３
１
条
の
３
の
３
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た

場
合
に
お
け
る
当
該
税
額
の
う
ち
未
納
と
な
つ
て
い
た
額
を
含
む
。
）

二
　
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
分

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

〔
｛
（
Ａ－

Ｃ
）×

（
３
／
１
０
０
）－

（
Ｂ－

Ｄ
）×

（
４
／
１
０
０
）
｝－

Ｅ－

（
Ｆ－

Ｇ
＋
Ｈ
）
〕×

０
．

７
３
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
に
課
税
の
対
象
と
な
つ
た
土
地
（
地
方
税
法
第
５
８
６
条
、
第
５
８
７
条
第
２
項
、
附
則
第
３

１
条
の
２
、
第
３
１
条
の
２
の
２
、
第
３
８
条
第
４
項
、
第
３
９
条
第
６
項
若
し
く
は
同
条
第
７
項
の
規

定
に
よ
り
非
課
税
と
な
る
も
の
又
は
同
法
第
５
９
５
条
の
規
定
に
よ
る
免
税
点
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

の
取
得
価
額

Ｂ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額

Ｃ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
う
ち
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額
に
４
／
３
を
乗
じ
て
得
た
額
が

取
得
価
額
を
超
え
る
も
の
の
取
得
価
額

Ｄ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
う
ち
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額
に
４
／
３
を
乗
じ
て
得
た
額
が

取
得
価
額
を
超
え
る
も
の
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額

Ｅ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｅ
に
同
じ
。

Ｆ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｆ
に
同
じ
。

Ｇ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｇ
に
同
じ
。

Ｈ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｈ
に
同
じ
。

三
　
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
分

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

［
（
Ａ×

（
１
．
４
／
１
０
０
）
）－

｛
（
Ｂ×

（
１
．
４
／
１
０
０
）
）
＋
Ｃ
｝－

Ｄ－

（
Ｅ－

Ｆ
＋
Ｇ
）
］×

０
．
７
３
５

算
式
の
符
号
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Ａ
　
前
年
度
に
課
税
の
対
象
と
な
つ
た
地
方
税
法
第
６
２
１
条
に
規
定
す
る
遊
休
土
地
（
同
法
第
５
８
６
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
非
課
税
と
な
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
遊
休
土
地
」
と
い
う
。
）
の
時
価
又
は
遊

休
土
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
価
額
の
い
ず
れ
か
高
い
金
額

Ｂ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
額

Ｃ
　
Ａ
に
係
る
土
地
の
う
ち
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
が
課
さ
れ
る
土
地
が
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
土
地
に
対
し
て
地
方
税
法
第
５
８
５
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
課
す
べ
き
前
年
度
分
の

同
法
第
５
９
６
条
に
規
定
す
る
同
法
第
５
９
９
条
第
１
項
第
１
号
の
特
別
土
地
保
有
税
の
税
額
の
合
計
額

Ｄ
　
前
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｅ
に
同
じ

Ｅ
　
地
方
税
法
第
６
２
９
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
中
に
徴
収
猶
予
し
た
税
額

Ｆ
　
地
方
税
法
第
６
２
９
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
猶
予
さ
れ
て
い
た
者
が
、
前
年
度
中
に
同
条
第
１

項
の
認
定
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
税
額

Ｇ
　
地
方
税
法
第
６
２
９
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
中
に
還
付
す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
税
額
（
同

条
第
５
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
が
、
同
条
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
け

る
当
該
税
額
の
う
ち
未
納
と
な
つ
て
い
た
額
を
含
む
。
）

（
事
業
所
税
の
基
準
税
額
の
算
定
の
方
法
）

第
三
十
七
条
　
事
業
所
税
の
基
準
税
額
は
、
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
つ
て
事
業
所
税
を
課
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
指
定
都
市
等
（
同
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
市
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ×

６
０
０
円
＋
Ｂ×

（
０
．
２
５
／
１
０
０
）－
Ｃ
）×

０
．
７
４
９
２
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
事
業
に
係
る
事
業
所
税
の
資
産
割
に
係
る
課
税
の
対
象
と
な
つ
た
事
業
所
床
面
積
の
数
値
（
前

年
度
中
に
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
、
更
正
又
は
決
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
告
書
の
提

出
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る

終
の
申
告
書
の
提
出
等
に
よ
る
数
値
を
い
い
、
表
示
単
位
は

平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

Ｂ
　
前
年
度
の
事
業
に
係
る
事
業
所
税
の
従
業
者
割
に
係
る
課
税
の
対
象
と
な
つ
た
従
業
者
給
与
総
額
（
前
年

度
中
に
申
告
書
の
提
出
等
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る

終
の
申
告
書
の
提
出
等
に
よ
る
額
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

Ｃ
　
Ａ
及
び
Ｂ
に
係
る
税
額
の
う
ち
、
前
々
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
申
告
書
の
提
出
等
が
あ
つ
た
も
の
に

つ
い
て
、
前
年
度
中
に
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
又

は
更
正
に
係
る
前
々
年
度
ま
で
に
既
に
納
付
の
確
定
し
た
税
額

（
利
子
割
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
七
条
の
二
　
利
子
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

地
方
税
法
施
行
令
第
九
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
の
八
月
、
十
二
月
及
び
三
月
に
交
付
さ
れ
た
利
子
割

交
付
金
の
額
の
合
算
額
に
一
・
五
九
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａ×

０
．
７
５－

Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
８
月
、
１
２
月
及
び
３
月
に
交
付
さ
れ
た
利
子
割
交
付
金
の
額
の
合
算
額

Ｂ
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額

三
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額

（
配
当
割
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
七
条
の
三
　
配
当
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
地
方
税
法
施
行
令
第
九
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
の
八

月
、
十
二
月
及
び
三
月
に
交
付
さ
れ
た
配
当
割
交
付
金
の
額
の
合
算
額
に
一
・
二
四
九
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・

七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
七
条
の
四
　
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
地
方
税
法
施
行
令
第
九
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ

り
前
年
度
の
三
月
に
交
付
さ
れ
た
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
の
額
の
合
算
額
に
一
・
〇
九
八
を
乗
じ
て
得
た
額

に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
法
人
事
業
税
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
七
条
の
四
の
二
　
法
人
事
業
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

｛
（
Ａ×

α
×

Ｂ
／
Ｃ
）×

０
．
７
５

Ａ×
α

及
び
Ａ×

α
×

Ｂ
／
Ｃ
に
小
数
点
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
道
府
県
の
前
年
度
の
法
人
事
業
税
調
定
額
（
標
準
税
率
分
）
と
し
て
総
務
大

臣
が
通
知
し
た
数

Ｂ
　
当
該
市
町
村
従
業
者
数
（
当
該
市
町
村
の
地
方
税
法
第
７
２
条
の
７
６
に
規
定
す
る
従
業
者
数
。
た
だ

し
、
地
方
税
法
施
行
令
第
７
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
規
定
に

よ
る
従
業
者
数
）

Ｃ
　
当
該
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
符
号
Ｂ
の
合
計

α

　
０
．
０
７

二
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
第
三
十
七
条
の
四
の
二
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａ×

０
．
７
５－

Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
８
月
、
１
２
月
及
び
３
月
に
交
付
さ
れ
た
法
人
事
業
税
交
付
金
の
額
の
合
算
額

Ｂ
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
５
年
改
正
前
の
省
令
第
３
７
条
の
４
の
２
の
額

（
地
方
消
費
税
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
三
　
地
方
消
費
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

Ａ
＋
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
額
（
以
下

「
地
方
消
費
税
交
付
金
基
準
額
（
従
来
分
）
」
と
い
う
。
）

算
式
Ⅰ

ａ×
α

×

０
．
７
５

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
　
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
に
前
年
度
の
６
月
、
９
月
、
１
２
月

及
び
３
月
に
交
付
さ
れ
た
地
方
消
費
税
交
付
金
の
額

α

　
１
．
０
３
１

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
額
（
算
定

の
過
程
に
お
い
て
は
掛
け
放
し
と
し
、
当
該
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
「
地
方
消
費
税
交
付
金
基
準
額
（
引
上
げ
分
）
」
と
い
う
。
）

算
式
Ⅱ

ｂ×
β

×

０
．
７
５

算
式
Ⅱ
の
符
号

247



ｂ
　
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
に
前
年
度
の
６
月
、
９
月
、
１
２
月

及
び
３
月
に
交
付
さ
れ
た
地
方
消
費
税
交
付
金
の
額

β

　
１
．
０
３
１

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
七
条
の
五
　
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
地
方
税
法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
ゴ
ル
フ
場
利

用
税
交
付
金
を
交
付
さ
れ
る
べ
き
ゴ
ル
フ
場
所
在
市
町
村
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
条

例
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
の
ゴ
ル
フ
場
に
係
る
一
人
一
日
当
た
り
の
税
率
（
こ
れ
に
よ

り
難
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
）
に
一
九
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
前
年
の
三
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
二
月
末
日
ま
で
の
当
該
市
町
村
の
ゴ
ル
フ
場
（
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
ご
と
の
延
利
用
者
数
の
一
日
当
た
り
の
数
（
当
該
ゴ
ル
フ
場
が
二
以
上
の

市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が
つ
て
所
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
ゴ
ル
フ
場
の
総
面
積
に
対
す
る
当
該
市
町
村
に
係
る

当
該
ゴ
ル
フ
場
の
面
積
の
割
合
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
と
し
、
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
に
〇
・
九
四
六
を
乗
じ
て
得
た
数
（
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
八
条
　
軽
油
引
取
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
油
引
取

税
交
付
金
を
交
付
さ
れ
る
べ
き
指
定
都
市
に
つ
い
て
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
五
十
五
の
規
定
に
よ
り
前

年
度
の
八
月
、
十
二
月
及
び
三
月
に
交
付
さ
れ
た
軽
油
引
取
税
交
付
金
の
額
の
合
算
額
に
、
別
表
第
十
一
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
八
条
の
二
　
環
境
性
能
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第

一
項
に
係
る
も
の
（
以
下
「
市
町
村
道
分
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
二
項
に
係
る
も
の
（
以
下
「
一
般
国
道
等

分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
に
あ
つ
て
は
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
市
町
村
ご
と
に
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一
　
指
定
都
市
の
基
準
額

算
式

（
Ａ×

Ｂ
）×

０
．
７
５

（
Ａ×

Ｂ
）
及
び
（
Ａ×

Ｂ
）×

０
．
７
５
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
中
に
環
境
性
能
割
交
付
金
（
平
成
２
８
年
地
方
税
法
等
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第

１
４
３
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
自
動
車
取
得
税
に
係
る
交
付
金
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
５
０
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
当
該
指
定
都
市
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
額
の
う

ち
市
町
村
道
分
の
額
又
は
一
般
国
道
等
分
の
額

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
環
境
性
能
割
交
付
金
の
指
定
都
市
別
の
市
町
村
道
分
又
は
一
般
国
道
等

分
ご
と
の
伸
び
率

算
式

×

０
．
７
４
７
９

（
ａ
／
ｂ
）
、

及
び

×

０
．
７
４
７
９
に
小
数
点
以

下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
符
号
Ａ
に
同
じ

ｂ
　
当
該
年
度
の
前
３
年
度
に
環
境
性
能
割
交
付
金
と
し
て
当
該
指
定
都
市
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
額
の
う

ち
市
町
村
道
分
の
額
又
は
一
般
国
道
等
分
の
額

二
　
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
基
準
額

算
式

（
Ａ×

Ｂ
）×

０
．
７
５

（
Ａ×

Ｂ
）
及
び
（
Ａ×

Ｂ
）×

０
．
７
５
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
中
に
環
境
性
能
割
交
付
金
と
し
て
当
該
市
町
村
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
額

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
環
境
性
能
割
交
付
金
の
伸
び
率

算
式

×

０
．
７
４
７
９

（
ａ
／
ｂ
）
、

及
び

×

０
．
７
４
７
９
に
小
数
点
以

下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
符
号
Ａ
に
同
じ

ｂ
　
当
該
年
度
の
前
３
年
度
に
環
境
性
能
割
交
付
金
と
し
て
当
該
市
町
村
に
対
し
て
交
付
さ
れ
た
額

（
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
九
条
　
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
額
の

合
算
額
と
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
地
方

揮
発
油
譲
与
税
の
額
の
う
ち
同
法
第
三
条
に
係
る
額
（
改
正
前
の
地
方
道
路
譲
与
税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ

て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
地
方
道
路
譲
与
税
の
額
の
う
ち
改
正
前
の
地
方
道
路
譲

与
税
法
第
三
条
に
係
る
額
を
含
む
。
）
の
合
算
額
に
〇
・
九
七
八
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
地
方

揮
発
油
譲
与
税
の
額
の
う
ち
同
法
第
二
条
に
係
る
額
（
改
正
前
の
地
方
道
路
譲
与
税
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ

て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
地
方
道
路
譲
与
税
の
額
の
う
ち
改
正
前
の
地
方
道
路
譲

与
税
法
第
二
条
に
係
る
額
を
含
む
。
）
の
合
算
額
に
〇
・
九
八
〇
を
乗
じ
て
得
た
額

（
特
別
と
ん
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
条
　
特
別
と
ん
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
つ
て
特
別
と
ん
譲
与
税
を
譲
与
さ
れ
る
べ
き
開
港
所
在
市
町
村
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算

額
は
零
と
す
る
。

一
　
特
別
と
ん
譲
与
税
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の
九
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
特
別
と
ん
譲
与
税

の
額
の
合
算
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
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の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
〇
・
九
七
〇
を
乗
じ
て

得
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａ－
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
９
月
及
び
３
月
に
譲
与
さ
れ
た
特
別
と
ん
譲
与
税
の
額
の
合
算
額

Ｂ
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
額

（
石
油
ガ
ス
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
条
の
二
　
石
油
ガ
ス
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
石
油
ガ
ス
譲

与
税
を
譲
与
さ
れ
る
べ
き
指
定
都
市
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月
及
び
三

月
に
譲
与
さ
れ
た
石
油
ガ
ス
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
一
・
〇
六
四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
条
の
三
　
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
自
動
車

重
量
譲
与
税
を
譲
与
さ
れ
る
べ
き
市
町
村
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
度
の
六
月
、
十
一
月

及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
〇
・
九
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
条
の
四
　
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
航
空
機

燃
料
譲
与
税
を
譲
与
さ
れ
る
べ
き
空
港
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
の
九
月
及

び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
一
・
一
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
森
林
環
境
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
条
の
五
　
森
林
環
境
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
第
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
森
林
環
境
譲
与
税
が
譲
与
さ
れ
る
べ
き
市
町
村
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
前
年
度
の
九
月
及
び
三
月
に
譲
与
さ
れ
た
森
林
環
境
譲
与
税
の
額
の
合
算
額
に
〇
・
九
九
九
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

（
市
町
村
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
一
条
　
市
町
村
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算
額
は
零
と
す
る
。

一
　
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
に
定
め
る
額
の
合
算
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

（一）
　
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
固
定
資
産
（
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
が
交
付
金
法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
二
項
（
交
付
金

法
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
通
知
を
除
く
。
）
し
た
価
格
を
基
礎
と
し
て
交
付
金
法
の
規
定

（
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
除
く
も
の
と
し
、
交
付
金
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
は
指
定
都
市
と
み
な
す
。
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
交

付
金
算
定
標
準
額

（二）
　
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
固
定
資
産
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、

各
省
各
庁
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
が
交
付
金
法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
二
項
（
交
付
金
法
第

十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

通
知
（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
通
知
を
除
く
。
）
し
た
価
格
を
基
礎
と
し
て
交
付
金
法
の
規
定
（
第

十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
除
く
も
の
と
し
、
交
付
金
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
特
別
区
は
指
定
都
市
と
み
な
す
。
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
交
付
金

算
定
標
準
額

（三）
　
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
国
有
林
野
に
係
る
土
地
（
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
が
交
付
金
法
第
七
条
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通

知
（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
通
知
を
除
く
。
）
し
た
価
格
を
基
礎
と
し
て
交
付
金
法
の
規
定
（
第
十

五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
交
付
金
算

定
標
準
額

（四）
　
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
固
定
資
産
（
同
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
多
目
的
ダ
ム
を
含
む
。
）

に
つ
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
が
同
法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
二
項
（
同
法

第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
通
知
（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
通
知
を
除
く
。
）
し
た
価
格
を
基
礎
と
し
て
同
法
の
規
定
（
第
十

五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
除
く
も
の
と
し
、
同
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
特
別
区
は
指
定
都
市
と
み
な
す
。
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
交
付
金
算
定
標

準
額

（五）
　
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
水
道
施
設
若
し
く
は
工
業
用
水
道
施
設
の
う
ち
ダ
ム
以
外
の
も
の
の

用
に
供
す
る
土
地
又
は
水
道
若
し
く
は
工
業
用
水
道
の
用
に
供
す
る
ダ
ム
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
（
同
法

第
二
十
条
に
規
定
す
る
多
目
的
ダ
ム
を
含
む
。
た
だ
し
、
（
四
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
各

省
各
庁
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
が
同
法
第
七
条
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

（
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
後
の
通
知
を
除
く
。
）
し
た
価
格
を
基
礎
と
し
て
同
法
の
規
定
（
第
十
五
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
交
付
金
算
定
標
準
額

（六）
　
交
付
金
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
固
定
資
産
（
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
、
各
省
各
庁
の
長
が
交
付
金
法
第
七
条
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
（
当
該
年
度

の
四
月
一
日
以
後
の
通
知
を
除
く
。
）
し
た
価
格
を
基
礎
と
し
て
交
付
金
法
の
規
定
（
第
十
五
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
交
付
金
算
定
標
準
額

二
　
前
年
度
以
前
の
年
度
の
市
町
村
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
に
用
い
た
交
付
金
算
定
標
準
額
に
つ
い
て
、
当
該

各
年
度
の
四
月
一
日
以
後
に
お
い
て
前
号
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
に
規
定
す
る
価
格
の
通
知
が
変
更
さ
れ
た

こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
総
務
大
臣
が
過
大
又
は
過
少
と
認
め
た
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

第
三
節
　
低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法
等
に
よ
る
特
例

（
都
道
府
県
に
係
る
控
除
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
二
条
　
低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
低
工
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
近
畿
圏
法
」
と
い
う
。
）
第
四

十
七
条
、
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十

八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
首
都
圏
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
二
、
中
部
圏
の
都
市
整
備

区
域
、
都
市
開
発
区
域
及
び
保
全
区
域
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
中
部
圏
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
沖
縄
振
興
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
七
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
八
条

及
び
第
八
十
九
条
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
、
沖
縄
振
興
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成

二
十
六
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
和
四
年
沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
八
条
、
半
島
振
興
法
第
十
七
条
、
総
合
保
養
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
リ
ゾ
ー
ト
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
、
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
建
設
促
進

法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
七
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
関
西
学
研
法
」
と
い
う
。
）
第
十

一
条
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
多
極
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
二
十
四
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
附
則
第

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
旧
過
疎
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
、
山
村
振
興
法
第
十
四
条
、
離
島
振
興
法
第
二
十
条
、
地

方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
六
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号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
地
方
拠
点
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
及
び
第
三
十
六
条
、
特
定
農
山

村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二

号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
農
山
村
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
、
大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整

備
法
（
平
成
四
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
ベ
イ
エ
リ
ア
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
、
奄
美
振
興
法
第
三
十
八
条
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
奄
美
振
興
法
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
条
、
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第

百
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
原
発
等
立
地
地
域
振
興
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
、
地
域
経

済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
。
次

条
に
お
い
て
「
地
域
未
来
投
資
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
、
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け

る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
七

号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
企
業
立

地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
並
び
に
地
域
再
生

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
六
の
規
定
（
以
下
「
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
」
と
総
称
す

る
。
）
に
よ
つ
て
都
道
府
県
の
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
控
除
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
事
業
税

（
一
）
及
び
（
二
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（一）
　
個
人
事
業
税

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａ×

０
．
０
３
７
５
＋
Ｂ×

（
０
．
０
３
７
５－

Ｃ×

０
．
７
５
）
＋
Ｄ×

０
．
０
３
＋
Ｅ×

（
０
．
０
３

－

Ｆ×

０
．
７
５
）
＋
Ｇ×

（
０
．
０
３
７
５－

Ｈ×

０
．
７
５
）
＋
Ｉ×

（
０
．
０
３
７
５－

Ｊ×

０
．
７
５
）
＋
Ｋ×

（
０
．
０
３
７
５－

Ｌ×

０
．
７
５
）
＋
Ｍ×
０
．
０
１
８
７
５×

α

＋
Ｎ×

０
．

０
０
９
３
７
５×

α

＋
Ｏ×

０
．
０
０
４
６
８
７
５×

α

＋
Ｐ×

（
０
．
０
３
７
５－

Ｑ×

０
．
７
５
）

×
α

＋
Ｒ×

（
０
．
０
３
７
５－

Ｓ×

０
．
７
５
）×
α

＋
Ｔ×

（
０
．
０
３
７
５－

Ｕ×

０
．
７
５
）

×
α

算
式
の
符
号

Ａ
　
低
工
法
第
５
条
、
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
、
第
５
８
条
及
び
第
８

９
条
、
平
成
２
４
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
２
条
、
平
成
２
６
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
５

条
、
令
和
４
年
沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
２
４
条
、
旧
過
疎
法

第
３
１
条
、
離
島
振
興
法
第
２
０
条
、
奄
美
振
興
法
第
３
８
条
並
び
に
奄
美
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
２

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
事
業
（
畜
産
業
、
水
産

業
及
び
薪
炭
製
造
業
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の

Ｂ
　
低
工
法
第
５
条
、
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
、
第
５
８
条
及
び
第
８

９
条
、
平
成
２
４
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
２
条
、
平
成
２
６
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
５

条
、
令
和
４
年
沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
２
４
条
、
旧
過
疎
法

第
３
１
条
、
離
島
振
興
法
第
２
０
条
、
奄
美
振
興
法
第
３
８
条
並
び
に
奄
美
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
２

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
事
業
（
畜
産
業
、
水

産
業
及
び
薪
炭
製
造
業
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の

Ｃ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
５
を
超
え
る
と
き
は
、
０
．
０
５
と
す
る
。

Ｄ
　
沖
縄
振
興
法
第
８
９
条
、
令
和
４
年
沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法

第
２
４
条
、
旧
過
疎
法
第
３
１
条
、
離
島
振
興
法
第
２
０
条
、
奄
美
振
興
法
第
３
８
条
及
び
奄
美
振
興
法

等
改
正
法
附
則
第
２
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
畜

産
業
、
水
産
業
又
は
薪
炭
製
造
業
に
係
る
も
の

Ｅ
　
沖
縄
振
興
法
第
８
９
条
、
令
和
４
年
沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法

第
２
４
条
、
旧
過
疎
法
第
３
１
条
、
離
島
振
興
法
第
２
０
条
、
奄
美
振
興
法
第
３
８
条
及
び
奄
美
振
興
法

等
改
正
法
附
則
第
２
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う

畜
産
業
、
水
産
業
又
は
薪
炭
製
造
業
に
係
る
も
の

Ｆ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｅ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
４
を
超
え
る
と
き
は
、
０
．
０
４
と
す
る
。

Ｇ
　
半
島
振
興
法
第
１
７
条
及
び
原
発
等
立
地
地
域
振
興
法
第
１
０
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課

税
に
係
る
課
税
標
準
額
で
個
人
の
行
う
事
業
に
係
る
も
の
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る
も
の

Ｈ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｇ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
５
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
５
と
し
、
当
該
率
が
０
．
０
２
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
２
５
と
す

る
。

Ｉ
　
符
号
Ｇ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｇ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｊ
　
符
号
Ｈ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｈ
中
「
符
号
Ｇ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｉ
」
と
、
「
０
．

０
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
３
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｋ
　
符
号
Ｇ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｇ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ
　
符
号
Ｈ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｈ
中
「
符
号
Ｇ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｋ
」
と
、
「
０
．

０
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
４
３
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｍ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
（
同
条
第
１
号

の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
個
人
の
行
う
事
業
に
係
る
も
の
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る

も
の

Ｎ
　
符
号
Ｍ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｍ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｏ
　
符
号
Ｍ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｍ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｐ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
同
条
第
１

号
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
個
人
の
行
う
事
業
に
係
る
も
の
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係

る
も
の

Ｑ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｐ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
５
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
５
と
し
、
当
該
率
が
０
．
０
２
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
２
５
と
す

る
。

Ｒ
　
符
号
Ｐ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｐ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｓ
　
符
号
Ｑ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｑ
中
「
符
号
Ｐ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｒ
」
と
、
「
０
．

０
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
３
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｔ
　
符
号
Ｐ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
符
号
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｕ
　
符
号
Ｑ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｑ
中
「
符
号
Ｐ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｔ
」
と
、
「
０
．

０
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
４
３
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

α

　
地
域
再
生
法
第
５
条
第
１
８
項
（
同
法
第
７
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
同
法
第
５
条
第
１
項
の
地
域
再
生
計
画
（
同
条
第
４
項
第
５
号
に

規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
が
公
示
さ
れ
た
日
（
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
２
７
年
法
律
第
４
９
号
）
の

施
行
の
日
以
降

初
に
公
示
さ
れ
た
日
に
限
る
。
）
の
属
す
る
年
度
前
３
年
度
以
内
の
各
年
度
に
係
る
地

方
交
付
税
法
第
１
４
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
１
１
条
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
３
分
の
１
の
数
値
（
以
下
こ
の
条
及
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び
次
条
に
お
い
て
「
財
政
力
要
件
の
判
定
に
用
い
た
財
政
力
指
数
」
と
い
う
。
）
が
０
．
５
２
未
満
の
都

道
府
県
に
あ
つ
て
は
１
、
０
．
５
２
以
上
０
．
６
９
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
２
／
３
、
０
．
６
９

以
上
０
．
８
５
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
１
／
３
。
た
だ
し
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方

公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
３
０
年
総
務
省
令
第
３
３
号
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
３
０
年
地
域
再
生
省
令
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
前
に
設
備

を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
財
政
力
要
件
の
判
定
に
用
い
た

財
政
力
指
数
が
０
．
４
７
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
１
、
０
．
４
７
以
上
０
．
６
３
未
満
の
都
道
府

県
に
あ
つ
て
は
２
／
３
、
０
．
６
３
以
上
０
．
７
８
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
１
／
３
と
す
る
。

（二）
　
法
人
事
業
税

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Σ

ａ×

ｂ×

０
．
７
５
＋Σ

ｃ×

（
ｄ－

ｅ
）×

０
．
７
５
＋Σ

ｆ×

ｇ×

０
．
７
５
＋Σ

ｈ×

（
ｉ

－

ｊ
）×

０
．
７
５
＋Σ
ｋ×

（
ｌ－

ｍ
）×

０
．
７
５
＋Σ

ｎ×

（
ｏ－

ｐ
）×

０
．
７
５
＋Σ

ｑ×

（
ｒ－

ｓ
）×

０
．
７
５
＋Σ

ｔ×

ｕ×

０
．
３
７
５×

α

＋Σ

ｖ×

ｗ×

０
．
１
８
７
５×

α

＋Σ

ｘ×

ｙ×

０
．
０
９
３
７
５×

α

＋Σ

ｚ×

（
ａ
ａ－

ａ
ｂ
）×

０
．
７
５×

α

＋Σ

ａ
ｃ×

（
ａ
ｄ－

ａ
ｅ
）×

０
．
７
５×

α
＋Σ

ａ
ｆ×

（
ａ
ｇ－

ａ
ｈ
）×

０
．
７
５×

α

＋Σ

ａ
ｉ×

ａ

ｊ×

０
．
３
７
５×

α

＋Σ

ａ
ｋ×
ａ
ｌ×

０
．
１
８
７
５×

α

＋Σ

ａ
ｍ×

ａ
ｎ×

０
．
０
９
３

７
５×

α

＋Σ

ａ
ｏ×

（
ａ
ｐ－

ａ
ｑ
）×
０
．
７
５×

α

＋Σ

ａ
ｒ×

（
ａ
ｓ－

ａ
ｔ
）×

０
．

７
５×

α

＋Σ

ａ
ｕ×

（
ａ
ｖ－

ａ
ｗ
）×
０
．
７
５×

α

算
式
の
符
号

ａ
　
低
工
法
第
５
条
、
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
、
第
５
８
条
及
び
第
８

９
条
、
平
成
２
４
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
２
条
、
平
成
２
６
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
５

条
、
令
和
４
年
沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
２
４
条
、
旧
過
疎
法

第
３
１
条
、
離
島
振
興
法
第
２
０
条
、
奄
美
振
興
法
第
３
８
条
並
び
に
奄
美
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
２

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税
率
区
分
ご
と
の

課
税
標
準
額

ｂ
　
符
号
ａ
に
係
る
標
準
税
率

ｃ
　
低
工
法
第
５
条
、
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
、
第
５
８
条
及
び
第
８

９
条
、
平
成
２
４
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
２
条
、
平
成
２
６
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
５

条
、
令
和
４
年
沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
２
４
条
、
旧
過
疎
法

第
３
１
条
、
離
島
振
興
法
第
２
０
条
、
奄
美
振
興
法
第
３
８
条
並
び
に
奄
美
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
２

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税
率
区
分
ご
と

の
課
税
標
準
額

ｄ
　
符
号
ｃ
に
係
る
標
準
税
率

ｅ
　
当
該
都
道
府
県
が
ｃ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率
。
た
だ
し
、
当

該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
標
準
税
率
と
す
る
。

ｆ
　
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
及
び
第
５
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

ｇ
　
符
号
ｆ
に
係
る
標
準
税
率

ｈ
　
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
及
び
第
５
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

ｉ
　
符
号
ｈ
に
係
る
標
準
税
率

ｊ
　
当
該
都
道
府
県
が
ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
標
準
税
率

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
標
準
税
率
と
す
る
。

ｋ
　
半
島
振
興
法
第
１
７
条
及
び
原
発
等
立
地
地
域
振
興
法
第
１
０
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課

税
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初

年
度
に
係
る
も
の

ｌ
　
符
号
ｋ
に
係
る
標
準
税
率

ｍ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
ｋ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率
。
た
だ

し
、
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
標
準
税
率
と
し
、
当

該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当

該
標
準
税
率
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

ｎ
　
符
号
ｋ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｋ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ｏ
　
符
号
ｎ
に
係
る
標
準
税
率

ｐ
　
符
号
ｍ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｍ
中
「
符
号
ｋ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
ｎ
」
と
、
「
０
．

５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ｑ
　
符
号
ｋ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｋ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ｒ
　
符
号
ｑ
に
係
る
標
準
税
率

ｓ
　
符
号
ｍ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｍ
中
「
符
号
ｋ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
ｑ
」
と
、
「
０
．

５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
８
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ｔ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
（
同
条
第
１
号

の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準

額
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る
も
の

ｕ
　
符
号
ｔ
に
係
る
標
準
税
率

ｖ
　
符
号
ｔ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｔ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ｗ
　
符
号
ｖ
に
係
る
標
準
税
率

ｘ
　
符
号
ｔ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｔ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ｙ
　
符
号
ｘ
に
係
る
標
準
税
率

ｚ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
同
条
第
１

号
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標

準
額
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る
も
の

ａ
ａ
　
符
号
ｚ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｂ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
ｚ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率
。
た
だ

し
、
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
標
準
税
率
と
し
、
当

該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当

該
標
準
税
率
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

ａ
ｃ
　
符
号
ｚ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｚ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｄ
　
符
号
ａ
ｃ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｅ
　
符
号
ａ
ｂ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｂ
中
「
符
号
ｚ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
ａ
ｃ
」

と
、
「
０
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｆ
　
符
号
ｚ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ｚ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｇ
　
符
号
ａ
ｆ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｈ
　
符
号
ａ
ｂ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｂ
中
「
符
号
ｚ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
ａ
ｆ
」

と
、
「
０
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
８
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｉ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
（
同
条
第
１

号
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
収
入
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標

準
額
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る
も
の

ａ
ｊ
　
符
号
ａ
ｉ
に
係
る
標
準
税
率
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ａ
ｋ
　
符
号
ａ
ｉ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｉ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度

分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｌ
　
符
号
ａ
ｋ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｍ
　
符
号
ａ
ｉ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｉ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度

分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｎ
　
符
号
ａ
ｍ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｏ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
同
条
第

１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
収
入
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税
率
区
分
ご
と
の
課
税

標
準
額
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る
も
の

ａ
ｐ
　
符
号
ａ
ｏ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｑ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
ａ
ｏ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率
。
た

だ
し
、
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
標
準
税
率
と
し
、

当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満
た
な
い
と
き
は
、

当
該
標
準
税
率
に
０
．
５
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

ａ
ｒ
　
符
号
ａ
ｏ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｏ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度

分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｓ
　
符
号
ａ
ｒ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｔ
　
符
号
ａ
ｑ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｑ
中
「
符
号
ａ
ｏ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
ａ

ｒ
」
と
、
「
０
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｕ
　
符
号
ａ
ｏ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｏ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度

分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ａ
ｖ
　
符
号
ａ
ｕ
に
係
る
標
準
税
率

ａ
ｗ
　
符
号
ａ
ｑ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
ａ
ｑ
中
「
符
号
ａ
ｏ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
ａ

ｕ
」
と
、
「
０
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
８
７
５
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

α

　
（
一
）
の
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

二
　
不
動
産
取
得
税

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａ×

０
．
０
２
２
５
＋
Ｂ×

（
０
．
０
２
２
５－

Ｃ×

０
．
７
５
）
＋
Ｄ×

０
．
０
３
０
＋
Ｅ×

（
０
．
０

３
０－

Ｆ×

０
．
７
５
）
＋
Ｇ×

０
．
０
２
２
５×

α

＋
Ｈ×

（
０
．
０
２
２
５－
Ｉ×

０
．
７
５
）

×
α

＋
Ｊ×

０
．
０
３
０×

α

＋
Ｋ×

（
０
．
０
３
０－

Ｌ×

０
．
７
５
）×

α

算
式
の
符
号

Ａ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
。
た
だ
し
、
地
域

再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。

Ｂ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
。
た
だ
し
、
地

域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
、
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
を

除
く
。

Ｃ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
３
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
３
と
し
、
近
畿
圏
法
第
４
７
条
、
首
都
圏
法
第
３
３
条
の
２
及
び
中
部
圏

法
第
８
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
１
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０

１
５
と
す
る
。

Ｄ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
の
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
。
た
だ
し
、
地
域

再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。

Ｅ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
の
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
。
た
だ
し
、
地

域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
、
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
を

除
く
。

Ｆ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｅ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
４
と
し
、
近
畿
圏
法
第
４
７
条
、
首
都
圏
法
第
３
３
条
の
２
及
び
中
部
圏

法
第
８
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
２
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
２

と
す
る
。

Ｇ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

Ｈ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
の
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う

ち
、
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の

Ｉ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
３
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
３
と
す
る
。

Ｊ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
の
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

Ｋ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
家
屋
の
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う

ち
、
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の

Ｌ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｋ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
４
と
す
る
。

α

　
財
政
力
要
件
の
判
定
に
用
い
た
財
政
力
指
数
が
０
．
５
２
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
１
、
０
．
５

２
以
上
０
．
６
９
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
２
／
３
、
０
．
６
９
以
上
０
．
８
５
未
満
の
都
道
府
県

に
あ
つ
て
は
１
／
３
。
た
だ
し
、
平
成
３
０
年
地
域
再
生
省
令
改
正
省
令
の
施
行
の
日
前
に
新
設
さ
れ
、

又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
財
政
力
要
件
の
判
定
に
用
い
た
財
政
力
指
数

が
０
．
４
７
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
１
、
０
．
４
７
以
上
０
．
６
３
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て

は
２
／
３
、
０
．
６
３
以
上
０
．
７
８
未
満
の
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
１
／
３
と
す
る
。

三
　
固
定
資
産
税

第
二
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

算
式

Ａ×

０
．
０
１
０
５
＋
Ｂ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｃ×

０
．
７
５
）
＋
Ｄ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｅ×

０
．

７
５
）
＋
Ｆ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｇ×

０
．
７
５
）
＋
Ｈ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｉ×

０
．
７
５
）
＋

Ｊ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｋ×

０
．
７
５
）
＋
Ｌ×

０
．
０
１
０
５×

α

＋
Ｍ×

０
．
０
０
７
８
７
５

×
α

＋
Ｎ×

０
．
０
０
５
２
５×

α

＋
Ｏ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｐ×

０
．
７
５
）×

α

＋
Ｑ×

（
０
．

０
１
０
５－

Ｒ×

０
．
７
５
）×

α

＋
Ｓ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｔ×

０
．
７
５
）×

α

算
式
の
符
号

Ａ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
。
た
だ
し
、
地
域
再
生
法

第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。

Ｂ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年
改
正
前
地

方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地
域
再
生

法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
、
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
た
だ
し
、
近
畿
圏
法
第
４
７
条
、
首
都
圏
法
第
３
３
条
の
２
、
中
部
圏
法
第
８
条
、
半
島
振
興
法
第
１

７
条
、
リ
ゾ
ー
ト
法
第
９
条
、
関
西
学
研
法
第
１
１
条
、
多
極
法
第
１
４
条
、
山
村
振
興
法
第
１
４
条
、

地
方
拠
点
法
第
１
２
条
、
特
定
農
山
村
法
第
１
６
条
、
ベ
イ
エ
リ
ア
法
第
１
４
条
、
原
発
等
立
地
地
域
振

興
法
第
１
０
条
及
び
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
不
均
一

課
税
の
特
例
規
定
」
と
総
称
す
る
。
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
の

初
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。

Ｃ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
し
、
近
畿
圏
法
第
４
７
条
、
首
都
圏
法
第
３
３
条
の
２
及
び
中

部
圏
法
第
８
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
０
７
に
満
た
な
い
と
き
は

０
．
０
０
７
と
す
る
。

Ｄ
　
不
均
一
課
税
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年
改
正
前
地

方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地
域
再
生
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法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
、
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
う
ち
そ
の
適
用
の
第
二
年
度
分
に
係
る
も
の

Ｅ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｄ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
し
、
近
畿
圏
法
第
４
７
条
、
首
都
圏
法
第
３
３
条
の
２
及
び
中

部
圏
法
第
８
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
１
０
５
に
満
た
な
い
と
き
は

０
．
０
１
０
５
と
し
、
関
西
学
研
法
第
１
１
条
、
山
村
振
興
法
第
１
４
条
及
び
特
定
農
山
村
法
第
１
６
条

の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
０
７
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
７
と

し
、
半
島
振
興
法
第
１
７
条
、
リ
ゾ
ー
ト
法
第
９
条
、
多
極
法
第
１
４
条
、
地
方
拠
点
法
第
１
２
条
、
ベ

イ
エ
リ
ア
法
第
１
４
条
及
び
原
発
等
立
地
地
域
振
興
法
第
１
０
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
当
該
率
が
０
．
０
０
３
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
３
５
と
し
、
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
０
４
６
７
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
４

６
７
と
す
る
。

Ｆ
　
符
号
Ｄ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｄ
中
「
第
二
年
度
分
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｇ
　
符
号
Ｅ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｅ
中
「
符
号
Ｄ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｆ
」
と
、
「
０
．

０
１
０
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
１
２
２
５
」
と
、
「
０
．
０
０
７
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
１
０
５
」

と
、
「
０
．
０
０
３
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
０
７
」
と
、
「
０
．
０
０
４
６
７
」
と
あ
る
の
は
「
０
．

０
０
９
３
３
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｈ
　
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
、
第
５
８
条
及
び
第
８
９
条
、
平
成
２
４

年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
２
条
、
平
成
２
６
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
５
条
並
び
に
令
和
４
年

沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和

３
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
）
の

う
ち
そ
の
適
用
の
第
四
年
度
分
に
係
る
も
の

Ｉ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

Ｊ
　
符
号
Ｈ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｈ
中
「
第
四
年
度
分
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
年
度
分
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｋ
　
符
号
Ｉ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｉ
中
「
符
号
Ｈ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｊ
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
そ
の
適

用
の
初
年
度
に
係
る
も
の

Ｍ
　
符
号
Ｌ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｌ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｎ
　
符
号
Ｌ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｌ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｏ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年

改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地

域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る

も
の

Ｐ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｏ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

Ｑ
　
符
号
Ｏ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｏ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｒ
　
当
該
都
道
府
県
が
符
号
Ｑ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．

０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
し
、
当
該
率
が
０
．
０
０
３
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０

３
５
と
す
る
。

Ｓ
　
符
号
Ｏ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｏ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｔ
　
符
号
Ｒ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｒ
中
「
符
号
Ｑ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｓ
」
と
、
「
０
．

０
０
３
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
０
７
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

α

　
前
号
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

（
市
町
村
に
係
る
控
除
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
三
条
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
（
こ
の
条
に
お
い
て
は
、
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年

法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
水
特
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十

四
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
の
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
控
除
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
の
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
控
除
す
る
額
は
、
課
税
免
除
等
の
特

例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
標
準
額
を
、
土
地
に
係
る
も
の
、
家
屋
に
係
る
も
の
及
び
第
三
十
二
条
第
四
項

各
号
に
定
め
る
区
分
ご
と
の
償
却
資
産
に
係
る
も
の
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定

し
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
。
た
だ
し
、
地
域
未
来
投

資
促
進
法
第
２
６
条
及
び
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。

Ｂ
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年
改
正
前
地

方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地
域
未
来

投
資
促
進
法
第
２
６
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
並
び
に
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
及
び
同
条
第
２
号
の
措
置
に
係
る
も
の
で
あ

つ
て
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
以
後
に
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
不
均
一
課
税
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
適
用
の
初
年
度
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。

Ｃ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．
０

１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
し
、
近
畿
圏
法
第
４
７
条
、
首
都
圏
法
第
３
３
条
の
２
、
中
部
圏

法
第
８
条
及
び
水
特
法
第
１
３
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
０
７
に
満

た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
７
と
す
る
。

Ｄ
　
不
均
一
課
税
の
特
例
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年
改
正
前
地

方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地
域
再
生

法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
う
ち
、
同
条
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
及
び
同
条

第
２
号
の
措
置
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
以
後
に
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し

た
事
業
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
そ
の
適
用
の
第
二
年
度
分
に
係
る
も
の

Ｅ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｄ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．
０

１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
し
、
近
畿
圏
法
第
４
７
条
、
首
都
圏
法
第
３
３
条
の
２
及
び
中
部

圏
法
第
８
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
１
０
５
に
満
た
な
い
と
き
は

０
．
０
１
０
５
と
し
、
関
西
学
研
法
第
１
１
条
、
山
村
振
興
法
第
１
４
条
、
特
定
農
山
村
法
第
１
６
条
及

び
水
特
法
第
１
３
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
０
７
に
満
た
な
い
と
き

は
０
．
０
０
７
と
し
、
半
島
振
興
法
第
１
７
条
、
リ
ゾ
ー
ト
法
第
９
条
、
多
極
法
第
１
４
条
、
地
方
拠
点

法
第
１
２
条
、
ベ
イ
エ
リ
ア
法
第
１
４
条
及
び
原
発
等
立
地
地
域
振
興
法
第
１
０
条
の
規
定
の
適
用
に
係

る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
０
３
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
３
５
と
し
、
地
域
再
生
法

第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
率
が
０
．
０
０
４
６
７
に
満
た
な
い
と

き
は
０
．
０
０
４
６
７
と
す
る
。
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Ｆ
　
符
号
Ｄ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｄ
中
「
第
二
年
度
分
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｇ
　
符
号
Ｅ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｅ
中
「
符
号
Ｄ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｆ
」
と
、
「
０
．

０
１
０
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
１
２
２
５
」
と
、
「
０
．
０
０
７
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
１
０
５

（
水
特
法
第
１
３
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
０
．
０
０
７
）
」
と
、
「
０
．
０
０
３
５
」

と
あ
る
の
は
「
０
．
０
０
７
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｈ
　
沖
縄
振
興
法
第
９
条
、
第
３
２
条
、
第
３
７
条
、
第
５
１
条
、
第
５
８
条
及
び
第
８
９
条
、
平
成
２
４

年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
２
条
、
平
成
２
６
年
沖
縄
振
興
法
改
正
法
附
則
第
５
条
並
び
に
令
和
４
年

沖
縄
振
興
法
等
改
正
法
附
則
第
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和

３
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
）
の

う
ち
そ
の
適
用
の
第
四
年
度
分
に
係
る
も
の

Ｉ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．
０

１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

Ｊ
　
符
号
Ｈ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｈ
中
「
第
四
年
度
分
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
年
度
分
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｋ
　
符
号
Ｉ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｉ
中
「
符
号
Ｈ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｊ
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

Ｌ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
そ
の
適

用
の
初
年
度
に
係
る
も
の

Ｍ
　
符
号
Ｌ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｌ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｎ
　
符
号
Ｌ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｌ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｏ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年

改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地

域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
第
１
号
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
そ
の
適
用
の
初
年
度
に
係
る

も
の

Ｐ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｏ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．
０

１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

Ｑ
　
符
号
Ｏ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｏ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｒ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｑ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．
０

１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
し
、
当
該
率
が
０
．
０
０
３
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
３

５
と
す
る
。

Ｓ
　
符
号
Ｏ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｏ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｔ
　
符
号
Ｒ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｒ
中
「
符
号
Ｑ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｓ
」
と
、
「
０
．

０
０
３
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
０
７
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｕ
　
地
域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年

改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
し
、
地

域
再
生
法
第
１
７
条
の
６
第
２
号
の
措
置
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
以
後
に
設
備

を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
不
均
一
課
税
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
そ
の
適
用
の

初
年
度
に
係
る
も
の

Ｖ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｕ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．
０

１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

Ｗ
　
符
号
Ｕ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｕ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｘ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｗ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
０
．
０

１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
し
、
当
該
率
が
０
．
０
０
４
６
７
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０

４
６
７
と
す
る
。

Ｙ
　
符
号
Ｕ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｕ
中
「
初
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
年
度
分
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｚ
　
符
号
Ｘ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
符
号
Ｘ
中
「
符
号
Ｗ
」
と
あ
る
の
は
「
符
号
Ｙ
」
と
、
「
０
．

０
０
４
６
７
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
０
０
９
３
３
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ａ
Ａ
　
地
域
未
来
投
資
促
進
法
第
２
６
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

Ａ
Ｂ
　
地
域
未
来
投
資
促
進
法
第
２
６
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
（
令

和
３
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と

す
る
。
）

Ａ
Ｃ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ａ
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が

０
．
０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

β

　
財
政
力
要
件
の
判
定
に
用
い
た
財
政
力
指
数
が
０
．
６
４
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
、
０
．
６
４

以
上
０
．
７
９
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
２
／
３
、
０
．
７
９
以
上
０
．
９
３
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ

て
は
１
／
３
。
た
だ
し
、
平
成
３
０
年
地
域
再
生
省
令
改
正
省
令
の
施
行
の
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増

設
さ
れ
た
設
備
に
係
る
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
財
政
力
要
件
の
判
定
に
用
い
た
財
政
力
指
数
が
０
．

６
３
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
、
０
．
６
３
以
上
０
．
７
７
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
２
／
３
、

０
．
７
７
以
上
０
．
９
０
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
／
３
と
す
る
。

γ

　
財
政
力
要
件
の
判
定
に
用
い
た
財
政
力
指
数
が
０
．
６
３
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
、
０
．
６
３

以
上
０
．
７
４
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
／
２

δ

　
地
域
未
来
投
資
促
進
法
第
４
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的

な
計
画
の
同
意
の
日
の
属
す
る
年
度
前
３
年
度
以
内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
第
１
４
条
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
１
１
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除

し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
３
分
の
１
の
数
値
が
０
．
６
７
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
、

０
．
６
７
以
上
０
．
８
０
未
満
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
／
３

二
　
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
の
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
控
除
す
る
額
は
、
次
の
（
一
）
及
び

（
二
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

（一）
　
法
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
土
地
又
は
家
屋
で
、
（
二
）
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の

法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
標
準
額
を
土
地
に
係
る
も
の
及
び
家
屋
に
係
る
も
の
に
区

分
し
、
当
該
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
及
び
イ
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額

ア
　
土
地
に
係
る
も
の

算
式

Ａ×

０
．
０
１
０
５
＋
Ｂ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｃ×

０
．
７
５
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
法
第
１
４
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

Ｂ
　
法
第
１
４
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

Ｃ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
税
率
が
０
．

０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

イ
　
家
屋
に
係
る
も
の

算
式

Ａ×

０
．
０
０
５
２
５
＋
Ｂ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｃ×

０
．
７
５
）

算
式
の
符
号
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Ａ
　
ア
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
ア
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
の
算
式
の
符
号
Ｂ
中
「
課
税
標
準
額
」
と
あ

る
の
は
「
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前
地
方
税
法

附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
す
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｃ
　
当
該
市
町
村
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
税
率
が
０
．

０
０
７
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
７
と
し
、
０
．
０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

（二）
　
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十

五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
第
二
種
歴
史
的
風
土
保
存
地
区
の
区
域
内
に

お
け
る
土
地
又
は
家
屋

法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
標
準
額
を
土
地
に
係
る
も
の
及
び
家
屋
に
係
る
も
の
に
区

分
し
、
当
該
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
及
び
イ
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額

ア
　
土
地
に
係
る
も
の

算
式

Ａ×

０
．
０
０
５
２
５
＋
Ｂ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｃ×

０
．
７
５
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
（
一
）
の
ア
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
（
一
）
の
ア
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
明
日
香
村
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
税
率
が
０
．
０

０
７
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
０
７
と
し
、
０
．
０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す
る
。

イ
　
家
屋
に
係
る
も
の

算
式

Ａ×

０
．
０
０
２
６
２
５
＋
Ｂ×

（
０
．
０
１
０
５－

Ｃ×

０
．
７
５
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
ア
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
ア
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
（
一
）
の
ア
の
算
式
の
符
号
Ｂ
中
「
課
税
標
準

額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
標
準
額
（
令
和
３
年
改
正
前
地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
及
び
令
和
５
年
改
正
前

地
方
税
法
附
則
第
６
４
条
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
と
す
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ｃ
　
明
日
香
村
が
符
号
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
。
た
だ
し
、
当
該
税
率
が
０
．
０

１
０
５
に
満
た
な
い
と
き
は
０
．
０
１
０
５
と
し
、
０
．
０
１
４
を
超
え
る
と
き
は
０
．
０
１
４
と
す

る
。

（
控
除
額
算
定
の
年
度
区
分
）

第
四
十
四
条
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
及
び
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
翌
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
と

な
る
べ
き
額
か
ら
減
収
額
に
係
る
額
を
控
除
す
る
場
合
に
お
け
る
総
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
年
度
の
五
月

一
日
と
す
る
。

第
四
節
　
補
則

（
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
数
値
の
修
正
）

第
四
十
五
条
　
本
章
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
収
入
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以

前
の
日
に
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
り
、
か
つ
、
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
数

値
が
同
日
前
に
お
け
る
も
の
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
廃

置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
区
域
に
係
る
数
値
は
、
関
係
地
方
団
体
の
長
が
協
議
し
て
分
別
し
た
数
値
に
よ
る
。

第
四
章
　
錯
誤
に
か
か
る
措
置

（
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
用
い
た
数
の
錯
誤
に
か
か
る
措
置
）

第
四
十
六
条
　
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
用
い
た
数
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
つ
た
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
に

お
け
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
錯
誤
に
か
か
る
数
を
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
用
い
た
年
度
（
以
下
「
交
付
年
度
」
と
い
う
。
）

分
の
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
も
の
と
さ
れ
た
地
方
団
体
で
、
当
該
錯
誤
が
な
か
つ
た

も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
も
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
錯
誤
に
か
か
る
額
を
、
錯
誤
が
あ
つ
た
こ
と
を
発
見
し
た
年
度
（
六
月
一
日
以
後
に
発
見
し
た
錯
誤
に
つ
い

て
は
、
総
務
大
臣
が
特
に
指
定
す
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
翌
年
度
と
す
る
。
以
下
本
条
に
お
い
て
「
発
見
年

度
」
と
い
う
。
）
の
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
る

も
の
と
す
る
。

二
　
交
付
年
度
分
の
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
も
の
と
さ
れ
た
地
方
団
体
で
、
当
該
錯
誤

が
な
か
つ
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
に
満
た
な
く
な
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
交
付
年
度
分
の
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
額
（
以
下
「
財
源
不
足

額
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
た
額
を
、
発
見
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
交
付
年
度
分
の
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
に
満
た
な
い
も
の
と
さ
れ
た
地
方
団
体
で
、
当
該
錯

誤
が
な
か
つ
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
こ
え
る
こ
と
と

な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
こ
え
る
こ
と
と
な
る
額
を
発
見
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
に
加
算
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
当
該
年
度
の
四
月
一
日
以
前
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
市
町

村
の
前
年
度
以
前
の
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
又
は
基
準
財
政
収
入
額
に
か
か
る
錯
誤
の
額
は
、
当
該
錯
誤
を
生

じ
た
区
域
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
当
該
区
域
が
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
若

し
く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
し
、
当
該
錯
誤
を
生
じ
た
区
域
が
明

ら
か
で
な
い
と
き
は
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
条
の
規
定
に
準
じ
て
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
か
か
る
区
域
ご

と
に
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
又
は
基
準
財
政
収
入
額
に
よ
つ
て
こ
れ
を
あ
ん
分
し
、
当
該
あ
ん
分
し
た
額
を

そ
れ
ぞ
れ
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
か
か
る
区
域
が
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
若
し

く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
が
著
し
く
少
額
と
な
る
と
き
そ

の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
す
べ
き
額
の
一
部
を
発
見
年
度
の

翌
年
度
以
降
に
繰
り
延
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
、
又
は
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す

べ
き
額
の
一
部
を
発
見
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
繰
り
延
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
、
又
は
減
額
す
る
こ
と
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
繰
り
延
べ
ら
れ
た
加
算
し
、
又
は
減
額
す
べ
き
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
繰
り
延
べ

額
」
と
い
う
。
）
を
加
算
し
、
又
は
減
額
し
な
い
こ
と
と
し
て
も
当
該
地
方
団
体
に
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の

額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
当
該
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
が
基
準
財
政
需
要
額
を
超
え
る
と
き
又
は
繰
り
延

べ
額
を
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
結
果
基
準
財
政
収
入
額
が
基
準
財
政
需
要
額
を
超
え
る
と
き
は
、
繰
り
延
べ
額

を
加
算
し
、
又
は
減
額
し
な
い
こ
と
と
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
返
還
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
繰
り
延
べ
額
が
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
減
額
す
べ
き
額
で
あ
る
場
合
　
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額

算
式

繰
り
延
べ
額－

繰
り
延
べ
額×

（
（
当
該
年
度
の
財
源
不
足
額
の
合
算
額－

当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
の
総

額
）
／
当
該
年
度
に
お
い
て
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
地
方
団
体
の
当
該
年
度
の

基
準
財
政
需
要
額
の
合
算
額
）

二
　
繰
り
延
べ
額
が
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
す
べ
き
額
で
あ
る
場
合
　
繰
り
延
べ
額

第
四
十
六
条
の
二
　
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
団
体
で
、
交
付
年
度
分
と
し
て
交
付
を
受
け
た
普
通
交

付
税
の
額
が
交
付
を
受
け
る
べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
に
満
た
な
い
も
の
に
対
し
、
当
該
不
足
額
を
交
付

年
度
以
後
の
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
特
別
交
付
税
か
ら
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
団
体
で
、
交
付
年
度
分
と
し
て
交
付
を
受
け
た
普
通
交
付
税
の
額
が
交

付
を
受
け
る
べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
を
こ
え
る
も
の
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
、
交
付

年
度
以
後
の
年
度
に
お
い
て
当
該
超
過
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
交
付
税
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
地
方
団
体
が
同
一
年
度
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
地
方
交
付
税
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

交
付
を
受
け
る
べ
き
額
か
ら
当
該
返
還
す
べ
き
額
を
控
除
し
た
額
を
交
付
し
、
又
は
当
該
返
還
す
べ
き
額
か
ら
当

該
交
付
を
受
け
る
べ
き
額
を
控
除
し
た
額
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村
は
、
当
該
措
置
が
な
さ
れ
た
年
度
に
お
い
て
、
同
項
の

規
定
に
よ
つ
て
加
算
し
、
又
は
減
額
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
額
に
相
当
す
る
額
を
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ

つ
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
返
還
す
る
額
が
著
し
く
多
額
で
あ
る
と
き
、
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
返
還
額
の
一
部
を
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
す
べ
き
年
度
の
翌
年
度

以
降
に
繰
り
延
べ
て
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
　
合
併
市
町
村
の
特
例

第
四
十
七
条
　
削
除

（
新
市
町
村
の
財
源
不
足
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
四
十
八
条
　
新
市
町
村
の
う
ち
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
平
成
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
都
道
府
県
知
事
に
申
請
を
行
い
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
う
場
合
は

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
に
行
わ
れ
た
合
併
特
例
法
第
二
条
第
一
項
の
市
町
村
の
合
併
又
は
平
成
十
七

年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
合
併
新
法
第
二
条
第
一
項
の
市
町
村
の
合
併
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い
て
「
適
用
合
併
」
と
い
う
。
）
に
係
る
日
が
当
該
年
度
の
前
十
五
年
度
の
四

月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
で
あ
る
も
の
（
合
併
新
法
を
適
用
す
る
合
併
の
う
ち
、
当
該
市
町

村
の
合
併
が
平
成
十
七
年
度
又
は
平
成
十
八
年
度
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
前
十
四
年
度
の
四

月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
で
あ
る
も
の
、
当
該
市
町
村
の
合
併
が
平
成
十
九
年
度
又
は
平
成

二
十
年
度
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
前
十
二
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま

で
の
間
で
あ
る
も
の
、
当
該
市
町
村
の
合
併
が
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合

に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
前
十
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
で
あ
る
も
の
）
に
つ
い

て
は
、
当
該
新
市
町
村
の
財
源
不
足
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

α

＋
Ｂ

（
Ａ－

Ｂ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
新
市
町
村
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
（
当
該
年
度
の
前
１
５
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
４

月
１
日
ま
で
の
間
（
合
併
新
法
を
適
用
す
る
合
併
の
う
ち
平
成
１
７
年
度
又
は
平
成
１
８
年
度
に
行
わ
れ
た
場

合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
前
１
４
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
の
間
、
平
成
１
９
年

度
又
は
平
成
２
０
年
度
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
前
１
２
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度

の
４
月
１
日
ま
で
の
間
、
平
成
２
１
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年

度
の
前
１
０
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
の
間
）
に
お
い
て
適
用
合
併
を
行
つ
た
合
併

関
係
市
町
村
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
す
べ
て
な

お
従
前
の
区
域
を
も
つ
て
存
続
し
て
い
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
各
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
き
そ
れ

ぞ
れ
第
４
９
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
が
第
５
０
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準

財
政
収
入
額
を
超
え
る
額
の
合
算
額

Ｂ
　
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
の
財
源
不
足
額

α

　
当
該
年
度
の
前
１
０
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
の
間
（
合
併
新
法
を
適
用
す
る

合
併
の
う
ち
平
成
１
７
年
度
又
は
平
成
１
８
年
度
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
前
９
年
度
の
４

月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
の
間
、
平
成
１
９
年
度
又
は
平
成
２
０
年
度
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ

つ
て
は
当
該
年
度
の
前
７
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
の
間
、
平
成
２
１
年
度
か
ら
令

和
４
年
度
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
年
度
の
前
５
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
４

月
１
日
ま
で
の
間
）
に
お
い
て
合
併
を
行
つ
た
場
合

１
．
０

合
併
新
法
を
適
用
す
る
以
外
の
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
で
当
該
年
度
の
前
ｎ
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度

の
前
（
ｎ－

１
）
年
度
の
４
月
１
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
合
併
を
行
つ
た
場
合
（
た
だ
し
、
ｎ
は
１
１

以
上
１
５
以
下
の
整
数
）

１
．
１－

（
ｎ－

１
０
）×

０
．
２

合
併
新
法
を
適
用
す
る
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
で
平
成
１
７
年
度
又
は
平
成
１
８
年
度
に
行
わ
れ
た
場
合
で
あ

つ
て
当
該
年
度
の
前
ｎ
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
前
（
ｎ－

１
）
年
度
の
４
月
１
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
合
併
を
行
つ
た
場
合
（
た
だ
し
、
ｎ
は
１
０
以
上
１
４
以
下
の
整
数
）

１
．
１－

（
ｎ－

９
）×

０
．
２

合
併
新
法
を
適
用
す
る
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
で
平
成
１
９
年
度
又
は
平
成
２
０
年
度
に
行
わ
れ
た
場
合
で
あ

つ
て
当
該
年
度
の
前
ｎ
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
前
（
ｎ－

１
）
年
度
の
４
月
１
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
合
併
を
行
つ
た
場
合
（
た
だ
し
、
ｎ
は
８
以
上
１
２
以
下
の
整
数
）

１
．
１－

（
ｎ－

７
）×

０
．
２

合
併
新
法
を
適
用
す
る
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
で
平
成
２
１
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場

合
で
あ
つ
て
当
該
年
度
の
前
ｎ
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
当
該
年
度
の
前
（
ｎ－

１
）
年
度
の
４
月
１
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
合
併
を
行
つ
た
場
合
（
た
だ
し
、
ｎ
は
６
以
上
１
０
以
下
の
整
数
）

１
．
１－

（
ｎ－

５
）×

０
．
２

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
に
適
用
合
併
以
外
の
合
併
を
行
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
財
源
不
足
額
か
ら
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
そ
の
基
準
財
政
収
入
額
が

基
準
財
政
需
要
額
を
超
え
る
も
の
の
当
該
超
え
る
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
つ
て
錯
誤
に
係
る
額
と
し
て
当
該
市
町
村
の
基
準
財
政

需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
し
た
額
は
、
当
該
錯
誤
を
生
じ
た
合
併

関
係
市
町
村
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政

収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
し
、
当
該
錯
誤
を
生
じ
た
合
併
関
係
市
町
村
が
明
ら
か

で
な
い
と
き
は
こ
れ
を
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
基
準

財
政
需
要
額
又
は
基
準
財
政
収
入
額
に
よ
つ
て
こ
れ
を
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
合
併
関
係
市
町

村
の
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
生
ず
る
各
合
併
関
係
市
町
村
の
財
源
不
足
額
の
増
加
額
又
は
減
少
額

の
合
算
額
が
、
当
該
錯
誤
に
係
る
額
を
交
付
年
度
に
お
い
て
各
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は

基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
し
た
場
合
に
お
い
て
生
ず
る
こ
と
と
な
る
各
合
併
関
係
市

町
村
の
財
源
不
足
額
の
増
加
額
又
は
減
少
額
の
合
算
額
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
錯
誤
が
な
か
つ
た
と
仮
定
し
た

場
合
に
お
け
る
交
付
年
度
の
当
該
新
市
町
村
の
財
源
不
足
額
の
増
加
額
又
は
減
少
額
」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
こ

と
と
な
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
錯
誤
に
係
る
額
は
、
適
用
合
併
を
行
つ
た
合
併
関
係
市

町
村
で
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
も
の
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政
収

入
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
錯
誤
が
交
付
年
度
に
お
い
て
基
準

財
政
収
入
額
が
基
準
財
政
需
要
額
を
超
え
る
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
そ
の
他
本
文
の
規
定
を

適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
錯
誤
が
な
か
つ
た
と
仮
定
し
た
場
合

に
お
け
る
交
付
年
度
の
当
該
新
市
町
村
の
財
源
不
足
額
の
増
加
額
又
は
減
少
額
に
相
当
す
る
額
を
、
適
用
合
併
を

行
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
で
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
も
の
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
に

加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
減
額
し
、
若
し
く
は
基
準
財
政

収
入
額
に
加
算
す
べ
き
額
の
合
算
額
又
は
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
減
額
す
べ
き

額
が
、
当
該
錯
誤
に
係
る
措
置
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
年
度
の
各
合
併
関
係
市
町
村
の
財
源

不
足
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
需
要
額
に
加
算
し
、
又
は
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
減
額
す
べ
き
額
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
し
た
後
の
額
と
す
る
。
）
の
合
算
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額

す
る
額
の
合
算
額
は
、
当
該
財
源
不
足
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

６
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
適
用
合
併
を
行
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
で
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額

を
超
え
る
も
の
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
財
政
需
要
額
若
し
く
は
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
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し
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
べ
き
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
錯
誤
の
措
置
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
お
け
る

こ
れ
ら
の
合
併
関
係
市
町
村
の
財
源
不
足
額
で
按
分
し
た
額
と
す
る
。

（
指
定
団
体
の
指
定
）

第
四
十
八
条
の
二
　
総
務
大
臣
は
、
新
市
町
村
の
う
ち
当
該
新
市
町
村
に
係
る
測
定
単
位
そ
の
他
の
数
値
の
合
併
関

係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い
て
次
条
及
び
第
五
十
条
並
び
に
附
則
第
四
条
に
定
め
る
特
別
な
方
法
を
用

い
る
も
の
（
以
下
「
指
定
団
体
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
）

第
四
十
九
条
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町

村
に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
を
次
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分

し
、
当
該
分
別
又
は
按
分
し
た
数
値
を
第
三
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
補
正
し
た
も
の
を
当
該
測
定
単
位
ご
と

の
単
位
費
用
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

２
　
当
該
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は
按
分
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
境
界
変
更
に
よ
り
当
該
新
市
町
村
に
編
入
さ
れ
た
区
域
が
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
当
該
区
域
は
隣
接
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
し
、
境
界
変
更
に
よ
り
当
該
新
市
町
村
の
区
域

が
分
割
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
区
域
は
当
該
境
界
変
更
前
に
属
し
て
い
た
合
併
関
係
市
町
村
か
ら
除
い
た

も
の
と
し
、
分
割
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
分
別
又
は
按
分

す
る
も
の
と
し
、
端
数
計
算
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
同
条
第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一
　
人
口

第
五
条
第
一
項
の
表
中
一
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二

十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間

内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係

市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
国

勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と

し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合

併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に

係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も

の
と
す
る
。

二
　
面
積

第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
宅
地
の
面
積
、
田
畑
の
面
積
及
び
森
林
の
面
積
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
新
市

町
村
の
財
源
不
足
額
を
算
定
し
た
初
年
度
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
合
併
し
た
新
市
町
村
に
あ
つ
て

は
、
平
成
十
五
年
度
を
い
う
。
以
下
「
算
定
初
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
分
別
し
、
算
定
初
年
度
の
次

年
度
以
降
に
お
い
て
は
同
項
の
表
中
二
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
当
該
数
値
を
算
定

初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
当
該
数
値
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
道
路
の
面
積

算
定
初
年
度
に
あ
つ
て
は
第
五
条
第
一
項
の
表
中
四
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
分
別

し
、
算
定
初
年
度
の
次
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
同
項
の
表
中
四
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に

係
る
第
七
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
一
号
に
規
定
さ
れ
た
種
別
ご
と
の
道
路
の
面
積
を
算
定
初
年
度
の
算

定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
で
あ
る
と
き
は
、
合
併
前
に
お
い
て
指
定

都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
道
及
び
道
府
県
道
（
橋
り
よ
う
を
含
む
。
）

の
数
値
を
零
と
す
る
。
た
だ
し
、
算
定
初
年
度
以
降
に
道
路
法
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

国
道
及
び
道
府
県
道
の
管
理
を
開
始
し
た
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
国
道
及
び
道
府
県
道
（
橋
り
よ
う
を
除
く
。
）

の
面
積
を
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
市
町
村
道
の
各
幅
員
の
数
値
の
合
計
に
よ
つ
て
按
分
し
、
国
道
及
び

道
府
県
道
（
橋
り
よ
う
に
限
る
。
）
の
面
積
を
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
市
町
村
道
の
橋
り
よ
う
の
面
積

に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
道
路
の
延
長

算
定
初
年
度
に
あ
つ
て
は
第
五
条
第
一
項
の
表
中
五
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
分
別

し
、
算
定
初
年
度
の
次
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
同
項
の
表
中
五
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に

係
る
第
七
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
一
号
に
規
定
さ
れ
た
種
別
ご
と
の
道
路
の
延
長
を
算
定
初
年
度
の
算

定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
で
あ
る
と
き
は
、
合
併
前
に
お
い
て
指
定

都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
道
及
び
道
府
県
道
（
橋
り
よ
う
を
含
む
。
）

の
数
値
を
零
と
す
る
。
た
だ
し
、
算
定
初
年
度
以
降
に
道
路
法
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

国
道
及
び
道
府
県
道
の
管
理
を
開
始
し
た
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
国
道
及
び
道
府
県
道
（
橋
り
よ
う
を
除
く
。
）

の
延
長
を
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
市
町
村
道
の
各
幅
員
の
数
値
の
合
計
で
按
分
し
、
国
道
及
び
道
府
県

道
（
橋
り
よ
う
に
限
る
。
）
の
延
長
を
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
市
町
村
道
の
橋
り
よ
う
の
数
値
で
按
分

す
る
も
の
と
す
る
。

五
　
港
湾
及
び
漁
港
に
お
け
る
係
留
施
設
及
び
外
郭
施
設
の
延
長

第
五
条
第
一
項
の
表
中
七
か
ら
同
項
の
表
中
十
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に

係
る
港
湾
又
は
漁
港
ご
と
の
係
留
施
設
又
は
外
郭
施
設
の
延
長
は
、
当
該
港
湾
又
は
漁
港
の
所
在
す
る
合
併
関

係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
港
湾
若
し
く
は
漁
港
が
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
し
な
い

場
合
又
は
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に
ま
た
が
つ
て
所
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
港
湾
又
は
漁
港
ご
と
の

係
留
施
設
又
は
外
郭
施
設
の
延
長
を
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
割
合
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
を
そ
れ
ぞ

れ
の
合
併
関
係
市
町
村
の
係
留
施
設
又
は
外
郭
施
設
の
延
長
と
す
る
。

六
　
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口

（１）
　
算
定
初
年
度
に
あ
つ
て
は
第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
一
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
し
、

算
定
初
年
度
の
次
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
同
項
の
表
中
十
一
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に

係
る
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口
を
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値

に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
算
定
初
年
度
の
前
年
度
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
合

併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
五
年
度
を
い
う
。
以
下
「
算
定
前
年
度
」
と
い
う
。
）
四
月
二
日
以
降

に
新
た
に
都
市
計
画
区
域
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
都
市
計

画
区
域
を
含
め
た
算
定
前
年
度
四
月
一
日
現
在
の
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の

と
す
る
。

（２）
　
（
１
）
の
場
合
に
お
い
て
、
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
数
が
前
年
四
月
一
日
に
お
け
る
都
市
計
画
区

域
内
の
人
口
を
超
え
る
合
併
関
係
市
町
村
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
前

年
四
月
一
日
に
お
け
る
都
市
計
画
区
域
内
の
人
口
を
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口
と
し
、
当
該
超
え
る
合

併
関
係
市
町
村
以
外
の
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
当
該
超
え
る
数
の
合
計
数
を
当
該
超
え
る
合
併
関
係

市
町
村
以
外
の
合
併
関
係
市
町
村
の
前
年
四
月
一
日
に
お
け
る
都
市
計
画
区
域
内
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し

た
数
を
（
１
）
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
按
分
し
た
数
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（３）
　
（
２
）
の
場
合
に
お
い
て
も
、
な
お
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
数
が
前
年
四
月
一
日
に
お
け
る
都

市
計
画
区
域
内
の
人
口
を
超
え
る
合
併
関
係
市
町
村
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
合
併
関
係
市
町
村
に
あ

つ
て
は
前
年
四
月
一
日
に
お
け
る
都
市
計
画
区
域
内
の
人
口
を
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口
と
し
、
当
該

超
え
る
合
併
関
係
市
町
村
以
外
の
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
当
該
超
え
る
数
の
合
計
数
を
総
務
大
臣
が

定
め
る
率
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
と
（
２
）
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
と
の
合
計
数
と
す
る
。

七
　
都
市
公
園
の
面
積

第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
二
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に
ま
た
が
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
、
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に

よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

八
　
小
学
校
の
児
童
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
四
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
小
学
校
の
児
童
数
を
算
定
前

年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
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九
　
小
学
校
の
学
級
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
五
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
小
学
校
の
学
級
数
は
当
該
小

学
校
の
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
合
併
関
係
市

町
村
の
区
域
に
係
る
在
学
児
童
を
も
つ
て
編
制
さ
れ
た
学
級
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
率

に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
し
、
按
分
後
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。

十
　
小
学
校
の
学
校
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
六
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
小
学
校
の
学
校
数
は
当
該
小

学
校
の
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
合
併
関
係
市

町
村
の
区
域
に
係
る
在
学
児
童
を
有
す
る
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
率
に
よ
つ
て
按

分
す
る
も
の
と
し
、
按
分
後
の
数
値
に
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。

十
一
　
中
学
校
の
生
徒
数
、
学
級
数
及
び
学
校
数

第
八
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

十
二
　
高
等
学
校
の
教
職
員
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
二
十
一
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
第
七
条
第
一
項
の
表
市
町

村
の
項
第
三
号
に
規
定
さ
れ
た
種
別
ご
と
の
高
等
学
校
の
教
職
員
数
の
う
ち
、
合
併
前
に
合
併
関
係
市
町
村
が

単
独
で
設
置
し
て
い
た
高
等
学
校
の
教
職
員
数
は
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
し
、
合
併
後
に
設

置
さ
れ
た
高
等
学
校
の
教
職
員
数
は
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
で
按
分
す
る
も
の
と
し
、
当
該
按
分
し
た
数
値

に
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
新
市
町
村

が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
で
あ
る
と
き
は
、
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
数
値
か
ら
定
時
制
の
課
程
に

係
る
教
職
員
（
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
実
習
助
手
及
び
事
務
職
員
を
除
く
。
）
の
数
（
小
数
点
以
下
二
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
除
く
も
の
と
す
る
。

十
三
　
高
等
学
校
の
生
徒
数

前
号
前
段
の
規
定
に
準
じ
て
第
七
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
三
号
に
規
定
さ
れ
た
種
別
ご
と
に
合
併
関
係

市
町
村
に
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

十
四
　
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数

第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
七
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の

当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調

査
し
た
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
幼
稚
園
に
在
学
す
る
幼
児
数
に
よ
つ
て
按
分
す

る
も
の
と
す
る
。

十
五
　
市
部
人
口

第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

十
六
　
六
十
五
歳
以
上
人
口

第
五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成

二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期

間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
六
十
五
歳
以
上
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い

て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
合

併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
二
十
二
年
六
十
五
歳
以
上
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二

十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の

合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
六
十
五
歳
以
上
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
合
併
関
係

市
町
村
の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳

以
上
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

十
七
　
七
十
五
歳
以
上
人
口

前
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

十
八
　
農
家
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
二
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平

成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
農
家
数
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係

市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
農
家
数
を
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現
在
の

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
農
家
数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
か
ら
令

和
二
年
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市

町
村
の
農
家
数
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市

町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
農
家
数
を
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
現
在
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
農

家
数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

十
九
　
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
六
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平

成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に

お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
林
業
及
び
水
産
業
の

従
業
者
数
を
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の

区
域
に
係
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら

令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係

市
町
村
の
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の

区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
を
国
勢
調
査
令
に
よ
つ

て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
業
及
び
水
産
業
の

従
業
者
数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

二
十
　
戸
籍
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
七
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
戸
籍
数
を
算
定
前
年
度
の

算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
一
　
世
帯
数

第
五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
八
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平

成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
世
帯
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合

併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
世
帯
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域

に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
世
帯
数
に
よ
つ
て
按
分
し

た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
世
帯
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お

い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
世
帯
数
を
合
併
関
係
市

町
村
の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
世
帯
数
に
よ

つ
て
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

二
十
二
　
災
害
復
旧
事
業
費
の
財
源
に
充
て
た
地
方
債
の
元
利
償
還
金

第
五
条
第
一
項
の
表
中
四
十
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
災
害
復
旧
事
業
費
の
財
源
に
充
て
た
地
方
債
の
元
利

償
還
金
の
う
ち
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
合
併
関
係
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方

債
に
係
る
も
の
又
は
合
併
前
に
当
該
合
併
関
係
市
町
村
が
許
可
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
し
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
以
後
の
年
度
に
当
該
合
併
関
係

市
町
村
若
し
く
は
当
該
新
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
又
は
合
併
後
に
当
該
新
市
町
村
が

許
可
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
額
を
算
定
前
年
度
の
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政

需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て

は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に
ま
た
が
る
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場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資

的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加

需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
三
　
辺
地
対
策
事
業
債
の
元
利
償
還
金

第
五
条
第
一
項
の
表
中
四
十
一
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
辺
地
対
策
事
業
債
の
元
利

償
還
金
は
、
当
該
地
方
債
に
係
る
辺
地
対
策
事
業
を
施
行
し
た
地
域
の
属
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に
ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お

い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成

十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ

つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
四
　
補
正
予
算
債
の
元
利
償
還
金

第
二
十
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体

に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に

ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の

う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に

よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
五
　
補
正
予
算
債
の
額

第
二
十
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体

に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に

ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の

う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に

よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
六
　
地
方
税
減
収
補
塡
債
の
額

第
五
条
第
一
項
の
表
中
四
十
四
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
地
方
税
減
収
補
塡
債
の
額

の
う
ち
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
合
併
関
係
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係

る
も
の
又
は
合
併
前
に
当
該
合
併
関
係
市
町
村
が
許
可
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
合

併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
し
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
以
後
の
年
度
に
当
該
合
併
関
係
市
町
村

若
し
く
は
当
該
新
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方
債
又
は
合
併
後
に
当
該
新
市
町
村
が
許
可
を
得
た
当
該
地

方
債
で
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
減
収
分
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
地
方
債
の
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
の
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額

に
よ
つ
て
、
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
減
収
分
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
同
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
の
合

併
関
係
市
町
村
ご
と
の
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に
係
る
基
準
税
額
に
よ
つ
て
、
利
子
割
交
付
金
の
減
収
に
係

る
も
の
に
あ
つ
て
は
同
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
の
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
利
子
割
交
付
金
の
基
準
額
に
よ

つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
七
　
財
源
対
策
債
の
額

第
二
十
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体

に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に

ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の

う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に

よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
八
　
減
税
補
塡
債

平
成
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
減
税
補
塡
債
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
年
度
に
お
け

る
当
該
新
市
町
村
に
係
る
第
五
条
第
一
項
の
表
第
四
十
六
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
当
該
各
年
度
に

お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
と
し
て
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
し

た
額
の
合
算
額
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

二
十
九
　
臨
時
財
政
対
策
債
の
額

各
年
度
に
お
け
る
第
五
条
第
一
項
の
表
第
四
十
七
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
臨
時

財
政
対
策
債
の
額
を
当
該
各
年
度
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第

一
項
の
額
の
算
定
方
法
を
定
め
る
省
令
第
一
条
に
定
め
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
に
よ
つ
て
按
分
す

る
も
の
と
す
る
。

三
十
　
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
の
額

第
二
十
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体

に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に

ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の

う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に

よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

三
十
一
　
国
土
強
靭
化
施
策
債
の
額

第
二
十
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体

に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に

ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の

う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に

よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
さ
れ
た
測
定
単
位
の
数
値
の
補
正
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
分
割
合
併
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当

該
分
割
前
の
市
町
村
の
区
域
に
よ
つ
て
算
定
し
た
補
正
後
の
数
値
を
当
該
分
割
に
係
る
補
正
前
の
数
値
（
種
別
補

正
を
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
、
種
別
補
正
後
の
数
値
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
つ
て
按
分

し
た
も
の
を
も
つ
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
補
正
後
の
数
値
と
し
、
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
適
用
合
併
以
外

の
合
併
を
行
つ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
補
正
前
の
数
値
に
当
該
新
市
町
村
に

係
る
補
正
係
数
を
乗
じ
た
も
の
を
も
つ
て
そ
の
補
正
後
の
数
値
と
す
る
。

一
　
種
別
補
正

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

二
　
段
階
補
正

法
第
十
三
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
密
度
補
正

法
第
十
三
条
第
四
項
第
二
号
及
び
こ
の
省
令
第
九
条
の
規
定
に
準
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
算
定
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

「
消
防
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅱ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
の
区
域
指
定
指
数
に
別
表
第
一
の
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数

点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ

に
定
め
る
率
と
の
合
計
数
を
当
該
新
市
町
村
の
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
及
び
高
圧
ガ
ス
の

取
扱
量
を
そ
れ
ぞ
れ
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
し
て
算
定
し
た
区
域
指
定
指
数
に
よ
つ
て

合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
按
分
し
て
算
定
す
る
。

「
消
防
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅲ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
の
標
準
額
支
払
団
員
数
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し

て
算
定
す
る
。

「

下

水

道

費

」

に

係

る

密

度

補

正

当
該
新
市
町
村
の
公
共
下
水
道
に
係
る
排
水
人
口
、
農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
、

漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
、
林
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
人
口
、
簡
易

排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
、
小
規
模
集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
、
合

併
処
理
浄
化
槽
の
う
ち
特
定
地
域
生
活
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
及
び
合
併
処
理

浄
化
槽
の
う
ち
個
別
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
人
口
、
公
共
下
水
道
に
係
る
排
水
面
積
、
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に

用

い

る
密
度

農
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
、
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
、
林
業

集
落
排
水
施
設
に
係
る
排
水
面
積
、
簡
易
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
面
積
及
び
小
規
模

集
合
排
水
処
理
施
設
に
係
る
排
水
面
積
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し
て
算
定
す
る
。

「
そ
の
他
の

土
木
費
」

に

係

る

密

度

補

正

に

用

い

る

密

度

当
該
新
市
町
村
の
近
傍
同
種
の
家
賃
の
額
、
旧
公
営
住
宅
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
改
良
住

宅
等
管
理
要
領
第
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
す
る
月
割
り
額
、
当
該
住
宅
の
家
賃
、

公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
家
賃
算
定
基
礎
額
に
同
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
た
額
、
入
居
者
階
層
に
応
じ
て
の
負
担
能

力
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
が
別
に
定
め
る
額
及
び
入
居
者
負
担
基
準
額
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し
て
算
定
し
、
当
該

新
市
町
村
の
近
傍
同
種
の
家
賃
の
額
、
旧
公
営
住
宅
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
改
良
住
宅

等
管
理
要
領
第
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
出
す
る
月
割
り
額
、
当
該
住
宅
の
家
賃
、

公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
家
賃
算
定
基
礎
額
に
同
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
た
額
、
入
居
者
階
層
に
応
じ
て
の
負
担
能

力
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
が
別
に
定
め
る
額
及
び
入
居
者
負
担
基
準
額
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
し
た
額
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し
て
算
定
し
、
平
成

八
年
四
月
一
日
以
降
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
新
市
町
村
の
公
営
住
宅

家
賃
収
入
補
助
基
本
額
、
戸
数
及
び
収
入
超
過
者
入
居
戸
数
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に

分
別
し
て
算
定
す
る
。

「

小

学

校

費

」

の

う

ち

児

童

数

を

測

定

単

位

と

す

る

も

の

及

び

「
中
学
校

費

」

の

う

ち

生

徒

数

を

測

定

単

位

と

す

る

も

の

に

係

る

密

度

補

正

に

用

い

る

密

度

当
該
新
市
町
村
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
数
を
当
該
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
の
主
た
る
定
置
場
の
場

所
に
よ
つ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
し
、
教
育
扶
助
受
給
児
童
数
又
は
教
育
扶
助
受
給

生
徒
数
、
完
全
学
校
給
食
実
施
児
童
数
又
は
完
全
学
校
給
食
実
施
生
徒
数
、
補
食
学
校
給

食
実
施
児
童
数
又
は
補
食
学
校
給
食
実
施
生
徒
数
及
び
ミ
ル
ク
学
校
給
食
実
施
児
童
数
又

は
ミ
ル
ク
学
校
給
食
実
施
生
徒
数
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご

と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
す
る
。

「
そ
の
他
の

教
育
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅱ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
立
の
大
学
に
在
学
す
る
学
生
数
、
短
期
大
学
に
在
学
す
る
学
生
数
、
高
等
専

門
学
校
に
在
学
す
る
学
生
数
、
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
に
在
学
す
る
幼
児
の
数
、
特
別

支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
在
学
す
る
児
童
及
び
生
徒
の
数
、
特
別
支
援
学
校
の

高
等
部
（
別
科
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高

等
部
（
別
科
及
び
専
攻
科
に
限
る
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
の
数
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に

分
別
し
、
当
該
新
市
町
村
に
所
在
す
る
私
立
の
幼
稚
園
（
新
制
度
移
行
私
立
幼
稚
園
を
除

く
。
）
に
在
学
す
る
幼
児
の
数
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の

当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
し
、
市
町
村
立
の
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
一
号
認
定
子
ど

も
の
数
（
追
加
分
）
、
市
町
村
立
大
学
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
、
市
町
村
立
短
期
大
学
授

業
料
減
免
対
象
学
生
数
、
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
、
市
町
村

立
専
門
学
校
授
業
料
減
免
対
象
学
生
数
、
市
町
村
立
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
、
市

町
村
立
短
期
大
学
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
、
市
町
村
立
高
等
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対

象
学
生
数
及
び
市
町
村
立
専
門
学
校
入
学
金
減
免
対
象
学
生
数
に
あ
つ
て
は
、
合
併
関
係

市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
値
を
用
い
、
第
九
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の

項
第
六
号
１
算
式
イ
の
符
号
Ｃ
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
市
町
村
に
係
る
数
値
を
用
い
て
算

定
す
る
。

「
そ
の
他
の

教
育
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅲ

に

用

い

る

密
度

私
立
幼
稚
園
在
籍
人
員
数
及
び
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
の
合
計
数
に
あ
つ
て
は
、

合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
値
を
用
い
、
第
九
条
第
一
項
の
表

市
町
村
の
項
第
六
号
２
算
式
の
符
号
Ｃ
に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
に
係
る
数
値
を
用
い

て
算
定
す
る
。

「
そ
の
他
の

教
育
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅳ

に

用

い

る

密
度

一
と
し
て
算
定
す
る
。

「
生
活
保
護

費

」

に

係

る

密

度

補

正

に

用

い

る
密
度

当
該
新
市
町
村
が
市
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
市
の
被
生
活
保
護
者
等
の
数
、
被
生
活
保

護
者
等
の
実
数
及
び
被
生
活
保
護
者
等
の
う
ち
生
活
扶
助
等
を
受
け
た
者
の
数
の
算
出
に

用
い
る
前
年
度
に
お
け
る
生
活
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
教
育
扶
助
、
医
療
扶
助
、
介
護
扶
助
、

出
産
扶
助
、
生
業
扶
助
及
び
葬
祭
扶
助
を
受
け
た
者
の
数
（
以
下
「
各
扶
助
人
員
数
」
と

い
う
。
）
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
（
合

併
前
に
お
い
て
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
以
外
の
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い

て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
数
と
し
て
当
該
都
道
府
県
知
事
が

調
査
し
た
数
と
す
る
。
）
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
、
当
該
新
市
町
村
が
福
祉
事
務
所
設

置
町
村
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
の
各
扶
助
人
員
数
を
当
該
合

併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
て
算
出
し
た
各
数
値
を
用
い
て

算
定
す
る
。

「
社
会
福
祉

費

」

に

係

る

密

度

補

正

に

用

い

る
密
度

当
該
新
市
町
村
の
公
立
の
保
育
施
設
在
籍
人
員
数
（
公
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
、
公
立
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
、
公
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
（
追
加
分
）
及

び
特
別
利
用
保
育
等
に
係
る
子
ど
も
の
数
を
除
く
。
）
を
施
設
の
所
在
地
に
よ
つ
て
合
併
関

係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し
、
当
該
新
市
町
村
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
居
住
系
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
数
、
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
及
び
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
を

算
定
前
年
度
の
合
併
関
係
市
町
村
の
当
該
数
値
（
平
成
二
十
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十

四
年
四
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
施
設
入
所
支

援
利
用
者
（
新
体
系
）
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
合
併

を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
支
給
決
定
者
数
、
平

成
十
九
年
四
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
知
的
障

害
者
支
援
措
置
人
員
）
に
よ
つ
て
按
分
し
、
前
年
度
私
立
保
育
所
等
費
用
額
、
前
年
度
私

立
保
育
所
等
利
用
者
負
担
額
、
前
年
度
私
立
保
育
所
等
在
籍
人
員
数
、
前
年
度
子
育
て
の

た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
支
給
額
、
前
年
度
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
に
係
る

給
付
認
定
子
ど
も
数
及
び
第
九
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
八
号
１
算
式
ア
（
１
）
の

符
号α

及
び
算
式
ア
（
２
）
の
符
号α

に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
に
係
る
数
値
を
用
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い
、
当
該
新
市
町
村
の
公
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
、
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
在

籍
人
員
数
、
公
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
（
追
加
分
）
、
特
別
利
用
保
育
等
に
係
る
子

ど
も
の
数
、
私
立
保
育
所
在
籍
人
員
数
、
私
立
認
定
こ
ど
も
園
在
籍
人
員
数
、
保
育
所
等

に
お
け
る
障
害
児
受
入
人
員
数
、
障
害
児
保
育
の
た
め
の
加
配
職
員
数
、
児
童
数
（
３
歳

未
満
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
、
児
童
数

（
３
歳
未
満
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
（
被
用
者
・
本

則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
、
児

童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
、

児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
、
児
童
数

（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
、
児
童
数
（
中
学

校
）
（
（
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
及
び
（
施
設
等
受
給
資
格
者
分
）
の
計
）
、
児
童
数
（
中

学
校
）
（
非
被
用
者
・
本
則
給
付
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付

分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第

２
子
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以

降
分
）
、
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・
本
則
給
付
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
未
満
）
（
被

用
者
・
特
例
給
付
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第

１
子
及
び
第
２
子
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第

３
子
以
降
分
）
、
児
童
数
（
中
学
校
）
（
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
未
満
）

（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
の

う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分

の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
、
児
童
数
（
中
学
校
）
（
非
被
用
者
・
特
例
給
付
分
）
、
児
童
数

（
３
歳
未
満
）
（
地
方
公
務
員
・
特
例
給
付
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方
公
務

員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
１
子
及
び
第
２
子
分
）
、
児
童
数
（
３
歳
～
小
学
校
）
（
地
方

公
務
員
・
特
例
給
付
分
の
う
ち
第
３
子
以
降
分
）
、
児
童
数
（
中
学
校
）
（
地
方
公
務
員
・

特
例
給
付
分
）
、
児
童
扶
養
手
当
支
給
者
数
、
地
域
型
保
育
給
付
に
係
る
子
ど
も
の
数
（
事

業
区
分
別
）
、
特
例
保
育
給
付
に
係
る
子
ど
も
の
数
及
び
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給

付
に
係
る
給
付
認
定
子
ど
も
数
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算

出
し
た
数
値
を
用
い
て
算
定
す
る
。

「
保
健
衛
生

費

」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅰ

及

び

密

度

補

正

Ⅱ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
の
診
療
所
の
数
、
診
療
所
の
病
床
数
、
簡
易
水
道
等
給
水
人
口
、
簡
易
水
道

事
業
債
元
利
償
還
金
、
簡
易
水
道
事
業
債
許
可
額
、
高
料
金
対
策
簡
易
水
道
資
本
費
、
高

料
金
対
策
簡
易
水
道
有
収
水
量
、
市
町
村
立
等
病
院
病
床
数
、
市
町
村
立
等
病
院
特
例
病

床
数
、
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
病
床
数
及
び
市
町
村
立
リ
ハ
ビ
リ
病
院
病
床
数
の
合
計

数
、
市
町
村
立
等
病
院
事
業
債
元
利
償
還
金
、
市
町
村
立
等
病
院
事
業
債
同
意
等
額
、
市

町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
債
元
利
償
還
金
、
市
町
村
立
大
学
附
属
病
院
事
業
債
同
意
等

額
、
市
町
村
病
院
事
業
一
般
会
計
出
資
債
同
意
等
額
、
救
急
告
示
病
院
数
、
救
急
告
示
等

病
床
数
、
高
料
金
対
策
上
水
道
資
本
費
、
高
料
金
対
策
上
水
道
有
収
水
量
、
上
水
道
水
源

開
発
元
利
償
還
金
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
負
担
金
、
上
水
道
広
域
化
対
策
元
利
償

還
金
、
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
元
利
償
還
金
、
市
町
村
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
同
意

等
額
並
び
に
市
町
村
立
看
護
師
等
養
成
所
生
徒
数
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
（
た

だ
し
、
簡
易
水
道
事
業
債
元
利
償
還
金
、
簡
易
水
道
事
業
債
許
可
額
、
上
水
道
水
資
源
開

発
元
利
償
還
金
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
負
担
金
、
上
水
道
広
域
化
対
策
元
利
償
還

金
、
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
元
利
償
還
金
及
び
市
町
村
上
水
道
一
般
会
計
出
資
債
同
意

等
額
に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に
ま
た
が
る
場
合
に

お
い
て
は
人
口
に
よ
つ
て
按
分
）
し
、
当
該
新
市
町
村
の
七
（
六
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減

者
数
、
七
（
六
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
、
減
額
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
計
、
減

額
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
計
、
一
般
被
保
険
者
世
帯
等
数
及
び
一
般
被
保
険
者
数
を
算
定

初
年
度
に
あ
つ
て
は
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し
、
算
定
初
年
度
の
次
年
度
以
降
に

あ
つ
て
は
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て

そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
、
当
該
新
市
町
村
の
五
（
四
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
者
数
、
二
割
軽
減

保
険
料
軽
減
者
数
、
五
（
四
）
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世
帯
数
、
二
割
軽
減
保
険
料
軽
減
世

帯
数
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
、
当
該
新
市
町
村
の

前
年
度
九
月
三
十
日
現
在
一
般
被
保
険
者
数
及
び
前
年
度
九
月
三
十
日
現
在
一
般
被
保
険

者
数
の
う
ち
六
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
の
数
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合

併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
数
値
を
用
い
て
算
定
す

る
。

「
高
齢
者
保

健

福

祉

費

」

に

係

る

密

度

補

正

に

用

い

る
密
度

当
該
新
市
町
村
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
被
措
置
者
数
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
受
給
者
数
及
び

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
数
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と

の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
し
、
生
活
支
援
ハ
ウ
ス
の
施
設
数
を
施
設
の
所
在

地
で
分
別
し
て
算
定
し
、
当
該
新
市
町
村
の
第
一
段
階
被
保
険
者
数
、
第
二
段
階
被
保
険

者
数
、
第
三
段
階
被
保
険
者
数
、
二
割
軽
減
被
保
険
者
数
、
五
割
軽
減
被
保
険
者
数
及
び

七
割
軽
減
被
保
険
者
数
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
す
る
。

「
清
掃
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅰ

に

用

い

る

密
度

一
と
し
て
算
定
す
る
。

「
清
掃
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅱ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
入
湯
税
納
税
義
務
者
数
を
算
定
初
年
度
に
あ
つ
て
は
合
併
関
係
市
町
村
ご
と

に
分
別
し
、
算
定
初
年
度
の
次
年
度
以
降
に
あ
つ
て
は
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合

併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
（
た
だ
し
、
入
湯
税
に
つ
い
て
合
併
特

例
法
第
十
条
又
は
合
併
新
法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
不
均
一
課
税
を
行
つ
て
い
る
当

該
新
市
町
村
に
あ
つ
て
は
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
）
し
て
算
定
す
る
。

「
農
業
行
政

費

」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅰ

に

用

い

る

密

度

当
該
新
市
町
村
の
田
の
面
積
、
畑
の
面
積
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
を
そ
れ
ぞ
れ
分
別
し
て

算
定
す
る
。
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併

を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
田
の
面

積
、
畑
の
面
積
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
田
の
面
積
、

畑
の
面
積
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
を
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現
在
の
合
併
関
係
市
町

村
の
区
域
に
係
る
田
の
面
積
、
畑
の
面
積
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
に
よ
つ
て
按
分
し
、

平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
田
の
面
積
、
畑
の
面
積
及

び
牧
草
専
用
地
の
面
積
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村

の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
田
の
面
積
、
畑
の
面
積
及
び
牧

草
専
用
地
の
面
積
を
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
現
在
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る

田
の
面
積
、
畑
の
面
積
及
び
牧
草
専
用
地
の
面
積
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
す
る
。

「
農
業
行
政

費

」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅱ

に

用

当
該
新
市
町
村
の
農
道
延
長
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当

該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
す
る
。
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い

る

密

度

「
林
野
水
産

行
政
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅰ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し

て
算
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二

月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市

町
村
の
市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に

お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る

市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
を
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査

し
た
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
市
町
村

又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
に
よ
つ
て
按
分
し
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
か

ら
令
和
二
年
二
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係

る
合
併
関
係
市
町
村
の
市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
は
、
令
和
二
年
二

月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日

現
在
に
お
け
る
市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
を
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則

に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域

に
係
る
市
町
村
又
は
財
産
区
の
所
有
す
る
森
林
の
面
積
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
す
る
。

「
林
野
水
産

行
政
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅱ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
の
公
有
及
び
私
有
の
林
野
面
積
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し
て
算
定

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日

ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の

公
有
及
び
私
有
の
林
野
面
積
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市

町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
の
公
有
及
び
私
有

の
林
野
面
積
を
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現

在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
市
町
村
の
公
有
及
び
私
有
の
林
野
面
積
に

よ
つ
て
按
分
し
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行

つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
公
有
及
び
私
有
の

林
野
面
積
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包

括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
の
公
有
及
び
私
有
の
林
野
面
積
を
農

林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併

関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
市
町
村
の
公
有
及
び
私
有
の
林
野
面
積
に
よ
つ
て
按
分
し
て

算
定
す
る
。

「
林
野
水
産

行
政
費
」

に

係

る

密

度

補

正

Ⅲ

に

用

い

る

密
度

当
該
新
市
町
村
の
市
町
村
譲
与
基
準
面
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
公
有
及
び
私
有
の
林
野
面

積
に
用
い
る
数
に
よ
り
按
分
し
、
当
該
新
市
町
村
の
市
町
村
譲
与
基
準
林
業
従
業
者
数
及

び
市
町
村
譲
与
基
準
人
口
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分
別
し
て
算
定
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行

つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
市
町
村
譲
与
基
準

従
業
者
数
及
び
市
町
村
譲
与
基
準
人
口
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当

該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
譲

与
基
準
従
業
者
数
及
び
市
町
村
譲
与
基
準
人
口
を
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成

二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
業
従
業
者
数
及

び
人
口
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一

日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村

の
市
町
村
譲
与
基
準
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町

村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
市
町
村
譲
与
基
準
人
口
を
国

勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町

村
の
区
域
に
係
る
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
す
る
。

「
地
域
振
興

費

」

の

う

ち

人

口

を

測

定

単

位

と

す

る

も

の

に

係

る

密

度

補

正

Ⅲ

に

用

い

る

密

度

当
該
新
市
町
村
の
外
国
青
年
招
致
人
員
並
び
に
外
国
自
治
体
と
の
自
治
体
間
交
流
及
び
外
国

自
治
体
間
と
の
各
種
分
野
に
お
け
る
交
流
に
基
づ
い
て
招
致
し
た
外
国
籍
職
員
の
合
計
数

を
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
て
算
定
す
る
。

四
　
態
容
補
正

法
第
十
三
条
第
四
項
第
三
号
並
び
に
こ
の
省
令
第
十
条
第
十
三
項
か
ら
第
二
十
二
項
ま
で
、
第
十
一
条
の
二
及

び
第
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
態
容
補
正
係
数
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

「
消
防
費
」
に
係
る
経

常
態
容
補
正
係
数

零
と
す
る
。

「
道
路
橋
り
よ
う
費
」

の
う
ち
道
路
の
延
長

を
測
定
単
位
と
す
る

も
の
に
係
る
投
資
補

正
係
数

当
該
新
市
町
村
の
交
通
事
故
件
数
比
率
の
算
定
に
用
い
る
交
通
事
故
件
数
を
合
併

関
係
市
町
村
の
合
併
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分

し
、
算
定
初
年
度
の
次
年
度
以
降
に
お
い
て
は
算
定
初
年
度
の
算
定
に
用
い
た

合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
て
算
定
す
る

も
の
と
す
る
。

「
下
水
道
費
」
に
係
る

投
資
補
正
係
数

当
該
新
市
町
村
の
有
収
水
量
、
超
過
算
定
対
象
資
本
費
、
使
用
料
等
、
統
合
前
の

有
収
水
量
、
統
合
前
の
超
過
算
定
対
象
資
本
費
及
び
統
合
前
の
使
用
料
等
を
分

別
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

「
そ
の
他
の
教
育
費
」

の
う
ち
人
口
を
測
定

単
位
と
す
る
も
の
に

係
る
普
通
態
容
補
正

Ⅱ
係
数

当
該
新
市
町
村
の
指
定
都
市
立
小
学
校
教
職
員
数
又
は
指
定
都
市
立
中
学
校
教
職

員
数
を
そ
れ
ぞ
れ
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
「
小
学
校
費
」
又
は
「
中
学
校

費
」
の
う
ち
学
級
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
測
定
単
位
の
数
値

に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係

市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
按
分
し
た
数
を
零
と
す
る
。
）
を
用
い
、
当
該
新

市
町
村
の
指
定
都
市
立
特
別
支
援
学
校
（
小
・
中
学
部
）
教
職
員
数
又
は
指
定

都
市
立
特
別
支
援
学
校
（
高
等
部
）
教
職
員
数
を
そ
れ
ぞ
れ
合
併
関
係
市
町
村

ご
と
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る

市
町
村
立
特
別
支
援
学
校
（
小
・
中
学
部
）
学
級
数
又
は
市
町
村
立
特
別
支
援

学
校
（
高
等
部
）
学
級
数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
按
分
し
た
数
を
零
と
す

る
。
）
を
用
い
、
当
該
新
市
町
村
の
指
定
都
市
立
小
・
中
学
校
教
職
員
平
均
給

与
月
額
又
は
指
定
都
市
立
特
別
支
援
学
校
教
職
員
平
均
給
与
月
額
を
合
併
関
係

市
町
村
の
当
該
額
（
た
だ
し
、
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で

あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
を
零
と
す
る
。
）
と
し
て
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。
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「
そ
の
他
の
教
育
費
」

の
う
ち
幼
稚
園
等
の

小
学
校
就
学
前
子
ど

も
の
数
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の
に
係
る

経
常
態
容
補
正
係
数

当
該
新
市
町
村
の
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
に
係
る
経
常
態
容
補
正
係
数
と
す
る
。

「
そ
の
他
の
教
育
費
」

の
う
ち
人
口
を
測
定

単
位
と
す
る
も
の
に

係
る
投
資
補
正
Ⅱ

係
数

当
該
新
市
町
村
の
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
の
学
級
数
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学

部
及
び
中
学
部
の
学
級
数
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
学
級
数
を
当
該

特
別
支
援
学
校
の
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
し
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。

「
社
会
福
祉
費
」
に
係

る
普
通
態
容
補
正
係

数
Ⅱ

当
該
新
市
町
村
の
虐
待
相
談
対
応
件
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
児
童
相
談
所
の
数

に
よ
り
按
分
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

「
保
健
衛
生
費
」
に
係

る
経
常
態
容
補
正
係

数
Ⅱ

零
と
す
る
。

「
地
域
振
興
費
」
の
う

ち
人
口
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の
に
係
る

普
通
態
容
補
正
Ⅰ

係
数

当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
人
口
が

も
多
い
団
体
の
連
携
中
枢
都
市
圏
人
口

を
当
該
新
市
町
村
に
お
け
る
連
携
中
枢
都
市
圏
の
圏
域
人
口
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
数
と
し
、
そ
の
他
の
合
併
関
係
市
町
村
の
連
携
中
枢
都
市
圏
人
口

を
零
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
後
に
中
核
市
又
は
特
例

市
（
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十

二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一

項
の
特
例
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
指
定
さ
れ
た
新
市
に
係
る
合
併
関
係

市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普

通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
は
、
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
人
口
が

も
多
い
も

の
の
連
携
中
枢
都
市
圏
人
口
を
当
該
新
市
町
村
に
お
け
る
連
携
中
枢
都
市
圏
の

圏
域
人
口
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
数
と
し
、
そ
の
他
の
合
併
関
係
市
町

村
の
連
携
中
枢
都
市
圏
人
口
を
零
と
し
て
算
定
し
た
率
に
、
当
該
新
市
の
基
準

財
政
需
要
額
か
ら
当
該
新
市
の
法
令
に
よ
る
行
政
権
能
等
の
差
に
よ
る
地
域
区

分
が
「
都
市
計
画
費
」
、
「
生
活
保
護
費
」
、
「
社
会
福
祉
費
」
、
「
保
健
衛
生
費
」
、

「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も

の
、
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
及
び
「
地

域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
他
の
市

町
村
、
「
保
健
衛
生
費
」
に
あ
つ
て
は
保
健
所
設
置
市
、
「
そ
の
他
の
土
木
費
」

に
あ
つ
て
は
建
築
主
事
設
置
市
で
あ
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要

額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
当
該
新
市
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
で

按
分
し
て
得
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
額
（
当
該
合
併
関
係
市
町
村
が
施
行

時
特
例
市
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
額
か
ら
、
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基

準
財
政
需
要
額
か
ら
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
法
令
に
よ
る
行
政
権
能
等
の
差

に
よ
る
地
域
区
分
が
「
都
市
計
画
費
」
及
び
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を

測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
他
の
市
町
村
で
あ
る
も
の
と
し
、
か

つ
、
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
に
あ
つ
て
は
建
築
主
事
設
置
市
で
あ
る
も
の
と
し

て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
と
当
該

合
併
関
係
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
及
び
こ
の
号
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の

と
し
た
場
合
に
お
け
る
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
を
乗
じ
、
そ
の
率
（
小
数
点
以

下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
〇
・

七
九
五
三
を
乗
じ
、
そ
の
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
測
定
単
位
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
単
位
費
用

を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
を
、
単
位
費
用
で
除
し
、
そ
の
商
（
整
数
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
測
定
単
位
で
除

し
、
そ
の
商
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
を
〇
・
七
九
五
三
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
、
段
階
補

正
係
数
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
加
え
た
率
と
す
る
。

「
地
域
振
興
費
」
の
う

ち
人
口
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の
に
係
る

普
通
態
容
補
正
Ⅲ

係
数

当
該
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
島
し
よ
人
口
を
用
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

「
地
域
振
興
費
」
の
う

ち
人
口
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の
に
係
る

経
常
態
容
補
正
係
数

零
と
す
る
。

「
地
域
振
興
費
」
の
う

ち
人
口
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の
に
係
る

投
資
補
正
係
数

合
併
前
年
度
に
お
い
て
事
業
所
税
を
課
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
合
併
関
係
市
町

村
の
人
口
が
三
十
万
人
未
満
の
場
合
（
新
市
町
村
の
人
口
が
三
十
万
人
以
上
の

場
合
に
限
る
。
）
又
は
合
併
前
年
度
に
お
い
て
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
が
三
十
万
人
以
上
の
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
第
十
二
条
第
三
項
の
表
市
町

村
の
項
第
三
号
算
式
の
符
号
ｂ
中
「
人
口
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
前
年
度
に
お

け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
地
域
振
興
費
」
の
う

ち
面
積
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の
に
係
る

投
資
補
正
係
数

当
該
新
市
町
村
の
可
住
地
面
積
を
算
定
前
年
度
の
算
定
に
用
い
た
合
併
関
係
村
ご

と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
按
分
し
、
当
該
新
市
町
村
の
人
口
集
中
地
区
面
積
を

第
十
二
条
第
三
項
の
表
市
町
村
の
項
第
三
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町

村
ご
と
に
分
別
又
は
按
分
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

「
消
防
費
」
、
「
道
路
橋

り
よ
う
費
」
の
う
ち

道
路
の
延
長
を
測
定

単
位
と
す
る
も
の
、

「
港
湾
費
」
の
う
ち

港
湾
に
お
け
る
外
郭

施
設
の
延
長
を
測
定

単
位
と
す
る
も
の
及

び
漁
港
に
お
け
る
外

郭
施
設
の
延
長
を
測

定
単
位
と
す
る
も

の

、
「

都

市

計

画

費
」
、
「
公
園
費
」
の

う
ち
人
口
を
測
定
単

位

と

す

る

も

の

、

「
下
水
道
費
」
、
「
そ

の
他
の
土
木
費
」
、

当
該
新
市
町
村
の
事
業
費
補
正
係
数
を
算
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
用
い
た
額

を
次
の
１
、
２
、
３
及
び
４
に
定
め
る
規
定
に
基
づ
き
合
併
関
係
市
町
村
ご
と

に
分
別
又
は
按
分
し
て
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
道
路
橋
り
よ
う
費
」
の
う
ち
道
路
の
延
長
を

測
定
単
位
と
す
る
も
の
、
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
、
「
農
業
行
政
費
」
、
「
林
野
水

産
行
政
費
」
及
び
「
地
域
振
興
費
」
に
お
け
る
同
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式

の
符
号
中α

に
つ
い
て
は
、
当
該
新
市
町
村
（
た
だ
し
、
二
回
以
上
合
併
を

行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
近
の
合
併
に
係
る
当
該
新
市
町
村
）
に
係
る
率

を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

１
　
「
下
水
道
費
」
に
係
る
事
業
費
補
正
係
数
を
算
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て

用
い
た
額
（
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
、
特
定
公
共
下
水
道
及
び
特
定
環
境

保
全
公
共
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
公
共
下
水
道

等
に
お
け
る
処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
及
び
管
路
施
設
の
供
用
開
始
後
二
十
五
年
を

経
過
し
た
も
の
に
係
る
事
業
で
、
下
水
道
の
処
理
量
の
増
大
又
は
放
流
水
の
水

質
の
改
善
に
資
さ
な
い
事
業
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
更
新
事
業
」
と
い

う
。
）
は
除
く
。
）
の
う
ち
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
合

併
関
係
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
又
は
負
担
し
た
も
の
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「
小
学
校
費
」
の
う

ち
学
級
数
を
測
定
単

位

と

す

る

も

の

、

「
中
学
校
費
」
の
う

ち
学
級
数
を
測
定
単

位

と

す

る

も

の

、

「
高
等
学
校
費
」
の

う
ち
生
徒
数
を
測
定

単
位
と
す
る
も
の
、

「
社
会
福
祉
費
」
、

「
高
齢
者
保
健
福
祉

費
」
の
う
ち
六
十
五

歳
以
上
人
口
を
測
定

単
位
と
す
る
も
の
、

「
清
掃
費
」
、
「
農
業

行
政
費
」
、
「
林
野
水

産
行
政
費
」
並
び
に

「
地
域
振
興
費
」
に

係
る
事
業
費
補
正

係
数

若
し
く
は
合
併
前
に
当
該
合
併
関
係
市
町
村
が
許
可
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係

る
も
の
若
し
く
は
負
担
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す

る
も
の
と
し
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
以
後
の
年
度
に
当
該
合
併
関
係

市
町
村
又
は
当
該
新
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
若
し
く

は
負
担
し
た
も
の
若
し
く
は
合
併
後
に
当
該
新
市
町
村
が
許
可
を
得
た
当
該
地

方
債
に
係
る
も
の
若
し
く
は
負
担
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
額
を
算
定
前
年

度
の
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

公
害
防
止
計
画
が
策
定
さ
れ
た
地
域
に
含
ま
れ
る
合
併
関
係
市
町
村
以
外
の
合

併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十

九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増

加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団

体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域

が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に
ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て

は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資

的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て

は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
「
下
水
道
費
」
に
係
る
事
業
費
補
正
係
数
を
算
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て

用
い
た
額
（
下
水
道
事
業
債
特
別
措
置
分
発
行
可
能
額
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
う
ち
、
合
併
し
た
日
の
前
日
の
属
す
る
年
度
以
前
の
年
度
の
下
水
道
事
業
債

特
別
措
置
分
発
行
可
能
額
に
あ
つ
て
は
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の

と
し
、
合
併
し
た
日
の
前
日
の
属
す
る
年
度
の
次
年
度
以
後
の
年
度
の
下
水
道

事
業
債
特
別
措
置
分
発
行
可
能
額
に
あ
つ
て
は
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
十
八

年
度
の
算
定
に
お
け
る
「
下
水
道
費
」
の
事
業
費
補
正
係
数
を
算
定
す
る
た
め

の
基
礎
と
し
た
額
の
う
ち
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る

経
費
又
は
都
道
府
県
が
行
う
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
法
令
に
基
づ
く
負
担
金

に
充
て
る
た
め
昭
和
三
十
四
年
度
以
降
に
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
の
元
利

償
還
金
に
相
当
す
る
額
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る

も
の
に
係
る
事
業
費
補
正
係
数
を
算
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
用
い
た
額
の

う
ち
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
合
併
関
係
市
町
村
が
同

意
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
又
は
負
担
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
合

併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
し
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
以
後
の

年
度
に
当
該
合
併
関
係
市
町
村
又
は
当
該
新
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方

債
に
係
る
も
の
又
は
負
担
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
う

ち
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
に
属
す
る
（
た
だ
し
、
合
併
関
係

市
町
村
に
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
含
ま
な
い
場
合
は
、
当
該
額
を
算
定
前
年

度
の
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、

平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に

よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
す
る
）
も
の
と
す
る
。

４
　
「
下
水
道
費
」
に
係
る
事
業
費
補
正
係
数
を
算
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て

用
い
た
額
（
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
、
特
定
公
共
下
水
道
及
び
特
定
環
境

保
全
公
共
下
水
道
の
整
備
事
業
に
係
る
も
の
並
び
に
下
水
道
事
業
債
特
別
措
置

分
発
行
可
能
額
に
係
る
も
の
を
除
く
。
た
だ
し
、
更
新
事
業
は
含
む
。
）
並
び

に
「
下
水
道
費
」
及
び
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口

を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
以
外
の
経
費
の
種
類
に
係
る
事
業
費
補
正
係
数
を
算

定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
用
い
た
額
の
う
ち
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
前
年
度
ま
で
に
合
併
関
係
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の

又
は
負
担
し
た
も
の
若
し
く
は
合
併
前
に
当
該
合
併
関
係
市
町
村
が
許
可
を
得

た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
若
し
く
は
負
担
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
合
併

関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
し
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
以
後
の
年

度
に
当
該
合
併
関
係
市
町
村
又
は
当
該
新
市
町
村
が
同
意
を
得
た
当
該
地
方
債

に
係
る
も
の
若
し
く
は
負
担
し
た
も
の
若
し
く
は
合
併
後
に
当
該
新
市
町
村
が

許
可
を
得
た
当
該
地
方
債
に
係
る
も
の
若
し
く
は
負
担
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は

当
該
額
を
算
定
前
年
度
の
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資

的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て

は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
（
た
だ

し
、
合
併
関
係
市
町
村
の
当
該
年
度
の
測
定
単
位
が
零
で
あ
る
経
費
の
種
類
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
測
定
単
位
が
零
の
合
併
関
係
市
町
村
以
外
の
合

併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
投
資
的
経
費
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
つ
て
分
別

（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区
域
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
に
ま
た
が
る
場
合

そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準

財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に

合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額

に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

五
　
寒
冷
補
正

法
第
十
三
条
第
四
項
第
四
号
並
び
に
こ
の
省
令
第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
準
じ
て
補
正
す
る
も

の
と
す
る
。

六
　
数
値
急
増
補
正

第
十
五
条
の
規
定
に
準
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
六
十
五
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳

登
載
人
口
、
七
十
五
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
及
び
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
は
算
定
前
年
度
の
算
定

に
用
い
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
当
該
数
値
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
数
値
急
減
補
正

「
小
学
校
費
」
及
び
「
中
学
校
費
」
の
う
ち
学
級
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
及
び
学
校
数
を
測
定
単
位
と
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
経
費
に
あ
つ
て
は
当
該
新

市
町
村
の
数
値
急
減
補
正
係
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

八
　
法
第
十
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
補
正
係
数
を
用
い
、
同
条
の
規
定
に
準
じ
て
補

正
す
る
も
の
と
す
る
。

九
　
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
測
定
単
位
の
数
値
と
し
て
分
別

又
は
按
分
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
に
分

別
又
は
按
分
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
補
正
す
る
場
合
に
お
い
て
、
補
正
係
数
及
び
補
正
後
の
数
値
の
算

定
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
の
学
校
数
若
し

く
は
高
等
学
校
の
教
職
員
の
補
正
後
の
数
値
に
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
小
学
校
若
し

く
は
中
学
校
の
学
級
数
の
補
正
後
の
数
値
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

５
　
法
第
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
区
分
で
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
種
地
に
係
る
地
域
区
分

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係

る
人
口
、
人
口
集
中
地
区
人
口
、
経
済
構
造
の
算
定
に
用
い
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
、
宅
地
平
均
価
格
指
数

の
算
定
に
用
い
る
宅
地
の
平
均
価
格
、
宅
地
の
評
価
総
地
積
、
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格
及
び
全
宅
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地
の
平
均
価
格
並
び
に
昼
間
流
入
人
口
、
合
併
関
係
市
町
村
の
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
Ⅰ
の
地
域
の
市
町
村

の
役
場
の
所
在
地
と
の

短
距
離
並
び
に
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
昼
間
流
出
人
口
に
つ
い
て
は
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（一）
　
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
分
別
し
た
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
。

た
だ
し
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に
係
る
合

併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合

併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
を

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る

人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二

年
十
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の

区
域
の
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の

区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
を
合
併
関
係
市
町
村

の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
又
は
人
口
集

中
地
区
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま

で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
人
口
又

は
人
口
集
中
地
区
人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し

て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口

に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区

人
口
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の

同
日
現
在
に
お
け
る
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ

つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
又
は
人
口
集
中
地
区
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し

た
も
の
と
す
る
。

（二）
　
経
済
構
造
の
算
定
に
用
い
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
分
別
し
た
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
第
一
次
産
業
就
業
者
数
、
第
二
次
産

業
就
業
者
数
又
は
第
三
次
産
業
就
業
者
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に

係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
を
合

併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
第

一
次
産
業
就
業
者
数
等
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十

二
年
十
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村

の
区
域
の
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区

域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域

に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等

に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で

に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
第
一
次
産

業
就
業
者
数
等
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た

市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令

に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ

れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
は
、
令

和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に

お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平

成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
第
一
次
産
業
就
業
者
数
等
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
す

る
。

（三）
　
宅
地
平
均
価
格
指
数
の
算
定
に
用
い
る
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格
及
び
全
宅
地
の
平
均
価
格

次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（１）
　
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格

合
併
関
係
市
町
村
の
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
以
前
に
合

併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地

の
平
均
価
格
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た

市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地
区
及
び
住
宅
地
区
の
宅
地
の
決
定

価
格
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
地
区
の
宅
地
の
決
定
価
格

に
よ
つ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
数
の
合
計
数
を
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係

市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地

区
及
び
住
宅
地
区
の
地
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
地
区

の
地
積
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数
と
し
、
平
成
十
九
年
一
月
二
日
か
ら
平
成
二

十
四
年
一
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市

町
村
の
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市

町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地
区

及
び
住
宅
地
区
の
宅
地
の
決
定
価
格
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
十
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

れ
ら
の
地
区
の
宅
地
の
決
定
価
格
に
よ
つ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
数
の
合
計
数
を
令
和
四
年
一
月
一

日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地
区
及
び
住
宅
地
区
の
地
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
十
九
年
度
調
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
地
区
の
地
積
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数
と
し
、

平
成
二
十
四
年
一
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格
は
、
令
和
四
年
一
月

一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地
区
及
び
住
宅
地
区
の
宅
地
の
決
定
価
格
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成

二
十
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
地
区
の
宅
地
の
決
定
価
格
に
よ
つ
て
按
分
し
、
当
該
按

分
し
た
数
の
合
計
数
を
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て

い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地
区
及
び
住
宅
地
区
の
地
積
を

合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
地
区
の
地
積
に
よ
つ
て
按
分

し
た
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数
と
し
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
一
日
ま
で
に

合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
商
工
住
宅
地
区
の

宅
地
の
平
均
価
格
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て

い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
業
地
区
、
工
業
地
区
及
び
住
宅
地
区
の
宅
地
の

決
定
価
格
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
地
区
の
宅
地
の

決
定
価
格
に
よ
つ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
数
の
合
計
数
を
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
業
地

区
、
工
業
地
区
及
び
住
宅
地
区
の
地
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
れ
ら
の
地
区
の
地
積
に
よ
つ
て
按
分
し
た
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。

（２）
　
全
宅
地
の
平
均
価
格

合
併
関
係
市
町
村
の
全
宅
地
の
平
均
価
格
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
全
宅
地
の
平
均
価
格
は
、
令
和
四
年
一

月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
で
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
を
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
総
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地
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
総
地
積
で
按
分
し
た
も
の
で

除
し
て
得
た
数
と
し
、
平
成
十
九
年
一
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
全
宅
地
の
平
均
価
格
は
、
令
和

四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度

調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
十
九
年
度
調
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
で
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
を
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お

い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

宅
地
の
総
地
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
十
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
総
地
積
で
按
分

し
た
も
の
で
除
し
て
得
た
数
と
し
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
ま
で
の
間

に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
全
宅
地
の
平
均

価
格
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村

の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
四

年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
で
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
を
令
和
四
年
一

月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
総
地
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅

地
の
総
地
積
で
按
分
し
た
も
の
で
除
し
て
得
た
数
と
し
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
一
月

一
日
ま
で
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
全
宅

地
の
平
均
価
格
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い

た
市
町
村
の
令
和
四
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平

成
二
十
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
決
定
価
格
の
総
額
で
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
を
令

和
四
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
四
年

度
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
総
地
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
九
年
度
調
書
に
記
載
さ
れ

て
い
る
宅
地
の
総
地
積
で
按
分
し
た
も
の
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。

（四）
　
昼
間
流
入
人
口

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
の
昼
間
流
入
人
口
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て

調
査
さ
れ
、
平
成
十
二
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
入
人
口
に

よ
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査

さ
れ
、
平
成
十
七
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
入
人
口
に
よ
る

こ
と
と
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
さ

れ
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
入
人
口
に
よ
る

こ
と
と
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
さ
れ
、

平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
入
人
口
に
よ
る
こ
と

と
す
る
。

（五）
　
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
Ⅰ
の
地
域
の
市
町
村
の
役
場
の
所
在
地
と
の

短
距
離

合
併
前
の
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
役
場
の
所
在
地
と
Ⅰ
の
地
域
の
市
町
村
役
場
の
所
在
地
と
の

短
距
離

（六）
　
昼
間
流
出
人
口

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
の
昼
間
流
出
人
口
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て

調
査
さ
れ
、
平
成
十
二
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
出
人
口
に

よ
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査

さ
れ
、
平
成
十
七
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
出
人
口
に
よ
る

こ
と
と
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
さ

れ
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
出
人
口
に
よ
る

こ
と
と
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
さ
れ
、

平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
報
告
に
掲
げ
ら
れ
た
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
昼
間
流
出
人
口
に
よ
る
こ
と

と
す
る

二
　
農
業
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
級
地
に
係
る
地
域
区
分

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係

る
農
業
就
業
者
数
比
率
の
算
定
に
用
い
る
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
並
び
に
耕
地
比
率
の
算
定
に
用
い

る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
及
び
宅
地
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（一）
　
農
業
就
業
者
数
比
率
の
算
定
に
用
い
る
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
分
別
し
た
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
、
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち

農
業
に
係
る
就
業
者
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
農
業
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
及
び
産
業
分
類
別
就
業

者
数
の
総
数
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の

合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
は
、
令
和
二
年
十
月

一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
農
業

就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
十
二
年
産
業
分
類

別
就
業
者
数
の
う
ち
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も

の
と
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総

数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同

日
現
在
に
お
け
る
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る

平
成
十
七
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
に
よ
つ
て

そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合

併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
農
業
就
業
者
数
又
は
産

業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包

括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
を
合
併
関

係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
二
十
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別

就
業
者
数
の
総
数
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十

月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の

農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関

係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
農
業
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業

者
数
の
総
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
二
十
七
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
農
業
就
業

者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

（二）
　
耕
地
比
率
の
算
定
に
用
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
及
び
宅
地
の
面
積

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
分
別
し
た
令
和
二
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
及
び
宅
地
の
面
積
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅

地
の
面
積
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町

村
の
令
和
二
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又

は
宅
地
の
面
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
十
二
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
十
七

年
一
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内

の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
は
、
令
和
二
年
一
月
一

日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
令
和
二
年
度
分
の
固
定
資
産
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税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
を
合
併
関
係
市
町

村
の
平
成
十
七
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積

又
は
宅
地
の
面
積
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七

年
一
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町

村
の
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関

係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
平
成
二
十
七
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
二
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
に
よ

つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
一
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
一
日
ま
で
の
間
に
合

併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の

面
積
又
は
宅
地
の
面
積
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し

て
い
た
市
町
村
の
令
和
二
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧

場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
を
合
併
関
係
市
町
村
の
平
成
二
十
七
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
又
は
宅
地
の
面
積
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と

す
る
。

三
　
林
野
行
政
等
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
級
地
に
係
る
地
域
区
分

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係

る
林
業
等
就
業
者
数
比
率
の
算
定
に
用
い
る
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
及
び
林
野
面
積
比
率
の
算
定
に

用
い
る
林
野
面
積
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（一）
　
林
業
等
就
業
者
数
比
率
の
算
定
に
用
い
る
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
分
別
し
た
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林

業
及
び
Ｂ
漁
業
の
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
林
業
等
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
並
び
に
産
業

分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
前
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
同
日
以
前
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総

数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同

日
現
在
に
お
け
る
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係

る
平
成
十
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
に
よ

つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に

合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
林
業
等
就
業
者
数
又

は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域

を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
を

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
十
七
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業

分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
平
成

二
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関

係
市
町
村
の
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い

て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
林
業
等
就
業
者
数
又
は

産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
二
十
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数

の
う
ち
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
し
、

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

期
間
内
の
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
の
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
は
、
令

和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に

お
け
る
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
二

十
七
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
林
業
等
就
業
者
数
又
は
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
総
数
に
よ
つ
て
そ

れ
ぞ
れ
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

（二）
　
林
野
面
積
比
率
の
算
定
に
用
い
る
林
野
面
積

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
分
別
し
た
林
野
面
積
の
総
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年
二
月
一
日
（
沖

縄
県
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
）
以
前
に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数

は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日

現
在
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数
を
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
十
二
年
八
月
一
日
現

在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
野
面
積
の
総
数
に
よ
つ
て
按
分
し
、
平
成
十
七
年
二
月
二

日
（
沖
縄
県
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併

を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係
市
町

村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数
を
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に

よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
十
七
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
野
面
積
の
総

数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
ま
で
の
間
に

合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関
係

市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数
を
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規

則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
野
面

積
の
総
数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
一
日
ま
で
の
間

に
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
合
併
関

係
市
町
村
の
区
域
を
包
括
し
て
い
た
市
町
村
の
同
日
現
在
に
お
け
る
林
野
面
積
の
総
数
を
農
林
業
セ
ン
サ
ス

規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
野

面
積
の
総
数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も
の
と
す
る
。

（三）
　
林
野
面
積
比
率
の
算
定
に
用
い
る
面
積

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
と
す
る
。

四
　
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
隔
遠
地
の
級
地
に
係
る
地
域
区
分

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
（
一
）
に
掲
げ
る
新
市
町
村
に
つ
い
て
、
当
該
新
市
町
村
の
同
号
（
二
）
に
よ
る
級

地
区
分
に
よ
る
。
た
だ
し
、
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
、
算
定
前
年
度
に
同
号
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
点
数
の
合
計
数
が
、
当
該
新
市
町
村
に
お
け
る
当
該
合
計
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
算
定
前
年
度
の

級
地
区
分
と
す
る
。

五
　
行
政
権
能
等
の
差
に
よ
る
地
域
区
分

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
都
市
計
画
費
」
に
あ
つ
て
は

当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
施
行
時
特
例
市
で
あ
る
と

き
は
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
又
は
施
行
時
特
例
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関

係
市
町
村
に
つ
い
て
は
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
施
行
時
特
例
市
以
外
の
市
町
村
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ

る
も
の
と
し
、
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、

指
定
都
市
、
中
核
市
、
施
行
時
特
例
市
又
は
建
築
主
事
設
置
市
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
、

中
核
市
、
特
例
市
、
施
行
時
特
例
市
又
は
建
築
主
事
設
置
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ

い
て
は
建
築
主
事
設
置
市
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一

日
現
在
に
お
い
て
限
定
特
定
行
政
庁
設
置
市
町
村
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
限
定
特
定
行
政
庁
設
置
市

町
村
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
限
定
特
定
行
政
庁
設
置
市
町
村
の
区
分
に
応
ず

る
係
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
「
そ
の
他
の
教
育
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該

新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て

指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外

の
市
町
村
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
「
生
活
保
護
費
」
に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
（
町
村

に
つ
い
て
は
、
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
に
限
る
。
）
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は

中
核
市
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村

に
つ
い
て
は
指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外
の
市
町
村
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
「
社
会
福
祉

費
」
に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
中

核
市
、
そ
の
他
の
中
核
市
又
は
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
中
核
市
若
し
く
は
そ
の
他
の
中
核
市
以
外
の
市

（
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
中
核
市

又
は
そ
の
他
の
中
核
市
以
外
の
市
又
は
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
指
定
都
市
、
児
童
相
談

所
設
置
中
核
市
又
は
そ
の
他
の
中
核
市
以
外
の
市
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
「
保
健
衛
生
費
」
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に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
保
健
所
設
置

市
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
保
健
所
設
置
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併

関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
保
健
所
設
置
市
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ
る
も
の
と
し
、
「
高
齢
者
保
健
福
祉
費
」

の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日

現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外
の
市
町

村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
指
定
都
市
又
は
中
核
市
以
外
の
市
町
村
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に

よ
る
も
の
と
し
、
「
商
工
行
政
費
」
に
あ
つ
て
は
当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
中

小
企
業
支
援
市
及
び
計
量
市
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
中
小
企
業
支
援
市
及
び
計
量
市
以
外
の
市
町
村

で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
中
小
企
業
支
援
市
及
び
計
量
市
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ
る
も
の

と
し
、
当
該
新
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
計
量
市
で
あ
る
と
き
は
合
併
前
に
お
い
て
計

量
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
計
量
市
の
区
分
に
応
ず
る
係
数
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

６
　
寒
冷
補
正
に
用
い
る
地
域
区
分
の
う
ち
給
与
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
は
、
当
該
新
市
町
村
に
係
る
第
十
四
条
第

一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
寒
冷
の
差
又
は
積
雪
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
は
、
当
該
新
市
町
村
に
係
る
第
十

四
条
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
合
併
前
に
お
け
る
地
域
区
分
（
た
だ

し
、
生
活
保
護
費
に
係
る
寒
冷
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
を
除
く
。
）
に
よ
る
。

（
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
）

第
五
十
条
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基

準
税
額
及
び
基
準
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
市
町
村
民
税
の
基
準
税
額
は
、
均
等
割
に
係
る
基
準
税
額
、
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び
法
人
税
割
に
係

る
基
準
税
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（一）
　
均
等
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
地
方
税
法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に

対
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
市
町
村
の
納
税
義
務
者
数
を
当
該
算
定
前
年
度
の
合
併
関
係
市
町
村
の

納
税
義
務
者
数
で
按
分
し
た
上
で
、
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
、
地
方
税
法
第

二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
算
定
初
年
度
に
お

い
て
は
、
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
納
税
義
務
者
数

を
調
査
分
別
し
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、
算
定
初
年
度
の
次
年
度
以
降
に
お
い
て
は
、
当
該
新
市
町
村
の
当

該
年
度
の
基
準
税
額
の
算
定
初
年
度
に
対
す
る
伸
び
率
を
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
算
定
初
年
度
の
基
準
税

額
に
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（二）
　
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
第
三
十
一
条
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町

村
の
所
得
割
に
係
る
基
準
税
額
を
、
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し

た
額
と
す
る
。

（三）
　
法
人
税
割
に
係
る
基
準
税
額
は
、
第
三
十
一
条
第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市

町
村
に
係
る
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る

基
準
税
額
を
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
算
定
し
た
調
定
額
に
よ
つ
て
按
分
し

た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が
つ
て
そ
の
事
務
所
又

は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
係
る
も
の
の
調
定
額
は
、
地
方
税
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
三
及
び
第
三
百
二

十
一
条
の
十
四
の
規
定
の
例
に
よ
つ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

二
　
固
定
資
産
税
の
基
準
税
額
は
、
土
地
に
係
る
基
準
税
額
、
家
屋
に
係
る
基
準
税
額
及
び
償
却
資
産
に
係
る
基

準
税
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（一）
　
土
地
に
係
る
基
準
税
額
は
、
第
三
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村

に
係
る
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準

税
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
調
査
し
た
土
地
の
地
目
ご
と
の
固
定
資
産
税
の
当
該
年
度
分
の
課

税
標
準
額
の
合
算
に
よ
つ
て
分
別
し
た
額

（二）
　
家
屋
に
係
る
基
準
税
額
は
、
第
三
十
二
条
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村

に
係
る
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準

税
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
調
査
し
た
当
該
年
度
分
の
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
減
額
さ
れ
た
住
宅
の
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町

村
に
つ
い
て
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
税
額
の
合
算
額
に
七
一
・
四
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
。
）
に

よ
つ
て
分
別
し
た
額
と
す
る
。

（三）
　
償
却
資
産
に
係
る
基
準
税
額
は
、
第
三
十
二
条
第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市

町
村
の
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
合
併
前
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
所
在
す
る
償
却
資
産
が
大
規

模
の
償
却
資
産
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
償
却
資
産
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
大
規
模
の
償
却
資
産
に
係
る

都
道
府
県
分
の
課
税
標
準
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
償
却
資
産
に
係
る
次
の
（
１
）
又

は
（
２
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
税
額
か
ら
控
除
し
た
額
に
よ
る
。

（１）
　
当
該
償
却
資
産
が
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
い
ず
れ
か
に
所
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
償
却

資
産
に
係
る
基
準
税
額
は
、
当
該
償
却
資
産
が
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（２）
　
当
該
償
却
資
産
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が
つ
て
所
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

地
方
税
法
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
知
事
又
は
総
務
大
臣
が
決
定
す
る
固
定
資
産

の
価
格
の
配
分
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
九
十
一
号
）
の
規
定
に
準
じ
て
当
該
償
却

資
産
に
係
る
課
税
標
準
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
按
分
し
た
額
と
す
る
。

三
　
軽
自
動
車
税
の
基
準
税
額
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
基
準
税
額
及
び
種
別
割
に
係
る
基
準
税
額
の
合
算
額
と

す
る
。

（一）
　
環
境
性
能
割
の
基
準
税
額
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町

村
に
係
る
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分

し
た
額
と
す
る
。

（二）
　
種
別
割
の
基
準
税
額
は
、
第
三
十
三
条
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に

係
る
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た

額
と
す
る
。

四
　
市
町
村
た
ば
こ
税
の
基
準
税
額
は
、
第
三
十
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に

係
る
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

五
　
鉱
産
税
の
基
準
税
額
は
、
第
三
十
五
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準

税
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
調
査
し
た
鉱
産
税
の
前
年
度
分
の
課
税
標
準
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た

額
と
す
る
。

六
　
特
別
土
地
保
有
税
の
基
準
税
額
は
、
第
三
十
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に

係
る
基
準
税
額
を
、
同
条
に
定
め
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
基
準
税
額
で
按

分
し
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
、
当
該
取
得
に
係
る
土
地
又
は
当
該
遊
休
土
地
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町

村
に
ま
た
が
つ
て
所
在
し
、
分
別
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
合
併
関
係
市
町
村
に
お
け
る
当
該
土
地
、
当
該
取

得
に
係
る
土
地
又
は
当
該
遊
休
土
地
の
面
積
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

七
　
事
業
所
税
の
基
準
税
額
は
、
第
三
十
七
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基

準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
で
按
分
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
特
例

法
第
十
条
第
一
項
又
は
合
併
新
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
し
て
い

る
場
合
は
、
第
三
十
七
条
に
定
め
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
基
準
税
額
で
分

別
し
た
額
と
す
る
。
不
均
一
課
税
を
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
終
了
年
度
の
次
年
度
に
つ
い
て
は
合
併
関
係
市

町
村
ご
と
に
分
別
し
、
次
々
年
度
以
降
は
当
該
年
度
の
新
市
町
村
に
係
る
基
準
税
額
を
終
了
年
度
の
次
年
度
に
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算
定
し
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
基
準
税
額
で
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
併
前
地

方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
市
並
び
に
合
併
前
同
号
ハ
に
規
定
す
る
市
及
び

こ
れ
に
準
ず
る
市
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
分
別
又
は
按
分
し
た
額
を
零
と
す
る
。

七
の
二
　
利
子
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町

村
に
係
る
基
準
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

七
の
三
　
配
当
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町

村
に
係
る
基
準
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

七
の
四
　
株
式
等
譲
渡
所
得
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た

当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と

す
る
。

七
の
四
の
二
　
法
人
事
業
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
四
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し

た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
第
三
十
一
条
第
四
項
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
第

三
十
七
条
の
四
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準
額
を
同
項
の
規
定
に

準
じ
て
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
算
定
し
た
調
定
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が
つ
て
そ
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
係
る

も
の
の
調
定
額
は
、
地
方
税
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
三
及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
十
四
の
規
定
の
例
に
よ
つ

て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

七
の
四
の
三
　
地
方
消
費
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
四
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し

た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準
額
の
う
ち
、
地
方
消
費
税
交
付
金
基
準
額
（
従
来
分
）
を
合
併
関
係
市
町
村
ご

と
の
算
定
前
年
度
の
基
準
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
、
地
方
消
費
税
交
付
金
基
準
額
（
引
上
げ
分
）
を
合
併

関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

七
の
五
　
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当

該
新
市
町
村
に
係
る
基
準
額
を
同
条
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
基
準
額
に
よ
つ
て

按
分
し
た
額
と
す
る
。

七
の
六
　
削
除

七
の
七
　
軽
油
引
取
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
八
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町

村
に
係
る
基
準
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
及
び
都
道
府
県
道
の
面
積
に
よ
つ
て
按

分
し
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
一
般
国
道
及
び
都
道
府
県
道
の
面
積
は
、
算
定
前
年
度
の
道
路
橋
り
よ
う
費
の
算
定
に
用

い
た
道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
う
ち
、
環
境
性
能
割
交
付
金
の
計
算
に
用
い
る
種
別
に
係
る
も
の
と
し
、
合
併

前
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
按
分
し
た
額
を
零
と
す
る
。

七
の
八
　
環
境
性
能
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
当
該
新
市
町
村
が
指
定
都
市
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
（
一
）
及

び
（
二
）
に
定
め
る
額
の
合
算
額
と
し
、
当
該
新
市
町
村
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
（
一
）
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（一）
　
第
三
十
八
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準
額
の
う
ち
市
町
村

道
（
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
道
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
額
を
市
町
村
道
の
延
長
に
係
る
額
及
び
道
路
の
面
積
に
係
る
額
に
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た

額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
で
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
額
の
合
算

額
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
は
、
算
定
前
年
度
の
道
路
橋
り
よ
う
費
の
算
定
に
用
い
た

道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
う
ち
、
環
境
性
能
割
交
付
金
の
計
算
に
用
い
る
種
別
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（二）
　
第
三
十
八
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
基
準
額
の
う
ち
一
般
国

道
等
（
地
方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
国
道
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
額
を
一
般
国
道
等
の
延
長
に
係
る
額
及
び
道
路
の
面
積
に
係
る
額
に
区
分
し
、
当
該
区
分

し
た
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
等
の
延
長
及
び
面
積
で
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
額

の
合
算
額
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
一
般
国
道
等
の
延
長
及
び
面
積
は
、
算
定
前
年
度
の
道
路
橋
り
よ
う
費
の
算
定
に
用
い

た
道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
う
ち
、
環
境
性
能
割
交
付
金
の
計
算
に
用
い
る
種
別
に
係
る
も
の
と
す
る
。

八
　
特
別
と
ん
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
第
四
十
条
に
よ
つ
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町

村
に
係
る
基
準
税
額
を
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
率
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

九
　
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
当
該
新
市
町
村
が
指
定
都
市
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
（
一
）
及
び

（
二
）
に
定
め
る
額
の
合
算
額
と
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
（
一
）
に
定
め
る

額
と
す
る
。

（一）
　
第
三
十
九
条
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
額
を
道
路
の
延
長
に

係
る
額
及
び
道
路
の
面
積
に
係
る
額
に
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す

る
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
で
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
額
の
合
算
額
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
は
、
算
定
前
年
度
の
道
路
橋
り
よ
う
費
の
算
定
に
用
い
た

道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
う
ち
、
環
境
性
能
割
交
付
金
の
計
算
に
用
い
る
種
別
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（二）
　
第
三
十
九
条
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
額
を
道
路
の
延
長
に

係
る
額
及
び
道
路
の
面
積
に
係
る
額
に
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す

る
一
般
国
道
及
び
都
道
府
県
道
の
延
長
及
び
面
積
で
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
額
の
合
算
額
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
一
般
国
道
及
び
都
道
府
県
道
の
延
長
及
び
面
積
は
、
算
定
前
年
度
の
道
路
橋
り
よ
う
費

の
算
定
に
用
い
た
道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
う
ち
、
環
境
性
能
割
交
付
金
の
計
算
に
用
い
る
種
別
に
係
る
も

の
と
し
、
合
併
前
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
按
分
し
た
額

を
零
と
す
る
。

九
の
二
　
石
油
ガ
ス
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
第
四
十
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市

町
村
に
係
る
基
準
税
額
を
道
路
の
延
長
に
係
る
額
及
び
道
路
の
面
積
に
係
る
額
に
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
額

を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
及
び
都
道
府
県
道
の
延
長
及
び
面
積
で
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し

た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
一
般
国
道
及
び
都
道
府
県
道
の
延
長
及
び
面
積
は
、
算
定
前
年
度
の
道
路
橋
り
よ
う
費
の

算
定
に
用
い
た
道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
う
ち
、
環
境
性
能
割
交
付
金
の
計
算
に
用
い
る
種
別
に
係
る
も
の
と

し
、
合
併
前
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
按
分
し
た
額
を
零
と

す
る
。

九
の
三
　
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
第
四
十
条
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新

市
町
村
に
係
る
基
準
税
額
を
道
路
の
延
長
に
係
る
額
及
び
道
路
の
面
積
に
係
る
額
に
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た

額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
た
額
の

合
算
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
は
、
算
定
前
年
度
の
道
路
橋
り
よ
う
費
の
算
定
に
用
い
た
道

路
の
延
長
及
び
面
積
の
う
ち
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
計
算
に
用
い
る
種
別
に
係
る
も
の
と
す
る
。

九
の
四
　
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
第
四
十
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新

市
町
村
に
係
る
基
準
税
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
前
条
第
二
項
第
二
十
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
世
帯

数
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

九
の
五
　
森
林
環
境
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
第
四
十
条
の
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市

町
村
に
係
る
基
準
税
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
前
年
度
分
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

十
　
市
町
村
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
四
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る

市
町
村
交
付
金
の
基
準
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
額
で
按
分
し
た
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
、
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
の
区

域
に
所
在
す
る
償
却
資
産
が
交
付
金
法
第
五
条
又
は
第
六
条
に
規
定
す
る
大
規
模
の
償
却
資
産
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
償
却
資
産
に
係
る
交
付
金
算
定
標
準
額
と
な
る
べ
き
価
格
の
う
ち
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
交
付
金

算
定
標
準
額
と
な
る
べ
き
額
を
超
え
る
部
分
の
額
に
〇
・
〇
一
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
償
却
資
産
に
係

る
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
額
か
ら
控
除
し
た
額
に
よ
る
。
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（１）
　
当
該
固
定
資
産
が
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
い
ず
れ
か
に
所
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
固
定
資

産
に
係
る
基
準
額
は
、
当
該
固
定
資
産
が
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（２）
　
当
該
固
定
資
産
が
二
以
上
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が
つ
て
所
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
固
定
資
産
に
係
る
基
準
額
は
、
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
総
理
府

令
第
三
十
一
号
）
の
規
定
に
準
じ
て
当
該
固
定
資
産
の
所
在
す
る
合
併
関
係
市
町
村
に
按
分
し
た
額
と
す

る
。

２
　
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
又
は
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
か
ら
第
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一
　
課
税
免
除
等
の
特
例
規
定
及
び
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
（
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
を
含
む
。
）
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
の
減
収
額
に
係
る
額
を
前
項
第
二
号
の
規
定
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額

第
六
章
　
雑
則

第
一
節
　
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置

（
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
）

第
五
十
一
条
　
法
第
八
条
に
定
め
る
期
日
（
以
下
「
交
付
税
の
算
定
期
日
」
と
い
う
。
）
後
に
お
い
て
地
方
団
体
の

廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
つ
て
関
係
地
方
団
体
に

対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
一
の
地
方
団
体
の
区
域
が
分
割
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
廃
置
分
合
の
期
日
後
に

お
い
て
関
係
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
地
方
団
体
に
対
し

て
当
該
期
日
後
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
を
、
当
該
廃
置
分
合
に
よ
り
分
割
さ
れ
る

区
域
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
に
按
分
し
た
額
と
す

る
。

二
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
一
の
地
方
団
体
が
そ
の
区
域
を
減
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
境
界
変
更
の
期
日
後
に

お
い
て
当
該
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
地
方
団
体
に
対
し

て
当
該
期
日
後
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
か
ら
、
当
該
額
を
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず

る
区
域
及
び
そ
の
区
域
を
除
い
た
当
該
地
方
団
体
の
区
域
の
そ
れ
ぞ
れ
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方
団
体
が
当

該
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す

べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
に
按
分
し
た
額
の
う
ち
、
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分
額
を

除
い
た
額
と
し
、
新
た
に
そ
の
区
域
が
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
地
方
団
体
に
対
し
て
当
該
期
日
後
に
お
い
て
交

付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
は
、
当
該
期
日
後
に
お
い
て
そ
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
普

通
交
付
税
の
額
に
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

（
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
四
月
及
び
六
月
に
お
い
て
交
付
す
る
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
）

第
五
十
二
条
　
交
付
税
の
算
定
期
日
以
前
一
年
以
内
に
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お

け
る
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
地
方
団
体
に
係
る
前
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
（
以
下
本
条
中

「
普
通
交
付
税
の
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
廃
置
分
合
に
よ
り
一
の
地
方
団
体
の
区
域
の
全
部
が
他
の
地
方
団
体
の
区
域
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
廃
置

分
合
前
の
関
係
地
方
団
体
に
係
る
普
通
交
付
税
の
額
の
合
算
額
を
も
つ
て
、
当
該
地
方
団
体
が
新
た
に
属
す
る

こ
と
と
な
つ
た
地
方
団
体
の
普
通
交
付
税
の
額
と
す
る
。

二
　
廃
置
分
合
に
よ
り
一
の
地
方
団
体
の
区
域
が
分
割
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
分
割
さ
れ
た
区
域
に
係
る
普
通

交
付
税
の
額
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
地
方
団
体
の
普
通
交
付
税
の
額
を
、
当
該
廃
置
分
合
に
よ
り
分
割
さ
れ

た
区
域
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と

仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
に
按
分

し
た
額
と
す
る
。

三
　
境
界
変
更
に
よ
り
一
の
地
方
団
体
が
そ
の
区
域
を
減
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
地
方
団
体
の
普
通
交
付
税
の

額
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
地
方
団
体
に
係
る
普
通
交
付
税
の
額
か
ら
当
該
額
を
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区

域
及
び
そ
の
区
域
を
除
い
た
当
該
地
方
団
体
の
区
域
の
そ
れ
ぞ
れ
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方
団
体
が
当
該
年

度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交

付
す
べ
き
で
あ
つ
た
普
通
交
付
税
の
額
に
按
分
し
た
額
の
う
ち
、
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分

額
を
除
い
た
額
と
し
、
新
た
に
そ
の
区
域
が
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
地
方
団
体
の
普
通
交
付
税
の
額
は
、
そ
の

地
方
団
体
に
係
る
普
通
交
付
税
の
額
に
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分
額
を
加
え
た
額
と
す

る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
地
方
団
体
の
う
ち
に
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
に
満
た
な
い
団
体

が
あ
る
と
き
は
、
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
の
地
方
団
体
に
係
る
普
通
交
付
税
の
額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方

法
に
準
じ
て
算
定
し
た
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
係
る
区
域
（
以
下
「
当
該
区
域
」
と
い
う
。
）
に
係
る
基
準

財
政
需
要
額
と
当
該
区
域
が
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
前
の
地
方
団
体
に
係
る
基
準

財
政
需
要
額
と
の
合
算
額
又
は
当
該
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
地
方
団
体
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
当
該
区

域
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
財
政
需
要
額
と
し
、
当
該
区
域
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
と

当
該
区
域
が
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
前
の
地
方
団
体
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
と

の
合
算
額
又
は
当
該
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
地
方
団
体
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
当
該
区
域
に
係
る
基
準

財
政
収
入
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
財
政
収
入
額
と
し
て
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
額

と
す
る
。
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
当
該
区
域
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額

が
基
準
財
政
収
入
額
に
満
た
な
い
こ
と
と
な
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

３
　
交
付
税
の
算
定
期
日
後
当
該
年
度
の
普
通
交
付
税
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境

界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
普
通
交
付
税
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
）

第
五
十
三
条
　
前
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
年
度
又
は
当
該
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と

仮
定
し
た
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
普
通
交
付
税
の
額
は
、
法
及
び
普
通
交
付
税
に
関
す

る
省
令
の
当
該
年
度
分
又
は
当
該
年
度
の
前
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
廃
置
分
合
に
よ
り
分
割
さ
れ
る
区
域
若
し
く
は
境
界
変
更
に
係
る
区
域
又
は
そ
の
区
域
を

除
い
た
当
該
地
方
団
体
の
区
域
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
用
い
る
法
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
項
及
び

第
十
一
項
（
他
の
法
律
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
補
正
係
数
は
、

当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
前
の
当
該
地
方
団
体
に
係
る
係
数
と
し
、
当
該
地
方
団
体
が
、
合
併
新
法
及
び
合

併
特
例
法
（
他
の
法
律
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
本
項
中
同
じ
。
）
の
規
定
に

よ
る
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
廃
置
分
合
に
よ
り
分
割
さ

れ
る
区
域
若
し
く
は
境
界
変
更
に
係
る
区
域
又
は
そ
の
区
域
を
除
い
た
当
該
地
方
団
体
の
区
域
に
係
る
普
通
交
付

税
の
額
は
、
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
中
合
併
新
法
及
び
合
併
特
例
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
合
併
市
町
村

に
係
る
当
該
年
度
分
又
は
当
該
年
度
の
前
年
度
分
の
財
源
不
足
額
の
算
定
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
規
定
の
例
に

よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
の
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
五
十
一
条
第
二
号
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規

定
す
る
当
該
境
界
変
更
の
区
域
に
係
る
都
道
府
県
の
普
通
交
付
税
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

境
界
変
更
前
の
都
道
府
県
に
係
る
当
該
年
度
又
は
当
該
年
度
の
前
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
を
当
該
境
界
変
更
の

区
域
に
係
る
官
報
で
公
示
さ
れ
た

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
口
」
と

い
う
。
）
と
当
該
境
界
変
更
の
区
域
に
係
る
人
口
を
除
い
た
当
該
都
道
府
県
の
人
口
と
で
按
分
し
、
当
該
按
分
し

た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
境
界
変
更
の
区
域
及
び
当
該
境
界
変
更
の
区
域
を
除
い
た
区
域
の
基
準
財
政
需
要
額
と

し
、
こ
れ
と
同
様
の
方
法
に
よ
つ
て
按
分
し
た
当
該
年
度
又
は
当
該
年
度
の
前
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
を
そ
れ

ぞ
れ
当
該
境
界
変
更
の
区
域
及
び
当
該
境
界
変
更
の
区
域
を
除
い
た
区
域
の
基
準
財
政
収
入
額
と
し
て
、
算
定
す

る
も
の
と
す
る
。

３
　
市
町
村
の
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
五
十
一
条
第
二
号
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
当
該
境
界
変
更
の
区
域
に
係
る
市
町
村
の
普
通
交
付
税
の
額
は
、
総
務
大
臣
が
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
減
じ
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る
区
域
に
係
る
人
口
が
著
し
く
少
な
い
こ
と
等
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て

算
定
す
る
。

第
二
節
　
大
規
模
な
災
害
が
あ
つ
た
場
合
の
特
例

（
大
規
模
な
災
害
が
あ
つ
た
場
合
の
交
付
時
期
及
び
交
付
額
の
特
例
）

第
五
十
四
条
　
大
規
模
な
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域
の
地
方
団
体
に
対
し
て
は
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
年

度
又
は
そ
の
翌
年
度
に
お
い
て
、
当
該
年
度
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
当
該
団
体
に
対
す
る
普
通
交
付
税
の
額
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
決
定
額
」
と
い
う
。
決
定
額
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
前
年
度
の
当
該
地
方
団
体
に

対
す
る
普
通
交
付
税
の
額
に
当
該
年
度
の
交
付
税
の
総
額
の
前
年
度
の
交
付
税
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
決
定
額
と
み
な
し
、
国
の
予
算
が
成
立
し
な
い
こ
と
等
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
総
務
大
臣
が
定
め
る
額

を
決
定
額
と
み
な
す
。
）
か
ら
既
に
当
該
団
体
に
対
し
て
交
付
し
た
額
を
控
除
し
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
繰
上

げ
交
付
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
上
げ
交
付
を
行
う
地
方
団
体
、
繰
上
げ
交
付
の
時
期
及
び
繰
上
げ
交
付
を
行
う
額
は
、

大
規
模
な
災
害
に
よ
る
特
別
の
財
政
需
要
の
額
等
を
考
慮
し
て
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
上
げ
交
付
を
行
つ
た
地
方
団
体
に
対
す
る
当
該
繰
上
げ
交
付
の
時
期
以
降
の
各
交
付

時
期
に
お
け
る
交
付
額
は
、
当
該
繰
上
げ
交
付
の
時
期
以
降
の
各
交
付
時
期
に
お
け
る
交
付
額
（
繰
上
げ
交
付
を

行
つ
た
額
は
除
く
。
）
か
ら
当
該
繰
上
げ
交
付
を
行
つ
た
額
を
順
次
控
除
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣

が
必
要
と
認
め
る
交
付
時
期
に
お
け
る
交
付
額
か
ら
は
控
除
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節
　
意
見
の
聴
取

（
意
見
の
聴
取
）

第
五
十
五
条
　
普
通
交
付
税
に
つ
い
て
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
な
う
場
合
に
は
、
法

第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
法
第
十
八
条
及
び
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
措
置
を
し
よ
う
と
す
る
事
由
並

び
に
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
、
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
な
う
場
合
に

は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
そ
れ
ぞ
れ
期
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
、
文
書
に
よ
つ
て
関
係
地
方
団
体
に

通
知
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
関
係
地
方
団
体
は
、
当
該
意
見

の
聴
取
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
か
つ
、
必
要
な
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
地
方
財
政
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
参
考
人
の
出
頭
を
求
め
、
そ
の
意
見
を

き
く
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
昭
和
三
十
七

年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定

に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
資
料
の
提
出
、
承
認
の
申
請
及
び
承
認
そ
の
他
の
手
続
で
こ
の
省
令
に
相

当
規
定
の
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
条
　
削
除

（
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
三
条
　
当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
表
第
三
号
中
「
別
表
第
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
表
第
二
及
び
附
則
第
二

十
三
項
」
と
し
、
「
附
則
第
二
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
十
五
項
、
第
二
十
九
項
及
び
第
三
十
一
項
」

と
す
る
。

２
　
当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
区
間
内
の
道
路
の
延
長
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

道
路
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
数
値
に
代
え
て
、
前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
道
路
橋
り
よ
う
現
況
調
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
数
値
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
一
級
河
川
の
延
長
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

河
川
現
況
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
河
川
の
河
岸
の
延
長
に
代
え
て
、
河
川
法
施
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第

百
六
十
八
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ

て
認
定
さ
れ
た
際
の
告
示
に
記
載
さ
れ
て
い
る
区
間
に
係
る
当
該
延
長
又
は
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
以
後
に
河
川

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
一
級
河
川
に
指
定
さ
れ
た
際
の
公
示
に
記
載
さ
れ
て
い
る
区
間
に
係
る
当
該
延
長
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
港
湾
（
漁
港
を
含
む
。
）
に
お
け
る
係
留
施
設
の
延
長
を
算
定

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
二
以
上
の
地
方
団
体
が
経
費
を
負
担
す
る
港
湾
又
は
漁
港
に
お
け
る
係
留
施
設
の
延
長

は
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
数
値
を
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
に
よ
つ
て
按
分
し
た
も

の
を
関
係
地
方
団
体
に
属
す
る
係
留
施
設
の
延
長
と
す
る
。

５
　
当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
表
第
四
十
七
号
に
規
定
す
る
各
年
度
に
お
い
て
特
別
に
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
は
、
当
該
額
か
ら
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す

る
。

（
特
別
の
地
方
債
の
償
還
費
に
係
る
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
四
条
　
地
方
団
体
の
長
は
、
当
該
地
方
団
体
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
測
定
単
位
の
数
値
の
基
礎
と
な
る
事
項

を
記
載
し
た
台
帳
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
費
、
地
域
改
善
対
策
事
業
費
又
は
同
和
対
策
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行

を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

二
　
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
等
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得

た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

三
　
公
害
防
止
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償

還
金

四
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
緑
地
等
の
設
置
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

五
　
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る

元
利
償
還
金

六
　
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
に
対
す
る
拠
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

七
　
合
併
市
町
村
の
建
設
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
に
係
る
元
利
償
還
金

八
　
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は

許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金

２
　
法
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
費
の
種
類
に
つ

き
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
に
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
（
五
百

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
が
起
こ
し
た
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
地

方
債
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
の
表
第
四
十
号
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

経
費
の

種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表示単位

一
　
地

域
改
善

対
策
特

定
事
業

債
等
償

還
費

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
費
、
地
域
改
善
対
策
事
業
費
又
は
同
和
対
策
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め

発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
地
域
改

善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
二

号
）
第
五
条
、
旧
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
十
六
号
）
第
五
条
又
は
旧
同

和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指

定
し
た
も
の
（
以
下
「
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
債
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利

償
還
金

千円

271



二
　
過

疎
対
策

事
業
債

償
還
費

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
等
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可

を
得
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
法
第
十
四
条
第
三
項
（
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
附
則
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
過

疎
地
域
持
続
的
発
展
法
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
附
則
第
五
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金
と
し
て

総
務
大
臣
が
調
査
し
た
も
の
、
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
又
は
旧

過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
十
二
項
又
は
過
疎
地
域
自
立
促
進
特

別
措
置
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
合
併
特
例
法
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
旧
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
二
条
第
二
項

（
同
法
附
則
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
旧
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
治
大
臣
が
指
定
し
た
も
の

（
以
下
「
過
疎
対
策
事
業
債
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

千円

三
　
公

害
防
止

事
業
債

償
還
費

公
害
防
止
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
当
該
年
度

の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
旧
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政

上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣

が
指
定
し
た
も
の
（
昭
和
六
十
二
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
四
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
五
年
度
補
正

予
算
債
、
平
成
六
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
七
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
八
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成

九
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
十
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
一
年
度
国
の

公
共
事
業
等
予
備
費
の
使
用
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
一
年
九
月
二
十
九
日
付
け

自
治
地
第
百
五
十
九
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方

債
課
長
通
知
）
」
及
び
「
経
済
新
生
対
策
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
一
年
十
二
月

十
四
日
付
け
自
治
地
第
百
九
十
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財

政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
」
に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
一
年
度
補
正
予
算

債
」
と
い
う
。
）
、
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
「
平
成
十
二
年
度
国
の
公
共
事
業
等
予
備
費
の
使
用
に
係

る
地
方
債
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
七
月
二
十
五
日
付
け
自
治
地
第
百
四
十
五
号
各
都
道

府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課
長
通
知
）
及
び
「
平
成
十

二
年
度
国
の
補
正
予
算
等
に
係
る
地
方
債
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
付
け
自
治

地
第
二
百
十
二
号
各
都
道
府
県
総
務
部
長
及
び
各
指
定
都
市
財
政
局
長
あ
て
自
治
省
財
政
局
地
方
債
課

長
通
知
）
に
基
づ
き
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
（
以
下
「
平
成
十
二
年
度
補
正
予
算
債
」
と
い
う
。
）

、
平
成
十
三
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
十
四
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
十
六
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成

十
七
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
十
八
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
年

度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
一
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
二
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
三
年

度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
四
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
六
年

度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
八
年
度
補
正
予
算
債
、
平
成
二
十
九
年

度
補
正
予
算
債
、
平
成
三
十
年
度
補
正
予
算
債
、
令
和
元
年
度
補
正
予
算
債
、
令
和
二
年
度
補
正
予
算

債
、
令
和
三
年
度
補
正
予
算
債
、
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

施
設
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
、
臨
時
財
政
特
例
債

、
財
源
対
策
債
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
以
下
「
公
害
防
止
事
業
債
」
と

い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

千円

四
　
石

油
コ
ン

ビ
ナ
ー

ト
等
特

別
防
災

区
域
に

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
緑
地
等
の
設
置
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た

め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の

を
除
く
。
）
で
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指

定
し
た
も
の
（
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
以
下
「
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
地
方

債
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

千円

係
る
緑

地
等
の

設
置
の

た
め
の

地
方
債

償
還
費

五
　
地

震
対
策

緊
急
整

備
事
業

債
償
還

費

地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
当

該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震

対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十

三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
（
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
及
び
地
方
債
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
地
方
債
を
除
く
。
以
下
「
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
債
」

と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

千円

六
　
被

災
者
生

活
再
建

支
援
法

人
へ
の

拠
出
の

た
め
の

地
方
債

償
還
費

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣

が
指
定
し
た
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
に
対
す
る
拠
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
総
務

大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

千円

七
　
合

併
特
例

債
償
還

費

合
併
市
町
村
の
建
設
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た

地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
合
併
特
例
法
第
十
一
条
の
二

第
二
項
（
同
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
（
以
下
「
合
併
特
例
債
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当

該
年
度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

千円

八
　
原

子
力
発

電
施
設

等
立
地

地
域
の

振
興
の

た
め
の

地
方
債

償
還
費

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
（
当
該
年
度
の
六
月
一
日
以
降
に
借
り
入
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
原
子
力
発

電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も

の
（
以
下
「
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
振
興
事
業
債
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元

利
償
還
金

千円

３
　
新
市
町
村
で
第
四
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た

「
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
債
等
償
還
費
」
、
「
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
債
償
還
費
」
及
び
「
原
子
力
発
電
施
設

等
立
地
地
域
振
興
事
業
債
償
還
費
」
の
測
定
単
位
の
数
値
を
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
（
た
だ
し
、
事
業
施
行
区

域
が
二
以
上
の
区
域
に
ま
た
が
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
施
行
区
域
を
含
む
合
併
関
係
市

町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併

し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
）
し
、
「
過
疎
対
策
事

業
債
償
還
費
」
の
測
定
単
位
の
数
値
を
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
同
意
を
得
た
も
の
又
は

合
併
前
に
許
可
を
得
た
も
の
は
同
意
又
は
許
可
を
得
た
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
し
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年

度
以
後
の
年
度
に
同
意
を
得
た
も
の
又
は
合
併
後
に
許
可
を
得
た
も
の
で
当
該
新
市
町
村
が
「
過
疎
地
域
」
（
過

疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
及
び
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
二
条

に
規
定
す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
若
し
く
は
す
べ
て
の
合
併
関
係
市
町
村
が
「
み
な
し
過
疎
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地
域
」
（
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第

三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
全
て
の
合
併
関
係
市
町

村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し

た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
し
、
又
は
一
部
の
合
併
関

係
市
町
村
の
み
が
み
な
し
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
み
な
し
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
合
併

関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降

に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
し
、
「
公
害
防

止
事
業
債
償
還
費
」
の
測
定
単
位
の
数
値
を
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
同
意
を
得
た
も
の

又
は
合
併
前
に
許
可
を
得
た
も
の
は
同
意
又
は
許
可
を
得
た
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
し
、
合
併
し
た
日
の
属
す

る
年
度
以
後
の
年
度
に
同
意
を
得
た
も
の
又
は
合
併
後
に
許
可
を
得
た
も
の
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年

度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ

て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
（
た
だ
し
、
一
部
の
合
併
関
係
市
町
村
の

み
が
公
害
防
止
区
域
（
旧
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
例
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
二
項
の
公
害
防
止
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
の
こ
と
を
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
公
害
防
止
区
域

と
な
つ
て
い
る
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十

九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て

按
分
）
し
、
「
合
併
特
例
債
償
還
費
」
の
測
定
単
位
の
数
値
を
、
合
併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
に

同
意
を
得
た
も
の
又
は
合
併
前
に
許
可
を
得
た
も
の
は
同
意
又
は
許
可
を
得
た
合
併
関
係
市
町
村
に
分
別
し
、
合

併
し
た
日
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
に
同
意
を
得
た
も
の
又
は
合
併
後
に
許
可
を
得
た
も
の
は
、
合
併
関
係
市

町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併

し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る
額
に
よ
つ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
指
定
団
体
に
あ
つ
て
は
、
過
疎
対
策
事
業
債
償
還
費
、
公
害
防
止
事
業
債
償
還
費
及
び
合
併
特
例
債
償
還

費
の
測
定
単
位
の
数
値
を
、
事
業
施
行
区
域
に
よ
り
分
別
（
た
だ
し
、
二
以
上
の
区
域
に
ま
た
が
る
場
合
は
、
当

該
事
業
施
行
区
域
を
含
む
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
う
ち
投
資
的
経
費
（
た
だ

し
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
合
併
し
た
団
体
に
あ
つ
て
は
、
事
業
費
補
正
に
よ
る
増
加
需
要
額
）
に
係
る

額
に
よ
つ
て
按
分
）
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
二
　
当
分
の
間
、
市
町
村
の
「
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
債
等
償
還
費
」
、
「
過
疎
対
策
事
業
債
償
還
費
」
、

「
公
害
防
止
事
業
債
償
還
費
」
、
「
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
地
方
債
償
還
費
」
、
「
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
債
償
還

費
」
、
「
合
併
特
例
債
償
還
費
」
又
は
「
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
振
興
事
業
債
償
還
費
」
の
あ
る
場
合
に
お

け
る
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
及
び
附
則

第
四
条
第
二
項
」
と
、
「
次
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
及
び
附
則
第
四
条
第
三
項
」
と
す
る
。

（
「
消
防
費
」
の
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
五
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
「
消
防
費
」
の
密
度
補
正
Ⅲ
係
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
の
表
市

町
村
の
項
第
一
号
「
０
．
５
」
と
あ
る
の
は
「
０
．
８
」
と
す
る
。

（
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
六
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
令
和
二
年
七

月
豪
雨
に
際
し
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災

害
発
生
市
町
村
の
う
ち
、
一
か
ら
人
口
を
令
和
二
年
九
月
三
十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得

た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
控
除
し
た
数
が
〇
・

二
三
四
を
上
回
る
市
町
村
で
あ
る
熊
本
県
球
磨
郡
球
磨
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る

も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
率
に
二
・

五
九
五
を
加
算
し
た
率
と
す
る
。

（
普
通
態
容
補
正
の
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
隔
遠
地
の
級
地
に
係
る
経
過
措
置
）

第
六
条
の
二
　
当
分
の
間
、
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
（
一
）
に
掲
げ
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
普
通
交
付
税
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
八
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関

す
る
省
令
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
点
数
の
合
計
数
が
、
第
十
一
条
第
一
項
第

四
号
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
点
数
の
合
計
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
の
級
地
区

分
と
す
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
　
削
除

（
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
投
資
補
正
係
数
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
九
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
附
則
別
表
第
三
に
掲
げ
る
市
に
係
る
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位

と
す
る
も
の
の
投
資
補
正
係
数
の
算
式
の
符
号
Ｂ
は
、
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
算
式
に

よ
つ
て
算
定
し
た
率
と
す
る
。

算
式

ａ×

ｂ

算
式
の
符
号

ａ
　
人
口

ｂ
　
附
則
別
表
第
三
に
定
め
る
率

第
九
条
の
二
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
附
則
別
表
第
三
の
二
に
掲
げ
る
市
に
係
る
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
面
積
を

測
定
単
位
と
す
る
も
の
の
投
資
補
正
係
数
は
、
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
率
に
、
同
表
の
「
率
」

の
欄
の
率
を
加
え
た
率
と
す
る
。

第
九
条
の
三
及
び
第
九
条
の
四
　
削
除

（
都
道
府
県
の
「
地
域
振
興
費
」
の
投
資
補
正
係
数
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
九
条
の
五
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
都
道
府
県
の
「
地
域
振
興
費
」
の
投
資
補
正
係
数
は
、
第
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
率
に
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当

該
率
又
は
当
該
率
の
算
定
の
過
程
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
を
加
え
た
率
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ｂ×

０
．
６
７
６×

０
．
７
＋
０
．
３
）×

５
，
１
０
８
，
０
０
０
＋
（
Ｃ×

０
．
３
５
＋
Ｄ×

０
．
３
５

＋
０
．
３
）×

２
２
８
，
０
０
０
｝
／
（
Ａ×

０
．
５
４
３
）

Ａ×

０
．
５
４
３
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
Ｂ×

０
．
６
７
６
、
Ｂ

×

０
．
６
７
６×

０
．
７
、
Ｃ×

０
．
３
５
＋
Ｄ×

０
．
３
５
及
び
｛
（
Ｂ×

０
．
６
７
６×

０
．
７
＋
０
．

３
）×

５
，
１
０
８
，
０
０
０
＋
（
Ｃ×

０
．
３
５
＋
Ｄ×

０
．
３
５
＋
０
．
３
）×

２
２
８
，
０
０
０
｝
／

（
Ａ×

０
．
５
４
３
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式

｛
（α

／β

）×

１
０
０
｝×

（
１
／
３
．
５
）

｛
（α

／β

）×

１
０
０
｝
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

α
　
内
閣
府
が
令
和
４
年
３
月
２
２
日
に
公
表
し
た
県
民
経
済
計
算
の
「
２
．
主
要
系
列
表
」
中
「
４
．
県
民

総
生
産
（
支
出
側
）
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
都
道
府
県
の
「
総
固
定
資
本
形
成
」
の
「
公
的
」
の
「
一
般

政
府
」
に
係
る
額
の
平
成
２
２
年
度
の
額
及
び
令
和
５
年
２
月
９
日
に
公
表
し
た
県
民
経
済
計
算
の
「
２
．
主

要
系
列
表
」
中
「
４
．
県
民
総
生
産
（
支
出
側
）
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
都
道
府
県
の
「
総
固
定
資
本
形

成
」
の
「
公
的
」
の
「
一
般
政
府
」
に
係
る
額
の
平
成
２
３
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度

ご
と
の
額
の
合
算
額

β

　
内
閣
府
が
令
和
４
年
３
月
２
２
日
に
公
表
し
た
県
民
経
済
計
算
の
「
２
．
主
要
系
列
表
」
中
「
４
．
県
民

総
生
産
（
支
出
側
）
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
都
道
府
県
の
「
県
内
総
生
産
（
支
出
側
）
」
の
平
成
２
２
年
度

の
額
及
び
令
和
５
年
２
月
９
日
に
公
表
し
た
県
民
経
済
計
算
の
「
２
．
主
要
系
列
表
」
中
「
４
．
県
民
総
生
産
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（
支
出
側
）
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
都
道
府
県
の
「
県
内
総
生
産
（
支
出
側
）
」
の
平
成
２
３
年
度
か
ら
令

和
元
年
度
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
ご
と
の
額
の
合
算
額

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式

（γ
／
３
）×

（
１
／
３
１
３
，
６
８
６
，
０
０
０
，
０
０
０
）

γ

／
３
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

γ

　
内
閣
府
が
令
和
５
年
２
月
９
日
に
公
表
し
た
県
民
経
済
計
算
の
「
３
．
付
表
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該

都
道
府
県
の
「
固
定
資
本
減
耗
」
の
「
一
般
政
府
」
に
係
る
額
の
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
そ

れ
ぞ
れ
の
年
度
ご
と
の
額
の
合
算
額

Ｄ
　
当
該
都
道
府
県
の
第
５
条
第
１
項
の
表
中
二
１
の
面
積
を
８
，
０
４
２
．
０
０
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数

点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３

と
す
る
。
）

（
寒
冷
補
正
係
数
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
別
表
第
四
（
３
）
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
級
地
が
、
令
和
四
年
改
正
前
の
省
令
の
区

分
欄
に
掲
げ
る
級
地
よ
り
も
下
回
る
市
町
村
（
令
和
四
年
改
正
前
の
省
令
別
表
第
四
（
３
）
の
区
分
欄
に
掲
げ
る

級
地
が
、
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
総
務
省
令
第
五
十
号
）
に
よ
る
改

正
に
よ
り
無
級
地
と
な
っ
た
市
町
村
を
含
む
。
）
の
「
道
路
橋
り
よ
う
費
」
、
「
小
学
校
費
」
の
う
ち
学
級
数
を
測

定
単
位
と
す
る
も
の
、
「
中
学
校
費
」
の
う
ち
学
級
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
、
「
高
等
学
校
費
」
の
う
ち
生
徒

数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
及
び
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
積
雪
の
差
に

よ
る
寒
冷
補
正
率
は
、
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以

下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

Ａ
＋
（
Ｂ－

Ａ
）×

０
．
８

Ｂ－

Ａ
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
（
Ｂ－

Ａ
）
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
別
表
第
４
（
３
）
に
定
め
る
級
地
区
分
に
応
ず
る
別
表
第
１
に
定
め
る
率

Ｂ
　
令
和
４
年
改
正
前
の
省
令
別
表
第
４
（
３
）
に
定
め
る
級
地
区
分
に
応
ず
る
別
表
第
１
に
定
め
る
率

（
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
等
）

第
十
一
条
　
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
基
準
額
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
附
則
第

十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
地
方
団
体
に
対
し
て
前
年
度
の
九
月
及
び
三
月
に
交
付
さ
れ
た
交
通
安
全
対
策
特

別
交
付
金
の
額
の
合
算
額
（
次
条
に
お
い
て
「
前
年
度
交
付
額
」
と
い
う
。
）
に
一
・
一
二
七
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

２
　
合
併
関
係
市
町
村
の
基
準
財
政
収
入
額
は
、
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
基
準
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
合
併
に
係
る

日
の
直
前
の
交
付
時
期
に
お
い
て
交
付
さ
れ
た
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
額
で
按
分
し
た
額
を
加
算
し
た
額

と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
令
和
四
年
四
月
二
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
、
道
路
法
第

十
七
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国

道
（
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
に
限
る
。
）
又
は
都
道
府
県
道
を
新
た
に
管

理
す
る
こ
と
と
な
つ
た
指
定
都
市
以
外
の
市
、
同
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
区
域
内
の
都
道
府
県
道
を

新
た
に
管
理
す
る
こ
と
と
な
つ
た
町
村
及
び
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金

の
基
準
額
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
年
度
交
付
額
に
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
率
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

（
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
の
交
付
見
込
額
等
の
算
定
方
法
）

第
十
二
条
　
法
附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
包
括
す
る
道
府
県
に
お
け
る
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
の
交

付
見
込
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
指
定
都
市
に
つ
い
て
次
項
の
規
定

に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
お
け
る
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
の
収
入
見
込
額
と
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ×

１
．
０
３
７×

０
．
６
６
７×

１
．
０
１
４
）
／
２

Ａ×

１
．
０
３
７
、
Ａ×

１
．
０
３
７×

０
．
６
６
７
、
（
Ａ×

１
．
０
３
７×

０
．
６
６
７×

１
．
０
１
４
）

及
び
（
Ａ×

１
．
０
３
７×

０
．
６
６
７×

１
．
０
１
４
）
／
２
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
２
０
表
の
表
側
「
令
和
３
年
度
」
の
う
ち
「
７
月
」
か
ら
「
３
月
」
ま
で
及
び

「
令
和
４
年
度
」
の
う
ち
「
計
」
、
表
頭
「
税
額
（
千
円
）
」
欄
に
係
る
当
該
指
定
都
市
の
額
の
合
計
額

３
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
前
項
の
収
入
見
込
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
の
収
入

見
込
額
を
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
（
二
）
の
規
定
に
準
じ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
按
分
し
た
額
を
零

と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
　
削
除

（
道
府
県
民
税
の
所
得
割
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
二
条
の
三
　
法
附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
７
９
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
＋
Ｂ－

Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×

０
．
９
８
６－

Ｆ
＋
Ｇ

７
９
，
４
０
０
円×

α

に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
７
９
，
４
０
０
円

×
α

）×

Ａ
及
び
｛
（
７
９
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
＋
Ｂ－

Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×

０
．
９
８
６
に
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｄ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｅ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｅ
に
同
じ
。

Ｆ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

Ｇ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｇ
に
同
じ
。

α

　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

２
　
法
附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
７
９
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
＋
（
７
９
，
４
０
０
円×

α
'

）×

Ａ'

＋
（
Ｂ
＋
Ｂ'

）－

（
Ｃ
＋
Ｃ'

）－

（
Ｄ
＋
Ｄ'

）－

（
Ｅ
＋
Ｅ'

）
｝×

０
．
９
８
６－

（
Ｆ
＋
Ｆ'

）
＋
Ｇ

７
９
，
４
０
０
円×

α

及
び
７
９
，
４
０
０
円×

α
'

に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
し
、
（
７
９
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
、
（
７
９
，
４
０
０
円×

α
'

）×

Ａ'

及
び
｛
（
７
９
，
４
０
０
円

×
α

）×
Ａ
＋
（
７
９
，
４
０
０
円×

α
'

）×

Ａ'

＋
（
Ｂ
＋
Ｂ'

）－

（
Ｃ
＋
Ｃ'

）－

（
Ｄ
＋
Ｄ'

）－

（
Ｅ

＋
Ｅ'

）
｝×
０
．
９
８
６
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ａ'

　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
「
合
計
」
の
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」

の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
の
数
の
合
計
数
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率

（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
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算
式

ａ'

／
ｂ'

算
式
の
符
号

ａ'
　
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
に
お
け
る
そ
の
年
の
１
月
１
日
現
在
の
２
０
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳

登
載
人
口
の
合
計
数

ｂ'

　
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
に
お
け
る
前
年
の
１
月
１
日
現
在
の
２
０
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登

載
人
口
の
合
計
数

Ｂ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｂ'

　
分
離
長
期
譲
渡
所
得
、
分
離
短
期
譲
渡
所
得
、
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
、
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
及
び
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
当
該
年
度
の
当
初
調

定
に
係
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
の
額
の
合
算
額

Ｃ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｃ'

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

（
ｃ'

＋
ｄ'

）×

１
．
０
２
０

算
式
の
符
号

ｃ'

　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
配
当
控
除
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
の
額
の
合
計
額

ｄ'

　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
外
国
税
額
控
除
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
の
額
の
合
計
額

Ｄ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｄ'

　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
寄
附
金
税
額
控
除
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
の
額
の
合
計
額
か
ら
市
町
村
税
課
税
状

況
調
第
４
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
、
表
頭
「
条
例
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
寄
附
金
」
の
う
ち
「
控
除

額
（
千
円
）
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
１
．
０
０
０
を
乗
じ

て
得
た
額
の
合
算
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｅ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｅ
に
同
じ
。

Ｅ'

　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
合
計
」
、
表
頭
「
税
額
控
除
額
」

の
う
ち
「
調
整
控
除
額
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
各
指
定
都
市
の
額
の
合
計
額
に
１
．
０
０
１
を
乗
じ
て
得

た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｆ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

Ｆ'

　
地
方
税
法
附
則
第
５
条
の
４
及
び
第
５
条
の
４
の
２
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
年
度
の
５
月
末
現
在
に
お

け
る
道
府
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
当
該
都
道
府
県
内
の
各

指
定
都
市
の
額
の
合
計
額

Ｇ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｇ
に
同
じ
。

α

　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

α
'

　
別
表
第
６
の
Ｂ
欄
に
定
め
る
単
位
額
補
正
率

３
　
法
附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ×

１
．
０
０
５
）－

（
Ｂ×

１
．
０
０
８
）
｝×

α
×

０
．
９
８
６
＋
（
Ｃ×

１
．
０
４
４
）×

α

＋

（
Ｄ
＋
Ｄ'

）×

０
．
９
８
６

Ａ×

１
．
０
０
５
、
Ｂ×

１
．
０
０
８
、
｛
（
Ａ×

１
．
０
０
５
）－

（
Ｂ×

１
．
０
０
８
）
｝×

α

、
｛
（
Ａ×

１
．
０
０
５
）－

（
Ｂ×

１
．
０
０
８
）
｝×

α
×

０
．
９
８
６
、
Ｃ×

１
．
０
４
４
、
（
Ｃ×

１
．
０
４
４
）

×
α

及
び
（
Ｄ
＋
Ｄ'

）×

０
．
９
８
６
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
ａ×

０
．
０
２
）
＋
［
｛
（
ｂ
＋
ｃ
）－

７
，
０
０
０×

（
ｄ
＋
ｅ
）
｝×

０
．
０
３
＋
｛
（
ｄ
＋
ｅ
）×

１
４

０
｝
］

ａ×

０
．
０
２
及
び
｛
（
ｂ
＋
ｃ
）－

７
，
０
０
０×

（
ｄ
＋
ｅ
）
｝×

０
．
０
３
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
７
０
０
万
円
以
下
の
金
額
」
、
表

頭
「
小
計
（
Ａ
）
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
合
算
額

ｂ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
７
０
０
万
円
を
超
え
１
，
０
０
０

万
円
以
下
」
、
表
頭
「
小
計
（
Ａ
）
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
合
算
額

ｃ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
金

額
」
、
表
頭
「
小
計
（
Ａ
）
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
合
算
額

ｄ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
７
０
０
万
円
を
超
え
１
，
０
０
０

万
円
以
下
」
、
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」
の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
合
計
数

ｅ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
道
府
県
民
税
」
の
う
ち
「
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
金

額
」
、
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」
の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
合
計
数

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

｛
（
ｆ
＋
ｆ'

）×

（
２
／
３
）
｝
＋
［
｛
（
ｇ
＋
ｇ'

）
／
０
．
１
２
｝×

０
．
１
］
＋
［
｛
（
ｈ
＋
ｉ
）
／
０
．
４
｝

／
３
］
＋
ｊ
＋
（
ｋ
＋
ｋ'

）

｛
（
ｆ
＋
ｆ'

）×

（
２
／
３
）
｝
、
（
ｇ
＋
ｇ'

）
／
０
．
１
２
）
、
｛
（
ｇ
＋
ｇ'

）
／
０
．
１
２
｝×

０
．
１
、
（
ｈ

＋
ｉ
）
／
０
．
４
及
び
｛
（
ｈ
＋
ｉ
）
／
０
．
４
｝
／
３
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｆ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｃ
に
同
じ
。

ｆ'

　
前
項
の
算
式
の
符
号
Ｃ'

の
算
式
の
符
号
ｃ'

に
同
じ
。

ｇ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｄ
に
同
じ
。

ｇ'

　
前
項
の
算
式
の
符
号
Ｃ'

の
算
式
の
符
号
ｄ'

に
同
じ
。

ｈ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｅ
に
同
じ
。

ｉ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｆ
に
同
じ
。

ｊ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

ｋ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

ｋ'

　
前
項
の
算
式
の
符
号
Ｆ'

に
同
じ
。

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

ｌ×

ｍ

算
式
の
符
号

ｌ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ｌ
１≦
７
，
０
０
０
の
と
き
　
ｌ
１×

０
．
０
２

７
，
０
０
０＜

ｌ
１
の
と
き
　
（
ｌ
１－

７
，
０
０
０
）×

０
．
０
３
＋
１
４
０

算
式
の
符
号

ｌ
１
　
ｌ
２
を
０
．
０
６
０
で
除
し
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
を
ｌ
３
で
除
し
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｌ
２
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
２
０
表
の
表
側
「
令
和
３
年
度
」
の
う
ち
「
７
月
」
か
ら
「
３
月
」
ま
で
及

び
「
令
和
４
年
度
」
の
う
ち
「
計
」
、
表
頭
「
税
額
（
千
円
）
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
額
の

合
算
額
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ｌ
３
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
２
０
表
の
表
側
「
令
和
３
年
度
」
の
う
ち
「
７
月
」
か
ら
「
３
月
」
ま
で
及

び
「
令
和
４
年
度
」
の
う
ち
「
計
」
、
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」
欄
の
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
ご
と
の
数

の
合
計
数

ｍ
　
符
号
ｌ
３
に
同
じ
。

Ｄ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｄ'

　
前
項
の
算
式
の
符
号
Ｂ'

に
同
じ
。

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率

算
式

（
ｎ
／
ｏ
）×

１
．
０
０
０
７
１

ｎ
／
ｏ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｎ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
の
算
式
の
符
号
ａ
に
同
じ
。

ｏ
　
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
の
算
式
の
符
号
ｂ
に
同
じ
。

（
地
方
消
費
税
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
二
条
の
四
　
当
分
の
間
、
法
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
加
算
す
る
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算

定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ×

０
．
０
０
７
３
３
７
７
２
）－

（
Ａ×
０
．
０
０
３
６
６
０
１
１
）
｝×

０
．
２
５
＋
｛
（
Ａ×

０
．
０

０
４
２
８
４
０
９
）－

（
Ａ×

０
．
０
０
２
０
９
０
２
６
）
｝×

０
．
２
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
４
第
４
項
に
規
定
す
る
各
都
道
府
県
ご
と
の
消
費
に
相
当
す
る
額

（
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
三
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
の
基
準
税
額
は
、
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
三
条
第
一
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

前
年
度
分
過
大
過
少
額
（
（
一
）
に
定
め
る
額
か
ら
（
二
）
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
前
年
度
分
過
大
過
少
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（一）
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ａ
＋
Ｂ
）×

０
．
７
５
＋
Ｃ

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
１
８
条
第
４
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｂ
　
第
１
８
条
第
４
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｃ
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債
の
う
ち
道
府
県
民
税
の
法
人
税
割
に
係
る
も
の
の
額
の
１
０
０
分
の
７
５
に

相
当
す
る
額

（二）
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
三
条
第
一
号
の
額

三
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
三
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号
に
定

め
る
前
年
度
分
過
大
過
少
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
当
該
控
除
さ
れ
た
額
か
ら
控
除
し
て
得
た
額

四
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
三
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号
に
よ

り
控
除
さ
れ
た
額

五
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
法
人
税
割
の
基
準
税
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め

た
額

（
道
府
県
民
税
の
利
子
割
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
道
府
県
民
税
の
利
子
割
の
基
準
税
額
は
、
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

負
と
な
る
場
合
に
は
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

第
十
八
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算

定
額次

の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
年
度
分
過
大
過
少
額
」
と
い
う
。
）
か
ら

前
年
度
分
過
大
過
少
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ×

０
．
０
５－

Ｂ
）×

０
．
７
５－

Ｃ×

０
．
７
５
＋
Ｄ
｝－

Ｅ

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
１
８
条
第
５
項
第
１
号
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
第
１
８
条
第
５
項
第
１
号
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
第
１
８
条
第
５
項
第
１
号
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｄ
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債
の
う
ち
道
府
県
民
税
の
利
子
割
に
係
る
も
の
の
額
の
１
０
０
分
の
７
５
に
相

当
す
る
額

Ｅ
　
令
和
５
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
１
３
条
の
２
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

三
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
三
条
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号

に
定
め
る
前
年
度
分
過
大
過
少
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
当
該
控
除
さ
れ
た
額
か
ら
控
除
し
て
得
た
額

四
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
三
条
の
二
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号

の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額

五
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
利
子
割
の
基
準
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
額

（
法
人
事
業
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
四
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
法
人
事
業
税
の
基
準
税
額
は
、
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
第
一
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

前
年
度
分
過
大
過
少
額
（
（
一
）
に
定
め
る
額
か
ら
（
二
）
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
前
年
度
分
過
大
過
少
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（一）
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ
＋
Ｅ
＋
Ｆ－

Ｇ
）×

０
．
７
５
＋
Ｈ

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｇ
に
同
じ
。

Ｂ
　
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｈ
に
同
じ
。

Ｃ
　
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｉ
に
同
じ
。

Ｄ
　
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｊ
に
同
じ
。

Ｅ
　
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｋ
に
同
じ
。

Ｆ
　
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｌ
に
同
じ
。

Ｇ
　
第
１
９
条
第
３
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｍ
に
同
じ
。
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Ｈ
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債
の
う
ち
法
人
事
業
税
に
係
る
も
の
の
額
の
１
０
０
分
の
７
５
に
相
当
す
る
額

（二）
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
第
一
号
の
額

三
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号
に
定

め
る
前
年
度
分
法
人
事
業
税
過
大
過
少
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
当
該
控
除
さ
れ
た
額
か
ら
控
除
し
て
得
た
額

四
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号
に
よ

り
控
除
さ
れ
た
額

五
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
法
人
事
業
税
の
基
準
税
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め

た
額

（
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
四
条
の
二
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
基
準
税
額
は
、
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
号
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

前
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
号
の
過
大
過
少
額
（
次
の
算
式
に
よ

り
算
定
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
前
年
度
に
お
け
る
同
号
の
過
大
過
少
額

の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
控

除
し
た
額

算
式

Ａ×

０
．
７
５
＋
Ｂ－

Ｃ

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
５
月
、
８
月
、
１
１
月
及
び
２
月
に
譲
与
さ
れ
た
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
額
の
合
算
額

Ｂ
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債
の
う
ち
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
係
る
も
の
の
額
の
１
０
０
分
の
７
５
に
相

当
す
る
額

Ｃ
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
５
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
１
４
条
の
２
第
１
号
の
額

三
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号

に
定
め
る
前
年
度
分
過
大
過
少
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
当
該
控
除
さ
れ
た
額
か
ら
控
除
し
て
得
た
額

四
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
四
条
の
二
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
都
道
府
県
に
お
け
る
同
号

に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額

第
十
四
条
の
三
か
ら
第
十
四
条
の
七
ま
で
　
削
除

（
地
方
特
例
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
十
四
条
の
八
　
地
方
特
例
交
付
金
の
基
準
額
は
、
当
該
年
度
の
当
該
都
道
府
県
の
地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財

政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
地
方
特
例
交
付
金
（
以
下
「
地
方
特
例
交
付
金
」
と
い
う
。
）

の
額
に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
市
町
村
民
税
の
所
得
割
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
四
条
の
九
　
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
１
４
５
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
＋
Ｂ－

Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×

０
．
９
８
６－

Ｆ
＋
Ｇ

１
４
５
，
４
０
０
円×

α

に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
１
４
５
，
４
０

０
円×

α

）×

Ａ
及
び
｛
（
１
４
５
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
＋
Ｂ－

Ｃ－

Ｄ－

Ｅ
｝×

０
．
９
８
６
に
千
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｄ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｅ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｅ
に
同
じ
。

Ｆ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

Ｇ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｇ
に
同
じ
。

α

　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

２
　
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

［
｛
（
１
４
５
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
｝×

β

＋
Ｂ×

β
－

Ｃ－

Ｄ×
β

－

Ｅ×
β

］×

０
．
９
８
６－

Ｆ

×
β

＋
Ｇ

１
４
５
，
４
０
０
円×

α

に
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
１
４
５
，
４
０

０
円×

α

）×

Ａ
、
｛
（
１
４
５
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
｝×

β

、
Ｂ×

β

、
Ｄ×

β

、
Ｅ×

β

及
び
［
｛
（
１

４
５
，
４
０
０
円×

α

）×

Ａ
｝×

β

＋
Ｂ×

β
－

Ｃ－

Ｄ×
β

－

Ｅ×
β

］×

０
．
９
８
６
に
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

｛
（
ｃ
＋
ｄ
）×

β

＋
ｅ
＋
ｆ
｝×

１
．
０
２
１

算
式
の
符
号

ｃ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｃ
に
同
じ
。

ｄ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｄ
に
同
じ
。

ｅ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｅ
に
同
じ
。

ｆ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｆ
に
同
じ
。

β

　
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
６
／
８
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０

Ｄ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｅ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｅ
に
同
じ
。

Ｆ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

Ｇ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｇ
に
同
じ
。

α

　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

β

　
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
６
／
８
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０

３
　
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

｛
（
Ａ×

１
．
０
０
３
）－

（
Ｂ×

１
．
０
０
８
）
｝×

α
×

０
．
９
８
６
＋
（
Ｃ×

１
．
０
４
４
）×

α

＋
Ｄ

×
０
．
９
８
６

Ａ×

１
．
０
０
３
、
Ｂ×

１
．
０
０
８
、
｛
（
Ａ×

１
．
０
０
３
）－

（
Ｂ×

１
．
０
０
８
）
｝×

α

、
｛
（
Ａ×

１
．
０
０
３
）－

（
Ｂ×

１
．
０
０
８
）
｝×

α
×

０
．
９
８
６
、
Ｃ×

１
．
０
４
４
、
（
Ｃ×

１
．
０
４
４
）

×
α

及
び
Ｄ×
０
．
９
８
６
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
ａ×

０
．
０
３
）
＋
｛
（
ｂ－
２
，
０
０
０×

ｃ
）×

０
．
０
８
＋
（
ｃ×

６
０
）
｝
＋
｛
（
ｄ
＋
ｅ
）－

７
，

０
０
０×

（
ｆ
＋
ｇ
）
｝×

０
．
１
＋
（
ｆ
＋
ｇ
）×

４
６
０
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（
ａ×

０
．
０
３
）
、
（
ｂ－

２
，
０
０
０×

ｃ
）×

０
．
０
８
及
び
｛
（
ｄ
＋
ｅ
）－

７
，
０
０
０×

（
ｆ
＋

ｇ
）
｝×

０
．
１
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ａ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
２
０
０
万
円
以
下
の
金
額
」
、
表

頭
「
小
計
（
Ａ
）
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｂ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
２
０
０
万
円
を
超
え
７
０
０
万
円

以
下
」
、
表
頭
「
小
計
（
Ａ
）
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｃ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
２
０
０
万
円
を
超
え
７
０
０
万
円

以
下
」
、
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」
の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
数

ｄ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
７
０
０
万
円
〃
１
，
０
０
０
万
円

〃
」
、
表
頭
「
小
計
（
Ａ
）
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｅ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
５
９
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
金

額
」
、
表
頭
「
小
計
（
Ａ
）
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｆ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
７
０
０
万
円
〃
１
，
０
０
０
万
円

〃
」
、
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」
の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
数

ｇ
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
１
２
表
の
表
側
「
市
町
村
民
税
」
の
う
ち
「
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
金

額
」
、
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」
の
う
ち
「
計
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
数

Ｂ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
ｈ×

β
×

１
．
２
５
０
）
＋
（
ｉ×

β
×

１
．
１
１
１
）
＋
｛
（
ｊ
＋
ｋ
）×

１
．
１
１
１
｝
＋
ｌ
＋
（
ｍ

×
β

）

（
ｈ×

β
×

１
．
２
５
０
）
、
（
ｉ×

β
×

１
．
１
１
１
）
、
（
ｊ
＋
ｋ
）×

１
．
１
１
１
及
び
ｍ×

β

に
整
数
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｈ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｃ
に
同
じ
。

ｉ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｄ
に
同
じ
。

ｊ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｅ
に
同
じ
。

ｋ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｃ
の
算
式
の
符
号
ｆ
に
同
じ
。

ｌ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

ｍ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

β

　
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
６
／
８
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

ｎ×

ｏ

算
式
の
符
号

ｎ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ｎ
１≦

２
，
０
０
０
の
と
き
　
ｎ
１×

０
．
０
３

２
，
０
０
０＜

ｎ
１≦

７
，
０
０
０
の
と
き
　
（
ｎ
１－

２
，
０
０
０
）×

０
．
０
８
＋
６
０

７
，
０
０
０＜

ｎ
１
の
と
き
　
（
ｎ
１－

７
，
０
０
０
）×

０
．
１
＋
４
６
０

算
式
の
符
号

ｎ
１
　
ｎ
２
を
０
．
０
６
０
で
除
し
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
を
ｎ
３
で
除
し
て
得
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｎ
２
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
２
０
表
の
表
側
「
令
和
３
年
度
」
の
う
ち
「
７
月
」
か
ら
「
３
月
」
ま
で
及

び
「
令
和
４
年
度
」
の
う
ち
「
計
」
、
表
頭
「
税
額
（
千
円
）
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
額

ｎ
３
　
市
町
村
税
課
税
状
況
調
第
２
０
表
の
表
側
「
令
和
３
年
度
」
の
う
ち
「
７
月
」
か
ら
「
３
月
」
ま
で
及

び
「
令
和
４
年
度
」
の
う
ち
「
計
」
、
表
頭
「
納
税
義
務
者
数
」
欄
の
当
該
市
町
村
の
数

ｏ
　
符
号
ｎ
３
に
同
じ
。

Ｄ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式

ｐ×
γ

算
式
の
符
号

ｐ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

γ

　
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
６
／
８
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
０
０

α

　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率

算
式

（
ｑ
／
ｒ
）×

０
．
９
９
９
７
０

ｑ
／
ｒ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｑ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
の
算
式
の
符
号
ａ
に
同
じ
。

ｒ
　
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
Ａ
の
算
式
の
符
号
ｂ
に
同
じ
。

４
　
当
該
新
市
町
村
が
指
定
都
市
で
あ
る
合
併
関
係
市
町
村
の
う
ち
合
併
前
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
で

あ
つ
た
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
所
得
割
の
基
準
税
額
は
、
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
（
二
）
の
規
定
に
よ
つ
て

算
定
し
た
額
か
ら
、
当
該
新
市
町
村
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
か
ら
第
二
項
の
規
定
に
よ

つ
て
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
合
併
関
係
市
町
村
の
算
定
前
年
度
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
に
係
る
基

準
税
額
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
地
方
消
費
税
交
付
金
に
係
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
四
条
の
十
　
当
分
の
間
、
法
附
則
第
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
加
算
す
る
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算

定
し
た
額
と
す
る
。

算
式

Ａ×
α

×

０
．
２
５

算
式
の
符
号

Ａ
　
地
方
税
法
第
７
２
条
の
１
１
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
に
前
年
度
の
６
月
、
９
月
、
１
２
月

及
び
３
月
に
交
付
さ
れ
た
地
方
消
費
税
交
付
金
の
額

α

　
１
．
０
３
１

２
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
法
附
則
第
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
加
算
す
る
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て

算
定
し
た
当
該
新
市
町
村
に
係
る
加
算
す
る
額
を
、
合
併
関
係
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す

る
。

（
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に
係
る
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
等
）

第
十
五
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
基
準
税
額
は
、
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
か
ら
第
六
号

に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
負
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

第
三
十
一
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少

算
定
額

前
年
度
分
過
大
過
少
額
（
（
一
）
に
定
め
る
額
か
ら
（
二
）
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
前
年
度
分
過
大
過
少
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（一）
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

（
Ａ
＋
Ｂ
）×

０
．
７
５
＋
Ｃ

算
式
の
符
号
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Ａ
　
第
３
１
条
第
４
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｂ
　
第
３
１
条
第
４
項
第
２
号
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｃ
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債
の
う
ち
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に
係
る
も
の
の
額
の
１
０
０
分
の
７
５
に

相
当
す
る
額

（二）
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
額

三
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
に
お
け
る
同
号

に
定
め
る
前
年
度
分
法
人
税
割
過
大
過
少
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
当
該
控
除
さ
れ
た
額
か
ら
控
除
し
て
得
た
額

四
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
に
お
け
る
同
号

に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額

五
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
法
人
税
割
の
基
準
税
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め

た
額

六
　
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
令

和
四
年
度
の
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
か
ら
除
く
こ
と
と
さ
れ
た
額
の
う
ち
同
令
第
三
条
第
一
項
第
二

号
の
表
第
四
号
の
規
定
に
係
る
も
の

２
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
三
十
一
条
第
四

項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
の
基
準
税
額
等
の
算
定
方
法
の
特
例
等
）

第
十
六
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
二
十
三
条
の
二
中
「
一
一
、
二
五
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
四
、
〇
七
五

円
」
と
す
る
。

２
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
二
十
三
条
の
二
中
「
前
年
度
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
数
量
」

と
あ
る
の
は
、
「
前
年
度
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
数
量
か
ら
、
附
則
第
十
六
条
第
三
項
に

規
定
す
る
数
量
を
控
除
し
た
数
量
」
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
附
則
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
数

量
は
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
改
正
前

の
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
若
し
く
は
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
け
る
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
納
入
金
の
納
入
又
は
平
成
十

五
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
平
成
二
十
一
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
七
百
条
の
十
四
第

一
項
の
規
定
若
し
く
は
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条

の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
税
額
の
納
付
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
現
年
課
税
分
に
係
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
標

準
た
る
数
量
（
以
下
「
未
納
入
数
量
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
け
る
平
成
二
十
一
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
七
百
条
の
三
十
八
の
規
定
若
し
く
は
平
成
二
十
一
年
度
か

ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条
の
五
十
一
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
又
は

地
方
税
法
第
十
五
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
の
執
行
の
停
止
後
の
未
徴
収
額
に
係
る
課
税
標
準
た
る
数

量
で
、
都
道
府
県
が
平
成
二
十
九
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
百
四
十

四
条
の
五
十
四
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律

第
四
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
税
犯
則
取
締
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条

第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
七
条
の
規
定
又
は
地
方
税
法
第
二
十
二
条
の
二
十
七
、
第
二
十
二
条

の
二
十
八
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
二
十
九
の
規
定
に
基
づ
き
告
発
し
た
場
合
に
お
け
る
特
別
徴
収
義
務

者
又
は
納
税
者
に
係
る
未
納
入
数
量
等
と
し
て
、
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
数
量
と
す
る
。

４
　
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
平
成
十

五
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
数
量
か
ら
控
除
し
た
未
納
入
数
量

等
の
う
ち
総
務
大
臣
が
過
大
と
認
め
た
数
量
が
あ
る
と
き
は
、
翌
年
度
以
降
の
軽
油
引
取
税
の
基
準
税
額
の
算
定

に
あ
た
り
、
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
前
年
度
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
数
量
に
当
該

数
量
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通
知
し
た
数
量
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
七
十
四
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
対
象
都
道
府
県
、
普
通
交
付
税
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省
令
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付

税
に
関
す
る
省
令
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
対
象
都
道
府
県
、
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
附
則

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
対
象
都
道
府
県
及
び
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
令
和
三
年
総
務
省
令
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
く
対
象
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
、
平
成
二
十
七
年
度
、
平
成
二
十
九
年
度
及
び

令
和
元
年
度
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
数
量
か
ら
控
除
し
た
未
納
入
数
量
等
の
う
ち
総
務
大

臣
が
過
大
と
認
め
た
数
量
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定

す
る
前
年
度
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
課
税
標
準
と
な
つ
た
数
量
に
当
該
数
量
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
て
通

知
し
た
数
量
を
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
二
十
九
条
中
「
〇
・
九
八
〇
」
と
あ
る
の
は
、
「
東
京
都
に
あ
つ
て
は

〇
・
九
七
八
」
と
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
七
条
　
当
分
の
間
、
第
三
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
土
地
保
有
税
に
係
る
基
準
税
額
は
算
定
し
な

い
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
　
削
除

（
利
子
割
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
九
条
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
利
子
割
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が
負
と
な
る
場
合

に
は
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額

第
三
十
七
条
の
二
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
第
一
号
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
年
度
分
過
大
過
少
額
」
と
い
う
。
）
か
ら

前
年
度
分
過
大
過
少
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

算
式

（
Ａ
＋
Ｂ
）×

０
．
７
５－

Ｃ

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
年
度
の
８
月
、
１
２
月
及
び
３
月
に
交
付
さ
れ
た
利
子
割
交
付
金
の
額
の
合
算
額

Ｂ
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債
の
う
ち
利
子
割
交
付
金
に
係
る
も
の
の
額

Ｃ
　
令
和
５
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
１
９
条
第
１
号
の
額

三
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
に
お
け
る
同
号
に
よ
り

控
除
さ
れ
た
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
を
当
該
控
除
さ
れ
た
額
か
ら
控
除
し
た
額

四
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
に
お
け
る
同
号
の
規
定

に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額

五
　
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
利
子
割
交
付
金
の
基
準
額
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
修
正
す
べ
き
も
の
と
認
め

た
額

（
法
人
事
業
税
交
付
金
に
係
る
基
準
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
九
条
の
二
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
法
人
事
業
税
交
付
金
の
基
準
額
は
、
第
三
十
七
条
の
四
の
二
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
負
に

な
る
場
合
に
は
、
当
該
額
は
零
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
に
係
る
額
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第
三
十
七
条
の
四
の
二
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二
　
前
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
第
三
十
七
条
の
四
の
二
の
額
の
過
大
算
定
額
又
は
過
少
算
定
額

前
年
度
分
過
大
過
少
額
（
イ
に
定
め
る
額
か
ら
ロ
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
前
年
度
分
過
大
過
少
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

イ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

算
式

Ａ×

０
．
７
５
＋
Ｂ

算
式
の
符
号

Ａ
　
第
３
７
条
の
４
の
２
第
２
号
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債
の
う
ち
法
人
事
業
税
交
付
金
に
係
る
も
の
の
額
の
１
０
０
分
の
７
５
に
相
当

す
る
額

ロ
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
第
三
十
七
条
の
四
の
二
の
額

三
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
に
お
け
る

同
号
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
る
。
）
を
当
該
控
除
さ
れ
た
額
か
ら
控
除
し
た
額

四
　
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
市
町
村
に
お
け
る

同
号
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
額

２
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
五
十
条
第
一
項
第
七
号
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
三
十

七
条
の
四
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。

第
十
九
条
の
三
　
削
除

（
地
方
特
例
交
付
金
の
基
準
額
の
算
定
方
法
）

第
十
九
条
の
四
　
地
方
特
例
交
付
金
の
基
準
額
は
、
当
該
年
度
の
当
該
市
町
村
の
地
方
特
例
交
付
金
の
額
に
〇
・
七

五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
地
方
特
例
交
付
金
の
基
準
額
は
、
当
該
年
度
の
当
該
新
市
町
村
の
地
方
特
例
交
付
金

の
額
に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
に
よ
つ
て
按
分
し
た
額
と
す
る
。

第
十
九
条
の
五
　
削
除

（
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
基
準
税
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
九
条
の
六
　
令
和
五
年
度
に
限
り
、
第
三
十
九
条
第
二
号
中
「
〇
・
九
八
〇
」
と
あ
る
の
は
、
「
川
崎
市
に
あ

つ
て
は
〇
・
三
一
七
、
そ
の
他
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
〇
・
九
八
〇
」
と
す
る
。

第
十
九
条
の
七
か
ら
第
十
九
条
の
十
三
ま
で
　
削
除

（
「
地
域
の
元
気
創
造
事
業
費
」
に
係
る
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条
の
十
四
　
法
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

測
定
単
位
の
種
類
に
つ
き
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

測
定
単
位
の
種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表
示
単
位

人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

人

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

３
　
法
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
補
正
は
、
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
と
す

る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
段
階
補
正
に
用
い
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
率
は
、
附
則
別
表
第

十
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
が
、
十
五
・
〇
〇
〇
を
超
え
る
と
き
は
、

十
五
・
〇
〇
〇
と
す
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
に
用
い
る
率
は
、
経
常
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
及
び
経
常
態
容
補

正
Ⅱ
係
数
を
合
算
し
て
得
た
率
と
す
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
Ⅰ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ
き
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地

方

団

体

の

種

類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都

道

府
県

算
式

（
０
．
２×

Ａ
＋
０
．
１×

Ｂ
＋
０
．
３×

Ｃ
＋
０
．
２×

Ｄ
＋
０
．
２×

Ｅ
）×

０
．
５
８
２

０
．
２×

Ａ
、
０
．
１×

Ｂ
、
０
．
３×

Ｃ
、
０
．
２×

Ｄ
及
び
０
．
２×

Ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝
－

０
．
１
８
５×

ａ
＋
１
９
．
５

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
９
５
号
）
第
６
条
第
１
項
別
表
第
１
の

イ
に
規
定
さ
れ
る
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
国
の
職
員
」

と
い
う
。
）
の
俸
給
月
額
に
対
す
る
当
該
地
方
団
体
の
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
に
お
け
る
一
般
行
政
職
の

職
員
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
団
体
の
学
歴
別
、
経
験
年
数
別
の
平
均
給
料
月
額
に
国
の
職
員
の

数
を
乗
じ
て
得
た
数
の
総
和
を
国
の
職
員
の
実
俸
給
月
額
の
総
和
で
除
し
て
得
る
加
重
平
均
方
式
に
よ
り
総

務
大
臣
が
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令
和
４
年

４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
も
の

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝
－

０
．
１
８
５×

ｂ
＋
１
８
．
５

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
平
成
３
０
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
合
計
数

を
５
で
除
し
て
得
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

２－

｛
（
ｄ－

ｃ
）
／
ｃ
｝
／
０
．
１
１
６

（
ｄ－

ｃ
）
／
ｃ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
人
件
費
（
「
地
方
財
政
状
況
調
査

表
（
都
道
府
県
分
）
」
の
「
性
質
別
経
費
の
状
況
」
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
都
道
府
県
調
査
票
性
質
別
経

費
」
と
い
う
。
）
の
表
側
「
１
．
人
件
費
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
か
ら
「
人
件
費
の
内
訳
」
の
表
側

「
６
．
退
職
金
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
を
控
除
し
た
数
に
都
道
府
県
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側
「
１

２
．
投
資
的
経
費
　
う
ち
人
件
費
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
を
加
算
し
た
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
都

道
府
県
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
物
件
費
（
都
道
府
県
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側
「
２
．
物
件
費
」
、
表
頭

「
決
算
額
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
、
補
助
費
等
（
都
道
府
県
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側
「
５
．
補
助
費
等
」
、

表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
及
び
繰
出
金
（
都
道
府
県
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側
「
１
０
．
繰
出

金
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額
か
ら
「
公
営
企
業
等
に
対
す
る
繰
出
し
等
の
状

況
　
そ
の
１
法
非
適
用
事
業
分
」
の
表
側
「
総
計
」
、
表
頭
「
３
．
建
設
費
繰
出
」
及
び
「
４
．
公
債
費
財
源

繰
出
」
欄
の
数
並
び
に
「
公
営
企
業
等
に
対
す
る
繰
出
し
等
の
状
況
　
そ
の
２
法
適
用
事
業
分
」
の
表
側
「
総

計
」
、
表
頭
「
３
．
建
設
費
繰
出
」
及
び
「
４
．
公
債
費
財
源
繰
出
」
欄
の
数
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
表
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に
お
い
て
「
都
道
府
県
経
常
的
経
費
決
算
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
数
を
５
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｄ
　
平
成
２
７
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
都
道
府
県
経
常
的
経
費
決
算
額

（
復
旧
・
復
興
事
業
分
を
除
き
、
指
定
都
市
を
包
括
す
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
元

年
度
ま
で
の
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
県
費
負
担
教
職
員
の
う
ち
当
該
指
定
都
市
立
の
小
学
校
等
の
職
員
に
対

し
て
負
担
し
た
人
件
費
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数
か
ら
退
職
金
に
相
当
す
る
額
と
し

て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数
を
控
除
し
た
額
を
加
算
し
た
数
と
す
る
。
）
の
合
計
数
を
５
で
除
し
て
得
た
数

（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｄ＝

１
０
０
．
０
０×

（
ｆ
／
ｅ
）－

９
８
．
０
０

ｆ
／
ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｅ
　
令
和
３
年
度
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
法
定
普
通
税
調
定
済
額
（
地
方
財
政
状
況
調
査
表
（
都
道

府
県
分
）
の
「
都
道
府
県
税
の
徴
収
実
績
」
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
都
道
府
県
調
査
票
徴
収
実
績
」
と
い

う
。
）
の
表
側
「
１
．
法
定
普
通
税
」
、
表
頭
「
調
定
済
額
　
合
計
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
と
法
定
目
的
税
調
定

済
額
（
都
道
府
県
調
査
票
徴
収
実
績
の
表
側
「
１
．
法
定
目
的
税
」
、
表
頭
「
調
定
済
額
　
合
計
」
欄
の
数
を

い
う
。
）
を
合
算
し
た
額

ｆ
　
令
和
３
年
度
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
法
定
普
通
税
収
入
済
額
（
都
道
府
県
調
査
票
徴
収
実
績
の

表
側
「
１
．
法
定
普
通
税
」
、
表
頭
「
収
入
済
額
　
合
計
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
と
法
定
目
的
税
収
入
済
額
（
都

道
府
県
調
査
票
徴
収
実
績
の
表
側
「
１
．
法
定
目
的
税
」
、
表
頭
「
収
入
済
額
　
合
計
」
欄
の
数
を
い
う
。
）

を
合
算
し
た
額

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｅ＝

３
．
２
８×

（
ｈ
／
ｇ
）
＋
０
．
１
０

ｈ
／
ｇ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｇ
　
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
業
務
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
数
（
「
自
治
体
情

報
シ
ス
テ
ム
の
ク
ラ
ウ
ド
化
に
関
す
る
取
組
状
況
等
の
調
査
に
つ
い
て
（
照
会
）
」
（
令
和
５
年
４
月
７
日
付

け
総
行
デ
第
１
１
２
号
）
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
「
情
報
シ
ス
テ
ム
類
型
」
の
表
頭
「
シ
ス
テ
ム
類
型
番
号
」

の
う
ち
、
類
型
が
「
シ
ス
テ
ム
未
導
入
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
回
答
し
た
も
の
以
外
の
数
を
い
う
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

ｈ
　
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
業
務
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
ク
ラ
ウ
ド
を
導
入
し
た
数
（
「
自
治
体
情

報
シ
ス
テ
ム
の
ク
ラ
ウ
ド
化
に
関
す
る
取
組
状
況
等
の
調
査
に
つ
い
て
（
照
会
）
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た

「
情
報
シ
ス
テ
ム
類
型
」
の
表
頭
「
シ
ス
テ
ム
類
型
番
号
」
の
う
ち
、
類
型
が
「
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
」
又
は

「
単
独
Ｉ
ａ
ａ
Ｓ
」
、
「
共
同
Ｉ
ａ
ａ
Ｓ
」
若
し
く
は
「
単
独
Ｓ
ａ
ａ
Ｓ
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
回
答
し
た

数
を
い
う
。
た
だ
し
、
令
和
３
年
４
月
２
日
以
降
に
導
入
を
開
始
し
た
も
の
の
う
ち
、
導
入
に
係
る
経
費
を

令
和
３
年
度
当
初
予
算
以
後
に
計
上
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

市

町

村

算
式

（
０
．
２×

Ａ
＋
０
．
１×

Ｂ
＋
０
．
３×

Ｃ
＋
０
．
２×

Ｄ
＋
０
．
２×

Ｅ
）×

０
．
６
６
２

０
．
２×

Ａ
、
０
．
１×

Ｂ
、
０
．
３×

Ｃ
、
０
．
２×

Ｄ
及
び
０
．
２×

Ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝
－

０
．
１
８
５×

ａ
＋
１
９
．
５

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
　
令
和
４
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝
－

０
．
１
８
５×

ｂ
＋
１
８
．
５

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
平
成
３
０
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
合
計
数

を
５
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

２－

｛
（
ｄ－

ｃ
）
／
ｃ
｝
／
０
．
１
４
８

（
ｄ－

ｃ
）
／
ｃ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１
１
年
度
ま
で
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
人
件
費
（
「
地
方
財
政
状
況
調
査

表
（
市
町
村
・
一
部
事
務
組
合
分
）
」
の
「
性
質
別
経
費
の
状
況
」
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
調
査

票
性
質
別
経
費
」
と
い
う
。
）
の
表
側
「
１
．
人
件
費
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
か
ら
「
人
件
費
の
内
訳
」

の
表
側
「
６
．
退
職
金
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
を
控
除
し
た
数
に
市
町
村
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側

「
１
１
．
投
資
的
経
費
　
う
ち
人
件
費
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
を
加
算
し
た
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

の
市
町
村
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
物
件
費
（
市
町
村
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側
「
２
．
物
件
費
」
、
表
頭

「
決
算
額
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
、
補
助
費
等
（
市
町
村
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側
「
５
．
補
助
費
等
」
、
表

頭
「
決
算
額
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
、
繰
出
金
（
市
町
村
調
査
票
性
質
別
経
費
の
表
側
「
９
．
繰
出
金
」
、
表
頭

「
決
算
額
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
及
び
「
地
方
財
政
状
況
調
査
表
（
市
町
村
・
一
部
事
務
組
合
分
）
」
の
「
一
部

事
務
組
合
負
担
金
等
の
性
質
別
内
訳
の
状
況
」
の
表
側
「
１
１
．
投
資
的
経
費
　
う
ち
人
件
費
」
、
表
頭
「
決

算
額
」
欄
の
数
を
合
算
し
た
額
か
ら
「
一
部
事
務
組
合
負
担
金
等
の
性
質
別
内
訳
の
状
況
」
の
表
頭
「
決
算

額
」
の
表
側
「
４
．
扶
助
費
」
、
「
６
．
公
債
費
」
、
「
７
．
積
立
金
」
、
「
８
．
投
資
及
び
出
資
金
・
貸
付
金
」
、

「
１
０
．
前
年
度
繰
上
充
用
金
」
及
び
「
１
１
．
投
資
的
経
費
」
欄
の
数
の
合
算
額
、
「
地
方
財
政
状
況
調
査

表
（
市
町
村
・
一
部
事
務
組
合
分
）
」
の
「
歳
出
内
訳
及
び
財
源
内
訳
（
そ
の
７
）
」
の
表
側
「
五
　
補
助
費

等
　
２
　
都
道
府
県
に
対
す
る
も
の
」
、
表
頭
「
歳
出
合
計
」
欄
の
数
並
び
に
「
公
営
企
業
等
に
対
す
る
繰
出

し
等
の
状
況
　
そ
の
１
法
非
適
用
事
業
分
」
の
表
側
「
総
計
」
、
表
頭
「
３
．
建
設
費
繰
出
」
及
び
「
４
．
公

債
費
財
源
繰
出
」
欄
の
数
並
び
に
「
公
営
企
業
等
に
対
す
る
繰
出
し
等
の
状
況
　
そ
の
２
法
適
用
事
業
分
」

の
表
側
「
総
計
」
、
表
頭
「
３
．
建
設
費
繰
出
」
及
び
「
４
．
公
債
費
財
源
繰
出
」
欄
の
数
の
合
算
額
を
控
除

し
た
額
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
経
常
的
経
費
決
算
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
数
を
５
で
除
し
て
得

た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｄ
　
平
成
２
７
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
市
町
村
経
常
的
経
費
決
算
額
（
復

旧
・
復
興
事
業
分
を
除
き
、
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
平
成
２
９
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
人
件
費
に

つ
い
て
は
、
県
費
負
担
教
職
員
の
う
ち
当
該
指
定
都
市
立
の
小
学
校
等
の
職
員
に
対
し
て
負
担
し
た
人
件
費

に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数
か
ら
退
職
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し

た
数
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。
）
の
合
計
数
を
５
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ
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Ｄ＝

４
５
．
４
５×

（
ｆ
／
ｅ
）－

４
３
．
４
５

ｆ
／
ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｅ
　
令
和
３
年
度
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
法
定
普
通
税
調
定
済
額
（
地
方
財
政
状
況
調
査
表
（
市
町

村
・
一
部
事
務
組
合
分
）
の
「
市
町
村
税
の
徴
収
実
績
」
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
調
査
票
徴
収
実

績
」
と
い
う
。
）
の
表
側
「
１
．
法
定
普
通
税
」
、
表
頭
「
調
定
済
額
　
合
計
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
と
法
定
目

的
税
調
定
済
額
（
市
町
村
調
査
票
徴
収
実
績
の
表
側
「
１
．
法
定
目
的
税
」
、
表
頭
「
調
定
済
額
　
合
計
」
欄

の
数
を
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額

ｆ
　
令
和
３
年
度
の
地
方
財
政
状
況
調
査
に
よ
る
法
定
普
通
税
収
入
済
額
（
市
町
村
調
査
票
徴
収
実
績
の
表

側
「
１
．
法
定
普
通
税
」
、
表
頭
「
収
入
済
額
　
合
計
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
と
法
定
目
的
税
収
入
定
済
額
（
市

町
村
調
査
票
徴
収
実
績
の
表
側
「
１
．
法
定
目
的
税
」
、
表
頭
「
収
入
済
額
　
合
計
」
欄
の
数
を
い
う
。
）
を

合
算
し
た
額

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｅ＝

３
．
２
６×

（
ｈ
／
ｇ
）－

１
．
２
６

ｈ
／
ｇ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｇ
　
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
業
務
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
数

ｈ
　
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
業
務
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
ク
ラ
ウ
ド
を
導
入
し
た
数

７
　
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
Ⅱ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ

き
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地

方

団

体

の

種

類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都

道

府
県

算
式

（
０
．
１×

Ｆ
＋
０
．
１×

Ｇ
＋
０
．
１×

Ｈ
＋
０
．
１×

Ｉ
＋
０
．
１×

Ｊ
＋
０
．
１×

Ｋ
＋
０
．
１×

Ｌ
＋
０
．
１×

Ｍ
＋
０
．
１×

Ｎ
＋
０
．
１×

Ｏ
）×

α
×

０
．
２
７
４

０
．
１×

Ｆ
、
０
．
１×

Ｇ
、
０
．
１×

Ｈ
、
０
．
１×

Ｉ
、
０
．
１×

Ｊ
、
０
．
１×
Ｋ
、
０
．
１×

Ｌ
、
０
．
１×

Ｍ
、
０
．
１×

Ｎ
及
び
０
．
１×

Ｏ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｆ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ｆ＝

１
１
２
．
９
９×

｛
（
ｊ－

ｉ
）
／
ｉ
｝×

（
１
／
９
）
＋
１
．
０
５

｛
（
ｊ－

ｉ
）
／
ｉ
｝×

（
１
／
９
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅰ
の
符
号

ｉ
　
平
成
２
２
年
か
ら
平
成
２
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
第
一
次
産
業
産
出
額
（
農
林
水
産
省
に
お
い
て

公
表
し
た
生
産
農
業
所
得
統
計
に
お
け
る
農
業
産
出
額
、
生
産
林
業
所
得
統
計
に
お
け
る
林
業
産
出
額
（
平

成
２
８
年
以
降
は
林
業
産
出
額
に
お
け
る
林
業
産
出
額
）
及
び
漁
業
生
産
額
に
お
け
る
漁
業
生
産
額
の
合
計

額
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｊ
　
令
和
元
年
か
ら
令
和
３
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
第
一
次
産
業
産
出
額
の
合
計
額
を
３
で
除
し
て
得
た

数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｇ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｇ＝

９
８
．
０
４×

｛
（
ｌ－

ｋ
）
／
ｋ
｝×

（
１
／
８
）
＋
０
．
３
３

｛
（
ｌ－

ｋ
）
／
ｋ
｝×

（
１
／
８
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｋ
　
工
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
２
６
年
通
商
産
業
省
令
第
８
１
号
）
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年

及
び
平
成
２
４
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
並
び
に
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
（
平
成
２
３
年
総
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
１
号
）
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
３
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
の
合
計
額
を

３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｌ
　
工
業
統
計
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
３
０
年
か
ら
令
和
２
年
ま
で
に
お
け
る
製
造
品
出
荷

額
の
合
計
額
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

Ｈ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｈ＝

１
５
１
．
５
２×

｛
（
ｎ－

ｍ
）
／
ｍ
｝×

（
１
／
９
）－

１
．
７
６

｛
（
ｎ－

ｍ
）
／
ｍ
｝×

（
１
／
９
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｍ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
平
成
２
４
年
２
月
１
日
現
在
で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額

の
小
売
業
計

ｎ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
令
和
３
年
６
月
１
日
現
在
で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額
の

小
売
業
計

Ｉ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｉ＝

［
｛
６
４
．
７
２×

（
ｐ－

ｏ
）
／
ｏ×

（
１
／
７
）
＋
０
．
３
９
｝
＋
｛
３
．
８
０×

（
ｒ－

ｑ
）

／
ｑ×

（
１
／
７
）－

０
．
３
４
｝
］×

（
１
／
２
）

（
ｐ－

ｏ
）
／
ｏ×

（
１
／
７
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
し
、
｛
６
４
．
７
２×

（
ｐ－

ｏ
）
／
ｏ×

（
１
／
７
）
＋
０
．
３
９
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
ｒ－

ｑ
）
／
ｑ×

（
１
／
７
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
｛
３
．
８
０×

（
ｒ－

ｑ
）
／
ｑ×

（
１
／
７
）

－

０
．
３
４
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｏ
　
宿
泊
旅
行
統
計
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
３
年
及
び
平
成
２
４
年
に
お
け
る
年
間
の
延
べ
宿

泊
者
数
（
外
国
人
延
べ
宿
泊
者
数
を
除
く
。
）
を
２
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｐ
　
宿
泊
旅
行
統
計
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
３
０
年
及
び
令
和
元
年
に
お
け
る
年
間
の
延
べ
宿
泊

者
数
（
外
国
人
延
べ
宿
泊
者
数
を
除
く
。
）
を
２
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｑ
　
宿
泊
旅
行
統
計
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
３
年
及
び
平
成
２
４
年
に
お
け
る
年
間
の
外
国
人

延
べ
宿
泊
者
数
を
２
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
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ｒ
　
宿
泊
旅
行
統
計
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
３
０
年
及
び
令
和
元
年
に
お
け
る
年
間
の
外
国
人
延

べ
宿
泊
者
数
を
２
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｊ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｊ＝
｛
１
，
０
２
５
．
６
４×

（
ｔ－

ｓ
）×

（
１
／
１
０
）－

２
．
０
３
｝
＋
（
１
５
．
５
０×

ｔ－
９
．
９
７
）

（
ｔ－
ｓ
）×

（
１
／
１
０
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
｛
１
，
０
２
５
．
６
４×

（
ｔ－

ｓ
）×

（
１
／
１
０
）－

２
．
０
３
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な

い
と
き
は
１
と
し
、
（
１
５
．
５
０×

ｔ－

９
．
９
７
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｓ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で

の
就
業
者
数
を
同
年
の
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を

控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｔ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の

就
業
者
数
を
同
年
の
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を
控

除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｋ
　
次
の
算
式
Ⅵ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅵ

Ｋ＝

｛
１
，
０
２
５
．
６
４×

（
ｖ－

ｕ
）×

（
１
／
１
０
）－
９
．
０
０
｝
＋
（
１
３
．
９
１×

ｖ－

１

０
．
８
３
）

（
ｖ－

ｕ
）×

（
１
／
１
０
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
｛
１
，
０
２
５
．
６
４×

（
ｖ－

ｕ
）×

（
１
／
１
０
）－

９
．
０
０
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な

い
と
き
は
１
と
し
、
（
１
３
．
９
１×

ｖ－

１
０
．
８
３
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す

る
。

算
式
Ⅵ
の
符
号

ｕ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で

の
女
性
の
就
業
者
数
を
同
年
の
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
の
人
口
（
女
性
人
口
か
ら
労
働
力
女
性
人

口
及
び
非
労
働
力
女
性
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｖ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の

女
性
の
就
業
者
数
を
同
年
の
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
の
人
口
（
女
性
人
口
か
ら
労
働
力
女
性
人
口

及
び
非
労
働
力
女
性
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｌ
　
次
の
算
式
Ⅶ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅶ

Ｌ＝

｛
８
３
３
．
３
３×

（
ｘ－

ｗ
）×

（
１
／
１
０
）－

２
．
５
８
｝
＋
（
１
６
．
８
４×

ｘ－

４
．
４

９
）

（
ｘ－

ｗ
）×

（
１
／
１
０
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
｛
８
３
３
．
３
３×

（
ｘ－

ｗ
）×

（
１
／
１
０
）－

２
．
５
８
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と

き
は
１
と
し
、
（
１
６
．
８
４×

ｘ－

４
．
４
９
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅶ
の
符
号

ｗ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
６
５
歳
以
上
の
就
業
者
数

を
同
年
の
６
５
歳
以
上
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除

く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｘ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
６
５
歳
以
上
の
就
業
者
数
を

同
年
の
６
５
歳
以
上
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｍ
　
次
の
算
式
Ⅷ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅷ

Ｍ＝

２
６
６
．
６
７×

｛
（
ｚ－

ｙ
）
／
ｙ
｝×

（
１
／
４
）
＋
０
．
４
４

｛
（
ｚ－

ｙ
）
／
ｙ
｝×

（
１
／
４
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅷ
の
符
号

ｙ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
４
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
民
営
従

業
者
数

ｚ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
８
年
６
月
１
日
現
在
に
お
け
る
個
人
事

業
所
の
従
業
者
数
、
法
人
事
業
所
の
従
業
者
数
及
び
法
人
で
な
い
団
体
の
事
業
所
の
従
業
者
数
の
合
計
数

Ｎ
　
次
の
算
式
Ⅸ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅸ

Ｎ＝

１
４
９
．
８
１×

｛
（
ａ
ｂ－

ａ
ａ
）
／
ａ
ａ
｝×

（
１
／
７
）－

０
．
６
７

｛
（
ａ
ｂ－

ａ
ａ
）
／
ａ
ａ
｝×

（
１
／
７
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅸ
の
符
号

ａ
ａ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
４
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
民
営

事
業
所
数
（
事
業
内
容
等
不
詳
事
業
所
を
含
む
。
）

ａ
ｂ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
３
１
年
総
務
省
令
第
４
６
号
）
に
よ
つ
て
令
和
元
年
６
月
１

日
か
ら
令
和
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
調
査
し
て
公
表
さ
れ
た
民
営
事
業
所
数

Ｏ
　
次
の
算
式
Ⅹ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅹ

Ｏ＝

２
６
６
．
６
７×

｛
（
ａ
ｄ－

ａ
ｃ
）
／
ａ
ｃ
｝×

（
１
／
７
）－

３
．
３
７

｛
（
ａ
ｄ－

ａ
ｃ
）
／
ａ
ｃ
｝×

（
１
／
７
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅹ
の
符
号

ａ
ｃ
　
令
和
４
年
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
平
成
２
３
年
度
及
び
平
成
２
４
年
度
の
県
民
経
済
計
算
に
お
け
る

一
人
当
た
り
県
民
所
得
の
合
計
額
を
２
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ａ
ｄ
　
令
和
４
年
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
平
成
３
０
年
度
及
び
令
和
元
年
度
の
県
民
経
済
計
算
に
お
け
る
一

人
当
た
り
県
民
所
得
の
合
計
額
を
２
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）

α

　
次
条
第
７
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号α

の
率
と
同
じ
。

市

町

村

算
式

（
０
．
１
５×

Ｆ
＋
０
．
１
５×

Ｇ
＋
０
．
１×

Ｈ
＋
０
．
１×

Ｉ
＋
０
．
１×

Ｊ
＋
０
．
１×

Ｋ
＋
０
．

１×

Ｌ
＋
０
．
１×

Ｍ
＋
０
．
１×

Ｎ
）×

β
×

０
．
３
３
１
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０
．
１
５×

Ｆ
、
０
．
１
５×

Ｇ
、
０
．
１×

Ｈ
、
０
．
１×

Ｉ
、
０
．
１×

Ｊ
、
０
．
１×

Ｋ
、
０
．
１

×

Ｌ
、
０
．
１×

Ｍ
及
び
０
．
１×

Ｎ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｆ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ｆ＝

４
７
．
６
２×

｛
（
ｊ－

ｉ
）
／
ｉ
｝×

（
１
／
１
０
）
＋
２
．
１
９

｛
（
ｊ－

ｉ
）
／
ｉ
｝×

（
１
／
１
０
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅰ
の
符
号

ｉ
　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
農
産
物
販
売
規

模
別
農
家
数
を
用
い
て
算
出
し
た
農
業
産
出
額
（
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
０
万
円
未
満
の
数

に
２
５
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
０
万
円
以
上
１
０
０
万
円
未
満
の
数
に

７
５
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
１
０
０
万
円
以
上
２
０
０
万
円
未
満
の
数
に

１
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
２
０
０
万
円
以
上
３
０
０
万
円
未
満
の
数

に
２
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
３
０
０
万
円
以
上
５
０
０
万
円
未
満
の

数
に
４
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
０
０
万
円
以
上
７
０
０
万
円
未
満

の
数
に
６
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
７
０
０
万
円
以
上
１
，
０
０
０
万

円
未
満
の
数
に
８
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
１
，
０
０
０
万
円
以
上

１
，
５
０
０
万
円
未
満
の
数
に
１
，
２
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
１
，

５
０
０
万
円
以
上
２
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
１
，
７
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農

家
数
の
う
ち
２
，
０
０
０
万
円
以
上
３
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
２
，
５
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産

物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
３
，
０
０
０
万
円
以
上
５
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
４
，
０
０
０
万
円
を

乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
，
０
０
０
万
円
以
上
１
億
円
未
満
の
数
に
７
，
５
０
０

万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
１
億
円
以
上
３
億
円
未
満
の
数
に
２
０
，
０
０
０

万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
３
億
円
以
上
５
億
円
未
満
の
数
に
４
０
，
０
０
０

万
円
を
乗
じ
た
額
及
び
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
億
円
以
上
の
数
に
６
０
，
０
０
０
万
円
を
乗

じ
た
額
の
合
算
額
を
い
う
。
）

ｊ
　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
農
産
物
販
売
規
模

別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
を
用
い
て
算
出
し
た
農
業
産
出
額
（
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人

経
営
体
）
の
う
ち
５
０
万
円
未
満
の
数
に
２
５
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人

経
営
体
）
の
う
ち
５
０
万
円
以
上
１
０
０
万
円
未
満
の
数
に
７
５
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別

経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
１
０
０
万
円
以
上
３
０
０
万
円
未
満
の
数
に
２
０
０
万
円
を
乗
じ
た

額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
３
０
０
万
円
以
上
５
０
０
万
円
未
満
の
数
に

４
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
５
０
０
万
円
以
上

１
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
７
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営

体
）
の
う
ち
１
，
０
０
０
万
円
以
上
３
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
２
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産

物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
３
，
０
０
０
万
円
以
上
５
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に

４
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
５
，
０
０
０
万

円
以
上
１
億
円
未
満
の
数
に
７
，
５
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営

体
）
の
う
ち
１
億
円
以
上
２
億
円
未
満
の
数
に
１
５
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経

営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
２
億
円
以
上
３
億
円
未
満
の
数
に
２
５
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農

産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
３
億
円
以
上
５
億
円
未
満
の
数
に
４
０
，
０
０
０
万

円
を
乗
じ
た
額
及
び
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
５
億
円
以
上
の
数
に
６
０
，

０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
の
合
算
額
を
い
う
。
）

Ｇ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｇ＝

２
２
．
０
３×

｛
（
ｌ－

ｋ
）
／
ｋ
｝×

（
１
／
８
）
＋
１
．
３
７

｛
（
ｌ－

ｋ
）
／
ｋ
｝×

（
１
／
８
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｋ
　
工
業
統
計
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
及
び
平
成
２
４
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額

並
び
に
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
３
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
の
合

計
額
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｌ
　
工
業
統
計
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
３
０
年
か
ら
令
和
２
年
ま
で
に
お
け
る
製
造
品
出
荷

額
の
合
計
額
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

Ｈ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｈ＝

２
８
．
０
１×

｛
（
ｎ－

ｍ
）
／
ｍ
｝×

（
１
／
９
）
＋
１
．
０
２

｛
（
ｎ－

ｍ
）
／
ｍ
｝×

（
１
／
９
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｍ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
平
成
２
４
年
２
月
１
日
現
在
で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額

の
小
売
業
計

ｎ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
令
和
３
年
６
月
１
日
現
在
で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額
の

小
売
業
計

Ｉ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｉ＝

｛
２
９
８
．
５
１×

（
ｐ－

ｏ
）×

（
１
／
１
０
）
＋
０
．
５
８
｝
＋
（
１
７
．
４
５×

ｐ－

１
１
．

２
２
）

（
ｐ－

ｏ
）×

（
１
／
１
０
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
｛
２
９
８
．
５
１×

（
ｐ－

ｏ
）×

（
１
／
１
０
）
＋
０
．
５
８
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い

と
き
は
１
と
し
、
（
１
７
．
４
５×

ｐ－

１
１
．
２
２
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｏ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で

の
就
業
者
数
を
同
年
の
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を

控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｐ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の

就
業
者
数
を
同
年
の
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を
控

除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｊ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｊ＝

｛
９
６
．
６
２×

（
ｒ－

ｑ
）×

（
１
／
１
０
）
＋
０
．
６
６
｝
＋
（
７
．
１×

ｒ－

５
．
５
３
）

（
ｒ－

ｑ
）×

（
１
／
１
０
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
｛
９
６
．
６
２×

（
ｒ－

ｑ
）×

（
１
／
１
０
）
＋
０
．
６
６
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
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す
る
。
（
７
．
１×

ｒ－

５
．
５
３
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
し
、
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｑ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で

の
女
性
の
就
業
者
数
を
同
年
の
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
の
人
口
（
女
性
人
口
か
ら
労
働
力
女
性
人

口
及
び
非
労
働
力
女
性
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｒ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の

女
性
の
就
業
者
数
を
同
年
の
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
の
人
口
（
女
性
人
口
か
ら
労
働
力
女
性
人
口

及
び
非
労
働
力
女
性
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｋ
　
次
の
算
式
Ⅵ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅵ

Ｋ＝

｛
３
８
４
．
６
２×

（
ｔ－
ｓ
）×

（
１
／
１
０
）－

０
．
３
１
｝
＋
（
１
６
．
７
２×

ｔ－

４
．
４

６
）

（
ｔ－

ｓ
）×

（
１
／
１
０
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
｛
３
８
４
．
６
２×

（
ｔ－

ｓ
）×
（
１
／
１
０
）－

０
．
３
１
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１

と
す
る
。
（
１
６
．
７
２×

ｔ－

４
．
４
６
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
し
、
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅵ
の
符
号

ｓ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
６
５
歳
以
上
の
就
業
者
数

を
同
年
の
６
５
歳
以
上
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除

く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｔ
　
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
６
５
歳
以
上
の
就
業
者
数
を

同
年
の
６
５
歳
以
上
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び
非
労
働
力
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｌ
　
次
の
算
式
Ⅶ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅶ

Ｌ＝

５
３
．
３
３×

｛
（
ｖ－

ｕ
）
／
ｕ
｝×

（
１
／
４
）
＋γ

に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅶ
の
符
号

ｕ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
４
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
民
営
従

業
者
数

ｖ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
８
年
６
月
１
日
現
在
に
お
け
る
個
人
事

業
所
の
従
業
者
数
、
法
人
事
業
所
の
従
業
者
数
及
び
法
人
で
な
い
団
体
の
事
業
所
の
従
業
者
数
の
合
計
数

γ

　
特
別
区
、
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
に
あ
つ
て
は
．
０
．
８
７
と
し
、
特
別
区
、
指
定

都
市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
以
外
の
市
に
あ
つ
て
は
１
．
２
７
と
し
、
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
７
７

と
す
る
。

Ｍ
　
次
の
算
式
Ⅷ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅷ

Ｍ＝

７
９
．
３
７×

｛
（
ｘ－

ｗ
）
／
ｗ
｝×

（
１
／
７
）
＋δ

｛
（
ｘ－

ｗ
）
／
ｗ
｝×

（
１
／
７
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅷ
の
符
号

ｗ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
４
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
民
営
事

業
所
数
（
事
業
内
容
等
不
詳
事
業
所
を
含
む
。
）

ｘ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
令
和
元
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期

間
に
調
査
し
て
公
表
さ
れ
た
民
営
事
業
所
数

δ

　
特
別
区
、
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
に
あ
つ
て
は－

０
．
４
８
と
し
、
特
別
区
、
指
定

都
市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
以
外
の
市
に
あ
つ
て
は
０
．
９
８
と
し
、
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
４
０

と
す
る
。

Ｎ
　
次
の
算
式
Ⅸ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅸ

Ｎ＝

５
７
．
８
０×

｛
（
ｚ－

ｙ
）
／
ｙ
｝×

（
１
／
９
）
＋
０
．
９
４

｛
（
ｚ－

ｙ
）
／
ｙ
｝×

（
１
／
９
）
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅸ
の
符
号

ｙ
　
平
成
２
２
年
度
か
ら
平
成
２
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
一
人
当
た
り
地
方
税
収
（
「
地
方
財
政
状
況
調

査
表
（
市
町
村
・
一
部
事
務
組
合
分
）
」
の
「
歳
入
内
訳
」
の
表
側
「
１
．
地
方
税
」
、
表
頭
「
決
算
額
」
の

数
を
当
該
年
度
の
３
月
３
１
日
現
在
（
た
だ
し
、
平
成
２
５
年
度
以
降
に
お
い
て
は
１
月
１
日
現
在
と
す

る
。
）
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
３
で
除
し

て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｚ
　
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
一
人
当
た
り
地
方
税
収
の
合
計
額
を
３
で
除
し
て
得

た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

β

　
次
条
第
７
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号α

の
率
と
同
じ
。

８
　
前
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数
値
に
係
る
補
正
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
ご
と

に
算
出
し
た
補
正
係
数
を
連
乗
し
た
率
に
よ
る
。

９
　
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は
按
分
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

10
　
新
市
町
村
の
経
常
態
容
補
正
の
算
定
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
経
常
態
容
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
数

値
に
つ
い
て
は
、
新
市
町
村
（
た
だ
し
、
二
回
以
上
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
近
の
合
併
に
係
る
当

該
新
市
町
村
）
の
数
値
を
用
い
る
。

11
　
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
額
と
附
則
第

十
九
条
の
十
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
つ
て
分
別
又
は
按
分
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
同
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
補
正
し
た
も
の
に
当
該
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と
す

る
。

（
「
人
口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」
に
係
る
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条
の
十
四
の
二
　
法
附
則
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
測
定
単
位
の
種
類
に
つ
き
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

測
定
単
位
の
種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表
示
単
位

人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

人

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。
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３
　
法
附
則
第
五
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
補
正
は
、
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
と
す

る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
段
階
補
正
に
用
い
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
率
は
、
附
則
別
表
第

十
二
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
が
十
五
・
〇
〇
〇
を
超
え
る
と
き

は
、
十
五
・
〇
〇
〇
と
す
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
に
用
い
る
率
は
、
経
常
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
及
び
経
常
態
容
補

正
Ⅱ
係
数
を
合
算
し
て
得
た
率
と
す
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
Ⅰ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ
き
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地

方

団

体

の

種

類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都

道

府
県

算
式

（
０
．
４×

Ａ
＋
０
．
０
７
５×

Ｂ
＋
０
．
０
７
５×

Ｃ
＋
０
．
０
７
５×

Ｄ
＋
０
．
０
７
５×

Ｅ
＋
０
．

０
７
５×

Ｆ
＋
０
．
０
７
５×

Ｇ
＋
０
．
０
７
５×

Ｈ
＋
０
．
０
７
５×

Ｉ
）×

０
．
６
５
９

０
．
４×

Ａ
、
０
．
０
７
５×

Ｂ
、
０
．
０
７
５×

Ｃ
、
０
．
０
７
５×

Ｄ
、
０
．
０
７
５×

Ｅ
、
０
．
０

７
５×

Ｆ
、
０
．
０
７
５×

Ｇ
、
０
．
０
７
５×
Ｈ
及
び
０
．
０
７
５×

Ｉ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

ａ≧

０
の
と
き
　
Ａ＝

－

０
．
０
３×

ａ
＋
０
．
１

ａ＜

０
の
と
き
　
Ａ＝

－

０
．
１
６×

ａ
＋
０
．
１

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
　
平
成
２
４
年
度
並
び
に
平
成
２
５
年
及
び
平
成
２
６
年
に
お
け
る
人
口
増
減
率
（
住
民
基
本
台
帳
関
係

年
報
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭

「
増
減
数
」
の
「
日
本
人
」
の
欄
の
数
（
た
だ
し
、
平
成
２
３
年
度
以
前
に
つ
い
て
は
、
表
頭
「
増
減
数
」

の
欄
の
数
と
す
る
。
）
の
合
計
数
を
当
該
都
道
府
県
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数

に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
都
道
府
県
の
項
及
び
第
７
項
の
表
の
都
道
府
県
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝

１
８
．
１
５
１
８
／
ｂ

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
平
成
２
４
年
か
ら
平
成
２
６
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
転
入
者
人
口
比
率
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動

報
告
に
お
け
る
「
第
４
表
　
男
女
別
都
道
府
県
内
移
動
者
数
、
他
都
道
府
県
か
ら
の
転
入
者
数
及
び
他
都
道

府
県
へ
の
転
出
者
数
」
の
表
頭
「
他
都
道
府
県
か
ら
の
転
入
者
数
」
の
「
総
数
」
の
欄
の
数
を
当
該
都
道
府

県
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

ｃ
／
１
８
．
１
５
１
８

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
平
成
２
４
年
か
ら
平
成
２
６
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
転
出
者
人
口
比
率
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動

報
告
に
お
け
る
「
第
４
表
　
男
女
別
都
道
府
県
内
移
動
者
数
、
他
都
道
府
県
か
ら
の
転
入
者
数
及
び
他
都
道

府
県
へ
の
転
出
者
数
」
の
表
頭
「
他
都
道
府
県
へ
の
転
出
者
数
」
の
「
総
数
」
の
欄
の
数
を
当
該
都
道
府
県

の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得

た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｄ＝

０
．
１
３
０
３
／
ｄ

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｄ
　
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
現
在
、
平
成
２
６
年
１
月
１
日
現
在
及
び
平
成
２
７
年
１
月
１
日
現
在
に
お

け
る
年
少
者
人
口
比
率
（
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
の
う
ち
１
５
歳
未
満
の
日
本
人
の
数
（
た
だ
し
、
平
成

２
４
年
３
月
３
１
日
以
前
に
つ
い
て
は
１
５
歳
未
満
の
者
の
数
と
す
る
。
）
を
当
該
都
道
府
県
の
日
本
人
住

民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点

以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

ｅ≧

０
の
と
き
　
Ｅ＝

－

０
．
０
４×

ｅ
＋
０
．
１

ｅ＜

０
の
と
き
　
Ｅ＝

－

０
．
２
７×

ｅ
＋
０
．
１

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｅ
　
平
成
２
４
年
度
並
び
に
平
成
２
５
年
及
び
平
成
２
６
年
に
お
け
る
自
然
増
減
率
（
住
民
基
本
台
帳
関
係

年
報
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭

「
出
生
者
数
」
の
「
日
本
人
」
の
欄
の
数
か
ら
表
頭
「
死
亡
者
数
」
の
「
日
本
人
」
の
欄
の
数
を
控
除
し
た

数
（
た
だ
し
、
平
成
２
３
年
度
以
前
に
つ
い
て
は
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭
「
出
生
者

数
」
の
欄
の
数
か
ら
表
頭
「
死
亡
者
数
」
の
欄
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。
）
の
合
計
数
を
当
該
都
道
府

県
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
都
道
府
県

の
項
及
び
第
７
項
の
表
の
都
道
府
県
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点

以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｆ
　
次
の
算
式
Ⅵ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅵ

Ｆ＝
０
．
６
０
７
２
／
ｆ

算
式
Ⅵ
の
符
号

ｆ
　
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
若
年
者
就
業
率
（
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
１
５
歳

か
ら
３
４
歳
ま
で
の
就
業
者
数
を
同
年
の
１
５
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
人
口
（
人
口
か
ら
労
働
力
人
口
及
び

非
労
働
力
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｇ
　
次
の
算
式
Ⅶ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）
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算
式
Ⅶ

Ｇ＝

０
．
６
７
４
６
／
ｇ

算
式
Ⅶ
の
符
号

ｇ
　
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
女
性
就
業
率
（
国
勢
調
査
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
２
５
歳
か

ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
の
就
業
者
数
を
同
年
の
２
５
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
の
人
口
（
女
性
人
口
か
ら

労
働
力
女
性
人
口
及
び
非
労
働
力
女
性
人
口
を
控
除
し
て
得
た
数
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点

以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

Ｈ
　
次
の
算
式
Ⅷ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅷ

Ｈ＝

１
／
ｈ

算
式
Ⅷ
の
符
号

ｈ
　
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
公
表
し
た
一
般
職
業
紹
介
状
況
に
お
け
る
平
成
２
６
年
１
１
月
か
ら
平
成
２
７

年
４
月
ま
で
の
各
月
に
お
け
る
有
効
求
人
倍
率
（
平
成
３
１
年
３
月
１
日
現
在
に
お
け
る

近
の
季
節
調
整

値
）
の
合
計
数
を
６
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）

Ｉ
　
次
の
算
式
Ⅸ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅸ

Ｉ＝

６
，
１
７
１
，
４
９
４
／
ｉ

算
式
Ⅸ
の
符
号

ｉ
　
一
人
当
た
り
各
産
業
の
売
上
高
（
平
成
２
４
年
か
ら
平
成
２
６
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
第
一
次
産
業

産
出
額
（
農
林
水
産
省
に
お
い
て
公
表
し
た
生
産
農
業
所
得
統
計
に
お
け
る
農
業
産
出
額
、
生
産
林
業
所
得

統
計
に
お
け
る
林
業
産
出
額
及
び
漁
業
生
産
額
に
お
け
る
漁
業
生
産
額
の
合
計
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
を

３
で
除
し
て
得
た
額
（
百
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
工
業
統
計

調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
４
年
か
ら
平
成
２
６
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
の

合
計
額
を
３
で
除
し
て
得
た
額
（
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並

び
に
商
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
２
７
年
通
商
産
業
省
令
第
６
０
号
）
に
よ
り
平
成
２
６
年
７
月
１
日
現
在

で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額
の
小
売
業
計
及
び
卸
売
業
計
の
合
算
額
を
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し

た
平
成
２
７
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
）

市

町

村

算
式

（
０
．
４×

Ａ
＋
０
．
０
７
５×

Ｂ
＋
０
．
０
７
５×

Ｃ
＋
０
．
０
７
５×

Ｄ
＋
０
．
０
７
５×

Ｅ
＋
０
．

０
７
５×

Ｆ
＋
０
．
０
７
５×

Ｇ
＋
０
．
０
７
５×

Ｈ
＋
０
．
０
７
５×

Ｉ
）×

０
．
６
５
２

０
．
４×

Ａ
、
０
．
０
７
５×

Ｂ
、
０
．
０
７
５×

Ｃ
、
０
．
０
７
５×

Ｄ
、
０
．
０
７
５×

Ｅ
、
０
．
０

７
５×

Ｆ
、
０
．
０
７
５×

Ｇ
、
０
．
０
７
５×

Ｈ
及
び
０
．
０
７
５×

Ｉ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

ａ≧

０
の
と
き
　
Ａ＝

－

０
．
０
１×

ａ
＋
０
．
１

ａ＜

０
の
と
き
　
Ａ＝

－

０
．
０
７×

ａ
＋
０
．
１

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
　
平
成
２
４
年
度
並
び
に
平
成
２
５
年
及
び
平
成
２
６
年
に
お
け
る
人
口
増
減
率
（
住
民
基
本
台
帳
関
係

年
報
に
お
け
る
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭
「
増
減
数
」
の
「
日
本
人
」
の
欄
の
数
（
た

だ
し
、
平
成
２
３
年
度
以
前
に
つ
い
て
は
表
頭
「
増
減
数
」
の
欄
の
数
と
す
る
。
）
を
当
該
市
町
村
の
日
本

人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
市
町
村
の
項
及
び
第

７
項
の
表
の
市
町
村
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝

４
０
．
３
６
１
０
／
ｂ

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
平
成
２
４
年
度
並
び
に
平
成
２
５
年
及
び
平
成
２
６
年
に
お
け
る
転
入
者
人
口
比
率
（
住
民
基
本
台
帳

関
係
年
報
に
お
け
る
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭
「
転
入
者
数
」
の
「
計
」
の
「
日
本

人
」
の
欄
の
数
（
た
だ
し
、
平
成
２
３
年
度
以
前
に
つ
い
て
は
表
頭
「
転
入
者
数
」
の
欄
の
数
と
す
る
。
）

を
当
該
市
町
村
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
の
合
計
数

を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

ｃ
／
４
０
．
７
３
７
８

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
平
成
２
４
年
度
並
び
に
平
成
２
５
年
及
び
平
成
２
６
年
に
お
け
る
転
出
者
人
口
比
率
（
住
民
基
本
台
帳

関
係
年
報
に
お
け
る
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭
「
転
出
者
数
」
の
「
計
」
の
「
日
本

人
」
の
欄
の
数
（
た
だ
し
、
平
成
２
３
年
度
以
前
に
つ
い
て
は
表
頭
「
転
出
者
数
」
の
欄
の
数
と
す
る
。
）

を
当
該
市
町
村
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

の
市
町
村
の
項
及
び
第
７
項
の
表
の
市
町
村
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｄ＝

０
．
１
３
０
３
／
ｄ

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｄ
　
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
現
在
、
平
成
２
６
年
１
月
１
日
現
在
及
び
平
成
２
７
年
１
月
１
日
現
在
に
お

け
る
年
少
者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

ｅ≧
０
の
と
き
　
Ｅ＝

－

０
．
０
２×

ｅ
＋
０
．
１

ｅ＜
０
の
と
き
　
Ｅ＝

－

０
．
１
３×

ｅ
＋
０
．
１

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｅ
　
平
成
２
４
年
度
並
び
に
平
成
２
５
年
及
び
平
成
２
６
年
に
お
け
る
自
然
増
減
率
（
住
民
基
本
台
帳
関
係

年
報
に
お
け
る
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭
「
出
生
者
数
」
の
「
日
本
人
」
の
欄
の
数
か

ら
表
頭
「
死
亡
者
数
」
の
「
日
本
人
」
の
欄
の
数
を
控
除
し
た
数
（
た
だ
し
、
平
成
２
３
年
度
以
前
に
つ
い

て
は
表
頭
「
出
生
者
数
」
の
欄
の
数
か
ら
表
頭
「
死
亡
者
数
」
の
欄
の
数
を
控
除
し
た
数
と
す
る
。
）
を
当

該
市
町
村
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数

点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
市
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町
村
の
項
及
び
第
７
項
の
表
の
市
町
村
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数

点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｆ
　
次
の
算
式
Ⅵ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅵ

Ｆ＝
０
．
６
０
７
２
／
ｆ

算
式
Ⅵ
の
符
号

ｆ
　
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
若
年
者
就
業
率

Ｇ
　
次
の
算
式
Ⅶ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅶ

Ｇ＝

０
．
６
７
４
６
／
ｇ

算
式
Ⅶ
の
符
号

ｇ
　
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
女
性
就
業
率

Ｈ
　
次
の
算
式
Ⅷ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅷ

Ｈ＝

１
／
ｈ

算
式
Ⅷ
の
符
号

ｈ
　
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
公
表
し
た
当
該
市
町
村
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
一
般
職
業
紹
介
状
況
に
お
け

る
平
成
２
６
年
１
１
月
か
ら
平
成
２
７
年
４
月
ま
で
の
各
月
に
お
け
る
有
効
求
人
倍
率
（
平
成
３
１
年
３
月

１
日
現
在
に
お
け
る

近
の
季
節
調
整
値
）
の
合
計
数
を
６
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｉ
　
次
の
算
式
Ⅸ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
又
は
ｉ
が
０
の
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅸ

Ｉ＝

６
，
１
２
４
，
４
３
４
／
ｉ

算
式
Ⅸ
の
符
号

ｉ
　
一
人
当
た
り
各
産
業
の
売
上
高
（
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
７
年
２
月
１

日
現
在
に
お
け
る
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
を
用
い
て
算
出
し
た
農
業
産
出
額
（
農
産
物
販
売
規
模
別
農

家
数
の
う
ち
５
０
万
円
未
満
の
数
に
２
５
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
０
万

円
以
上
１
０
０
万
円
未
満
の
数
に
７
５
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
１
０
０
万

円
以
上
２
０
０
万
円
未
満
の
数
に
１
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
２
０
０

万
円
以
上
３
０
０
万
円
未
満
の
数
に
２
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
３
０

０
万
円
以
上
５
０
０
万
円
未
満
の
数
に
４
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５

０
０
万
円
以
上
７
０
０
万
円
未
満
の
数
に
６
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち

７
０
０
万
円
以
上
１
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
８
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数

の
う
ち
１
，
０
０
０
万
円
以
上
１
，
５
０
０
万
円
未
満
の
数
に
１
，
２
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販

売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
１
，
５
０
０
万
円
以
上
２
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
１
，
７
５
０
万
円
を
乗
じ

た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
２
，
０
０
０
万
円
以
上
３
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
２
，
５

０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
３
，
０
０
０
万
円
以
上
５
，
０
０
０
万
円
未

満
の
数
に
４
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
，
０
０
０
万
円
以
上
１

億
円
未
満
の
数
に
７
，
５
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
１
億
円
以
上
３
億

円
未
満
の
数
に
２
０
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
３
億
円
以
上
５
億

円
未
満
の
数
に
４
０
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
及
び
農
産
物
販
売
規
模
別
農
家
数
の
う
ち
５
億
円
以
上
の

数
に
６
０
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
の
合
算
額
を
い
う
。
）
、
工
業
統
計
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た

平
成
２
４
年
か
ら
平
成
２
６
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
の
合
算
額
を
３
で
除
し
て
得
た
額

（
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
商
業
統
計
調
査
規
則
に
よ
り

平
成
２
６
年
７
月
１
日
現
在
で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額
の
小
売
業
計
及
び
卸
売
業
計
の
合
算
額
を
国

勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
７
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
）

７
　
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
Ⅱ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ

き
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地
方
団

体

の

種
類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都

道

府
県

算
式

（
０
．
２×

Ｊ
＋
０
．
１×

Ｋ
＋
０
．
１×

Ｌ
＋
０
．
１×

Ｍ
＋
０
．
１×

Ｎ
＋
０
．
２×

Ｏ
＋
０
．
１×

Ｐ
＋
０
．
１×

Ｑ
）×

α
×

０
．
３
１
５

０
．
２×

Ｊ
、
０
．
１×

Ｋ
、
０
．
１×

Ｌ
、
０
．
１×

Ｍ
、
０
．
１×

Ｎ
、
０
．
２×

Ｏ
、
０
．
１×

Ｐ

及
び
０
．
１×

Ｑ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｊ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ｊ＝

１
．
５
８×

（
ｋ－

ｊ
）
＋
１
０
．
５
６

算
式
Ⅰ
の
符
号

ｊ
　
平
成
１
４
年
度
か
ら
平
成
１
６
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
人
口
増
減
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｋ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
人
口
増
減
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｋ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

。
た
だ
し
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
及
び
神
奈
川
県
に
お
い
て
は
、
１
と
す
る
。

算
式
Ⅱ

Ｋ＝
－

３
．
２
３×

（
ｍ－

ｌ
）－

０
．
７
５

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｌ
　
平
成
１
８
年
か
ら
平
成
２
０
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
東
京
圏
転
出
入
人
口
比
率
（
住
民
基
本
台
帳
人

口
移
動
報
告
に
お
け
る
「
第
７
表
　
移
動
前
の
住
所
地
男
女
別
転
入
者
数
及
び
移
動
後
の
住
所
地
男
女
別
転

出
者
数
」
の
当
該
都
道
府
県
の
表
の
表
頭
「
移
動
前
の
住
所
地
別
転
入
者
数
」
の
総
数
の
う
ち
埼
玉
県
、
千

葉
県
、
東
京
都
及
び
神
奈
川
県
の
欄
の
数
を
合
算
し
た
数
か
ら
、
表
頭
「
移
動
後
の
住
所
地
別
転
出
者
数
」

の
総
数
の
う
ち
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
及
び
神
奈
川
県
の
欄
の
数
を
合
算
し
た
数
を
控
除
し
た
数
を
当

該
都
道
府
県
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の

都
道
府
県
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｍ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
東
京
圏
転
出
入
人
口
比
率
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
移

動
報
告
に
お
け
る
「
第
２
表
　
移
動
前
の
住
所
地
，
男
女
別
都
道
府
県
間
移
動
者
数
」
の
表
頭
が
当
該
都
道

府
県
の
総
数
の
う
ち
表
側
「
国
籍
」
が
日
本
人
移
動
者
か
つ
表
側
「
移
動
前
の
住
所
地
」
が
東
京
圏
総
数
の

欄
の
数
か
ら
、
表
頭
が
東
京
圏
総
数
の
う
ち
表
側
「
国
籍
」
が
日
本
人
移
動
者
か
つ
表
側
「
移
動
前
の
住
所

地
」
が
当
該
都
道
府
県
の
欄
の
数
を
控
除
し
た
数
を
当
該
都
道
府
県
の
日
本
人
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で

除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
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端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｌ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｌ＝
４
３
．
７
６×

（
ｏ－

ｎ
）－

０
．
６
０

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｎ
　
平
成
７
年
か
ら
平
成
９
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
自
団
体
内
進
学
率
（
学
校
基
本
調
査
に
お
け
る
「
１

３
　
出
身
高
校
の
所
在
地
県
別
大
学
入
学
者
数
」
及
び
「
４
５
　
出
身
高
校
の
所
在
地
県
別
短
期
大
学
入
学

者
数
」
の
表
頭
「
出
身
高
校
の
所
在
地
」
が
当
該
都
道
府
県
の
数
の
う
ち
表
側
「
計
」
の
欄
の
数
を
表
側
が

当
該
都
道
府
県
の
数
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
都
道
府
県
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得

た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｏ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
自
団
体
内
進
学
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｍ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｍ＝

２
０
．
９
２×

（
ｑ－

ｐ
）
＋
０
．
５
３

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｐ
　
平
成
２
４
年
か
ら
平
成
２
６
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
自
団
体
内
就
職
者
割
合
（
雇
用
動
向
調
査
に
お

け
る
「
第
２
２
表
　
職
歴
、
都
道
府
県
、
性
別
県
内
移
動
入
職
者
数
、
他
県
か
ら
の
流
入
者
数
及
び
他
県
へ

の
流
出
者
数
」
の
表
頭
「
男
女
計
」
の
「
県
内
移
動
」
及
び
「
他
県
へ
の
流
出
」
の
計
の
数
を
合
計
し
た
数

を
表
頭
「
男
女
計
」
の
「
県
内
移
動
」
数
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
都
道
府
県
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計

数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

ｑ
　
令
和
元
年
か
ら
令
和
３
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
自
団
体
内
就
職
者
割
合
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得

た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｎ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｎ＝

３
１
２
．
５
０×

（
ｓ－

ｒ
）
＋
７
．
３
８

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｒ
　
平
成
１
５
年
３
月
３
１
日
現
在
、
平
成
１
６
年
３
月
３
１
日
現
在
及
び
平
成
１
７
年
３
月
３
１
日
現
在

に
お
け
る
年
少
者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｓ
　
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
及
び
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
年
少

者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｏ
　
次
の
算
式
Ⅵ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅵ

Ｏ＝

｛
１
３
．
１
２×

（
ｕ－

ｔ
）
＋
０
．
１
１
｝
＋
（
４
．
４
２×

ｕ－

５
．
３
８
）

｛
１
３
．
１
２×

（
ｕ－

ｔ
）
＋
０
．
１
１
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
し
、
０
．
５
に
満
た
な
い
場
合
は
０
．
５
と
し
、
（
４
．
４
２×

ｕ－

５
．
３
８
）
に
小
数

点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
０
．
５
に
満
た
な
い
場
合
は
０
．

５
と
す
る
。

算
式
Ⅵ
の
符
号

ｔ
　
人
口
動
態
統
計
に
お
け
る
平
成
１
４
年
か
ら
平
成
１
６
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
合
計
特
殊
出
生
率
の

合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）

ｕ
　
人
口
動
態
統
計
に
お
け
る
令
和
元
年
か
ら
令
和
３
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
合
計
特
殊
出
生
率
の
合
計

数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）

Ｐ
　
次
の
算
式
Ⅶ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅶ

Ｐ＝

｛
１
０
３
．
０
０×

（
ｗ－

ｖ
）－

３
．
３
５
｝
＋
（
１
５
．
５
０×

ｗ－

９
．
９
７
）

｛
１
０
３
．
０
０×

（
ｗ－

ｖ
）－

３
．
３
５
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
し
、
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
場
合
は
１
と
し
、
（
１
５
．
５
０×

ｗ－

９
．
９
７
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数

が
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅶ
の
符
号

ｖ
　
平
成
１
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
若
年
者
就
業
率

ｗ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
若
年
者
就
業
率

Ｑ
　
次
の
算
式
Ⅷ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅷ

Ｑ＝

｛
７
１
．
９
４×

（
ｙ－

ｘ
）－

１
０
．
８
８
｝
＋
（
１
３
．
９
１×

ｙ－

１
０
．
８
３
）

｛
７
１
．
９
４×

（
ｙ－

ｘ
）－

１
０
．
８
８
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
場
合
は
１
と
し
、
（
１
３
．

９
１×

ｙ－

１
０
．
８
３
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
当
該
数
が
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅷ
の
符
号

ｘ
　
平
成
１
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
女
性
就
業
率

ｙ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
女
性
就
業
率

α

　
次
の
算
式
Ⅸ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
１
．
５
０
０
を
超
え
る
場
合
は
１
．
５
０
０
と
し
、
１
．
０
０
０
に
満
た
な
い
場

合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財

政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
０
．
４
９
以
上
と
な
る
場
合
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

算
式
Ⅸ

α
＝

１
＋
｛
（
０
．
４×

Ａ
＋
０
．
０
７
５×

Ｂ
＋
０
．
０
７
５×

Ｃ
＋
０
．
０
７
５×

Ｄ
＋
０
．
０
７
５

×

Ｅ
＋
０
．
０
７
５×

Ｆ
＋
０
．
０
７
５×

Ｇ
＋
０
．
０
７
５×

Ｈ
＋
０
．
０
７
５×

Ｉ
）－

１
｝
／
２

算
式
Ⅸ
の
符
号

Ａ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｄ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｅ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｅ
に
同
じ
。

Ｆ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

Ｇ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｇ
に
同
じ
。

Ｈ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｈ
に
同
じ
。

Ｉ
　
前
項
の
表
都
道
府
県
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｉ
に
同
じ
。
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市
町
村
算
式

（
０
．
２
５×

Ｊ
＋
０
．
１×

Ｋ
＋
０
．
１×

Ｌ
＋
０
．
１×

Ｍ
＋
０
．
２
５×

Ｎ
＋
０
．
１×

Ｏ
＋
０
．

１×

Ｐ
）×

α
×

０
．
３
１
４

０
．
２
５×

Ｊ
、
０
．
１×

Ｋ
、
０
．
１×

Ｌ
、
０
．
１×

Ｍ
、
０
．
２
５×

Ｎ
、
０
．
１×

Ｏ
及
び
０
．

１×

Ｐ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｊ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ｊ＝

０
．
３
１×
（
ｋ－

ｊ
）
＋γ

算
式
Ⅰ
の
符
号

ｊ
　
平
成
１
４
年
度
か
ら
平
成
１
６
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
人
口
増
減
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｋ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
人
口
増
減
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小

数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

γ

　
特
別
区
、
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
に
あ
つ
て
は
２
．
７
４
と
し
、
特
別
区
、
指
定
都

市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
以
外
の
市
に
あ
つ
て
は
３
．
０
５
と
し
、
町
村
に
あ
つ
て
は
３
．
３
３
と

す
る
。

Ｋ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｋ＝

０
．
２
８×

（
ｍ－

ｌ
）
＋
２
．
１
６

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｌ
　
平
成
１
８
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
転
入
者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除

し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｍ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
転
入
者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｌ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｌ＝
－

０
．
３
４×

（
ｏ－

ｎ
）－

０
．
３
６

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｎ
　
平
成
１
８
年
度
か
ら
平
成
２
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
転
出
者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除

し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｏ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
転
出
者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数

（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｍ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｍ＝

１
２
４
．
２
２×

（
ｑ－

ｐ
）
＋δ

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｐ
　
平
成
１
５
年
３
月
３
１
日
現
在
、
平
成
１
６
年
３
月
３
１
日
現
在
及
び
平
成
１
７
年
３
月
３
１
日
現
在

に
お
け
る
年
少
者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｑ
　
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
及
び
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
年
少

者
人
口
比
率
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

δ

　
特
別
区
、
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
に
あ
つ
て
は
３
．
１
２
と
し
、
特
別
区
、
指
定
都

市
、
中
核
市
及
び
施
行
時
特
例
市
以
外
の
市
に
あ
つ
て
は
３
．
９
２
と
し
、
町
村
に
あ
つ
て
は
４
．
０
１
と

す
る
。

Ｎ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｎ＝

｛
０
．
１
４×

（
ｓ－

ｒ
）
＋
１
．
３
３
｝
＋
（
０
．
１
５×

ｓ－

４
．
６
２
）

｛
０
．
１
４×

（
ｓ－

ｒ
）
＋
１
．
３
３
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
し
、
０
．
５
に
満
た
な
い
場
合
は
０
．
５
と
し
、
（
０
．
１
５×

ｓ－

４
．
６
２
）
に
小
数
点

以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
０
．
５
に
満
た
な
い
場
合
は
０
．
５

と
す
る
。

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｒ
　
住
民
基
本
台
帳
関
係
年
報
に
登
載
さ
れ
た
平
成
１
５
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
出
生
数
を
、
１
５

歳
か
ら
１
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
１
５
３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
０
歳
か
ら
２
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
９
８
２
を
乗
じ
て
得
た
数

（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
５
歳
か
ら
２
９
歳
ま
で
の
女
性

人
口
に
２
．
３
０
３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
、
３
０
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
２
１
７
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
５
歳
か
ら
３
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
７
９
２
を
乗

じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
４
０
歳
か
ら
４
４
歳

ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
１
０
４
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
及
び
４
５
歳
か
ら
４
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
０
０
２
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
で
除
し
て
、
１
，
０
０
０
を
乗
じ

て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
平
成
１
６

年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
出
生
数
を
、
１
５
歳
か
ら
１
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
１
４
６
を
乗
じ

て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
０
歳
か
ら
２
４
歳
ま

で
の
女
性
人
口
に
０
．
９
５
３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
、
２
５
歳
か
ら
２
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
２
７
１
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
０
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
１
４

１
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
５
歳
か
ら

３
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
８
３
５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
４
０
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
１
１
４
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
及
び
４
５
歳
か
ら
４
９
歳
ま
で
の
女
性
人

口
に
０
．
０
０
３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

の
合
計
数
で
除
し
て
、
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
平
成
１
７
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
け
る
出
生
数
を
、
１
５
歳
か

ら
１
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
１
４
４
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
０
歳
か
ら
２
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
９
３
８
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整

数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
５
歳
か
ら
２
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口

に
２
．
２
２
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、

３
０
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
１
６
５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
５
歳
か
ら
３
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
８
８
７
を
乗
じ
て
得

た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
４
０
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の

女
性
人
口
に
０
．
１
２
１
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
及
び
４
５
歳
か
ら
４
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
０
０
３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
で
除
し
て
、
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た

290



数
を
合
算
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｓ
　
住
民
基
本
台
帳
関
係
年
報
に
登
載
さ
れ
た
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
出
生
数
を
、
１
５
歳
か

ら
１
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
０
７
２
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
０
歳
か
ら
２
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
６
５
９
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整

数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
５
歳
か
ら
２
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口

に
２
．
１
３
５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、

３
０
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
７
７
８
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
５
歳
か
ら
３
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
１
．
５
７
２
を
乗
じ
て
得

た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
４
０
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の

女
性
人
口
に
０
．
３
３
９
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
及
び
４
５
歳
か
ら
４
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
０
１
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
で
除
し
て
、
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た

数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
令
和
４
年
１
月
１

日
現
在
に
お
け
る
出
生
数
を
、
１
５
歳
か
ら
１
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
０
５
９
を
乗
じ
て
得
た
数

（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
０
歳
か
ら
２
４
歳
ま
で
の
女
性

人
口
に
０
．
６
０
５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。
）
、
２
５
歳
か
ら
２
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
１
０
３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
０
歳
か
ら
３
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
７
９
０
を
乗

じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
５
歳
か
ら
３
９
歳

ま
で
の
女
性
人
口
に
１
．
６
０
５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
、
４
０
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
３
６
２
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
及
び
４
５
歳
か
ら
４
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．

０
１
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計

数
で
除
し
て
、
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
出
生
数
を
、
１
５
歳
か
ら
１
９
歳
ま

で
の
女
性
人
口
に
０
．
０
５
９
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
、
２
０
歳
か
ら
２
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
６
０
５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
２
５
歳
か
ら
２
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
１
０

３
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
０
歳
か
ら

３
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
２
．
７
９
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
３
５
歳
か
ら
３
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
１
．
６
０
５
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
４
０
歳
か
ら
４
４
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に

０
．
３
６
２
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
及

び
４
５
歳
か
ら
４
９
歳
ま
で
の
女
性
人
口
に
０
．
０
１
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
で
除
し
て
、
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点

以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
て
得
た
数
を
３
で
除

し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｏ
　
次
の
算
式
Ⅵ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅵ

Ｏ＝

｛
３
７
．
０
４×

（
ｕ－

ｔ
）－

０
．
５
７
｝
＋
（
１
７
．
４
４×

ｕ－

１
１
．
２
１
）

｛
３
７
．
０
４×

（
ｕ－

ｔ
）－

０
．
５
７
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
場
合
は
１
と
し
、
（
１
７
．

４
４×

ｕ－

１
１
．
２
１
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
当
該
数
が
１
を
超
え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅵ
の
符
号

ｔ
　
平
成
１
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
若
年
者
就
業
率

ｕ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
若
年
者
就
業
率

Ｐ
　
次
の
算
式
Ⅶ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅶ

Ｐ＝

｛
１
３
．
９
８×

（
ｗ－

ｖ
）－

１
．
３
１
｝
＋
（
７
．
１×

ｗ－

５
．
５
３
）

｛
１
３
．
９
８×

（
ｗ－

ｖ
）－

１
．
３
１
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
し
、
３
を
超
え
る
場
合
は
３
と
し
、
１
に
満
た
な
い
場
合
は
１
と
し
、
（
７
．
１×

ｗ－

５
．

５
３
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
１
を
超

え
る
場
合
に
は
１
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。

算
式
Ⅶ
の
符
号

ｖ
　
平
成
１
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
女
性
就
業
率

ｗ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
女
性
就
業
率

α

　α

１

、α

２

、α

３

又
はα

４

の
い
ず
れ
か
大
き
い
率
（
た
だ
し
、
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点

以
下
２
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
０
．
４
９
以
上
と
な
る
場
合

は
１
．
０
０
０
と
す
る
。
）

α

１

　
次
の
算
式
Ⅷ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
Ⅷ

α

１＝

１
＋
｛
（
０
．
４×

Ａ
＋
０
．
０
７
５×

Ｂ
＋
０
．
０
７
５×

Ｃ
＋
０
．
０
７
５×

Ｄ
＋
０
．
０
７

５×

Ｅ
＋
０
．
０
７
５×

Ｆ
＋
０
．
０
７
５×

Ｇ
＋
０
．
０
７
５×

Ｈ
＋
０
．
０
７
５×

Ｉ
）－

１
｝
／
２

算
式
Ⅷ
の
符
号

Ａ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｃ
に
同
じ
。

Ｄ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｄ
に
同
じ
。

Ｅ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｅ
に
同
じ
。

Ｆ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｆ
に
同
じ
。

Ｇ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｇ
に
同
じ
。

Ｈ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｈ
に
同
じ
。

Ｉ
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ｉ
に
同
じ
。

α

２

　
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
４
３
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

法
第
２
条
第
１
項
に
基
づ
く
過
疎
地
域
の
市
町
村
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
４
２
条
の
規
定
に
よ
り
過

疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
市
町
村
、
離
島
振
興
法
第
２
条
第
２
項
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
離
島
を
そ
の
区
域
の

全
部
と
す
る
市
町
村
、
沖
縄
県
内
の
市
町
村
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
１
条
に
規
定
す
る
奄
美

群
島
を
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
市
町
村
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
４
条
第
１
項

に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
を
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
市
町
村
、
山
村
振
興
法
第
７
条
に
基
づ
き

指
定
さ
れ
た
振
興
山
村
を
そ
の
区
域
の
全
部
と
す
る
市
町
村
及
び
半
島
振
興
法
第
２
条
に
基
づ
き
指
定
さ
れ

た
半
島
地
域
を
そ
の
区
域
の
全
部
と
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
２
０
０
と
し
、
そ
れ
以
外
の
市
町
村
に

あ
つ
て
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

α

３

　
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
４
３
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

法
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
地
域
の
一
部
が
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
市
町
村
、
離
島
振
興
法
第
２
条
第

２
項
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
離
島
を
そ
の
区
域
の
一
部
と
す
る
市
町
村
、
山
村
振
興
法
第
７
条
に
基
づ
き
指

定
さ
れ
た
振
興
山
村
を
そ
の
区
域
の
一
部
と
す
る
市
町
村
及
び
半
島
振
興
法
第
２
条
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
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半
島
地
域
を
そ
の
区
域
の
一
部
と
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
１
０
０
と
し
、
そ
れ
以
外
の
市
町
村
に
あ

つ
て
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

α

４

　
令
和
３
年
３
月
３
１
日
に
お
い
て
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
２
条
第
１
項
に
基
づ
く
過

疎
地
域
の
市
町
村
及
び
同
法
第
３
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
市
町
村
に
あ
つ
て

は
１
．
２
０
０
と
し
、
同
法
第
３
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
地
域
の
一
部
が
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ

る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
１
０
０
と
す
る
。

８
　
前
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数
値
に
係
る
補
正
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
ご
と

に
算
出
し
た
補
正
係
数
を
連
乗
し
た
率
に
よ
る
。

９
　
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は
按
分
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

10
　
新
市
町
村
の
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
の
算
定
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
及
び
経
常

態
容
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
数
値
に
つ
い
て
は
、
新
市
町
村
（
た
だ
し
、
二
回
以
上
合
併
を
行
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
直
近
の
合
併
に
係
る
当
該
新
市
町
村
）
の
数
値
を
用
い
る
。

11
　
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
額
と
附
則
第

十
九
条
の
十
四
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
つ
て
分
別
又
は
按
分
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
同
条
第
三
項
か
ら
第
八

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
補
正
し
た
も
の
に
当
該
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と

す
る
。

（
「
地
域
社
会
再
生
事
業
費
」
に
係
る
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条
の
十
四
の
三
　
法
附
則
第
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
測
定
単
位
の
種
類
に
つ
き
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

測
定
単
位
の
種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表
示
単
位

人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

人

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

３
　
法
附
則
第
五
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
補
正
は
、
段
階
補
正
、
経
常
態
容
補
正
及
び

密
度
補
正
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
段
階
補
正
に
用
い
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
率
は
、
附
則
別
表
第

十
二
の
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
が
十
・
〇
〇
〇
を
超
え
る
と
き
は
、

十
・
〇
〇
〇
と
す
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ
き
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地

方

団

体

の

種

類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都

道

府
県

算
式

（
０
．
２×

Ａ
＋
０
．
１×

Ｂ
＋
０
．
１×

Ｃ
＋
０
．
１×

Ｄ
）×

１
．
０
３
５
＋
（
０
．
５×

Ｅ
）×

０
．

７
７
０

０
．
２×

Ａ
、
０
．
１×

Ｂ
、
０
．
１×

Ｃ
、
０
．
１×

Ｄ
及
び
０
．
５×

Ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝

｛
（
ａ
１－

ａ
２
）
／
ａ
１
｝
／
０
．
０
４
５

｛
（
ａ
１－

ａ
２
）
／
ａ
１
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
１
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
人
口

ａ
２
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
人
口

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝

０
．
１
１
９
／
ｂ

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
年
少
者
人
口
比
率
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現

在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
１
５
歳
未
満
の
人
口
を
同
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お
け
る
当
該

都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

ｃ
／
０
．
２
８
０

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
高
齢
者
人
口
比
率
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現

在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
６
５
歳
以
上
の
人
口
を
同
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お
け
る
当
該

都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｄ＝

［
｛
（
ｄ
１－

ｄ
２
）
／
ｄ
１
｝
＋
０
．
０
２
２
］
／
０
．
１
２
５

｛
（
ｄ
１－

ｄ
２
）
／
ｄ
１
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｄ
１
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
１
５

歳
以
上
６
５
歳
未
満
人
口

ｄ
２
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
１
５
歳

以
上
６
５
歳
未
満
人
口

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｅ＝

（
ｅ
／
ｆ
）
／
０
．
２
６
３

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｅ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数

算
式

２
．
０
０×
ｅ
１
＋
１
．
７
５×

ｅ
２
＋
１
．
５
０×

ｅ
３
＋
１
．
２
５×

ｅ
４
＋
１
．
０
０×

ｅ
５
＋
０
．

７
５×

ｅ
６
＋
０
．
５
０×

ｅ
７
＋
０
．
２
５×

ｅ
８

２
．
０
０×

ｅ
１
、
１
．
７
５×

ｅ
２
、
１
．
５
０×

ｅ
３
、
１
．
２
５×

ｅ
４
、
１
．
０
０×

ｅ
５
、
０
．

７
５×

ｅ
６
、
０
．
５
０×
ｅ
７
及
び
０
．
２
５×

ｅ
８
に
小
数
点
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
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算
式
の
符
号

ｅ
１
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
（
総
務
省
統
計
局
に
お
い
て
公
表
し

た
令
和
２
年
国
勢
調
査
に
関
す
る
地
域
メ
ツ
シ
ユ
統
計
に
て
、
基
準
地
域
メ
ツ
シ
ユ
の
中
心
点
が
帰
属
す
る

当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
、
常
住
人
口
の
い
る
基
準
地
域
メ
ツ
シ
ユ
内
の
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
１
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
２
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
１
０
０
人
以
上
２
０
０
人

未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
３
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
２
０
０
人
以
上
３
０
０
人

未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
４
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
３
０
０
人
以
上
４
０
０
人

未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
５
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
４
０
０
人
以
上
５
０
０
人

未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
６
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
５
０
０
人
以
上
１
，
０
０

０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
７
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
１
，
０
０
０
人
以
上
２
，

０
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
８
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
２
，
０
０
０
人
以
上
４
，

０
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｆ
　
符
号
Ａ
算
式
Ⅰ
の
符
号
ａ
２
に
同
じ
。

市

町

村

算
式

（
０
．
２×

Ａ
＋
０
．
１×

Ｂ
＋
０
．
１×

Ｃ
＋
０
．
１×

Ｄ
）×

１
．
０
１
０
＋
（
０
．
５×

Ｅ
）×

０
．

６
６
４

０
．
２×

Ａ
、
０
．
１×

Ｂ
、
０
．
１×

Ｃ
、
０
．
１×

Ｄ
及
び
０
．
５×

Ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝

｛
（
ａ
１－

ａ
２
）
／
ａ
１
｝
／
０
．
０
６
６

｛
（
ａ
１－

ａ
２
）
／
ａ
１
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
１
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
人
口

ａ
２
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
人
口

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝

０
．
１
１
９
／
ｂ

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
年
少
者
人
口
比
率
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現

在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
１
５
歳
未
満
の
人
口
を
同
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市

町
村
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
を
い
う
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

ｃ
／
０
．
２
８
０

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
高
齢
者
人
口
比
率
（
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現

在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
６
５
歳
以
上
の
人
口
を
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お
け
る

当
該
市
町
村
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｄ＝

［
｛
（
ｄ
１－

ｄ
２
）
／
ｄ
１
｝
＋
０
．
０
７
０
］
／
０
．
１
５
５

｛
（
ｄ
１－

ｄ
２
）
／
ｄ
１
｝
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す

る
。

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｄ
１
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
１
５
歳

以
上
６
５
歳
未
満
人
口

ｄ
２
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
１
５
歳
以

上
６
５
歳
未
満
人
口

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｅ＝

（
ｅ
／
ｆ
）
／
０
．
２
６
３

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｅ
　
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
数

算
式

２
．
０
０×

ｅ
１
＋
１
．
７
５×

ｅ
２
＋
１
．
５
０×

ｅ
３
＋
１
．
２
５×

ｅ
４
＋
１
．
０
０×

ｅ
５
＋
０
．

７
５×

ｅ
６
＋
０
．
５
０×

ｅ
７
＋
０
．
２
５×

ｅ
８

２
．
０
０×

ｅ
１
、
１
．
７
５×

ｅ
２
、
１
．
５
０×

ｅ
３
、
１
．
２
５×

ｅ
４
、
１
．
０
０×

ｅ
５
、
０
．

７
５×

ｅ
６
、
０
．
５
０×

ｅ
７
及
び
０
．
２
５×

ｅ
８
に
小
数
点
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

ｅ
１
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
１
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
２
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
１
０
０
人
以
上
２
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す

る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
３
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
２
０
０
人
以
上
３
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す

る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
４
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
３
０
０
人
以
上
４
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す

る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
５
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
４
０
０
人
以
上
５
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相
当
す

る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
６
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
５
０
０
人
以
上
１
，
０
０
０
人
未
満
の
合
計
に
相

当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
７
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
１
，
０
０
０
人
以
上
２
，
０
０
０
人
未
満
の
合
計

に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
８
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
メ
ツ
シ
ユ
人
口
の
う
ち
、
２
，
０
０
０
人
以
上
４
，
０
０
０
人
未
満
の
合
計

に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数
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ｆ
　
符
号
Ａ
算
式
Ⅰ
の
符
号
ａ
２
に
同
じ
。

６
　
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
密
度
補
正
に
用
い
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類

に
つ
き
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

地

方

団

体

の

種

類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都

道

府

県

算
式

（
Ｂ×

３
１
２
７
．
１
７
９
）
／
Ａ

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
定
員
管
理
調
査
に
よ
つ
て
令
和
５
年
度
分
と
し
て
総
務
省
に
報
告
さ
れ
た

「
別
表
３
　
中
長
期
派
遣
可
能
な
技
術
職
員
数
等
に
関
す
る
調
」
の
表
頭
「
職
員
数
等
」
、
表
側
「
市
町
村

支
援
業
務
に
従
事
す
る
技
術
職
員
数
，
中
長
期
派
遣
可
能
な
技
術
職
員
数
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
方
の
職
員

数
」
の
欄
の
数
値

７
　
前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数
値
に
係
る
補
正
係
数
は
、
第
四
項
に
て
算
出
し
た

段
階
補
正
係
数
及
び
第
五
項
に
て
算
出
し
た
経
常
態
容
補
正
係
数
を
連
乗
し
た
率
に
前
項
に
て
算
出
し
た
密
度
補

正
の
密
度
を
加
え
た
率
に
よ
る
。

８
　
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は
按
分
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

９
　
新
市
町
村
の
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
の
算
定
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
及
び
経
常

態
容
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
数
値
に
つ
い
て
は
、
新
市
町
村
（
た
だ
し
、
二
回
以
上
合
併
を
行
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
直
近
の
合
併
に
係
る
当
該
新
市
町
村
）
の
数
値
を
用
い
る
。

10
　
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
額
と
附
則
第

十
九
条
の
十
四
の
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
つ
て
分
別
又
は
按
分
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
同
条
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
補
正
し
た
も
の
に
当
該
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と

す
る
。

（
「
地
域
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
費
」
に
係
る
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条
の
十
四
の
四
　
法
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

測
定
単
位
の
種
類
に
つ
き
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

測
定
単
位
の
種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表
示
単
位

人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

人

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

３
　
法
附
則
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
補
正
は
、
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
と
す

る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
段
階
補
正
に
用
い
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
率
は
、
附
則
別
表
第

十
二
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
は
、
経
常
態
容
補
正
Ⅰ
及
び
経
常
態
容
補
正
Ⅱ
と
す
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
Ⅰ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ
き
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地

方

団

体
算
式
及
び
算
式
の
符
号

の

種

類都

道

府
県

算
式

（
０
．
５×

Ａ
＋
０
．
５×

Ｂ
）×

０
．
９
９
４

０
．
５×

Ａ
及
び
０
．
５×

Ｂ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝

｛
（
ａ
１
＋
ａ
２
＋
ａ
３
＋
ａ
４
）
／
ａ
５
｝
／
０
．
３
３
９

（
ａ
１
＋
ａ
２
＋
ａ
３
＋
ａ
４
）
／
ａ
５
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
１
　
当
該
都
道
府
県
の
６
５
歳
以
上
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
８
に
掲
げ
る
地
方
団

体
に
あ
つ
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
６
５
歳
以
上
人
口
）

ａ
２
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
８
３
号
）
の

規
定
に
よ
つ
て
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に

報
告
さ
れ
た
「
第
１
４
　
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
総
数
（
年
度
末

現
在
）
」
の
欄
の
当
該
都
道
府
県
の
数

ａ
３
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
４
８
年
９
月
２
７
日
厚
生
省
発

児
第
１
５
６
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
の
規
定
に
よ
つ
て
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政

報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
３
１
　
療
育
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、

表
頭
「
年
度
末
現
在
」
の
欄
の
当
該
都
道
府
県
の
数

ａ
４
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２

５
年
法
律
第
１
２
３
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
衛
生

行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
５
　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳
登
載

数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
年
度
末
現
在
」
の
欄
の
当
該
都
道
府
県
の
数

ａ
５
　
当
該
都
道
府
県
の
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
１
に
掲
げ
る
地
方
団
体
に
あ
つ
て

は
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
人
口
）

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝

ｂ
１
／
０
．
０
５
０
７
２×

（
ｂ
２×

１
０
３
．
０
９
３
＋
０
．
３
６
９
）×

（
ｂ
３×

３
３
８
．
９

８
３－

３
３
６
．
９
２
９
）

ｂ
１
／
０
．
０
５
０
７
２
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、

当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
（
ｂ
２×

１
０
３
．
０
９
３
＋
０
．
３
６
９
）
に
小
数
点
以
下

３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と

し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
し
、
（
ｂ
３×

３
３
８
．
９
８
３－

３
３
６
．
９
２
９
）
に
小
数
点
以
下

３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と

し
、
１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
１
　
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
令
和
元
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の

期
間
に
調
査
し
て
公
表
さ
れ
た
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
民
営
事
業
所
数
を
当
該
都
道
府
県
の
第
５
条
第
１

項
の
表
中
１
の
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
１
に
掲
げ
る
地
方
団
体
に
あ
つ
て
は
同
項
の
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規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
人
口
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｂ
２
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
平
成
２
８
年
６
月

１
日
現
在
に
お
け
る
農
業
、
林
業
及
び
漁
業
の
民
営
事
業
所
数
の
合
計
を
同
令
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
当
該

都
道
府
県
の
同
日
現
在
に
お
け
る
個
人
事
業
所
数
、
法
人
事
業
所
数
及
び
法
人
で
な
い
団
体
の
事
業
所
数
の

合
計
（
事
業
内
容
等
不
詳
事
業
所
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｂ
３
　
中
小
企
業
庁
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
８
年
６
月
時
点
の
当
該
都
道
府
県
の
中
小
企
業
数
（
民

営
及
び
非
一
次
産
業
に
限
る
。
）
を
同
庁
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
同
月
時
点
の
当
該
都
道
府
県
の
企
業
数
（
民

営
及
び
非
一
次
産
業
に
限
る
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

市

町

村

算
式

（
０
．
５×

Ａ
＋
０
．
５×
Ｂ
）×

α
×

０
．
８
４
３

０
．
５×

Ａ
及
び
０
．
５×

Ｂ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

し
、
０
．
５×

Ａ
＋
０
．
５×

Ｂ
が
６
を
超
え
る
場
合
に
は
６
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝

｛
（
ａ
１
＋
ａ
２
＋
ａ
３
＋
ａ
４
）
／
ａ
５
｝
／
０
．
３
３
９

（
ａ
１
＋
ａ
２
＋
ａ
３
＋
ａ
４
）
／
ａ
５
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
１
　
当
該
市
町
村
の
６
５
歳
以
上
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
８
に
掲
げ
る
地
方
団
体

に
あ
つ
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
６
５
歳
以
上
人
口
）

ａ
２
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
つ
て
身
体
障
害
者
手
帳
を

所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
１
４
　
身
体
障
害

者
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
総
数
（
年
度
末
現
在
）
」
の
欄
の
当
該
市
町
村
の
数
に

相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ａ
３
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
療
育
手
帳
制
度
要
綱
の
規
定
に
よ
つ
て
療
育
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
３
１
　
療
育
手
帳
交
付
台

帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
年
度
末
現
在
」
の
欄
の
当
該
市
町
村
の
数
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総

務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ａ
４
　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
つ
て
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
衛
生
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省

に
報
告
さ
れ
た
「
第
５
　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
年
度

末
現
在
」
の
欄
の
当
該
市
町
村
の
数
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ａ
５
　
当
該
市
町
村
の
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
１
に
掲
げ
る
地
方
団
体
に
あ
つ
て
は

同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
人
口
）

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

Ｂ＝

ｂ
１
／
０
．
０
５
０
７
１×

（
ｂ
２×

１
７
．
８
２
５
＋
０
．
８
９
１
）×

（
ｂ
３×

３
１
７
．
４
６

０－

３
１
５
．
４
７
３
）

ｂ
１
／
０
．
０
５
０
７
１
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、

当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
（
ｂ
２×

１
７
．
８
２
５
＋
０
．
８
９
１
）
に
小
数
点
以
下
３

位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、

１
に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
し
、
（
ｂ
３×

３
１
７
．
４
６
０－

３
１
５
．
４
７
３
）
に
小
数
点
以
下
３
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
２
を
超
え
る
場
合
に
は
２
と
し
、
１

に
満
た
な
い
と
き
は
１
と
す
る
。

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
１
　
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
令
和
元
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の

期
間
に
調
査
し
て
公
表
さ
れ
た
当
該
市
町
村
に
お
け
る
民
営
事
業
所
数
を
当
該
市
町
村
の
人
口
（
附
則
第
２

１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
１
に
掲
げ
る
地
方
団
体
に
あ
つ
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
人
口
）

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｂ
２
　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
当
該
市
町
村
に
お
け
る
平
成
２
８
年
６
月
１

日
現
在
に
お
け
る
農
業
、
林
業
及
び
漁
業
の
民
営
事
業
所
数
の
合
計
を
、
同
令
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
当
該

市
町
村
に
お
け
る
同
日
現
在
に
お
け
る
個
人
事
業
所
数
、
法
人
事
業
所
数
及
び
法
人
で
な
い
団
体
の
事
業
所

数
の
合
計
（
事
業
内
容
等
不
詳
事
業
所
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

ｂ
３
　
中
小
企
業
庁
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
２
８
年
６
月
時
点
の
当
該
市
町
村
の
中
小
企
業
数
（
民
営

及
び
非
一
次
産
業
に
限
る
。
）
を
、
同
庁
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
同
月
時
点
の
当
該
市
町
村
の
企
業
数
（
民

営
及
び
非
一
次
産
業
に
限
る
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

α

　α

１

、α

２

又
はα

３

の
い
ず
れ
か
大
き
い
率
（
た
だ
し
、
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
２
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
０
．
４
９
以
上
と
な
る
場
合
は
１
．
０

０
０
と
す
る
。
）

α

１

　
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
４
３
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

法
第
２
条
第
１
項
に
基
づ
く
過
疎
地
域
の
市
町
村
、
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
４
２
条
の
規
定
に
よ
り
過

疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
市
町
村
、
離
島
振
興
法
第
２
条
第
２
項
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
離
島
を
そ
の
区
域
の

全
部
と
す
る
市
町
村
、
沖
縄
県
内
の
市
町
村
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
１
条
に
規
定
す
る
奄
美

群
島
を
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
市
町
村
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
４
条
第
１
項

に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
を
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
市
町
村
、
山
村
振
興
法
第
７
条
に
基
づ
き

指
定
さ
れ
た
振
興
山
村
を
そ
の
区
域
の
全
部
と
す
る
市
町
村
及
び
半
島
振
興
法
第
２
条
に
基
づ
き
指
定
さ
れ

た
半
島
地
域
を
そ
の
区
域
の
全
部
と
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
２
０
０
と
し
、
そ
れ
以
外
の
市
町
村
に

あ
つ
て
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

α

２

　
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
法
第
４
３
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

法
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
地
域
の
一
部
が
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
市
町
村
、
離
島
振
興
法
第
２
条
第

２
項
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
た
離
島
を
そ
の
区
域
の
一
部
と
す
る
市
町
村
、
山
村
振
興
法
第
７
条
に
基
づ
き
指

定
さ
れ
た
振
興
山
村
を
そ
の
区
域
の
一
部
と
す
る
市
町
村
及
び
半
島
振
興
法
第
２
条
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た

半
島
地
域
を
そ
の
区
域
の
一
部
と
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
１
０
０
と
し
、
そ
れ
以
外
の
市
町
村
に
あ

つ
て
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

α
３

　
令
和
３
年
３
月
３
１
日
に
お
い
て
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
２
条
第
１
項
に
基
づ
く
過

疎
地
域
の
市
町
村
及
び
同
法
第
３
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
市
町
村
に
あ
つ
て

は
１
．
２
０
０
と
し
、
同
法
第
３
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
地
域
の
一
部
が
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ

る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
１
０
０
と
す
る
。

７
　
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
Ⅱ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ

き
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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地

方

団

体

の

種

類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

市
町
村

算
式

Ｃ×

６
．
０
８
１
５－

３
．
９
５
４
７

Ｃ×
６
．
０
８
１
５－

３
．
９
５
４
７
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
０
．
５
０
０
に
満
た
な
い
場
合
に
は
０
．
５
０
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ｃ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ｃ＝

ｃ
１
／
ｃ
２

算
式
Ⅰ
の
符
号

ｃ
１
　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
保
有
枚
数
（
令
和
５
年
５
月
３
１
日
時
点
）
に
つ
い
て
」
（
令
和
５
年
６

月
２
日
付
け
総
行
マ
第
８
３
号
総
務
省
自
治
行
政
局
住
民
制
度
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
支
援
室
通
知
）
に

お
い
て
通
知
さ
れ
た
令
和
５
年
５
月
３
１
日
時
点
の
当
該
市
町
村
に
お
け
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
５
年
法
律
第
２

７
号
）
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
の
保
有
枚
数

ｃ
２
　
前
項
の
表
市
町
村
の
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
の
算
式
Ⅰ
の
符
号
ａ
５
に
同
じ
。

８
　
前
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数
値
に
係
る
補
正
係
数
は
、
第
四
項
に
て
算
出
し
た

段
階
補
正
係
数
及
び
第
六
項
に
て
算
出
し
た
経
常
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
を
連
乗
し
た
率
に
前
項
に
て
算
出
し
た
経
常

態
容
補
正
Ⅱ
係
数
を
加
え
た
率
に
よ
る
。

９
　
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は
按
分
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
分
別
又
は
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

10
　
新
市
町
村
の
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
の
算
定
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
、
経
常
態

容
補
正
Ⅰ
係
数
及
び
経
常
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
の
算
定
に
用
い
る
数
値
に
つ
い
て
は
、
新
市
町
村
（
た
だ
し
、
二
回

以
上
合
併
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
近
の
合
併
に
係
る
当
該
新
市
町
村
）
の
数
値
を
用
い
る
。

11
　
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
額
と
附
則
第

十
九
条
の
十
四
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
つ
て
分
別
又
は
按
分
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
同
条
第
四
項
か
ら
第
七

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
補
正
し
た
も
の
に
当
該
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と

す
る
。

（
「
臨
時
経
済
対
策
費
」
に
係
る
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条
の
十
四
の
五
　
地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法

律
第
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
和
五
年
地
方
交
付
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
「
臨
時
経
済
対
策
費
」
に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

測
定
単
位
の
種
類
に
つ
き
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

測
定
単
位
の
種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表
示
単
位

人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口

人

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

３
　
令
和
五
年
地
方
交
付
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
「
臨
時
経
済
対

策
費
」
に
係
る
補
正
は
、
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
段
階
補
正
に
用
い
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
率
は
、
附
則
別
表
第

十
二
の
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
経
常
態
容
補
正
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
種
類
に
つ
き
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
及
び
算
式
の
符
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

地

方

団

体

の

種

類

算
式
及
び
算
式
の
符
号

都

道

府
県

算
式

（
０
．
１×

Ａ
＋
０
．
１×

Ｂ
＋
０
．
１×

Ｃ
＋
０
．
４×

Ｄ
＋
０
．
２×

Ｅ
＋
０
．
１
）×

１
．
０
８
８

４
９

０
．
１×

Ａ
、
０
．
１×

Ｂ
、
０
．
１×

Ｃ
、
０
．
４×

Ｄ
及
び
０
．
２×

Ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝

６
，
８
９
０
，
３
２
７
／
ａ

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
　
一
人
当
た
り
各
産
業
の
売
上
高
（
令
和
元
年
か
ら
令
和
３
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
第
一
次
産
業
産
出

額
（
農
林
水
産
省
に
お
い
て
公
表
し
た
生
産
農
業
所
得
統
計
に
お
け
る
農
業
産
出
額
、
林
業
産
出
額
に
お
け

る
林
業
産
出
額
及
び
漁
業
産
出
額
に
お
け
る
海
面
漁
業
・
養
殖
業
産
出
額
の
合
計
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
を

３
で
除
し
て
得
た
額
（
百
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
、
工
業
統
計

調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
平
成
３
０
年
及
び
令
和
元
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
並
び
に
経
済
セ
ン

サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
の
合
計
額
を
３
で
除
し
て

得
た
数
（
万
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動

調
査
規
則
に
よ
り
令
和
３
年
６
月
１
日
現
在
で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額
の
小
売
業
計
及
び
卸
売
業
計

の
合
算
額
を
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

を
い
う
。
）

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

ｂ≧

０
の
と
き
Ｂ＝

－

０
．
１
３×

ｂ
＋
０
．
１

ｂ＜

０
の
と
き
Ｂ＝

－

０
．
１
２×

ｂ
＋
０
．
１

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
人
口
増
減
率
（
住
民
基
本
台
帳
関
係
年
報
に
お
け
る

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭
「
増
減
数
」
の

欄
の
数
の
合
計
数
を
当
該
都
道
府
県
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ

て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

ｃ
／
０
．
０
５
０
７
２

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
令
和
元
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期

間
に
調
査
し
て
公
表
さ
れ
た
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
民
営
事
業
所
数
を
当
該
都
道
府
県
の
第
５
条
第
１
項

の
表
中
１
の
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）
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Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｄ＝

ｄ
／
０
．
１
１
７

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｄ
　
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
年
少
者
人
口
比
率
（
当
該
都
道
府
県
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

の
う
ち
１
５
歳
未
満
の
者
の
数
を
当
該
都
道
府
県
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点

以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅴ

Ｅ＝

｛
（
ｅ
１

＋
ｅ
２

＋
ｅ
３

＋
ｅ
４

）
／
ｅ
５

｝
／
０
．
３
３
９

（
ｅ
１
＋
ｅ
２
＋
ｅ
３
＋
ｅ
４
）
／
ｅ
５
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｅ
１

　
当
該
都
道
府
県
の
６
５
歳
以
上
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
８
に
掲
げ
る
地
方
団

体
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
６
５
歳
以
上
人
口
）

ｅ
２

　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
つ
て
身
体
障
害
者
手
帳
を

所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
１
４
　
身
体
障
害

者
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
総
数
（
年
度
末
現
在
）
」
の
欄
の
当
該
都
道
府
県
の
数

ｅ
３

　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
４
８
年
９
月
２
７
日
厚
生
省
発

児
第
１
５
６
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
の
規
定
に
よ
つ
て
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政

報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
３
１
　
療
育
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、

表
頭
「
年
度
末
現
在
」
の
欄
の
当
該
都
道
府
県
の
数

ｅ
４

　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
つ
て
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
衛
生
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省

に
報
告
さ
れ
た
「
第
５
　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
年
度
末

現
在
」
の
欄
の
当
該
都
道
府
県
の
数

ｅ
５

　
当
該
都
道
府
県
の
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
１
に
掲
げ
る
地
方
団
体
に
あ
つ
て

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
人
口
）

市

町

村

算
式

（
０
．
１×

Ａ
＋
０
．
１×

Ｂ
＋
０
．
１×

Ｃ
＋
０
．
４×

Ｄ
＋
０
．
２×

Ｅ
＋
０
．
１
）×

１
．
１
３
６

９
６

０
．
１×

Ａ
、
０
．
１×

Ｂ
、
０
．
１×

Ｃ
、
０
．
４×

Ｄ
及
び
０
．
２×

Ｅ
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
次
の
算
式
Ⅰ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅰ

Ａ＝

６
，
７
０
４
，
２
１
９
／
ａ

算
式
Ⅰ
の
符
号

ａ
　
一
人
当
た
り
各
産
業
の
売
上
高
（
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
２
月
１
日

現
在
に
お
け
る
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
を
用
い
て
算
出
し
た
農
業
産
出
額
（
農
産

物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
５
０
万
円
未
満
の
数
に
２
５
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産

物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
５
０
万
円
以
上
１
０
０
万
円
未
満
の
数
に
７
５
万
円
を

乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
１
０
０
万
円
以
上
３
０
０
万
円
未
満

の
数
に
２
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
３
０
０
万
円

以
上
５
０
０
万
円
未
満
の
数
に
４
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）

の
う
ち
５
０
０
万
円
以
上
１
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
７
５
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別

経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
１
，
０
０
０
万
円
以
上
３
，
０
０
０
万
円
未
満
の
数
に
２
，
０
０
０
万

円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
３
，
０
０
０
万
円
以
上
５
，
０

０
０
万
円
未
満
の
数
に
４
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）

の
う
ち
５
，
０
０
０
万
円
以
上
１
億
円
未
満
の
数
に
７
，
５
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別

経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
１
億
円
以
上
２
億
円
未
満
の
数
に
１
５
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
、

農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
２
億
円
以
上
３
億
円
未
満
の
数
に
２
５
，
０
０
０

万
円
を
乗
じ
た
額
、
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
３
億
円
以
上
５
億
円
未
満
の

数
に
４
０
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
及
び
農
産
物
販
売
規
模
別
経
営
体
数
（
個
人
経
営
体
）
の
う
ち
５
億

円
以
上
の
数
に
６
０
，
０
０
０
万
円
を
乗
じ
た
額
の
合
算
額
を
い
う
。
）
、
工
業
統
計
調
査
規
則
に
よ
つ
て
公

表
さ
れ
た
平
成
３
０
年
及
び
令
和
元
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
並
び
に
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に

よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
令
和
２
年
に
お
け
る
製
造
品
出
荷
額
の
合
計
額
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
万
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
並
び
に
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
令
和

３
年
６
月
１
日
現
在
で
調
査
さ
れ
た
年
間
商
品
販
売
額
の
小
売
業
計
及
び
卸
売
業
計
の
合
算
額
を
人
口
で
除

し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

Ｂ
　
次
の
算
式
Ⅱ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
す
る
。
）

算
式
Ⅱ

ｂ≧

０
の
と
き
Ｂ＝

－

０
．
０
１×

ｂ
＋
０
．
１

ｂ＜

０
の
と
き
Ｂ＝

－

０
．
０
６×

ｂ
＋
０
．
１

算
式
Ⅱ
の
符
号

ｂ
　
令
和
２
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
の
各
年
に
お
け
る
人
口
増
減
率
（
住
民
基
本
台
帳
関
係
年
報
に
お
け
る

「
市
町
村
別
住
民
票
記
載
、
消
除
数
」
の
表
頭
「
増
減
数
」
の
欄
の
数
を
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
登
載

人
口
で
除
し
て
得
た
数
に
１
，
０
０
０
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
３
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
４
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
次
の
算
式
Ⅲ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅲ

Ｃ＝

ｃ
／
０
．
０
５
０
７
１

算
式
Ⅲ
の
符
号

ｃ
　
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
つ
て
令
和
元
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期

間
に
調
査
し
て
公
表
さ
れ
た
当
該
市
町
村
に
お
け
る
民
営
事
業
所
数
を
当
該
市
町
村
の
人
口
で
除
し
て
得
た

数
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
Ⅳ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）

算
式
Ⅳ

Ｄ＝

ｄ
／
０
．
１
１
７

算
式
Ⅳ
の
符
号

ｄ
　
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
年
少
者
人
口
比
率
（
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
の

う
ち
１
５
歳
未
満
の
者
の
数
を
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）

Ｅ
　
次
の
算
式
Ⅴ
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
（
当
該
数
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
数
が
３
を
超
え
る
場
合
に
は
３
と
す
る
。
）
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算
式
Ⅴ

Ｅ＝

｛
（
ｅ
１

＋
ｅ
２

＋
ｅ
３

＋
ｅ
４

）
／
ｅ
５

｝
／
０
．
３
３
９

（
ｅ
１
＋
ｅ
２
＋
ｅ
３
＋
ｅ
４
）
／
ｅ
５
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。

算
式
Ⅴ
の
符
号

ｅ
１

　
当
該
市
町
村
の
６
５
歳
以
上
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
８
に
掲
げ
る
地
方
団
体

に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
６
５
歳
以
上
人
口
）

ｅ
２

　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
つ
て
身
体
障
害
者
手
帳
を

所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
１
４
　
身
体
障
害

者
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
総
数
（
年
度
末
現
在
）
」
の
欄
の
当
該
市
町
村
の
数
に

相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
３

　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
療
育
手
帳
制
度
要
綱
の
規
定
に
よ
つ
て
療
育
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
者
と
し
て
福
祉
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省
に
報
告
さ
れ
た
「
第
３
１
　
療
育
手
帳
交
付
台

帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
年
度
末
現
在
」
の
欄
の
当
該
市
町
村
の
数
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務

大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
４

　
令
和
４
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
つ
て
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
者
と
し
て
衛
生
行
政
報
告
例
に
よ
つ
て
厚
生
労
働
省

に
報
告
さ
れ
た
「
第
５
　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳
登
載
数
」
の
表
側
「
計
」
、
表
頭
「
年
度
末

現
在
」
の
欄
の
当
該
市
町
村
の
数
に
相
当
す
る
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

ｅ
５

　
当
該
市
町
村
の
人
口
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
１
に
掲
げ
る
地
方
団
体
に
あ
つ
て
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
人
口
）

６
　
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数
値
に
係
る
補
正
係
数
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
段
階
補
正
係
数
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
経
常
態
容
補
正
係
数
を
連
乗
し
た
率
に
よ
る
。

７
　
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は

あ
ん
ぶ
ん

按
分
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
分
別
又
は

あ
ん
ぶ
ん

按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

８
　
新
市
町
村
の
段
階
補
正
及
び
経
常
態
容
補
正
の
算
定
に
お
け
る
合
併
関
係
市
町
村
の
段
階
補
正
係
数
及
び
経
常

態
容
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
数
値
に
つ
い
て
は
、
新
市
町
村
（
た
だ
し
、
二
回
以
上
合
併
を
行
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
直
近
の
合
併
に
係
る
当
該
新
市
町
村
）
の
数
値
を
用
い
る
。

９
　
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
額
と
附
則
第

十
九
条
の
十
四
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
つ
て
分
別
又
は

あ
ん
ぶ
ん

按
分
し
た
測
定
単
位
の
数
値
を
同
条
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
補
正
し
た
も
の
に
当
該
測
定
単
位
ご
と
の
単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と

す
る
。

（
「
臨
時
財
政
対
策
債
償
還
基
金
費
」
に
係
る
数
値
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条
の
十
四
の
六
　
令
和
五
年
地
方
交
付
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
「
臨
時
財
政
対

策
債
償
還
基
金
費
」
に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
の
種
類
に
つ
き
、
同
表

の
中
欄
に
定
め
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
に
よ
つ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算

定
す
る
。

測
定
単
位
の
種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表
示

単
位

臨
時
財
政
対
策
の
た
め
平
成
十

六
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
い
て
特
別
に
起

こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た
地
方
債
の
額

（
１
）
　
平
成
十
六
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
２
）
　
平
成
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
３
）
　
平
成
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
４
）
　
平
成
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
５
）
　
平
成
二
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
６
）
　
平
成
二
十
一
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

千
円

（
７
）
　
平
成
二
十
二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
８
）
　
平
成
二
十
三
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
９
）
　
平
成
二
十
四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
０
）
　
平
成
二
十
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
１
）
　
平
成
二
十
六
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
２
）
　
平
成
二
十
七
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
３
）
　
平
成
二
十
八
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
４
）
　
平
成
二
十
九
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
５
）
　
平
成
三
十
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
７
）
　
令
和
二
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
８
）
　
令
和
三
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
１
９
）
　
令
和
四
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

（
２
０
）
　
地
方
財
政
法
第
三
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和

五
年
度
に
お
い
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
債
の
額
（
以

下
「
令
和
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
」
と
い
う
。
）

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
測
定
単
位
の
数
値
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

３
　
令
和
五
年
地
方
交
付
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
「
臨
時
財
政
対

策
債
償
還
基
金
費
」
に
係
る
補
正
は
、
種
別
補
正
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
種
別
補
正
に
用
い
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
率
は
、
附
則
別
表
第

十
二
の
六
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は

あ
ん
ぶ
ん

按
分
は
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
二
十
九

号
の
規
定
に
よ
り
分
別
又
は

あ
ん
ぶ
ん

按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
令
和
五
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
に
係
る
分
別
又
は

あ
ん
ぶ
ん

按
分
に

つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

６
　
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
額
と
附
則
第

十
九
条
の
十
四
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
分
別
又
は

あ
ん
ぶ
ん

按
分
し
た
測
定
単
位
の
数
値
に
当
該
測
定
単
位
ご
と
の

単
位
費
用
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
」
と
す
る
。

第
十
九
条
の
十
五
　
削
除

（
令
和
五
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
十
九
条
の
十
六
　
各
道
府
県
の
法
附
則
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
は
、
当
該
道
府
県
の
控
除
前
財

源
不
足
額
（
法
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税

の
額
の
算
定
に
用
い
た
法
附
則
第
六
条
の
三
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
十
一
条
の

規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
が
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
超

え
る
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
に
当
該
道
府
県
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
五
分
の
一
の
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
第
六
項
及
び
第
八
項
を
除
き
、
以
下
「
補
正
指

数
」
と
い
う
。
）
に
附
則
別
表
第
十
三
（
１
）
の
Ａ
に
定
め
る
当
該
補
正
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得

た
数
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
当
該
補
正
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
数
を
合
算
し
た
数
に
〇
・
〇
五
四
五
を
乗
じ
て
得

た
率
（
た
だ
し
、
当
該
率
が
〇
・
七
五
を
超
え
る
場
合
は
、
〇
・
七
五
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の

端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
に
、
〇
・
九
九
五
一
五
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す

る
。
）
と
す
る
。

一
　
令
和
四
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
地
方
交

付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付

税
法
附
則
第
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
一
条
の
規
定
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に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

二
　
令
和
三
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
地
方
交

付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付

税
法
附
則
第
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

三
　
令
和
二
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
地
方
交

付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付

税
法
附
則
第
六
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

つ
て
算
定
し
た
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

四
　
令
和
元
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
地
方
交

付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付

税
法
附
則
第
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

五
　
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
地
方

交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
交
付
税
法
附
則
第
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

２
　
五
千
三
百
十
一
億
千
四
百
八
十
七
万
千
円
と
各
道
府
県
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
算
額

と
の
間
に
差
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の

も
大
き
い
道
府
県
の
額
に

加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
。

３
　
各
市
町
村
の
法
附
則
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
は
、
当
該
市
町
村
の
控
除
前
財
源
不
足
額
に
当

該
市
町
村
の
補
正
指
数
に
附
則
別
表
第
十
三
（
２
）
の
Ａ
に
定
め
る
当
該
補
正
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ

て
得
た
数
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
当
該
補
正
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
数
を
合
算
し
た
数
（
た
だ
し
、
当
該
数
に
つ

い
て
、
補
正
指
数
が
一
・
〇
〇
の
場
合
に
得
た
数
を
超
え
る
場
合
は
、
補
正
指
数
が
一
・
〇
〇
の
場
合
に
得
た
数

と
す
る
。
）
に
〇
・
〇
五
四
四
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該
率
が
〇
・
八
五
を
超
え
る
場
合
は
、
〇
・
八
五
と
す
る

。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
に
、
〇
・
九
九
四
二
五
五
四
を
乗
じ
て
得
た
額

（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
と
す
る
。

４
　
四
千
六
百
三
十
四
億
八
千
二
百
二
十
六
万
五
千
円
と
各
市
町
村
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

（
合
併
市
町
村
（
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
）
の
合
算
額
と
の
間
に
差
額
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
差
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の

も
大
き
い
市
町
村
の
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す

る
。

５
　
合
併
市
町
村
に
係
る
法
附
則
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
（
五
百

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ

の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

Ａ－

Ｂ≧

０
の
場
合
　
Ｃ

Ａ－

Ｂ＜

０
の
場
合
　
Ｄ

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
合
併
市
町
村
に
係
る
法
第
１
０
条
第
３
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
５
年
８
月
３
１
日
ま
で
に
決
定

さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
第
４
８
条
第
１
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
当
該
合
併
市
町
村
に
係
る
法
第
１
０
条
第
３
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
５
年
８
月
３
１
日
ま
で
に
決
定

さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
第
４
８
条
第
１
項
の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

Ｃ
　
当
該
合
併
市
町
村
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
（
第
４
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
合
併
関
係
市
町
村
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
次
項
か
ら
第
８
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
法
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項

第
２
号
の
額
の
合
算
額

Ｄ
　
当
該
合
併
市
町
村
に
つ
い
て
前
２
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

６
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
法
附
則
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
は
、
次
項
に
規
定
す
る
当
該
合
併

関
係
市
町
村
に
係
る
控
除
前
財
源
不
足
額
に
第
八
項
に
規
定
す
る
当
該
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
補
正
指
数
に
附

則
別
表
第
十
三
（
２
）
の
Ａ
に
定
め
る
当
該
補
正
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
と
同
表
の
Ｂ
に
定

め
る
当
該
補
正
指
数
の
段
階
に
応
ず
る
数
を
合
算
し
た
数
（
当
該
数
が
、
補
正
指
数
に
つ
い
て
、
一
・
〇
〇
の
場

合
に
得
た
数
を
超
え
る
場
合
は
、
補
正
指
数
が
一
・
〇
〇
の
場
合
に
得
た
数
と
す
る
。
）
に
〇
・
〇
五
四
四
を
乗

じ
て
得
た
率
（
た
だ
し
、
当
該
率
が
〇
・
八
五
を
超
え
る
場
合
は
、
〇
・
八
五
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
に
、
〇
・
九
九
四
二
五
五
四
を
乗
じ
て
得
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円

と
す
る
。
）
と
す
る
。

７
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
控
除
前
財
源
不
足
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
を
、
合
併
関
係
市
町
村

が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
全
て
な
お
従
前
の
区
域
を
も
つ
て
存
続
し
て
い
た
も
の
と
仮
定
し
た
場

合
に
お
い
て
各
合
併
関
係
市
町
村
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
法
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年
八
月
三
十

一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
第
十
項
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

る
第
四
十
九
条
の
規
定
を
も
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
が
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財

政
収
入
額
を
超
え
る
額
に
よ
り

あ
ん
ぶ
ん

按
分
し
た
額
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

（
Ａ－

Ｂ
）×

α

＋
Ｂ

（
Ａ－

Ｂ
）
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
（
Ａ－

Ｂ
）
は
０
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
法
第
１
０
条
第
３
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
５
年
８
月
３
１
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額

の
算
定
に
用
い
た
第
１
０
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
４
９
条
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
た
第
４
８
条
第
１
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
に
同
じ
。

Ｂ
　
法
第
１
０
条
第
３
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
５
年
８
月
３
１
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額

の
算
定
に
用
い
た
法
附
則
第
６
条
の
３
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
４
８
条
第
１
項

の
算
式
の
符
号
Ｂ
に
同
じ
。

α

　
第
４
８
条
第
１
項
の
算
式
の
符
号α

に
同
じ
。

８
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
補
正
指
数
は
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
（
令
和
四
年
四
月
二
日
か

ら
令
和
五
年
四
月
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
合
併
新
法
第
二
条
第
一
項
の
市
町
村
の
合
併
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
法
適
用
合
併
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
数
値
、
令
和
三
年
四
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
法
適
用
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町

村
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
、
令
和
二
年
四
月
二
日
か
ら
令

和
三
年
四
月
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
法
適
用
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
、
平
成
三
十
一
年
四
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
一
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
法
適
用
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
並
び
に
第
一

項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
数
値
、
平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
に
行
わ
れ

た
法
適
用
合
併
に
係
る
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ

る
数
値
）
を
合
算
し
た
も
の
の
五
分
の
一
の
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

一
　
令
和
四
年
度
に
お
け
る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額

を
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
の
十
六
第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

299



る
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
の
十
四
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
十
一
項
、
附

則
第
十
九
条
の
十
四
の
三
第
十
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
四
第
九
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
五
第
九

項
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
第
四
十
九
条
の

規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

二
　
令
和
三
年
度
に
お
け
る
令
和
四
年
改
正
前
の
省
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額

を
令
和
四
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
の
十
六
第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

る
令
和
四
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
十
九
条
の
十
四
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
十
一
項
、
附

則
第
十
九
条
の
十
四
の
三
第
十
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
四
第
九
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
五
第
九

項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
六
第
四
項
及
び
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
令

和
四
年
改
正
前
の
省
令
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小

数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

三
　
令
和
二
年
度
に
お
け
る
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
総
務
省
令
第
七

十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収

入
額
を
同
令
附
則
第
十
九
条
の
十
六
第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
令
附
則
第

十
九
条
の
十
四
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
三
第
十
項
及

び
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た

基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

四
　
令
和
元
年
度
に
お
け
る
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
総
務
省
令
第
七

十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収

入
額
を
同
令
附
則
第
十
九
条
の
十
六
第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
令
附
則
第

十
九
条
の
十
四
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
三
第
十
項
及

び
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た

基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
す
る
。
）

五
　
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第

二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政

収
入
額
を
同
令
附
則
第
十
九
条
の
十
六
第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
令
附
則

第
十
九
条
の
十
四
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
十
一
項
、
附
則
第
十
九
条
の
十
五
第
九
項
及
び

附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基

準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）

９
　
令
和
五
年
度
に
お
け
る
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
算
定
し
た
額
と
す
る
」

と
あ
る
の
は
、
「
算
定
し
た
額
か
ら
附
則
第
十
九
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
及
び
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
」
と
し
、
同
項
の
算
式
の
符
号
Ａ
中
「
第

４
９
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
１
９
条
の
１
６
第
１
０
項
の

規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
４
９
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
」
と

し
、
同
項
の
算
式
の
符
号
Ｂ
中
「
前
条
ま
で
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
附
則
第
６
条
の
３
の
適
用
が
な
い
も
の
と

し
た
場
合
に
お
け
る
前
条
ま
で
の
」
と
す
る
。

10
　
令
和
五
年
度
に
お
け
る
附
則
第
十
九
条
の
十
四
第
十
一
項
、
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
十
一
項
、
第
十
九
条
の

十
四
の
三
第
十
項
、
第
十
九
条
の
十
四
の
四
第
九
項
、
第
十
九
条
の
十
四
の
五
第
九
項
及
び
第
十
九
条
の
十
四
の

六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
合
算

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
算
額
か
ら
附
則
第
十
九
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
及
び
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
」
と
す
る
。

11
　
法
附
則
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
都
に
係
る
控
除
前
財
源
不
足
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　
都
の
全
区
域
を
道
府
県
と
み
な
し
て
算
定
し
た
法
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年
八
月
三
十

一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
た
法
附
則
第
六
条
の
三
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も

の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都

控
除
前
財
源
不
足
額
」
と
い
う
。
）
が
零
を
下
回
り
、
か
つ
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な
し
て

算
定
し
た
法
第
十
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
た
普
通
交
付
税

の
額
の
算
定
に
用
い
た
法
附
則
第
六
条
の
三
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
基
準
財
政
需

要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
区
控
除
前
財
源
不
足
額
」
と
い
う
。
）

が
零
を
下
回
る
場
合

イ
　
都
の
全
区
域
を
道
府
県
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
零

ロ
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
零

二
　
都
控
除
前
財
源
不
足
額
が
零
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
区
控
除
前
財
源
不
足
額
が
零
以
上
の
場
合

イ
　
都
の
全
区
域
を
道
府
県
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
都
控
除
前
財
源
不
足
額

ロ
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
特
別
区
控
除
前

財
源
不
足
額

三
　
都
控
除
前
財
源
不
足
額
が
零
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
区
控
除
前
財
源
不
足
額
が
零
を
下
回
る
場
合

イ
　
都
の
全
区
域
を
道
府
県
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
都
控
除
前
財
源
不
足
額
及

び
特
別
区
控
除
前
財
源
不
足
額
の
合
算
額
（
当
該
合
算
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

ロ
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
零

四
　
都
控
除
前
財
源
不
足
額
が
零
を
下
回
り
、
か
つ
、
特
別
区
控
除
前
財
源
不
足
額
が
零
以
上
の
場
合

イ
　
都
の
全
区
域
を
道
府
県
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
零

ロ
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
を
市
町
村
と
み
な
し
て
算
定
す
る
場
合
の
控
除
前
財
源
不
足
額
　
都
控
除
前
財
源

不
足
額
及
び
特
別
区
控
除
前
財
源
不
足
額
の
合
算
額
（
当
該
合
算
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

る
。
）

（
沖
縄
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
二
十
条
　
法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
沖
縄
県
及
び
沖
縄
県
の
区
域
内
の
市
町
村
（
以
下
「
沖
縄
の
地
方
団

体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
の
特
例
に
つ
い
て
は
、

次
項
以
下
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
沖
縄
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
対
す
る
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
地

方
税
法
第
４
１
１
条
の
規
定
に
よ
り
令
和
４
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た

宅
地
の
３
．
３
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
が

高
で
あ
る
地
点
」
と
あ
る
の
は
、
「
沖
縄
県
知
事
の
申
請
に

基
づ
き
総
務
大
臣
の
定
め
る
地
点
」
と
す
る
。

３
　
沖
縄
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
う
ち
附
則
別
表
第
十
四
に
掲
げ
る
も
の
の
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測

定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅲ
係
数
は
、
第
十
条
第
二
十
二
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
一
を
加
え
た
率
と
す
る
。

算
式

Ａ×

（
Ｂ
／
Ｃ
）×

［
｛
（
Ｄ－

Ｃ
）
／
Ｃ
｝×

０
．
５
＋
１
］
＋
｛
（
Ｅ×

７
０
＋
Ｆ×

６
５
０
）
／
（
Ｃ×

１
．
７
４
）
｝
＋
Ｇ

Ｂ
／
Ｃ
が
７
．
５
０
を
超
え
る
と
き
は
７
．
５
０
と
し
、
Ｄ－

Ｃ
が
負
数
と
な
る
と
き
は
０
と
し
、
（
Ｄ－

Ｃ
）

／
Ｃ
、
｛
（
Ｄ－

Ｃ
）
／
Ｃ
｝×

０
．
５
、
Ｅ×

７
０
、
Ｆ×

６
５
０
、
Ｃ×

１
．
７
４
及
び
（
Ｅ×

７
０
＋
Ｆ

×

６
５
０
）
／
（
Ｃ×

１
．
７
４
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
し
、
Ｃ×
１
．
７
４
に
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
の
附
則
別
表
第
十
四
に
定
め
る
級
地
に
よ
る
補
正
率
ア

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
人
口
に
別
表
第
一
に
定
め
る
普
通
態
容
補
正
Ⅲ
係
数
の
人
口
段
階
ご
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
率

を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数

Ｃ
　
当
該
市
町
村
の
人
口
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Ｄ
　
当
該
市
町
村
の
平
成
２
７
年
人
口
（
当
該
市
町
村
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
７
年
１
０

月
１
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
い
う
。
）

Ｅ
　
当
該
市
町
村
の
区
域
に
属
す
る
島
し
よ
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
事
務
所
（
支
所
及
び
出
張
所
を
除
く
。
）

が
所
在
し
な
い
島
し
よ
（
当
該
事
務
所
と
陸
路
続
き
の
も
の
を
除
く
。
）
の
人
口

Ｆ
　
当
該
市
町
村
の
区
域
に
属
す
る
島
し
よ
の
数
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
数

Ｇ
　
当
該
市
町
村
の
附
則
別
表
第
１
４
に
定
め
る
級
地
に
よ
る
補
正
率
イ

（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
に
係
る
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
二
十
一
条
　
法
附
則
第
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び

助
成
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
で
定
め
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
被
災

地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
の
特
例

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
次
の
表
の
地
方
団
体
の
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
団
体
に
対
す
る
第
五
条

第
一
項
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
の
種
類
の
う
ち
次
の
表
の
測
定
単

位
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
単
位
の
種
類
に
係
る
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
及
び
表
示
単
位
は
、
同
項

の
表
第
一
号
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
、
第
三

十
一
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
表
の
測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
の
欄
及
び
表
示
単
位
の
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

地
方
団
体

測
定
単

位
の

種
類

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表
示単位

一
　
福
島
県
、
田
村
市
、

南
相
馬
市
、
伊
達
郡
川

俣
町
、
双
葉
郡
広
野

町
、
同
郡
楢
葉
町
、
同

郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内

村
、
同
郡
大
熊
町
、
同

郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江

町
、
同
郡
葛
尾
村
、
相

馬
郡
飯
舘
村

人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

現
在
に
お
け
る
人
口
に
、
当
該
団
体
の
令
和
二
年
九
月
三

十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
団
体
の
平

成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人

口
及
び
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年

十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
外
国
人
の
人
口
の
合
計
数
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
国
勢
調

査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お

け
る
人
口
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数

人

二
　
双
葉
郡
楢
葉
町
、
同

郡
富
岡
町
、
同
郡
大
熊

町
、
同
郡
双
葉
町
、
同

郡
浪
江
町

都
市
計

画
区

域
に

お
け

る人
口

前
年
の
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
都
市
計
画
法
第
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
区
域
に
係
る
当
該
地
方
団
体

の
平
成
二
十
二
年
人
口
に
、
当
該
団
体
の
令
和
二
年
九
月

三
十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
団
体
の

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載

人
口
及
び
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二

年
十
月
一
日
現
在
の
外
国
人
の
人
口
の
合
計
数
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
（
当
該
地
方
団
体

の
区
域
の
一
部
が
都
市
計
画
区
域
で
あ
る
と
き
は
、
総
務

大
臣
の
承
認
し
た
人
口
）

人

三
　
田
村
市
、
南
相
馬

市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、

双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡

楢
葉
町
、
同
郡
富
岡

町
、
同
郡
川
内
村
、
同

小
学
校

の
児

童
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
五

月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
小
学
校
に
在
学

す
る
児
童
数
に
、
当
該
市
町
村
の
令
和
五
年
一
月
一
日
現

在
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
市
町
村
の

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
住
民
基
本
台

人

郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉

町
、
同
郡
浪
江
町
、
同

郡
葛
尾
村
、
相
馬
郡
飯

舘
村

帳
登
載
人
口
及
び
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成

二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
外
国
人
の
人
口
の
合

計
数
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
五
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
乗

じ
て
得
た
数
（
当
該
数
が
第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
四
の

児
童
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同
項
の
表
中
十
四
の
児
童

数
と
す
る
。
）

四
　
宮
古
市
、
大
船
渡

市
、
久
慈
市
、
陸
前
高

田
市
、
釜
石
市
、
上
閉

伊
郡
大
槌
町
、
下
閉
伊

郡
山
田
町
、
同
郡
岩
泉

町
、
同
郡
田
野
畑
村
、

同
郡
普
代
村
、
九
戸
郡

野
田
村
、
同
郡
洋
野

町
、
仙
台
市
、
石
巻

市
、
塩
竈
市
、
気
仙
沼

市
、
名
取
市
、
多
賀
城

市
、
岩
沼
市
、
東
松
島

市
、
亘
理
郡
亘
理
町
、

同
郡
山
元
町
、
宮
城
郡

松
島
町
、
同
郡
七
ヶ
浜

町
、
同
郡
利
府
町
、
牡

鹿
郡
女
川
町
、
本
吉
郡

南
三
陸
町
、
い
わ
き

市
、
相
馬
市
、
相
馬
郡

新
地
町

小
学
校

の
児

童
数

令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
表
中
六
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
か
ら
第
五
条
第

一
項
の
表
中
十
四
の
児
童
数
を
控
除
し
て
得
た
数
に
〇
・

五
を
乗
じ
た
数
を
同
項
の
表
中
十
四
の
児
童
数
に
加
え
て

得
た
数
（
当
該
数
が
同
項
の
表
中
十
四
の
児
童
数
に
満
た

な
い
と
き
は
、
同
項
の
表
中
十
四
の
児
童
数
と
す
る
。
）

人

五
　
田
村
市
、
南
相
馬

市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、

双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡

楢
葉
町
、
同
郡
富
岡

町
、
同
郡
川
内
村
、
同

郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉

町
、
同
郡
浪
江
町
、
同

郡
葛
尾
村
、
相
馬
郡
飯

舘
村

中
学
校

の
生

徒
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
五

月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
中
学
校
に
在
学

す
る
生
徒
数
に
、
当
該
市
町
村
の
令
和
五
年
一
月
一
日
現

在
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
市
町
村
の

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
住
民
基
本
台

帳
登
載
人
口
及
び
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成

二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
外
国
人
の
人
口
の
合

計
数
で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
五
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
乗

じ
て
得
た
数
（
当
該
数
が
第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
八
の

生
徒
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同
項
の
表
中
十
八
の
生
徒

数
と
す
る
。
）

人

六
　
宮
古
市
、
大
船
渡

市
、
久
慈
市
、
陸
前
高

田
市
、
釜
石
市
、
上
閉

伊
郡
大
槌
町
、
下
閉
伊

郡
山
田
町
、
同
郡
岩
泉

町
、
同
郡
田
野
畑
村
、

同
郡
普
代
村
、
九
戸
郡

野
田
村
、
同
郡
洋
野

中
学
校

の
生

徒
数

令
和
五
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
表
中
八
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
か
ら
第
五
条
第

一
項
の
表
中
十
八
の
生
徒
数
を
控
除
し
て
得
た
数
に
〇
・

五
を
乗
じ
た
数
を
同
項
の
表
中
十
八
の
生
徒
数
に
加
え
て

得
た
数
（
当
該
数
が
同
項
の
表
中
十
八
の
生
徒
数
に
満
た

な
い
と
き
は
、
同
項
の
表
中
十
八
の
生
徒
数
と
す
る
。
）

人
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町
、
仙
台
市
、
石
巻

市
、
塩
竈
市
、
気
仙
沼

市
、
名
取
市
、
多
賀
城

市
、
岩
沼
市
、
東
松
島

市
、
亘
理
郡
亘
理
町
、

同
郡
山
元
町
、
宮
城
郡

松
島
町
、
同
郡
七
ヶ
浜

町
、
同
郡
利
府
町
、
牡

鹿
郡
女
川
町
、
本
吉
郡

南
三
陸
町
、
い
わ
き

市
、
相
馬
市
、
相
馬
郡

新
地
町

七
　
田
村
市
、
南
相
馬

市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、

双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡

楢
葉
町
、
同
郡
富
岡

町
、
同
郡
川
内
村
、
同

郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉

町
、
同
郡
浪
江
町
、
同

郡
葛
尾
村
、
相
馬
郡
飯

舘
村

幼
稚
園

及
び

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

小
学

校
就

学
前

子
ど

もの
数

学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
五

月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
幼
稚
園
に
在
学

す
る
幼
児
数
に
、
当
該
市
町
村
の
令
和
五
年
一
月
一
日
現

在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
市
町
村
の
平
成
二

十
二
年
九
月
三
十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
及

び
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月

一
日
現
在
に
お
け
る
外
国
人
の
人
口
の
合
計
数
で
除
し
て

得
た
数
（
小
数
点
以
下
五
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数

（
当
該
数
が
第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
七
項
の
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
の
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同
項
の
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
の
数
と
す
る
。
）

人

八
　
福
島
県
、
田
村
市
、

南
相
馬
市
、
伊
達
郡
川

俣
町
、
双
葉
郡
広
野

町
、
同
郡
楢
葉
町
、
同

郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内

村
、
同
郡
大
熊
町
、
同

郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江

町
、
同
郡
葛
尾
村
、
相

馬
郡
飯
舘
村

六
十
五

歳
以

上人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
人
口
に
、
当
該
団
体
の
令

和
二
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
住
民

基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
団
体
の
平
成
二
十
二
年
九
月

三
十
日
現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登

載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日

現
在
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
人
口
の
い
ず
れ
か
大
き

い
数

人

九
　
福
島
県
、
田
村
市
、

南
相
馬
市
、
伊
達
郡
川

俣
町
、
双
葉
郡
広
野

町
、
同
郡
楢
葉
町
、
同

郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内

村
、
同
郡
大
熊
町
、
同

郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江

町
、
同
郡
葛
尾
村
、
相

馬
郡
飯
舘
村

七
十
五

歳
以

上人
口

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

現
在
に
お
け
る
七
十
五
歳
以
上
人
口
に
、
当
該
団
体
の
令

和
二
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
七
十
五
歳
以
上
住
民

基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
団
体
の
平
成
二
十
二
年
九
月

三
十
日
現
在
に
お
け
る
七
十
五
歳
以
上
住
民
基
本
台
帳
登

載
人
口
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

と
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日

現
在
に
お
け
る
七
十
五
歳
以
上
人
口
の
い
ず
れ
か
大
き

い
数

人

十
　
田
村
市
、
南
相
馬

市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、

双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡

楢
葉
町
、
同
郡
富
岡

町
、
同
郡
川
内
村
、
同

郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉

町
、
同
郡
浪
江
町
、
同

郡
葛
尾
村
、
相
馬
郡
飯

舘
村

農
家
数

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年

二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
農
家
（
農
地
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
農
地
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
農
業
生

産
法
人
を
含
む
。
）
の
数
に
、
〇
・
六
九
六
を
乗
じ
て
得

た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

四
捨
五
入
す
る
。
）

戸

十
一
　
福
島
県

農
家
数

当
該
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
農
家
数
（
た
だ
し
、
こ

の
表
第
十
項
に
定
め
る
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
測

定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法
の
欄
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ

て
算
定
し
た
数
と
す
る
。
）
の
合
計
数

戸

十
二
　
福
島
県

水
産
業

者
数

海
面
に
係
る
水
産
業
者
の
数
（
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ

て
調
査
し
た
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
漁

業
経
営
体
総
数
か
ら
漁
船
非
使
用
に
係
る
漁
業
経
営
体
数

を
控
除
し
た
数
）
と
内
水
面
に
係
る
水
産
業
者
の
数
（
漁

業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
年
十
一

月
一
日
現
在
に
お
け
る
内
水
面
養
殖
経
営
体
数
と
湖
沼
漁

業
経
営
体
総
数
か
ら
漁
船
非
使
用
に
係
る
漁
業
経
営
体
数

を
控
除
し
た
数
の
合
計
数
）
に
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
六
九
〇
を

乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

人

十
三
　
伊
達
郡
川
俣
町
、

双
葉
郡
川
内
村
、
同
郡

葛
尾
村
、
相
馬
郡
飯

舘
村

林
業
及

び
水

産
業

の
従

業者
数

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

現
在
に
お
け
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
（
以
下
「
平
成
二

十
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
Ａ

農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
数
に
〇
・
八
八
六
を
乗
じ
て

得
た
数
と
令
和
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｂ
漁

業
の
数
を
合
算
し
た
数
と
す
る
。

人

十
四
　
田
村
市
、
南
相
馬

市
、
双
葉
郡
広
野
町
、

同
郡
楢
葉
町
、
同
郡
富

岡
町
、
同
郡
大
熊
町
、

同
郡
双
葉
町
、
同
郡
浪

江
町

林
業
及

び
水

産
業

の
従

業者
数

平
成
二
十
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林

業
の
う
ち
林
業
の
数
に
〇
・
八
八
六
を
乗
じ
て
得
た
数
と

平
成
二
十
二
年
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｂ
漁
業
の

数
に
〇
・
七
四
七
を
乗
じ
て
得
た
数
を
合
算
し
た
数
と
す

る
。

人

十
五
　
伊
達
郡
川
俣
町
、

双
葉
郡
楢
葉
町
、
同
郡

富
岡
町
、
同
郡
川
内

村
、
同
郡
大
熊
町
、
同

郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江

町
、
同
郡
葛
尾
村
、
相

馬
郡
飯
舘
村

世
帯
数

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

現
在
に
お
け
る
世
帯
数
に
、
当
該
団
体
の
令
和
二
年
九
月

三
十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
載
さ
れ
た
世
帯
数
を

当
該
団
体
の
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
現
在
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
載
さ
れ
た
世
帯
数
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

世
帯

二
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
福
島
県
の
「
高
等
学
校
費
」
の
う
ち
生
徒
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の

に
係
る
別
表
第
一
（
３
）
都
道
府
県
の
項
第
二
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
投
資
補
正
係
数
＋
（
事
業

費
補
正
係
数－

１
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
投
資
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
＋
経
常
態
容
補
正
係
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数
」
と
し
、
当
該
経
常
態
容
補
正
係
数
は
、
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
零
と
す
る
。
）
と
す
る
。

算
式

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
立
の

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
数

Ｃ
　
福
島
県
の
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
、
福
島
県
の
平
成
２
２
年
９
月
３

０
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
及
び
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
１
０
月
１
日

現
在
に
お
け
る
外
国
人
の
人
口
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

三
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢
葉

町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内
村
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江
町
、
同
郡
葛
尾
村
及
び
相
馬
郡

飯
舘
村
に
お
け
る
行
政
の
質
及
び
量
の
差
に
よ
る
種
地
に
係
る
地
域
区
分
の
基
礎
と
な
る
点
数
の
算
定
に
係
る

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
一
）
（
１
）
算
式
の
符
号
Ａ
の
数
、
同
号
（
一
）
（
２
）
算
式
の
符
号
Ｂ
の
数
、
同

号
（
一
）
（
３
）
算
式
の
符
号
Ｃ
の
数
、
同
号
（
一
）
（
４
）
算
式
の
符
号
Ｄ
の
数
、
同
号
（
一
）
（
４
）
算
式

の
符
号
Ｅ
の
数
、
同
号
（
二
）
（
２
）
算
式
の
符
号
Ｃ
の
数
、
同
号
（
二
）
（
３
）
算
式
の
符
号
Ｄ
の
数
及
び
同

号
（
二
）
（
４
）
算
式
の
符
号
Ｅ
の
数
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（一）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
一
）
（
１
）
算
式
の
符
号
Ａ
の
数
は
、
各
市
町
村
の
令
和
二
年
人
口
集
中
地

区
人
口
と
各
市
町
村
の
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
集

中
地
区
人
口
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
二
年
人
口
集
中
人
口
」
と
い
う
。
）
に
当
該
団
体
の
令

和
二
年
九
月
三
十
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
当
該
団
体
の
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
現
在
の

住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
第
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
に
、
当
該
数
を
令
和
二
年
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
二
位
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
〇
・
八
〇
未
満
と
な
る
市
町
村
に
あ
つ
て

は
一
・
〇
〇
を
、
当
該
率
が
〇
・
八
〇
以
上
一
・
〇
〇
未
満
と
な
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
五
を
、
当

該
率
が
一
・
〇
〇
と
な
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
一
・
一
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

（二）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
一
）
（
２
）
算
式
の
符
号
Ｂ
の
数
は
、
当
該
数
と
平
成
三
十
年
改
正
前
の
省

令
第
十
一
条
第
一
号
（
一
）
（
２
）
算
式
の
符
号
Ｂ
の
数
に
一
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
と
す
る
。

（三）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
一
）
（
３
）
算
式
の
符
号
Ｃ
の
数
は
、
全
宅
地
の
平
均
価
格
と
平
成
十
九
年

度
分
の
全
宅
地
の
平
均
価
格
（
平
成
十
九
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅

地
の
決
定
価
格
の
総
額
を
宅
地
の
総
地
積
で
除
し
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
〇
・
八
六
七
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
を
三
八
、
五
一
三
円
で

除
し
て
得
た
率
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
に
、
令
和
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
評
価
総
地
積

が
十
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
で
、
商
工
住
宅
地
区
の
宅
地
の
平
均
価
格
を
全
宅
地
の
平
均
価
格

で
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が

一
・
五
以
上
二
・
〇
未
満
と
な
る
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
二
五
を
、
当
該
除
し
て
得
た
数
が
二
・
〇
〇
以
上

と
な
る
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
五
〇
を
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得

た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

（四）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
一
）
（
４
）
算
式
の
符
号
Ｄ
の
数
は
、
当
該
数
と
平
成
三
十
年
改
正
前
の
省

令
第
十
一
条
第
一
号
（
一
）
（
４
）
算
式
の
符
号
Ｄ
の
数
に
〇
・
九
八
九
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
と
す
る
。

（五）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
一
）
（
４
）
算
式
の
符
号
Ｅ
の
数
は
、
令
和
二
年
人
口
か
ら
昼
間
流
出
人
口

を
控
除
し
（
四
）
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
を
加
え
た
数
を
令
和
二
年
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数

点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
が
一
・
〇
〇
未
満
の
市
町
村

に
あ
つ
て
は
、
一
・
〇
〇
か
ら
当
該
率
を
控
除
し
た
率
に
一
六
七
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
し
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
零
と
す
る
。

（六）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
二
）
（
２
）
算
式
の
符
号
Ｃ
の
数
は
、
当
該
数
と
平
成
三
十
年
改
正
前
の
省

令
第
十
一
条
第
一
号
（
二
）
（
２
）
算
式
の
符
号
Ｃ
の
数
に
〇
・
八
六
七
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
と
す
る
。

（七）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
二
）
（
３
）
算
式
の
符
号
Ｄ
の
数
は
、
（
二
）
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数

と
同
一
の
数
と
す
る
。

（八）
　
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
二
）
（
４
）
算
式
の
符
号
Ｅ
の
数
は
、
（
三
）
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数

と
同
一
の
数
と
す
る
。

四
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢
葉

町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内
村
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江
町
、
同
郡
葛
尾
村
及
び
相
馬
郡

飯
舘
村
の
「
農
業
行
政
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
の
算
定
に
用
い
る
農
業
就
業
者
数
比
率
に
つ
い
て

は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
一
）
中
「
令
和
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
」
と
、
「
四
捨
五
入

す
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
〇
・
九
二
一
九
を
乗
じ
て
得
た
率
（
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
」
と
し
、
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢
葉

町
、
同
郡
富
岡
町
及
び
同
郡
大
熊
町
の
「
農
業
行
政
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
の
算
定
に
用
い
る
耕

地
比
率
に
つ
い
て
は
、
同
号
（
二
）
中
「
令
和
二
年
度
分
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
分
」
と
、
「
四

捨
五
入
す
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
〇
・
九
七
三
三
を
乗
じ
て
得
た
率
（
一
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
」
と
す
る
。

五
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
同
郡
川
内
村
、
同
郡
浪
江
町
及
び
同
郡
葛
尾
村
の

「
林
野
水
産
行
政
費
」
に
係
る
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
の
算
定
に
用
い
る
林
業
等
就
業
者
比
率
に
つ
い
て
は
、

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
一
）
中
「
令
和
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
」
と
、
「
四
捨
五
入
す
る

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
四
捨
五
入
す
る
。
）
に
〇
・
八
一
二
五
を
乗
じ
て
得
た
率
（
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
」
と
す
る
。

六
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢
葉

町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内
村
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江
町
、
同
郡
葛
尾
村
及
び
相
馬
郡

飯
舘
村
の
「
高
等
学
校
費
」
の
う
ち
生
徒
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容
補
正
係
数
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
第
十
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
率
に
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
（
小
数
点
以
下

三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
負
数
と
な
る
と
き
は
零
と
す
る
。
以
下
「
特

例
率
」
と
い
う
。
）
を
加
算
し
た
率
と
す
る
。

算
式
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算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
学
校
基
本
調
査
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
５
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
立
の
高

等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
数

Ｃ
　
特
例
率
を
加
算
す
る
前
の
普
通
態
容
補
正
係
数

Ｄ
　
当
該
市
町
村
の
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
、
当
該
市
町
村
の
平
成
２
２

年
９
月
３
０
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
及
び
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
２
年
１

０
月
１
日
現
在
に
お
け
る
外
国
人
の
人
口
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
５
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
０
．
９
４
９
０
３
を
超
え
る
と
き
は
、
０
．
９
４
９
０
３

と
す
る
。
）

七
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
福
島
県
の
「
港
湾
費
」
の
う
ち
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
を
測

定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
投
資
態
容
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
漁
港
に
お
け
る
外
郭
施
設
の
延
長
当
た
り

海
面
に
係
る
水
産
業
者
数
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
二
号
中
「
平
成
三
十
年
十

一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
」
と
、
「
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数
」
と

あ
る
の
は
「
に
〇
・
六
八
七
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
数
」
と
し
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢

葉
町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉
町
及
び
同
郡
浪
江
町
の
「
港
湾
費
」
の
う
ち
漁
港
に
お
け
る

外
郭
施
設
の
延
長
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
投
資
態
容
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
漁
業
就
業
者
比
率

に
つ
い
て
は
、
「
令
和
二
年
十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
」
と
、
「
Ｂ
漁
業
の
就
業
者

数
」
と
あ
る
の
は
「
Ｂ
漁
業
の
就
業
者
数
に
〇
・
七
四
七
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
す
る
。

八
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
宮
古
市
、
大
船
渡
市
、
久
慈
市
、
陸
前
高
田
市
、
釜
石
市
、
上
閉
伊
郡

大
槌
町
、
下
閉
伊
郡
山
田
町
、
同
郡
岩
泉
町
、
同
郡
田
野
畑
村
、
仙
台
市
、
石
巻
市
、
塩
竈
市
、
気
仙
沼
市
、

名
取
市
、
岩
沼
市
、
東
松
島
市
、
亘
理
郡
亘
理
町
、
同
郡
山
元
町
、
宮
城
郡
松
島
町
、
同
郡
七
ヶ
浜
町
、
牡
鹿

郡
女
川
町
、
本
吉
郡
南
三
陸
町
、
い
わ
き
市
、
相
馬
市
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
郡
川
俣
町
、
双
葉
郡
広

野
町
、
同
郡
楢
葉
町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内
村
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江
町
、
同
郡
葛

尾
村
、
相
馬
郡
新
地
町
及
び
同
郡
飯
舘
村
の
「
農
業
行
政
費
」
に
係
る
数
値
急
減
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る

農
家
数
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
一
号
中
「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
っ
て
調

査
し
た
平
成
２
７
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
農
家
数
」
を
「
令
和
３
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
２
１
条
第
１

項
第
１
号
の
表
第
１
０
項
に
定
め
る
農
家
数
」
と
す
る
。

九
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
の
「
農
業
行
政
費
」
に
係
る
数
値
急
減

補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
農
家
数
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
一
号
中
「
農
林

業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
っ
て
調
査
し
た
平
成
２
７
年
２
月
１
日
現
在
に
お
け
る
農
家
数
」
を
「
令
和
３
年
改
正

前
の
省
令
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
第
１
１
項
に
定
め
る
農
家
数
」
と
す
る
。

十
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
の
「
水
産
行
政
費
」
に
係
る
数
値
急
減

補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
水
産
業
者
数
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
二
号
中

「
漁
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
２
５
年
１
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
水
産
業
者
数
」
を
「
令

和
３
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
第
１
２
項
に
定
め
る
水
産
業
者
数
」
と
す
る
。

十
一
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
「
林
野
水
産
行
政
費
」
に
係
る
数
値
急
減
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
林
業

及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
の
う
ち
、
双
葉
郡
川
内
村
、
同
郡
葛
尾
村
及
び
相
馬
郡
飯
舘
村
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
第
十
六
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
五
号
中
「
平
成
２
７
年
度
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農

業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
就
業
者
数
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
４
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１

号
の
表
第
１
６
項
に
定
め
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
」
と
し
、
宮
古
市
、
大
船
渡
市
、
陸
前
高
田
市
、

釜
石
市
、
上
閉
伊
郡
大
槌
町
、
下
閉
伊
郡
山
田
町
、
同
郡
田
野
畑
村
、
九
戸
郡
野
田
村
、
石
巻
市
、
気
仙
沼

市
、
名
取
市
、
東
松
島
市
、
亘
理
郡
山
元
町
、
宮
城
郡
松
島
町
、
同
郡
七
ヶ
浜
町
、
同
郡
利
府
町
、
牡
鹿
郡
女

川
町
、
本
吉
郡
南
三
陸
町
、
い
わ
き
市
、
相
馬
市
及
び
相
馬
郡
新
地
町
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
表
市
町
村

の
項
第
五
号
中
「
平
成
２
７
年
度
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ｂ
漁
業
の
就
業
者
数
」
と
あ
る
の
は
「
令
和

４
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
第
１
７
項
に
定
め
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者

数
」
と
し
、
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢
葉
町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双

葉
町
及
び
同
郡
浪
江
町
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
表
市
町
村
の
項
第
五
号
中
「
平
成
２
７
年
度
産
業
分
類
別

就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
就
業
者
数
」
及
び
「
平
成
２
７
年
度
産
業
分
類
別
就
業
者
数

の
う
ち
Ｂ
漁
業
の
就
業
者
数
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
４
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表

第
１
８
項
に
定
め
る
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
」
と
す
る
。

十
二
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
福
島
県
、
大
船
渡
市
、
上
閉
伊
郡
大
槌
町
、
下
閉
伊
郡
田
野
畑
村
、

同
郡
普
代
村
、
九
戸
郡
野
田
村
、
塩
竈
市
、
気
仙
沼
市
、
多
賀
城
市
、
東
松
島
市
、
亘
理
郡
山
元
町
、
宮
城
郡

松
島
町
、
同
郡
七
ヶ
浜
町
、
牡
鹿
郡
女
川
町
、
本
吉
郡
南
三
陸
町
、
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢
葉

町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内
村
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江
町
、
同
郡
葛
尾
村
、
相
馬
郡
飯

舘
村
の
「
地
域
振
興
費
」
に
係
る
数
値
急
減
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
人
口
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一

項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
三
号
中
「
平
成
２
７
年
人
口
」
を
「
令
和
３
年
改
正
前
の
省
令
附
則
第
２
１
条
第
１

項
第
１
号
の
表
第
第
１
項
に
定
め
る
人
口
」
と
す
る
。

十
三
　
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
第
一
項
第
一
号
の
表
第
一
項
に
定
め
る
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」

の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
数
値
急
減
補
正
係
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
次
の
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
数
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
と
す
る
。

算
式
Ⅲ

｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
１
０
０×

Ｂ
／
Ａ
｝×

３
７
．
６×

β
－

（α
－

β

）×

３
７
．
６

（
Ｂ－

Ａ
）
、
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
１
０
０×

Ｂ
／
Ａ
、
（α

－
β

）
又
は
｛
（
Ｂ－

Ａ
）
／
Ａ－

０
．
１

０
０×

Ｂ
／
Ａ
｝×

３
７
．
６×

β
－

（α
－

β

）×

３
７
．
６
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
０

と
す
る
。

α

が
３
．
３
３
５
を
超
え
る
と
き
は
３
．
３
３
５
と
す
る
。

β

が
３
．
３
３
５
を
超
え
る
と
き
は
３
．
３
３
５
と
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
　
当
該
市
町
村
の
平
成
２
２
年
人
口

α

　
測
定
単
位
の
数
値
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
数
値
急
減
補
正
の
人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率
Ａ
に
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
同

表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
測
定
単
位
の
数
値
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

β

　
当
該
市
町
村
の
平
成
２
２
年
人
口
に
別
表
第
１
（
２
）
に
定
め
る
数
値
急
減
補
正
の
人
口
段
階
に
よ
る

補
正
率
Ａ
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
と
同
表
の
Ｂ
に
定
め
る
率
と
を
合
算
し
た
率
を
平
成
２
２
年
人
口
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点

以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

十
四
　
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
項
又
は
第
四
項
に
定
め
る
市
町
村
の
「
小
学
校
費
」
の
う
ち
児
童
数
を
測
定
単

位
と
す
る
も
の
に
係
る
密
度
補
正
係
数
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
四
号
中
「
４
５
３

×

Ａ
」
と
あ
る
の
は
「
４
５
３×

Ａ
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
三
又
は
四
の
適
用
が
な
か
つ
た

場
合
の
数
）
」
と
、
第
九
条
第
七
項
中
「
〇
・
〇
五
〇
」
と
あ
る
の
は
「
一
、
五
一
八
、
〇
〇
〇
を
六
六
〇
で

除
し
て
得
た
数
に
、
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
三
項
又
は
第
四
項
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
四
五
、
八
〇
〇
に
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
じ
た
数
で

除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
」
と
す

る
。

十
五
　
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
項
又
は
第
六
項
に
定
め
る
市
町
村
の
「
中
学
校
費
」
の
う
ち
生
徒
数
を
測
定
単

位
と
す
る
も
の
に
係
る
密
度
補
正
係
数
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
の
表
市
町
村
の
項
第
五
号
中
「
１
，
２

２
６×

Ａ
」
と
あ
る
の
は
「
１
，
２
２
６×

Ａ
（
附
則
第
２
１
条
第
１
項
第
１
号
の
表
中
五
又
は
六
の
適
用
が

な
か
つ
た
場
合
の
数
）
」
と
、
第
九
条
第
八
項
中
「
〇
・
〇
九
八
」
と
あ
る
の
は
「
二
、
四
九
二
、
〇
〇
〇
を

六
〇
〇
で
除
し
て
得
た
数
に
、
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
五
項
又
は
第
六
項
の
適
用
が
な
い
も

の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
四
二
、
三
〇
〇
に
測
定
単
位
の
数
値
を
乗
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じ
た
数
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

」
と
す
る
。

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
市
町
村
の
測
定
単
位
の
数
値
の
合
併
関
係
市
町
村
へ
の
分
別
又
は
按
分
は
、
第
四

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
口
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い
て
は
、
同

項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
一
項
の
表
中
一
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
一
」
と
、

都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
人
口
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
六
号
中
「
同
項
の
表
中
十
一
」
と
あ
る

の
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
二
」
と
、
小
学
校
の
児
童
数
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い
て
は
、

同
項
第
八
号
中
「
第
五
条
第
一
項
の
表
中
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
三
及

び
四
」
と
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
子
ど
も
園
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い

て
は
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一

号
の
表
中
七
」
と
、
六
十
五
歳
以
上
人
口
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
五
条
第
一
項

の
表
中
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
八
」
と
、
農
家
数
の
分
別
又
は
按
分
に

つ
い
て
は
、
同
項
第
十
八
号
中
「
第
五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第

一
号
の
表
中
十
」
と
、
林
業
及
び
水
産
業
の
従
業
者
数
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
九
号
中
「
第

五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
六
」
と
あ
る
の
は
、
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
十
三
に
掲
げ
る
市
町
村

に
あ
つ
て
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
十
三
」
と
、
同
表
十
四
に
掲
げ
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は

「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
十
四
」
と
、
世
帯
数
の
分
別
又
は
按
分
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条

第
二
項
第
二
十
一
号
中
「
第
五
条
第
一
項
の
表
中
三
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の

表
中
十
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
新
市
町
村
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
平
成
二
十
二
年
人
口
集
中
地
区
人

口
及
び
平
成
十
九
年
度
分
の
全
宅
地
の
平
均
価
格
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
準
じ
て

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
新
市
町
村
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
農
業
就
業
者
数
比
率
の
算
定
に
用

い
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
並
び
に

耕
地
比
率
の
算
定
に
用
い
る
田
畑
の
面
積
、
牧
場
の
面
積
及
び
宅
地
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
第
五
項

第
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
新
市
町
村
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
に
係
る
林
業
等
就
業
者
比
率
の
算
定
に
用

い
る
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
に
つ
い

て
は
、
第
四
十
九
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
「
高
等
学
校
費
」
の
う
ち
生
徒
数
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
普
通
態
容

補
正
係
数
及
び
同
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
「
地
域
振
興
費
」
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の
に
係
る
数

値
急
減
補
正
係
数
は
、
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
新
市
町
村
の
係
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
令
和
五
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
二
十
二
条
　
法
附
則
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
各
都
道
府
県
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る

令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
の
算
定
の
基
礎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い

う
。
）
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地
方
税
法
及
び
東
日

本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
七
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
五
年

地
方
税
法
改
正
法
、
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改

正
法
、
平
成
二
十
九
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
令
和
二
年
地
方
税
法
等
改

正
法
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和

二
年
法
律
第
二
十
六
号
」
と
い
う
。
）
、
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
令
和
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
令
和

五
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
百
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
租
税
特
別
措
置
法
等

改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
所
得
税

法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
三
十

一
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八
号
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
二
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
三
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
三
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
四
年
所
得
税
法
等
改
正

法
」
と
い
う
。
）
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
令
和
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
よ
る
収
入
が
減
少
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算

定
し
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
算
定
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
　
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

二
　
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

三
　
個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

四
　
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

五
　
不
動
産
取
得
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

六
　
固
定
資
産
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

七
　
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る
都
道
府
県
算
定
基
礎
額
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
令
和
五
年
度
に
各
都
道
府
県
の
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
す
る
額
は
、
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
と
し
て
前
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
各
市
町
村
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る
令
和
五
年
度

の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
の
算
定
の
基
礎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
、
平
成
二

十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
、
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二

十
五
年
地
方
税
法
改
正
法
、
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成

二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
九
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、

令
和
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
令
和
二
年
法
律
第
二
十
六
号
、
令
和
三
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
令
和
四
年
地

方
税
法
等
改
正
法
、
令
和
五
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
震
災
特
例
法
、
震
災
特
例
法
改
正
法
、
平
成
二
十
四
年
租

税
特
別
措
置
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成

二
十
七
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、

平
成
三
十
一
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
令
和
二
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例

法
、
令
和
三
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
令
和
四
年
所
得
税
法
等
改
正
法
及
び
令
和
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
の
施

行
に
よ
る
収
入
が
減
少
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
算
定
し
た
額
（
次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
算
定
基
礎
額
」
と

い
う
。
）
と
す
る
。
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一
　
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

二
　
法
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

三
　
固
定
資
産
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

四
　
法
人
事
業
税
交
付
金
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額

５
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る
市
町
村
算
定
基
礎
額
と
す
る
。

６
　
法
附
則
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
令
和
五
年
度
に
各
市
町
村
の
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
す
る
額
は
、
第
四
項

各
号
に
掲
げ
る
収
入
の
項
目
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
と
し
て
前
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額
と
す
る
。

７
　
合
併
関
係
市
町
村
に
係
る
前
項
の
基
準
財
政
収
入
額
に
加
算
す
る
額
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
当
該

新
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
を
第
五
十
条
第
一

項
第
一
号
（
二
）
の
規
定
に
準
じ
て
按
分
し
た
額
、
法
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災

に
係
る
減
収
見
込
額
を
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
（
三
）
の
規
定
に
準
じ
て
按
分
し
た
額
、
固
定
資
産
税
に
係
る

令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
を
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
按
分
し
た
額

及
び
法
人
事
業
税
交
付
金
に
係
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
に
係
る
減
収
見
込
額
を
第
五
十
条
第
一
項
第
七

号
の
四
の
二
の
規
定
に
準
じ
て
按
分
し
た
額
の
合
算
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
額

と
す
る
。

附
則
別
表
第
一
　
削
除

附
則
別
表
第
二
　
削
除

附
則
別
表
第
三

「
地
域
振
興
費
」
の
投
資
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
九
条
関
係
）

市
名

率

三
鷹
市

１
．
１
４
５

守
口
市

２
．
６
５
８

武
蔵
野
市

２
．
１
４
３

芦
屋
市

０
．
４
０
１

（
注
）
　
合
併
前
年
度
に
お
い
て
事
業
所
税
の
課
税
団
体
で
あ
っ
た
旧
市
町
村
の
人
口
が
３
０
万
人
未
満
の
場
合
（
新

市
町
村
の
人
口
が
３
０
万
人
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
合
併
前
年
度
に
お
い
て
事
業
所
税
の
非
課
税
団
体
で
あ

っ
た
旧
市
町
村
の
人
口
が
３
０
万
人
以
上
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
旧
市
町
村
の
率
は
合
併
前
年
度
に
お
け
る
旧

市
町
村
の
人
口
に
よ
り
設
定
す
る
こ
と
。

附
則
別
表
第
三
の
二

「
地
域
振
興
費
」
の
投
資
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
九
条
の
二
関
係
）

市
名

率

札
幌
市

０
．
０
４
８

仙
台
市

０
．
０
０
９

千
葉
市

０
．
０
１
０

横
浜
市

０
．
０
２
１

静
岡
市

０
．
０
１
２

浜
松
市

０
．
０
２
２

名
古
屋
市

０
．
１
３
３

大
阪
市

０
．
０
４
８

堺
市

０
．
０
３
２

岡
山
市

０
．
０
１
７

熊
本
市

０
．
０
７
６

附
則
別
表
第
四
　
削
除

附
則
別
表
第
五
　
削
除

附
則
別
表
第
六
　
削
除

附
則
別
表
第
七
　
削
除

附
則
別
表
第
八
　
削
除

附
則
別
表
第
九
　
削
除

附
則
別
表
第
十
　
削
除

附
則
別
表
第
十
一
　
削
除

附
則
別
表
第
十
二

（
１
）
　
都
道
府
県
分
の
「
地
域
の
元
気
創
造
事
業
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
３

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
６

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
６

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
３

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
９

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
３
６

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
４

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
８

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
６
８

（
２
）
　
市
町
村
分
の
「
地
域
の
元
気
創
造
事
業
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
４

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
７

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
８

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
６

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
９

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
３

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
４
６

附
則
別
表
第
十
二
の
二

（
１
）
　
都
道
府
県
分
の
「
人
口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の

二
関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
８

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
１
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２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
２

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
２

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
４

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
５

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
３

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
７

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
４

（
２
）
　
市
町
村
分
の
「
人
口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
二

関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
８

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
８

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
４
２

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
６

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
７

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
５

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
０
８

附
則
別
表
第
十
二
の
三

（
１
）
　
都
道
府
県
分
の
「
地
域
社
会
再
生
事
業
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
三
関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
７

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
４

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
１

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
４

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
８

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
４
８

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
７

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
５

（
２
）
　
市
町
村
分
の
「
地
域
社
会
再
生
事
業
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
三
関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
６

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
２

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
１

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
１

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
３

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
８

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
５

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
４
５

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

１
．
６
７

附
則
別
表
第
十
二
の
四

（
１
）
　
都
道
府
県
分
の
「
地
域
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
四

関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
９

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
２

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
３

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
３

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
９

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
４
８

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
０

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
８

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
４

（
２
）
　
市
町
村
分
の
「
地
域
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
四
関

係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
３

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
７

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
４

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
４
３

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
５

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
８

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
０

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
９

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
２

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

１
．
２
５

附
則
別
表
第
十
二
の
五

（
１
）
　
都
道
府
県
分
の
「
臨
時
経
済
対
策
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
五
関
係
）
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段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
０

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
０

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
５

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
７

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
０

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
３

（
２
）
　
市
町
村
分
の
「
臨
時
経
済
対
策
費
」
の
段
階
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
五
関
係
）

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
６

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
２

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
２

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
１

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
４

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
７

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
５

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－
０
．
４
５

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－
１
．
６
７

附
則
別
表
第
十
二
の
六

（
１
）
　
都
道
府
県
分
の
「
臨
時
財
政
対
策
債
償
還
基
金
費
」
の
種
別
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の

六
関
係
）

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
１
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
０
０

（
３
）
　
平
成
１
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
０
０

（
４
）
　
平
成
１
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
８
５
０

（
５
）
　
平
成
２
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

２
．
０
３
０

（
６
）
　
平
成
２
１
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

２
．
０
１
５

（
７
）
　
平
成
２
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
９
５

（
８
）
　
平
成
２
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
７
５

（
９
）
　
平
成
２
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

２
．
０
４
０

（
１
０
）
　
平
成
２
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

２
．
１
４
０

（
１
１
）
　
平
成
２
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

２
．
０
８
０

（
１
２
）
　
平
成
２
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

２
．
０
０
０

（
１
３
）
　
平
成
２
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
５
０

（
１
４
）
　
平
成
２
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
５
０

（
１
５
）
　
平
成
３
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
６
０

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
２
０

（
１
７
）
　
令
和
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
９
２
５

（
１
８
）
　
令
和
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
７
６
０

（
１
９
）
　
令
和
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
２
４
０

（
２
０
）
　
令
和
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
３
３
０

（
２
）
　
市
町
村
分
の
「
臨
時
財
政
対
策
債
償
還
基
金
費
」
の
種
別
補
正
に
用
い
る
率
（
附
則
第
十
九
条
の
十
四
の
六

関
係
）

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
５
０

（
２
）
　
平
成
１
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
５
０
０

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
９
０
０

（
３
）
　
平
成
１
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
５
０
０

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
８
０
０

（
４
）
　
平
成
１
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
５
０
０

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
８
５
０

（
５
）
　
平
成
２
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
６
６
５

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
４
０
５

（
６
）
　
平
成
２
１
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
７
４
０

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
４
３
０

（
７
）
　
平
成
２
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
７
９
０

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
４
５
５

（
８
）
　
平
成
２
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
８
３
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
４
０
０

（
９
）
　
平
成
２
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
９
２
５

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
４
３
０

（
１
０
）
　
平
成
２
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
９
６
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
４
４
５

（
１
１
）
　
平
成
２
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
８
４
５

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
４
２
５

（
１
２
）
　
平
成
２
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債
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ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
７
０
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
３
５
０

（
１
３
）
　
平
成
２
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
７
０
０

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
３
０
０

（
１
４
）
　
平
成
２
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
７
０
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
３
０
０

（
１
５
）
　
平
成
３
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
６
９
５

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
３
１
５

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
６
５
０

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
３
１
０

（
１
７
）
　
令
和
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
６
１
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

２
．
３
３
０

（
１
８
）
　
令
和
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
８
０

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
０
０

（
１
９
）
　
令
和
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
２
３
０

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
２
２
０

（
２
０
）
　
令
和
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
３
３
５

イ
　
令
和
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
２
６
０

附
則
別
表
第
十
三

（
１
）
　
道
府
県
の
補
正
指
数
に
係
る
率
等
（
附
則
第
十
九
条
の
十
六
関
係
）

補
正
指
数
区
分

率
等

Ａ

Ｂ

補
正
指
数
が
０
．
２
０
未
満
の
も
の

０
．
６
２
６
２

－

０
．
０
２
２
１

同
上
０
．
２
０
以
上
０
．
３
０
未
満
の
も
の

０
．
６
４
３
７

－

０
．
０
２
５
８

同
上
０
．
３
０
以
上
０
．
４
０
未
満
の
も
の

０
．
７
２
０
６

－

０
．
０
４
９
７

同
上
０
．
４
０
以
上
０
．
５
０
未
満
の
も
の

４
．
７
５
８
３

－

１
．
６
６
４
６

同
上
０
．
５
０
以
上
０
．
６
０
未
満
の
も
の

９
．
２
１
７
５

－

３
．
８
９
３
８

同
上
０
．
６
０
以
上
０
．
７
０
未
満
の
も
の

２
２
．
３
７
５
２

－

１
１
．
７
８
８
２

同
上
０
．
７
０
以
上
の
も
の

２
８
．
１
４
６
５

－

１
５
．
８
２
７
４

（
２
）
　
市
町
村
の
補
正
指
数
に
係
る
率
等
（
附
則
第
十
九
条
の
十
六
関
係
）

補
正
指
数
区
分

率
等

指
定
都
市

中
核
市
・
施
行
時
特
例
市

そ
の
他

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

補
正
指
数
が
０
．
１
０
未
満

の
も
の

１
．
２
２
５

９

０
．
７
８
８

２

０
．
５
６
４

１

０
．
１
５
１

９

０

．

１

７

５
１

０
．
０
５
２

５

同
上
０
．
１
０
以
上
０
．
２

０
未
満
の
も
の

１
．
３
４
３

８

０
．
７
７
６

６

０
．
７
５
９

５

０
．
１
３
２

４

０

．

２

７

２
８

０
．
０
４
２

８

同
上
０
．
２
０
以
上
０
．
３

０
未
満
の
も
の

１
．
８
２
８

７

０
．
６
７
９

３

１
．
１
０
９

７

０
．
０
６
２

３

０

．

４

２

７
７

０
．
０
１
１

６

同
上
０
．
３
０
以
上
０
．
４

０
未
満
の
も
の

２
．
５
４
９

４

０
．
４
６
３

２

１
．
６
９
４

１

－

０
．
１
１

２
８

０

．

６

８

２
１

－

０
．
０
６

４
２

同
上
０
．
４
０
以
上
０
．
５

０
未
満
の
も
の

４
．
６
７
１

２

－

０
．
３
８

５
５

２
．
８
４
２

５

－

０
．
５
７

２
２

１

．

１

４

８
４

－

０
．
２
５

１
１

同
上
０
．
５
０
以
上
０
．
６

０
未
満
の
も
の

６
．
６
１
７

８

－

１
．
３
５

８
６

４
．
１
６
４

２

－

１
．
２
３

４
０

１

．

７

７

１
５

－

０
．
５
６

２
４

同
上
０
．
６
０
以
上
０
．
７

０
未
満
の
も
の

９
．
３
８
１

０

－

３
．
０
１

６
７

６
．
６
７
６

８

－

２
．
７
４

０
４

３

．

０

３

６
１

－

１
．
３
２

１
５

同
上
０
．
７
０
以
上
０
．
８

０
未
満
の
も
の

１
２
．
２
２

３
６

－

５
．
０
０

５
９

９
．
５
３
７

７

－

４
．
７
４

３
２

４

．

８

８

５
０

－

２
．
６
１

５
８

同
上
０
．
８
０
以
上
０
．
９

０
未
満
の
も
の

１
３
．
３
５

１
７

－

５
．
９
０

９
０

９
．
９
８
３

８

－

５
．
１
０

１
２

５

．

４

３

０
６

－

３
．
０
５

１
７

同
上
０
．
９
０
以
上
１
．
０

０
未
満
の
も
の

１
３
．
９
１

５
８

－

６
．
４
１

７
１

１
０
．
４
１

３
４

－

５
．
４
８

６
７

６

．

０

３

３
４

－

３
．
５
９

４
８

同
上
１
．
０
０
以
上
の
も
の

１
３
．
９
１

５
８

－

６
．
４
１

７
１

１
０
．
４
１

３
４

－

５
．
４
８

６
７

６

．

０

３

３
４

－

３
．
５
９

４
８

附
則
別
表
第
十
四

沖
縄
県
の
市
町
村
に
係
る
乗
率
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）

市
町
村
名

級
地
に
よ
る
補
正
率
ア

級
地
に
よ
る
補
正
率
イ

石
垣
市

１
６
．
８
４
３

４
．
１
７
８

宮
古
島
市

１
４
．
１
１
８

３
．
２
６
７

伊
江
村

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

渡
嘉
敷
村

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

座
間
味
村

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

粟
国
村

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

渡
名
喜
村

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

南
大
東
村

１
９
．
５
６
８

５
．
０
８
９

北
大
東
村

１
９
．
５
６
８

５
．
０
８
９

伊
平
屋
村

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

伊
是
名
村

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

久
米
島
町

１
１
．
２
８
３

２
．
３
３
３

多
良
間
村

１
６
．
８
４
３

４
．
１
７
８

竹
富
町

１
９
．
５
６
８

５
．
０
８
９

与
那
国
町

１
９
．
５
６
８

５
．
０
８
９

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
二
月
二
八
日
自
治
省
令
第
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
八
月
二
六
日
自
治
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
昭
和
三
十
九
年
度
分
の

普
通
交
付
税
か
ら
、
附
則
第
二
項
の
規
定
は
昭
和
三
十
八
年
度
に
お
い
て
交
付
し
、
又
は
返
還
す
べ
き
地
方
交
付

税
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
昭
和
三
十
八
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
八
月
二
八
日
自
治
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
八
月
三
一
日
自
治
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
四
月
二
八
日
自
治
省
令
第
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
一
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
八
月
三
一
日
自
治
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
一
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
二
月
七
日
自
治
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
三
一
日
自
治
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
二
月
七
日
自
治
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
八
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
二
一
日
自
治
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
三
月
二
七
日
自
治
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
八
月
三
一
日
自
治
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
二
月
一
五
日
自
治
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
八
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
八
月
二
八
日
自
治
省
令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
（
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
の
普

通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
は
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
二
月
九
日
自
治
省
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
二
月
二
八
日
自
治
省
令
第
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
八
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
八
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
次
に
掲
げ
る
府
令
及
び
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
、
　
地
方
交
付
税
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
交
付
税
の
交
付
又
は
返
還
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭

和
三
十
年
総
理
府
令
第
十
一
号
）

二
、
　
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
関
係
地
方
団
体
に
対
す
る
地
方
交
付
税

の
措
置
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
総
理
府
令
第
七
十
三
号
）

三
、
　
大
規
模
な
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
う
ち
普

通
交
付
税
の
交
付
時
期
及
び
交
付
額
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
自
治
省
令
第
二
十
号
）

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
二
月
五
日
自
治
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
八
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
二
九
日
自
治
省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

「
臨
時
土
地
対
策
費
」
の
測
定
単
位
の
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
表
示
単
位
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

測
定
単
位
の
数
値
の
算
定
方
法

表示単位

都
道
府

県

算
式

Ａ×

｛
（
Ｂ×

Ｃ
）
＋
Ｄ
｝

こ
の
場
合
に
お
い
て
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
Ｂ×

Ｃ
）

に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
都
道
府
県
の
人
口
（
昭
和
４
５
年
国
勢
調
査
令
（
昭
和
４
５
年
政
令
第
５
７
号
）
に
よ
つ
て

調
査
し
た
人
口
。
以
下
「
人
口
」
と
い
う
。
）

Ｂ
　
Ａ
に
附
則
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
Ａ
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
ご
と
の
人
口
に
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町

村
の
種
地
に
係
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入

す
る
。
）
の
合
計
数
を
Ａ
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｄ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率

（
ａ
／
ｂ
）－

１
．
０
５
１

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、

負
数
と
な
る
場
合
に
は
零
と
す
る
。

ａ
　
当
該
都
道
府
県
の
昭
和
５
０
年
３
月
３
１
日
現
在
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
４
２
年
法

律
第
８
１
号
）
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
（
以
下
「
住
民
基
本
台
帳

登
載
人
口
」
と
い
う
。
）

ｂ
　
当
該
都
道
府
県
の
昭
和
４
５
年
９
月
３
０
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

人

市
町
村
算
式

Ａ×

｛
（
Ｂ×

Ｃ
）
＋
Ｄ
｝

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
（
Ｂ×

Ｃ
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

算
式
の
符
号

Ａ
　
当
該
市
町
村
の
人
口

Ｂ
　
Ａ
に
附
則
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
整
数
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
計
数
を
Ａ
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）

Ｃ
　
当
該
市
町
村
の
種
地
に
係
る
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る
率

Ｄ
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
算
定
し
た
率
。
た
だ
し
、
当
該
率
が
（
Ｂ×

Ｃ
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
（
Ｂ

×

Ｃ
）
と
す
る
。

（
（
ａ
／
ｂ
）－
１
．
０
５
１
）×

ｃ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、

（
（
ａ
／
ｂ
）－

１
．
０
５
１
）
に
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨

五
入
し
、
負
数
と
な
る
場
合
に
は
零
と
す
る
。

人
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ａ
　
当
該
市
町
村
の
昭
和
５
０
年
３
月
３
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

ｂ
　
当
該
市
町
村
の
昭
和
４
５
年
９
月
３
０
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口

ｃ
　
附
則
別
表
第
三
に
定
め
る
率

３
　
昭
和
五
十
年
度
に
限
り
、
新
市
町
村
で
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
「
臨
時
土
地
対
策
費
」
の
測
定
単
位
の
数
値
を
第
四
十
九
条
第

二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
分
別
し
た
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
人
口
に
よ
つ
て
合
併
関
係
市
町
村
に
あ
ん
分

す
る
。

附
則
別
表
第
一

「
臨
時
土
地
対
策
費
」
に
用
い
る
人
口
段
階
ご
と
の
率

（
１
）
　
都
道
府
県
分

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

　

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
９

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
１

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
３

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
４

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

　

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
７

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
２

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
０
３

（
２
）
　
市
町
村
分

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

　

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
９

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
４

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
３

２
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
２

３
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
６

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

　

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
６
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
２

同
上
６
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
３

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
３
０

附
則
別
表
第
二

「
臨
時
土
地
対
策
費
」
に
用
い
る
種
地
ご
と
の
率

（
１
）
　
都
道
府
県
分

区
分

率

区
分

率

甲
地
８
種
地

１
．
０
７

乙
地
８
種
地

１
．
０
２

７
種
地

１
．
０
６

７
～
１
種
地

１
．
０
０

６
～
１
種
地

１
．
０
０

丙
地

１
．
０
０

（
２
）
　
市
町
村
分

区
分

率

区
分

率

甲
地
８
種
地

５
．
０
０

７
種
地

３
．
５
０

７
種
地

４
．
５
０

６
種
地

２
．
８
０

６
種
地

３
．
１
０

５
種
地

２
．
２
０

５
種
地

２
．
５
０

４
種
地

１
．
７
０

４
種
地

２
．
０
０

３
種
地

１
．
２
０

３
種
地

１
．
５
０

２
種
地

１
．
０
０

２
種
地

１
．
０
０

１
種
地

０
．
５
０

１
種
地

０
．
７
０

丙
地

０
．
３
０

乙
地
８
種
地

４
．
０
０

　

　

附
則
別
表
第
三

人
口
増
加
率
に
対
す
る
乗
率

ａ
／
ｂ
の
率

乗
率

ａ
／
ｂ
の
率

乗
率

１
．
０
５
１
を
超
え
１
．
０
６
０
以
下
の
数

２
．
０

１
．
１
１
０
を
超
え
１
．
１
６
０
以
下
の
数

４
．
５

１
．
０
６
０
を
超
え
１
．
０
８
０
以
下
の
数

３
．
０

１
．
１
６
０
を
超
え
る
数

５
．
０

１
．
０
８
０
を
超
え
１
．
１
１
０
以
下
の
数

４
．
０

　

　

（
注
）
　
「
ａ
」
と
は
当
該
市
町
村
の
昭
和
５
０
年
３
月
３
１
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
い
い
、
「
ｂ
」
と

は
当
該
市
町
村
の
昭
和
４
５
年
９
月
３
０
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
登
載
人
口
を
い
う
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
三
一
日
自
治
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
八
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
改

正
後
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
一
項
の
表
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
分

の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
二
五
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
一
三
日
自
治
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
八
月
二
四
日
自
治
省
令
第
一
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
四
年
度
に
限
り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
改
正
後
の
省

令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
表
第
三
十
二
号
及
び
第
七
条
第
一
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
六
号
中
「
狩
猟

者
登
録
税
」
と
あ
る
の
は
「
狩
猟
免
許
税
」
と
し
、
別
表
第
一
（
１
）
都
道
府
県
分
中
「
狩
猟
者
登
録
税
」
と
あ

る
の
は
「
狩
猟
免
許
税
」
と
す
る
。

３
　
昭
和
五
十
四
年
度
か
ら
昭
和
五
十
六
年
度
ま
で
の
間
に
限
り
、
改
正
後
の
省
令
第
十
七
条
第
四
項
の
表
中
「
地

方
道
路
譲
与
税
に
係
る
額
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
に
係
る
額
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
係
る
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
昭
和
五
十
三
年
度
以
前
の
基
準
財
政
収
入
額
に
あ
つ
て
は
地
方
道
路
譲
与
税
に
係
る
額
及
び
石
油
ガ
ス
譲
与
税

に
係
る
額
、
昭
和
五
十
四
年
度
以
後
の
基
準
財
政
収
入
額
に
あ
つ
て
は
地
方
道
路
譲
与
税
に
係
る
額
、
石
油
ガ
ス

譲
与
税
に
係
る
額
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
係
る
額
」
と
す
る
。

４
　
昭
和
五
十
四
年
度
に
限
り
、
狩
猟
者
登
録
税
の
基
準
税
額
は
、
改
正
後
の
省
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
狩
猟
免
許
税
の
基
準
税

額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
八
月
二
六
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
中
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
控
除
す
る
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
部
分
は
昭
和
五
十
六

年
度
分
の
地
方
交
付
税
か
ら
、
そ
の
他
の
部
分
は
昭
和
五
十
五
年
度
分
の
地
方
交
付
税
か
ら
適
用
し
、
過
疎
地
域

振
興
特
別
措
置
法
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
過
疎
地
域
対
策
緊
急

措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
基
準
財
政
収
入
額
か
ら
控
除
す
る

額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

311



附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
八
月
二
五
日
自
治
省
令
第
二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
昭
和
五
十
六
年
度
分
の
普
通
交

付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
改
正
後
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
一
日
以
後
の
不

動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
が
あ
る
場
合
に
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
不
動
産
取
得
税
が
あ
る
場
合
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
一

月
一
日
前
に
家
屋
で
住
宅
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新
築
の
工
事
に

着
手
し
た
者
が
、
当
該
家
屋
を
当
該
新
築
に
よ
り
取
得
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家
屋
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ

き
不
動
産
取
得
税
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋
の
取
得
が
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
行

わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
二
七
日
自
治
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
二
月
二
七
日
自
治
省
令
第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
度
に
限
り
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
九
十
二

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
交
付
税
法
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
当
初
算
定
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
基
準

財
政
需
要
額
が
当
初
算
定
法
令
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
基
準
財
政
収
入
額
（
以
下
「
当
初
算
定
収
入
額
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
地
方
団
体
で
、
地
方
交
付
税
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
五
十
七

年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
に
交
付
さ
れ
た
普
通
交
付
税
の
額
と
当
初
算
定
収
入
額
と
の
合
算
額
が
改
正
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
交
付
税
法
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
財
政
需
要
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
超
え
る
額
に
相
当
す
る
額
を
普
通
交
付

税
に
関
す
る
省
令
附
則
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ

る
額
に
算
入
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
六
日
自
治
省
令
第
二
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
次
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
昭
和
五
十
八
年
度
分
の

普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
度
以
前
に
着
工
し
た
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
に
係
る
ご
み
処
理
施
設
、
し
尿
処
理
施
設
、
粗

大
ご
み
処
理
施
設
及
び
埋
立
処
分
地
施
設
並
び
に
市
町
村
が
組
織
す
る
組
合
の
清
掃
施
設
の
整
備
事
業
に
係
る
経

費
に
充
て
る
た
め
昭
和
五
十
六
年
度
以
前
に
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金
に
つ
い

て
、
昭
和
五
十
八
年
度
以
降
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
第

六
項
の
表
市
町
村
の
項
第
六
号
の
規
定
（
以
下
「
改
正
前
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
指

定
し
た
当
該
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
を
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省

令
（
以
下
「
改
正
後
の
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
六
項
の
表
市
町
村
の
項
第
六
号
の
規
定
（
以
下
「
改
正

後
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
引
き
続
き
指
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正

前
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
も
つ
て
改
正
後
の
規
定
の
都
道
府
県
知
事
の
指
定
及
び
こ
れ
に
係

る
自
治
大
臣
の
承
認
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
昭
和
五
十
八
年
度
に
限
り
、
改
正
後
の
省
令
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
中
「
Ｇ
　
前
年
度
に
お
け
る
前
号
の
算

式
の
符
号
中
Ｅ
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
Ｇ
　
前
年
度
に
お
け
る
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
昭
和
５
８
年
自
治
省
令
第
２
２
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
改
正
前
の

省
令
」
と
い
う
。
）
第
１
８
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｄ
の
額
」
と
、
改
正
後
の
省
令
第
三
十
一
条
第

三
項
第
三
号
中
「
Ｇ
　
前
年
度
に
お
け
る
第
１
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｅ
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
Ｇ
　
前
年
度
に
お

け
る
改
正
前
の
省
令
第
３
１
条
第
３
項
第
１
号
の
算
式
の
符
号
中
Ｄ
の
額
」
と
、
改
正
後
の
省
令
附
則
第
十
三
条

第
一
項
第
二
号
中
「
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
八
年
自
治
省
令
第
二
十

二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
改
正
前
の
省
令
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
改
正
前
の
省
令
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
八
月
二
八
日
自
治
省
令
第
二
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
九
年
度
に
限
り
、
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
地
方
交
付
税
法
第
九
条
第
二
号
の
措
置
を
講
ず
べ

き
で
あ
つ
た
地
方
団
体
に
つ
い
て
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
措
置
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
自
治
大
臣
が
特
に
認

め
た
と
き
は
、
同
法
第
九
条
第
二
号
の
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
つ
た
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定

し
た
同
号
に
規
定
す
る
境
界
変
更
に
係
る
区
域
及
び
境
界
変
更
に
係
る
区
域
を
除
い
た
区
域
を
そ
れ
ぞ
れ
基
礎
と

す
る
独
立
の
地
方
団
体
に
係
る
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
は
、
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
三
項
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
八
月
二
七
日
自
治
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
八
月
二
六
日
自
治
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
一
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
二
二
日
自
治
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
四
日
自
治
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
二
月
二
六
日
自
治
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
二
日
自
治
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
一
八
日
自
治
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
八
月
二
三
日
自
治
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
一
〇
日
自
治
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
六
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
二
五
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
八
月
二
五
日
自
治
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
二
七
日
自
治
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
八
月
二
八
日
自
治
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
八
月
二
七
日
自
治
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
〇
日
自
治
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
二
五
日
自
治
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
八
月
二
七
日
自
治
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
六
日
自
治
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
六
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
七
月
二
五
日
自
治
省
令
第
二
四
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
二
六
日
自
治
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
八
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
二
九
日
自
治
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
九
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
二
四
日
自
治
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
二
三
日
自
治
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
一
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
七
日
自
治
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
二
四
日
自
治
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
一
日
自
治
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
三
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
二
六
日
総
務
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
〇
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
六
日
総
務
省
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
八
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
三
一
日
総
務
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
一
五
日
総
務
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
改
正
後
の
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
二
条
第
三
号
及
び
第
四
十
三
条
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十

一
年
四
月
一
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

以
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
二
三
日
総
務
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
七
日
総
務
省
令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
五
日
総
務
省
令
第
一
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
一
二
日
総
務
省
令
第
一
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
六
日
総
務
省
令
第
一
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
二
四
日
総
務
省
令
第
七
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
平
成
二
十
四
年
度
に
限
り
、
改
正
後
の
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
第
四
十
号
中

「
繰
上
償
還
に
係
る
地
方
債
（
当
該
地
方
債
の
借
換
債
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
当
該
繰
上
償
還
が
行
わ
れ
な
い
も

の
と
し
て
算
定
し
た
当
該
年
度
分
の
元
利
償
還
金
（
元
金
償
還
金
以
外
の
支
払
を
要
し
な
い
繰
上
償
還
に
係
る
地

方
債
（
当
該
地
方
債
の
借
換
債
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
繰
上
償
還
が
行
わ
れ
な
い
も
の
と
し
て
算
定
し

た
当
該
年
度
分
の
元
金
償
還
金
）
に
相
当
す
る
額
と
、
当
該
地
方
債
の
借
換
債
に
つ
い
て
は
当
該
借
換
債
に
係

る
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
三
条
の
九
に
規
定
す
る
繰
上
償

還
に
係
る
地
方
債
に
つ
い
て
は
当
該
繰
上
償
還
が
行
わ
れ
な
い
も
の
と
し
て
算
定
し
た
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
二
三
日
総
務
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
二
五
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
二
四
日
総
務
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
の
強
化
の
た
め
の
国
家
行
政
組
織
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
六
日
総
務
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
九
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
二
四
日
総
務
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
二
三
日
総
務
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
元
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
三
一
日
総
務
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
日
総
務
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
総
務
省
令
第
一
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
三
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
六
日
総
務
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
九
日
総
務
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
二
八
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
八
日
総
務
省
令
第
八
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
五
年
度
分
の
普
通
交
付
税
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
第
一
　
法
第
１
３
条
に
規
定
す
る
補
正
係
数
の
算
定
に
用
い
る
補
正
率
等
の
表
（
第
６
条
、
第
７
条
、
第
９

条
、
第
１
０
条
、
第
１
１
条
の
２
、
第
１
３
条
、
第
１
７
条
、
第
４
９
条
関
係
）

（
１
）
　
都
道
府
県
分

経

費

の

種

類

測定単位

補
正
率
等

一

　

警

察

費

警察職員数

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
３
，
０
９
５
人
以
上
の
も
の

３
，
０
９
５
人

１
．
０
０

３
，
０
９
５
人
を
超
え
５
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
８

５
，
０
０
０
人
を
超
え
１
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
７

１
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
３

２
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
４

測
定
単
位
の
数
値
が
３
，
０
９
５
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

３
，
０
９
５
人
に
満
た
な
い
数
が
１
，
０
９
５
人
ま
で
の
数

０
．
０
２

同
上
１
，
０
９
５
人
を
超
え
る
数

０
．
０
９

二　土木費
１　道路橋りよう費

道路の面積

密
度
補
正

そ
の
団
体
の
交
通
量

１
１
，
０
０
０
台
ま
で
の
数

１
．
０
０
０

１
１
，
０
０
０
台
を
超
え
１
３
，
０
０
０
台
ま
で
の
数

１
．
０
８
８

１
３
，
０
０
０
台
を
超
え
２
０
，
０
０
０
台
ま
で
の
数

１
．
３
３
８

２
０
，
０
０
０
台
を
超
え
３
０
，
０
０
０
台
ま
で
の
数

１
．
５
３
７

３
０
，
０
０
０
台
を
超
え
る
数

１
．
８
８
２

普
通
態
容
補
正

１
．
０
０
０

（
注
）
　
指
定
都
市
を
包
括
す
る
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
上
記
の
率
に
そ
れ
ぞ
れ
０
．
０
０
１
を
加
算
し
た

率
と
す
る
。

寒
冷
補
正

級
地

寒
冷
度

積
雪
度

雪
寒
道
路
の
面
積

そ

の

他

の

道

路

の

面

積

４
級
地

０
．
０
８
６

１
．
０
７
７

０

．

０

０

０

３
級
地

０
．
０
５
３

０
．
６
９
６

０

．

０

０

０

２
級
地

０
．
０
３
２

０
．
４
１
８

０

．

０

０

０

１
級
地

０
．
０
１
９

０
．
２
３
７

０

．

０

０

０

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
２
３
７

０

．

０

０

０

備
考
　
「
雪
寒
道
路
」
と
は
、
前
年
の
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
道
路
交

通
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
１
年
法
律
第
７
２
号
）
第
３
条
の
規
定
に
よ
つ
て
国
土
交
通

大
臣
が
指
定
し
た
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

道路の延長

寒
冷
補
正

級
地

寒
冷
度

積
雪
度

北
海
道

そ
の
他
の
都
府

県

雪
寒
道
路
の
延
長

そ

の

他

の

道

路

の

延

長

北
海
道
の
区
域
内
の
国
道
及
び

開
発
道
路

そ
の
他
の
道
路

４
級
地

０
．
１
１
７

０
．
１
２
３

０
．
０
８
３

０
．
１
６
６

０

．

０

０

０

３
級
地

０
．
０
６
８

０
．
０
７
２

０
．
０
５
４

０
．
１
０
７

０

．

０

０

０

２
級
地

０
．
０
５
３

０
．
０
５
６

０
．
０
３
６

０
．
０
７
２

０

．

０

０

０

１
級
地

０
．
０
３
８

０
．
０
４
０

０
．
０
１
６

０
．
０
３
２

０

．

０

０

０

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
１
６

０
．
０
３
２

０

．

０

０

０
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２　港湾費

港湾における係留施設の延長

種
別
補
正

国
際
戦
略
港
湾

１
．
３
０
０

国
際
拠
点
港
湾

１
．
３
０
０

重
要
港
湾

１
．
０
０
０

地
方
港
湾

０
．
６
０
０

３　その他の土木費

人口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
０

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
２

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
３

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
８

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
２
５

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
８

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
１

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
８

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
５

密
度
補
正
Ⅰ

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
２
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
２
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

２
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
０

同
上
５
０
人
を
超
え
１
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
５

同
上
１
０
０
人
を
超
え
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
５

同
上
１
５
０
人
を
超
え
る
数

０
．
３
５

三　
１　

教職

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

教育費
小学校費

員数

１
級
地

１
．
０
６
１

２
級
地

１
．
０
４
９

３
級
地

１
．
０
４
６

４
級
地

１
．
０
３
７

５
級
地

１
．
０
３
１

６
級
地

１
．
０
１
８

７
級
地

１
．
０
０
９

無
級
地

０
．
９
９
８

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
６

３
級
地

０
．
０
０
７

２
級
地

０
．
０
０
７

１
級
地

０
．
０
０
８

無
級
地

０
．
０
０
０

２　中学校費

教職員数

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
６
１

２
級
地

１
．
０
４
９

３
級
地

１
．
０
４
５

４
級
地

１
．
０
３
７

５
級
地

１
．
０
３
１

６
級
地

１
．
０
１
８

７
級
地

１
．
０
０
９

無
級
地

０
．
９
９
８

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
６

３
級
地

０
．
０
０
７

２
級
地

０
．
０
０
８

１
級
地

０
．
０
０
９

無
級
地

０
．
０
０
０

３　高等学校費

教職員数

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
７
３

２
級
地

１
．
０
５
９
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３
級
地

１
．
０
５
５

４
級
地

１
．
０
４
４

５
級
地

１
．
０
３
７

６
級
地

１
．
０
２
１

７
級
地

１
．
０
１
１

無
級
地

０
．
９
９
７

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
１
１

３
級
地

０
．
０
１
４

２
級
地

０
．
０
１
４

１
級
地

０
．
０
１
６

無
級
地

０
．
０
０
０

４　特別支援学校費

教職員数

経
常
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
６
６

２
級
地

１
．
０
５
３

３
級
地

１
．
０
４
９

４
級
地

１
．
０
４
０

５
級
地

１
．
０
３
４

６
級
地

１
．
０
１
９

７
級
地

１
．
０
１
０

無
級
地

０
．
９
９
７

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
８

３
級
地

０
．
０
１
０

２
級
地

０
．
０
１
０

１
級
地

０
．
０
１
１

無
級
地

０
．
０
０
０

５　その他の教育費

人口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
４

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
５

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
６

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
２

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
７
１

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
６

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
２

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
０

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
４
１

密
度
補
正

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
２
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
２
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

２
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
６

同
上
５
０
人
を
超
え
１
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
５

同
上
１
０
０
人
を
超
え
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
４

同
上
１
５
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
１

普
通
態
容
補
正

指
定
都
市

０
．
９
４
２

中
核
市

０
．
９
７
２

そ
の
他
の
市
町
村

１
．
０
０
０

高等専門学校及び大学の学生の数

種
別
補
正

（
１
）
　
高
等
専
門
学
校

３
．
２
０

（
２
）
　
短
期
大
学

ア
　
理
学
系
学
科
、
工
学
系
学
科
、
農
業
系
学
科
及
び
保
健
系
学
科

４
．
１
５

イ
　
文
科
系
学
科
（
家
政
系
学
科
及
び
芸
術
系
学
科
を
除
く
。
）

１
．
６
８

ウ
　
家
政
系
学
科
及
び
芸
術
系
学
科

２
．
８
１

（
３
）
　
大
学

ア
　
医
学
部
（
医
学
科
に
限
り
、
医
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
エ
に
お
い
て
同

じ
。
）

１
７
．
６
５

イ
　
歯
学
部
（
歯
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

９
．
９
５

ウ
　
理
科
系
学
部
（
理
学
部
、
工
学
部
、
農
学
部
及
び
水
産
学
部
を
い
い
、
理
学
、
工

学
、
農
学
及
び
水
産
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

６
．
８
５
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エ
　
保
健
系
学
部
（
医
学
部
及
び
歯
学
部
を
除
き
、
薬
学
及
び
看
護
学
（
衛
生
学
を
含

む
。
）
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

７
．
８
３

オ
　
社
会
科
学
系
学
部
（
社
会
科
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

１
．
０
０

カ
　
人
文
科
学
系
学
部
（
人
文
科
学
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）

２
．
０
４

キ
　
家
政
系
学
部
及
び
芸
術
系
学
部
（
家
政
及
び
芸
術
に
関
す
る
単
科
大
学
を
含
む
。
）
３
．
２
５

（
４
）
　
専
門
職
大
学
（
理
科
系
学
部
及
び
芸
術
系
学
部
）

７
．
４
６

私立の学校の幼児、児童及び生徒の数

種
別
補
正

（
１
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
幼
稚
園

０
．
５
７
２

（
２
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程

０
．
９
６
５

（
３
）
　
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

０
．
９
６
６

（
４
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
高
等
学
校
（
通
信
制
高
等
学
校
を
除
く
。
）
、
中
等
教

育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校

１
．
０
０
０

（
５
）
　
学
校
法
人
の
設
置
す
る
通
信
制
高
等
学
校

０
．
２
０
５

（
６
）
　
学
校
法
人
以
外
の
者
の
設
置
す
る
私
立
の
幼
稚
園
及
び
特
別
支
援
学
校

０
．
５
７
２

四　厚生労働費
１　生活保護費

町村部人口

寒
冷
補
正
（
寒
冷
度
）

１
区

０
．
０
１
６

２
区

０
．
０
１
０

３
区

０
．
０
０
７

４
区

０
．
０
０
６

５
区

０
．
０
０
２

６
区

０
．
０
０
０

２　社会福

人口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

祉費

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
３

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
３

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
３

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
５

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
４

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
４

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
５

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
６

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
２
４

普
通
態
容
補
正

特
別
区

１
．
０
０
０

指
定
都
市

０
．
８
０
０

児
童
相
談
所
設
置
市

０
．
８
０
７

中
核
市

０
．
９
６
８

福
祉
事
務
所
設
置
町
村

０
．
９
９
７

そ
の
他
の
市
町
村

１
．
０
０
０

３　衛生費

人口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
１

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
１

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
０

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
４

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
４

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
９

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
２

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
２
７

密
度
補
正
Ⅰ

そ
の
団
体
の
保
健
所
設
置
市
等
以
外
の
区
域
に
係
る
人
口
密
度
が
２
５
０
人
以
上
の

も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
保
健
所
設
置
市
等
以
外
の
区
域
に
係
る
人
口
密
度
が
２
５
０
人
に
満
た
な

い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

317



２
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
０

同
上
５
０
人
を
超
え
１
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
１

同
上
１
０
０
人
を
超
え
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
２

同
上
１
５
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
２

普
通
態
容
補
正

指
定
都
市

０
．
７
１
３

中
核
市

０
．
８
８
０

特
別
区
及
び
保
健
所
設
置
市

０
．
８
８
６

そ
の
他
の
市
町
村

１
．
０
０
０

４　高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
５
３
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

５
３
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

５
３
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
５

６
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
４
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
５

８
４
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
２
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
４

１
，
２
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
４

１
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
７

測
定
単
位
の
数
値
が
５
３
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

５
３
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
６

同
上
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
９
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
７

同
上
１
９
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
９
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
６

同
上
２
９
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
４

普
通
態
容
補
正

指
定
都
市

０
．
９
６
１

中
核
市

０
．
９
６
２

そ
の
他
の
市
町
村

１
．
０
０
０

５　労働費

人口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
２

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
３

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
１

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
７
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
３

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
２

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
４

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
８

五　産業経済費
１　農業行政費

農家数

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
４
５
，
０
０
０
戸
以
上
の
も
の

４
５
，
０
０
０
戸

１
．
０
０

４
５
，
０
０
０
戸
を
超
え
６
５
，
０
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
８
０

６
５
，
０
０
０
戸
を
超
え
る
数

０
．
７
０

測
定
単
位
の
数
値
が
４
５
，
０
０
０
戸
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

４
５
，
０
０
０
戸
に
満
た
な
い
数
が
１
０
，
０
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
６
９

同
上
１
０
，
０
０
０
戸
を
超
え
２
０
，
０
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
５
９

同
上
２
０
，
０
０
０
戸
を
超
え
る
数

０
．
７
５

密
度
補
正

そ
の
団
体
の
密
度
が
１
７
８
以
上
の
も
の

１
７
８

１
．
０
０

１
７
８
を
超
え
２
０
４
ま
で
の
数

１
．
２
７

２
０
４
を
超
え
２
３
１
ま
で
の
数

１
．
１
８

２
３
１
を
超
え
２
５
８
ま
で
の
数

１
．
３
８

２
５
８
を
超
え
３
５
６
ま
で
の
数

１
．
４
０

３
５
６
を
超
え
る
数

２
．
４
８

そ
の
団
体
の
密
度
が
１
７
８
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

２　林野行政費

公有以外の林野の面積

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
３
０
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
以
上
の
も
の

３
０
９
，
０
０
０
ｈ
ａ

１
．
０
０

３
０
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
を
超
え
３
９
７
，
０
０
０
ｈ
ａ
ま
で
の
数

０
．
８
４

３
９
７
，
０
０
０
ｈ
ａ
を
超
え
５
２
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
ま
で
の
数

０
．
７
４

５
２
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
を
超
え
る
数

０
．
８
４
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測
定
単
位
の
数
値
が
３
０
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

３
０
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
に
満
た
な
い
数
が
８
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
ま
で
の
数

０
．
８
０

同
上
８
９
，
０
０
０
ｈ
ａ
を
超
え
１
７
７
，
０
０
０
ｈ
ａ
ま
で
の
数

０
．
１
５

同
上
１
７
７
，
０
０
０
ｈ
ａ
を
超
え
る
数

－

０
．
３
６

３　水産行政費

水産業者数

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
８
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
８
０
０
人

１
．
０
０

１
，
８
０
０
人
を
超
え
２
，
３
４
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
６

２
，
３
４
０
人
を
超
え
３
，
５
１
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
２

３
，
５
１
０
人
を
超
え
５
，
４
９
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
７

５
，
４
９
０
人
を
超
え
る
数

０
．
７
９

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
８
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
８
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
２
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
９

同
上
７
２
０
人
を
超
え
１
，
２
６
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
５

同
上
１
，
２
６
０
人
を
超
え
１
，
５
３
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
４

同
上
１
，
５
３
０
人
を
超
え
１
，
６
６
５
人
ま
で
の
数

－

０
．
３
２

同
上
１
，
６
６
５
人
を
超
え
る
数

－

１
．
４
９

４　商工行政費

人口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
２

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
４

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
８

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
４

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
４
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
６

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
２

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
７
８

普
通
態
容
補
正

中
小
企
業
支
援
市
の
区
域

０
．
９
８
１

そ
の
他
の
区
域

１
．
０
０
０

六　総務費
１　徴税費

世帯数

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
７
５
０
，
０
０
０
世
帯
以
上
の
も
の

７
５
０
，
０
０
０
世
帯

１
．
０
０

７
５
０
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
９
７

９
０
０
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
１
，
４
２
０
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
９
３

１
，
４
２
０
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
９
４

２
，
５
０
０
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
る
数

０
．
８
２

測
定
単
位
の
数
値
が
７
５
０
，
０
０
０
世
帯
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

７
５
０
，
０
０
０
世
帯
に
満
た
な
い
数
が
２
４
０
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
０
９

同
上
２
４
０
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
３
６
０
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
０
４

同
上
３
６
０
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
る
数

０
．
１
５

２　地域振興費

人口

段
階
補
正
Ⅰ

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
０

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
０

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
５

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
０

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
７

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
０

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
３

段
階
補
正
Ⅱ

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
２

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
２

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
６

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
５

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
９

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
１
１

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の
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そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
８

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
６

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
６

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
８

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

Ａ政
令
市

中
小
企
業
支
援

市
以
外
の
指
定

都
市

中
核
市

特
別
区
及
び
保
健
所

設
置
市

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

―
―

―

４
．
７
３
６

―

２
級
地

３
．
８
７
６

―

３
．
９
８
３

３
．
９
９
９

４
．
０
４
２

３
級
地

３
．
６
８
７

―

３
．
７
８
７

―

３
．
８
４
２

４
級
地

３
．
１
６
９

３
．
１
７
０

３
．
２
４
９

３
．
２
６
１

３
．
２
９
４

５
級
地

２
．
８
３
９

２
．
８
４
０

２
．
９
０
７

２
．
９
１
７

２
．
９
４
５

６
級
地

２
．
０
３
７

―

２
．
０
７
６

―

２
．
０
９
７

７
級
地

１
．
５
１
９

１
．
５
１
９

１
．
５
３
８

―

１
．
５
４
９

無
級
地

―

０
．
８
５
８

０
．
８
５
３

０
．
８
５
２

０
．
８
５
０

Ｂ

１
級
地

０
．
３
８
７

２
級
地

０
．
３
１
０

３
級
地

０
．
２
９
０

４
級
地

０
．
２
３
４

５
級
地

０
．
１
９
８

６
級
地

０
．
１
１
２

７
級
地

０
．
０
５
６

無
級
地

－

０
．
０
１

５

（
注
）
　
北
海
道
、
東
京
都
、
静
岡
県
及
び
福
岡
県
に
あ
つ
て
は
、
Ｂ
の
率
に
そ
れ
ぞ
れ
１
．
９
１
４
０
、

４
８
７
．
６
８
０
９
、
０
．
１
０
４
２
及
び
０
．
３
０
２
２
を
加
算
し
た
率
と
す
る
。

第
１
０
条
第
９
項
の
算
式
に
よ
つ
て

算
定
し
た
数
の
段
階

乗
率
Ａ

乗
数
Ｂ

離
島
に
係
る
市
町
村

そ
の
他
の
市
町
村

離
島
に
係
る
市
町

村

２
．
０
０
未
満
の
も
の

１
．
０
０

１
．
０
０

５
０
０

２
．
０
０
以
上
４
．
０
０
未
満
の

も
の

１
．
０
０

１
．
０
０

１
，
２
５
０

４
．
０
０
以
上
６
．
０
０
未
満
の

も
の

１
１
．
９
３

７
．
６
６

２
，
０
０
０

６
．
０
０
以
上
１
０
．
０
０
未
満
の

も
の

４
３
．
２
７

３
７
．
２
２

７
，
４
０
０

１
０
．
０
０
以
上
１
４
．
０
０
未
満

の
も
の

７
６
．
０
２

５
５
．
１
０

７
，
９
０
０

１
４
．
０
０
以
上
１
８
．
０
０
未
満

の
も
の

１
５
０
．
１
４

７
３
．
１
４

８
，
４
０
０

１
８
．
０
０
以
上
２
２
．
０
０
未
満

の
も
の

１
８
４
．
０
６

８
２
．
０
６

８
，
９
０
０

２
２
．
０
０
以
上
の
も
の

２
１
９
．
４
８

１
０
５
．
４
６

９
，
４
０
０

備
考

１
　
「
離
島
に
係
る
市
町
村
」
と
は
離
島
振
興
法
、
奄
美
振
興
法
若
し
く
は
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村
又
は
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
３
条
第
３
号
に
規
定
す
る
離
島
に
係
る
市

町
村
を
い
う
。

２
　
「
そ
の
他
の
市
町
村
」
に
係
る
乗
数
Ｂ
は
０
と
す
る
。

寒
冷
補
正

給
与
差

寒
冷
度

積
雪
度

４
級
地

０
．
９
７
３

３
．
２
３
７

３
．
８
６
３

３
級
地

１
．
２
２
４

２
．
１
９
７

２
．
０
３
４

２
級
地

１
．
２
６
２

１
．
４
９
３

０
．
８
４
２

１
級
地

１
．
４
２
３

０
．
８
９
８

０
．
４
２
４

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

七

　

災

害

復

旧

費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債

種
別
補
正

公
共
災
害
復
旧
事
業
債

１
．
０
０

単
独
災
害
復
旧
事
業
債

０
．
５
０

地
盤
沈
下
等
対
策
事
業
債

０
．
６
０

緊
急
治
山
等
事
業
債

０
．
６
０

激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
債

０
．
６
０

特
殊
土
壌
対
策
事
業
債

０
．
６
０

鉱
害
復
旧
事
業
債

０
．
６
０

小
災
害
債

０
．
５
０

法
第
１
３
条
第
１
１
項
の
補
正
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に係る元利償還金

そ
の
団
体
の
指
数
が
１
０
０
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
指
数

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
指
数
が
１
０
０
以
上
の
も
の

１
０
０

１
．
０
０

１
０
０
を
超
え
２
０
０
ま
で
の
数

１
．
０
３

２
０
０
を
超
え
３
０
０
ま
で
の
数

１
．
１
０

３
０
０
を
超
え
４
０
０
ま
で
の
数

１
．
１
５

４
０
０
を
超
え
５
０
０
ま
で
の
数

１
．
２
０

５
０
０
を
超
え
７
０
０
ま
で
の
数

１
．
２
９

７
０
０
を
超
え
１
，
０
０
０
ま
で
の
数

１
．
４
１

１
，
０
０
０
を
超
え
１
，
５
０
０
ま
で
の
数

１
．
５
８

１
，
５
０
０
を
超
え
２
，
０
０
０
ま
で
の
数

１
．
７
６

２
，
０
０
０
を
超
え
２
，
５
０
０
ま
で
の
数

１
．
９
０

２
，
５
０
０
を
超
え
３
，
０
０
０
ま
で
の
数

１
．
９
８

３
，
０
０
０
を
超
え
３
，
５
０
０
ま
で
の
数

２
．
０
４

３
，
５
０
０
を
超
え
４
，
０
０
０
ま
で
の
数

２
．
０
８

４
，
０
０
０
を
超
え
５
，
０
０
０
ま
で
の
数

２
．
１
０

５
，
０
０
０
を
超
え
る
数

１
．
８
０

八

　

補

正

予

算

債

償

還
費

平成４年度から平成１０年度までの各年度にお

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
３
）
　
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
４
）
　
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
５
）
　
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
６
）
　
平
成
９
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
７
）
　
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

いて国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金平成１

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
６
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
９
５
．
０
％
分

１
．
９
０
０
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６年度から令和４年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行につい

イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
１
７
年
度
補
正
予
算
債

０
．
９
１
８

（
３
）
　
平
成
１
８
年
度
補
正
予
算
債

０
．
８
２
１

（
４
）
　
平
成
１
９
年
度
補
正
予
算
債

０
．
８
１
２

（
５
）
　
平
成
２
０
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

１
．
０
４
４

イ
　
新
幹
線
鉄
道
整
備
事
業
分

０
．
８
７
０
にβ

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
０
．
５
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下

３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
率
が
０
．
８
７
０

以
下
で
あ
る
と
き
は
０
．
８
７
０
と
す
る
。
）

α

　
第
１
２
条
第
５
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
９
号
算
式
Ⅹ
の
符
号α

に
同
じ
。

β

　α
×

０
．
９×

０
．
５

て同意又は許可を得た地方債の額

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
７
０

（
６
）
　
平
成
２
１
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

１
．
０
７
７

イ
　
新
幹
線
鉄
道
整
備
事
業
分

０
．
８
９
８
にβ

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
０
．
５
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下

３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
率
が
０
．
８
９
８

以
下
で
あ
る
と
き
は
０
．
８
９
８
と
す
る
。
）

α

　
第
１
２
条
第
５
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
９
号
算
式
Ⅹ
の
符
号α

に
同
じ
。

β

　α
×

０
．
９×

０
．
５

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
９
８

（
７
）
　
平
成
２
２
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

１
．
０
４
４

イ
　
新
幹
線
鉄
道
整
備
事
業
分

０
．
７
８
３
にβ

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
０
．
４
５
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以

下
３
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
し
、
当
該
率
が
０
．
７
８

３
以
下
で
あ
る
と
き
は
０
．
７
８
３
と
す
る
。
）

α

　
第
１
２
条
第
５
項
の
表
都
道
府
県
の
項
第
９
号
算
式
Ⅹ
の
符
号α

に
同
じ
。

β

　α
×

０
．
９×

０
．
５

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
７
０

エ
　
都
道
府
県
４
５
．
０
％
分

０
．
７
８
３

（
８
）
　
平
成
２
３
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
８
０
．
０
％
分

１
．
３
３
２

イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
３
２

（
９
）
　
平
成
２
４
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

１
．
０
１
５

イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
４
６

（
１
０
）
　
平
成
２
５
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

１
．
０
２
４

イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
５
５

（
１
１
）
　
平
成
２
６
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

１
．
０
０
３
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イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
３
６

（
１
２
）
　
平
成
２
７
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
９
６
１

イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
０
３

（
１
３
）
　
平
成
２
８
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
８
０
．
０
％
分

１
．
２
４
５

イ
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
９
３
３

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
７
７
９

（
１
４
）
　
平
成
２
９
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
８
０
．
０
％
分

１
．
２
５
５

イ
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
９
３
９

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
７
８
５

（
１
５
）
　
平
成
３
０
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
８
０
．
０
％
分

１
．
２
５
９

イ
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
９
４
４

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
７
８
７

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
８
０
．
０
％
分

１
．
２
４
２

イ
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
９
３
１

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
７
７
６

（
１
７
）
　
令
和
２
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
８
０
．
０
％
分

０
．
０
５
５

イ
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
０
４
２

ウ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
０
３
５

（
１
８
）
　
令
和
３
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
０
５
７

イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
０
４
８

（
１
９
）
　
令
和
４
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
１
２
８

イ
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
１
０
７

九

　

地

方

税

減

収

補

塡

債

償

還

費

地方税の減収補塡のため平成１５年度

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
５
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
１
６
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
０
８

（
３
）
　
平
成
１
７
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
９
８
８

（
４
）
　
平
成
１
８
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
９
８
７

（
５
）
　
平
成
１
９
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
９
９
０

（
６
）
　
平
成
２
０
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
９
９
３

（
７
）
　
平
成
２
１
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
９
８
９

（
８
）
　
平
成
２
２
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
９
９
６

（
９
）
　
平
成
２
３
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
０
３

から令和４年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
（
１
０
）
　
平
成
２
４
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
４
６

（
１
１
）
　
平
成
２
５
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
５
８

（
１
２
）
　
平
成
２
６
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
４
３

（
１
３
）
　
平
成
２
７
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
１
８

（
１
４
）
　
平
成
２
８
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
０
７

（
１
５
）
　
平
成
２
９
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
０
８
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（
１
６
）
　
平
成
３
０
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
１
２

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
０
１

（
１
８
）
　
令
和
２
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
従
来
分
並
び
に
拡
大
分
の
う
ち
消
費
税
の
引
上
げ
分
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び

航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
係
る
も
の

０
．
０
５
７

イ
　
ア
以
外
の
も
の

０
．
０
４
３

（
１
９
）
　
令
和
３
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
０
４
１

（
２
０
）
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債

０
．
１
０
２

十

　

財

源

対

策

債

償

還
費

平成１５年度から令和４年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行に

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
５
年
度
財
源
対
策
債

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
１
６
年
度
財
源
対
策
債

０
．
９
５
９

（
３
）
　
平
成
１
７
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
９
１

（
４
）
　
平
成
１
８
年
度
財
源
対
策
債

０
．
７
９
７

（
５
）
　
平
成
１
９
年
度
財
源
対
策
債

０
．
７
８
５

（
６
）
　
平
成
２
０
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
４
５

（
７
）
　
平
成
２
１
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
７
１

（
８
）
　
平
成
２
２
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
４
５

ついて同意又は許可を得た地方債の額
（
９
）
　
平
成
２
３
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
０
８

（
１
０
）
　
平
成
２
４
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
２
１

（
１
１
）
　
平
成
２
５
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
２
９

（
１
２
）
　
平
成
２
６
年
度
財
源
対
策
債

０
．
８
１
２

（
１
３
）
　
平
成
２
７
年
度
財
源
対
策
債

０
．
７
７
９

（
１
４
）
　
平
成
２
８
年
度
財
源
対
策
債

０
．
７
５
６

（
１
５
）
　
平
成
２
９
年
度
財
源
対
策
債

０
．
７
６
２

（
１
６
）
　
平
成
３
０
年
度
財
源
対
策
債

０
．
７
６
４

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
財
源
対
策
債

０
．
７
５
３

（
１
８
）
　
令
和
２
年
度
財
源
対
策
債

０
．
０
３
４

（
１
９
）
　
令
和
３
年
度
財
源
対
策
債

０
．
０
４
６

（
２
０
）
　
令
和
４
年
度
財
源
対
策
債

０
．
１
０
４

十

一

　

減

税

補

塡

債

償

還

費

個人の道府県民税に係る特別減税等によ

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
６
年
度
減
税
補
塡
債

０
．
８
５
４

（
２
）
　
平
成
７
年
度
減
税
補
塡
債

０
．
８
５
４

（
３
）
　
平
成
８
年
度
減
税
補
塡
債

１
．
７
１
０

（
４
）
　
平
成
１
５
年
度
減
税
補
塡
債

１
．
０
０
０

（
５
）
　
平
成
１
６
年
度
減
税
補
塡
債

１
．
０
１
０

（
６
）
　
平
成
１
７
年
度
減
税
補
塡
債

０
．
７
２
９

（
７
）
　
平
成
１
８
年
度
減
税
補
塡
債

０
．
８
２
２

324



る平成６年度から平成８年度まで及び平成１５年度から平成１８年度までの各年度の減収を補塡するため

当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

十

二

　

臨

時

財

政

対

策

債

償

還

費

臨時財政対策のため平成１５年度

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
１
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

１
．
０
０
８

（
３
）
　
平
成
１
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
１
８

（
４
）
　
平
成
１
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
７
９
８

（
５
）
　
平
成
１
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
７
８
８

（
６
）
　
平
成
２
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
６
５

（
７
）
　
平
成
２
１
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
５
８

（
８
）
　
平
成
２
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
５
４
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から令和４年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
（
９
）
　
平
成
２
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
４
２

（
１
０
）
　
平
成
２
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
７
２

（
１
１
）
　
平
成
２
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
９
０
７

（
１
２
）
　
平
成
２
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
７
５

（
１
３
）
　
平
成
２
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
５
０

（
１
４
）
　
平
成
２
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
２
７

（
１
５
）
　
平
成
２
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
２
８

（
１
６
）
　
平
成
３
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
３
６

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
８
１
６

（
１
８
）
　
令
和
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
０
３
２

（
１
９
）
　
令
和
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
０
２
８

（
２
０
）
　
令
和
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

０
．
１
０
１

十

三

　

東

日

本

大

震

災

全

国

緊

急

防

災

施

策

等

債

償

還
費

平成２５年度から令和４年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用

種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
２
５
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

１
．
０
０
０

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
９
０
５

（
２
）
　
平
成
２
６
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

０
．
９
７
８

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
８
８
８

（
３
）
　
平
成
２
７
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

０
．
９
０
２

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
８
２
７

（
４
）
　
平
成
２
８
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費
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に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
８
１
２

（
５
）
　
平
成
２
９
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
８
２
２

（
６
）
　
平
成
３
０
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
６
０
３

（
７
）
　
令
和
元
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
５
９
７

（
８
）
　
令
和
２
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
０
５
１

（
９
）
　
令
和
３
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
０
７
０

（
１
０
）
　
令
和
４
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

０
．
１
４
０

十

四

　

国

土

強

靱

化

施

策

債

償

還
費

令和元年度から令

種
別
補
正

（
１
）
　
令
和
元
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

和４年度までの各年度において国土強靱化施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

（
ア
）
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

１
．
０
０
０

（
イ
）
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
８
２
０

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

０
．
８
３
６

（
２
）
　
令
和
２
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

（
ア
）
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
０
６
３
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得た地方債の額
（
イ
）
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
０
５
３

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

０
．
０
７
２

（
３
）
　
令
和
３
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

（
ア
）
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
０
６
０

（
イ
）
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
０
５
０

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

０
．
１
１
０

（
４
）
　
令
和
４
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

ア
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

（
ア
）
　
都
道
府
県
６
０
．
０
％
分

０
．
１
４
８

（
イ
）
　
都
道
府
県
５
０
．
０
％
分

０
．
１
２
３

イ
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

０
．
２
１
１

（
２
）
　
市
町
村
分

経
費

の
種

類

測定単位
補
正
率
等

一
　

消
防

費

人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
３

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
８

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
９

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の

数

０
．
６
９

２
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
６
９

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
１
５

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
０

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
３

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
４
７

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
０
７

密
度
補
正
Ⅰ

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

４
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
３

同
上
１
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
１

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
１

同
上
３
５
０
人
を
超
え
４
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
３

同
上
４
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
０
９

密
度
補
正
Ⅱ

Ａ

Ｂ

区
域
指
定
指
数
が
０
．
０
１
以
上
２
未
満
の
も
の

１
．
０
０
０

４
．
０
０
０

同
上
２
以
上
１
０
未
満
の
も
の

０
．
５
０
０

５
．
０
０
０

同
上
１
０
以
上
５
０
未
満
の
も
の

０
．
１
２
５

８
．
７
５
０

同
上
５
０
以
上
の
も
の

０
．
０
０
０

１
５
．
０
０
０

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
４
８
２
０－

３
．
９
３
７

０

９
種
地

０
．
０
０
１
５
６
０－

０
．
８
４
０

０

８
種
地

０
．
０
０
０
４
４
０
０
．
１
６
８
０

７
種
地

０
．
０
０
０
４
３
０
０
．
１
７
６
５

６
種
地

０
．
０
０
０
９
３
０－

０
．
１
９
８

５

５
種
地

０
．
０
０
１
０
２
０－

０
．
２
５
７

０

４
種
地

０
．
０
０
０
６
８
０－

０
．
０
７
０

０

３
種
地

０
．
０
０
０
４
２
０
０
．
０
４
７
０

２
種
地

０
．
０
０
０
４
４
０
０
．
０
４
０
０

１
種
地

０
．
０
０
０
３
２
０
０
．
０
６
４
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
８
２
０－

０
．
３
３
２

０

９
種
地

０
．
０
０
０
７
４
０－

０
．
２
５
６

０

８
種
地

０
．
０
０
０
８
４
０－

０
．
３
４
６

０

７
種
地

０
．
０
０
１
０
８
０－

０
．
５
５
０

０

６
種
地

０
．
０
０
１
０
４
０－

０
．
５
１
８

０

５
種
地

０
．
０
０
０
５
２
０－

０
．
１
２
８

０

４
種
地

０
．
０
０
０
５
５
０－

０
．
１
４
９

０
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３
種
地

０
．
０
０
０
４
１
０－

０
．
０
６
５

０

２
種
地

０
．
０
０
０
３
６
７－

０
．
０
４
３

５

１
種
地

０
．
０
０
０
１
９
４
０
．
０
１
７
１

（
注
）
　
特
別
区
、
仙
台
市
、
千
葉
市
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
、
大
阪
市
、
神
戸
市
及

び
福
岡
市
に
あ
つ
て
は
、
Ｂ
の
率
に
そ
れ
ぞ
れ
０
．
０
３
８
を
、
札
幌
市
、
静
岡
市
、
浜
松
市
、
岡
山
市
、

広
島
市
及
び
北
九
州
市
に
あ
つ
て
は
、
Ｂ
の
率
に
そ
れ
ぞ
れ
０
．
０
１
９
を
加
算
す
る
。

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

０
．
７

６
４

経
常
態
容
補
正

１
　
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率

Ａ

Ｂ

４
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
５

１
，
６
８
０

４
，
０
０
０
人
を
超
え
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
３

２
，
１
６
０

８
，
０
０
０
人
を
超
え
１
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
１

７
２
０

１
２
，
０
０
０
人
を
超
え
２
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
５

５
，
０
４
０

２
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
４

７
，
２
４
０

３
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
６

９
，
６
４
０

５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
８

３
，
６
４
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
４

１
７
，
６
４
０

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
３
４

１
７
，
６
４
０

２
　
新
市
町
村
の
人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率

Ｃ

Ｄ

８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
６

７
，
３
８
０

８
，
０
０
０
人
を
超
え
１
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

１
．
４
２

３
，
７
０
０

１
２
，
０
０
０
人
を
超
え
２
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
２

１
２
，
１
０
０

２
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

１
．
１
２

４
，
１
０
０

３
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

１
１
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
６

３
４
，
０
０
０

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
０

２
４
，
０
０
０

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
１

２
０
，
０
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の

数

０
．
７
２

１
０
，
０
０
０

２
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
７
２

１
０
，
０
０
０

二　土木費
１　道路橋りよう費
道路の面積
種
別
補
正

指
定
都
市

そ
の
他
の
市
町

村

国
道
及
び
道
府
県
道

１
．
９
０

１
．
９
０

市
町
村
道

路
面
幅
員
６
．
５
ｍ
以
上

１
．
１
０

１
．
１
０

同
上
４
．
５
ｍ
以
上
６
．
５
ｍ
未
満

１
．
０
０

１
．
０
０

同
上
２
．
５
ｍ
以
上
４
．
５
ｍ
未
満

０
．
７
０

０
．
７
０

同
上
１
．
５
ｍ
以
上
２
．
５
ｍ
未
満

０
．
２
０

０
．
２
０

橋
り
よ
う

４
．
０
０

４
．
０
０

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

ａ

０
．
０
０
１
７
２
０
０
．
０
１
８
０

ｂ

０
．
０
０
１
７
８
０－

０
．
１
５
７

０

９
種
地

０
．
０
０
２
６
２
０－

０
．
９
５
５

０

８
種
地

０
．
０
０
３
２
８
０－

１
．
５
４
９

０

７
種
地

ａ

０
．
０
０
１
９
９
０－

０
．
４
５
２

５

ｂ

０
．
０
０
１
７
５
０－

０
．
４
０
２

５

６
種
地

ａ

０
．
０
０
１
０
９
０
０
．
２
２
２
５

ｂ

０
．
０
０
０
８
９
０
０
．
２
４
２
５

５
種
地

０
．
０
０
０
０
３
０
０
．
８
０
１
５

４
種
地

０
．
０
０
０
１
５
０
０
．
７
３
５
５

３
種
地

０
．
０
０
０
４
４
０
０
．
６
０
５
０

２
種
地

０
．
０
０
０
０
６
０
０
．
７
３
８
０

１
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０
０
．
７
３
４
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
３
６
０
０
．
５
８
７
０

９
種
地

０
．
０
０
０
７
８
０
０
．
１
８
８
０

８
種
地

０
．
０
０
０
７
６
０
０
．
２
０
６
０

７
種
地

０
．
０
０
０
７
６
０
０
．
２
０
６
０

６
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０
０
．
７
５
０
０

５
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０
０
．
７
０
５
０

４
種
地

０
．
０
０
０
２
６
０
０
．
６
２
１
０

３
種
地

０
．
０
０
０
１
２
０
０
．
７
０
５
０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
０
０
０
．
７
１
５
０

１
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０
０
．
７
２
２
０

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

０
．
２
２
８

２
級
地

０
．
２
２
２

３
級
地

０
．
２
２
０

４
級
地

０
．
２
１
６

５
級
地

０
．
２
１
３

６
級
地

０
．
２
０
７

７
級
地

０
．
２
０
２

無
級
地

０
．
１
９
７

寒
冷
補
正

給
与
差

寒
冷
度
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４
級
地

０
．
０
０
３

０
．
２
４
０

３
級
地

０
．
０
０
３

０
．
１
２
０

２
級
地

０
．
０
０
３

０
．
０
４
３

１
級
地

０
．
０
０
４

０
．
０
２
１

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

寒
冷
補
正
（
積
雪
度
）

国
道
及
び
都
道
府

県
道

路
面
幅
員
６
．
５
ｍ

以
上

路
面
幅
員
６
．
５
ｍ
未
満

４
．
５
ｍ
以
上

路
面
幅
員

４
．
５
ｍ

未
満
２
．

５
ｍ
以
上

路
面
幅
員
２
．

５
ｍ
未
満
１
．

５
ｍ
以
上

橋
り
よ

う

４級地

２
．
０
５
１

２
．
１
１
１

１
．
６
２
４

１
．
１
３

６

０
．
５
５
２

１
．
２

９
９

３級地

１
．
３
２
６

１
．
３
２
９

１
．
０
２
２

０
．
７
１

５

０
．
３
４
７

０
．
８

１
８

２級地

０
．
７
９
６

０
．
７
５
３

０
．
５
８
０

０
．
４
０

６

０
．
１
９
７

０
．
４

６
４

１級地

０
．
４
５
１

０
．
３
６
４

０
．
２
８
０

０
．
１
９

６

０
．
０
９
５

０
．
２

２
４

無級地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０

０

０
．
０
０
０

０
．
０

０
０

（
注
）
　
種
地
区
分
の
Ⅰ
の
地
域
１
０
種
地
か
ら
Ⅰ
の
地
域
８
種
地
ま
で
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
３
０
、

Ⅰ
の
地
域
７
種
地
か
ら
Ⅰ
の
地
域
４
種
地
ま
で
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
１
．
０
７
、
そ
の
他
の
市
町
村
に

あ
つ
て
は
１
．
０
０
を
上
記
の
係
数
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
係
数
（
小
数
点
以
下
３
位
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
と
す
る
。

道路の延長
普
通
態
容
補
正

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
２
１
６
０
１
．
２
６
４
０

９
種
地

０
．
０
０
４
７
０
０－

１
．
１
４
９

０

８
種
地

０
．
０
０
２
６
２
０
０
．
７
２
３
０

７
種
地

０
．
０
０
４
５
９
０－

０
．
９
５
２

５

６
種
地

０
．
０
０
３
９
３
０－

０
．
４
５
７

５

５
種
地

０
．
０
０
３
９
２
０－

０
．
４
５
１

０

４
種
地

０
．
０
０
３
２
２
０－

０
．
０
６
６

０

３
種
地

０
．
０
０
２
２
４
０
０
．
３
７
５
０

２
種
地

０
．
０
０
１
５
８
７
０
．
６
０
３
６

１
種
地

０
．
０
０
１
２
１
０
０
．
６
７
９
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
２
８
０
０－

０
．
２
１
６

０

９
種
地

０
．
０
０
５
４
２
０－

２
．
７
０
５

０

８
種
地

０
．
０
０
４
０
０
０－

１
．
４
２
７

０

７
種
地

０
．
０
０
３
９
６
０－

１
．
３
９
３

０

６
種
地

０
．
０
０
３
５
２
０－

１
．
０
４
１

０

５
種
地

０
．
０
０
２
８
０
０－

０
．
５
０
１

０

４
種
地

０
．
０
０
２
６
９
０－

０
．
４
２
４

０

３
種
地

０
．
０
０
１
５
７
０
０
．
２
４
８
０

２
種
地

０
．
０
０
１
５
３
３
０
．
２
６
６
５

１
種
地

０
．
０
０
０
０
５
１
０
．
７
８
５
１

寒
冷
補
正

寒
冷
度

積
雪
度

国
道
及
び
都

道
府
県
道

市
町
村
道

４
級
地

０
．
２
４
９

１
．
６
９
３

０
．
１
０
２

３
級
地

０
．
１
０
１

１
．
０
９
２

０
．
１
０
２

２
級
地

０
．
０
５
８

０
．
７
３
４

０
．
０
８
５

１
級
地

０
．
０
３
７

０
．
３
２
６

０
．
０
３
７

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

（
注
）
　
北
海
道
内
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
寒
冷
度
０
．
１
４
２
、
積
雪
度
０
．
２
０
７
と
す
る
。

２　港湾費
港湾における係留施設の延長
種
別
補
正

国
際
戦
略
港
湾

１
．
３
０
０

国
際
拠
点
港
湾

１
．
３
０
０

重
要
港
湾

１
．
０
０
０

地
方
港
湾

０
．
６
０
０

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
８
４

２
級
地

１
．
０
６
８

３
級
地

１
．
０
６
３
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４
級
地

１
．
０
５
１

５
級
地

１
．
０
４
４

６
級
地

１
．
０
２
４

７
級
地

１
．
０
１
２

無
級
地

０
．
９
９
８

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
１
１

３
級
地

０
．
０
１
３

２
級
地

０
．
０
１
４

１
級
地

０
．
０
１
６

無
級
地

０
．
０
０
０

漁港における係留施設の延長
普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
９
１

２
級
地

１
．
０
７
４

３
級
地

１
．
０
６
８

４
級
地

１
．
０
５
５

５
級
地

１
．
０
４
７

６
級
地

１
．
０
２
６

７
級
地

１
．
０
１
３

無
級
地

０
．
９
９
８

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
６

３
級
地

０
．
０
０
８

２
級
地

０
．
０
０
８

１
級
地

０
．
０
０
９

無
級
地

０
．
０
０
０

３　都市計画費
都市計画区域における人口
普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

特
別
区

０
．
０
０
０
０
２
０

０
．
３
９
７
０

指
定
都
市

０
．
０
０
０
０
２
０

０
．
４
１
５
０

９
種
地

０
．
０
０
０
０
２
０

０
．
４
１
５
０

８
種
地

０
．
０
０
０
０
４
０

０
．
３
９
７
０

７
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
２
９
５
０

中
核
市

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
３
０
１
５

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
２
９
７
５

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
２
８
５
５

６
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
５
２
０

０
．
０
２
５
０

中
核
市

０
．
０
０
０
５
２
０

０
．
０
２
４
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
５
２
０

０
．
０
２
０
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
５
０
０

０
．
０
２
３
０

５
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
５
１
０

０
．
０
３
０
５

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
５
０
０

０
．
０
３
３
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
４
９
０

０
．
０
２
９
５

４
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
２
４
０

０
．
１
７
９
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
２
４
０

０
．
１
７
６
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
２
３
０

０
．
１
７
２
５

３
種
地

０
．
０
０
０
１
３
０

０
．
２
１
７
５

２
種
地

０
．
０
０
０
１
２
７

０
．
２
１
８
６

１
種
地

０
．
０
０
０
０
５
０

０
．
２
３
４
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
２
１
９
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
２
１
６
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
２
０
５
０

９
種
地

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
２
７
３
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
２
６
２
０

８
種
地

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
１
８
３
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
８
０

０
．
１
９
０
０

７
種
地

０
．
０
０
０
４
２
０

－

０
．
０
１
４
０

６
種
地

０
．
０
０
０
５
２
０

－

０
．
０
９
４
０

５
種
地

０
．
０
０
０
４
０
０

－

０
．
０
０
４
０

４
種
地

０
．
０
０
０
２
９
０

０
．
０
７
３
０

３
種
地

０
．
０
０
０
２
７
０

０
．
０
８
５
０

２
種
地

０
．
０
０
０
０
８
７

０
．
１
７
６
６

１
種
地

０
．
０
０
０
０
６
９

０
．
１
８
２
９

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

指
定
都
市

中
核
市

施
行
時
特
例

市

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

０
．
８
６
９

０
．
８
６
５

０
．
８
５
８

０
．
８
３
３

２
級
地

０
．
８
４
７

０
．
８
４
４

０
．
８
３
６

０
．
８
１
２

３
級
地

０
．
８
４
１

０
．
８
３
７

０
．
８
３
０

０
．
８
０
６

４
級
地

０
．
８
２
４

０
．
８
２
１

０
．
８
１
４

０
．
７
９
０

５
級
地

０
．
８
１
４

０
．
８
１
０

０
．
８
０
３

０
．
７
８
０

６
級
地

０
．
７
８
７

０
．
７
８
４

０
．
７
７
８

０
．
７
５
５

７
級
地

０
．
７
７
２

０
．
７
６
９

０
．
７
６
２

０
．
７
４
０

無
級
地

０
．
７
５
３

０
．
７
５
０

０
．
７
４
４

０
．
７
２
２

４　公
人口
普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ
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園費

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
２
４
８
０－

１
．
３
８
３

０

９
種
地

０
．
０
０
１
５
２
０－

０
．
４
７
１

０

８
種
地

０
．
０
０
１
６
０
０－

０
．
５
４
３

０

７
種
地

０
．
０
０
０
９
９
０－

０
．
０
２
４

５

６
種
地

０
．
０
０
０
６
３
０
０
．
２
４
５
５

５
種
地

０
．
０
０
０
７
３
０
０
．
１
８
０
５

４
種
地

０
．
０
０
０
７
０
０
０
．
１
９
７
０

３
種
地

０
．
０
０
０
５
９
０
０
．
２
４
６
５

２
種
地

０
．
０
０
０
１
０
７
０
．
４
１
５
６

１
種
地

０
．
０
０
０
０
９
０
０
．
４
１
９
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
１
３
６
０－

０
．
６
０
７

０

９
種
地

０
．
０
０
０
８
８
０－

０
．
１
５
１

０

８
種
地

０
．
０
０
０
６
８
０
０
．
０
２
９
０

７
種
地

０
．
０
０
０
６
８
０
０
．
０
２
９
０

６
種
地

０
．
０
０
０
３
４
０
０
．
３
０
１
０

５
種
地

０
．
０
０
０
８
８
０－

０
．
１
０
４

０

４
種
地

０
．
０
０
０
７
４
０－

０
．
０
０
６

０

３
種
地

０
．
０
０
０
５
１
０
０
．
１
３
２
０

２
種
地

０
．
０
０
０
０
９
３
０
．
３
４
０
５

１
種
地

０
．
０
０
０
０
４
０
０
．
３
５
９
０

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

０
．
４
８
８

５　下水道費
人口
普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
３
０
８
６
０－

２
６
．
８
４

８
０

９
種
地

０
．
０
１
５
６
４
０－

１
２
．
３
８

９
０

８
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０
１
．
６
８
７
０

７
種
地

０
．
０
０
１
９
４
０
０
．
０
３
８
０

６
種
地

０
．
０
０
２
６
０
０－

０
．
４
５
７

０

５
種
地

０
．
０
０
２
１
１
０－

０
．
１
３
８

５

４
種
地

０
．
０
０
１
３
６
０
０
．
２
７
４
０

３
種
地

０
．
０
０
３
１
６
０－

０
．
５
３
６

０

２
種
地

０
．
０
０
０
８
７
３
０
．
２
６
４
４

１
種
地

０
．
０
０
１
７
７
０
０
．
０
８
５
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
１
４
０
０
０
．
１
６
８
０

９
種
地

０
．
０
０
３
３
２
０－

１
．
６
５
６

０

８
種
地

０
．
０
０
６
６
４
０－

４
．
６
４
４

０

７
種
地

０
．
０
０
９
１
０
０－

６
．
７
３
５

０

６
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０
０
．
５
４
５
０

５
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０
０
．
５
４
５
０

４
種
地

０
．
０
０
１
１
４
０－

０
．
２
５
３

０

３
種
地

０
．
０
０
２
２
５
０－

０
．
９
１
９

０

２
種
地

０
．
０
０
０
３
２
０
０
．
０
４
６
０

１
種
地

０
．
０
０
０
１
１
４
０
．
１
１
８
１

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

０
．
１
１
４

６　その他の土木費
人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
３

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
８

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
５

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
１
５

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
１

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
３

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
４

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
２
０
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普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

大
都
市

中
核
市

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

ａ

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
４

６
０

―
―

ｂ

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
２

８
０

―
―

９
種
地

ａ

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
４

６
０

―
―

ｂ

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
２

８
０

―
―

８
種
地

ａ

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
４

６
０

―
―

ｂ

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
２

８
０

―
―

７
種
地

ａ

０
．
０
０
０
３
０
０

０
．
３
９

１
０

―
―

ｂ

０
．
０
０
０
２
９
０

０
．
３
８

１
５

―
―

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
２

９
０

０．３８２５

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
２

９
０

０．３７２５

６
種
地

ａ

０
．
０
０
０
６
８
０

０
．
１
０

６
０

―
―

ｂ

０
．
０
０
０
６
６
０

０
．
１
０

４
０

―
―

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
６

６
０

０．１０５０

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
６

５
０

０．１０

２５

５
種
地

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
６

２
０

０．１３１０

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
６

１
０

０．１２８５

４
種
地

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
１

４
０

０．３９５０

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
１

３
０

０．３９２５

３
種
地

―
―

―
―

２
種
地

―
―

―
―

１
種
地

―
―

―
―

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
４

４
０

０．１２８０

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
４

４
０

０．１１９０

９
種
地

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
３

２
０

０．２４
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２０

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
３

２
０

０．２３３０

８
種
地

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
１

８
０

０．３６８０

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
１

８
０

０．３５９０

７
種
地

ｃ

―
―

０
．
０
０
０
４

８
０

０．１１３０

ｄ

―
―

０
．
０
０
０
４

６
０

０．１２１０

６
種
地

―
―

―
―

５
種
地

―
―

―
―

４
種
地

―
―

―
―

３
種
地

―
―

―
―

２
種
地

―
―

―
―

１
種
地

―
―

―
―

特
例
市

建
築
主
事
設
置
市

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

―
―

―
―

９
種
地

―
―

―
―

８
種
地

―
―

―
―

７
種
地

０
．
０
０
０
２
９
０

０
．
３
６

８
５

０
．
０
０
０
２

８
０

０．

３７８０

６
種
地

０
．
０
０
０
６
５
０

０
．
９
８

５
０

０
．
０
０
０
６

５
０

０．１００５

５
種
地

０
．
０
０
０
６
０
０

０
．
１
３

１
０

０
．
０
０
０
６

１
０

０．１２６５

４
種
地

０
．
０
０
０
１
３
０

０
．
３
８

９
５

０
．
０
０
０
１

３
０

０．３９０５

３
種
地

―
―

０
．
０
０
０
０

５
０

０．４２６５

２
種
地

―
―

０
．
０
０
０
２

２
０

０．３６７０

１
種
地

―
―

０
．
０
０
０
２

１
０

０．３６９０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
４
４
０

０
．
１
１

５
０

０
．
０
０
０
４

４
０

０．１１
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６０

９
種
地

０
．
０
０
０
３
０
０

０
．
２
４

８
０

０
．
０
０
０
３

０
０

０．２４９０

８
種
地

０
．
０
０
０
１
８
０

０
．
３
５

６
０

０
．
０
０
０
１

８
０

０．３５７０

７
種
地

０
．
０
０
０
４
８
０

０
．
１
０

１
０

０
．
０
０
０
４

８
０

０．１０２０

６
種
地

―
―

０
．
０
０
０
４

０
０

０．１６６０

５
種
地

―
―

０
．
０
０
０
３

４
０

０．２１１０

４
種
地

―
―

０
．
０
０
０
１

８
０

０．３２３０

３
種
地

―
―

０
．
０
０
０
１

１
０

０．３６５０

２
種
地

―
―

０
．
０
０
０
１

８
０

０．

３３００

１
種
地

―
―

０
．
０
０
０
１

２
０

０．３５１０

限
定
特
定
行
政
庁
設
置
市
町
村

そ
の
他
の
市
町
村

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

―
―

―
―

９
種
地

―
―

―
―

８
種
地

―
―

―
―

７
種
地

０
．
０
０
０
２
６
０

０
．
３
３

３
０

０
．
０
０
０
２

２
０

０．２８８０

６
種
地

０
．
０
０
０
５
８
０

０
．
０
９

３
０

０
．
０
０
０
５

０
０

０．０７８０

５
種
地

０
．
０
０
０
５
５
０

０
．
１
１

２
５

０
．
０
０
０
４

７
０

０．０９７５

４
種
地

０
．
０
０
０
１
２
０

０
．
３
４

９
０

０
．
０
０
０
１

０
０

０．３０１０

３
種
地

０
．
０
０
０
０
４
０

０
．
３
８

５
０

０
．
０
０
０
０

４
０

０．３２８０
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２
種
地

０
．
０
０
０
１
９
３

０
．
３
３

１
４

０
．
０
０
０
１

６
７

０．２８３６

１
種
地

０
．
０
０
０
１
９
０

０
．
３
３

２
０

０
．
０
０
０
１

６
０

０．２８５０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
４
０
０

０
．
１
０

０
０

０
．
０
０
０
３

４
０

０．０８９０

９
種
地

０
．
０
０
０
２
８
０

０
．
２
１

４
０

０
．
０
０
０
２

４
０

０．１８４０

８
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
３
２

２
０

０
．
０
０
０
１

４
０

０．２７４０

７
種
地

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
１
０

１
０

０
．
０
０
０
３

６
０

０．０８７０

６
種
地

０
．
０
０
０
３
６
０

０
．
１
４

９
０

０
．
０
０
０
３

２
０

０．１１９０

５
種
地

０
．
０
０
０
３
２
０

０
．
１
７

９
０

０
．
０
０
０
２

６
０

０．１

６４０

４
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
２
９

１
０

０
．
０
０
０
１

４
０

０．２４８０

３
種
地

０
．
０
０
０
０
９
０

０
．
３
３

３
０

０
．
０
０
０
０

８
０

０．２８４０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
６
７

０
．
２
９

４
６

０
．
０
０
０
１

４
０

０．２５４０

１
種
地

０
．
０
０
０
１
０
３

０
．
３
１

７
０

０
．
０
０
０
０

９
１

０．２７１１

（
注
１
）
　
Ⅰ
の
地
域
７
種
地
ｃ
は
Ⅰ
の
地
域
７
種
地
に
区
分
さ
れ
る
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包
括

す
る
中
核
市
を
、
Ⅰ
の
地
域
７
種
地
ｄ
は
Ⅰ
の
地
域
７
種
地
に
区
分
さ
れ
る
そ
の
他
の
中
核
市
を
、
Ⅰ
の

地
域
６
種
地
ｃ
は
Ⅰ
の
地
域
６
種
地
に
区
分
さ
れ
る
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包
括
す
る
中
核
市
を
、

Ⅰ
の
地
域
６
種
地
ｄ
は
Ⅰ
の
地
域
６
種
地
に
区
分
さ
れ
る
そ
の
他
の
中
核
市
を
、
Ⅰ
の
地
域
５
種
地
ｃ
は

Ⅰ
の
地
域
５
種
地
に
区
分
さ
れ
る
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包
括
す
る
中
核
市
を
、
Ⅰ
の
地
域
５
種

地
ｄ
は
Ⅰ
の
地
域
５
種
地
に
区
分
さ
れ
る
そ
の
他
の
中
核
市
を
、
Ⅰ
の
地
域
４
種
地
ｃ
は
Ⅰ
の
地
域
４
種

地
に
区
分
さ
れ
る
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包
括
す
る
中
核
市
を
、
Ⅰ
の
地
域
４
種
地
ｄ
は
Ⅰ
の
地

域
４
種
地
に
区
分
さ
れ
る
そ
の
他
の
中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
１
０
種
地
ｃ
は
Ⅱ
の
地
域
１
０
種
地
に
区
分

さ
れ
る
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包
括
す
る
中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
１
０
種
地
ｄ
は
Ⅱ
の
地
域
１
０

種
地
に
区
分
さ
れ
る
そ
の
他
の
中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
９
種
地
ｃ
は
Ⅱ
の
地
域
９
種
地
に
区
分
さ
れ
る
宅

地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包
括
す
る
中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
９
種
地
ｄ
は
Ⅱ
の
地
域
９
種
地
に
区
分
さ

れ
る
そ
の
他
の
中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
８
種
地
ｃ
は
Ⅱ
の
地
域
８
種
地
に
区
分
さ
れ
る
宅
地
造
成
等
工
事

規
制
区
域
を
包
括
す
る
中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
８
種
地
ｄ
は
Ⅱ
の
地
域
８
種
地
に
区
分
さ
れ
る
そ
の
他
の

中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
７
種
地
ｃ
は
Ⅱ
の
地
域
７
種
地
に
区
分
さ
れ
る
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
を
包

括
す
る
中
核
市
を
、
Ⅱ
の
地
域
７
種
地
ｄ
は
Ⅱ
の
地
域
７
種
地
に
区
分
さ
れ
る
そ
の
他
の
中
核
市
を
い
う
。

（
注
２
）
　
補
正
係
数
が
１
．
０
０
０
未
満
と
な
る
も
の
に
係
る
補
正
係
数
は
１
．
０
０
０
と
す
る
。

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

大
都
市
・
宅
造
あ
り

大
都
市
・
宅

造
な
し

中
核
都
市
・

宅
造
あ
り
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１
級
地

１
．
０
２
４

０
．
９
９
６

０
．
９
９
８

２
級
地

０
．
９
９
８

０
．
９
７
１

０
．
９
７
３

３
級
地

０
．
９
９
０

０
．
９
６
３

０
．
９
６
５

４
級
地

０
．
９
７
１

０
．
９
４
５

０
．
９
４
６

５
級
地

０
．
９
５
９

０
．
９
３
３

０
．
９
３
４

６
級
地

０
．
９
２
８

０
．
９
０
２

０
．
９
０
４

７
級
地

０
．
９
０
８

０
．
８
８
４

０
．
８
８
５

無
級
地

０
．
８
８
７

０
．
８
６
３

０
．
８
６
４

中
核
都
市
・
宅
造
な
し

施
行
時
特
例

市

１
級
地

０
．
９
８
１

０
．
９
７
４

２
級
地

０
．
９
５
６

０
．
９
５
０

３
級
地

０
．
９
４
９

０
．
９
４
２

４
級
地

０
．
９
３
０

０
．
９
２
４

５
級
地

０
．
９
１
９

０
．
９
１
２

６
級
地

０
．
８
８
９

０
．
８
８
３

７
級
地

０
．
８
７
０

０
．
８
６
４

無
級
地

０
．
８
５
０

０
．
８
４
４

建
築
主
事
設
置
市

限
定
特
定
行

政
庁
設
置
市

町
村

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

０
．
９
７
７

０
．
８
７
８

０
．
７
５
３

２
級
地

０
．
９
５
２

０
．
８
５
６

０
．
７
３
４

３
級
地

０
．
９
４
４

０
．
８
４
９

０
．
７
２
８

４
級
地

０
．
９
２
６

０
．
８
３
３

０
．
７
１
４

５
級
地

０
．
９
１
４

０
．
８
２
２

０
．
７
０
５

６
級
地

０
．
８
８
５

０
．
７
９
５

０
．
６
８
２

７
級
地

０
．
８
６
６

０
．
７
７
９

０
．
６
６
８

無
級
地

０
．
８
４
６

０
．
７
６
０

０
．
６
５
２

三　教育費
１　小学校費
学級数
普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
４
８

２
級
地

１
．
０
３
９

３
級
地

１
．
０
３
６

４
級
地

１
．
０
２
９

５
級
地

１
．
０
２
５

６
級
地

１
．
０
１
４

７
級
地

１
．
０
０
７

無
級
地

０
．
９
９
９

寒
冷
補
正

給
与
差

寒
冷
度

積
雪
度

４
級
地

０
．
０
０
４

０
．
５
６
６

０
．
７
２
３

３
級
地

０
．
０
０
６

０
．
３
７
４

０
．
３
２
９

２
級
地

０
．
０
０
６

０
．
２
５
０

０
．
１
３
１

１
級
地

０
．
０
０
６

０
．
１
４
９

０
．
０
６
６

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

２　中学校費
学級数
普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
４
６

２
級
地

１
．
０
３
７

３
級
地

１
．
０
３
５

４
級
地

１
．
０
２
８

５
級
地

１
．
０
２
４

６
級
地

１
．
０
１
３

７
級
地

１
．
０
０
７

無
級
地

０
．
９
９
９

寒
冷
補
正

給
与
差

寒
冷
度

積
雪
度

４
級
地

０
．
０
０
４

０
．
５
７
６

０
．
７
５
５

３
級
地

０
．
０
０
５

０
．
３
８
０

０
．
３
４
３

２
級
地

０
．
０
０
６

０
．
２
５
４

０
．
１
３
７

１
級
地

０
．
０
０
６

０
．
１
５
２

０
．
０
６
８

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

３　高等学校費
教職員数
種
別
補
正

全
日
制

１
．
０
０

定
時
制

指
定
都
市

１
．
２
２

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
９
６

通
信
制

１
．
２
５

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
１
４
６

２
級
地

１
．
１
１
８

３
級
地

１
．
１
１
０

４
級
地

１
．
０
８
８

５
級
地

１
．
０
７
６

６
級
地

１
．
０
４
２

７
級
地

１
．
０
２
１

無
級
地

０
．
９
９
７

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
１
１

３
級
地

０
．
０
１
４

２
級
地

０
．
０
１
４

１
級
地

０
．
０
１
６

無
級
地

０
．
０
０
０
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生徒数
種
別
補
正

区分

全日制

定
時
制

別
科
・
専
攻
科

独
立
校

併
設
校

指
定
都
市
立

そ
の
他
の
市

町
村
立

指
定
都
市
立

そ
の
他
の

市
町
村
立

職
業
科

そ
の

他

普通科等

１．００

２
．
０
７

１
．
７
１

１
．
６
０

１
．
４
０

―
―

商業科等

１．１２

２
．
０
８

１
．
７
２

１
．
６
９

１
．
４
９

―
―

衛生看護科等

２．４８

３
．
４
４

３
．
２
４

２
．
８
２

２
．
６
２

―
―

農業に関する学科

２．５８

３
．
７
６

３
．
３
７

２
．
７
７

２
．
５
５

―
―

工業に関する学科及び情報に関する学科

２．１７

３
．
６
５

３
．
２
８

２
．
７
７

２
．
５
７

―
―

水産に関する学科

６．６５

―
―

―
―

―
―

別科・専攻科

―
―

―
―

―

４
．
０
３

１
．

１
２

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
１
３

２
級
地

１
．
０
１
０

３
級
地

１
．
０
０
９

４
級
地

１
．
０
０
８

５
級
地

１
．
０
０
６

６
級
地

１
．
０
０
４

７
級
地

１
．
０
０
２

無
級
地

１
．
０
０
０

寒
冷
補
正

給
与
差

寒
冷
度

積
雪
度

４
級
地

０
．
０
０
２

０
．
２
４
２

０
．
３
１
１

３
級
地

０
．
０
０
２

０
．
１
６
０

０
．
１
４
１

２
級
地

０
．
０
０
２

０
．
１
０
７

０
．
０
５
７

１
級
地

０
．
０
０
２

０
．
０
６
４

０
．
０
２
８

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

４　その他の教育費
人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
２

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
７
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
１
４
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同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
２

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
７

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
４
４

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
４
３

密
度
補
正
Ⅰ

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

４
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
０

同
上
１
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
５

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
１
９

同
上
３
５
０
人
を
超
え
４
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
１
８

同
上
４
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
３
０

密
度
補
正
Ⅳ

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

４
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
６

同
上
１
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
１

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
０

同
上
３
５
０
人
を
超
え
４
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
２

同
上
４
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
０
７

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

特
別
区

０
．
０
０
０
４
０
０

０
．
３
４
４
０

指
定
都
市

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
３
７
０
０

９
種
地

０
．
０
０
０
２
２
０

０
．
５
６
０
０

８
種
地

０
．
０
０
０
２
４
０

０
．
５
４
２
０

７
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
２
３
０

０
．
５
５
０
５

中
核
市

０
．
０
０
０
２
２
０

０
．
５
４
０
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
２
１
０

０
．
５
２
３
５

６
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
６
３
０

０
．
２
５
０
５

中
核
市

０
．
０
０
０
６
２
０

０
．
２
４
０
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
６
０
０

０
．
２
３
１
０

５
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
４
９
０

０
．
３
２
４
５

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
４
７
０

０
．
３
１
５
５

４
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
８
１
０

０
．
１
４
８
５

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
７
８
０

０
．
１
４
５
０

３
種
地

０
．
０
０
０
１
７
０

０
．
４
１
９
５

２
種
地

０
．
０
０
０
３
０
０

０
．
３
７
４
０

１
種
地

０
．
０
０
０
２
４
０

０
．
３
８
６
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
２
２
０

０
．
４
４
７
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
４
４
４
０

９
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
７
４
０

－

０
．
０
４
７
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
７
２
０

－

０
．
０
５
０
０

８
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
７
４
０

－

０
．
０
４
７
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
７
２
０

－

０
．
０
５
０
０

７
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
７
８
０

－

０
．
０
８
１
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
７
４
０

－

０
．
０
６
７
０

６
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
３
２
０

０
．
２
８
７
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
３
２
０

０
．
２
６
９
０

５
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
２
８
０

０
．
３
１
７
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
２
６
０

０
．
３
１
４
０

４
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
２
１
９
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
４
１
０

０
．
２
０
９
０

３
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
４
０
０

０
．
２
３
１
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
３
９
０

０
．
２
２
１
０

２
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
３
９
３

０
．
２
３
４
５

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
３
８
０

０
．
２
２
６
０

１
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
１
２
０

０
．
３
３
０
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
１
４

０
．
３
１
９
１

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

指
定
都
市

中
核
市

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

０
．
６
１
６

０
．
６
０
０

０
．
５
８
０

２
級
地

０
．
６
０
０

０
．
５
８
５

０
．
５
６
５

３
級
地

０
．
５
９
６

０
．
５
８
１

０
．
５
６
１

４
級
地

０
．
５
８
４

０
．
５
６
９

０
．
５
５
０

５
級
地

０
．
５
７
７

０
．
５
６
２

０
．
５
４
３

６
級
地

０
．
５
５
９

０
．
５
４
４

０
．
５
２
６

７
級
地

０
．
５
４
７

０
．
５
３
３

０
．
５
１
５

無
級
地

０
．
５
３
３

０
．
５
２
０

０
．
５
０
２

普
通
態
容
補
正
Ⅱ
（
給
与
差
等
）

小
学
校

中
学
校

特
別
支
援
学

校

１
級
地

１
．
１
４
６

１
．
１
４
５

１
．
１
４
７

２
級
地

１
．
１
１
８

１
．
１
１
７

１
．
１
１
９

３
級
地

１
．
１
１
０

１
．
１
０
９

１
．
１
１
０

４
級
地

１
．
０
８
８

１
．
０
８
８

１
．
０
８
９

５
級
地

１
．
０
７
６

１
．
０
７
５

１
．
０
７
６

６
級
地

１
．
０
４
２

１
．
０
４
１

１
．
０
４
２

７
級
地

１
．
０
２
１

１
．
０
２
１

１
．
０
２
１

無
級
地

０
．
９
９
７

０
．
９
９
７

０
．
９
９
７

四　厚
１　生活保
市部人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の
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生費
護費

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
９

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
７

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
８

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
８

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
０
３

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
１

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
７

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
６

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
２
３

密
度
補
正

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

１
．
０
３
５

９
種
地

１
．
０
２
８

８
種
地

１
．
０
２
１

７
種
地

１
．
０
１
３

６
種
地

０
．
９
８
９

５
種
地

０
．
９
６
０

４
種
地

０
．
９
２
１

３
種
地

０
．
９
０
４

２
種
地

０
．
８
９
６

１
種
地

０
．
８
９
１

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

１
．
０
２
７

９
種
地

１
．
０
１
６

８
種
地

０
．
９
９
５

７
種
地

０
．
９
４
５

６
種
地

０
．
９
２
１

５
種
地

０
．
９
１
７

４
種
地

０
．
９
０
２

３
種
地

０
．
８
８
８

２
種
地

０
．
８
８
５

１
種
地

０
．
８
８
５

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

指
定
都
市

中
核
市

特
別
区
及
び

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

１
．
０
３
３

１
．
０
３
３

１
．
０
３
１

２
級
地

１
．
０
２
７

１
．
０
２
７

１
．
０
２
５

３
級
地

１
．
０
２
５

１
．
０
２
５

１
．
０
２
３

４
級
地

１
．
０
２
０

１
．
０
２
０

１
．
０
１
８

５
級
地

１
．
０
１
８

１
．
０
１
８

１
．
０
１
６

６
級
地

１
．
０
１
１

１
．
０
１
１

１
．
０
０
９

７
級
地

１
．
０
０
６

１
．
０
０
６

１
．
０
０
４

無
級
地

１
．
０
０
１

１
．
０
０
１

０
．
９
９
９

寒
冷
補
正
Ⅰ
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
２

３
級
地

０
．
０
０
３

２
級
地

０
．
０
０
３

１
級
地

０
．
０
０
４

無
級
地

０
．
０
０
０

寒
冷
補
正
Ⅱ
（
寒
冷
度
）

１
区

０
．
０
１
６

２
区

０
．
０
１
０

３
区

０
．
０
０
７

４
区

０
．
０
０
６

５
区

０
．
０
０
２

６
区

０
．
０
０
０

２　社会福祉費
人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
２

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
０

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
０
３

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
２

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
４

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
２

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
０
２

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

そ
の
他
の
町
村

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
０
０
０

１
．
１
２

２
０

―
―

特
別
区

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
６

８
０

―
―

９
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

１
．
１
２

２
０

―
―
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８
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

１
．
１
２

２
０

―
―

７
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
０
４
０

１
．
０
８

８
０

―
―

中
核
市

０
．
０
０
０
０
３
０

０
．
９
６

６
５

―
―

児
相
中
核
市

０
．
０
０
０
０
３
０

１
．
０
９

１
５

―
―

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
０
３
０

０
．
９
４

２
５

０
．
０
０
０
０

３
０

０．８６１５

６
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
０
８
０

１
．
０
５

８
０

―
―

中
核
市

０
．
０
０
０
０
７
０

０
．
９
３

６
５

―
―

児
相
中
核
市

０
．
０
０
０
０
８
０

１
．
０
５

４
０

―
―

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
０
７
０

０
．
９
１

２
５

０
．
０
０
０
０

６
０

０．８３９０

５
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
０
３
０

０
．
９
６

２
５

―
―

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
０
３
０

０
．
９
３

８
５

０
．
０
０
０
０

３
０

０．８５８５

４
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
０
５
０

０
．
９
５

１
５

―
―

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
０
５
０

０
．
９
２

７
５

０
．
０
０
０
０

５
０

０．８４７５

３
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
５

０
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８７

００

２
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
５

０
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８７００

１
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
５

０
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８７００

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
８

６
０

―
―

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
６

２
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８８１０

９
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
８

６
０

―
―

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
６

２
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８８１０

８
種
地

０
．
０
０
０
０
６
０

０
．
９
０

８
０

０
．
０
０
０
０

６
０

０．８２７０

７
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
５

９
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８７８０

６
種
地

０
．
０
０
０
０
４
０

０
．
９
２

７
０

０
．
０
０
０
０

２
０

０．８
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６２０

５
種
地

０
．
０
０
０
０
４
０

０
．
９
２

７
０

０
．
０
０
０
０

４
０

０．８４７０

４
種
地

０
．
０
０
０
０
５
０

０
．
９
２

０
０

０
．
０
０
０
０

５
０

０．８４００

３
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
５

０
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８７００

２
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
５

０
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８７００

１
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
９
５

０
０

０
．
０
０
０
０

０
０

０．８７００

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

指
定
都
市

中
核
市

児
童
相
談
所
設

置
市

特
別
区
、
市

及
び
福
祉
事

務
所
設
置
町

村

そ
の
他
の

町
村

１
級
地

０
．
０
６
７

０
．
０
５
９

０
．
０
６
７

０
．
０
５
８

０
．
０
５

３

２
級
地

０
．
０
６
５

０
．
０
５
７

０
．
０
６
５

０
．
０
５
６

０
．
０
５

１

３
級
地

０
．
０
６
５

０
．
０
５
７

０
．
０
６
５

０
．
０
５
６

０
．
０
５

１

４
級
地

０
．
０
６
４

０
．
０
５
６

０
．
０
６
３

０
．
０
５
５

０
．
０
５

０

５
級
地

０
．
０
６
３

０
．
０
５
５

０
．
０
６
２

０
．
０
５
４

０
．
０
４

９

６
級
地

０
．
０
６
０

０
．
０
５
３

０
．
０
６
０

０
．
０
５
２

０
．
０
４

８

７
級
地

０
．
０
５
９

０
．
０
５
２

０
．
０
５
９

０
．
０
５
１

０
．
０
４

７

無
級
地

０
．
０
５
８

０
．
０
５
１

０
．
０
５
８

０
．
０
５
０

０
．
０
４

６

３　保健衛生費
人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
８

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
７

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
７

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
７

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
０
６

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
８

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
４

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
０

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
２
８

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

指
定
都
市
、
特
別
区
、
中
核
市
及

び
保
健
所
設
置
市

そ
の
他
の
市
町
村

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

特
別
区

０
．
０
０
０
８
６
０

０
．
４
３

１
０

―
―

指
定
都
市

０
．
０
０
１
１
２
０

０
．
５
４

２
０

―
―

９
種
地

０
．
０
０
０
６
４
０

０
．
９
９

８
０

―
―

８
種
地

０
．
０
０
０
６
２
０

１
．
０
１

６
０

―
―

７
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
７
８
０

０
．
８
８

０
０

０
．
０
０
０
４

９
０

０．５５５５
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中
核
市

０
．
０
０
０
６
１
０

０
．
６
９

１
５

―
―

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
６
０
０

０
．
６
８

８
０

―
―

６
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
５
７
０

１
．
０
３

７
５

０
．
０
０
０
３

６
０

０．６５３０

中
核
市

０
．
０
０
０
４
５
０

０
．
８
１

１
５

―
―

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
４
４
０

０
．
８
０

８
０

―
―

５
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
４
１
０

０
．
８
３

７
５

０
．
０
０
０
３

３
０

０．６７２５

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
４
１
０

０
．
８
２

７
５

―
―

４
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
２
６
０

０
．
９
２

０
０

０
．
０
０
０
２

１
０

０．７３８５

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
２
６
０

０
．
９
１

０
０

―
―

３
種
地

０
．
０
０
０
１
８
０

０
．
９
４

６
０

０
．
０
０
０
１

５
０

０．７６５５

２
種
地

０
．
０
０
０
１
０
７

０
．
９
７

１
６

０
．
０
０
０
０

８
７

０．７８７６

１
種
地

０
．
０
０
０
１
３
０

０
．
９
６

７
０

０
．
０
０
０
１

０
０

０．７８

５０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
４
８
０

０
．
６
７

２
０

０
．
０
０
０
３

８
０

０．５４５０

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
４
８
０

０
．
６
６

１
０

―
―

９
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
３
８
０

０
．
７
６

７
０

０
．
０
０
０
３

０
０

０．６２１０

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
３
６
０

０
．
７
７

５
０

―
―

８
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
７
３

１
０

０
．
０
０
０
３

４
０

０．５８５０

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
７
２

１
０

―
―

７
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
７
３

１
０

０
．
０
０
０
３

４
０

０．５８５０

保
健
所
設
置
市

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
７
２

１
０

―
―

６
種
地

０
．
０
０
０
２
８
０

０
．
８
３

３
０

０
．
０
０
０
２

２
０

０．６８１０

５
種
地

０
．
０
０
０
３
２
０

０
．
８
０

３
０

０
．
０
０
０
２

６
０

０．６５
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１０

４
種
地

０
．
０
０
０
２
７
０

０
．
８
３

８
０

０
．
０
０
０
２

２
０

０．６７９０

３
種
地

０
．
０
０
０
１
７
０

０
．
８
９

８
０

０
．
０
０
０
１

４
０

０．７２７０

２
種
地

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
８
８

３
０

０
．
０
０
０
１

６
０

０．７１７０

１
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
８
９

７
０

０
．
０
０
０
１

３
１

０．７２７１

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

指
定
都
市

中
核
市

保
健
所
設
置

市

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

０
．
３
０
５

０
．
２
３
９

０
．
２
３
７

０
．
１
９
２

２
級
地

０
．
２
９
７

０
．
２
３
３

０
．
２
３
１

０
．
１
８
７

３
級
地

０
．
２
９
５

０
．
２
３
２

０
．
２
２
９

０
．
１
８
６

４
級
地

０
．
２
８
９

０
．
２
２
７

０
．
２
２
４

０
．
１
８
２

５
級
地

０
．
２
８
６

０
．
２
２
４

０
．
２
２
２

０
．
１
８
０

６
級
地

０
．
２
７
６

０
．
２
１
７

０
．
２
１
５

０
．
１
７
４

７
級
地

０
．
２
７
１

０
．
２
１
３

０
．
２
１
１

０
．
１
７
１

無
級
地

０
．
２
６
３

０
．
２
０
７

０
．
２
０
５

０
．
１
６
６

経
常
態
容
補
正
Ⅱ

１
　
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率

Ａ

Ｂ

４
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

１
．
１
０

２
，
２
４
０

４
，
０
０
０
人
を
超
え
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
４

５
，
２
８
０

８
，
０
０
０
人
を
超
え
１
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
７

６
，
６
４
０

１
２
，
０
０
０
人
を
超
え
２
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
９

６
，
４
０
０

２
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
１

６
，
０
０
０

３
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
０

１
２
，
３
０

０

２
　
本
庁
か
ら
の
距
離
段
階
に
よ
る
補
正
率

Ａ

Ｂ

１
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
０
０

０
０

１
．
０
０

１
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
２
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
３
０

７
５

０
．
５
１

２
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
３
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
５
３

０
０

－

０
．
０
３

３
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
４
８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
０
２

１
９

１
．
６
０

４
８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
数

０
．
０
１
１

０
０

１
．
１
８

４　高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
３
１
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

３
１
，
０
０
０
人

１
．
０
０

３
１
，
０
０
０
人
を
超
え
７
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
４

７
８
，
０
０
０
人
を
超
え
１
３
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
４

１
３
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
２
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
５

３
２
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
８
３

測
定
単
位
の
数
値
が
３
１
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

３
１
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
２
１
，
４
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
２

同
上
２
１
，
４
０
０
人
を
超
え
２
４
，
７
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
７

同
上
２
４
，
７
０
０
人
を
超
え
２
７
，
３
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
２

同
上
２
７
，
３
０
０
人
を
超
え
２
８
，
４
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
６

同
上
２
８
，
４
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
０
４

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

指
定
都
市

中
核
市

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
２
８
０

０
．
７
５
２
０

０
．
０
０
０

２
８
０

０
．
７
５
２

０

９
種
地

０
．
０
０
０
２
８
０

０
．
７
５
２
０

０
．
０
０
０

２
８
０

０
．
７
５
２

０

８
種
地

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
８
２
４
０

０
．
０
０
０

２
０
０

０
．
８
２
４

０

７
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
８
５
８
０

０
．
０
０
０

１
６
０

０
．
８
５
８

０
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６
種
地

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
８
６
５
５

０
．
０
０
０

１
５
０

０
．
８
６
５

５

５
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
７
２
０

０
．
０
０
０

１
４
０

０
．
８
７
２

０

４
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
７
２
０

０
．
０
０
０

１
４
０

０
．
８
７
２

０

３
種
地

０
．
０
０
０
０
４
０

０
．
９
１
７
０

０
．
０
０
０

０
４
０

０
．
９
１
７

０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
５
３

０
．
８
７
７
４

０
．
０
０
０

１
５
３

０
．
８
７
７

４

１
種
地

０
．
０
０
０
１
２
０

０
．
８
８
４
０

０
．
０
０
０

１
２
０

０
．
８
８
４

０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
５
８
０

０
．
４
１
９
０

０
．
０
０
０

５
８
０

０
．
４
１
９

０

９
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
３
７
０

０
．
０
０
０

１
４
０

０
．
８
３
７

０

８
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
８
１
９
０

０
．
０
０
０

１
６
０

０
．
８
１
９

０

７
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
８
１
９
０

０
．
０
０
０

１
６
０

０
．
８
１
９

０

６
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
３
５
０

０
．
０
０
０

１
４
０

０
．
８
３
５

０

５
種
地

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
８
６
５
０

０
．
０
０
０

１
０
０

０
．
８
６
５

０

４
種
地

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
８
６
５
０

０
．
０
０
０

１
０
０

０
．
８
６
５

０

３
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
８
７
７
０

０
．
０
０
０

０
８
０

０
．
８
７
７

０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
３
３

０
．
８
５
０
５

０
．
０
０
０

１
３
３

０
．
８
５
０

５

１
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
８
６
９
０

０
．
０
０
０

０
８
０

０
．
８
６
９

０

指
定
都
市
・
中
核
市
以
外
の
市
町
村
及
び
特
別
区

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
２
８
０

０
．
７
２
１
０

９
種
地

０
．
０
０
０
２
６
０

０
．
７
４
０
０

８
種
地

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
７
９
４
０

７
種
地

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
８
３
６
５

６
種
地

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
８
３
６
５

５
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
４
３
０

４
種
地

０
．
０
０
０
１
３
０

０
．
８
４
８
５

３
種
地

０
．
０
０
０
０
４
０

０
．
８
８
９
０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
４
７

０
．
８
５
１
６

１
種
地

０
．
０
０
０
１
２
０

０
．
８
５
７
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
５
６
０

０
．
４
０
９
０

９
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
０
８
０

８
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
７
９
０
０

７
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
０
７
０

６
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
８
０
７
０

５
種
地

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
８
３
７
０

４
種
地

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
８
３
７
０

３
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
８
４
９
０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
２
７

０
．
８
２
５
６

１
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
８
４
２
０

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

指
定
都
市

中
核
市

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

０
．
１
１
０

０
．
１
１
０

０
．
１
０
７

２
級
地

０
．
１
０
７

０
．
１
０
７

０
．
１
０
４

３
級
地

０
．
１
０
７

０
．
１
０
７

０
．
１
０
４

４
級
地

０
．
１
０
４

０
．
１
０
４

０
．
１
０
１

５
級
地

０
．
１
０
３

０
．
１
０
３

０
．
１
０
０

６
級
地

０
．
１
０
０

０
．
１
０
０

０
．
０
９
７

７
級
地

０
．
０
９
８

０
．
０
９
８

０
．
０
９
５

無
級
地

０
．
０
９
６

０
．
０
９
６

０
．
０
９
３

５　清掃費
人口
密
度
補
正
Ⅰ

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

４
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
９

同
上
１
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
９

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
２

同
上
３
５
０
人
を
超
え
４
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
１

同
上
４
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
１
２

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

ａ

０
．
０
０
５
１
６
０

－

３
．
５
７
０
０

ｂ

０
．
０
０
５
１
６
０

－

３
．
５
７
０
０

９
種
地

０
．
０
０
０
９
０
０

０
．
４
７
７
０

８
種
地

０
．
０
０
０
９
８
０

０
．
４
０
５
０

７
種
地

０
．
０
０
０
８
１
０

０
．
５
４
９
５

６
種
地

０
．
０
０
１
８
６
０

－

０
．
２
３
８
０

５
種
地

０
．
０
０
１
９
９
０

－

０
．
３
２
２
５

４
種
地

０
．
０
０
０
８
５
０

０
．
３
０
４
５
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３
種
地

０
．
０
０
０
２
９
０

０
．
５
５
６
５

２
種
地

０
．
０
０
０
５
０
７

０
．
４
８
０
６

１
種
地

０
．
０
０
０
５
８
０

０
．
４
６
６
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
４
８
０

０
．
８
２
８
０

９
種
地

０
．
０
０
２
５
６
０

－

１
．
１
４
８
０

８
種
地

０
．
０
０
２
０
６
０

－

０
．
６
９
８
０

７
種
地

０
．
０
０
１
９
８
０

－

０
．
６
３
０
０

６
種
地

０
．
０
０
２
２
４
０

－

０
．
８
３
８
０

５
種
地

０
．
０
０
０
８
８
０

０
．
１
８
２
０

４
種
地

０
．
０
０
１
５
０
０

－

０
．
２
５
２
０

３
種
地

０
．
０
０
０
５
５
０

０
．
３
１
８
０

２
種
地

０
．
０
０
０
９
６
７

０
．
１
０
９
６

１
種
地

０
．
０
０
０
４
６
９

０
．
２
８
３
９

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

０
．
２
０
６

五　産業経済費
１　農業行政費
農家数
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
２
，
５
０
０
戸
以
上
の
も
の

２
，
５
０
０
戸

１
．
０
０

２
，
５
０
０
戸
を
超
え
３
，
５
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
７
６

３
，
５
０
０
戸
を
超
え
５
，
０
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
８
３

５
，
０
０
０
戸
を
超
え
６
，
５
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
７
０

６
，
５
０
０
戸
を
超
え
る
数

０
．
７
８

測
定
単
位
の
数
値
が
２
，
５
０
０
戸
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

２
，
５
０
０
戸
に
満
た
な
い
数
が
１
，
１
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
１
０

同
上
１
，
１
０
０
戸
を
超
え
１
，
６
０
０
戸
ま
で
の
数

０
．
３
８

同
上
１
，
６
０
０
戸
を
超
え
２
，
０
５
０
戸
ま
で
の
数

－

０
．
１
０

同
上
２
，
０
５
０
戸
を
超
え
る
数

－

０
．
４
３

普
通
態
容
補
正
Ⅰ
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
８
３

２
級
地

１
．
０
６
７

３
級
地

１
．
０
６
２

４
級
地

１
．
０
５
０

５
級
地

１
．
０
４
３

６
級
地

１
．
０
２
４

７
級
地

１
．
０
１
２

無
級
地

０
．
９
９
８

普
通
態
容
補
正
Ⅱ

５
級
地

１
．
３
８

４
級
地

１
．
３
０

３
級
地

１
．
１
２

２
級
地

１
．
０
９

１
級
地

１
．
０
６

無
級
地

１
．
０
０

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
７

３
級
地

０
．
０
０
８

２
級
地

０
．
０
０
８

１
級
地

０
．
０
１
０

無
級
地

０
．
０
０
０

２　林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
普
通
態
容
補
正
Ⅰ

１
級
地

１
．
０
１
７

２
級
地

１
．
０
１
３

３
級
地

１
．
０
１
２

４
級
地

１
．
０
１
０

５
級
地

１
．
０
０
９

６
級
地

１
．
０
０
５

７
級
地

１
．
０
０
３

無
級
地

１
．
０
０
０

普
通
態
容
補
正
Ⅱ

５
級
地

１
．
６
０

４
級
地

１
．
４
８

３
級
地

１
．
３
６

２
級
地

１
．
２
４

１
級
地

１
．
１
２

無
級
地

１
．
０
０

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
１

３
級
地

０
．
０
０
２

２
級
地

０
．
０
０
２

１
級
地

０
．
０
０
２

無
級
地

０
．
０
０
０

３　商工行政費
人口
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
４

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
０
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４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
７
５

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
１
８

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
５

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
５

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
９

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
４
３

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

中
小
企
業
支
援
市

計
量
市

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
４
４
６
０

－

２
．
９
８
１
０

０
．
０
０
４

２
２
０

－

２
．
８
２

０
０

９
種
地

０
．
０
０
４
０
４
０

－

２
．
５
８
２
０

０
．
０
０
３

８
２
０

－

２
．
４
４

０
０

８
種
地

０
．
０
０
４
０
２
０

－

２
．
５
６
４
０

０
．
０
０
３

８
２
０

－

２
．
４
４

０
０

７
種
地

０
．
０
０
０
４
２
０

０
．
４
９
６
０

０
．
０
０
０

３
９
０

０
．
４
７
５

５

６
種
地

０
．
０
０
０
８
６
０

０
．
１
６
６
０

０
．
０
０
０

８
１
０

０
．
１
６
０

５

５
種
地

０
．
０
０
０
５
６
０

０
．
３
６
１
０

０
．
０
０
０

５
３
０

０
．
３
４
２

５

４
種
地

０
．
０
０
０
６
５
０

０
．
３
１
１
５

０
．
０
０
０

６
２
０

０
．
２
９
３

０

３
種
地

０
．
０
０
０
２
４
０

０
．
４
９
６
０

０
．
０
０
０

２
２
０

０
．
４
７
３

０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
５
２
４
０

０
．
０
０
０

１
６
０

０
．
４
９
４

０

１
種
地

０
．
０
０
０
２
２
０

０
．
５
１
２
０

０
．
０
０
０

２
１
０

０
．
４
８
４

０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
０
４
０

０
．
０
０
０

０
０
０

０
．
５
７
２

０

９
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
０
４
０

０
．
０
０
０

０
０
０

０
．
５
７
２

０

８
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
０
４
０

０
．
０
０
０

０
０
０

０
．
５
７
２

０

７
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
０
４
０

０
．
０
０
０

０
０
０

０
．
５
７
２

０

６
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
６
０
４
０

０
．
０
０
０

０
０
０

０
．
５
７
２

０

５
種
地

０
．
０
０
０
０
２
０

０
．
５
８
９
０

０
．
０
０
０

０
２
０

０
．
５
５
７

０

４
種
地

０
．
０
０
０
３
０
０

０
．
３
９
３
０

０
．
０
０
０

２
８
０

０
．
３
７
５

０

３
種
地

０
．
０
０
０
３
６
０

０
．
３
５
７
０

０
．
０
０
０

３
４
０

０
．
３
３
９

０

２
種
地

０
．
０
０
０
４
６
７

０
．
３
０
３
６

０
．
０
０
０

４
４
７

０
．
２
８
５

６

１
種
地

０
．
０
０
０
２
５
７

０
．
３
７
７
０

０
．
０
０
０

２
４
６

０
．
３
５
６

０

そ
の
他
の
市
町
村

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
３
８
２
０

－

２
．
５
５
４
０

９
種
地

０
．
０
０
３
４
６
０

－

２
．
２
１
２
０

８
種
地

０
．
０
０
３
４
４
０

－

２
．
１
９
４
０

７
種
地

０
．
０
０
０
３
６
０

０
．
４
２
４
０

６
種
地

０
．
０
０
０
７
３
０

０
．
１
４
６
５

５
種
地

０
．
０
０
０
４
８
０

０
．
３
０
９
０

４
種
地

０
．
０
０
０
５
６
０

０
．
２
６
５
０

３
種
地

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
４
２
７
０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
４
４
８
０

１
種
地

０
．
０
０
０
１
９
０

０
．
４
３
８
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
５
１
７
０

９
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
５
１
７
０

８
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
５
１
７
０

７
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
５
１
７
０

６
種
地

０
．
０
０
０
０
０
０

０
．
５
１
７
０

５
種
地

０
．
０
０
０
０
２
０

０
．
５
０
２
０

４
種
地

０
．
０
０
０
２
５
０

０
．
３
４
１
０

３
種
地

０
．
０
０
０
３
１
０

０
．
３
０
５
０

２
種
地

０
．
０
０
０
４
０
０

０
．
２
６
０
０

１
種
地

０
．
０
０
０
２
２
３

０
．
３
２
２
０

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

中
小
企
業
支
援
市

計
量
市

そ
の
他
の
市

町
村

１
級
地

０
．
６
４
９

０
．
６
１
５

０
．
５
５
６

２
級
地

０
．
６
３
３

０
．
５
９
９

０
．
５
４
２

３
級
地

０
．
６
２
８

０
．
５
９
５

０
．
５
３
８

４
級
地

０
．
６
１
６

０
．
５
８
３

０
．
５
２
７

５
級
地

０
．
６
０
９

０
．
５
７
６

０
．
５
２
１

６
級
地

０
．
５
８
９

０
．
５
５
７

０
．
５
０
４

７
級
地

０
．
５
７
７

０
．
５
４
６

０
．
４
９
４

無
級
地

０
．
５
６
３

０
．
５
３
３

０
．
４
８
２

六　総
１　徴
世帯数
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
４
４
，
０
０
０
世
帯
以
上
の
も
の
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務費
税費

４
４
，
０
０
０
世
帯

１
．
０
０

４
４
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
１
２
７
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
４
８

１
２
７
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
３
７
７
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
５
７

３
７
７
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
る
数

０
．
５
８

測
定
単
位
の
数
値
が
４
４
，
０
０
０
世
帯
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

４
４
，
０
０
０
世
帯
に
満
た
な
い
数
が
３
０
，
５
０
０
世
帯
ま
で
の

数

０
．
１
２

同
上
３
０
，
５
０
０
世
帯
を
超
え
４
０
，
９
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
１
３

同
上
４
０
，
９
０
０
世
帯
を
超
え
る
数

－

０
．
６
８

密
度
補
正

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

４
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
５
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
０

同
上
１
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
１

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
４

同
上
３
５
０
人
を
超
え
４
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
２
２

同
上
４
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
３
６

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
０
９
６

２
級
地

１
．
０
７
７

３
級
地

１
．
０
７
２

４
級
地

１
．
０
５
８

５
級
地

１
．
０
４
９

６
級
地

１
．
０
２
７

７
級
地

１
．
０
１
４

無
級
地

０
．
９
９
８

２　戸籍住民基本台帳費
戸籍数
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
４
１
，
０
０
０
籍
以
上
の
も
の

４
１
，
０
０
０
籍

１
．
０
０

４
１
，
０
０
０
籍
を
超
え
５
８
，
０
０
０
籍
ま
で
の
数

０
．
８
４

５
８
，
０
０
０
籍
を
超
え
１
１
９
，
０
０
０
籍
ま
で
の
数

０
．
８
３

１
１
９
，
０
０
０
籍
を
超
え
３
５
７
，
０
０
０
籍
ま
で
の
数

０
．
７
２

３
５
７
，
０
０
０
籍
を
超
え
る
数

０
．
７
７

測
定
単
位
の
数
値
が
４
１
，
０
０
０
籍
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

４
１
，
０
０
０
籍
に
満
た
な
い
数
が
１
７
，
２
０
０
籍
ま
で
の
数

０
．
１
０

同
上
１
７
，
２
０
０
籍
を
超
え
２
９
，
１
０
０
籍
ま
で
の
数

－

０
．
０
３

同
上
２
９
，
１
０
０
籍
を
超
え
３
５
，
２
０
０
籍
ま
で
の
数

０
．
０
１

同
上
３
５
，
２
０
０
籍
を
超
え
３
７
，
４
０
０
籍
ま
で
の
数

－

０
．
０
３

同
上
３
７
，
４
０
０
籍
を
超
え
る
数

－

０
．
２
８

密
度
補
正

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
０
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

４
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
１

同
上
１
０
０
人
を
超
え
２
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
４

同
上
２
０
０
人
を
超
え
２
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
１

同
上
２
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
４

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
１
０

同
上
３
５
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
１
４

普
通
態
容
補
正
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
１
３
０

２
級
地

１
．
１
０
５

３
級
地

１
．
０
９
８

４
級
地

１
．
０
７
９

５
級
地

１
．
０
６
７

６
級
地

１
．
０
３
７

７
級
地

１
．
０
１
９

無
級
地

０
．
９
９
７

世帯数
段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
４
４
，
０
０
０
世
帯
以
上
の
も
の

４
４
，
０
０
０
世
帯

１
．
０
０

４
４
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
６
３
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
６
４

６
３
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
１
２
７
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
７
４

１
２
７
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
３
７
７
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
６
４

３
７
７
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
る
数

０
．
５
９

測
定
単
位
の
数
値
が
４
４
，
０
０
０
世
帯
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

４
４
，
０
０
０
世
帯
に
満
た
な
い
数
が
１
９
，
０
０
０
世
帯
ま
で
の

数

０
．
２
７

同
上
１
９
，
０
０
０
世
帯
を
超
え
３
０
，
５
０
０
世
帯
ま
で
の
数

０
．
２
３

同
上
３
０
，
５
０
０
世
帯
を
超
え
３
８
，
９
０
０
世
帯
ま
で
の
数

－

０
．
３
４

同
上
３
８
，
９
０
０
世
帯
を
超
え
４
０
，
９
０
０
世
帯
ま
で
の
数

－

０
．
３
３

同
上
４
０
，
９
０
０
世
帯
を
超
え
る
数

－

０
．
６
７

密
度
補
正

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
０
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０
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４
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
３

同
上
１
０
０
人
を
超
え
２
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
４

同
上
２
０
０
人
を
超
え
２
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
１

同
上
２
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
７

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
１
１

同
上
３
５
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
１
３

普
通
態
容
補
正

１
級
地

１
．
１
０
６

２
級
地

１
．
０
８
６

３
級
地

１
．
０
７
９

４
級
地

１
．
０
６
４

５
級
地

１
．
０
５
５

６
級
地

１
．
０
３
０

７
級
地

１
．
０
１
５

無
級
地

０
．
９
９
８

３　地域振興費
人口
段
階
補
正
Ⅰ

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
５

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
６

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
２

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
２

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
１
１

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
４

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
７

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
５

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
４
５

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

１
．
６
７

段
階
補
正
Ⅱ

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
４

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
４

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
９

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
３
４

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
２
２

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
４

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
４

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
２

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
４
７

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

０
．
８
７

段
階
補
正
Ⅲ

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
４

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
１

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
１

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
４
０

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
４

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
４
５

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
０
３

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
９
３

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

３
．
５
４

密
度
補
正
Ⅱ

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
以
上
の
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
人
口
密
度
が
４
５
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
密
度

１
．
０
０

４
５
０
人
に
満
た
な
い
数
が
１
５
０
人
ま
で
の
数

４
．
４
８

同
上
１
５
０
人
を
超
え
３
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
１

同
上
３
０
０
人
を
超
え
３
５
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
５
８

同
上
３
５
０
人
を
超
え
４
０
０
人
ま
で
の
数

－

７
．
３
５

同
上
４
０
０
人
を
超
え
る
数

－

７
．
３
４

普
通
態
容
補
正
Ⅰ
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

ａ

０
．
０
３
９
４
８
０

－

１
８
．
３
０
３

０

ｂ

０
．
０
６
２
１
２
０

－

５
０
．
０
２
６

０

９
種
地

０
．
０
２
７
０
８
０

－

１
６
．
７
３
８

０

８
種
地

０
．
０
１
４
２
０
０

－

５
．
１
４
６
０

７
種
地

ａ

０
．
０
１
３
３
３
０

－

４
．
４
０
６
５

ｂ

０
．
０
０
６
４
１
０

－

２
．
９
１
８
５

６
種
地

ａ

０
．
０
１
６
５
５
０

－

６
．
８
２
１
５

ｂ

０
．
０
０
５
９
０
０

－

２
．
５
３
６
０

５
種
地

０
．
０
０
６
７
４
０

－

３
．
０
８
２
０

４
種
地

０
．
０
０
６
２
５
０

－

２
．
８
１
２
５

３
種
地

０
．
０
０
１
９
７
０

－

０
．
８
８
６
５
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２
種
地

０
．
０
０
２
０
２
７

－

０
．
９
０
６
４

１
種
地

０
．
０
０
１
９
９
０

－

０
．
８
９
９
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
４
０
０
０

－

２
．
８
８
２
０

９
種
地

０
．
０
０
３
８
２
０

－

２
．
７
１
１
０

８
種
地

０
．
０
０
１
９
２
０

－

１
．
０
０
１
０

７
種
地

０
．
０
０
３
０
６
０

－

１
．
９
７
０
０

６
種
地

０
．
０
０
３
１
４
０

－

２
．
０
３
４
０

５
種
地

０
．
０
０
１
４
８
０

－

０
．
７
８
９
０

４
種
地

０
．
０
０
３
８
７
０

－

２
．
４
６
２
０

３
種
地

０
．
０
０
２
５
６
０

－

１
．
６
７
６
０

２
種
地

０
．
０
０
２
９
２
０

－

１
．
８
５
６
０

１
種
地

０
．
０
０
１
６
１
７

－

１
．
４
０
０
０

普
通
態
容
補
正
Ⅰ
（
給
与
差
等
）

１
級
地

１
．
７
４
３

２
級
地

１
．
４
０
８

３
級
地

１
．
３
０
４

４
級
地

１
．
０
５
０

５
級
地

０
．
９
０
０

６
級
地

０
．
４
９
６

７
級
地

０
．
２
５
４

無
級
地

－

０
．
０
３
５

普
通
態
容
補
正
Ⅱ

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
０
４
０
０

－

０
．
１
０
６
０

９
種
地

０
．
０
０
０
２
４
０

０
．
０
４
６
０

８
種
地

０
．
０
０
０
３
２
０

－

０
．
０
２
６
０

７
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
１
９
０

０
．
０
８
４
５

中
核
市

０
．
０
０
０
１
７
０

０
．
０
９
５
５

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
１
８
０

０
．
０
８
３
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
７
０

０
．
０
７
５
５

６
種
地

指
定
都
市

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
１
１
４
５

中
核
市

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
１
１
０
５

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
１
５
０

０
．
１
０
５
５

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
０
８
３
０

５
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
１
１
７
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
１
１
２
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
１
３
０

０
．
１
０
２
５

４
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
２
３
０

０
．
０
６
７
５

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
２
３
０

０
．
０
６
２
５

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
２
４
０

０
．
０
４
２
０

３
種
地

０
．
０
０
０
１
１
０

０
．
１
０
０
５

２
種
地

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
１
０
４
０

１
種
地

０
．
０
０
０
１
８
０

０
．
０
８
８
０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
３
０
０

－

０
．
０
５
２
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
３
０
０

－

０
．
０
５
７
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
３
０
０

－

０
．
０
７
３
０

９
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
３
２
０

－

０
．
０
７
１
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
３
４
０

－

０
．
０
９
５
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
３
２
０

－

０
．
０
９
２
０

８
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
０
３
７
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
１
８
０

０
．
０
４
９
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
２
０
０

０
．
０
１
６
０

７
種
地

中
核
市

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
１
３
９
０

施
行
時
特
例
市

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
１
３
４
０

そ
の
他
の
市
町
村

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
１
１
８
０

６
種
地

０
．
０
０
０
１
０
０

０
．
１
０
２
０

５
種
地

０
．
０
０
０
０
８
０

０
．
１
１
７
０

４
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０

０
．
０
６
１
０

３
種
地

０
．
０
０
０
１
４
０

０
．
０
７
３
０

２
種
地

０
．
０
０
０
１
３
３

０
．
０
７
６
５

１
種
地

０
．
０
０
０
２
４
６

０
．
０
３
７
０

普
通
態
容
補
正
Ⅲ

１
　
級
地
に
よ
る
補
正
率
　
ア

離
島
市
町
村

そ
の
他

６
級
地

１
６
．
８
４
３

３
．
７
３
９

５
級
地

１
４
．
１
１
８

２
．
９
１
１

４
級
地

１
１
．
２
８
３

２
．
０
６
４

３
級
地

８
．
４
９
２

１
．
２
２
５

２
級
地

６
．
４
８
０

０
．
６
１
５

１
級
地

５
．
７
２
９

０
．
３
８
２

備
考
　
「
離
島
市
町
村
」
と
は
当
該
市
町
村
の
全
域
又
は
当
該
市
町
村
役
場
の
所
在
地
が
都
道
府
県
庁
所
在

地
と
海
で
隔
て
ら
れ
た
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

２
　
人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数
０
．
０
２

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
２

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
０

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
９

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
９
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

１
．
５
９

同
上
９
８
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

－

４
．
９
６

３
　
級
地
に
よ
る
補
正
率
　
イ

離
島
市
町
村

そ
の
他

６
級
地

４
．
１
７
８

１
．
６
０
７

５
級
地

３
．
２
６
７

１
．
２
５
６

４
級
地

２
．
３
３
３

０
．
８
９
７

３
級
地

１
．
４
１
６

０
．
５
４
５
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２
級
地

０
．
６
９
０

０
．
２
６
６

１
級
地

０
．
３
８
５

０
．
１
４
８

経
常
態
容
補
正

１
　
合
併
関
係
市
町
村
の
人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率

Ａ

Ｂ

４
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
６

３
，
３
２
０

４
，
０
０
０
人
を
超
え
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
１

３
，
９
２
０

８
，
０
０
０
人
を
超
え
１
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
１

６
，
３
２
０

１
２
，
０
０
０
人
を
超
え
２
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
６

６
，
９
２
０

２
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
０

６
，
１
２
０

３
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
０
５

１
０
，
６
２
０

２
　
本
庁
か
ら
の
距
離
段
階
に
よ
る
補
正
率

Ａ

Ｂ

１
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
０
０
０
０

１
．
０
０

１
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
２
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
２
８
７
５

０
．
５
４

２
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
３
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
５
２
５
０

－

０
．
０
３

３
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
４
８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数

０
．
０
０
７
５
０

１
．
４
１

４
８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
数

０
．
０
２
１
２
５

０
．
７
６

寒
冷
補
正

給
与
差

寒
冷
度

積
雪
度

４
級
地

０
．
１
８
８

０
．
５
０
８

０
．
３
５
５

３
級
地

０
．
２
３
５

０
．
３
５
９

０
．
２
４
２

２
級
地

０
．
２
４
２

０
．
２
５
５

０
．
１
１
５

１
級
地

０
．
２
７
４

０
．
１
６
１

０
．
０
６
０

無
級
地

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

０
．
０
０
０

人
口
急
減
補
正

人
口
段
階
に
よ
る
補
正
率

Ａ

Ｂ

４
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

１
．
１
０

８
，
９
４
０

４
，
０
０
０
人
を
超
え
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

１
．
１
０

８
，
９
４
０

８
，
０
０
０
人
を
超
え
１
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

１
．
０
６

９
，
２
６
０

１
２
，
０
０
０
人
を
超
え
２
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
９

１
１
，
３
０
０

２
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

１
．
０
０

９
，
１
０
０

３
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
７

１
３
，
０
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
１

２
９
，
０
０
０

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
８

３
６
，
５
０
０

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
３

５
６
，
５
０
０

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
６
２

６
６
，
５
０
０

面積
種
別
補
正

田
畑

０
．
２
４

宅
地

１
．
０
０

森
林

０
．
１
４

そ
の
他

０
．
０
３

（
注
）
　
市
町
村
の
区
域
に
、
２
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が
る
湖
沼
、
池
又
は
潟
が
あ
る
場
合
で
、

当
該
湖
沼
、
池
又
は
潟
に
係
る
境
界
が
確
定
し
て
い
る
と
き
に
限
り
、
当
該
湖
沼
、
池
又
は
潟
の
面
積
を

当
該
団
体
の
そ
の
面
積
に
加
え
る
。

普
通
態
容
補
正
（
種
地
）

Ａ

Ｂ

Ⅰ
の
地
域

１
０
種
地

ａ

０
．
０
０
５
１
０
０－

４
．
１
７
８

０

ｂ

０
．
０
０
５
２
０
０－

４
．
２
８
０

０

９
種
地

０
．
０
０
４
１
４
０－

３
．
２
６
６

０

８
種
地

０
．
０
０
３
２
４
０－

２
．
４
５
６

０

７
種
地

０
．
０
０
０
９
６
０－

０
．
５
１
８

０

６
種
地

０
．
０
０
０
８
９
０－

０
．
４
６
５

５

５
種
地

０
．
０
０
０
７
２
０－

０
．
３
５
５

０

４
種
地

０
．
０
０
０
４
１
０－

０
．
１
８
４

５

３
種
地

０
．
０
０
０
３
２
０－

０
．
１
４
４

０

２
種
地

０
．
０
０
０
０
５
３－

０
．
０
５
０

６

１
種
地

０
．
０
０
０
０
５
０－

０
．
０
５
０

０

Ⅱ
の
地
域

１
０
種
地

０
．
０
０
１
９
４
０－

１
．
４
７
６

０

９
種
地

０
．
０
０
２
１
８
０－

１
．
７
０
４

０

８
種
地

０
．
０
０
１
８
８
０－

１
．
４
３
４

０

７
種
地

０
．
０
０
１
３
８
０－

１
．
０
０
９

０

６
種
地

０
．
０
０
１
４
６
０－

１
．
０
７
３

０

５
種
地

０
．
０
０
０
８
４
０－

０
．
６
０
８

０

４
種
地

０
．
０
０
０
１
８
０－

０
．
１
４
６

０

３
種
地

０
．
０
０
０
１
６
０－

０
．
１
３
４

０
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２
種
地

０
．
０
０
０
０
６
７－

０
．
０
８
７

５

１
種
地

０
．
０
０
０
０
５
１－

０
．
０
８
１

９

普
通
態
容
補
正
（
面
積
）

１
級
地

０
．
０
７
６

２
級
地

０
．
０
６
１

３
級
地

０
．
０
５
７

４
級
地

０
．
０
４
６

５
級
地

０
．
０
３
９

６
級
地

０
．
０
２
２

７
級
地

０
．
０
１
１

無
級
地

－

０
．
０
０
２

寒
冷
補
正
（
給
与
差
）

４
級
地

０
．
０
０
６

３
級
地

０
．
０
０
７

２
級
地

０
．
０
０
８

１
級
地

０
．
０
０
９

無
級
地

０
．
０
０
０

七
　

災
害

復
旧

費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可
種
別
補
正

公
共
災
害
復
旧
事
業
債

１
．
０
０

単
独
災
害
復
旧
事
業
債

０
．
５
０

地
盤
沈
下
等
対
策
事
業
債

０
．
６
０

緊
急
治
山
等
事
業
債

０
．
６
０

激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
債

０
．
６
０

特
殊
土
壌
対
策
事
業
債

０
．
６
０

鉱
害
復
旧
事
業
債

０
．
６
０

小
災
害
債

公
共
土
木
施
設
等
小
災
害
債

０
．
５
０

農
地
等
小
災
害
債

１
．
０
５

法
第
１
３
条
第
１
１
項
の
補
正

そ
の
団
体
の
指
数
が
１
０
０
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
指
数

１
．
０
０

そ
の
団
体
の
指
数
が
１
０
０
以
上
の
も
の

１
０
０

１
．
０
０

１
０
０
を
超
え
２
０
０
ま
で
の
数

１
．
０
３

２
０
０
を
超
え
３
０
０
ま
で
の
数

１
．
１
０

を得た地方債に係る元利償還金
３
０
０
を
超
え
４
０
０
ま
で
の
数

１
．
１
５

４
０
０
を
超
え
５
０
０
ま
で
の
数

１
．
２
０

５
０
０
を
超
え
７
０
０
ま
で
の
数

１
．
２
９

７
０
０
を
超
え
１
，
０
０
０
ま
で
の
数

１
．
４
１

１
，
０
０
０
を
超
え
１
，
５
０
０
ま
で
の
数

１
．
５
８

１
，
５
０
０
を
超
え
２
，
０
０
０
ま
で
の
数

１
．
７
６

２
，
０
０
０
を
超
え
２
，
５
０
０
ま
で
の
数

１
．
９
０

２
，
５
０
０
を
超
え
３
，
０
０
０
ま
で
の
数

１
．
９
８

３
，
０
０
０
を
超
え
３
，
５
０
０
ま
で
の
数

２
．
０
４

３
，
５
０
０
を
超
え
４
，
０
０
０
ま
で
の
数

２
．
０
８

４
，
０
０
０
を
超
え
５
，
０
０
０
ま
で
の
数

２
．
１
０

５
，
０
０
０
を
超
え
る
数

１
．
８
０

八
　

補
正

予
算

債
償

還
費

平成４年度から平成１０年度までの各年度にお
種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
４
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
５
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
３
）
　
平
成
６
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
４
）
　
平
成
７
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
５
）
　
平
成
８
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
６
）
　
平
成
９
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０

（
７
）
　
平
成
１
０
年
度
補
正
予
算
債

１
．
０
０
０
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いて国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金平成１
種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
６
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
１
６
年
度
市
町
村
９
５
．
０
％
分

１
．
９
０
０

６年度から令和４年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行につい
イ
　
平
成
１
６
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

１
．
２
０
０

ウ
　
平
成
１
６
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
１
７
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
１
７
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
３
９

（
イ
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
７
５
２

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
６
７

（
イ
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
６
２
７

（
３
）
　
平
成
１
８
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
１
８
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
２
１

（
イ
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
５
０
６
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て同意又は許可を得た地方債の額
イ
　
平
成
１
８
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
６
７

（
イ
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
４
２
４

（
４
）
　
平
成
１
９
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
１
９
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
２
４

（
イ
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
５
１
８

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
７
３

（
イ
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
４
３
３

（
５
）
　
平
成
２
０
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
０
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
６
５

（
イ
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
４
８

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
０
４

（
イ
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
５
７

（
６
）
　
平
成
２
１
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
７
９

（
イ
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
５
１

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
１
６

（
イ
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
５
９

（
７
）
　
平
成
２
２
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
６
１

（
イ
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
４
８

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
０
１

（
イ
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
５
６

ウ
　
平
成
２
２
年
度
市
町
村
４
５
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
２
１

（
イ
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
６
１

（
８
）
　
平
成
２
３
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
３
年
度
市
町
村
８
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
２
３
９

（
イ
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
５
０
４

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
７
４

（
イ
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
４
０

（
９
）
　
平
成
２
４
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
４
２

（
イ
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
４
９

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
８
５

（
イ
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
５
８

（
１
０
）
　
平
成
２
５
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
５
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
６
４

（
イ
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
５
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
０
３

（
イ
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
６
４

（
１
１
）
　
平
成
２
６
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
６
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
３
９

（
イ
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
３
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
８
５

（
イ
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
４
８

（
１
２
）
　
平
成
２
７
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
０
６

（
イ
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
０
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
５
５

（
イ
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
２
１

（
１
３
）
　
平
成
２
８
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
町
村
８
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
７
９

（
イ
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
４
６
７

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
８
５

（
イ
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
０
０

ウ
　
平
成
２
８
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分
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（
ア
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
６

（
イ
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
１
８

（
１
４
）
　
平
成
２
９
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
町
村
８
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
７
０

（
イ
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
４
７
０

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
７
６

（
イ
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
０
３

ウ
　
平
成
２
９
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
０

（
イ
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
１
８

（
１
５
）
　
平
成
３
０
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
町
村
８
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
６
９

（
イ
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
４
６
７

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
７
７

（
イ
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
０
０

ウ
　
平
成
３
０
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
１

（
イ
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
１
７

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
令
和
元
年
度
市
町
村
８
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
４
８

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
４
５
５

イ
　
令
和
元
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
６
１

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
９
１

ウ
　
令
和
元
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
１
８

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
０
９

（
１
７
）
　
令
和
２
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
令
和
２
年
度
市
町
村
８
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
５
５

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
５
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
４
１

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
４
２

ウ
　
令
和
２
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
３
４

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
３
５

（
１
８
）
　
令
和
３
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
令
和
３
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
５
５

（
イ
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
６
２

イ
　
令
和
３
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
４
６

（
イ
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
５
２

（
１
９
）
　
令
和
４
年
度
補
正
予
算
債

ア
　
令
和
４
年
度
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
２
５

（
イ
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
３
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
０
５

（
イ
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
１
４

九
　

地
方

税
減

収
補

塡
債

償
還

費

地方税の減収補塡のため平成１５年度及び平成１７年度から令和４年度までの各年
種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
５
年
度
減
収
補
塡
債

１
．
０
０
０

（
２
）
　
平
成
１
７
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
１
６
１

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
０
０

（
３
）
　
平
成
１
８
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
１
１
１

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
０
０

（
４
）
　
平
成
１
９
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
１
１
７

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
０
０

（
５
）
　
平
成
２
０
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
３
６
６

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
０
６

（
６
）
　
平
成
２
１
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
３
３
８
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度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
２
９
７

（
７
）
　
平
成
２
２
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
２
４
６

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
２
０

（
８
）
　
平
成
２
３
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
３
７
７

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
４
３

（
９
）
　
平
成
２
４
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
５
３
１

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
４
８
６

（
１
０
）
　
平
成
２
５
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
６
２
８

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
５
１
１

（
１
１
）
　
平
成
２
６
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
５
５
６

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
４
６
１

（
１
２
）
　
平
成
２
７
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
４
８
３

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
９
４

（
１
３
）
　
平
成
２
８
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
３
９
４

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
５
６

（
１
４
）
　
平
成
２
９
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
３
９
４

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
６
１

（
１
５
）
　
平
成
３
０
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
４
１
７

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
６
９

（
１
６
）
　
令
和
元
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

２
．
３
６
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

３
．
３
３
８

（
１
７
）
　
令
和
２
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
従
来
分
並
び
に
拡
大
分
の
う
ち
地
方
消
費
税
の
引
上
げ
分
、
地

方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
係
る
も
の

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
９
５

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
６
５

イ
　
ア
以
外
の
も
の

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
４
６

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
２
４

（
１
８
）
　
令
和
３
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
１
６

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
４
４

（
１
９
）
　
令
和
４
年
度
減
収
補
塡
債

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
３
２
９

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
３
７
８

十
　

財
源

対
策

債
償

還
費

平成１３年度から令和４年度までの各年度の
種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
３
年
度
財
源
対
策
債

義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許

可
さ
れ
た
も
の

１
．
６
４
１

（
２
）
　
平
成
１
４
年
度
財
源
対
策
債

義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許

可
さ
れ
た
も
の

０
．
７
３
８

（
３
）
　
平
成
１
５
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
も
の

１
．
０
０
０

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

を
許
可
さ
れ
た
も
の

０
．
５
８
２

（
４
）
　
平
成
１
６
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
も
の

０
．
９
６
５

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

を
許
可
さ
れ
た
も
の

０
．
３
８
４

（
５
）
　
平
成
１
７
年
度
財
源
対
策
債
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財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
を
許
可
さ

れ
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
４
１

（
イ
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
６
０
９

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

を
許
可
さ
れ
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
９
１

（
イ
）
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
３
７
１

（
６
）
　
平
成
１
８
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
４
４

（
イ
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
４
１
２

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
０
３

（
イ
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
４
３
８

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
２
６

（
イ
）
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
０
０
０

（
７
）
　
平
成
１
９
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
４
７

（
イ
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
４
１
８

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
０
６

（
イ
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
４
４
１

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
８
８

（
イ
）
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
０
０
０

（
８
）
　
平
成
２
０
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
８
０

（
イ
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
２
９

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
２
１

（
イ
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
５
４

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
２
３
０

（
イ
）
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
２
６
９

（
９
）
　
平
成
２
１
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
９
２

（
イ
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
３
１

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
２
５
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（
イ
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
４
５

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
２
１
５

（
イ
）
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
２
５
６

（
１
０
）
　
平
成
２
２
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
一
般
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
７
６

（
イ
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
１
８

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
０
４

（
イ
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
４
０

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
２
０
４

（
イ
）
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
２
４
９

（
１
１
）
　
平
成
２
３
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
５
１

（
イ
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
１
２

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
０
８

（
イ
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
３
０

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
９
６

（
イ
）
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
２
３
６

（
１
２
）
　
平
成
２
４
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
６
２

（
イ
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
２
９

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
５

（
イ
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
１
２

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
８
２

（
イ
）
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
２
２
３

（
１
３
）
　
平
成
２
５
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
７
９

（
イ
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
３
５

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
４
７

（
イ
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
０
６

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
８
８

（
イ
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
２
２
４

（
１
４
）
　
平
成
２
６
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
６
２

（
イ
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
２
１

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
２

（
イ
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
７
８
５

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
１
５

（
イ
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
７
６

（
１
５
）
　
平
成
２
７
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
２

（
イ
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
９
１

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
７
６

（
イ
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
７
７
６

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
６
８

（
イ
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
９
４

（
１
６
）
　
平
成
２
８
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
１
５

（
イ
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
８
８

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
７
９
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（
イ
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
７
８
８

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
５
９

（
イ
）
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
９
４

（
１
７
）
　
平
成
２
９
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
０
９

（
イ
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
９
１

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
７
６

（
イ
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
７
９
４

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
１
２
６

（
イ
）
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
７
６

（
１
８
）
　
平
成
３
０
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
０
９

（
イ
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
９
０

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
７
１

（
イ
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
７
９
３

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
９
６

（
イ
）
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
１
５
４

（
１
９
）
　
令
和
元
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
９
６

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
８
８
３

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
６
０

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
７
８
７

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
１
０

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
８
８
１

（
２
０
）
　
令
和
２
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
３
３

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
３
４

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
４
４

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
４
４

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
４
０

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
４
０

（
２
１
）
　
令
和
３
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
４
５

（
イ
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
５
０

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
６
６

（
イ
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
６
９

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
６
３

（
イ
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
６
５

（
２
２
）
　
令
和
４
年
度
財
源
対
策
債

ア
　
公
共
事
業
等
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意

又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
０
１

（
イ
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
１
０

イ
　
義
務
教
育
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発
行

に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
３
４

（
イ
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
３
９

ウ
　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
経
費
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
も
の

（
ア
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
２
５

（
イ
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
２
７

十
一

　
減

税
補

塡
債

償
還

費

個人の市町村民税に
種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
６
年
度
減
税
補
塡
債

０
．
８
４
０

（
２
）
　
平
成
７
年
度
減
税
補
塡
債

０
．
８
４
０

（
３
）
　
平
成
８
年
度
減
税
補
塡
債

１
．
６
８
２

（
４
）
　
平
成
１
５
年
度
減
税
補
塡
債
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係る特別減税等による平成６年度から平成８年度まで及び平成１５年度から平成１８年度までの各年度の
ア
　
平
成
１
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
０
０

イ
　
平
成
１
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
５
３

（
５
）
　
平
成
１
６
年
度
減
税
補
塡
債

ア
　
平
成
１
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
３
２

（
６
）
　
平
成
１
７
年
度
減
税
補
塡
債

ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
４
８

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
２
０

（
７
）
　
平
成
１
８
年
度
減
税
補
塡
債

ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
３
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
８
７

減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

十
二

　
臨

時
財

政
対

策
債

臨時財政対策
種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
１
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
０
０
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償
還

費

のため平成１５年度から令和４年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債
イ
　
平
成
１
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
７
３
５

（
２
）
　
平
成
１
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
１
２

イ
　
平
成
１
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
８
１
３

（
３
）
　
平
成
１
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
４
８

イ
　
平
成
１
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
８
５
７

（
４
）
　
平
成
１
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

の額
ア
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
３
３

イ
　
平
成
１
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
７
７
３

（
５
）
　
平
成
１
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
３
５

イ
　
平
成
１
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
７
８
５

（
６
）
　
平
成
２
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
１
０

イ
　
平
成
２
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
２
２

（
７
）
　
平
成
２
１
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
９

イ
　
平
成
２
１
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
３
２

（
８
）
　
平
成
２
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
６
２

イ
　
平
成
２
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
４
２

（
９
）
　
平
成
２
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
８
０

イ
　
平
成
２
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
１
９

（
１
０
）
　
平
成
２
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
２
２

イ
　
平
成
２
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
３
３

（
１
１
）
　
平
成
２
５
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
３
５

イ
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
３
７

（
１
２
）
　
平
成
２
６
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
７
３

イ
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
２
５

（
１
３
）
　
平
成
２
７
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
０

イ
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
９
５

（
１
４
）
　
平
成
２
８
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
１
７

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
８
７

（
１
５
）
　
平
成
２
９
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
１
８

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
８
５

（
１
６
）
　
平
成
３
０
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
２
３

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
８
４

（
１
７
）
　
令
和
元
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
０
３

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
８
３

（
１
８
）
　
令
和
２
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
３
２

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
１
３
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（
１
９
）
　
令
和
３
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
２
６

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
３
０

（
２
０
）
　
令
和
４
年
度
臨
時
財
政
対
策
債

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
９
８

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
９
３

十
三

　
東

日
本

大
震

災
全

国
緊

急
防

災
施

策
等

債
償

還
費

平成２５年度から令和４年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要す
種
別
補
正

（
１
）
　
平
成
２
５
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
０
０

（
イ
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
１
．
０
０
４

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
５
６

（
イ
）
　
平
成
２
５
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
９
４

（
２
）
　
平
成
２
６
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
８
８

（
イ
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
８
８

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

る費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
（
ア
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
３
５

（
イ
）
　
平
成
２
６
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
７
９

（
３
）
　
平
成
２
７
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

ア
　
全
国
防
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
９
４
２

（
イ
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
９
４
２

イ
　
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

（
ア
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
１
２

（
イ
）
　
平
成
２
７
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の
０
．
８
５
６

（
４
）
　
平
成
２
８
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
９
８

イ
　
平
成
２
８
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
８
５
４

（
５
）
　
平
成
２
９
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
６
９
６

イ
　
平
成
２
９
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
８
５
２
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（
６
）
　
平
成
３
０
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
３
９
８

イ
　
平
成
３
０
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
５
５
１

（
７
）
　
令
和
元
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
３
９
４

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
５
５
１

（
８
）
　
令
和
２
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
４
０

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
４
１

（
９
）
　
令
和
３
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
５
３

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
５
７

（
１
０
）
　
令
和
４
年
度
東
日
本
大
震
災
全
国
緊
急
防
災
施
策
等
債
償
還
費

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
分

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
０
７

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
１
５

十
四

　
国

土
強

靱
化

施
策

債
償

還
費

令和元年度から令和４年度までの各年度において国土強靱化
種
別
補
正

令
和
元
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

（
１
）
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

１
．
０
０
０

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
１
９
１

イ
　
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
８
３
１

（
イ
）
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
９
９
３

（
２
）
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
７
５
９

イ
　
令
和
元
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

１
．
０
６
０

令
和
２
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

（
１
）
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
６
８

（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
６
９

イ
　
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
５
７

施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
（
イ
）
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
５
７

（
２
）
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
７
６

イ
　
令
和
２
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
０
７
８

令
和
３
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

（
１
）
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
４
６

（
イ
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
４
４

イ
　
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
０
３
９

363



（
イ
）
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
２
０

（
２
）
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
１
１
４

イ
　
令
和
３
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
１
２
１

令
和
４
年
度
国
土
強
靱
化
施
策
債

（
１
）
　
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
市
町
村
６
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
２
４
１

（
イ
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
２
４
１

イ
　
市
町
村
５
０
．
０
％
分

（
ア
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
２
０
１

（
イ
）
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
２
０
１

（
２
）
　
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
償
還
費

ア
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
に
係
る
も
の

０
．
２
２
１

イ
　
令
和
４
年
度
市
場
公
募
都
市
以
外
の
市
町
村
に
係
る
も
の

０
．
２
３
４

（
３
）
　
補
正
係
数
の
連
乗
又
は
加
算
の
方
法

経
費
の
種
類

測
定
単
位

補
正
率
等

地方団体の種類

経
費
の
種
類

測
定
単
位

補
正
係
数
の
連
乗
又
は
加
算
の
方
法

都道府県

一

　

土

木
費

１
　
道
路
橋

り
よ
う
費

道
路
の
面

積

密
度
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
寒
冷
補
正
係
数－

１
）

道
路
の
延

長

投
資
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
＋
（
寒
冷
補
正
係
数－

１
）

２
　
港
湾
費

漁
港
に
お

け
る
外
郭

施
設
の
延

長

投
資
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

３
　
そ
の
他

の
土
木
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
Ⅰ
係
数
＋
（
密
度
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）

二

　

教

育
費

１
　
小
学
校

費

教
職
員
数

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数
＋
（
経
常
態
容
補
正
係
数－

１
）

２
　
中
学
校

費

教
職
員
数

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
経

常
態
容
補
正
係
数－

１
）

３
　
高
等
学

校
費

教
職
員
数

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数

生
徒
数

投
資
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

４
　
特
別
支

援
学
校
費

教
職
員
数

経
常
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数

５
　
そ
の
他

の
教
育
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
密
度
補
正
Ⅱ

係
数

三

　

厚

生

労

働

費

１
　
生
活
保

護
費

町
村
部
人

口

寒
冷
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）

２
　
社
会
福

祉
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事

業
費
補
正
係
数－

１
）

３
　
衛
生
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
Ⅰ
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正

Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅲ
係
数－

１
）

４
　
高
齢
者

保
健
福
祉
費

六
十
五
歳

以
上
人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事

業
費
補
正
係
数－

１
）

七
十
五
歳

以
上
人
口

１
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
七
十
五
歳
以
上
人
口
急
増
補
正
Ⅰ
係
数

－

１
）

四

　

産

業

経

済

費

１
　
農
業
行

政
費

農
家
数

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
Ⅰ
係
数
＋
（
密
度
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
密

度
補
正
Ⅲ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅳ
係
数－

１
）
＋
（
事
業
費
補
正
係

数－

１
）
＋
（
農
家
数
急
減
補
正
係
数－

１
）

２
　
林
野
行

政
費

公
有
以
外

の
林
野
の

面
積

段
階
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

３
　
水
産
行

政
費

水
産
業
者

数

段
階
補
正
係
数
＋
（
水
産
業
者
数
急
減
補
正
係
数－

１
）

４
　
商
工
行

政
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数

五

　

総

務
費

１
　
地
域
振

興
費

人
口

（
段
階
補
正
Ⅰ
係
数×

（
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
＋
寒
冷
補
正
係
数
）
）×

０
．
５
６
１
５
＋
（
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅰ
係
数

－

１
）
＋
（
投
資
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
＋
（
人

口
急
減
補
正
係
数－

１
）
＋
段
階
補
正
Ⅱ
係
数×

０
．
４
３
８
５

市町村

一
　
消
防
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
Ⅰ
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正

Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅲ
係
数－

１
）
＋
経
常
態
容
補
正
係
数
＋

（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

二

　

土

木
費

１
　
道
路
橋

り
よ
う
費

道
路
の
面

積

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
寒
冷
補
正
係
数－

１
）

道
路
の
延

長

普
通
態
容
補
正
係
数×

投
資
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
＋

（
寒
冷
補
正
係
数－

１
）

２
　
港
湾
費

港
湾
に
お

け
る
係
留

施
設
の
延

長

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数

漁
港
に
お

け
る
係
留

施
設
の
延

長

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数

３
　
都
市
計

画
費

都
市
計
画

区
域
に
お

け
る
人
口

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

４
　
公
園
費

人
口

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

５
　
下
水
道

費

人
口

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
投
資
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
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６
　
そ
の
他

の
土
木
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事

業
費
補
正
係
数－

１
）

三

　

教

育
費

１
　
小
学
校

費

学
級
数

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数×

学
級
数
急
減
補
正
係
数
＋
（
事
業

費
補
正
係
数－

１
）

２
　
中
学
校

費

学
級
数

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数×

学
級
数
急
減
補
正
係
数
＋
（
事
業

費
補
正
係
数－

１
）

３
　
高
等
学

校
費

教
職
員
数

普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数×

普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数×

寒
冷
補
正
係
数

生
徒
数

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

４
　
そ
の
他

の
教
育
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

（
密
度
補
正
Ⅰ
係
数
＋
密
度
補
正
Ⅳ
係
数－

１
）×

普
通

態
容
補
正
Ⅰ
係
数
＋
（
密
度
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅲ
係
数－

１
）
＋
（
投
資
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）

四

　

厚

生
費

１
　
生
活
保

護
費

市
部
人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数×

｛
（
寒
冷
補
正
Ⅰ
係
数
＋
寒
冷
補

正
Ⅱ
係
数
）－

１
｝
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）

２
　
社
会
福

祉
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋

（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
＋
（
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）

３
　
保
健
衛

生
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
Ⅰ
係
数－

１
）
＋

（
密
度
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
経
常
態
容
補
正
係
数
Ⅰ－

１
）
＋
経
常
態

容
補
正
係
数
Ⅱ

４
　
高
齢
者

保
健
福
祉
費

六
十
五
歳

以
上
人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事

業
費
補
正
係
数－

１
）
＋
（
六
十
五
歳
以
上
人
口
急
増
補
正
Ⅰ
係
数－

１
）

七
十
五
歳

以
上
人
口

１
＋
（
密
度
補
正
係
数－

１
）
＋
（
七
十
五
歳
以
上
人
口
急
増
補
正
Ⅰ
係
数

－

１
）

５
　
清
掃
費

人
口

普
通
態
容
補
正
係
数×

密
度
補
正
Ⅰ
係
数
＋
（
密
度
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋

（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

五

　

産

業

経

済

費

１
　
農
業
行

政
費

農
家
数

段
階
補
正
係
数×

（
普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数×
普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数
）×

寒
冷
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
Ⅰ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
＋
（
農
家
数
急
減
補
正
係
数－

１
）

２
　
林
野
水

産
行
政
費

林
業
及
び

水
産
業
の

従
業
者
数

人
口

普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数×

普
通
態
容
補
正
Ⅱ
係
数×
経
常
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数
＋
（
密
度
補
正
Ⅰ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅲ
係
数－

１
）
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－
１
）
＋
（
従

業
者
数
急
減
補
正
係
数－

１
）

３
　
商
工
行

政
費

人
口

段
階
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数

六

　

総

務
費

１
　
徴
税
費

世
帯
数

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数

２
　
戸
籍
住

民
基
本
台
帳

費

戸
籍
数

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数

世
帯
数

段
階
補
正
係
数×

密
度
補
正
係
数×

普
通
態
容
補
正
係
数

３
　
地
域
振

興
費

人
口

（
段
階
補
正
Ⅰ
係
数×

普
通
態
容
補
正
Ⅰ
係
数
）×

０
．
７
９
５
３
＋
（
密

度
補
正
Ⅰ
係
数－

１
）
＋
（
密
度
補
正
Ⅲ
係
数－

１
）
＋
（
普
通
態
容
補
正

Ⅱ
係
数
）
＋
（
普
通
態
容
補
正
Ⅲ
係
数－

１
）
＋
経
常
態
容
補
正
係
数
＋

（
投
資
補
正
係
数－

１
）
＋
（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）
＋
（
寒
冷
補
正
係

数－

１
）
＋
（
人
口
急
増
補
正
係
数－

１
）
＋
（
人
口
急
減
補
正
係
数－

１
）
＋
段
階
補
正
Ⅱ
係
数×

０
．
１
５
４
４
＋
段
階
補
正
Ⅲ
係
数×

密
度
補

正
Ⅱ
係
数×

０
．
０
５
０
３

面
積

普
通
態
容
補
正
係
数×

寒
冷
補
正
係
数
＋
（
投
資
補
正
Ⅱ
係
数－

１
）
＋

（
事
業
費
補
正
係
数－

１
）

（
４
）
　
個
別
算
定
経
費
以
外
の
も
の
の
う
ち
都
道
府
県
分

測
定
単
位

補
正
率

人
口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
５
７

２
，
１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
６

２
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
４

３
，
５
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
４
５

５
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
３
３

６
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
２
７

測
定
単
位
の
数
値
が
１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
，
７
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
３
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
８
８

同
上
３
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
６
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
７

同
上
６
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
９
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
９
５

同
上
９
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
９
４

面
積

種
別
補
正

宅
地

１
．
０
０

耕
地

２
．
８
７

林
野

０
．
６
０

そ
の
他

０
．
５
９

（
５
）
　
個
別
算
定
経
費
以
外
の
も
の
の
う
ち
市
町
村
分

測
定
単
位

補
正
率

人
口

段
階
補
正

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
以
上
の
も
の

１
０
０
，
０
０
０
人

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
２
５
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
７
２

２
５
０
，
０
０
０
人
を
超
え
４
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
４

４
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
６
１

１
，
０
０
０
，
０
０
０
人
を
超
え
る
数

０
．
５
７

測
定
単
位
の
数
値
が
１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
も
の

そ
の
団
体
の
数
値

１
．
０
０

１
０
０
，
０
０
０
人
に
満
た
な
い
数
が
７
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
１
４

同
上
７
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
０
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
０
５

同
上
８
０
，
０
０
０
人
を
超
え
８
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
３

同
上
８
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
２
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

０
．
２
３

同
上
９
２
，
０
０
０
人
を
超
え
９
６
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

０
．
３
３

同
上
９
６
，
０
０
０
人
を
超
え
９
８
，
０
０
０
人
ま
で
の
数

－

１
．
６
２

同
上
９
８
，
０
０
０
人
を
超
え
９
９
，
５
０
０
人
ま
で
の
数

－

２
．
１
６

同
上
９
９
，
５
０
０
人
を
超
え
る
数

－

２
．
８
７

面
積

種
別
補
正

宅
地

１
．
０
０

田
畑

０
．
９
０
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森
林

０
．
２
５

そ
の
他

０
．
１
９

別
表
第
二

（
１
）
　
段
階
補
正
係
数
及
び
普
通
態
容
補
正
係
数
に
用
い
る
数
値
の
補
正
率
（
第
８
条
、
第
１
０
条
関
係
）

経
費
の
種
類

地
域
区
分

率

そ
の
他
の
教
育
費
の
う
ち
人
口
を
測
定
単
位
と
す
る
も
の

指
定
都
市
の
区
域

０
．
９
４
２

中
核
市
の
区
域

０
．
９
７
２

そ
の
他
の
区
域

１
．
０
０
０

社
会
福
祉
費

指
定
都
市
の
区
域

０
．
８
０
０

児
童
相
談
所
設
置
中
核
市
の
区
域

０
．
８
０
７

中
核
市
の
区
域

０
．
９
６
８

福
祉
事
務
所
設
置
町
村
の
区
域

０
．
９
９
７

そ
の
他
の
区
域

１
．
０
０
０

衛
生
費

指
定
都
市
の
区
域

０
．
７
１
３

中
核
市
の
区
域

０
．
８
８
０

特
別
区
及
び
保
健
所
設
置
市
の
区
域
０
．
８
８
６

そ
の
他
の
区
域

１
．
０
０
０

高
齢
者
保
健
福
祉
費
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
人
口
を
測
定
単
位
と

す
る
も
の

指
定
都
市
の
区
域

０
．
９
６
１

中
核
市
の
区
域

０
．
９
６
２

そ
の
他
の
区
域

１
．
０
０
０

商
工
行
政
費

中
小
企
業
支
援
市
の
区
域

０
．
９
８
１

そ
の
他
の
区
域

１
．
０
０
０

（
２
）
　
段
階
補
正
係
数
に
係
る
率
（
第
８
条
関
係
）

経
費
の
種
類

測
定
単
位

率

消
防
費

人
口

３
．
０
４
５

そ
の
他
の
土
木
費

人
口

３
．
０
０
０

そ
の
他
の
教
育
費

人
口

２
．
０
９
０

社
会
福
祉
費

人
口

１
．
３
９
５

保
健
衛
生
費

人
口

３
．
０
１
０

高
齢
者
保
健
福
祉
費

六
十
五
歳
以
上
人
口

１
．
６
０
１

農
業
行
政
費

農
家
数

２
．
８
６
０

商
工
行
政
費

人
口

３
．
５
５
５

徴
税
費

世
帯
数

４
．
５
８
４

戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費

戸
籍
数

１
．
５
９
８

世
帯
数

３
．
８
５
２

別
表
第
二
の
二

被
生
活
保
護
者
数
に
係
る
率
（
第
９
条
関
係
）

区
分

率

生
活
保
護

生
活
扶
助

０
．
０
８
８
１

住
宅
扶
助

０
．
０
５
３
１

教
育
扶
助

０
．
０
１
３
６

医
療
扶
助
（
入
院
）

１
．
４
２
７
７

医
療
扶
助
（
入
院
外
）

０
．
０
７
４
２

介
護
扶
助

０
．
０
３
７
４

そ
の
他
の
扶
助

０
．
０
６
０
３

別
表
第
二
の
三

被
生
活
保
護
者
数
に
係
る
率
（
第
９
条
関
係
）

区
分

率

生
活
保
護

生
活
扶
助

０
．
０
８
３
３

住
宅
扶
助

０
．
０
５
０
３

教
育
扶
助

０
．
０
１
３
７

医
療
扶
助
（
入
院
）

１
．
４
３
２
７

医
療
扶
助
（
入
院
外
）

０
．
０
７
７
２

介
護
扶
助

０
．
０
３
６
９

そ
の
他
の
扶
助

０
．
０
５
３
８

別
表
第
二
の
四

被
生
活
保
護
者
数
に
係
る
率
（
第
９
条
関
係
）

区
分

率

生
活
保
護

生
活
扶
助

０
．
０
８
７
７

住
宅
扶
助

０
．
０
５
３
２

教
育
扶
助

０
．
０
１
３
８

医
療
扶
助
（
入
院
）

１
．
４
６
１
２

医
療
扶
助
（
入
院
外
）

０
．
０
７
５
７

介
護
扶
助

０
．
０
３
８
０

そ
の
他
の
扶
助

０
．
０
５
８
２

別
表
第
二
の
五

被
生
活
保
護
者
数
に
係
る
率
（
第
９
条
関
係
）

都
道
府
県

率

北
海
道

０
．
８
８
８

青
森

０
．
８
８
６

岩
手

０
．
８
８
７

宮
城

０
．
８
９
７

秋
田

０
．
８
８
６

山
形

０
．
８
８
６

福
島

０
．
８
８
６

茨
城

０
．
８
９
９

栃
木

０
．
８
９
３

群
馬

０
．
８
９
６

埼
玉

０
．
９
２
３

千
葉

０
．
９
２
１

東
京

１
．
０
１
８

神
奈
川

０
．
９
２
２

新
潟

０
．
８
９
１

富
山

０
．
８
９
１

石
川

０
．
８
９
４

福
井

０
．
８
８
８

山
梨

０
．
８
８
７

長
野

０
．
８
８
７

岐
阜

０
．
８
９
７

静
岡

０
．
９
０
１

愛
知

０
．
９
２
６
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三
重

０
．
９
０
３

滋
賀

０
．
８
９
２

京
都

０
．
９
２
５

大
阪

０
．
９
４
６

兵
庫

０
．
９
１
２

奈
良

０
．
９
４
２

和
歌
山

０
．
８
８
５

鳥
取

０
．
８
９
５

島
根

０
．
８
９
６

岡
山

０
．
８
８
９

広
島

０
．
９
１
２

山
口

０
．
９
０
４

徳
島

０
．
８
８
７

香
川

０
．
８
８
７

愛
媛

０
．
８
８
８

高
知

０
．
８
８
６

福
岡

０
．
９
０
４

佐
賀

０
．
８
９
５

長
崎

０
．
８
８
８

熊
本

０
．
８
９
１

大
分

０
．
８
９
４

宮
崎

０
．
８
８
６

鹿
児
島

０
．
８
８
６

沖
縄

０
．
８
９
７

別
表
第
三
　
削
除

別
表
第
三
の
二
　
削
除

別
表
第
三
の
三

市
町
村
分
の
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
の
普
通
態
容
補
正
の
う
ち
建
築
主
事
を
置
く
こ
と
に
伴
う
権
能
差
補
正
の
適
用

を
受
け
る
市
町
村
（
第
１
１
条
関
係
）

都
道
府
県
名
建
築
主
事
設
置
市

限
定
特
定
行
政
庁
設
置
市
町
村

北
海
道

小
樽
市
　
室
蘭
市
　
釧
路
市
　
帯
広
市
　
北
見

市
　
苫
小
牧
市
　
江
別
市

岩
見
沢
市
　
網
走
市
　
留
萌
市
　
稚
内
市
　
美
唄
市

　
芦
別
市
　
赤
平
市
　
紋
別
市
　
士
別
市
　
名
寄
市

　
三
笠
市
　
根
室
市
　
千
歳
市
　
砂
川
市
　
深
川
市

　
富
良
野
市
　
登
別
市
　
恵
庭
市
　
伊
達
市
　
北
広

島
市
　
石
狩
市
　
北
斗
市
　
当
別
町
　
長
沼
町
　
上

富
良
野
町
　
美
幌
町
　
遠
軽
町
　
白
老
町
　
音
更
町

　
芽
室
町
　
幕
別
町
　
中
標
津
町
　
東
神
楽
町

青
森
県

弘
前
市

岩
手
県

宮
古
市
　
花
巻
市
　
北
上
市
　
一
関
市
　
釜
石
市
　

奥
州
市

宮
城
県

石
巻
市
　
塩
竃
市
　
大
崎
市

秋
田
県

横
手
市

大
館
市
　
大
仙
市

山
形
県

米
沢
市
　
鶴
岡
市
　
酒
田
市
　
天
童
市

福
島
県

会
津
若
松
市
　
須
賀
川
市

茨
城
県

日
立
市
　
土
浦
市
　
古
河
市
　
高
萩
市
　
北
茨

城
市
　
取
手
市
　
ひ
た
ち
な
か
市

栃
木
県

足
利
市
　
栃
木
市
　
佐
野
市
　
鹿
沼
市
　
小
山

市
　
那
須
塩
原
市
　
日
光
市
　
大
田
原
市

群
馬
県

桐
生
市
　
館
林
市

渋
川
市
　
藤
岡
市
　
富
岡
市
　
安
中
市
　
沼
田
市
　

み
ど
り
市

埼
玉
県

狭
山
市
　
上
尾
市
　
新
座
市
　
久
喜
市

行
田
市
　
秩
父
市
　
飯
能
市
　
加
須
市
　
本
庄
市
　

東
松
山
市
　
羽
生
市
　
鴻
巣
市
　
深
谷
市
　
蕨
市
　

戸
田
市
　
入
間
市
　
朝
霞
市
　
志
木
市
　
和
光
市
　

桶
川
市
　
北
本
市
　
八
潮
市
　
富
士
見
市
　
三
郷
市

　
蓮
田
市
　
坂
戸
市
　
幸
手
市
　
鶴
ヶ
島
市
　
日
高

市
　
吉
川
市
　
ふ
じ
み
野
市
　
白
岡
市
　
杉
戸
町
　

松
伏
町

千
葉
県

市
川
市
　
木
更
津
市
　
松
戸
市
　
成
田
市
　
佐

倉
市
　
習
志
野
市
　
市
原
市
　
流
山
市
　
八
千

代
市
　
我
孫
子
市
　
浦
安
市

野
田
市
　
茂
原
市
　
鎌
ヶ
谷
市
　
君
津
市
　
四
街
道

市
　
印
西
市
　
白
井
市

東
京
都

立
川
市
　
武
蔵
野
市
　
三
鷹
市
　
府
中
市
　
調

布
市
　
町
田
市
　
日
野
市
　
国
分
寺
市
　
西
東

京
市
　
小
平
市

神
奈
川
県

鎌
倉
市
　
藤
沢
市
　
秦
野
市

新
潟
県

三
条
市
　
柏
崎
市
　
新
発
田
市

富
山
県

高
岡
市

石
川
県

七
尾
市
　
小
松
市
　
加
賀
市
　
白
山
市
　
野
々

市
市

能
美
市

長
野
県

上
田
市

岡
谷
市
　
飯
田
市
　
諏
訪
市
　
塩
尻
市

岐
阜
県

大
垣
市
　
各
務
原
市

高
山
市
　
多
治
見
市
　
可
児
市

静
岡
県

富
士
宮
市
　
焼
津
市

三
島
市
　
伊
東
市
　
島
田
市
　
磐
田
市
　
掛
川
市
　

藤
枝
市
　
御
殿
場
市
　
袋
井
市
　
裾
野
市
　
湖
西
市

愛
知
県

瀬
戸
市
　
半
田
市
　
豊
川
市
　
刈
谷
市
　
安
城
市
　

西
尾
市
　
江
南
市
　
小
牧
市
　
稲
沢
市
　
東
海
市
　

大
府
市

三
重
県

津
市
　
松
阪
市
　
桑
名
市
　
鈴
鹿
市

名
張
市
　
伊
賀
市
　
亀
山
市

滋
賀
県

彦
根
市
　
長
浜
市
　
近
江
八
幡
市
　
草
津
市
　

守
山
市
　
東
近
江
市

京
都
府

宇
治
市

大
阪
府

池
田
市
　
守
口
市
　
和
泉
市
　
箕
面
市
　
羽
曳

野
市
　
門
真
市

兵
庫
県

芦
屋
市
　
伊
丹
市
　
高
砂
市
　
川
西
市
　
三
田

市

奈
良
県

橿
原
市
　
生
駒
市

鳥
取
県

米
子
市
　
倉
吉
市

境
港
市

島
根
県

出
雲
市

浜
田
市
　
益
田
市
　
大
田
市
　
安
来
市
　
雲
南
市
　

江
津
市

岡
山
県

津
山
市
　
玉
野
市
　
総
社
市
　
新
見
市
　
笠
岡

市

広
島
県

三
原
市
　
尾
道
市
　
東
広
島
市
　
廿
日
市
市

三
次
市

山
口
県

宇
部
市
　
山
口
市
　
周
南
市
　
萩
市
　
防
府
市

　
岩
国
市

長
門
市
　
山
陽
小
野
田
市
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徳
島
県

徳
島
市

愛
媛
県

今
治
市
　
新
居
浜
市
　
西
条
市

宇
和
島
市

福
岡
県

大
牟
田
市

長
崎
県

島
原
市
　
平
戸
市
　
松
浦
市
　
五
島
市
　
大
村
市

熊
本
県

八
代
市
　
天
草
市

大
分
県

別
府
市
　
中
津
市
　
日
田
市
　
佐
伯
市
　
宇
佐

市

宮
崎
県

都
城
市
　
延
岡
市
　
日
向
市

鹿
児
島
県

鹿
屋
市
　
薩
摩
川
内
市
　
霧
島
市

沖
縄
県

宜
野
湾
市
　
浦
添
市
　
沖
縄
市
　
う
る
ま
市

別
表
第
三
の
四

普
通
態
容
補
正
の
地
域
手
当
の
級
地
（
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
）

都
道
府

県

級
地

市
町
村
（
市
町
村
は
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
よ
る
。
）

北
海
道

七
級
地
札
幌
市

宮
城
県

五
級
地
多
賀
城
市

六
級
地
仙
台
市
　
富
谷
市

七
級
地
名
取
市
　
利
府
町

茨
城
県

二
級
地
取
手
市
　
つ
く
ば
市

三
級
地
守
谷
市

四
級
地
牛
久
市

五
級
地
水
戸
市
　
日
立
市
　
土
浦
市
　
龍
ケ
崎
市

六
級
地
古
河
市
　
ひ
た
ち
な
か
市
　
神
栖
市
　
つ
く
ば
み
ら
い
市
　
利
根
町

七
級
地
結
城
市
　
笠
間
市
　
鹿
嶋
市
　
那
珂
市
　
筑
西
市

栃
木
県

六
級
地
宇
都
宮
市
　
大
田
原
市
　
下
野
市
　
野
木
町

七
級
地
栃
木
市
　
鹿
沼
市
　
小
山
市
　
真
岡
市

群
馬
県

六
級
地
高
崎
市

七
級
地
前
橋
市
　
太
田
市
　
渋
川
市

埼
玉
県

二
級
地
和
光
市

三
級
地
さ
い
た
ま
市
　
蕨
市
　
志
木
市

四
級
地
東
松
山
市
　
狭
山
市
　
朝
霞
市
　
ふ
じ
み
野
市

五
級
地
新
座
市
　
桶
川
市
　
富
士
見
市
　
坂
戸
市
　
鶴
ヶ
島
市

六
級
地
川
越
市
　
川
口
市
　
行
田
市
　
所
沢
市
　
飯
能
市
　
加
須
市
　
春
日
部
市
　
羽
生
市
　
鴻
巣
市
　

深
谷
市
　
上
尾
市
　
草
加
市
　
越
谷
市
　
戸
田
市
　
入
間
市
　
久
喜
市
　
北
本
市
　
八
潮
市
　
三

郷
市
　
蓮
田
市
　
幸
手
市
　
吉
川
市
　
白
岡
市
　
伊
奈
町
　
三
芳
町
　
滑
川
町
　
鳩
山
町
　
宮
代

町
　
杉
戸
町
　
松
伏
町

七
級
地
熊
谷
市
　
日
高
市
　
毛
呂
山
町

千
葉
県

二
級
地
我
孫
子
市
　
袖
ケ
浦
市
　
印
西
市

三
級
地
千
葉
市
　
成
田
市
　
習
志
野
市

四
級
地
船
橋
市
　
浦
安
市

五
級
地
市
川
市
　
松
戸
市
　
佐
倉
市
　
市
原
市
　
八
千
代
市
　
富
津
市
　
四
街
道
市

六
級
地
野
田
市
　
茂
原
市
　
東
金
市
　
柏
市
　
流
山
市
　
鎌
ケ
谷
市
　
白
井
市
　
大
網
白
里
市
　
酒
々
井

町
　
栄
町

七
級
地
木
更
津
市
　
君
津
市
　
八
街
市
　
山
武
市
　
長
柄
町

東
京
都

一
級
地
特
別
区

二
級
地
武
蔵
野
市
　
調
布
市
　
町
田
市
　
小
平
市
　
日
野
市
　
国
分
寺
市
　
狛
江
市
　
清
瀬
市
　
多
摩
市

三
級
地
八
王
子
市
　
青
梅
市
　
府
中
市
　
昭
島
市
　
小
金
井
市
　
東
村
山
市
　
国
立
市
　
福
生
市
　
稲
城

市
　
西
東
京
市

四
級
地
立
川
市
　
東
大
和
市

五
級
地
三
鷹
市
　
あ
き
る
野
市

六
級
地
東
久
留
米
市
　
羽
村
市

七
級
地
武
蔵
村
山
市

神
奈
川

県

二
級
地
横
浜
市
　
川
崎
市
　
厚
木
市

三
級
地
鎌
倉
市
　
逗
子
市

四
級
地
相
模
原
市
　
藤
沢
市
　
海
老
名
市
　
座
間
市

五
級
地
横
須
賀
市
　
平
塚
市
　
小
田
原
市
　
茅
ヶ
崎
市
　
大
和
市
　
伊
勢
原
市

六
級
地
三
浦
市
　
秦
野
市
　
綾
瀬
市
　
葉
山
町
　
大
磯
町
　
二
宮
町

新
潟
県

七
級
地
新
潟
市

富
山
県

七
級
地
富
山
市
　
舟
橋
村

石
川
県

七
級
地
金
沢
市
　
内
灘
町

福
井
県

七
級
地
福
井
市

山
梨
県

六
級
地
甲
府
市

七
級
地
南
ア
ル
プ
ス
市
　
上
野
原
市

長
野
県

六
級
地
塩
尻
市

七
級
地
長
野
市
　
松
本
市
　
諏
訪
市
　
伊
那
市

岐
阜
県

六
級
地
岐
阜
市

七
級
地
大
垣
市
　
多
治
見
市
　
美
濃
加
茂
市
　
各
務
原
市
　
可
児
市
　
瑞
穂
市

静
岡
県

三
級
地
裾
野
市

六
級
地
静
岡
市
　
沼
津
市
　
磐
田
市
　
御
殿
場
市

七
級
地
浜
松
市
　
三
島
市
　
富
士
宮
市
　
富
士
市
　
焼
津
市
　
掛
川
市
　
藤
枝
市
　
袋
井
市

愛
知
県

二
級
地
刈
谷
市
　
豊
田
市
　
日
進
市

三
級
地
名
古
屋
市
　
豊
明
市

五
級
地
西
尾
市
　
知
多
市
　
知
立
市
　
清
須
市
　
み
よ
し
市
　
長
久
手
市

六
級
地
岡
崎
市
　
瀬
戸
市
　
春
日
井
市
　
豊
川
市
　
津
島
市
　
碧
南
市
　
安
城
市
　
犬
山
市
　
江
南
市
　

稲
沢
市
　
東
海
市
　
大
府
市
　
尾
張
旭
市
　
岩
倉
市
　
田
原
市
　
愛
西
市
　
北
名
古
屋
市
　
弥
富

市
　
あ
ま
市
　
東
郷
町
　
豊
山
町
　
大
治
町
　
蟹
江
町

七
級
地
豊
橋
市
　
一
宮
市
　
半
田
市
　
常
滑
市
　
小
牧
市
　
大
口
町
　
扶
桑
町
　
飛
島
村
　
阿
久
比
町
　

東
浦
町

三
重
県

四
級
地
鈴
鹿
市

五
級
地
四
日
市
市

六
級
地
津
市
　
桑
名
市
　
亀
山
市

七
級
地
名
張
市
　
伊
賀
市
　
木
曽
岬
町
　
東
員
町
　
菰
野
町
　
朝
日
町

滋
賀
県

五
級
地
大
津
市
　
草
津
市
　
栗
東
市

六
級
地
彦
根
市
　
守
山
市
　
甲
賀
市

七
級
地
長
浜
市
　
湖
南
市
　
東
近
江
市

京
都
府

二
級
地
長
岡
京
市

四
級
地
京
田
辺
市

五
級
地
京
都
市
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六
級
地
宇
治
市
　
亀
岡
市
　
向
日
市
　
八
幡
市
　
木
津
川
市
　
精
華
町

七
級
地
城
陽
市
　
大
山
崎
町

大
阪
府

二
級
地
大
阪
市
　
守
口
市

三
級
地
池
田
市
　
高
槻
市
　
大
東
市
　
門
真
市
　
高
石
市
　
大
阪
狭
山
市

四
級
地
豊
中
市
　
吹
田
市
　
寝
屋
川
市
　
松
原
市
　
箕
面
市
　
羽
曳
野
市

五
級
地
堺
市
　
枚
方
市
　
茨
木
市
　
八
尾
市
　
柏
原
市
　
東
大
阪
市
　
交
野
市

六
級
地
岸
和
田
市
　
泉
大
津
市
　
貝
塚
市
　
泉
佐
野
市
　
富
田
林
市
　
河
内
長
野
市
　
和
泉
市
　
摂
津
市

　
藤
井
寺
市
　
泉
南
市
　
四
條
畷
市
　
阪
南
市
　
島
本
町
　
豊
能
町
　
忠
岡
町
　
熊
取
町
　
田
尻

町
　
岬
町
　
太
子
町
　
河
南
町
　
千
早
赤
阪
村

兵
庫
県

三
級
地
西
宮
市
　
芦
屋
市
　
宝
塚
市

四
級
地
神
戸
市

五
級
地
尼
崎
市
　
伊
丹
市
　
高
砂
市
　
川
西
市
　
三
田
市

六
級
地
明
石
市
　
赤
穂
市
　
猪
名
川
町

七
級
地
姫
路
市
　
加
古
川
市
　
三
木
市

奈
良
県

四
級
地
天
理
市

五
級
地
奈
良
市
　
大
和
郡
山
市

六
級
地
大
和
高
田
市
　
橿
原
市
　
生
駒
市
　
香
芝
市
　
葛
城
市
　
平
群
町
　
三
郷
町
　
斑
鳩
町
　
安
堵
町

　
上
牧
町
　
王
寺
町
　
広
陵
町
　
河
合
町

七
級
地
桜
井
市
　
御
所
市
　
宇
陀
市
　
川
西
町
　
三
宅
町
　
田
原
本
町

和
歌
山

県

六
級
地
和
歌
山
市
　
橋
本
市

岡
山
県

七
級
地
岡
山
市

広
島
県

五
級
地
広
島
市

六
級
地
府
中
町

七
級
地
三
原
市
　
東
広
島
市
　
廿
日
市
市
　
海
田
町
　
坂
町

山
口
県

七
級
地
周
南
市

徳
島
県

七
級
地
徳
島
市
　
鳴
門
市
　
阿
南
市

香
川
県

六
級
地
高
松
市

七
級
地
坂
出
市
　
三
木
町

福
岡
県

五
級
地
福
岡
市
　
春
日
市
　
福
津
市

六
級
地
大
野
城
市
　
太
宰
府
市
　
糸
島
市
　
那
珂
川
市
　
志
免
町
　
新
宮
町
　
粕
屋
町

七
級
地
北
九
州
市
　
筑
紫
野
市
　
古
賀
市
　
宇
美
町
　
篠
栗
町
　
須
恵
町
　
久
山
町

長
崎
県

七
級
地
長
崎
市

別
表
第
三
の
五

「
下
水
道
費
」
の
投
資
補
正
中
有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
に
係
る
乗
率
（
第

１
２
条
関
係
）

（
１
）
　
法
適
用
事
業
分
及
び
統
合
前
法
適
用
事
業
分

有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
段
階

乗
率

７
２
未
満

０
．
８
０

７
２
以
上
１
４
４
未
満

０
．
８
５

１
４
４
以
上

０
．
９
５

（
２
）
　
法
非
適
用
事
業
分
及
び
統
合
前
法
非
適
用
事
業
分

有
収
水
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
算
定
対
象
資
本
費
の
段
階

乗
率

７
２
未
満

０
．
８
０

７
２
以
上
２
８
８
未
満

０
．
８
５

２
８
８
以
上

０
．
９
５

別
表
第
三
の
六

都
道
府
県
の
「
道
路
橋
り
よ
う
費
」
の
投
資
補
正
に
係
る
指
定
都
市
を
包
括
す
る
道
府
県
ご
と
の
乗
率
（
第
１
２
条

関
係
）

都
道
府
県

乗
率

北
海
道

１
．
０
１
１

宮
城

１
．
０
５
１

埼
玉

１
．
０
４
２

千
葉

１
．
０
２
２

神
奈
川

１
．
２
５
７

新
潟

１
．
０
５
６

静
岡

１
．
２
２
１

愛
知

１
．
０
３
８

京
都

１
．
１
１
３

大
阪

１
．
１
３
２

兵
庫

１
．
０
３
７

岡
山

１
．
０
８
４

広
島

１
．
０
５
６

福
岡

１
．
０
８
８

熊
本

１
．
０
５
２

別
表
第
三
の
七
　
削
除

別
表
第
三
の
八

（
１
）
　
都
道
府
県
の
「
地
域
振
興
費
」
の
投
資
補
正
に
係
る
空
港
関
係
地
方
団
体
ご
と
の
乗
率
（
第
１
２
条
関
係
）

空
港
関
係
都
道
府
県

乗
率

北
海
道

０
．
１
４
７
１
７

青
森

０
．
２
３
９
４
３

岩
手

０
．
１
４
２
１
２

宮
城

０
．
０
２
８
０
３

秋
田

０
．
３
４
８
２
２

山
形

０
．
２
１
４
５
６

福
島

０
．
０
２
６
８
０

茨
城

０
．
０
０
０
９
５

千
葉

０
．
０
１
８
８
１

東
京

０
．
０
２
８
８
３

新
潟

０
．
０
０
５
２
０

富
山

０
．
１
０
０
０
４

石
川

０
．
０
４
９
７
４

福
井

０
．
０
０
２
３
３

長
野

０
．
０
４
９
４
８

静
岡

０
．
０
３
５
２
４

愛
知

０
．
０
５
３
２
１

大
阪

０
．
１
７
２
７
５

兵
庫

０
．
１
８
８
１
６

和
歌
山

０
．
０
７
７
４
７

鳥
取

０
．
１
４
２
３
６
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島
根

０
．
７
９
６
９
４

岡
山

０
．
１
５
９
３
６

広
島

０
．
０
１
６
０
４

山
口

０
．
０
８
６
３
６

徳
島

０
．
０
０
４
４
５

香
川

０
．
０
４
０
５
４

愛
媛

０
．
２
９
２
５
９

高
知

０
．
０
２
７
７
３

福
岡

０
．
５
９
５
６
１

佐
賀

０
．
０
７
０
５
２

長
崎

０
．
０
４
８
４
２

熊
本

０
．
０
３
８
９
９

大
分

０
．
０
１
３
８
３

宮
崎

０
．
４
９
７
７
１

鹿
児
島

０
．
１
６
９
０
０

沖
縄

０
．
７
１
０
３
３

（
２
）
　
市
町
村
の
「
地
域
振
興
費
」
の
投
資
補
正
に
係
る
空
港
関
係
地
方
団
体
ご
と
の
乗
率
（
第
１
２
条
関
係
）

都
道
府
県

空
港
関
係
市
町
村

乗
率

北
海
道

札
幌
市

０
．
０
０
０
６
３

函
館
市

０
．
１
９
３
０
８

旭
川
市

１
．
１
０
０
３
９

釧
路
市

０
．
２
１
１
９
９

帯
広
市

２
．
５
８
７
４
０

苫
小
牧
市

０
．
８
３
１
６
０

稚
内
市

０
．
２
１
１
０
３

紋
別
市

０
．
１
１
６
３
９

千
歳
市

６
．
６
９
５
２
２

奥
尻
町

０
．
１
３
７
１
８

東
神
楽
町

４
．
４
７
５
３
１

礼
文
町

０
．
０
０
０
０
０

利
尻
富
士
町

０
．
８
６
２
９
０

美
幌
町

０
．
０
１
２
３
１

大
空
町

８
．
７
７
０
３
２

白
糠
町

１
．
５
０
６
５
７

中
標
津
町

０
．
２
４
６
６
３

青
森
県

青
森
市

０
．
２
５
７
９
０

三
沢
市

０
．
０
６
７
５
３

岩
手
県

花
巻
市

０
．
５
０
４
７
３

宮
城
県

名
取
市

１
．
２
２
８
０
０

岩
沼
市

１
．
８
８
０
９
７

秋
田
県

秋
田
市

０
．
２
０
６
２
９

北
秋
田
市

０
．
４
５
２
２
６

山
形
県

鶴
岡
市

０
．
０
１
５
３
２

酒
田
市

０
．
１
９
１
２
８

天
童
市

０
．
０
０
２
１
９

東
根
市

０
．
７
９
０
３
０

福
島
県

須
賀
川
市

０
．
０
８
８
３
７

玉
川
村

１
．
３
０
８
８
５

茨
城
県

小
美
玉
市

０
．
１
５
２
５
９

千
葉
県

成
田
市

１
．
９
５
８
２
９

多
古
町

０
．
０
３
９
７
２

芝
山
町

４
．
６
７
８
７
１

東
京
都

特
別
区

０
．
０
８
５
９
０

三
鷹
市

０
．
０
０
０
９
３

調
布
市

０
．
０
０
４
７
２

大
島
町

０
．
０
４
３
５
１

新
島
村

０
．
１
０
４
２
５

神
津
島
村

０
．
０
８
３
９
３

三
宅
村

０
．
０
７
９
７
２

八
丈
町

１
．
６
２
４
７
１

神
奈
川
県

川
崎
市

０
．
０
０
０
０
０

新
潟
県

新
潟
市

０
．
０
３
３
９
５

佐
渡
市

０
．
０
０
０
０
３

富
山
県

富
山
市

０
．
０
５
８
８
７

石
川
県

小
松
市

０
．
０
７
０
２
９

輪
島
市

０
．
１
５
４
７
７

穴
水
町

０
．
９
１
２
７
８

能
登
町

０
．
１
５
１
８
２

福
井
県

坂
井
市

０
．
０
０
５
４
９

長
野
県

松
本
市

０
．
０
５
９
８
６

塩
尻
市

０
．
１
４
３
９
２

静
岡
県

島
田
市

０
．
１
０
１
３
７

牧
之
原
市

０
．
５
９
７
５
１

愛
知
県

名
古
屋
市

０
．
０
０
０
０
２

春
日
井
市

０
．
０
２
７
５
２

常
滑
市

２
．
２
３
４
９
５

小
牧
市

０
．
０
７
４
１
０

豊
山
町

４
．
４
５
４
４
０

大
阪
府

大
阪
市

０
．
０
０
０
０
０

豊
中
市

５
．
０
２
９
０
４

池
田
市

０
．
７
２
７
７
０

八
尾
市

０
．
０
０
７
３
２

泉
佐
野
市

０
．
４
５
３
１
３

泉
南
市

０
．
９
２
３
４
０

田
尻
町

７
．
１
０
２
６
６

兵
庫
県

神
戸
市

０
．
４
８
２
０
６

伊
丹
市

５
．
９
３
８
８
６

豊
岡
市

０
．
０
１
７
０
２

川
西
市

２
．
４
８
４
１
５

和
歌
山
県

白
浜
町

０
．
８
１
５
９
３
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鳥
取
県

鳥
取
市

０
．
１
０
０
０
９

米
子
市

０
．
０
０
２
８
１

境
港
市

０
．
０
８
０
１
６

島
根
県

出
雲
市

２
．
５
５
１
５
９

益
田
市

０
．
１
８
０
５
４

隠
岐
の
島
町

０
．
１
９
５
３
０

岡
山
県

岡
山
市

０
．
０
９
７
６
５

広
島
県

三
原
市

１
．
２
７
７
６
２

山
口
県

宇
部
市

０
．
１
７
７
３
３

岩
国
市

０
．
０
１
３
５
２

徳
島
県

松
茂
町

０
．
５
８
７
１
８

香
川
県

高
松
市

０
．
１
５
４
７
２

綾
川
町

１
．
３
９
０
５
８

愛
媛
県

松
山
市

０
．
９
７
９
７
５

高
知
県

南
国
市

１
．
０
９
３
１
２

香
南
市

０
．
０
２
３
３
９

福
岡
県

北
九
州
市

０
．
０
２
１
５
９

福
岡
市

２
．
２
４
０
３
８

大
野
城
市

１
．
１
０
１
０
５

苅
田
町

０
．
０
４
１
４
５

佐
賀
県

佐
賀
市

０
．
０
５
７
０
２

長
崎
県

大
村
市

０
．
６
３
４
５
４

対
馬
市

０
．
１
７
７
１
１

壱
岐
市

０
．
０
２
９
０
１

五
島
市

０
．
１
０
６
５
６

小
値
賀
町

０
．
０
０
１
５
３

新
上
五
島
町

０
．
０
０
０
１
４

熊
本
県

熊
本
市

０
．
０
０
０
０
０

天
草
市

０
．
０
２
６
７
０

大
津
町

０
．
１
７
７
５
５

菊
陽
町

３
．
０
７
６
０
３

益
城
町

０
．
３
８
０
２
３

大
分
県

豊
後
大
野
市

０
．
０
０
１
５
４

国
東
市

１
．
４
０
４
３
６

宮
崎
県

宮
崎
市

１
．
６
９
４
２
４

鹿
児
島
県

霧
島
市

１
．
５
９
４
２
４

奄
美
市

０
．
７
０
８
７
６

中
種
子
町

０
．
３
７
２
０
６

屋
久
島
町

０
．
１
９
４
８
１

喜
界
町

０
．
２
０
８
５
０

天
城
町

１
．
１
２
０
５
８

和
泊
町

０
．
２
０
８
３
３

与
論
町

０
．
２
１
７
６
７

沖
縄
県

那
覇
市

０
．
８
８
９
４
８

石
垣
市

２
．
０
３
８
０
３

豊
見
城
市

０
．
１
４
２
３
０

宮
古
島
市

１
．
９
４
９
２
５

伊
江
村

０
．
０
１
４
５
２

座
間
味
村

０
．
０
０
３
４
４

粟
国
村

０
．
０
１
５
２
０

南
大
東
村

１
．
０
１
０
９
９

北
大
東
村

０
．
７
３
５
４
５

久
米
島
町

０
．
５
８
７
９
８

多
良
間
村

０
．
６
４
１
１
８

竹
富
町

０
．
０
０
０
０
０

与
那
国
町

１
．
０
３
８
５
８

別
表
第
三
の
九

「
地
域
振
興
費
（
人
口
）
」
の
事
業
費
補
正
中
の
財
政
力
指
数
に
係
る
率
等
（
第
１
２
条
関
係
）

財
政
力
指
数
区
分

率
等

Ａ

Ｂ

財
政
力
指
数
が
０
．
６
０
未
満
の
も
の

－

０
．
１
４
０
０

０
．
５
９
９

同
上
０
．
６
０
以
上
０
．
７
５
未
満
の
も
の

－

０
．
３
０
０
０

０
．
６
９
５

同
上
０
．
７
５
以
上
０
．
８
５
未
満
の
も
の

－

０
．
５
０
０
０

０
．
８
４
５

同
上
０
．
８
５
以
上
０
．
９
５
未
満
の
も
の

－

０
．
９
５
０
０

１
．
２
２
８

同
上
０
．
９
５
以
上

－

０
．
５
０
０
０

０
．
８
０
０

別
表
第
三
の
十

都
道
府
県
分
の
「
地
域
振
興
費
」
及
び
市
町
村
分
の
「
都
市
計
画
費
」
の
事
業
費
補
正
に
係
る
率
（
第
１
２
条
関
係
）

経費の種類

区
分

率

地域振興費

第三セクター分

平
成
４
年
度
許
可
債

０
．
０
０
４
８

平
成
６
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
２

平
成
７
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
２

平
成
８
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
２

平
成
９
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
５

平
成
１
０
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
５

平
成
１
１
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
８

平
成
１
２
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
５

平
成
１
３
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
３
８

平
成
１
３
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
０

平
成
１
４
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
２
９

平
成
１
４
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
９
４

平
成
１
５
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
６
２

平
成
１
５
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
４
３
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平
成
１
６
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
６
２

平
成
１
６
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
４
３

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
６
６

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
４
９

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
５
８

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
７

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
５
８

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
７

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
５
９
３

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
８
９

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
５
３
３

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
０
０

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
５
０
４

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
２
５
６

都市計画費

第三セクター分

平
成
４
年
度
許
可
債

０
．
０
０
４
８

平
成
６
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
２

平
成
７
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
２

平
成
８
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
２

平
成
９
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
５

平
成
１
０
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
５

平
成
１
１
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
８

平
成
１
２
年
度
許
可
債

０
．
０
１
３
５

平
成
１
３
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
３
８

平
成
１
３
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
０

平
成
１
４
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
２
９

平
成
１
４
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
９
４

平
成
１
５
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
６
０

平
成
１
５
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
９

平
成
１
６
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
６
２

平
成
１
６
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
４
３

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場
公

募
団
体

０
．
０
１
５
０

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の
他

団
体

０
．
０
１
２
０

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場
公

募
団
体

０
．
０
２
２
５

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の
他

団
体

０
．
０
１
８
０

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
１
４
７

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
１
１
４

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
２
２
１

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
１
７
１

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
１
４
７

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
１
０
８

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
２
２
１

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
１
６
２

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
１
５
０
０

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
１
６
５
０

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
２
２
５
０

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
２
４
７
５

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
１
４
４
０

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
１
６
２
０

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
２
１
６
０

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
２
４
３
０

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
１
４
１
０

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
２
年
度
以
前
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
１
５
９
０

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
市
場

公
募
団
体

０
．
０
２
１
１
５

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
平
成
１
３
年
度
以
降
新
規
採
択
路
線
に
係
る
も
の
）
そ
の

他
団
体

０
．
０
２
３
８
５

公営分

平
成
４
年
度
許
可
債

０
．
０
０
９
６

平
成
５
年
度
許
可
債

０
．
０
２
５
２

平
成
６
年
度
許
可
債

０
．
０
２
７
０

平
成
７
年
度
許
可
債

０
．
０
３
７
２

平
成
８
年
度
許
可
債

０
．
０
３
４
２
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平
成
９
年
度
許
可
債

０
．
０
３
１
８

平
成
１
０
年
度
許
可
債

０
．
０
３
１
２

平
成
１
１
年
度
許
可
債

０
．
０
３
１
８

平
成
１
２
年
度
許
可
債

０
．
０
３
０
０

平
成
１
３
年
度
許
可
債

０
．
０
３
１
８

平
成
１
４
年
度
許
可
債

０
．
０
２
１
２

平
成
１
５
年
度
許
可
債

０
．
０
２
３
９

平
成
１
６
年
度
許
可
債

０
．
０
２
４
３

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
市
場
公
募
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
２
５

平
成
１
７
年
度
許
可
債
（
そ
の
他
の
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
８
０

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
市
場
公
募
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
２
１

平
成
１
８
年
度
同
意
等
債
（
そ
の
他
の
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
７
１

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
市
場
公
募
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
２
１

平
成
１
９
年
度
同
意
等
債
（
そ
の
他
の
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
１
６
２

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
市
場
公
募
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
２
５
０

平
成
２
０
年
度
同
意
等
債
（
そ
の
他
の
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
４
７
５

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
市
場
公
募
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
１
６
０

平
成
２
１
年
度
同
意
等
債
（
そ
の
他
の
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
４
３
０

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
市
場
公
募
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
１
１
５

平
成
２
２
年
度
同
意
等
債
（
そ
の
他
の
団
体
に
係
る
も
の
）

０
．
０
２
３
８
５

別
表
第
三
の
十
一

（
１
）
　
都
道
府
県
分
の
「
地
域
振
興
費
」
の
事
業
費
補
正
中
の
財
政
力
係
数
に
係
る
率
等
（
第
１
２
条
関
係
）

財
政
力
係
数
区
分

率
等

　

Ａ

Ｂ

財
政
力
係
数
が
１
０
０
を
超
え
１
１
０
ま
で
の
も
の

８
．
０
０

－

７
０
０

同
上
１
１
０
を
超
え
１
２
０
ま
で
の
も
の

４
．
０
０

－

２
６
０

同
上
１
２
０
を
超
え
１
３
０
ま
で
の
も
の

３
．
０
０

－

１
４
０

同
上
１
３
０
を
超
え
１
５
０
ま
で
の
も
の

２
．
５
０

－

７
５

同
上
１
５
０
を
超
え
る
も
の

２
．
０
０

－

０

（
２
）
　
市
町
村
分
の
「
そ
の
他
の
土
木
費
」
の
事
業
費
補
正
中
の
財
政
力
係
数
に
係
る
率
等
（
第
１
２
条
関
係
）

係
数
区
分

率
等

　

Ａ

Ｂ

財
政
力
係
数
が
１
０
０
を
超
え
５
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
０
９

－

９

同
上
５
０
０
を
超
え
１
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
２
５

－

８
９

同
上
１
，
０
０
０
を
超
え
１
，
５
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
４
７

－

３
０
９

同
上
１
，
５
０
０
を
超
え
２
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
６
１

－

５
１
９

同
上
２
，
０
０
０
を
超
え
２
，
５
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
８
８

－

１
，
０
５
９

同
上
２
，
５
０
０
を
超
え
３
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
９
８

－

１
，
３
０
９

同
上
３
，
０
０
０
を
超
え
３
，
５
０
０
ま
で
の
も
の

２
．
５
３

－

２
，
９
５
９

同
上
３
，
５
０
０
を
超
え
４
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

２
．
６
７

－

３
，
４
４
９

同
上
４
，
０
０
０
を
超
え
４
，
５
０
０
ま
で
の
も
の

３
．
５
４

－

６
，
９
２
９

同
上
４
，
５
０
０
を
超
え
る
も
の

２
．
０
０

１

別
表
第
三
の
十
二
　
削
除

別
表
第
三
の
十
三

市
町
村
分
の
「
小
学
校
費
」
、
「
中
学
校
費
」
及
び
「
清
掃
費
」
の
立
替
施
行
に
係
る
乗
率
（
第
１
２
条
関
係
）

経
費

の
種

類

区
分

乗
率

小
学

校
費

及
び

中
学

校
費

校舎及び屋体等

昭
和
５
１
年
度
か
ら
昭
和
５
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１
３
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

１
１
．
５

昭
和
５
５
年
度
か
ら
昭
和
５
７
年
度
ま
で
の
各
年
度
、
昭
和
６
０
年
度
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で

の
各
年
度
及
び
平
成
６
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

３
．
１

昭
和
５
８
年
度
及
び
平
成
１
４
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金

を
受
け
入
れ
た
も
の

６
．
２
５

昭
和
５
９
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

４
．
５

平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

１
．
３

プール

昭
和
６
３
年
度
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
６
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を

受
け
入
れ
た
も
の

１
．
９

平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

１
．
０

平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の
５
．
５

平
成
１
４
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の
３
．
２
５

用地

昭
和
５
１
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

３
．
９

昭
和
５
２
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

４
．
８

昭
和
５
３
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

６
．
７

昭
和
５
４
年
度
か
ら
平
成
１
０
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た

も
の

１
２
．
４

清
掃
費

昭
和
３
７
年
度
か
ら
平
成
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
及
び
平
成
６
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を

受
け
入
れ
た
も
の

２
．
５

平
成
４
年
度
及
び
平
成
５
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の

１
．
１

平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１
３
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の
８
．
５

平
成
１
４
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
国
庫
補
助
金
を
受
け
入
れ
た
も
の
３
．
７
５

別
表
第
三
の
十
四

「
地
域
振
興
費
」
の
事
業
費
補
正
中
の
発
行
割
合
に
係
る
率
等
（
第
１
２
条
関
係
）

割
合
区
分

率
等

Ａ

Ｂ

発
行
割
合
が
２
０
０
を
超
え
４
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
０
３

－

６

同
上
４
０
０
を
超
え
６
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
１
０

－

３
４

同
上
６
０
０
を
超
え
８
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
１
５

－

６
４

同
上
８
０
０
を
超
え
１
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
２
０

－

１
０
４

同
上
１
，
０
０
０
を
超
え
１
，
４
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
２
９

－

１
９
４

同
上
１
，
４
０
０
を
超
え
２
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
４
１

－

３
６
２

同
上
２
，
０
０
０
を
超
え
３
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
５
８

－

７
０
２

同
上
３
，
０
０
０
を
超
え
４
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
７
６

－

１
，
２
４
２

373



同
上
４
，
０
０
０
を
超
え
５
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
９
０

－

１
，
８
０
２

同
上
５
，
０
０
０
を
超
え
６
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

１
．
９
８

－

２
，
２
０
２

同
上
６
，
０
０
０
を
超
え
７
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

２
．
０
４

－

２
，
５
６
２

同
上
７
，
０
０
０
を
超
え
８
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

２
．
０
８

－

２
，
８
４
２

同
上
８
，
０
０
０
を
超
え
１
０
，
０
０
０
ま
で
の
も
の

２
．
１
０

－

３
，
０
０
２

同
上
１
０
，
０
０
０
を
超
え
る
も
の

１
．
８
０

０

別
表
第
四

（
１
）
　
寒
冷
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）

都道府県

区
分
地
域
（
総
合
振
興
局
及
び
振
興
局
、
郡
並
び
に
市
町
村
の
区
域
は
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
よ
る
。
）

北海道

四
級

地

旭
川
市
　
釧
路
市
　
帯
広
市
　
北
見
市
　
夕
張
市
　
網
走
市
　
美
唄
市
　
芦
別
市
　
江
別
市
　
赤
平
市
　

紋
別
市
　
士
別
市
　
名
寄
市
　
三
笠
市
　
根
室
市
　
千
歳
市
　
滝
川
市
　
砂
川
市
　
歌
志
内
市
　
深
川
市

　
富
良
野
市
　
恵
庭
市
　
北
広
島
市

石
狩
振
興
局

新
篠
津
村

後
志
総
合
振
興
局

真
狩
村
　
留
寿
都
村
　
喜
茂
別
町
　
京
極
町
　
倶
知
安
町

空
知
総
合
振
興
局

南
幌
町
　
奈
井
江
町
　
上
砂
川
町
　
由
仁
町
　
長
沼
町
　
栗
山
町
　
月
形
町
　

浦
臼
町
　
新
十
津
川
町
　
妹
背
牛
町
　
秩
父
別
町
　
雨
竜
町
　
北
竜
町
　
沼
田
町

上
川
総
合
振
興
局

鷹
栖
町
　
東
神
楽
町
　
当
麻
町
　
比
布
町
　
愛
別
町
　
上
川
町
　
東
川
町
　
美

瑛
町
　
上
富
良
野
町
　
中
富
良
野
町
　
南
富
良
野
町
　
占
冠
村
　
和
寒
町
　
剣

淵
町
　
下
川
町
　
美
深
町
　
音
威
子
府
村
　
中
川
町
　
幌
加
内
町

留
萌
振
興
局

遠
別
町
　
天
塩
町

宗
谷
総
合
振
興
局

猿
払
村
　
浜
頓
別
町
　
中
頓
別
町
　
枝
幸
町
　
豊
富
町
　
幌
延
町

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
美
幌
町
　
津
別
町
　
斜
里
町
　
清
里
町
　
小
清
水
町
　
訓
子
府
町
　
置
戸
町
　

佐
呂
間
町
　
遠
軽
町
　
湧
別
町
　
滝
上
町
　
興
部
町
　
西
興
部
村
　
雄
武
町
　

大
空
町

胆
振
総
合
振
興
局

厚
真
町
　
安
平
町
　
む
か
わ
町

日
高
振
興
局

日
高
町
　
平
取
町

十
勝
総
合
振
興
局

音
更
町
　
士
幌
町
　
上
士
幌
町
　
鹿
追
町
　
新
得
町
　
清
水
町
　
芽
室
町
　
中

札
内
村
　
更
別
村
　
大
樹
町
　
広
尾
町
　
幕
別
町
　
池
田
町
　
豊
頃
町
　
本
別

町
　
足
寄
町
　
陸
別
町
　
浦
幌
町

釧
路
総
合
振
興
局

釧
路
町
　
厚
岸
町
　
浜
中
町
　
標
茶
町
　
弟
子
屈
町
　
鶴
居
村
　
白
糠
町

根
室
振
興
局

別
海
町
　
中
標
津
町
　
標
津
町
　
羅
臼
町

三
級

地

札
幌
市
　
岩
見
沢
市
　
留
萌
市
　
苫
小
牧
市
　
稚
内
市
　
登
別
市
　
伊
達
市
　
石
狩
市
　
北
斗
市

石
狩
振
興
局

当
別
町

渡
島
総
合
振
興
局

七
飯
町
　
鹿
部
町
　
森
町
　
八
雲
町
　
長
万
部
町

檜
山
振
興
局

今
金
町

後
志
総
合
振
興
局

島
牧
村
　
黒
松
内
町
　
蘭
越
町
　
ニ
セ
コ
町
　
共
和
町
　
岩
内
町
　
泊
村
　
積

丹
町
　
古
平
町
　
仁
木
町
　
余
市
町
　
赤
井
川
村

留
萌
振
興
局

増
毛
町
　
小
平
町
　
苫
前
町
　
羽
幌
町
　
初
山
別
村

宗
谷
総
合
振
興
局

礼
文
町
　
利
尻
町
　
利
尻
富
士
町

胆
振
総
合
振
興
局

豊
浦
町
　
壮
瞥
町
　
白
老
町
　
洞
爺
湖
町

日
高
振
興
局

新
冠
町
　
浦
河
町
　
様
似
町
　
え
り
も
町
　
新
ひ
だ
か
町

二
級

地

函
館
市
　
小
樽
市
　
室
蘭
市

渡
島
総
合
振
興
局

松
前
町
　
福
島
町
　
知
内
町
　
木
古
内
町

檜
山
振
興
局

江
差
町
　
上
ノ
国
町
　
厚
沢
部
町
　
乙
部
町
　
奥
尻
町
　
せ
た
な
町

後
志
総
合
振
興
局

寿
都
町
　
神
恵
内
村

青森県

二
級

地

青
森
市
　
弘
前
市
　
八
戸
市
　
黒
石
市
　
五
所
川
原
市
　
十
和
田
市
　
三
沢
市
　
む
つ
市
　
平
川
市

東
津
軽
郡

平
内
町
　
今
別
町
　
蓬
田
村
　
外
ケ
浜
町

中
津
軽
郡

西
目
屋
村

南
津
軽
郡

藤
崎
町
　
大
鰐
町
　
田
舎
館
村

北
津
軽
郡

板
柳
町
　
鶴
田
町
　
中
泊
町

上
北
郡

野
辺
地
町
　
七
戸
町
　
六
戸
町
　
横
浜
町
　
東
北
町
　
六
ケ
所
村
　
お
い
ら
せ
町

下
北
郡

大
間
町
　
東
通
村
　
風
間
浦
村
　
佐
井
村

三
戸
郡

三
戸
町
　
五
戸
町
　
田
子
町
　
南
部
町
　
階
上
町
　
新
郷
村

一
級

地

つ
が
る
市

西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
　
深
浦
町

岩手県

三
級

地

八
幡
平
市

岩
手
郡

葛
巻
町
　
岩
手
町

二
級

地

盛
岡
市
　
花
巻
市
　
久
慈
市
　
遠
野
市
　
二
戸
市
　
奥
州
市
　
滝
沢
市

岩
手
郡

雫
石
町

紫
波
郡

紫
波
町
　
矢
巾
町

和
賀
郡

西
和
賀
町

下
閉
伊
郡

岩
泉
町
　
田
野
畑
村
　
普
代
村

九
戸
郡

軽
米
町
　
野
田
村
　
九
戸
村

二
戸
郡

一
戸
町

一
級

地

宮
古
市
　
大
船
渡
市
　
北
上
市
　
一
関
市
　
陸
前
高
田
市
　
釜
石
市

胆
沢
郡

金
ケ
崎
町

西
磐
井
郡

平
泉
町

気
仙
郡

住
田
町

上
閉
伊
郡

大
槌
町
　
山
田
町

九
戸
郡

洋
野
町

宮城県

二
級

地

刈
田
郡

七
ケ
宿
町

一
級

地

仙
台
市
　
石
巻
市
　
塩
竃
市
　
気
仙
沼
市
　
白
石
市
　
名
取
市
　
角
田
市
　
多
賀
城
市
　
岩
沼
市
　
登
米

市
　
栗
原
市
　
東
松
島
市
　
大
崎
市
　
富
谷
市

刈
田
郡

蔵
王
町

柴
田
郡

大
河
原
町
　
村
田
町
　
柴
田
町
　
川
崎
町

伊
具
郡

丸
森
町
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亘
理
郡

亘
理
町
　
山
元
町

宮
城
郡

松
島
町
　
七
ケ
浜
町
　
利
府
町

黒
川
郡

大
和
町
　
大
郷
町
　
大
衡
村

加
美
郡

色
麻
町
　
加
美
町

遠
田
郡

涌
谷
町
　
美
里
町

牡
鹿
郡

女
川
町

本
吉
郡

南
三
陸
町

秋田県

二
級

地

大
館
市
　
湯
沢
市
　
鹿
角
市
　
大
仙
市
　
北
秋
田
市
　
仙
北
市

鹿
角
郡

小
坂
町

山
本
郡

藤
里
町

仙
北
郡

美
郷
町

雄
勝
郡

羽
後
町
　
東
成
瀬
村

一
級

地

秋
田
市
　
能
代
市
　
横
手
市
　
男
鹿
市
　
由
利
本
荘
市
　
潟
上
市

北
秋
田
郡

上
小
阿
仁
村

山
本
郡

三
種
町
　
八
峰
町

南
秋
田
郡

五
城
目
町
　
八
郎
潟
町
　
井
川
町
　
大
潟
村

山形県

二
級

地

米
沢
市
　
村
山
市
　
長
井
市

西
村
山
郡

西
川
町

上
郡

金
山
町
　

上
町

東
置
賜
郡

高
畠
町
　
川
西
町

西
置
賜
郡

飯
豊
町

一
級

地

山
形
市
　
新
庄
市
　
寒
河
江
市
　
尾
花
沢
市
　
南
陽
市
　
上
山
市
　
天
童
市
　
東
根
市

東
村
山
郡

山
辺
町
　
中
山
町

西
村
山
郡

河
北
町
　
朝
日
町
　
大
江
町

北
村
山
郡

大
石
田
町

上
郡

舟
形
町
　
真
室
川
町
　
大
蔵
村
　
鮭
川
村
　
戸
沢
村

西
置
賜
郡

小
国
町
　
白
鷹
町

東
田
川
郡

三
川
町
　
庄
内
町

福島県

三
級

地

南
会
津
郡

檜
枝
岐
村

二
級

地

南
会
津
郡

下
郷
町
　
南
会
津
町

耶
麻
郡

北
塩
原
村
　
磐
梯
町
　
猪
苗
代
町

大
沼
郡

昭
和
村

東
白
川
郡

鮫
川
村

石
川
郡

平
田
村

双
葉
郡

川
内
村
　
葛
尾
村

相
馬
郡

飯
舘
村

一
級

地

会
津
若
松
市
　
郡
山
市
　
白
河
市
　
須
賀
川
市
　
喜
多
方
市
　
相
馬
市
　
二
本
松
市
　
田
村
市
　
南
相
馬

市
　
本
宮
市

伊
達
郡

国
見
町
　
川
俣
町

安
達
郡

大
玉
村

岩
瀬
郡

鏡
石
町
　
天
栄
村

南
会
津
郡

只
見
町

耶
麻
郡

西
会
津
町

河
沼
郡

会
津
坂
下
町
　
湯
川
村
　
柳
津
町

大
沼
郡

三
島
町
　
金
山
町
　
会
津
美
里
町

西
白
河
郡

西
郷
村
　
泉
崎
村
　
中
島
村
　
矢
吹
町

東
白
川
郡

棚
倉
町
　
矢
祭
町
　
塙
町

石
川
郡

石
川
町
　
玉
川
村
　
浅
川
町
　
古
殿
町

田
村
郡

三
春
町
　
小
野
町

双
葉
郡

大
熊
町

相
馬
郡

新
地
町

茨城県

一
級

地

久
慈
郡

大
子
町

栃木県

一
級

地

日
光
市
　
那
須
塩
原
市
　
さ
く
ら
市

芳
賀
郡

茂
木
町
　
市
貝
町
　
芳
賀
町

塩
谷
郡

塩
谷
町
　
高
根
沢
町

那
須
郡

那
須
町
　
那
珂
川
町

群馬県

三
級

地

吾
妻
郡

草
津
町

二
級

地

多
野
郡

上
野
村

吾
妻
郡

長
野
原
町
　
嬬
恋
村

利
根
郡

片
品
村

一
級

地

沼
田
市

多
野
郡

神
流
町

甘
楽
郡

南
牧
村

吾
妻
郡

中
之
条
町
　
高
山
村
　
東
吾
妻
町

利
根
郡

川
場
村
　
昭
和
村
　
み
な
か
み
町

新潟県

一
級

地

十
日
町
市
　
魚
沼
市
　
南
魚
沼
市

東
蒲
原
郡

阿
賀
町

南
魚
沼
郡

湯
沢
町

中
魚
沼
郡

津
南
町

岩
船
郡

関
川
村
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福井県

一
級

地

今
立
郡

池
田
町

山梨県

二
級

地

富
士
吉
田
市

南
都
留
郡

忍
野
村
　
山
中
湖
村
　
鳴
沢
村
　
富
士
河
口
湖
町

一
級

地

北
杜
市

南
都
留
郡

道
志
村
　
西
桂
町

北
都
留
郡

小
菅
村
　
丹
波
山
村

長野県

三
級

地

南
佐
久
郡

川
上
村
　
南
牧
村
　
南
相
木
村
　
北
相
木
村

二
級

地

岡
谷
市
　
小
諸
市
　
大
町
市
　
茅
野
市
　
塩
尻
市
　
佐
久
市

南
佐
久
郡

小
海
町
　
佐
久
穂
町

北
佐
久
郡

軽
井
沢
町
　
御
代
田
町
　
立
科
町

小
県
郡

長
和
町

諏
訪
郡

富
士
見
町
　
原
村

上
伊
那
郡

辰
野
町
　
箕
輪
町

下
伊
那
郡

平
谷
村
　
売
木
村
　
大
鹿
村

木
曽
郡

上
松
町
　
木
祖
村
　
王
滝
村
　
木
曽
町

東
筑
摩
郡

麻
績
村
　
朝
日
村

北
安
曇
郡

池
田
町
　
松
川
村
　
白
馬
村
　
小
谷
村

上
高
井
郡

高
山
村

下
高
井
郡

山
ノ
内
町
　
木
島
平
村
　
野
沢
温
泉
村

上
水
内
郡

信
濃
町
　
飯
綱
町

一
級

地

長
野
市
　
松
本
市
　
上
田
市
　
諏
訪
市
　
須
坂
市
　
伊
那
市
　
駒
ヶ
根
市
　
中
野
市
　
飯
山
市
　
千
曲
市

　
東
御
市
　
安
曇
野
市

小
県
郡

青
木
村

諏
訪
郡

下
諏
訪
町

上
伊
那
郡

飯
島
町
　
南
箕
輪
村
　
中
川
村
　
宮
田
村

下
伊
那
郡

松
川
町
　
阿
南
町
　
阿
智
村
　
根
羽
村
　
下
條
村
　
泰
阜
村

木
曽
郡

南
木
曽
町
　
大
桑
村

東
筑
摩
郡

生
坂
村
　
山
形
村
　
筑
北
村

埴
科
郡

坂
城
町

上
高
井
郡

小
布
施
町

上
水
内
郡

小
川
村

下
水
内
郡

栄
村

岐阜県

一
級

地

飛
騨
市
　
高
山
市
　
郡
上
市
　
下
呂
市

加
茂
郡

東
白
川
村

大
野
郡

白
川
村

愛知県

一
級

地

北
設
楽
郡

豊
根
村

奈良県

二
級

地

吉
野
郡

野
迫
川
村

一
級

地

宇
陀
郡

御
杖
村

吉
野
郡

天
川
村

和歌山県

二
級

地

伊
都
郡

高
野
町

鳥取県

一
級

地

日
野
郡

日
南
町

島根県

一
級

地

飯
石
郡

飯
南
町

岡山県

一
級

地

真
庭
郡

新
庄
村

英
田
郡

西
粟
倉
村

中
央
郡

吉
備
中
央
町

広島県

一
級

地

神
石
郡

神
石
高
原
町

（
２
）
　
生
活
保
護
費
に
係
る
寒
冷
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）

地
域
区
分

都
道
府
県
分

市
分

一
区

北
海
道
　
青
森
県
　
秋
田
県

上
記
道
県
内
の
市

二
区

岩
手
県
　
山
形
県
　
新
潟
県

上
記
県
内
の
市

三
区

宮
城
県
　
福
島
県
　
長
野
県
　
富
山
県

上
記
県
内
の
市

四
区

石
川
県
　
福
井
県

上
記
県
内
の
市

五
区

栃
木
県
　
群
馬
県
　
山
梨
県
　
岐
阜
県
　
鳥
取
県
　
島
根
県

上
記
県
内
の
市

六
区

一
区
か
ら
五
区
ま
で
の
道
県
以
外
の
都
府
県

上
記
都
府
県
内
の
市

（
３
）
　
積
雪
の
差
に
よ
る
地
域
区
分
（
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）

都道府県

区
分

地
域
（
総
合
振
興
局
及
び
振
興
局
、
郡
並
び
に
市
町
村
の
区
域
は
そ
の
年
の
四
月
一
日
現
在
に
よ
る
。
）

北海道

四

級

地

札
幌
市
　
小
樽
市
　
旭
川
市
　
夕
張
市
　
岩
見
沢
市
　
留
萌
市
　
美
唄
市
　
江
別
市
　
赤
平
市
　
三
笠

市
　
滝
川
市
　
砂
川
市
　
歌
志
内
市
　
深
川
市
　
石
狩
市

石
狩
振
興
局

当
別
町

渡
島
総
合
振
興
局

木
古
内
町
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後
志
総
合
振
興
局

島
牧
村
　
寿
都
町
　
ニ
セ
コ
町
　
真
狩
村
　
留
寿
都
村
　
喜
茂
別
町
　
京
極

町
　
倶
知
安
町
　
共
和
町
　
岩
内
町
　
泊
村
　
神
恵
内
村
　
積
丹
町
　
古
平

町
　
仁
木
町
　
余
市
町
　
赤
井
川
村

空
知
総
合
振
興
局

奈
井
江
町
　
上
砂
川
町
　
新
十
津
川
町
　
雨
竜
町
　
北
竜
町
　
沼
田
町

上
川
総
合
振
興
局

美
深
町
　
音
威
子
府
村
　
中
川
町
　
幌
加
内
町

留
萌
振
興
局

増
毛
町
　
小
平
町
　
苫
前
町
　
羽
幌
町
　
初
山
別
村
　
遠
別
町

宗
谷
総
合
振
興
局

中
頓
別
町
　
礼
文
町
　
利
尻
町
　
利
尻
富
士
町

根
室
振
興
局

羅
臼
町

三

級

地

北
見
市
　
網
走
市
　
稚
内
市
　
芦
別
市
　
紋
別
市
　
士
別
市
　
名
寄
市
　
富
良
野
市
　
伊
達
市
　
北
広
島

市
　
北
斗
市

石
狩
振
興
局

新
篠
津
村

渡
島
総
合
振
興
局

松
前
町
　
福
島
町
　
知
内
町
　
八
雲
町
　
長
万
部
町

檜
山
振
興
局

上
ノ
国
町
　
厚
沢
部
町
　
今
金
町
　
せ
た
な
町

後
志
総
合
振
興
局

黒
松
内
町
　
蘭
越
町

空
知
総
合
振
興
局

南
幌
町
　
栗
山
町
　
月
形
町
　
浦
臼
町
　
妹
背
牛
町
　
秩
父
別
町

上
川
総
合
振
興
局

鷹
栖
町
　
当
麻
町
　
比
布
町
　
愛
別
町
　
上
川
町
　
東
川
町
　
美
瑛
町
　
上
富

良
野
町
　
南
富
良
野
町
　
占
冠
村
　
和
寒
町
　
剣
淵
町
　
下
川
町

留
萌
振
興
局

天
塩
町

宗
谷
総
合
振
興
局

猿
払
村
　
浜
頓
別
町
　
枝
幸
町
　
豊
富
町
　
幌
延
町

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
斜
里
町
　
清
里
町
　
滝
上
町
　
西
興
部
村
　
雄
武
町

胆
振
総
合
振
興
局

豊
浦
町
　
洞
爺
湖
町

十
勝
総
合
振
興
局

上
士
幌
町
　
新
得
町
　
中
札
内
村

根
室
振
興
局

標
津
町

二

級

地

函
館
市
　
室
蘭
市
　
釧
路
市
　
帯
広
市
　
千
歳
市
　
登
別
市
　
恵
庭
市

渡
島
総
合
振
興
局

七
飯
町
　
鹿
部
町
　
森
町

檜
山
振
興
局

江
差
町
　
乙
部
町
　
奥
尻
町

空
知
総
合
振
興
局

由
仁
町
　
長
沼
町

上
川
総
合
振
興
局

東
神
楽
町
　
中
富
良
野
町

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
美
幌
町
　
津
別
町
　
小
清
水
町
　
訓
子
府
町
　
置
戸
町
　
佐
呂
間
町
　
遠
軽

町
　
湧
別
町
　
興
部
町
　
大
空
町

胆
振
総
合
振
興
局

壮
瞥
町
　
白
老
町
　
厚
真
町
　
安
平
町
　
む
か
わ
町

日
高
振
興
局

日
高
町
　
平
取
町
　
新
冠
町
　
浦
河
町
　
様
似
町
　
え
り
も
町
　
新
ひ
だ
か
町

十
勝
総
合
振
興
局

音
更
町
　
士
幌
町
　
鹿
追
町
　
清
水
町
　
芽
室
町
　
更
別
村
　
大
樹
町
　
広
尾

町
　
幕
別
町
　
池
田
町
　
豊
頃
町
　
足
寄
町
　
陸
別
町

釧
路
総
合
振
興
局

釧
路
町
　
厚
岸
町
　
浜
中
町
　
標
茶
町
　
弟
子
屈
町
　
鶴
居
村
　
白
糠
町

根
室
振
興
局

別
海
町
　
中
標
津
町

一

級

地

苫
小
牧
市
　
根
室
市

十
勝
総
合
振
興
局

本
別
町
　
浦
幌
町

青森県

四

級

地

青
森
市
　
黒
石
市
　
む
つ
市

東
津
軽
郡

平
内
町
　
外
ケ
浜
町

西
津
軽
郡

深
浦
町

三

級

地

弘
前
市
　
五
所
川
原
市
　
十
和
田
市
　
つ
が
る
市
　
平
川
市

東
津
軽
郡

今
別
町
　
蓬
田
村

西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町

中
津
軽
郡

西
目
屋
村

南
津
軽
郡

大
鰐
町

北
津
軽
郡

中
泊
町

上
北
郡

野
辺
地
町
　
七
戸
町
　
六
ケ
所
村

三
戸
郡

新
郷
村

二

級

地

八
戸
市
　
三
沢
市

南
津
軽
郡

藤
崎
町
　
田
舎
館
村

北
津
軽
郡

板
柳
町
　
鶴
田
町

上
北
郡

横
浜
町
　
東
北
町

下
北
郡

大
間
町
　
東
通
村
　
風
間
浦
村
　
佐
井
村

三
戸
郡

田
子
町
　
階
上
町

一

級

地

上
北
郡

六
戸
町
　
お
い
ら
せ
町

三
戸
郡

三
戸
町
　
五
戸
町
　
南
部
町

岩手県

四

級

地

和
賀
郡

西
和
賀
町

三

級

地

北
上
市

二

級

地

盛
岡
市
　
宮
古
市
　
八
幡
平
市
　
滝
沢
市

岩
手
郡

雫
石
町
　
葛
巻
町
　
岩
手
町

胆
沢
郡

金
ケ
崎
町

気
仙
郡

住
田
町

下
閉
伊
郡

岩
泉
町

一

級

地

大
船
渡
市
　
花
巻
市
　
久
慈
市
　
遠
野
市
　
一
関
市
　
陸
前
高
田
市
　
釜
石
市
　
二
戸
市
　
奥
州
市

紫
波
郡

紫
波
町
　
矢
巾
町

西
磐
井
郡

平
泉
町

上
閉
伊
郡

大
槌
町

下
閉
伊
郡

田
野
畑
村
　
普
代
村

九
戸
郡

軽
米
町
　
野
田
村
　
九
戸
村
　
洋
野
町

二
戸
郡

一
戸
町

宮城県

二

級

地

刈
田
郡

七
ケ
宿
町

加
美
郡

加
美
町

一

級

地

仙
台
市
　
白
石
市
　
栗
原
市
　
大
崎
市

刈
田
郡

蔵
王
町
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柴
田
郡

川
崎
町

黒
川
郡

大
和
町
　
大
衡
村

加
美
郡

色
麻
町

秋田県

四

級

地

湯
沢
市

北
秋
田
郡

上
小
阿
仁
村

雄
勝
郡

東
成
瀬
村

三

級

地

横
手
市
　
大
館
市
　
鹿
角
市
　
由
利
本
荘
市
　
北
秋
田
市
　
に
か
ほ
市
　
仙
北
市

鹿
角
郡

小
坂
町

山
本
郡

藤
里
町
　
八
峰
町

南
秋
田
郡

五
城
目
町

仙
北
郡

美
郷
町

雄
勝
郡

羽
後
町

二

級

地

秋
田
市
　
能
代
市
　
潟
上
市
　
大
仙
市

一

級

地

男
鹿
市

山
本
郡

三
種
町

南
秋
田
郡

八
郎
潟
町
　
井
川
町
　
大
潟
村

山形県

四

級

地

鶴
岡
市
　
新
庄
市
　
村
山
市
　
尾
花
沢
市

西
村
山
郡

西
川
町

北
村
山
郡

大
石
田
町

上
郡

上
町
　
舟
形
町
　
大
蔵
村
　
戸
沢
村

西
置
賜
郡

小
国
町
　
飯
豊
町

東
田
川
郡

庄
内
町

三

級

地

米
沢
市
　
寒
河
江
市
　
長
井
市
　
東
根
市

西
村
山
郡

朝
日
町
　
大
江
町

上
郡

金
山
町
　
真
室
川
町
　
鮭
川
村

東
置
賜
郡

川
西
町

飽
海
郡

遊
佐
町

二

級

地

山
形
市
　
酒
田
市
　
上
山
市
　
天
童
市
　
南
陽
市

東
村
山
郡

山
辺
町
　
中
山
町

西
村
山
郡

河
北
町

東
置
賜
郡

高
畠
町

西
置
賜
郡

白
鷹
町

東
田
川
郡

三
川
町

福島県

四

級

地

南
会
津
郡

檜
枝
岐
村
　
只
見
町

耶
麻
郡

北
塩
原
村

大
沼
郡

金
山
町
　
昭
和
村

三

級

地

南
会
津
郡

南
会
津
町

耶
麻
郡

西
会
津
町
　
磐
梯
町
　
猪
苗
代
町

大
沼
郡

三
島
町

二

級

地

会
津
若
松
市
　
喜
多
方
市

岩
瀬
郡

天
栄
村

南
会
津
郡

下
郷
町

河
沼
郡

会
津
坂
下
町
　
柳
津
町

大
沼
郡

会
津
美
里
町

一

級

地

福
島
市
　
郡
山
市
　
二
本
松
市
　
田
村
市

伊
達
郡

川
俣
町

安
達
郡

大
玉
村

河
沼
郡

湯
川
村

西
白
河
郡

西
郷
村

石
川
郡

古
殿
町

双
葉
郡

川
内
村
　
浪
江
町
　
葛
尾
村

相
馬
郡

飯
舘
村

栃木県

一

級

地

日
光
市
　
那
須
塩
原
市

群馬県

三

級

地

吾
妻
郡

草
津
町

利
根
郡

片
品
村
　
み
な
か
み
町

二

級

地

沼
田
市

吾
妻
郡

中
之
条
町
　
長
野
原
町
　
嬬
恋
村

利
根
郡

川
場
村

一

級

地

多
野
郡

上
野
村

吾
妻
郡

高
山
村
　
東
吾
妻
町

利
根
郡

昭
和
村

新潟県

四

級

地

小
千
谷
市
　
十
日
町
市
　
糸
魚
川
市
　
妙
高
市
　
上
越
市
　
魚
沼
市
　
南
魚
沼
市

東
蒲
原
郡

阿
賀
町

南
魚
沼
郡

湯
沢
町

中
魚
沼
郡

津
南
町

三

級

地

長
岡
市
　
三
条
市
　
柏
崎
市
　
新
発
田
市
　
見
附
市
　
村
上
市
　
胎
内
市

岩
船
郡

関
川
村
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二

級

地

新
潟
市
　
加
茂
市
　
燕
市
　
五
泉
市
　
阿
賀
野
市
　
佐
渡
市

西
蒲
原
郡

弥
彦
村

南
蒲
原
郡

田
上
町

刈
羽
郡

刈
羽
村

一

級

地

北
蒲
原
郡

聖
籠
町

三
島
郡

出
雲
崎
町

岩
船
郡

粟
島
浦
村

富山県

三

級

地

黒
部
市
　
南
砺
市

中
新
川
郡

上
市
町
　
立
山
町

下
新
川
郡

朝
日
町

二

級

地

富
山
市
　
高
岡
市
　
魚
津
市
　
砺
波
市
　
小
矢
部
市
　
射
水
市

中
新
川
郡

舟
橋
村

一

級

地

氷
見
市
　
滑
川
市

下
新
川
郡

入
善
町

石川県

三

級

地

白
山
市

二

級

地

金
沢
市
　
小
松
市
　
輪
島
市
　
珠
洲
市
　
加
賀
市

羽
咋
郡

宝
達
志
水
町

鳳
珠
郡

能
登
町

一

級

地

七
尾
市
　
羽
咋
市
　
か
ほ
く
市
　
能
美
市
　
野
々
市
市

能
美
郡

川
北
町

河
北
郡

津
幡
町
　
内
灘
町

羽
咋
郡

志
賀
町

鹿
島
郡

中
能
登
町

鳳
珠
郡

穴
水
町

福井県

三

級

地

大
野
市
　
勝
山
市

吉
田
郡

永
平
寺
町

今
立
郡

池
田
町

二

級

地

福
井
市
　
敦
賀
市
　
越
前
市

南
条
郡

南
越
前
町

三
方
郡

美
浜
町

一

級

地

小
浜
市
　
鯖
江
市
　
あ
わ
ら
市
　
坂
井
市

丹
生
郡

越
前
町

大
飯
郡

高
浜
町
　
お
お
い
町

三
方
上
中
郡

若
狭
町

山梨県

一

級

地

富
士
吉
田
市

南
巨
摩
郡

早
川
町

南
都
留
郡

西
桂
町
　
忍
野
村
　
山
中
湖
村

北
都
留
郡

小
菅
村
　
丹
波
山
村

長野県

四

級

地

飯
山
市

北
安
曇
郡

小
谷
村

下
高
井
郡

山
ノ
内
町
　
野
沢
温
泉
村

上
水
内
郡

信
濃
町

下
水
内
郡

栄
村

三

級

地

北
安
曇
郡

白
馬
村

下
高
井
郡

木
島
平
村

二

級

地

長
野
市
　
松
本
市
　
須
坂
市
　
中
野
市
　
大
町
市

木
曽
郡

木
祖
村
　
王
滝
村

東
筑
摩
郡

朝
日
村

上
高
井
郡

高
山
村

上
水
内
郡

小
川
村
　
飯
綱
町

一

級

地

上
田
市
　
飯
田
市
　
茅
野
市
　
塩
尻
市
　
佐
久
市
　
東
御
市
　
安
曇
野
市

南
佐
久
郡

小
海
町
　
川
上
村
　
南
牧
村
　
南
相
木
村
　
佐
久
穂
町

北
佐
久
郡

軽
井
沢
町

小
県
郡

長
和
町

諏
訪
郡

富
士
見
町
　
原
村

上
伊
那
郡

飯
島
町

下
伊
那
郡

阿
智
村
　
平
谷
村
　
喬
木
村
　
大
鹿
村

木
曽
郡

上
松
町
　
南
木
曽
町
　
大
桑
村
　
木
曽
町

北
安
曇
郡

池
田
町
　
松
川
村

上
高
井
郡

小
布
施
町

岐阜県

四

級

地

大
野
郡

白
川
村

三

級

地

飛
騨
市

二

級

地

高
山
市
　
本
巣
市
　
郡
上
市

揖
斐
郡

揖
斐
川
町
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一

級

地

山
県
市
　
下
呂
市

不
破
郡

関
ケ
原
町

加
茂
郡

白
川
町
　
東
白
川
村

静岡県

一

級

地

駿
東
郡

小
山
町

滋賀県

二

級

地

高
島
市

一

級

地

長
浜
市
　
米
原
市

京都府

二

級

地

京
丹
後
市

与
謝
郡

与
謝
野
町

一

級

地

舞
鶴
市
　
綾
部
市
　
宮
津
市
　
南
丹
市

与
謝
郡

伊
根
町

兵庫県

二

級

地

豊
岡
市

美
方
郡

香
美
町
　
新
温
泉
町

一

級

地

養
父
市
　
朝
来
市
　
宍
粟
市

奈良県

一

級

地

吉
野
郡

野
迫
川
村

和歌山県

一

級

地

伊
都
郡

高
野
町

鳥取県

三

級

地

日
野
郡

江
府
町

二

級

地

八
頭
郡

若
桜
町
　
智
頭
町

西
伯
郡

大
山
町
　
伯
耆
町

日
野
郡

日
南
町

一

級

地

鳥
取
市
　
倉
吉
市

岩
美
郡

岩
美
町

八
頭
郡

八
頭
町

東
伯
郡

三
朝
町
　
琴
浦
町

西
伯
郡

南
部
町

日
野
郡

日
野
町

島根県

一

級

地

浜
田
市
　
益
田
市
　
大
田
市
　
安
来
市
　
雲
南
市

仁
多
郡

奥
出
雲
町

飯
石
郡

飯
南
町

邑
智
郡

川
本
町
　
美
郷
町
　
邑
南
町

鹿
足
郡

津
和
野
町
　
吉
賀
町

岡山県

二

級

地

真
庭
郡

新
庄
村

一

級

地

真
庭
市

苫
田
郡

鏡
野
町

英
田
郡

西
粟
倉
村

広島県

二

級

地

山
県
郡

安
芸
太
田
町

一

級

地

三
次
市
　
庄
原
市
　
廿
日
市
市

山
県
郡

北
広
島
町

別
表
第
五
　
削
除

別
表
第
六

道
府
県
民
税
所
得
割
に
係
る
単
位
額
補
正
率
（
第
１
８
条
関
係
）

都
道
府
県

補
正
率

Ａ

Ｂ

北
海
道

０
．
７
６
９

０
．
５
１
９

青
森

０
．
８
３
０

０
．
０
０
０

岩
手

０
．
８
５
０

０
．
０
０
０

宮
城

０
．
７
１
２

０
．
５
７
４

秋
田

０
．
８
１
２

０
．
０
０
０

山
形

０
．
８
４
８

０
．
０
０
０

福
島

０
．
９
１
８

０
．
０
０
０

茨
城

１
．
０
２
５

０
．
０
０
０

栃
木

１
．
０
１
１

０
．
０
０
０

群
馬

０
．
９
８
５

０
．
０
０
０

埼
玉

１
．
０
０
７

０
．
６
７
４

千
葉

１
．
０
７
４

０
．
６
３
１

東
京

１
．
６
４
９

０
．
０
０
０

神
奈
川

０
．
８
６
１

０
．
６
９
６

新
潟

０
．
６
９
９

０
．
４
８
６

富
山

０
．
９
４
７

０
．
０
０
０

石
川

０
．
９
７
７

０
．
０
０
０

福
井

０
．
９
５
２

０
．
０
０
０

山
梨

０
．
９
９
５

０
．
０
０
０
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長
野

０
．
９
５
３

０
．
０
０
０

岐
阜

０
．
９
９
１

０
．
０
０
０

静
岡

０
．
８
０
４

０
．
５
４
０

愛
知

１
．
０
０
２

０
．
６
８
８

三
重

１
．
０
２
８

０
．
０
０
０

滋
賀

１
．
０
６
６

０
．
０
０
０

京
都

０
．
７
８
２

０
．
６
０
９

大
阪

０
．
９
１
０

０
．
５
８
５

兵
庫

０
．
９
８
６

０
．
６
０
６

奈
良

１
．
０
８
２

０
．
０
０
０

和
歌
山

０
．
９
５
２

０
．
０
０
０

鳥
取

０
．
８
４
３

０
．
０
０
０

島
根

０
．
８
６
４

０
．
０
０
０

岡
山

０
．
７
５
６

０
．
５
４
２

広
島

０
．
７
８
９

０
．
５
８
０

山
口

０
．
９
８
８

０
．
０
０
０

徳
島

０
．
９
４
７

０
．
０
０
０

香
川

０
．
９
５
１

０
．
０
０
０

愛
媛

０
．
９
２
６

０
．
０
０
０

高
知

０
．
８
８
４

０
．
０
０
０

福
岡

０
．
７
４
４

０
．
５
６
８

佐
賀

０
．
８
７
１

０
．
０
０
０

長
崎

０
．
８
７
９

０
．
０
０
０

熊
本

０
．
６
７
６

０
．
５
１
４

大
分

０
．
８
９
３

０
．
０
０
０

宮
崎

０
．
８
４
８

０
．
０
０
０

鹿
児
島

０
．
８
７
０

０
．
０
０
０

沖
縄

０
．
８
９
９

０
．
０
０
０

別
表
第
七

個
人
事
業
税
に
係
る
率
（
第
１
９
条
関
係
）

都
道
府
県

乗
率

Ａ

Ｂ

北
海
道

０
．
８
１
４

０
．
８
３
９

青
森

０
．
８
０
７

０
．
７
３
４

岩
手

０
．
６
７
５

０
．
７
５
８

宮
城

０
．
８
２
５

０
．
８
２
９

秋
田

０
．
６
９
３

０
．
６
１
１

山
形

０
．
６
６
１

０
．
５
２
４

福
島

０
．
７
４
２

４
．
０
０
１

茨
城

０
．
７
７
１

０
．
８
１
５

栃
木

０
．
７
５
８

０
．
７
５
９

群
馬

０
．
６
８
７

０
．
５
６
２

埼
玉

１
．
０
２
５

０
．
８
８
５

千
葉

１
．
１
３
５

１
．
０
７
５

東
京

１
．
４
４
８

２
．
３
７
８

神
奈
川

１
．
２
４
１

０
．
８
９
４

新
潟

０
．
７
２
７

０
．
６
２
９

富
山

０
．
６
９
９

０
．
６
５
９

石
川

０
．
７
０
５

０
．
７
９
０

福
井

０
．
６
７
１

０
．
５
６
５

山
梨

０
．
７
１
２

０
．
４
９
３

長
野

０
．
６
８
８

０
．
６
９
２

岐
阜

０
．
６
８
７

０
．
６
９
９

静
岡

０
．
７
５
６

０
．
８
３
９

愛
知

０
．
９
３
２

０
．
９
５
４

三
重

０
．
７
０
６

０
．
６
６
６

滋
賀

０
．
７
６
６

０
．
８
７
１

京
都

０
．
８
８
０

０
．
８
１
５

大
阪

１
．
０
７
６

０
．
９
８
５

兵
庫

０
．
８
８
２

０
．
１
１
６

奈
良

０
．
８
３
４

０
．
８
３
１

和
歌
山

０
．
７
８
４

０
．
５
０
３

鳥
取

０
．
６
８
３

０
．
５
９
６

島
根

０
．
７
１
９

１
．
５
４
９

岡
山

０
．
６
３
９

０
．
５
９
５

広
島

０
．
７
６
３

０
．
８
９
１

山
口

０
．
６
９
４

１
．
１
０
８

徳
島

０
．
６
５
０

０
．
７
６
１

香
川

０
．
６
４
０

０
．
６
５
１

愛
媛

０
．
６
４
１

２
．
９
９
１

高
知

０
．
７
５
８

０
．
４
５
０

福
岡

０
．
９
２
３

０
．
８
９
５

佐
賀

０
．
７
３
１

０
．
６
０
６

長
崎

０
．
７
３
６

０
．
８
３
０

熊
本

０
．
６
４
０

０
．
７
３
５

大
分

０
．
７
３
４

０
．
７
３
５

宮
崎

０
．
７
５
７

０
．
７
９
４

鹿
児
島

０
．
６
６
７

０
．
８
０
８

沖
縄

０
．
９
７
０

２
．
４
７
３

別
表
第
八

道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
率
（
第
２
１
条
関
係
）

都
道
府
県

率

北
海
道

０
．
９
８
５
９

青
森

０
．
９
８
６
３

岩
手

０
．
９
７
８
９

宮
城

０
．
９
８
１
７

秋
田

０
．
９
８
１
２

山
形

０
．
９
８
０
７

福
島

０
．
９
６
９
７

茨
城

０
．
９
８
０
８

栃
木

０
．
９
８
０
３

群
馬

０
．
９
７
６
６
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埼
玉

０
．
９
７
１
１

千
葉

０
．
９
７
９
９

東
京

０
．
９
８
３
３

神
奈
川

０
．
９
７
８
８

新
潟

０
．
９
７
４
２

富
山

０
．
９
７
０
８

石
川

０
．
９
７
３
１

福
井

０
．
９
６
６
５

山
梨

０
．
９
８
７
０

長
野

０
．
９
８
０
４

岐
阜

０
．
９
７
５
９

静
岡

０
．
９
７
６
２

愛
知

０
．
９
７
６
０

三
重

０
．
９
７
７
２

滋
賀

０
．
９
７
２
２

京
都

０
．
９
７
１
３

大
阪

０
．
９
７
６
３

兵
庫

０
．
９
７
２
７

奈
良

０
．
９
７
５
７

和
歌
山

０
．
９
７
１
０

鳥
取

０
．
９
７
５
７

島
根

０
．
９
７
１
８

岡
山

０
．
９
７
３
２

広
島

０
．
９
７
０
５

山
口

０
．
９
６
８
７

徳
島

０
．
９
７
１
４

香
川

０
．
９
６
８
５

愛
媛

０
．
９
７
６
８

高
知

０
．
９
７
７
６

福
岡

０
．
９
８
２
２

佐
賀

０
．
９
８
１
５

長
崎

０
．
９
７
７
１

熊
本

０
．
９
８
４
４

大
分

０
．
９
８
２
７

宮
崎

０
．
９
８
３
６

鹿
児
島

０
．
９
８
３
９

沖
縄

０
．
９
９
１
２

別
表
第
九

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
係
る
率
（
第
２
２
条
関
係
）

都
道
府
県

率

北
海
道

０
．
８
５
７

青
森

０
．
８
３
５

岩
手

０
．
９
８
５

宮
城

１
．
０
５
７

秋
田

０
．
９
１
１

山
形

０
．
７
０
０

福
島

０
．
８
６
１

茨
城

０
．
９
３
９

栃
木

０
．
９
０
２

群
馬

０
．
８
７
０

埼
玉

１
．
０
７
９

千
葉

１
．
０
１
０

東
京

１
．
２
９
８

神
奈
川

１
．
２
３
２

新
潟

０
．
８
６
７

富
山

１
．
０
２
２

石
川

１
．
０
６
０

福
井

１
．
１
１
８

山
梨

０
．
８
９
８

長
野

１
．
０
１
４

岐
阜

０
．
８
９
３

静
岡

１
．
２
４
２

愛
知

１
．
１
３
３

三
重

０
．
９
６
２

滋
賀

０
．
９
７
４

京
都

１
．
０
５
９

大
阪

１
．
２
８
８

兵
庫

０
．
９
７
９

奈
良

１
．
０
７
５

和
歌
山

０
．
８
９
１

鳥
取

０
．
７
０
２

島
根

０
．
７
８
２

岡
山

０
．
８
９
７

広
島

０
．
８
３
７

山
口

０
．
８
０
３

徳
島

０
．
９
３
５

香
川

０
．
９
５
６

愛
媛

０
．
９
２
４

高
知

０
．
９
７
５

福
岡

０
．
７
８
６

佐
賀

０
．
７
３
８

長
崎

０
．
８
１
６

熊
本

０
．
７
６
２

大
分

０
．
７
０
８

宮
崎

０
．
７
４
６

鹿
児
島

０
．
７
７
７

沖
縄

１
．
０
５
６

別
表
第
十
　
削
除

別
表
第
十
の
二
　
削
除

別
表
第
十
一

軽
油
引
取
税
及
び
軽
油
引
取
税
交
付
金
に
係
る
率
（
第
２
３
条
の
２
、
第
３
８
条
関
係
）

都
道
府
県
及
び
指
定
都
市

率
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都
道
府
県

北
海
道

１
．
０
１
３

青
森

１
．
０
０
２

岩
手

０
．
９
５
４

宮
城

０
．
９
７
９

秋
田

１
．
０
０
８

山
形

０
．
９
９
８

福
島

０
．
９
３
７

茨
城

１
．
０
１
２

栃
木

１
．
０
０
３

群
馬

１
．
０
０
５

埼
玉

１
．
０
１
８

千
葉

１
．
０
２
１

東
京

１
．
０
２
３

神
奈
川

１
．
０
１
５

新
潟

０
．
９
８
３

富
山

１
．
０
１
０

石
川

１
．
０
１
７

福
井

０
．
９
８
３

山
梨

１
．
０
１
２

長
野

１
．
０
０
９

岐
阜

１
．
０
２
２

静
岡

１
．
０
１
５

愛
知

１
．
０
２
３

三
重

１
．
０
１
２

滋
賀

１
．
０
１
２

京
都

１
．
０
３
４

大
阪

１
．
０
２
７

兵
庫

１
．
０
０
０

奈
良

１
．
０
０
８

和
歌
山

１
．
０
４
２

鳥
取

１
．
０
０
５

島
根

０
．
９
８
７

岡
山

１
．
０
１
０

広
島

１
．
０
０
９

山
口

０
．
９
９
１

徳
島

０
．
９
９
５

香
川

１
．
０
１
２

愛
媛

０
．
９
９
４

高
知

０
．
９
７
９

福
岡

１
．
０
１
４

佐
賀

０
．
９
９
８

長
崎

１
．
０
０
４

熊
本

１
．
０
１
０

大
分

１
．
０
１
５

宮
崎

０
．
９
９
８

鹿
児
島

０
．
９
９
０

沖
縄

１
．
０
０
２

指
定
都
市

札
幌

１
．
０
０
８

仙
台

０
．
９
７
６

さ
い
た
ま

１
．
０
０
３

千
葉

１
．
０
３
３

横
浜

１
．
０
２
７

川
崎

０
．
９
８
１

相
模
原

０
．
９
９
２

新
潟

０
．
９
９
０

静
岡

１
．
０
１
４

浜
松

１
．
０
１
１

名
古
屋

１
．
０
１
９

京
都

１
．
０
３
６

大
阪

０
．
９
９
３

堺

０
．
９
９
４

神
戸

１
．
０
０
２

岡
山

１
．
０
０
９

広
島

１
．
０
１
０

北
九
州

１
．
０
１
１

福
岡

０
．
９
９
３

熊
本

１
．
０
２
０

別
表
第
十
二

（
１
）
　
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
基
準
税
率
補
正
率
（
第
２
４
条
関
係
）

都
道
府
県

率

北
海
道

０
．
９
１
７

青
森

０
．
８
７
０

岩
手

０
．
８
９
１

宮
城

０
．
８
７
６

秋
田

０
．
９
２
８

山
形

０
．
８
４
１

福
島

０
．
８
９
８

茨
城

０
．
９
３
１

栃
木

０
．
９
４
１

群
馬

０
．
９
２
８

埼
玉

１
．
０
０
６

千
葉

１
．
０
０
５

東
京

１
．
３
４
２

神
奈
川

１
．
０
３
６

新
潟

０
．
８
７
５

富
山

０
．
８
０
７

石
川

０
．
９
０
２

福
井

０
．
８
８
２

山
梨

０
．
９
９
１

長
野

０
．
８
９
０

岐
阜

０
．
９
９
０

静
岡

０
．
９
４
６
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愛
知

１
．
０
４
１

三
重

０
．
９
５
９

滋
賀

０
．
９
１
５

京
都

１
．
０
３
６

大
阪

１
．
１
０
２

兵
庫

１
．
１
２
３

奈
良

１
．
０
２
３

和
歌
山

１
．
０
２
４

鳥
取

０
．
８
８
２

島
根

０
．
８
２
０

岡
山

０
．
９
３
６

広
島

０
．
９
２
５

山
口

０
．
８
８
７

徳
島

０
．
９
０
７

香
川

０
．
８
８
９

愛
媛

０
．
８
６
８

高
知

０
．
９
３
３

福
岡

１
．
０
１
０

佐
賀

０
．
８
８
８

長
崎

０
．
８
５
７

熊
本

０
．
８
５
７

大
分

０
．
８
８
４

宮
崎

０
．
８
３
７

鹿
児
島

０
．
８
７
１

沖
縄

０
．
６
９
３

（
２
）
　
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
基
準
税
率
補
正
率
（
第
２
４
条
関
係
）

都
道
府
県

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

北
海
道

１
．
０
０
３

０
．
９
８
９

１
．
１
１
７

青
森

０
．
９
６
８

０
．
９
４
４

１
．
１
７
０

１
．
０
８
１

岩
手

０
．
９
８
１

０
．
８
５
９

１
．
１
１
７

宮
城

０
．
９
８
９

１
．
０
１
１

１
．
０
３
８

秋
田

０
．
９
８
２

０
．
９
０
２

１
．
０
８
９

山
形

０
．
９
８
１

０
．
９
６
７

１
．
０
４
２

福
島

０
．
９
９
８

１
．
０
１
１

１
．
０
６
６

茨
城

１
．
０
１
０

１
．
０
１
１

１
．
０
５
６

栃
木

１
．
０
０
６

１
．
０
１
７

１
．
０
２
２

群
馬

１
．
０
０
３

０
．
９
７
８

１
．
０
５
６

埼
玉

１
．
０
０
７

１
．
０
３
２

１
．
０
４
６

１
．
４
１
１

千
葉

０
．
９
９
９

１
．
０
５
３

０
．
９
８
８

０
．
６
０
５

東
京

１
．
０
１
６

１
．
１
１
０

０
．
３
５
７

１
．
０
１
３

神
奈
川

１
．
０
０
２

１
．
１
０
０

０
．
９
７
９

０
．
９
６
８

新
潟

０
．
９
８
３

０
．
９
６
９

１
．
０
６
０

富
山

０
．
９
８
１

０
．
９
９
７

１
．
０
９
８

石
川

０
．
９
８
３

０
．
８
５
２

１
．
０
８
２

福
井

０
．
９
９
０

０
．
９
９
０

１
．
１
２
８

山
梨

１
．
０
０
６

１
．
０
３
０

１
．
０
６
９

長
野

０
．
９
９
７

１
．
０
１
６

１
．
０
８
４

岐
阜

０
．
９
９
４

０
．
９
８
５

１
．
０
４
７

静
岡

０
．
９
９
７

０
．
９
８
０

０
．
９
９
９

０
．
９
９
８

愛
知

１
．
０
０
７

１
．
０
０
１

１
．
０
４
４

１
．
２
０
９

三
重

１
．
０
０
１

１
．
０
０
８

１
．
０
２
２

滋
賀

１
．
０
０
６

０
．
８
１
１

１
．
０
５
５

京
都

０
．
９
９
６

０
．
９
９
８

０
．
９
５
５

１
．
２
５
０

大
阪

０
．
９
９
４

０
．
９
３
６

０
．
９
１
９

兵
庫

１
．
０
２
０

１
．
０
４
７

１
．
０
０
９

奈
良

１
．
０
１
４

１
．
０
１
１

１
．
０
６
０

和
歌
山

１
．
０
０
１

０
．
９
６
１

１
．
０
１
１

鳥
取

０
．
９
８
９

０
．
９
９
０

１
．
１
０
５

島
根

０
．
９
７
３

０
．
８
４
０

１
．
０
６
５

岡
山

０
．
９
９
０

０
．
９
９
４

１
．
０
８
３

広
島

０
．
９
９
９

０
．
９
９
０

０
．
９
９
８

０
．
９
７
８

山
口

０
．
９
８
１

１
．
０
０
０

１
．
０
４
２

０
．
７
９
９

徳
島

１
．
０
０
０

０
．
９
６
２

１
．
０
４
０

香
川

０
．
９
９
６

０
．
９
７
３

１
．
０
１
３

愛
媛

０
．
９
９
７

０
．
９
７
７

１
．
１
０
２

高
知

０
．
９
８
２

０
．
９
６
６

１
．
０
９
６

福
岡

１
．
０
０
５

０
．
９
８
３

０
．
９
９
４

１
．
４
１
１

佐
賀

０
．
９
９
４

０
．
７
４
８

１
．
０
４
８

１
．
２
７
０

長
崎

０
．
９
９
０

０
．
９
６
６

１
．
０
６
５

０
．
８
９
０

熊
本

０
．
９
９
２

０
．
９
６
３

１
．
１
０
６

１
．
４
１
１

大
分

１
．
０
０
１

０
．
９
４
５

０
．
９
９
３

宮
崎

０
．
９
９
１

０
．
９
６
２

１
．
０
５
８

鹿
児
島

０
．
９
８
４

０
．
９
５
３

１
．
０
３
６

沖
縄

０
．
９
８
３

０
．
９
０
１

０
．
９
７
８

１
．
０
３
６
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